
（發生事故的事例方面的技術基準解釋修改） 

(1)擴大電源插頭的漏電對策的適用範圍 

（為了對應新技術的技術基準解釋修改） 

(2)追加針對配線器具的遠距操縱的技術基準解釋 

(3)追加有關聚乙烯引入線材的絕緣電線技術基準解釋 

 

 

關於「制定電氣用品技術基準的省令解釋」之部分修訂 

 

1.修改的原委 

從電氣用品的防止事故與防範再發生的觀點，關於近幾年事故頻傳的產品及

被認為在新技術方面有必要對應的產品等以下有關的項目，為了追加·修正試驗

項目而進行「關於制定電氣用品技術基準的省令解釋」之修訂。 

 

關於(1)的部分，於 2009年 9月 11日修訂後的技術基準省令，只與事故直接相

關的電氣用品為對象，從防範事故未然的觀點，進行關於具有同樣的結構或使用

環境等以外的電氣用品的適用範圍擴大進行討論。 

 

關於(2)的部分，由以前的紅外線遙控器等的遠距操縱之外又加上，伴隨著近年

的高速網路、迅速普及的無線 LAN 和智慧型手機的公共設備整備狀況，關於根

據這些組合的遠距操縱的家電組合為對象，於 2013 年 5 月 10 日修訂後的技術基

準省令；此次，以提高家庭中節約能源對策必要性高漲的配線器具為對象，追加

有關遠距操縱的技術基準。 

 

關於(3)的部分，採用對環境負荷較少的被覆材料的相關引入線材的電線，追加

相關技術基準，在產品的選項的擴大以及促進在電線領域方面導入注重環境的產

品。 



2.修改的概要 

  2.1 電源插頭的漏電對策(伴隨適用範圍擴大的修改） 

   2.1.1 現狀 

   關於「電冰箱、冷凍箱」所使用的電源插頭，有鑑於平時設置在濕氣高

的場所流通比較大電流，為防止插座長期注入塵埃、濕氣等堆積在插頭部分，

點火時會發生漏電現象，對耐漏電性有個別要求事項規定。 

 

2.1.2 規定範圍 

   因為在如廚房等的有水的周圍設置著的產品以外，也曾經發生漏電現象，

全部的產品皆要求電源插頭具耐漏電性。 

   具體來說，把耐漏電性追加到技術基準解釋的別表第四插入式插頭之外，

又加上，如 direct plug-in 機器一樣地的，將插頭刃直接插入產品實體內的機

器或溫水馬桶等使用的插頭型漏電斷路器等，把耐漏電性也追加到其要求事

項。 

 

  2.2 追加對配線器具的遠距操縱的技術基準解釋（對應新技術方面） 

   2.2.1 現狀 

  家電產品等的技術基準解釋中，在別表第八所規定的電氣用品的對象，由

以往的紅外線遙控器等的遠距操縱之外再加上，伴隨著近年的高速網路與迅

速普及的無線 LAN 和智慧型手機的公共設備整備狀況，根據這些組合的遠距

操縱，在一般要求事項內規定著。 

 

2.2.2 規定範圍 

   關於閃爍器和連接器等的技術基準解釋在別表第四所規定的配線器具，依

據在別表第八的遠距操縱的相關技術基準的修改，不過，關於不能與特定配

線器具連接的負載機器，因為無法像別表第八的電氣用品進行風險評價，所

以視為對象外。 

 

  2.3 追加有關聚乙烯引入線材的絕緣電線技術基準解釋（對應新技術方面） 

   2.3.1 現狀 

  雖然乙烯基，聚乙烯、氟樹脂，橡膠等被規定作為在屋外安裝設備的絕緣

電線的絕緣體，但是作為支撐物(電線杆)與需求地之間的連接供給電力用的

電線（高架引線）規定著只使用乙烯基的「引線用乙烯基絕緣電線」。 

 

2.3.2 規定範圍 

   擴大在取得引線用絕緣電線的絕緣體的材料選擇的範圍的同時，關於「引

線用聚乙烯絕緣電線」的部分，盡可能使用對環境負荷少的材料，追加在技

術基準解釋的別表第一內的要求事項。 



 

3.今後預定日程 

修正、執行日期：2014 年 9 月 18 日 

不過，在符合 (1)及(2)的規定下，從本通知的實施日開始 1 年內，根據先前的例

子依然有效。 

(1) 擴大電源插頭的漏電對策的適用範圍 

(2) 追加針對配線器具的遠距操縱的技術基準解釋 

(3) 追加有關聚乙烯引入線材的絕緣電線技術基準解釋 

 

＊範例部分請參閱原文連結 
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電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（通達）の

一部改正について 

 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 
経済産業省製品安全課 

 

1. 改正の経緯 

電気用品の事故未然・再発防止の観点から、近年事故が散見される製品及び新技術への

対応が必要と思われる製品に係る以下の項目について、試験項目を追加・修正するため「電

気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の改正を行う。 

 

（事故事例を受けた技術基準解釈改正） 

(1) 電源プラグのトラッキング対策の適用範囲拡大 

（新技術への対応のための技術基準解釈改正） 

(2)配線器具の遠隔操作に対する技術基準解釈の追加 

(3)引込用ポリエチレン絶縁電線に関する技術基準解釈の追加 

 

(1)については、事故に直接関連した電気用品のみを対象に平成 21 年 9 月 11 日付けで

技術基準省令を改正したところ、事故未然防止の観点から、同様の構造や使用環境等を有

する他の電気用品への適用拡大について検討を行っていたもの。 

(2)については、従来の赤外線リモコン等による遠隔操作に加え、近年の高速インター

ネット網、無線LANやスマートフォンの急速な普及に伴ったインフラ整備状況を踏まえ、こ

れらの組み合わせによる遠隔操作について、家電製品を対象として、平成25年5月10日付け

で技術基準省令解釈を改正したところ、今回、家庭における省エネ対策として必要性が高

まる配線器具を対象とした遠隔操作に関する技術基準を追加する。 

(3)については、被覆材として環境負荷の少ない材料を採用した引込用電線について技

術基準を追加することによって、製品の選択肢の拡大及び電線分野における環境配慮型製

品の導入促進を図るもの。 
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2. 改正の概要 

2.1 電源プラグのトラッキング対策（適用範囲拡大に伴う改正） 

2.1.1 現状 

「電気冷蔵庫・冷凍庫」に使用されている電源プラグについては、比較的大電流が常

時通電しており湿気の高い場所に設置されることが多い事情を鑑み、コンセントに長期

間差し込まれたままで埃・湿気等がプラグ部分に堆積し発火するトラッキング現象を防

止するため、耐トラッキング性を個別要求事項に規定している。 

2.1.2 規制範囲 

トラッキング現象は、台所などの水回りに設置してある製品以外でも発生しているこ

とから、全ての製品について電源プラグの耐トラッキング性を要求することとする。 

具体的には、技術基準解釈の別表第四の差込プラグに耐トラッキング性を追加するこ

とに加え、ダイレクトプラグイン機器のようにプラグ刃を製品本体に直接埋め込んだ機

器や、温水洗浄便座などに使用されている差込形の漏電遮断器等についても要求事項に

耐トラッキング性を追加する。 

 

2.2 配線器具の遠隔操作に対する技術基準解釈の追加（新技術への対応） 

2.2.1 現状 

家電製品等の技術基準解釈の別表第八に規定される電気用品を対象として、従来の赤

外線リモコン等による遠隔操作に加え、近年の高速インターネット網、無線LANやスマ

ートフォンの急速な普及に伴ったインフラ整備状況を踏まえ、これらの組み合わせによ

る遠隔操作について、一般要求事項において規定している。 

2.2.2 規制範囲 

点滅器や接続器などの技術基準解釈の別表第四に規定される配線器具について、別表

第八における遠隔操作に関する技術基準に準拠した改正を行うが、配線器具に接続され

る負荷機器を特定できないものについては別表第八の電気用品のようなリスク評価が

できないため対象外とする。 

 

2.3 引込用ポリエチレン絶縁電線に関する技術基準の追加（新技術への対応） 

2.3.1 現状 

屋外に施設する絶縁電線の絶縁体として、ビニル、ポリエチレン、ふっ素樹脂、ゴム

が規定されているものの、支持物（電柱）と需要場所の間を繋ぐ電力供給用の電線（架
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空引込線）としてはビニルを用いた「引込用ビニル絶縁電線」のみ規定している。 

2.3.2 規制範囲 

引込用絶縁電線における絶縁体の選択の幅を拡げ材料入手性向上を図るとともに、環

境負荷の少ない材料を使用できるよう「引込用ポリエチレン絶縁電線」について、技術

基準解釈の別表第一に要求事項を追加する。 

 

3.スケジュール 

改正・施行：平成２６年９月１８日。ただし、(1)及び(2)の規定の適用については、こ

の通達の施行の日から１年間は、なお従前の例によることができる。 

(1) 電源プラグのトラッキング対策の適用範囲拡大 

(2) 配線器具の遠隔操作に対する技術基準解釈の追加 

(3) 引込用ポリエチレン絶縁電線に関する技術基準解釈の追加 
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（１） 電源プラグのトラッキング対策 

－ 要求事項の概要 

【耐トラッキング性試験】 

コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であって、その栓刃に直接接する絶

縁材料にあっては、JIS C 2134(固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定

方法)に規定するPTIが 400 以上であること。 

（試験方法概要） 

サンプル表面に白金電極を置き、電極間に電圧を加

えた状態で、電解液を30秒間隔で滴下し、トラッキ

ング現象の発生状況等を評価する。 

 

（ＰＴＩ: proof tracking index） 

電解液を５０滴たらし、測定期間中にトラッキング

破壊および持続炎を発生させることなく耐えられる

保証電圧をボルトで示した値 

 

【グローワイヤ燃焼性試験】 

栓刃間を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 60695-2-11 又は JIS C 60695-2-12 に規

定する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するものであること。 

JIS C 60695-2-11：耐火性試験―電気・電子―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

JIS C 60695-2-12：耐火性試験―電気・電子―最終材料に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

(試験方法概要) 

電流により一定温度に熱せられた赤熱棒(グローワ

イヤ)を試験片に一定時間押し当て、部材そのものや

周囲への燃え広がりを製品内部からの発火に見立て 

て評価する。 

 

 

 

（参考） 
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（２）点滅器、接続器などの配線器具（別表第四）の遠隔操作 

－ 要求事項の概要 

 別表第八の遠隔操作に関する技術基準に準拠し、従来の規定に、「危険が生ずるおそれ

のないもの」として外部遠隔操作機構に関する次のような要求事項を追加。 

 ただし、配線器具に接続される負荷機器を特定できないものについては、リスク評価

ができないため対象外とする。 

① 配線器具は、接続できるものとして、遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じるこ
とにより遠隔操作に伴う危険源がない負荷機器に限定されているものであること。 

② 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される配線器具及び負荷機器が安全状態を維持し、
通信回線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される配線器具の安全機能により安全な状態が確
保できること。 

③ 負荷機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を配線器具に講じていること。  

ⅰ  手元操作が最優先されること  
ⅱ  負荷機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること 

④ 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を配線器具に講じること。  

ⅰ  操作結果のフィードバック確認ができること  
ⅱ  動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

⑤ 通信回線において、次の対策を遠隔操作される配線器具に講じていること。  

ⅰ  操作機器の識別管理  
ⅱ  外乱に対する誤動作防止  
ⅲ  通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式に限る） 

⑥ 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等により安全性
に影響を与えない対策が配線器具に講じられていること。 

⑦ 同時に外部の2 箇所以上から負荷機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある相反する遠
隔操作を受けつけない対策を配線器具に講じること。 

⑧ 配線器具は、適切な誤操作防止対策を講じること。  

⑨ 配線器具は、出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 
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（３）引込用ポリエチレン絶縁電線 

－ 架空引込線 

 

－ 電気事業法における位置付け 

架空引込線は、一般用電気工作物に該当しないが、電気事業法の技術基準において、

電気用品安全法の適用範囲内の電線を引用している。 

 

（電気設備の技術基準の解釈 第五条第１項） 

絶縁電線は、電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）の適用を受けるもの又は次の

各号に適合する性能を有するものを使用すること。 

     （以下、略） 

（電気用品安全法施行令 別表第一） 

一 電線（定格電圧が１００Ｖ以上６００Ｖ以下のものに限る。）であって、次に掲げるもの 

（一）絶縁電線であって、次に掲げるもの（導体の公称断面積が１００平方ミリメートル以下

のものに限る。） 

１ ゴム絶縁電線（絶縁体が合成ゴムのものを含む。） 

２ 合成樹脂絶縁電線（別表第二第一号（一）に掲げるものを除く。） 

    （以下、略） 
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別表第一 電線および電気温床線 

１ 電線 

（１）共通の事項 

イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。｢温度に耐え

る｣とは、セパレーター又は介在物等を使用するものにあっては、原則としてこれ

らの耐熱グレードが電線の耐熱グレードと同等か又はこれ以上であることをいう。 

ロ 導体の表面は、なめらかで、かつ、傷、さび等がないこと。 

ハ 線心が 2 本以上のものにあっては、色分けその他の方法により線心が識別でき

ること。｢色分けその他の方法｣には、次のような方法により、容易に消えない方

法で線心に施されていることを含む。 

（イ）色分けによる方法 

ａ 絶縁体の色又は絶縁体の表面に施す着色 

ｂ 絶縁体に巻くテープによる色分け又は絶縁体上に施す編組に挿入した色

糸 

ｃ 導体上に挿入した色糸又は色テープ 

（ロ）その他の方法 

ａ 次の図例のように、線心の一部に突起を設ける等、形状による方法 

 

ｂ 表面表示による方法 

数字、記号、マーク等の表示による方法 

ｃ 次の図例のように、線心の一部を色分け等で識別したトレーサー方式によ

る方法 

丸形の場合        平形の場合 

 

ニ 導体補強線又は補強索を有するものにあっては、導体補強線又は補強索は、絶

縁体及び外装に損傷を与えるおそれのないこと。この場合において、電線の表面、

貼紙又は荷札に引張強度を表示すること。ただし、導体補強線又は補強索として

引張強さが690MPa 以上の鋼線を使用するものにあっては、表示を省略することが



 2 

できる。 

ホ セパレーターを有するものにあっては、セパレーターは、次に適合すること。 

（イ）紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴムまたは合

成樹脂であること。 

（ロ）厚さは、導体と絶縁体との間に施すものにあっては 0.5 ㎜以下、線心又は補

強索の上に施すものにあっては 1 ㎜以下であること。ただし、耐火電線であ

る旨の表示のあるものにあっては、それぞれ1.5㎜以下とすることができる。 

ヘ 遮へいを有するものにあっては、その遮へいはテープ状、被覆状、編組状又は

線状のものであって、導体、絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないもので

あること。 

ト 介在物を有するものにあっては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、ガラス

繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。 

チ 防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあっては、防湿剤、防腐剤および塗料

は、次に適合すること。 

（イ）容易に水に溶解しないこと。 

（ロ）絶縁体、外装、外部編組、セパレーター、補強索またはアース線の性能をそ

こなうおそれのないものであること。 

リ 平形導体合成樹脂絶縁電線を除き、アース線を有するものにあっては、アース

線は、次に適合すること。 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 単線にあっては、附表第一に適合する軟銅線であって、直径が1.6㎜以上

のものであること。 

ｂ より線にあっては、附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積が

2㎜ 2以上又は附表第八若しくは附表第八の二に適合する軟銅集合より線で

あって、断面積が0.75㎜ 2以上のものであること。 

ｃ 次のいずれかに該当するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合

金のめっきを施してあること。ただし、コードに施すもの又は導体上にセパ

レーターを施すものにあっては、この限りでない。 

（ａ）ビニル混合物およびポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの 

（ｂ）被覆を施していないもの（電線の絶縁体又は外装がビニル混合物およびポ

リエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。） 

（ロ）被覆を施してあるものにあっては、被覆の厚さがアース線の線心以外の線心

の絶縁体の厚さの70%をこえ、かつ、導体の太さがアース線の導体以外の導体

の太さの80%をこえるとき、またはアース線の線心が2本以上のときは、アー

ス線である旨を表示してあること。｢アース線である旨を表示してある｣とは、
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緑と黄の配色による識別又は保護アース、保護接地、ＰＥの文字若しくは 

の記号をアース線に表示することをいう。 

ヌ 単心のケーブル及びキャブタイヤケーブルであって、絶縁体と外装が一層で作

られたものにあっては、表面の見やすい箇所にケーブル又はキャブタイヤケーブ

ルである旨の表示を施してあること。 

（２）絶縁電線（蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。） 

イ 材料及び構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 導体は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 導体 

ゴム絶縁

電線 

600V ゴム絶

縁電線 

附表第一に適合する軟銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下のも

の、附表第三に適合する半硬アルミ線であって直径が2.3㎜以上5

㎜以下のもの若しくは硬アルミ線であって直径が2.0㎜以上5㎜以

下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積が0.9

㎜ 2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若し

くは硬アルミ同心より線であって断面積が14㎜ 2以上のもの 

その他のゴ

ム絶縁電線 

附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.75㎜ 2以

上のもの 

合

成

樹

脂

絶

縁

電

線 

ビ

ニ

ル

絶

縁

電

線 

600V ビニル

絶縁電線 

附表第一に適合する軟銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下のも

の、附表第二に適合する硬銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下

のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であって直径が2.3㎜以

上5㎜以下のもの若しくは硬アルミ線であって直径が2.0㎜以上5

㎜以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積

が0.9㎜ 2以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であって

断面積が0.9㎜ 2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同

心より線若しくは硬アルミ同心より線であって断面積が14㎜ 2以上

のもの 

屋外用ビニ

ル絶縁電線 

附表第二に適合する硬銅線であって直径が2㎜以上5㎜以下のもの、

附表第五に適合する硬銅同心より線であって断面積が8㎜ 2以上の

もの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であって断面積が22

㎜ 2以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心より線であ

って断面積が12㎜ 2以上のもの 

引込用ビニ

ル絶縁電線 

附表第二に適合する硬銅線であって直径が2㎜以上5㎜以下のもの、

附表第三に適合する硬アルミ線であって直径が4㎜以上5㎜以下の

もの、附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積が22㎜ 2

以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であって断面積が

8㎜ 2以上のもの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であって

断面積が22㎜ 2以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心

より線であって断面積が12㎜ 2以上のもの 

その他のビニ

ル絶縁電線 

附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.75㎜ 2以

上のもの 

ポ

リ

エ

チ

レ

600V ポリエ

チレン絶縁

電線 

附表第一に適合する軟銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下のも

の、附表第二に適合する硬銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下

のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であって直径が2.3㎜以

上5㎜以下のもの若しくは硬アルミ線であって直径が2.0㎜以上5

㎜以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積
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ン

絶

縁

電

線 

が 0.9㎜ 2以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であっ

て断面積が0.9㎜ 2以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ

同心より線若しくは硬アルミ同心より線であって断面積が14㎜2以

上のもの 

引込用ポリ

エチレン絶

縁電線 

附表第二に適合する硬銅線であって直径が2㎜以上5㎜以下のもの、

附表第四に適合する軟銅同心より線であって断面積が22㎜ 2以上の

もの又は附表第五に適合する硬銅同心より線であって断面積が8㎜
2以上のもの 

その他のポ

リエチレン

絶縁電線 

附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.75㎜ 2以

上のもの 

ふ

っ

素

樹

脂

絶

縁

電

線 

600V ふっ素

樹脂絶縁電線 

附表第一に適合する軟銅線であって直径が0.8㎜以上5㎜以下のも

の又は附表第四に適合する軟銅同心より線であって、断面積が0.9

㎜ 2以上のもの 

その他のふっ

素樹脂絶縁電

線 

附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.75㎜ 2以

上のもの 

 

ｂ 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふっ素樹脂混合物以外の

ものである絶縁電線の導体に使用する銅線は、銀、ニッケル、すず若しくは

鉛又はこれらの合金のめっきを施してあること。ただし、導体上にセパレー

ターを施すものにあっては、この限りでない。 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 絶縁物 

ゴ

ム

絶

縁

電

線 

600V ゴム絶縁電線 
天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプ

ロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 

その他のゴム絶縁電線 

天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム

混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混

合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴ

ム混合物 

合成樹脂絶縁電線 

ビニル混合物、ポリエチレン混合物（引込用ポリエチレン絶縁

電線にあっては、耐燃性ポリエチレン混合物に限る。）又はふ

っ素樹脂混合物 

 

b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、

その最小値が標準値の80%以上であること｡ 

導体の太さ 絶縁体の厚さ（㎜） 

より線（断

面積 ㎜ 2） 

単線（直径 

㎜） 

天然ゴム混合物、スチ

レンブタジエンゴム

混合物、ブチルゴム混

合物、クロロプレンゴ

ム混合物、クロロスル

ビニル混合物

を絶縁体に使

用するもの 

エチレンプ

ロピレンゴ

ム混合物又

はポリエチ

レン混合物

ふっ素樹

脂混合物

を絶縁体

に使用す

るもの 



 5 

ホン化ポリエチレン

ゴム混合物又はけい

素ゴム混合物を絶縁

体に使用するもの 

を絶縁体に

使用するも

の 

3.5以下 2.0以下 1.1 0.8(0.4) 0.8 0.4 

3.5 を超え

5.5以下 

2.0 を超え

2.6以下 
1.1 1.0(0.5) 1.0 0.5 

5.5を超え8

以下 

2.6 を超え

3.2以下 
1.1 1.2(0.6) 1.0 0.6 

8 を超え 14

以下 

3.2 を超え

4.0以下 
1.1 1.4(1.0) 1.0 0.7 

14を超え32

以下 

4.0 を超え

5.0以下 
1.4 1.6(1.2) 1.2 0.8 

32を超え38

以下 
― 1.4 1.8(1.4) 1.2 0.9 

38を超え60

以下 
― 1.8 1.8(1.4) 1.5 0.9 

60を超え80

以下 
― 1.8 2.0(1.5) 1.5 1.0 

80 を 超 え

100以下 
― 2.3 2.0(1.5) 2.0 1.0 

（備考）括弧内の数値は、屋外用ビニル絶縁電線に適用する。 

 

（ハ）絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合

物又はけい素ゴム混合物（機械的強度を強化したものを除く。）を使用する

ものにあっては、より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に約

0.5㎜（絶縁体の外径が7.5㎜を超えるものにあっては、約0.6㎜）の厚さの

外部編組又はこれと同等以上の機械的強度を有する被覆を施してあること。

被覆が絶縁体と別の層であって、その被覆の厚さが外部編組の厚さ以上のも

のにあっては、｢同等以上の機械的強度を有する被覆｣とみなす。｢より糸又は

これと同等以上の耐摩耗性を有する糸｣には、ポリアミド等の化学繊維の単糸

を含む。 

（ニ）絶縁体に天然ゴム混合物またはスチレンブタジエンゴム混合物を使用するも

のにあっては、外部編組は、防湿剤を施してあること。 

（ホ）引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線にあっては、次に適

合すること。 

ａ より合わせ形のものにあっては、線心2本又は3本を層心径の約60倍の

ピッチでより合わせたものであること。 

ｂ 平形のものにあっては、一体にした2本以上の線心が平行に配列され、か

つ、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。 
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ｃ 巻付け形のもの（引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。）にあっては、硬

アルミ単線若しくは硬アルミ同心より線を使用した1本又は2本の線心をそ

の外径の約60倍のピッチで、1本の鋼心アルミ同心より線を使用した線心

の周りに巻き付けたものであること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第十の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 絶縁抵抗 

屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあっては、附表第十一の試験をロに規定する

試験の直後に行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐食性 

めっきを施した銅線または鋼線にあっては、附表第十二の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ホ 巻付け強度および曲げ強度 

半硬アルミ線にあっては、附表第十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ ねじり強度 

鋼心アルミ同心より線の鋼線にあっては、適当な長さの試料をその直径の 100

倍の間隔でつかみ、毎分約60回の速さでねじったとき、試料が切断するまでの回

数が20回(直径が 2.9㎜以上のものにあっては、16回)以上であること。 

ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 

ビニル絶縁電線にあっては、附表第十五の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（ハ）低温巻付け 

ビニル絶縁電線にあっては、附表第十六の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（ニ）加熱変形 

ビニル絶縁電線またはポリエチレン絶縁電線にあっては、附表第十八の試験

を行ったとき、これに適合すること。 

（ホ）加熱収縮 

ビニル絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除

く。）にあっては、附表第十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ヘ）耐油性 
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ａ 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴ

ム混合物を使用するものにあっては、附表第二十２の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ｂ ビニル絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除

く。）にあっては、附表第二十３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ト）耐燃性 

ａ 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴ

ム混合物を使用するゴム絶縁電線にあっては、附表第二十一１の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ｂ ビニル絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除

く。）、耐燃性ポリエチレン絶縁電線、耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線又

は引込用ポリエチレン絶縁電線にあっては、附表第二十一２の試験を行った

とき、これに適合すること。 

（チ）耐引裂性 

絶縁体に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあって

は、附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

チ 防湿性 

外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施してあるものにあっては、附表第二十

二の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（３）蛍光灯電線 

イ 材料および構造 

（イ）導体は、附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が 0.75 ㎜ 2の

ものであること。 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。 

ｂ 厚さは、1.6㎜を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小

値が標準値の80%以上であること。 

ロ 絶縁耐力 

附表第十の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 絶縁抵抗 

附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行ったとき、これに適合すること。 

二 耐食性 

めっきを施した銅線にあっては、附表第十二の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 
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ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十五の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

（ハ）低温巻付け 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十六の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

（ニ）加熱変形 

附表第十八の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ホ）耐油性 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第二十３の試験を行

ったとき、これに適合すること。 

（ヘ）耐燃性 

絶縁体にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあ

っては、附表第二十一２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４）ネオン電線 

イ 材料および構造 

（イ）導体は、20℃における電気抵抗は、10.1Ω/km(めっきを施してあるものにあ

っては、11.1Ω/km)以下であり、かつ、引張荷重は360N以上であること｡ 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。この場合に

おいて、ビニル混合物は、定格電圧が15,000Vのものに使用してはならない。 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、

その最小値が標準値の80%以上であること。 

ネオン電線の定格電圧（Ｖ） 

絶縁体の厚さ（㎜） 

ビニル混合物を絶縁体

に使用するもの 

ポリエチレン混合物を絶縁

体に使用するもの 

7,500 2.0 1.0 

15,000 ― 2.0 

 

（ハ）外装は、次に適合すること。 

ａ 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。 

ｂ 厚さは、定格電圧が7,500V のものにあっては0.8㎜、定格電圧が15,000V

のものにあっては1㎜（絶縁体がポリエチレン混合物である場合は0.8㎜）
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を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%

以上であること。 

ロ 定格電圧 

7,500Vまたは 15,000Vであること｡ 

ハ 絶縁耐力 

附表第十の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐食性 

めっきを施した銅線にあっては、附表第十二の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

ホ 耐オゾン性 

（イ）完成品から長さ約250㎝の試料をとり、その両端をそれぞれ10㎝水面から出

した状態で清水中に 1 時間浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、試

料の中央部約200㎝を内径約1.3㎝、長さ約150㎝の金属管(その両端部を外

側に漏斗状に拡げたものとする｡)に収め、導体と金属管との間に、定格電圧

が 7,500V のものにあっては 12,000V、定格電圧が 15,000V のものにあっては

22,500V の交流電圧を加えたとき、連続して4時間これに耐えること｡ 

（ロ）完成品から適当な長さの試料をとり、定格電圧が7,500V のものにあっては直

径が約 2.5 ㎝の、定格電圧が 15,000V のものにあっては直径が約 3 ㎝の金属

製の棒に約 4 ㎝のピッチで 9 回巻き付け、導体と棒との間に、定格電圧が

7,500V のものにあっては 12,000V、定格電圧が 15,000V のものにあっては

22,500V の交流電圧を加えたとき、連続して1時間これに耐えること｡ 

ヘ 沿面耐電圧 

完成品から長さ約50㎝の試料をとり、30分間清水中に浸した後に取り出し、表

面の水分をふき取り、直径が約1㎜の裸線を試料の中央部の2箇所に20㎝の距離

を隔てて2箇所に巻き付け、その裸線相互間に、定格電圧が7,500Vのものにあっ

ては15,000V、定格電圧が15,000V のものにあっては30,000V の交流電圧を加えた

とき、連続して1分間これに耐えること｡ 

ト 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十五の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）低温巻付け 
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絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十六の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ニ）耐燃性 

附表第二十一２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（５）ケーブル 

イ 材料および構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 単線（コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。）にあっては、次の

いずれかであること。 

（ａ）附表第一に適合する軟銅線であって、直径が1㎜以上3.2㎜以下のもので

あること｡ 

（ｂ）附表第三に適合する半硬アルミ線であって、直径が2.3㎜以上 5㎜以下の

もの若しくは硬アルミ線であって直径が2.0㎜以上 5㎜以下のものであ

ること。 

（ｃ）附表第九に適合する軟アルミ成形単線であって、断面積が38㎜ 2以上の

ものであること。この場合において、絶縁体は、ビニル混合物又はポリ

エチレン混合物でなければならない。 

ｂ より線（コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。）にあっては、次

のいずれかであること。 

（ａ）附表第四に適合する軟銅同心より線であって、断面積が0.9㎜ 2以上のも

のであること。 

（ｂ）附表第六に適合する半硬アルミ同心より線又は硬アルミ同心より線であっ

て、断面積が14㎜ 2以上のものであること。 

ｃ コンクリート直埋用ケーブルの導体にあっては、次のいずれかであること。 

（ａ）附表第一に適合する軟銅線であって、直径が1㎜以上2.6㎜以下の単線で

あること。 

（ｂ）附表第四に適合する軟銅同心より線であって、断面積が0.9㎜ 2以上 14

㎜ 2以下のものであること。 

ｄ アクセスフロア用である旨の表示のあるものにあっては、附表第八に適合

する軟銅集合より線であって、断面積が2.0㎜ 2以上 22㎜ 2以下のものとす

ることができる。この場合において、絶縁体はポリエチレン混合物であり、

かつ、外装は耐燃性ポリエチレン混合物でなければならない。 

ｅ 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふっ素樹脂混合物以外の

ものであるケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの
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合金のめっきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すもの

にあっては、この限りでない。 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、コンクリート直埋用ケーブルにあっては、けい素ゴム混合物、

ビニル混合物又はポリエチレン混合物、その他のものにあっては天然ゴム混

合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム混合

物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふっ素樹脂混合物であること。 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、

その最小値が標準値の80%以上であること。 

導体の太さ 絶縁体の厚さ（㎜） 

より線（断面積 

㎜ 2） 
単線（直径 ㎜） 

天然ゴム混合

物、ブチルゴ

ム混合物又は

けい素ゴム混

合物を絶縁体

に使用するも

の 

ビニル混合

物を絶縁体

に使用する

もの 

エチレンプロ

ピレンゴム混

合物又はポリ

エチレン混合

物を絶縁体に

使用するもの 

ふっ素樹脂混

合物を絶縁体

に使用するも

の 

3.5以下 2.0以下 1.1 0.8 0.8 0.4 

3.5 を超え 5.5 以

下 

2.0 を超え 2.6 以

下 
1.1 1.0 1.0 0.5 

5.5を超え8以下 
2.6 を超え 3.2 以

下 
1.1 1.2 1.0 0.6 

8 を超え14以下 
3.2 を超え 4.0 以

下 
1.1 1.4 1.0 0.7 

14を超え 32以下 
4.0 を超え 5.0 以

下 
1.4 1.6 1.2 0.8 

32を超え 38以下 ― 1.4 1.8 1.2 0.9 

38を超え 60以下 ― 1.8 1.8 1.5 0.9 

60を超え 80以下 ― 1.8 2.0 1.5 1.0 

80 を超え 100 以

下 
― 2.3 2.0 2.0 1.0 

（ハ）外装は、次に適合すること。 

ａ 外装に使用する絶縁物は、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポ

リエチレンゴム混合物、けい素ゴム混合物（機械的強度を強化したものに限

る。）、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。 

ｂ 厚さは、次の式により計算した値（1.5㎜未満の場合は、1.5㎜）を標準

値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平

形のものにあっては、80%以上）であること。ただし、外装の下に（ニ）に

規定する金属製の補強層を設けるケーブルにあっては計算した値が2㎜を

超える場合は2㎜、クロロプレン外装ケーブルであって外装の上にゴム引き

帆布を厚さ1㎜以上重ね巻きするものにあっては計算した値から0.5㎜を減

じた値とすることができる。 
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 T= 
D

25
 + 0.8 

 T は、外装の厚さとし、その単位は、㎜とする。（小数点2位以下は、4捨

5入する。） 

 Dは、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内

短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであって線心を隔壁で

分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値の

うち最も大きい値とし、その単位は㎜とする（小数点2位以下は、4捨 5入

する。）。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなけ

ればならない。 

ｃ 線心を隔壁で分割したものの外装の厚さ｢D｣の算出の例は次の図による。 

（ａ） 

 

A1、A2：線心又は線心群の内長径 

B1、B2：線心又は線心群の内短径 

 

 

（ｂ） 

 

 

A1、A2：線心又は線心群の内長径 

B1、B2：線心又は線心群の内短径 
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（ニ）金属製の補強層を設けるケーブルにあっては、次に適合すること。 

ａ 金属の種類および厚さは、次の表に掲げるとおりとする。 

金属の種類 厚さ(㎜) 

鉛 0.85以上 

アルミニウム 0.76以上(0.43以上) 

黄銅 0.35以上 

鋼 0.26以上 

（備考）括弧内の数値は、波付け加工を施したものに適用する。 

ｂ 線心と金属製の補強層との間には、セパレーターまたは介在物を施してあ

ること。 

（ホ）多心ケーブルにあっては、次に適合すること。 

ａ 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物

を施してあること。ただし、波付け加工を施した金属製の補強層を有するも

のにあっては、この限りでない。 

ｂ 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。 

ｃ 丸形のものにあっては、線心を層心径（導体の断面が扇形又は半円形であ

る場合は、線心のより合わせ外径）の30倍以下のピッチでより合わせてあ

ること。ただし、ＳＺよりを施した部分にあっては、この限りでない。 

d 丸形以外のものにあっては、線心を平行に配列してあること。 

（ヘ）コンクリート直埋用ケーブルにあっては、次に適合すること。 

ａ 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。 

ｂ 保護層を有するものであること。「保護層」とは、絶縁体の上、線心相互

間、線心より合せ上、線心並列の上又は外装の上に施してケーブルの圧縮、

衝撃等の外力に対する機械的強度を向上させるために設けるものであって、

絶縁体又は外装の絶縁物と異なる層に設ける層についていうものとする。 

ｃ 保護層は、次に適合するものであること。 

（ａ）材料は、天然ゴム混合物、ビニル混合物又はクロロプレンゴム混合物であ

ること。ただし、保護層を外装の上に施す場合は、ビニル混合物に限る。 

（ｂ）厚さは、0.5㎜以上であること。 

ｄ 完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台

上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落

下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、

導体が単線のものにあってはその引張強さが附表第一に規定する値以上の

もの、導体がより線のものにあっては素線の断線がないものであること。な

お、「ひび、割れその他の異状」には、軽微な曲り、くぼみ等は含まない。
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（以下附表第二十三において同じ。）また、複合線心のものであって、線心

の径が異なる場合にあっては、いずれか厳しい条件を適用する。（以下（７）

ロ、ヘ（イ）（ロ）（ハ）において同じ。） 

 

 
コンクリート直埋用ケーブルの種類 おもりの質量 高さ 

単線 直径 2.6㎜以下 5kg 0.6m 

より線 
断面積5.5㎜ 2以下 5kg 0.6m 

断面積 5.5㎜ 2を超え14㎜ 2以下 5kg 1m 

 

ロ 絶縁耐力 

附表第十の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 絶縁抵抗 

附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐食性 

めっきを施した銅線または鋼線にあっては、附表第十二の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ホ 巻付け強度および曲げ強度 

半硬アルミ線にあっては、附表第十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

へ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

単心のものであって、絶縁体と外装が一層で製造されたものの試験は、絶縁体又

は外装のいずれか厳しい条件を適用する（以下キャブタイヤケーブルにおいても同

じ。）。 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 
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絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十五の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）低温巻付け 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十六の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

（ニ）耐寒性 

外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあっては、

附表第十七の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ホ）加熱変形 

絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するも

のにあっては、附表第十八の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ヘ）加熱収縮 

絶縁体にビニル混合物を使用する単心のビニル外装ケーブルにあっては、附

表第十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ト）耐油性 

ａ 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム

混合物を使用するものにあっては、附表第二十２の試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

ｂ 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第二十

３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（チ）耐燃性 

ａ 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム

混合物を使用するものにあっては、附表第二十一１の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ｂ 外装にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあ

っては、附表第二十一２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（リ）耐引裂性 

絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するもの

にあっては、附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６）コード 

イ 材料及び構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 金糸コード以外のコードにあっては、次のいずれかであること。 
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（ａ）附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.5㎜ 2以上（キ

ャブタイヤコードにあっては、0.75 ㎜ 2以上）5.5㎜ 2以下のものである

こと。 

（ｂ）附表第八の二に適合する軟銅集合より線（絶縁体にポリエチレン混合物を

使用するものを除く。）であって、断面積が0.5㎜ 2以上（ゴムコードに

あっては、0.75 ㎜ 2以上）1.5㎜ 2以下（キャブタイヤコードにあっては、

2.5㎜ 2以下）のものであること。 

ｂ 金糸コードにあっては、次のいずれかであること。この場合において、そ

の導体の20℃における電気抵抗は、270Ω/km以下でなければならない｡ 

（ａ）断面積が0.0074㎜ 2以上 0.009 ㎜ 2以下の銅線を10㎜につき16回以上の

割合でより糸に一様に巻いたものを 18本より合わせたものであること。 

（ｂ）より糸に1本以上の銅線を一様に巻いたものをより合わせたものであるこ

と。 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

コードの種類 絶縁物 

単心ゴムコード、より合わせゴム

コード、袋打ちゴムコード及び丸

打ちゴムコード 

天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴ

ム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリ

エチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 

単心ビニルコード、より合わせビ

ニルコード、袋打ちビニルコード

及び丸打ちビニルコード 

ビニル混合物 

単心ポリエチレンコード ポリエチレン混合物 

単心ポリオレフィンコード ポリオレフィン混合物 

ゴムキャブタイヤコード 
天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又はエチレンプロ

ピレンゴム混合物 

ビニルキャブタイヤコード 
天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピ

レンゴム混合物又はビニル混合物 

ポリエチレンキャブタイヤコー

ド 
ポリエチレン混合物 

ポリオレフィンキャブタイヤコ

ード 
ポリオレフィン混合物 

金糸コード ビニル混合物又はポリオレフィン混合物 

その他のコード 

天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴ

ム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリ

エチレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリ

オレフィン混合物 

 

ｂ 厚さは、次に適合すること。 

（ａ）外部編組若しくは外装を有するＡ種コード（（イ）ａ（ａ）に規定する

導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。）又は絶縁体にビ

ニル混合物、ポリエチレン混合物若しくはポリオレフィン混合物を使用する
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Ａ種コードにあっては厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値

が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること｡ただし、定

格電圧が150V 以下のコードであって、導体の断面積が0.8㎜ 2未満のもの

（絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものに限る。）にあっては、0.4㎜

以上とすることができる。 

導体の断面積（㎜ 2） 

絶縁体の厚さ（㎜） 

天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴ

ム混合物、クロロプレンゴム混合物、ク

ロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物

又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用す

るもの 

エチレンプロピレンゴム混合物、

ビニル混合物、ポリエチレン混合

物又はポリオレフィン混合物を

絶縁体に使用するもの 

2.0以下 0.8(0.6) 0.8(0.6) 

2.0を超え3.5以下 1.1(0.8) 0.8(0.6) 

3.5を超え5.5以下 1.1(0.8) 1.0(0.8) 

（備考）括弧内の数値は、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブ

タイヤコード又はポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。 

（ｂ）外部編組又は外装を有しないＡ種コードであって、絶縁体にビニル混合物、

ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用する

ものにあっては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値

が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること｡ 

導体の断面積(㎜ 2) 絶縁体の厚さ(㎜) 

0.5以上2.0以下 1.0 

2.0を超え5.5以下 1.3 

（ｃ）Ａ種金糸コード（（イ）ｂ（ａ）に規定する導体を使用する金糸コードを

いう。以下この表において同じ。）にあっては、厚さは、次の表に掲げ

る値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値

の80%以上であること。 

外装の有無 絶縁体の厚さ(㎜) 

外装を有しないもの 0.6 

外装を有するもの 0.5 

（ｄ）Ｂ種コード（（イ）ａ（ｂ）に規定する導体を使用するコードをいう。以

下この表において同じ。）であってキャブタイヤコード以外のもの及び

Ｂ種金糸コード（（イ）ｂ（ｂ）に規定する導体を使用する金糸コード

をいう。以下この表において同じ。）にあっては、絶縁体の厚さの平均

値は0.76 ㎜以上、最小値は0.62 ㎜以上であること。 

（ｅ）Ｂ種コードであってキャブタイヤコードであるものの絶縁体の厚さは、次

の表に掲げる値以上であること。 

導体の断面積（㎜ 2） 

絶縁体の厚さ（㎜） 

ゴムキャブタイヤコード ビニルキャブタイヤコード 

平均値 最小値 平均値 最小値 
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0.75以下 0.6 0.44 0.5 0.35 

0.75を超え 1.0以下 0.6 0.44 0.6 0.44 

1.0を超え1.5以下 0.8 0.62 0.7 0.53 

1.5を超え2.5以下 0.9 0.71 0.8 0.62 

（ハ）アース線を有するコードのアース線は、次に適合すること。 

ａ アース線には、厚さが0.3㎜以上の天然ゴム混合物、合成ゴム混合物又は

合成樹脂の被覆を施してあること。 

ｂ 完成品から適当な長さのアース線の線心をとり、これを1時間清水中に浸

し、導体と大地との間に1,000V の交流電圧を加えたとき、連続して1分間

これに耐えること。 

（ニ）単心ゴムコードにあっては、線心の上により糸又はこれと同等以上の耐摩耗

性を有する糸で密に外部編組を施してあること。「より糸又はこれと同等以

上の耐摩耗性を有する糸」には、ポリアミド等の化学繊維の単糸を含む。以

下（へ）（ト）においても同様。 

（ホ）より合わせゴムコードにあっては、単心ゴムコード2本以上を層心径の20倍

以下のピッチでより合わせてあること。 

（ヘ）袋打ちゴムコードにあっては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心又はゴ

ム引き布テープを巻いた線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合

わせ、又は平行に配列したものの上に、さらにより糸又はこれと同等以上の

耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。 

（ト）丸打ちゴムコードにあっては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心又はゴ

ム引き布テープを巻いた線心を介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで

丸形により合わせ、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸

で密に外部編組を施してあること。 

（チ）単心ビニルコードであって、外部編組を施すものにあっては、線心上にこれ

を施してあること。 

（リ）より合わせビニルコードにあっては、単心ビニルコード 2 本以上を層心径の

20倍以下のピッチでより合わせてあること。 

（ヌ）袋打ちビニルコードにあっては、線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチ

でより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらに外部編組を施してあ

ること。 

（ル）丸打ちビニルコードにあっては、介在物とともに層心径の30倍以下のピッチ

で丸形により合わせ、さらに外部編組を施してあること。 

（ヲ）キャブタイヤコードにあっては、次に適合すること。 

ａ 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物

を施してあること。 
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ｂ 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。 

ｃ Ａ種のものであって丸形のものにあっては線心2本以上を層心径の20倍

以下のピッチでより合わせたものに、その他のものにあっては線心2本以上

を平行に配列したものに外装を施してあること。 

ｄ Ｂ種のものにあっては、2本以上5本以下の線心をより合わせ、又は平行

に配列したものであること。 

ｅ 外装は、ゴムキャブタイヤコードにあっては天然ゴム混合物、クロロプレ

ンゴム混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物、ビニルキャブタイヤコードに

あってはビニル混合物、ポリエチレンキャブタイヤコードにあってはポリエ

チレン混合物、ポリオレフィンキャブタイヤコードにあってはポリオレフィ

ン混合物であること。 

ｆ Ａ種のものの外装の厚さは、ゴムキャブタイヤコードにあっては（ａ）の

式、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリ

オレフィンキャブタイヤコードにあっては（ｂ）の式により計算した値（1

㎜未満の場合は、1㎜）を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、そ

の最小値が標準値の70%以上であること。 

（ａ） T= 
D

10
 +0.5 

（ｂ） T= 
D

25
 +0.6 

Ｔは、Ａ種のものの外装の厚さとし、その単位は、㎜とする。（小数点2

位以下は、4捨 5入する｡) 

Ｄは、丸形のものにあってはＡ種のものの外装の内径、その他のものに

あってはＡ種のものの外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその

他のものであって線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径

と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位は㎜とする

（小数点2位以下は、4捨 5入する。）。この場合において隔壁の厚さは、

外装の厚さと同等以上でなければならない。 

又、線心を隔壁で分割したものの外装の厚さ［Ｄ］の算出の例は、（５）

イ（ハ）ｃの図による。 

 

ｇ Ｂ種のものの外装の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。 

Ｂ種キャブ

タイヤコー

ドの種類 

導体の断面

積（㎜ 2） 

外装の厚さ（㎜） 

線心数が2のもの 線心数が3のもの 線心数が4のもの 線心数が5のもの 

平均値 最小値 平均値 最小値 平均値 最小値 平均値 最小値 

ゴムキャブ 0.75 0.8 0.58 0.9 0.66 0.9 0.66 1.0 0.75 
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タイヤコー

ド 

0.75 を超

え 1.0以下 
0.9 0.66 0.9 0.66 0.9 0.66 1.0 0.75 

1.0 を超え

1.5以下 
1.0 0.75 1.0 0.75 1.1 0.83 1.1 0.83 

1.5 を超え

2.5以下 
1.1 0.83 1.1 0.83 1.2 0.92 1.3 1.00 

ビニルキャ

ブタイヤコ

ード 

0.5 0.6 0.41 0.6 0.41 ― ― ― ― 

0.5 を超え

0.75以下 
0.6 0.41 0.6 0.41 0.8 0.58 0.9 0.66 

0.75 を超

え 1.0以下 
0.8 0.58 0.8 0.58 0.9 0.66 0.9 0.66 

1.0 を超え

1.5以下 
0.8 0.58 0.9 0.66 1.0 0.75 1.1 0.83 

1.5 を超え

2.5以下 
1.0 0.75 1.1 0.83 1.1 0.83 1.2 0.92 

 

（ワ）金糸コードにあっては、次に適合すること。 

ａ 外装を有しないものにあっては、一体にした2本以上の線心をより合わせ、

又は平行に配列したものであって、分離したとき絶縁体の厚さが均分される

ものであること。 

ｂ 外装を有するものにあっては、次に適合すること。 

（ａ）線心相互間及び線心と外装との間には、空げきができないように介在物を

施してあること。 

（ｂ）線心は、外装及び介在物から分離しやすい構造であること。 

（ｃ）丸形のものにあっては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより

合わせたものの上に、その他のものにあっては線心2本以上を平行に配

列したものの上に外装を施してあること。 

（ｄ）外装は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐

燃性ポリオレフィン混合物であること。 

（ｅ）外装の厚さは、0.8㎜を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、そ

の最小値が標準値の70%以上であること｡ 

（カ）単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコ

ード、単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、

丸打ちビニルコード、単心ポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード、

キャブタイヤコード及び金糸コード以外のコードは、一体にした 2 本以上の

線心をより合わせ、若しくは平行に配列したものであって、分離したとき絶

縁体の厚さが均分されるもの又はＢ種コードであって、2本以上の線心をより

合わせ、かつ、外部編組を有するものであること。 

ロ 定格電圧 
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コードの定格電圧は、300V 以下であること。 

ハ 絶縁耐力 

（イ）Ａ種コード及びＡ種金糸コードにあっては、附表第十の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ロ）Ｂ種コード及びＢ種金糸コードにあっては、附表第十の二の試験を行ったと

き及び同試験を附表第二十六の試験（Ｂ種金糸コードにあっては、チ（ロ）

ｂに規定する試験）の直後に行ったとき、これに適合すること。 

ニ 絶縁抵抗 

附表第十一の試験をハに規定する試験の直後に行ったとき、これに適合すること。 

ホ 導体加熱変色 

絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶

縁物を使用するコードであって、めっきを施していない銅線を使用するものにあっ

ては、完成品を 130℃±3℃の温度に 6 時間保ったとき、銅線の表面が金属色を失

わないこと。 

ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十五の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）低温巻付け 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十六の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ニ）加熱変形 

絶縁体又は外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混

合物を使用するものにあっては、附表第十八の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

（ホ）耐燃性 

ａ 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエ

チレンゴム混合物を使用するものにあっては、附表第二十一１の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ｂ 絶縁体又は外装にビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリ

オレフィン混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものにあって

は、附表第二十一２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ヘ）耐寒性 
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外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用

するものにあっては、附表第十七の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ト 防湿性 

外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあっては、附表第二十二の試

験を行ったとき、これに適合すること。 

チ 機械的強度 

（イ）より合わせ強度 

断面積が3.5㎜ 2未満の多心ゴムコード（平形ゴムコードを除く。）にあっ

ては、完成品から適当な長さの試料を採り、その中央に、断面積が1㎜ 2未満

のものにあっては質量が0.3kg、1㎜ 2以上のものにあっては質量が0.5kgの

おもりをつるし、その部分を二つ折りにして試料の両端を持ち、線心のより方

向に10回より合わせた後に試料の両端に張力を加えてよりを解き、次に張力

を緩めてよりを戻す操作を30回行ったとき、導体の素線の断線率が50%以下

であること。 

（ロ）曲げ強度 

ａ 断面積が0.75 ㎜ 2以上の多心コードであって、外部編組又は外装を有し

ないものにあっては、次に適合すること。 

（ａ）完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を直径が5㎜の円筒2本の

間にはさみ、他の一端に導体の断面積1㎜ 2につき150gの質量(500g 未満

となる場合は、500g)のおもりをつるし、試料に許容電流に等しい電流を

通じ、電線をすべらさずに2本の円筒の軸方向の中心線を軸として左右

にそれぞれ約180°ずつ交互に回転させて試料を屈曲させる操作を毎分

約10回の速さで連続して100回行ったとき、導体の素線の断線率が50%

以下であること。 

（ｂ）完成品から適当な長さの試料を採り、これを100℃の温度に48時間保っ

たのち、（ａ）に規定する方法により１の線心が断線するまで屈曲を行

ったとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体にひび、割れその他の異状

が生じないこと。 

ｂ Ｂ種金糸コードにあっては、完成品から適当な長さの試料を1本採り、こ

れを次の図の曲げ試験装置に取り付け、試料の固定端から50㎝の位置に

500g の質量のおもりをつるし、導体に約0.1Aの電流を通じ、試料が鉛直に

なった位置を中心にして左右おのおの90°の角度で毎分120回(左右おのお

のを1回と数える｡)の割合で連続して120,000 回往復を行ったとき、試験中

に電流が遮断しないこと。この場合において、電流が遮断した場合にあって
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は、更に2本の試料について試験を行ったとき、2本とも試験中に電流が遮

断しないこと。 

 

（ハ）移動曲げ強度 

Ｂ種コードにあっては、附表第二十六の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

（ニ）引張衝撃強度 

Ｂ種金糸コードにあっては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端

を固定し、固定端から50㎝の位置に500gの質量のおもりをつるし、約0.1A

の電流を通じておもりを固定端まで持ち上げ落下させる操作を5回行ったと

き、試験中に電流が遮断しないこと。 

（ホ）耐震性 

キャブタイヤコードであって、耐震型のものにあっては、附表第二十四の試

験を行ったとき、これに適合すること。 

（７）キャブタイヤケーブル 

イ 材料および構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 附表第八に適合する軟銅集合より線であって、断面積が0.75㎜ 2以上（３

種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種ク

ロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴ

ムキャブタイヤケーブル、４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキ

ャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブルにあっては、2.0㎜ 2以上）のものであること。 
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ｂ 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以

外のものであるキャブタイヤケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しく

は鉛又はこれらの合金のめっきを施してあること。ただし、導体上にセパレ

ーターを施すものにあっては、この限りでない。 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

キャブタイヤケーブルの種類 絶縁物 

１種キャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物 

２種キャブタイヤケーブル、２種クロロプレンキャブタイヤ

ケーブル、２種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル、２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤ

ケーブル、３種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル、３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤ

ケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタ

イヤケーブル 

天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又は

エチレンプロピレンゴム混合物 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル 
けい素ゴム混合物（機械的強度を強化し

たものに限る。） 

その他のキャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エ

チレンプロピレンゴム混合物、ビニル混

合物、ポリエチレン混合物又はポリオレ

フィン混合物 

 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、

その最小値が標準値の80%以上であること。 

導体の断面積（㎜ 2） 

絶縁体の厚さ（㎜） 

天然ゴム混合物、ブチル

ゴム混合物又はけい素ゴ

ム混合物を絶縁体に使用

するもの 

ビニル混合物を絶

縁体に使用するも

の 

エチレンプロピレンゴ

ム混合物、ポリエチレン

混合物又はポリオレフ

ィン混合物を絶縁体に

使用するもの 

0.75以上 3.5以下 1.1(1.4) 0.8 0.8(1.2) 

3.5を超え5.5以下 1.1(1.4) 1.0 1.0(1.2) 

5.5を超え8以下 1.1(1.4) 1.2 1.0(1.2) 

8 を超え14以下 1.4(1.4) 1.4 1.0(1.2) 

14を超え 22以下 1.4(1.8) 1.6 1.2(1.6) 

22を超え 30以下 1.8(1.8) 1.6 1.2(1.6) 

30を超え 38以下 1.8(1.8) 1.8 1.2(1.6) 

38を超え 60以下 1.8(2.3) 1.8 1.5(2.1) 

60を超え 100以下 2.3(2.3) 2.0 2.0(2.1) 

（備考）括弧内の数値は、３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種ク

ロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、４

種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレ

ンキャブタイヤケーブルに適用する。 
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（ハ）外装は、次に適合すること。 

ａ 単心キャブタイヤケーブルにあっては線心に、丸形多心キャブタイヤケー

ブルにあっては線心を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、

平形キャブタイヤケーブルにあっては線心2本以上を平行に配列したもの

に、それぞれ次の表に掲げる絶縁物を被覆したものであること。 

種類 外装に使用する絶縁物 

１種キャブタイヤケーブル、２種キャブタイヤケーブ

ル、３種キャブタイヤケーブル及び４種キャブタイヤケ

ーブル 

天然ゴム混合物 

２種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種クロロプ

レンキャブタイヤケーブル及び４種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル 

クロロプレンゴム混合物 

２種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケー

ブル、３種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャ

ブタイヤケーブル 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 

２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル及び３

種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル 
耐燃性エチレンゴム混合物 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル 
けい素ゴム混合物（機械的強度を強化したも

のに限る。） 

その他のキャブタイヤケーブル 
ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合

物 

 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる計算式により計算した値を標準値とし、その平均

値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上（平形のものにあっ

ては、80%以上）であること。 

種類 計算式 

１種キャブタイヤケーブル、２種キャブタイヤケーブル、２種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル、２種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、

２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、けい素ゴムキャブタイヤケーブ

ル及びその他のキャブタイヤケーブル 

T= 
D

15
 +1.3 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種クロ

ロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び３種耐燃性エチレンゴム

キャブタイヤケーブル 

T= 
D

15
 +2.2 

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び４種ク

ロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 
T= 

D

15
 +2.6 

（備考）１ Ｔは、外装に使用する絶縁物の厚さとし、その単位は、㎜とする。（小数点２位以下は、

４捨５入する。） 

 ２ Ｄは、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内短径と内長径の和を

２で除した値又はその他のものであって線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内

長径の和を２で除した値のうち最も大きい値とし、その単位は㎜とする（小数点２位以下は、４捨５入

する。）。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。また、線心

を隔壁で分割したものの外装の厚さ［Ｄ］の算出例は、（５）イ（ハ）ｃの図による。 

 ３ 外装を二層とする場合には、外側層の厚さは内側層の厚さ以上とすること。 
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又、次の図に示すように、外装と同等の材料により、個々の線心を被覆する形

で構成された４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケ

ーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあ

っては、斜線の部分を外装の厚さに含める。 

 

 

 

ｃ ３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３

種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレ

ンゴムキャブタイヤケーブル、４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレ

ンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタ

イヤケーブルにあっては、線心上、線心より合わせ上又は外装の中間に綿帆

布テープ（外装の中間に綿帆布テープを施す場合にあっては、その下の外装

の材料は天然ゴム混合物とすることができる。）を突き合わせて巻き、又は

綿糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強

層（外装の中間に補強層を施す場合にあっては、その下の外装の材料は天然

ゴム混合物とすることができる。）を施してあること。この場合において、

綿帆布テープ、編組又は補強層と外装に使用する絶縁物とは、粘着していな

ければならない。 

「綿糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組」とは、次の性能を有するものを

いう。 

(ａ) 編組密度は、40%以上であること。 

(ｂ) 糸は、20番手の綿糸その他これと同等以上の強さを有すること。 

（ニ）多心キャブタイヤケーブルにあっては、次に適合すること。 

ａ 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物

を施してあること。 

ｂ 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。 

ｃ ４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び

４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあっては、各線

心の間にゴム座床を設けること。この場合において、ゴム座床の厚さは、次
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の式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その

最小値が標準値の70%以上でなければならない。 

 t= 
D

10
 +1.4 

 t は、ゴム座床の厚さとし、その単位は、㎜とする。（小数点 2位以下は、

切り上げる。） 

 dは、線心の外径とし、その単位は、㎜とする。 

なお、次の図に示すように、外装と同等の材料により、個々の線心を被覆する

形で構成されたものにあっては、斜線の部分を座床とみなす。 

 

 

 

 

ロ 絶縁耐力 

附表第十の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 絶縁抵抗 

附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行ったとき、これに適合すること。 

ニ 耐食性 

めっきを施した銅線または鋼線にあっては、附表第十二の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ホ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）巻付け加熱 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十五の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）低温巻付け 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第十六の

試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（ニ）加熱変形 

絶縁体または外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン

混合物を使用するものにあっては、附表第十八の試験を行ったとき、これに適

合すること。 

（ホ）耐油性 

ａ 外装に天然ゴム混合物を使用するものにあっては、附表第二十１の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

ｂ 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエ

チレンゴム混合物を使用するものにあっては、附表第二十２の試験を行った

とき、これに適合すること。 

ｃ 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあっては、附表第二十

３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ｄ 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使

用するものにあっては、附表第二十４の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

（ヘ）耐燃性 

ａ 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム

混合物を使用するものにあっては、附表第二十一１の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ｂ 外装にビニル混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィ

ン混合物を使用するものにあっては、附表第二十一２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ト）耐引裂性 

絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するもの

にあっては、附表第二十五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（チ）耐寒性 

外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあっては、附表第十七

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

へ 機械的強度 

（イ）曲げ強度 

ａ 導体の断面積が38㎜ 2以下の丸形のものにあっては、完成品から適当な

長さの試料を採り、これを次の図の曲げ試験装置に次の表に掲げる回転半径

及び固定距離で取り付け、回転子を毎分約20回の速さで連続して200回回

転させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、
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導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線

を有するものにあっては、導体補強線の素線が断線しないこと。 

 
導体の断面積(㎜ 2) 回転半径(㎜) 固定距離(㎜) 

3.5以下のもの 150 200 

3.5を超えるもの 100 300 

 

ｂ 平形のものにあっては、完成品から適当な長さの試料を採り、ケーブルの

短径の5倍の直径を有する円筒の円弧に沿って90°屈曲させた後に直線状

に戻し、次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状に戻す操作を毎分10回

（断面積が38㎜ 2を超えるものにあっては、毎分6回）の速さで連続して

200回行ったとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、か

つ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補

強線を有するものにあっては、導体補強線の素線が断線しないこと。 

（ロ）耐摩耗性 

ゴムキャブタイヤケーブルにあっては、完成品から適当な長さの試料を採り、

その一端を次の図の摩耗試験装置の固定点に固定し、他端に次の表に掲げる質

量のおもりを取り付け、試料の表面を摩耗円板の円周に接触させ、この円板を

おもりの重力と同じ方向に毎分約60回の速さで連続して同表に掲げる回転数

だけ回転させたとき、その外装が摩耗して内部の絶縁体が露出しないこと。 
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種

類 
導体の断面積(㎜ 2) 

おもり

の質量

(kg) 

摩耗円盤の回転数（回） 

１ 種 キ

ャ ブ タ

イ ヤ ケ

ーブル 

２種キャブタイヤケー

ブル、２種クロロプレン

キャブタイヤケーブル、

２種クロロスルホン化

ポリエチレンキャブタ

イヤケーブル、２種耐燃

性エチレンゴムキャブ

タイヤケーブル又はけ

い素ゴムキャブタイヤ

ケーブル 

３種キャブタイヤケーブル、

３種クロロプレンキャブタイ

ヤケーブル、３種クロロスル

ホン化ポリエチレンキャブタ

イヤケーブル、３種耐燃性エ

チレンゴムキャブタイヤケー

ブル、４種キャブタイヤケー

ブル、４種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル又は４種ク

ロロスルホン化ポリエチレン

キャブタイヤケーブル 

単

心

の

も

の 

3.5以下 1 200 250 350 

3.5を超え14以下 1 300 400 600 

14を超え 38以下 2.5 400 500 750 

38を超えるもの 2.5 500 600 900 

多

心

の

も

の 

3.5以下 1 300 400 500 

3.5を超え14以下 2.5 500 600 750 

14を超え 38以下 5 750 750 1,100 

38を超えるもの 10 1,000 1,000 1,500 

 

（ハ）耐衝撃性 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種

クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴ

ムキャブタイヤケーブル、４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケー

ブルにあっては、附表第二十三の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ニ）耐震性 

耐震型のものにあっては、附表第二十四の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（８）平形導体合成樹脂絶縁電線 

イ 材料及び構造 

（イ）導体は、JIS H 3100(1981)「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC1100RC-O

のもの又はこれと同等以上の導電率を有する銅条であって、20℃における電

気抵抗が 15A 用のものにあっては 8.92Ω/km 以下、20A 用のものにあっては

5.65Ω/km以下、30A用のものにあっては3.35Ω/km以下であること。この場

合において 20A 用及び 30A 用以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた

値とし、電気抵抗を 20℃以外の温度で測定する場合にあっては、次の式によ

り20℃における電気抵抗に換算しなければならない。 
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 R20=Rt/(1+0.00393(t-20)) 

 R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 Rt は、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。 

（ロ）絶縁体の絶縁物は、ビニル混合物（耐熱性ビニル混合物以外のものに限る。）、

ポリエステル混合物、ポリエチレン混合物、ポリプロピレン混合物又はポリ

カーボネート混合物であること。 

（ハ）導体を並行に配列したものの上に（ロ）の絶縁材料を被覆したものであるこ

と。 

（ニ）隣接する導体相互間の距離は、3.5㎜以上であること。 

（ホ）（イ）の導体の寸法以上のアース線を有するものであり、かつ、アース線の

線心には、アース用である旨を表示してあること。ただし、コンクリート直

天井用である旨を表示するものにあっては、この限りでない。「アース用で

ある旨を表示してある」とは、緑と黄の配色による識別又は保護アース、保

護接地、ＰＥの文字若しくは  の記号をアース線に表示することをいう。

ただし、当分の間、緑による識別もアース用である旨を表示してあるものと

みなす。 

ロ 定格 

平形導体合成樹脂絶縁電線の定格電圧は、300V 以下であること。 

ハ 絶縁耐力 

完成品を1時間清水中に浸し、導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交

流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 

ニ 絶縁抵抗 

（イ）完成品を 1 時間清水中に浸し、導体と大地との間に 100V 以上 600V 以下の直

流電圧を 1 分間加えたとき、測定した絶縁体の 20℃における絶縁抵抗は、

50MΩ-km以上であること。 

（ロ）絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては、（イ）に掲げる試験のほ

か、完成品から適当な長さの試料を採り、これを60℃±3℃の清水中に浸した

状態において、絶縁体の温度が一定となった後に導体と大地との間に100V以

上 600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、0.15MΩ-km

以上であること。 

ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

（イ）引張強度及び伸び 

完成品から導体を取り除いて試料を採り、附表第十四の図１のダンベル状

にして標点を記し、16℃以上 32℃以下の温度において引張試験機を使用して
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3 本の試料について毎分 50 ㎜以上 200 ㎜以下（ビニル混合物にあっては毎分

200㎜以上 500㎜以下）の速さで引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、その

平均値が次の表に適合すること。 

絶縁物の種類 引張強さ(MPa) 伸び(%) 

ビニル混合物 10以上 100以上 

ポリエステル混合物 150以上 60以上 

ポリエチレン混合物 10以上 350以上 

ポリプロピレン混合物 30以上 250以上 

ポリカーボネート混合物 56以上 60以上 

（備考）複合材料とした場合は、引張強さは断面積配分で比例し、伸びは、材料の最小値とする。 

（ロ）耐寒性 

絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練って長さ38

㎜±2㎜、幅6㎜±0.4㎜、厚さ2㎜±0.2㎜の試験片を3個作り、-15℃±0.5℃、

ポリエチレン混合物（耐燃性ポリエチレン混合物を除く。）にあっては

-50℃±3℃の温度に約150秒間保った後、JIS K 6723(1983)「軟質ポリ塩化

ビニルコンパウンド」の「６．６耐寒性試験」の試験方法により試験を行った

とき、試験片がいずれも破壊しないこと。 

（ハ）加熱変形 

絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練ってシート状

の試験片を作成し、JIS K 6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の

「６．５加熱変形試験」の試験方法により試験を行ったとき、厚さの減少率が

50%以下であること。ただし、ポリエチレン混合物のものにあっては、加熱温

度は75℃±3℃とする。 

（ニ）加熱収縮 

 附表第十九の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ホ）耐油性 

完成品から適当な長さの試料を採り、これを70℃±3℃の温度に保たれた

JIS K 6301(1983)「加硫ゴム物理試験方法」の試験用二号油に4時間浸した後

に取り出し、表面の油をふき取り、96時間以内において、室温で4時間以上

放置した後、ハの試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ヘ）耐燃性 

完成品から長さ約300㎜の試料を採り、これを水平面に対して約60°に傾

斜させ、その下端を酸化炎の長さが約130㎜のブンゼンバーナーの還元炎で燃

焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に消えること。 

ヘ 機械的強度 

（イ）耐摩耗性 
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完成品から適当な長さの試料を採り、これを（７）へ（ロ）の試験方法によ

り試験を行ったとき、導体が露出しないこと。この場合において、つるすおも

りの質量は1kg、回転数は250回とする。 

（ロ）傾斜衝撃 

完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平面に対して45°に傾斜さ

せた樫または樫と同等以上の堅さの木板上に取り付け、鉛直方向に取り付けら

れた内径が22㎜のガイドパイプの内面に沿い、質量が454g で半径が10㎜の

球面を有する直径20㎜の円筒形の鋼製のおもりを試料の各線心の長さ及び幅

方向の中心へ46㎝の高さから1回落下させた後ハの試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

（９）表示 

附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 

 

２ 電気温床線 

（１）材料および構造 

イ 材料が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。 

ロ 発熱体は、次に適合すること。 

（イ）均質な単線の金属線又はこれをより合わせたものであること。 

（ロ）発熱体の太さは、単心温床線及びより合わせ形温床線にあっては直径が 0.6

㎜又は断面積が 0.26 ㎜ 2、平行形温床線及び集合形温床線にあっては直径が

0.5 ㎜又は断面積が 0.18 ㎜ 2以上であること｡ただし、直径が 0.1 ㎜以上の金

属線(断面積がこれと同等以上の箔糸状のものを含む｡)を、直径が0.6㎜以上

の太さを有するジュートその他の繊維質の物のしんにらせん状に巻き付けて

ある場合は、この限りでない。 

ハ 絶縁体および外装は、次に適合すること。 

（イ）単心温床線にあっては、発熱体（ロ（ロ）のただし書の場合にあっては、繊

維質の物のしんを含む。以下この別表において同じ。）の上に天然ゴム混合

物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリ

エチレン混合物を被覆したものであること。この場合において、天然ゴム混

合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポ

リエチレン混合物の厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が

標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上でなければならない。 

絶縁物 厚さ(㎜) 

天然ゴム混合物 1.1 
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ブチルゴム混合物 1.1 

クロロプレンゴム混合物 1.1 

ビニル混合物 0.8 

ポリエチレン混合物 0.8 

（ロ）より合わせ形温床線にあっては、単心温床線2本以上を層心径の30倍以下の

ピッチでより合わせたものであること。 

（ハ）平行形温床線にあっては、発熱体 2 本以上を 1.5 ㎜以上の間隔で平行に配列

したものの上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合

物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を（イ）の表に掲げる値以上の

厚さに被覆したものであること。 

（ニ）集合形温床線にあっては、発熱体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、ク

ロロプレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物、ガラス繊維等

を施したもの 2 本以上をそのまま、またはジュートを介在させて集合し、発

熱体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を施してある場合はその上に

ビニル混合物またはポリエチレン混合物を、発熱体にその他のものを施して

ある場合はその上に天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合

物またはポリエチレン混合物を（イ）の表に掲げる値以上の厚さに被覆した

ものであること。ただし、発熱体の上に施してある天然ゴム混合物、ブチル

ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混

合物が（イ）の表に掲げる値以上の厚さを有する場合にあっては、その上に

被覆する天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポ

リエチレン混合物の厚さは、（イ）の表に掲げる値から 0.5 ㎜を減じた値と

することができる。 

ニ 附属電線は、次に適合すること。 

（イ）軟銅より線を使用する絶縁電線若しくはケーブル、コード又はキャブタイヤ

ケーブルであって、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。この場

合において、外部編組を施してある絶縁電線又はコードにあっては、外部編

組に防湿剤を施してあるものでなければならない。 

（ロ）許容電流が電気温床線の定格消費電力に相当する電流以上のものであること。 

（ハ）附属電源電線にあっては、長さが2m以上であり、かつ、発熱体の一端または

両端に接続してあること。 

（ニ）附属電源電線以外のものにあっては、絶縁物を施した発熱体（以下「発熱線

心」という。）に接続してはならない。ただし、発熱線心と附属電源電線と

の接続部にあっては、この限りでない。 

ホ 発熱体相互間の接続部、発熱体と附属電線との接続部または附属電線相互間の

接続部は、圧縮接続管、圧着端子、ろう付け等によって接続され、かつ、次の表
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に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆され

ていること。 

絶縁物 厚さ(㎜) 

天然ゴム混合物 1.2以上 

ブチルゴム混合物 1.2以上 

クロロプレンゴム混合物 1.2以上 

ビニル混合物 1.0以上 

ポリエチレン混合物 1.0以上 

ふっ素樹脂混合物 1.0以上 

 

ヘ 多心のものであって発熱体の一端のみに附属電線を接続する構造のものにあっ

ては、他の一端で発熱体相互を接続し、その接続部にホの表に掲げる絶縁物およ

び厚さで被覆されたものであること。 

ト 多心のものにあっては、発熱体と附属電線との接続部において、圧縮接続管相

互間、圧着端子相互間もしくはろう付け部相互間またはこれらのものの相互間に

施された絶縁物およびその厚さは、次の表に掲げるとおりとする。 

絶縁物 厚さ(㎜) 

天然ゴム混合物 1.5以上 

ブチルゴム混合物 1.5以上 

クロロプレンゴム混合物 1.5以上 

ビニル混合物 1.0以上 

ポリエチレン混合物 1.0以上 

ふっ素樹脂混合物 1.0以上 

 

チ 発熱体と絶縁体との間に熱緩衝層を設けるものにあっては、熱緩衝層は、綿、

絹その他の繊維質の物であること。 

リ 自動温度調節器および温度過昇防止装置以外の附属品は、発熱線心（発熱体と

附属電線との接続部を除く。）に設けてはならない。 

ヌ 自動温度調節器または温度過昇防止装置を設けるものにあっては、次に適合す

ること。 

（イ）自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線（発熱体と附属電源

電線との接続部を含む。）から附属電源電線以外の附属電線により分岐して

設けるものにあっては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、適当な

防水成形加工を施し、または防水型器具におさめてあること。 

（ロ）自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線以外の箇所に設ける

ものおよび附属電源電線（発熱体と附属電源電線との接続部を含む。）に（イ）

に規定する方法以外の方法により設けるものにあっては、自動温度調節器ま

たは温度過昇防止装置は、発熱体または附属電源電線と直接に接続し、かつ、

その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易には
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がれない方法で被覆してあること。この場合において、自動温度調節器もし

くは温度過昇防止装置の端子部とこれらに接続しない発熱体もしくは附属電

線の導体との間または自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部相

互間に施された絶縁物およびその厚さは、トの表に掲げるとおりとする。 

ル 附属電線に接続する接続器は、電源接続用のものを除き、別表第四１および６

の規定に適合する防水型のものであること。 

（２）絶縁耐力 

イ 完成品を1時間清水中に浸し、発熱体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加え

たとき、連続して1分間これに耐えること。 

ロ より合わせ形、平行形または集合形のものにあっては、発熱体相互を接続して

ない半製品の状態で、発熱体相互間に2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して

1分間これに耐えること。 

（３）絶縁抵抗 

イ （２）イに規定する試験の直後にそのままの状態で、発熱体と大地との間に100V

以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の20℃における絶縁

抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。 

絶縁物 20℃における絶縁抵抗(MΩ) 

天然ゴム混合物 1,500 

ブチルゴム混合物 600 

クロロプレンゴム混合物 100 

ビニル混合物 300 

ポリエチレン混合物 3,000 

 

ロ 完成品から適当な長さの試料をとり、60℃±3℃の水中に浸し、絶縁体の温度が

一定となった後、発熱体と大地との間に 100V 以上 600V 以下の直流電圧を 1 分間

加えた後に測定した絶縁抵抗を基礎として計算した完成品の全長の絶縁抵抗は、

1MΩ以上であること。 

（４）温度上昇 

完成品から適当な長さの試料をとり、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有

するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有

しないものにあってはそのまま、その試料を空気中に水平に取り付け、完成品に定格

電圧に等しい電圧を加えたときにその発熱体に通ずる電流に等しい電流を試料の発熱

体に通じ、絶縁体の温度がほぼ一定となった時に測定した試料の中央部の表面の温度

上昇（上面の温度上昇と下面の温度上昇との平均値とする。）が 50deg 以下であるこ
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と。 

（５）消費電力 

完成品から適当な長さの試料をとり、（４）の温度上昇の値に25℃を加えた値の温

度に保ち、発熱体の温度が一定となった時に測定した発熱体の電気抵抗を基礎として

計算した完成品の全長の消費電力は、定格消費電力の±10%以内であること。 

（６）絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

イ 附表第十四１（１）に規定する方法により天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、

クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の試料をとり、

同表１（２）および（３）に規定する引張強さおよび伸びの試験を行い、室温に

おける引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率が次の表

の値以上であること。ただし、この場合における加熱条件は、次の表によるもの

とする。 

 

絶縁体又は外装に使

用する絶縁物の種類 

室温における値 加熱後の残率 加熱条件 

引張強

さ(MPa) 
伸び(%) 

引張強

さ(%) 
伸び(%) 加熱温度(℃) 

加熱時間(時

間) 

天然ゴム混合物 8 250 65 65 120±3 48 

ブチルゴム混合物 4 300 80 80 120±3 96 

クロロプレンゴム混

合物 
8 250 65 65 120±3 48 

ビニル混合物 10 120 95 80 120±3 96 

ポリエチレン混合物 10 350 80 65 90±2 96 

 

ロ 絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものに

あっては、次に適合すること。 

（イ）単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物も

しくはポリエチレン混合物を使用するものにあっては完成品を、より合わせ

形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチ

レン混合物を使用するものにあっては発熱線心を次の表に掲げる直径を有す

る円筒に密に 6 回巻き付け、ビニル混合物にあっては 120℃±3℃、ポリエチ

レン混合物にあっては90℃±2℃の温度に1時間保ったとき、ビニル混合物も

しくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

種類 円筒の直径 

単心温床線又は平行形温床線 

温床線の外径が 5㎜未満のも

の 
温床線の外径の1倍 

温床線の外径が 5㎜以上のも

の 
温床線の外径の2倍 

より合わせ形 絶縁体にビニル混合物又は 発熱線心の外径が 5㎜未満の 発熱線心の外径の1倍 
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温床線又は集

合形温床線 

ポリエチレン混合物を使用

するもの 

もの 

発熱線心の外径が 5㎜以上の

もの 
発熱線心の外径の2倍 

外装にビニル混合物又はポ

リエチレン混合物を使用す

るもの 

温床線の外径が 5㎜未満のも

の 
温床線の外径の1倍 

温床線の外径が 5㎜以上のも

の 
温床線の外径の2倍 

（備考）丸形以外のものにあっては、外径は、短径とする。 

（ロ）単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物も

しくはポリエチレン混合物を使用するものにあっては完成品を、より合わせ

形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチ

レン混合物を使用するものにあっては発熱線心を-10℃±1℃の温度に 1 時間

保った直後に完成品または発熱線心の外径の3倍の直径を有する円筒に密に6

回巻き付けたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れ

その他の異状が生じないこと。 

（ハ）絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものにあ

っては、完成品から長さ30㎜のビニル混合物又はポリエチレン混合物の試料

を採り、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめビニル混合物にあっ

ては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあっては75℃±3℃の温度に30分間

保った後に測定装置の平行板の間に試料を置き、これにビニル混合物にあっ

ては3N、ポリエチレン混合物にあっては5Nの荷重を加え、さらにビニル混合

物にあっては 120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあっては 75℃±3℃の温度

に30分間保った後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さ

の減少率が、ビニル混合物にあっては25%以下、ポリエチレン混合物にあって

は10%以下であること。 

ハ 絶縁体（外装を有するものを除く。）又は外装にクロロプレンゴム混合物、ビ

ニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあっては、完成品か

ら適当な長さの試料を採り、これを水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約

130㎜のブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に

消えること。 

（７）表示 

附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。 
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附表第一 軟銅線（単線） 

直径(㎜) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 

引張強さ(MPa) 伸び(%) 
めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

単心又は平形のもの

に使用する単線 

丸形多心のものに使用

する単線 

単心又は平形のもの

に使用する単線 

丸形多心のものに使

用する単線 

0.80 35.7以下 ― 37.2以下 ― 196以上 20.0以上 

0.90 28.2以下 ― 29.4以下 ― 196以上 20.0以上 

1.00 22.8以下 23.3以下 23.8以下 24.3以下 196以上 20.0以上 

1.20 15.8以下 16.1以下 16.5以下 16.8以下 196以上 20.0以上 

1.40 11.6以下 11.9以下 12.1以下 12.3以下 196以上 20.0以上 

1.60 8.92以下 9.10以下 9.29以下 9.48以下 196以上 20.0以上 

1.80 7.05以下 7.19以下 7.34以下 7.49以下 196以上 20.0以上 

2.00 5.65以下 5.76以下 5.83以下 5.95以下 196以上 20.0以上 

2.30 4.27以下 4.36以下 4.41以下 4.50以下 196以上 20.0以上 

2.60 3.35以下 3.42以下 3.45以下 3.52以下 196以上 20.0以上 

2.90 2.69以下 2.74以下 2.77以下 2.83以下 196以上 25.0以上 

3.20 2.21以下 2.25以下 2.28以下 2.33以下 196以上 25.0以上 

3.50 1.85以下 ― 1.90以下 ― 196以上 25.0以上 

3.70 1.67以下 ― 1.72以下 ― 196以上 25.0以上 

4.00 1.41以下 ― 1.46以下 ― 196以上 25.0以上 

4.30 1.23以下 ― 1.27以下 ― 196以上 25.0以上 

4.50 1.12以下 ― 1.15以下 ― 196以上 25.0以上 

5.00 0.904以下 ― 0.932以下 ― 196以上 25.0以上 

（備考） 

１ 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあっては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。 

 R20=Rt/(1+0.00393(t-20)) 

 R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。 



 40 

２ 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。 

直径(㎜) 許容差(㎜) 

1.00未満 ±0.02 

1.00以上 3.20未満 ±0.03 

3.20以上 ±0.04 

３ 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。 

４ 導体の引張試験は、JIS B 7721(1952)「引張試験機」に規定する引張試験機その他これと同等以上の性能を有するものを用いて、次の表の試験条件で行

う。（以下、附表第二から附表第九までにおいて同じ。） 

 

試験条件 

軟銅 硬銅 
半硬アルミ・硬アルミ及び

銅心アルミ 軟アルミ成

型単線 
鋼線 

単線又はよ

り線の素線 
より線 

単線又はよ

り線の素線 
より線 

単線又はよ

り線の素線 
より線 

試料長 

（㎜） 
約 400 － 約 400 － 約 400 － 約 400 約 400 

標点距離 

（㎜） 
250 － 250 － 250 － 250 250 

つかみ間隔 

（㎜） 
－ 500以上 － 500以上 － 500以上 － － 

引張速度 

（㎜/分） 
300以下 100以下 100以下 100以下 100以下 100以下 100以下 100以下 

 

附表第二 硬銅線（単線） 

直径（㎜） 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ（MPa） 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

めっきを施してな

いもの 

めっきを施して

あるもの 
単心又は平形のもの

に使用する単線 

引込用ビニル絶縁電線

又は引込用ポリエチレ

ン絶縁電線のより合わ

せ形のものに使用する

単心又は平形

のものに使用

する単線 

引込用ビニル絶縁電

線又は引込用ポリエ

チレン絶縁電線のよ

り合わせ形のものに
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単線 使用する単線 

0.80 37.2以下 ― 37.9以下 ― 430以上 345以上 

0.90 29.4以下 ― 30.0以下 ― 429以上 345以上 

1.00 23.8以下 ― 24.0以下 ― 428以上 345以上 

1.20 16.5以下 ― 16.7以下 ― 426以上 345以上 

1.40 12.1以下 ― 12.3以下 ― 424以上 345以上 

1.60 9.29以下 ― 9.39以下 ― 422以上 345以上 

1.80 7.34以下 ― 7.42以下 ― 420以上 345以上 

2.00 5.83以下 5.89以下 5.89以下 5.95以下 
418以上 

(397以上) 

335以上 

(319以上) 

2.30 4.41以下 4.45以下 4.45以下 4.49以下 
415以上 

(394以上) 

335以上 

(319以上) 

2.60 3.45以下 3.48以下 3.48以下 3.51以下 
412以上 

(390以上) 

335以上 

(319以上) 

2.90 2.77以下 2.80以下 2.80以下 2.83以下 
409以上 

(388以上) 

335以上 

(319以上) 

3.20 2.28以下 2.30以下 2.30以下 2.32以下 
406以上 

(385以上) 

335以上 

(319以上) 

3.50 1.90以下 1.92以下 1.92以下 1.94以下 
403以上 

(382以上) 

335以上 

(319以上) 

3.70 1.72以下 1.74以下 1.74以下 1.75以下 
401以上 

(380以上) 

335以上 

(319以上) 

4.00 1.46以下 1.47以下 1.47以下 1.48以下 
389以上 

(369以上) 

328以上 

(312以上) 

4.30 1.27以下 1.28以下 1.28以下 1.29以下 
386以上 

(367以上) 

328以上 

(312以上) 

4.50 1.15以下 1.16以下 1.16以下 1.17以下 
384以上 

(365以上) 

328以上 

(312以上) 

5.00 0.932以下 0.941以下 0.942以下 0.951以下 
379以上 

(361以上) 

328以上 

(312以上) 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 
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２ 電気抵抗の測定については、附表第一の備考１を準用する。 

３ 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。 

直径(㎜) 許容差(㎜) 

1.00未満 ±0.02 

1.00以上 3.20未満 ±0.03 

3.20以上 ±0.04 

４ 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第三 半硬アルミ線および硬アルミ線（単線） 

直径(㎜) 
20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa) 

伸び(%) 
単心又は平形のもの 丸形多心のもの 半硬アルミ線 硬アルミ線 

2.00 9.27以下 9.46以下 ― 164以上 0.8以上 

2.30 7.01以下 7.15以下 88以上 158未満 158以上 0.9以上 

2.60 5.48以下 5.59以下 88以上 152未満 152以上 0.9以上 

2.90 4.41以下 4.50以下 88以上 149未満 149以上 1.0以上 

3.20 3.62以下 3.69以下 88以上 146未満 146以上 1.0以上 

3.50 3.03以下 3.09以下 88以上 146未満 146以上 1.0以上 

3.70 2.71以下 2.76以下 88以上 146未満 146以上 1.1以上 

3.80 2.57以下 2.62以下 88以上 146未満 146以上 1.1以上 

4.00 2.32以下 
2.37以下 

(2.34以下) 
88以上 143未満 143以上 1.1以上 

4.20 2.10以下 
2.14以下 

(2.12以下) 
88以上 143未満 143以上 1.2以上 

4.50 1.83以下 
1.87以下 

(1.85以下) 
88以上 143未満 143以上 1.2以上 

5.00 1.48以下 
1.51以下 

(1.49以下) 
88以上 143未満 143以上 1.2以上 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。 
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２ 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあっては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。 

 R20=Rt/(1+0.00393(t-20)) 

 R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。 

 tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。 

３ 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。 

直径(㎜) 許容差(㎜) 

3.20未満 ±0.03 

3.20以上 ±0.04 

４ 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗及び引張強さは、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第四 軟銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、軟銅線をより合わせ、表１に適合すること。 

表１ 軟銅線（非圧縮より線） 

断面積(㎜ 2) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 

引張荷重(N) めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

単心又は平形のもの 丸形多心のもの 単心又は平形のもの 丸形多心のもの 

0.9 20.9以下 21.3以下 22.1以下 22.5以下 180以上 

1.25 16.5以下 16.8以下 17.5以下 17.9以下 250以上 

2.0 9.24以下 9.42以下 9.63以下 9.82以下 390以上 

3.5 5.20以下 5.30以下 5.41以下 5.52以下 690以上 

5.5 3.33以下 3.40以下 3.47以下 3.54以下 1,080以上 

8 2.31以下 2.36以下 2.41以下 2.46以下 1,570以上 

10 1.92以下 1.96以下 1.99以下 2.03以下 1,860以上 

14 1.30以下 1.33以下 1.35以下 1.38以下 2,610以上 

22 0.824以下 
0.840以下 

(0.832以下) 
0.849以下 0.866以下 4,100以上 
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30 0.623以下 
0.635以下 

(0.629以下) 
0.642以下 0.655以下 5,590以上 

38 0.487以下 
0.497以下 

(0.492以下) 
0.502以下 0.512以下 7,080以上 

50 0.378以下 
0.386以下 

(0.382以下) 
0.394以下 0.402以下 8,820以上 

60 0.303以下 
0.309以下 

(0.306以下) 
0.313以下 0.319以下 10,600以上 

80 0.229以下 
0.234以下 

(0.231以下) 
0.237以下 0.242以下 14,100以上 

100 0.180以下 
0.184以下 

(0.182以下) 
0.185以下 0.189以下 17,600以上 

（備考） 

 １ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 

 ２ 電気抵抗の測定については、附表第一の備考１を準用する。 

 ３ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 

 

２ 圧縮より線にあっては、軟銅線をより合わせ、表２に適合すること。 

表２ 軟銅線（圧縮より線） 

導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 

引張荷重(N) 
断面積(㎜ 2) 

円形の圧縮より線の

外径(㎜) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

単心のもの 丸形多心のもの 単心のもの 丸形多心のもの 

8 3.4 2.29以下 2.34以下 2.38以下 2.43以下 1,570以上 

14 4.4 1.31以下 1.34以下 1.36以下 1.39以下 2,740以上 

22 5.5 0.832以下 0.849以下 0.857以下 0.874以下 4,310以上 

30 6.5 0.610以下 0.622以下 0.629以下 0.642以下 5,880以上 

38 7.3 0.481以下 0.491以下 0.496以下 0.506以下 7,450以上 

50 8.5 0.366以下 0.373以下 0.381以下 0.389以下 9,800以上 

60 9.3 0.305以下 0.311以下 0.314以下 0.320以下 11,800以上 
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80 10.8 0.229以下 0.234以下 0.236以下 0.241以下 15,700以上 

100 12.0 0.183以下 0.187以下 0.189以下 0.193以下 19,600以上 

（備考） 

 １ 電気抵抗の測定については、附表第一の備考１を準用する。 

 ２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第五 硬銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、硬銅線をより合わせ、表１に適合すること。 

表１ 硬銅線（非圧縮より線） 

断面積(㎜ 2) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 
引張荷重(N) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

単心又は平形のもの 丸形多心のもの 単心又は平形のもの 丸形多心のもの 
めっきを施してない

もの 

めっきを施してある

もの 

0.9 21.7以下 22.1以下 ― ― 360以上 ― 

1.25 17.1以下 17.4以下 ― ― 460以上 ― 

2.0 9.63以下 9.82以下 ― ― 810以上 ― 

3.5 5.41以下 5.52以下 5.53以下 5.64以下 1,430以上 1,150以上 

5.5 3.47以下 3.54以下 3.50以下 3.57以下 2,230以上 1,790以上 

8 2.41以下 
2.46以下 

(2.43以下) 
2.43以下 2.48以下 3,190以上 2,590以上 

14 1.35以下 
1.38以下 

(1.36以下) 
1.37以下 1.40以下 5,630以上 4,600以上 

22 0.849以下 0.866以下 0.858以下 0.875以下 8,710以上 6,980以上 

30 0.642以下 0.655以下 0.649以下 0.662以下 11,500以上 9,230以上 

38 0.502以下 0.512以下 0.508以下 0.518以下 14,500以上 11,800以上 

50 0.394以下 0.402以下 0.398以下 0.406以下 19,200以上 15,800以上 

60 0.313以下 0.319以下 0.316以下 0.322以下 23,600以上 18,900以上 

80 0.237以下 0.242以下 0.239以下 0.244以下 31,100以上 25,200以上 

100 0.185以下 0.189以下 0.187以下 0.191以下 39,400以上 32,000以上 
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（備考） 

 １ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 

 ２ 電気抵抗の測定については、附表第一の備考１を準用する。 

 ３ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 

 

２ 圧縮より線にあっては、硬銅線をより合わせ、表２に適合すること。 

表２ 硬銅線（圧縮より線） 

導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N) 

断面積

(㎜ 2) 

円形の圧

縮より線

の外径

(㎜) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

めっきを施してない

もの 

めっきを施してある

もの 単心のもの 丸形多心のもの 単心のもの 丸形多心のもの 

8 3.4 2.38以下 2.43以下 2.41以下 2.46以下 3,230以上 2,610以上 

14 4.4 1.36以下 1.39以下 1.38以下 1.41以下 5,600以上 4,570以上 

22 5.5 0.857以下 0.874以下 0.866以下 0.883以下 8,710以上 6,990以上 

30 6.5 0.629以下 0.642以下 0.635以下 0.648以下 11,800以上 9,530以上 

38 7.3 0.496以下 0.506以下 0.501以下 0.511以下 14,800以上 12,100以上 

50 8.5 0.381以下 0.389以下 0.385以下 0.393以下 19,300以上 15,900以上 

60 9.3 0.314以下 0.320以下 0.318以下 0.324以下 23,000以上 19,000以上 

80 10.8 0.236以下 0.241以下 0.238以下 0.243以下 30,300以上 25,400以上 

100 12.0 0.189以下 0.193以下 0.191以下 0.195以下 37,400以上 31,800以上 

（備考） 

 １ 電気抵抗の測定については、附表第一の備考１を準用する。 

 ２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 
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附表第六 半硬アルミ同心より線および硬アルミ同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、半硬アルミ線又は硬アルミ線をより合わせ、表１に適合すること。 

表１ 半硬アルミ線及び硬アルミ線（非圧縮より線） 

断面積(㎜ 2) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 
硬アルミ同心より線の引張

荷重(N) 

半硬アルミ同心より線の引張荷

重(N) 
単心のもの又は平形のも

の 
丸形多心のもの 

14 2.13以下 2.17以下 2,130以上 1,120以上 

22 1.35以下 1.38以下 3,240以上 1,740以上 

30 1.02以下 1.04以下 4,140以上 2,310以上 

38 0.799以下 0.815以下 5,080以上 2,950以上 

50 0.620以下 0.632以下 7,140以上 3,840以上 

60 0.497以下 0.507以下 8,810以上 4,740以上 

80 0.376以下 0.384以下 11,200以上 6,270以上 

100 0.294以下 0.300以下 13,800以上 8,010以上 

（備考） 

 １ 電気抵抗の測定については、附表第三の備考２を準用する。 

 ２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 

 

２ 圧縮より線にあっては、硬アルミ線をより合わせ、表２に適合すること。 

表２ 硬アルミ線（圧縮より線） 

導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 

引張荷重(N) 断面積(㎜
2) 

円形の圧縮より

線の外径(㎜) 
単心のもの又は平形のもの 丸形多心のもの 

引込用ビニル絶縁電線であって、

より合わせ形又は巻付け形のもの 

14 4.4 2.14以下 2.18以下 - 2,110以上 

22 5.5 1.36以下 1.39以下 1.37以下 3,240以上 

30 6.5 1.00以下 1.02以下 1.01以下 4,260以上 

38 7.3 0.789以下 0.805以下 0.797以下 5,180以上 

50 8.5 0.600以下 0.612以下 0.606以下 6,550以上 
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55 8.8 0.545以下 0.556以下 0.550以下 7,200以上 

60 9.3 0.500以下 0.510以下 0.505以下 7,860以上 

80 10.8 0.375以下 0.383以下 0.379以下 10,300以上 

95 11.4 0.316以下 0.322以下 0.319以下 12,300以上 

100 12.0 0.300以下 0.306以下 0.303以下 12,800以上 

（備考） 

 １ 電気抵抗の測定については、附表第三の備考２を準用する。 

 ２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第七 鋼心アルミ同心より線（圧縮より線） 

 鋼線の周囲に硬アルミ線をより合わせ、次の表に適合すること。 

導体の太さ 20℃における電気抵抗

(Ω/km) 
引張荷重(N) 

断面積(㎜ 2) 外径(㎜) 

12 4.4 2.50以下 4,200以上 

19 5.5 1.58以下 6,550以上 

25 6.3 1.20以下 8,500以上 

32 7.2 0.937以下 10,700以上 

58 9.7 0.517以下 18,600以上 

95 12.0 0.316以下 23,200以上 

（備考）電気抵抗の測定については、附表第三の備考２を準用する。 

 

附表第八 軟銅集合より線 

断面積(㎜ 2) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 

単心、平形又は長円形のもの その他のもの 単心、平形又は長円形のもの その他のもの 

0.5 36.7以下 37.8以下 38.6以下 39.8以下 

0.75 24.4以下 25.1以下 25.8以下 26.6以下 



 49 

1.25 14.7以下 15.1以下 15.5以下 16.0以下 

2.0 9.50以下(9.65以下) 9.79以下 9.91以下 10.2以下 

3.5 5.09以下(5.27以下) 5.24以下 5.38以下 5.54以下 

5.5 3.27以下(3.31以下) 3.37以下 3.46以下 3.56以下 

8 2.32以下 2.39以下 2.45以下 2.52以下 

14 1.32以下 1.36以下 1.39以下 1.43以下 

22 0.844以下(0.896以下) 0.869以下 0.892以下 0.919以下 

30 0.625以下(0.657以下) 0.644以下 0.661以下 0.681以下 

38 0.496以下(0.519以下) 0.511以下 0.525以下 0.541以下 

50 0.389以下 0.401以下 0.411以下 0.423以下 

60 0.311以下 0.320以下 0.329以下 0.339以下 

80 0.230以下 0.237以下 0.243以下 0.250以下 

100 0.183以下 0.188以下 0.193以下 0.199以下 

（備考） 

 １ 括弧内の数値は、口出し用絶縁電線に適用する。 

 ２ 耐震型のものにあっては、20℃における導体の電気抵抗は、単心、平形又は長円形のものの欄に掲げる値に線心のより込み率を乗じた値とする。 

 ３ 電気抵抗の測定は、附表第一の備考１を準用する。 

 ４ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。  

 

附表第八の二 Ｂ種コードに使用する軟銅集合より線 

断面積(㎜ 2) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 

めっきを施してない

もの 
めっきを施してあるもの 

0.5 39.0以下 40.1以下 

0.75 26.0以下 26.7以下 

1.0 19.5以下 20.0以下 

1.5 13.3以下 13.7以下 

2.5 7.98以下 8.21以下 

（備考） 



 50 

 １ 耐震型のものにあっては、20℃における導体の電気抵抗は、表に掲げる値に線心のより込み率を乗じた値とする。 

 ２ 電気抵抗の測定は、附表第一の備考１を準用する。 

 ３ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第八の三 軟アルミ集合より線 

断面積(㎜ 2) 20℃における電気抵抗(Ω/km) 

38 0.808以下 

50 0.633以下 

60 0.506以下 

80 0.375以下 

100 0.298以下 

（備考） 

１ 電気抵抗の測定については、附表第三の備考２を準用する。 

２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。 

 

附表第九 軟アルミ成形単線 

 形状が半円形または扇形であって、次の表に適合すること。 

断面積(㎜ 2) 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa) 伸び(%) 

38 0.789以下 59以上 12以上 

50 0.600以下 59以上 12以上 

60 0.500以下 59以上 12以上 

80 0.375以下 59以上 12以上 

100 0.300以下 59以上 12以上 

（備考） 

 １ 電気抵抗の測定については、附表第三の備考２を準用する。 
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 ２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗、引張強さ又は伸びは、内挿法により求めた値とする。  

 

附表第十 絶縁耐力試験 

 電線の種類に従い、１の試験条件において試験を行ったとき、２の基準に適合すること。なお、線心の構造が異なるものに対する絶縁

耐力試験電圧は、その各線心のうちの最も厳しい条件における値を適用する。 

１ 試験条件 

（１）導体（金属製の導体補強線を含む。）以外の金属は、接地すること。 

（２）遮へい又は金属製の補強層を有するものにあっては、次によること。 

イ 単心のものは、導体と大地との間に、コードにあっては1,500V、その他のものにあっては2,000V（断面積が32㎜ 2を超えるも

のにあっては、2,500V）の交流電圧を加えること。 

ロ 多心のものは、導体相互間及び導体と大地との間に、コードにあっては1,500V（キャブタイヤコードの導体相互間にあっては、

2,000V)、その他のものにあっては2,000V(断面積が32㎜ 2を超えるものにあっては、2,500V)の交流電圧を加えること。 

（３）遮へいまたは金属製の補強層を有しない絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線、蛍光灯電線およびネオン電線を除く。）およびケーブ

ルにあっては、完成品を1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間

に次の表に掲げる交流電圧を加えること。 

導体の太さ 
交流電圧(V) 

より線(断面積 ㎜ 2) 単線(直径 ㎜) 

8.0以下 3.2以下 1,500 

8.0を超え32以下 3.2を超え5.0以下 2,000 

32を超え 100以下 ― 2,500 

（４）遮へいまたは金属製の補強層を有しない蛍光灯電線、ネオン電線、コード及びキャブタイヤケーブルにあっては、完成品を1時間

（ネオン電線にあっては、12時間）清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地と

の間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。 

電線の種類 交流電圧(V) 
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蛍光灯電線 3,000 

ネオン電線 
15,000Vのもの 25,000 

7,500Vのもの 15,000 

コード 
外装を有しないもの 1,000 

外装を有するもの 1,000(2,000) 

キャブタイヤケーブル 3,000 

（備考）括弧内の数値は、外装を有する多心コードの導体相互間に適用する。 

（５）屋外用ビニル絶縁電線にあっては、完成品から長さ約1.5mの試料を3本とり、その中央部1mを 1時間清水中に浸した後、それぞ

れ導体と大地との間に3,000Vの交流電圧を加える。 

 

２ 基準 

（１）屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあっては、連続して1分間耐えること。 

（２）屋外用ビニル絶縁電線にあっては、2本以上の試料が連続して1分間耐えること。 

 

附表第十の二 Ｂ種コード及びＢ種金糸コードの絶縁耐力試験 

１ 完成品の試験 

（１）の試験条件において試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）試験条件 

イ 試料の長さは、10m以上（附表第二十六の試験の直後に行う場合は、約5m）とすること。 

ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、次の試験を行うこと。 

（イ）単心のものにあっては、導体と大地との間に2,000V の交流電圧を加えること。 

（ロ）多心のものにあっては、導体相互間及び導体と大地との間に2,000V（Ｂ種金糸コードであって、１（６）チ（ロ）ｂに規定

する曲げ試験の直後に行うものにあっては、1,500V）の交流電圧を加えること。 

（２）基準 
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連続して5分間耐えること。 

２ 線心の試験 

Ｂ種コードにあっては、（１）の試験条件において試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）試験条件 

イ 試料は、次に掲げるものであること。 

（イ）平形コードにあっては、長さ5mの完成品から線心間の絶縁体に短い切込みを入れ、3mの長さを残し線心を手で引き裂いたも

のであること。 

（ロ）平形コード以外のものにあっては、長さ5mの完成品から外装、外部編組、介在物等を取り除いたものであること。 

ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。 

絶縁体の厚さ(㎜) 電圧(V) 

0.6以下 1,500 

0.6を超えるもの 2,000 

（２）基準 

連続して5分間耐えること。 

 

附表第十一 絶縁抵抗試験 

１ 遮へいまたは金属製の補強層を有するものにあっては完成品を大気中において、遮へいまたは金属製の補強層を有しないものにあっ

ては完成品を清水中に浸した状態において、導体と大地との間に100V 以上 600V 以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵

抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体（金属製の導体補強線を含む。）以外の金属は、接地しなければな

らない。 

２ 絶縁体にビニル混合物を使用するもの（ケーブル又はキャブタイヤケーブルであって、絶縁体にビニル混合物を使用するものを除く。）

にあっては、１の試験のほか、完成品から適当な長さの試料をとり、これを60℃±3℃（絶縁体に耐熱性を有するビニル混合物を使用

するものにあっては、75℃±3℃）の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となった後に導体と大地との間に100V 以上 600V
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以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体（金属製の導

体補強線を含む。）以外の金属は、接地しなければならない。 

 

電線の種類 導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別･絶縁抵抗(MΩ-km) 

20℃における値 

60℃に

おける

値 

75℃にお

ける値 

 

より線（断

面積 ㎜
2） 

単線

（直径 

㎜） 

天然ゴ

ム混合

物 

スチレ

ンブタ

ジエン

ゴム混

合物 

ブチル

ゴム混

合物 

クロロ

プレン

ゴム混

合物又

はクロ

ロスル

ホン化

ポリエ

チレン

ゴム混

合物 

エチレ

ンプロ

ピレン

ゴム混

合物 

けい素

ゴム混

合物 

ビニル

混合物 

ポリエチレ

ン混合物又

はポリオレ

フィン混合

物 

ふっ素

樹脂混

合物 

耐熱性

を有す

るもの

を除く

ビニル

混合物 

耐熱性を

有するビ

ニル混合

物 

絶縁電線（屋外用

ビニル絶縁電線、

蛍光灯電線、ネオ

ン電線及び平形

導体合成樹脂絶

縁電線を除く。）

及びケーブル 

1.25未満 
1.6未

満 
1,000 100 500 6 500 100 50 2,500(50) 2,500 0.2 0.05 

1.25以上

2.0未満 

1.6以

上 2.0

未満 

1,000 100 500 6 500 100 50 2,500(50) 2,000 0.2 0.05 

2.0以上

5.5未満 

2.0以

上 2.6

未満 

1,000 100 500 6 500 100 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05 

― 

2.6以

上 3.2

未満 

1,000 100 500 5 500 100 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05 

5.5以上8

未満 
― 900 90 500 5 500 90 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05 

― 3.2以 900 90 500 5 400 90 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05 
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上4.0

未満 

8以上14

未満 
― 800 80 400 5 400 80 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05 

― 

4.0以

上 5.0

未満 

700 70 400 5 400 70 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05 

14以上 22

未満 
― 700 60 400 5 300 60 40 1,500(40) 1,500 0.1 0.04 

― 
5.0以

下 
800 80 400 4 400 80 40 2,000(40) 1,500 0.1 0.04 

22以上 30

未満 
― 700 70 400 4 300 70 40 1,500(40) 1,000 0.1 0.04 

30以上 38

未満 
― 600 60 300 4 300 60 40 1,500(40) 900 0.1 0.04 

38以上 50

未満 
― 500 50 300 4 300 50 40 1,500(40) 900 0.1 0.04 

50以上 60

未満 
― 600 60 300 3 300 60 30 1,500(30) 800 0.1 0.03 

60以上 80

未満 
― 500 50 300 3 300 50 30 1,500(30) 700 0.07 0.03 

80以上

100未満 
― 500 50 300 3 200 50 30 1,000(30) 700 0.07 0.03 

100 ― 500 50 300 3 300 50 30 1,500(30) 600 0.07 0.03 

蛍光灯電線 0.75 ― ― ― ― ― 200 ― 20 1,000(20) ― 0.07 0.02 

コード 
3.5未満 ― 400 40 ― 1 300 100 5 2,500(50) ― 0.01 0.005 

3.5以上 ― 600 60 ― 1 500 150 5 2,500(50) ― 0.01 0.005 

キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ

ー
ブ
ル 

３種キャブ

タイヤケー

ブル、３種ク

ロロプレン

キャブタイ

ヤケーブル、

8未満 ― 1,000 ― 500 ― 500 ― ― ― ― ― ― 

8以上14

未満 
― 900 ― 500 ― 400 ― ― ― ― ― ― 

14以上 22

未満 
― 700 ― 400 ― 400 ― ― ― ― ― ― 

22以上 30 ― 700 ― 400 ― 300 ― ― ― ― ― ― 
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３種クロロ

スルホン化

ポリエチレ

ンキャブタ

イヤケーブ

ル、３種耐燃

性エチレン

ゴムキャブ

タイヤケー

ブル、４種キ

ャブタイヤ

ケーブル、４

種クロロプ

レンキャブ

タイヤケー

ブル及び４

種クロロス

ルホン化ポ

リエチレン

キャブタイ

ヤケーブル 

未満 

30以上 80

未満 
― 600 ― 300 ― 300 ― ― ― ― ― ― 

80以上

100未満 
― 500 ― 300 ― 300 ― ― ― ― ― ― 

100 ― 500 ― 300 ― 200 ― ― ― ― ― ― 

けい素ゴム

キャブタイ

ヤケーブル 

3.5未満 ― ― ― ― ― ― 100 ― ― ― ― ― 

3.5以上

5.5未満 
― ― ― ― ― ― 100 ― ― ― ― ― 

5.5以上8

未満 
― ― ― ― ― ― 90 ― ― ― ― ― 

8以上14

未満 
― ― ― ― ― ― 80 ― ― ― ― ― 

14以上 22

未満 
― ― ― ― ― ― 70 ― ― ― ― ― 

22以上 38

未満 
― ― ― ― ― ― 60 ― ― ― ― ― 

38以上 50

未満 
― ― ― ― ― ― 60 ― ― ― ― ― 
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50以上 80

未満 
― ― ― ― ― ― 50 ― ― ― ― ― 

80以上

100未満 
― ― ― ― ― ― 50 ― ― ― ― ― 

100 ― ― ― ― ― ― 50 ― ― ― ― ― 

その他のキ

ャブタイヤ

ケーブル 

3.5未満 ― 1,000 ― 500 ― 500 100 50 2,500(50) ― ― ― 

3.5以上

5.5未満 
― 1,000 ― 500 ― 400 100 40 2,000(40) ― ― ― 

5.5以上8

未満 
― 900 ― 500 ― 400 90 40 2,000(40) ― ― ― 

8以上14

未満 
― 800 ― 400 ― 400 80 40 2,000(40) ― ― ― 

14以上 22

未満 
― 700 ― 400 ― 300 70 40 1,500(40) ― ― ― 

22以上 38

未満 
― 600 ― 300 ― 300 60 30 1,500(30) ― ― ― 

38以上 50

未満 
― 600 ― 300 ― 200 60 30 1,000(30) ― ― ― 

50以上 80

未満 
― 500 ― 300 ― 200 50 30 1,000(30) ― ― ― 

80以上

100未満 
― 500 ― 300 ― 300 50 30 1,500(30) ― ― ― 

100 ― 500 ― 300 ― 200 50 20 1,000(20) ― ― ― 

（備考）１ 絶縁抵抗は、測定時の温度及び絶縁体の種類に従い、20℃における値を次の表に掲げる絶縁抵抗換算係数で除した値とする。この場合において、

絶縁体にポリエチレン混合物、ポリオレフィン混合物又はふっ素樹脂混合物を使用するものにあっては、測定時の温度にかかわらず20℃における

値とする。 

２ 括弧内の数値は、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに適用する。 

 

測定時の

温度(℃) 

絶縁体に天然ゴ

ム混合物を使用

するもの 

絶縁体にスチレ

ンブタジエンゴ

ム混合物を使用

するもの 

絶縁体にブチル

ゴム混合物を使

用するもの 

絶縁体にクロロ

プレンゴム混合

物を使用するも

の 

絶縁体にエチレ

ンプロピレンゴ

ム混合物を使用

するもの 

絶縁体にクロロ

スルホン化ポリ

エチレンゴム混

合物を使用する

絶縁体にけい素

ゴム混合物を使

用するもの 

絶縁体にビニ

ル混合物を使

用するもの 
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もの 

0 0.37 0.34 0.34 0.14 0.42 0.05 0.26 0.42 

1 0.39 0.36 0.35 0.15 0.43 0.06 0.28 0.43 

2 0.41 0.38 0.38 0.17 0.45 0.07 0.30 0.44 

3 0.43 0.40 0.40 0.19 0.48 0.08 0.32 0.45 

4 0.45 0.42 0.42 0.21 0.50 0.09 0.34 0.46 

5 0.48 0.44 0.44 0.23 0.52 0.10 0.37 0.48 

6 0.50 0.47 0.46 0.25 0.54 0.12 0.40 0.49 

7 0.53 0.50 0.49 0.28 0.56 0.14 0.43 0.50 

8 0.55 0.53 0.52 0.31 0.59 0.16 0.46 0.52 

9 0.58 0.56 0.54 0.34 0.62 0.19 0.49 0.53 

10 0.61 0.59 0.58 0.37 0.65 0.22 0.52 0.55 

11 0.64 0.62 0.61 0.41 0.68 0.25 0.56 0.57 

12 0.67 0.65 0.64 0.45 0.70 0.30 0.60 0.60 

13 0.71 0.69 0.68 0.49 0.74 0.35 0.64 0.63 

14 0.74 0.73 0.72 0.54 0.77 0.40 0.69 0.66 

15 0.78 0.77 0.76 0.60 0.80 0.47 0.72 0.70 

16 0.82 0.81 0.81 0.66 0.84 0.54 0.78 0.74 

17 0.86 0.85 0.85 0.73 0.86 0.64 0.83 0.79 

18 0.91 0.90 0.90 0.81 0.91 0.74 0.87 0.85 

19 0.95 0.95 0.96 0.90 0.95 0.86 0.93 0.92 

20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

21 1.05 1.09 1.07 1.10 1.05 1.14 1.07 1.11 

22 1.10 1.18 1.14 1.20 1.10 1.30 1.14 1.24 

23 1.16 1.27 1.22 1.30 1.15 1.50 1.23 1.39 

24 1.22 1.36 1.30 1.45 1.20 1.70 1.31 1.55 

25 1.28 1.45 1.38 1.60 1.25 1.93 1.40 1.74 

26 1.35 1.55 1.45 1.75 1.30 2.20 1.50 1.96 

27 1.42 1.70 1.55 1.95 1.35 2.50 1.61 2.22 

28 1.49 1.85 1.65 2.15 1.42 2.85 1.73 2.52 

29 1.56 2.00 1.77 2.35 1.48 3.25 1.87 2.87 

30 1.64 2.15 1.89 2.60 1.55 3.70 2.01 3.25 

31 1.72 2.30 2.00 2.90 1.62 4.20 2.16 3.75 
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32 1.81 2.50 2.15 3.20 1.70 4.75 2.32 4.25 

33 1.90 2.70 2.32 3.50 1.78 5.40 2.49 4.90 

34 2.00 2.90 2.50 3.80 1.84 6.15 2.68 5.60 

35 2.10 3.20 2.69 4.20 1.90 7.05 2.88 6.45 

 

附表第十二 耐食性試験 

１ すずもしくは鉛またはこれらの合金のめっき試験 

すずもしくは鉛またはこれらの合金のめっきを施したものにあっては、完成品から適当な長さの試料をとり、単線にあってはそのま

ま、より線にあってはこれを解体し、めっき面をアルコール、ベンジン、石油エーテル等でよく洗った後、十分に水洗いして清浄なや

わらかい布でふき取り、室温で乾燥させて（１）の試験条件において試験を行ったとき、（２）の基準に適合すること。 

（１）試験条件 

イ 試験部分の長さの合計が次の式により計算した値になるように試料をとり、その両端末の銅が露出しないようにワックス等で両

端末を密封すること。 

   L= 
300

d
   Lは、試験部分の長さの合計とし、その単位は、㎜とする。 

   d は、試料の公称直径とし、その単位は、㎜とする。 

ロ 試験液は、過硫酸アンモニウム（JIS K 8252(1961)「過硫酸アンモニウム（試薬）」に規定する一級のものとする。）10gを 500

ミリリットルの蒸溜水に溶かし、これに75ミリリットルのアンモニア水（JIS K 8085(1961)「アンモニア水（試薬）」に規定す

る一級のものであって、20℃における比重が0.90 のものとする。）を加え、さらにこの液が1,000ミリリットルになるように蒸

溜水でうすめること。 

ハ 比色標準液は、0.20g の無水硫酸銅（JIS K 8984(1972)「硫酸銅（無水）（試薬）」に規定する一級のものとする。）を蒸溜水

に溶かし、これに75ミリリットルのアンモニア水（JIS K 8085(1972)「アンモニア水（試薬）」に規定するものであって、20℃

における比重が0.90のものとする。）を加え、さらにこの液が1,000 ミリリットルになるように蒸溜水でうすめること。 
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ニ イに規定する試料を18℃±3℃の試験液100ミリリットルを入れた試験管の中に15分間完全に浸し、試料を取り出した後、試験

液の色と同種の試験管に試験液と同じ深さだけ入れた比色標準液の色とを比較すること。 

（２）基準 

試験液の色が比色標準液の色より暗くないこと。 

２ 亜鉛のめっき試験 

亜鉛めっきを施したものにあっては、JIS H 0401(1963)「溶融亜鉛メッキ試験方法」の「３．２．２Ｗ」および「４．１．２Ｗ」の

試験方法により試験を行ったとき、次の表に掲げる亜鉛めっき特性に適合すること。 

直径(㎜) 
亜鉛めっき特性 

付着量(g/m2) 均一性(終止点に達しない回数) 

1.6未満 200以上 1以上 

1.6以上2.3未満 215以上 2以上 

2.3以上2.6未満 230以上 2以上 

2.6以上2.9未満 230以上 3以上 

2.9以上3.5未満 245以上 4以上 

3.5以上4.2未満 260以上 4以上 

4.2以上4.5以下 275以上 4以上 

 

附表第十三 半硬アルミ線の試験 

１ 巻付け試験 

完成品から適当な長さの素線をとり、その直径と等しい直径の円筒に密に8回巻き付け、6回巻きもどした後、さらに6回巻き付け

たとき、素線にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

２ 曲げ試験 

完成品から適当な長さの素線を3本とり、その直径に等しい直径を有する円筒の円弧に沿って90°屈曲させた後に直線状にもどし、

次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状にもどす操作を各素線について切断するまで行ったとき、各素線の操作の回数の合計が6

以上であること｡ 
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附表第十四 引張強さおよび伸びの試験 

絶縁体または外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さおよび伸びの試験を行ったとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

（１）試料は、完成品から導体、テープその他の附属物を取り除き、次の図１のダンベル状にして標点を記したものとする。この場合に

おいて、ダンベル状とすることが著しく困難なものにあっては、次の図２の管状のものに標点を記したものとすることができる。 

 

図１ ダンベル状 

 

（備考）試料の幅を25㎜とすることができない場合にあっては、その幅を25㎜未満とすることを妨げない。 

 

図２ 管状 
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（２）16℃以上 32℃以下の温度において、引張試験機を使用して、3本の試料について毎分200㎜以上 500㎜以下（ポリエチレン混合物

及びポリオレフィン混合物にあっては50㎜以上 200㎜以下）の速さで引張強さ及び伸びの試験を行い、その平均値を試験結果と

すること。 

（３）試料を次の表に掲げる加熱温度に同表に掲げる加熱時間保った後、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後に（２）の

方法により試験を行うこと。 

絶縁物の種類 加熱温度(℃) 加熱時間(時間) 

天然ゴム混合物 100±2 48 

クロロプレンゴム混合物 

袋打ちコード若しくは丸打ちコードであって、外部編組の下にガラス繊維を

施してあるものの絶縁体又はクロロプレン外装ケーブルの外装に使用するも

の 

100±2 96 

その他のもの 100±2 48 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 120±3 120 

けい素ゴム混合物 220±3 96 

ビニル混合物 
耐熱性を有するもの 120±3 120 

その他のもの 100±2 48 

ポリエチレン混合物又はポ

リオレフィン混合物 

架橋したもの 120±3 96 

その他のもの 90±2 96 

ふっ素樹脂混合物 
耐熱性を有するもの 250±3 96 

その他のもの 200±3 96 

その他のもの 100±2 96 

 

２ 基準 

室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。 

絶縁体と

外装の別 
絶縁物の種類 

室温における値 加熱後の残率 

引張強さ(MPa) 伸び(%) 引張強さ(%) 伸び(%) 

絶縁体 

天然ゴム混合物 6 250 60 60 

スチレンブタジエンゴム混合物 5 300 70 70 

クロロプレンゴム混合物 6 250 60 60 



 63 

ブチルゴム混合物 4 300 80 80 

エチレンプロピレンゴム

混合物 

外部編組を有しない絶縁電線 7 400 80 80 

その他のもの 4 300 80 80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 8 300 80 70 

けい素ゴム混合物 
機械的強度を強化したもの 7 200 70 60 

その他のもの 4 200 70 60 

ビニル混合物 
耐熱性を有するもの 10 120 90 75 

その他のもの 10 100 85 80 

ポリエチレン混合物 
架橋したもの 10 200 80 80 

その他のもの 10 350 80 65 

ポリオレフィン混合物 
架橋したもの 7(8) 200 80 80 

その他のもの 5(8) 200 80 65 

ふっ素樹脂混合物 
耐熱性を有するもの 10 200 80 80 

その他のもの 20 100 80 80 

外装 

天然ゴム混合物 

１種キャブタイヤケーブル 10 300 50 50 

２種キャブタイヤケーブル、３種キ

ャブタイヤケーブル及び４種キャブ

タイヤケーブル 

14 430 50 50 

その他のもの 8 300 50 50 

クロロプレンゴム混合物 

金糸コード 6 250 60 60 

ゴムキャブタイヤコード 10 300 65 65 

キャブタイヤケーブル 13 300 65 65 

その他のもの 10(8) 300(250) 60 60 

クロロスルホン化ポリエ

チレンゴム混合物 

キャブタイヤケーブル 13 300 80 70 

その他のもの 8 300 80 70 

けい素ゴム混合物（機械的強度を強化したもの） 7 200 70 60 

耐燃性エチレンゴム混合物 7 300 80 80 

ビニル混合物 
耐熱性を有するもの 10 120 90 80 

その他のもの 10 120 85 80 

ポリエチレン混合物 
架橋したもの 10 200 80 80 

その他のもの 10 350 80 65 

耐燃性ポリオレフィン混

合物 

架橋したもの 8 200 80 80 

その他のもの 8 200 80 65 
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（備考）１ 絶縁体のポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値はコードに、外装のクロロプレンゴム混合物の項中括弧内の数値は、クロロプレン外装ケー

ブルであって、外装のクロロプレンゴム混合物の上にゴム引き帆布があるものに適用する。 

２ ポリオレフィン混合物は、エチレン、プロピレン、エチレンプロピレン、エチレンビニルアセテート、エチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物

（ポリエチレンを除く。）とする。耐燃性ポリオレフィン混合物は、これらポリオレフィン混合物に耐燃性を付与した混合物とする。 

３ 耐燃性エチレンゴム混合物には、耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物、エチレンプロピレンジエンゴム混合物（ＥＰＤＭ）、エチレンビニ

ルアセテートゴム混合物を含める。 

 

附表第十五 巻付け加熱試験 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあ

っては完成品を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表の回数だけ巻き付け、120℃±3℃の温度に1時間加熱したとき、ビニル混

合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

絶縁体と

外装の別 
電線の種類 絶縁体又は外装の外径（㎜） 巻付け回数 円筒の直径 

絶縁体 

屋外用ビニル絶縁電線 
4未満 6 絶縁体の外径の4倍 

4以上 1/2 絶縁体の外径の8倍 

引込用ビニル絶縁電線であって、導体に鋼心アルミ同心

より線を使用するもの 
すべてのもの 1/2 絶縁体の外径の8倍 

その他のもの 

6.5未満 6 絶縁体の外径の1倍 

6.5以上10.5未満 6 絶縁体の外径の2倍 

10.5以上 12.0未満 1 絶縁体の外径の2倍 

12.0以上 1/2 絶縁体の外径の2倍 

外装 

ネオン電線及びビニルキャブタイヤコード すべてのもの 6 外装の外径の2倍 

その他のもの 

15未満 6 外装の外径の5倍 

15以上 20未満 1/2 外装の外径の8倍 

20以上 1/2 外装の外径の10倍 

（備考）丸形以外のものにあっては、外装の外径は、短径とする。 
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附表第十六 低温巻付け試験 

絶縁体にビニル混合物を使用するものにあっては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあ

っては完成品を-10℃±1℃の温度に1時間保った直後に次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表に掲げる回数だけ巻き付けたとき、

ビニル混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

 

絶縁体と

外装の別 
電線の種類 絶縁体又は外装の外径（㎜） 巻付け回数（回） 円筒の直径 

絶縁体 

屋外用ビニル絶縁電線 
4.0未満 6 絶縁体の外径の4倍 

4.0以上 1/2 絶縁体の外径の8倍 

引込用ビニル絶縁電線であって、導体に鋼心アルミ同

心より線を使用するもの 
すべてのもの 1/2 絶縁体の外径の8倍 

その他のもの 

6.5未満 6 絶縁体の外径の3倍 

6.5以上10.5未満 3 絶縁体の外径の4倍 

10.5以上 15.5未満 1/2 絶縁体の外径の5倍 

15.5以上 1/2 絶縁体の外径の6倍 

外装 

ビニルキャブタイヤコード すべてのもの 6 外装の外径の3倍 

ネオン電線 すべてのもの 6 外装の外径の5倍 

その他のもの 

15未満 6 外装の外径の5倍 

15以上 20未満 1/2 外装の外径の8倍 

20以上 1/2 外装の外径の10倍 

（備考）丸形以外のものにあっては、外装の外径は、短径とする。 

 

附表第十七 耐寒性試験 

外装とする前のビニル混合物、ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物のコンパウンドから試料をとり、これを練って

長さ38㎜±2㎜、幅 6㎜±0.4㎜、厚さ2㎜±0.2㎜の試験片を3個作り、ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物及び耐燃性ポリ

オレフィン混合物にあっては-15℃±0.5℃、ポリエチレン混合物（耐燃性ポリエチレン混合物を除く。）にあっては-50℃±3℃の温度
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に約150秒間保った後、JIS K 6723:1995「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「６．６耐寒性試験」の試験方法により試験を行っ

たとき、試験片がいずれも破壊しないこと。 

 

附表第十八 加熱変形試験 

線心または完成品から長さが30㎜のビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物の試料をとり、その厚さを測り、試

料と測定装置をあらかじめ、ビニル混合物にあっては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあっては75℃±3℃

（架橋したものにあっては、120℃±3℃）の温度に30分間保った後、測定装置の平行板の間に試料を置き、これに次の表に掲げる荷重

を加え、さらにビニル混合物にあっては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあっては75℃±3℃（架橋したも

のにあっては、120℃±3℃）の温度に30分間保った後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が次の表に掲

げる値以下であること。 

絶縁体と

外装の別 

絶縁物の

種類 

電線の種

類 

導体の大きさ 外装の外径

(㎜) 
荷重(N) 減少率(%) 

単線(直径㎜) より線(断面積㎜ 2) 

絶縁体 

ビニル混

合物 

屋外用ビ

ニル絶縁

電線 

2.0以下 ― ― 3 

30 2.0を超えるもの 38以下 ― 5 

― 38を超えるもの ― 7 

その他の

もの 

1.0以下 0.9以下 ― 3 

50(30) 

1.0を超え1.2以下 0.9を超え1.25以下 ― 4 

1.2を超え3.2以下 1.25を超え 8以下 ― 5 

3.2を超えるもの 8を超え38以下 ― 7 

― 38を超え80以下 ― 10 

― 80を超えるもの ― 15 

ポリエチ

レン混合

物 

すべての

もの 

1.2以下 1.25以下 ― 5 

10(40) 

1.2を超えるもの 1.25を超え 14以下 ― 10 

― 14を超え50以下 ― 15 

― 50を超え80以下 ― 20 

― 80を超えるもの ― 25 

ポリオレ コード ― 0.75以下 ― 3 10(40) 
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フィン混

合物 

― 0.75を超え 1.25以下 ― 4 

― 1.25を超え 5.5以下 ― 5 

その他の

もの 

1.2以下 1.25以下 ― 5 

10(40) 

1.2を超えるもの 1.25を超え 14以下 ― 10 

― 14を超え50以下 ― 15 

― 50を超え80以下 ― 20 

― 80を超えるもの ― 25 

外装 

ビニル混

合物 

ビニルキ

ャブタイ

ヤコード 

― 0.75以下 ― 5 

50 
― 0.75を超えるもの ― 7 

その他の

もの 

― ― 8未満 5 

50 ― ― 8以上12未満 7 

― ― 12以上 10 

ポリエチ

レン混合

物 

すべての

もの 

― ― 10未満 10 

10(40) 

― ― 10以上20未満 15 

― ― 20以上25未満 20 

― ― 25以上30未満 25 

― ― 30以上35未満 29 

― ― 35以上45未満 34 

― ― 45以上 39 

ポリオレ

フィン混

合物 

キャブタ

イヤコー

ド 

― 0.75以下 ― 5 

10(40) 
― 0.75を超えるもの ― 7 

その他の

もの 

― ― 10未満 10 

10(40) 

― ― 10以上20未満 15 

― ― 20以上25未満 20 

― ― 25以上30未満 25 

― ― 30以上35未満 29 

― ― 35以上45未満 34 

― ― 45以上 39 

（備考）１ 絶縁体のビニル混合物の項中括弧内の数値は引込用ビニル絶縁電線及び耐熱性を有するビニル混合物を使用する電線に、絶縁体及び外装のポリ

エチレン混合物及びポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値は架橋したものに適用する。 

２ 丸形以外のものにあっては、外装の外径は、短径と長径との和を２で除した値とする。 
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附表第十九 加熱収縮試験 

完成品（ビニル外装ケーブルにあっては線心）から長さが約 150㎜の試料をとり、その両端からそれぞれ約 5㎜の絶縁体をはぎ取り、

試料の中央部に相互の距離が100㎜の 2個の標点をしるし、100℃±2℃の温度に1時間保ち、さらに室温で1時間放置した後、その標点

間の距離を測定したとき、その収縮率が3%以下であること。 

 

附表第二十 耐油性試験 

１ 天然ゴム混合物の耐油性試験 

完成品から適当な長さの試料を採り、その仕上がり外径の5倍の内径の輪に1回以上巻き、その両端を残して95℃±3℃の電気絶縁

油（JIS C 2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Ａのうち種類が１種２号のものとする。）の中に3時間浸したとき、ケーブル

の仕上がり外径の増加が単心のもの又は断面積が14㎜ 2以下の多心のものにあっては3㎜以下、断面積が14㎜ 2を超える多心のもの

にあってはその仕上がり外径の10%以下であること。 

２ クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性試験 

附表第十四１（１）に規定する方法によりクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の試料をとり、こ

れを120℃±2℃の絶縁油（JIS K 6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2

油又はこれと同等以上のものとする。）の中に18時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で約4

時間以上放置した後、附表第十四１ （２）に規定する引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、室温における引張強さ及び伸びがいず

れも同表１（１）及び（２）の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の60%以上（クロロプレンキャブタイヤケーブル

又はクロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであって試料の厚さが1㎜以下のものにあっては、50%以上）であること。 

３ ビニル混合物の耐油性試験 

附表第十四１ （１）に規定する方法によりビニル混合物の試料をとり、これを70℃±3℃（耐熱性を有するビニル混合物にあって

は、85℃±3℃）の電気絶縁油（JIS C 2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Ａのうち種類が１種２号のもの又はJIS K 6258:2003

「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。）に4
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時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四１ （２）に規定す

る引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表１（１）及び（２）の規定による引張強さ及

び伸びの試験により得られた値の85%以上（ダンベル状のものにあっては、それぞれ80%以上及び60%以上）であること。 

４ 耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性試験 

附表第十四１（１）に規定する方法により耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物の試料をとり、これを

70℃±3℃の絶縁油（JIS C 2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Ａのうち種類が１種２号のもの又はJIS K 6258:2003「加硫ゴ

ム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。）に4時間浸し

た後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四１（２）に規定する引張強さ

及び伸びの試験を行ったとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表１（１）及び（２）の規定による引張強さ及び伸びの試

験により得られた値のいずれも60%以上であること。 

 

附表第二十一 耐燃性試験 

１ クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐燃性試験 

（１）完成品から長さ約300㎜の試料をとり、コードにあってはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、その他のものにあってはこれ

を水平に保ち、コードにあってはその下端を、その他のものにあってはその中央部を酸化炎の長さが約130㎜のブンゼンバーナー

の還元炎で燃焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に消えること。「その下端を……燃焼させ」とは、次の図による。また、「自

然に消える」とは、60秒以内に消えることをいう。 
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（２）試験条件は、次による。 

ａ 電線の断面が円形でないものにあっては、その長径面に接炎するものとする。 

ｂ 燃料は、約 37MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等以上の発熱量を有するものを使用するものとする。（参考 約 37MJ/m3

は、9,000kcal/m3に相当する。） 

２ ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物及び耐燃性エチレンゴム混合物の耐燃性試験 

（１）完成品から長さ約300㎜の試料を採り、ネオン電線にあってはこれを水平に保ち、その他のものにあってはこれを水平面に対して

約60°に傾斜させ、ネオン電線にあってはその中央部を、その他のものにあってはその下端を酸化炎の長さが約130㎜のブンゼン

バーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に消えること。「その下端を……燃焼させ」とは、前の図に同じ。

また、「自然に消える」とは、60秒以内に消えることをいう。 

（２）試験条件は、次による。 

ａ 電線の断面が円形でないものにあっては、その長径面に接炎するものとする。 

ｂ 燃料は、約 37MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等以上の発熱量を有するものを使用するものとする。（参考 約 37MJ/m3

は、9,000kcal/m3に相当する。） 
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附表第二十二 防湿性試験 

１ 完成品を周囲温度が10℃以上 30℃以下の状態において、外部編組の外径の3倍の直径を有する円筒に密に10回巻き付けたとき、外

部編組が切れ、または防湿剤もしくは塗料がはがれないこと。 

２ 完成品を白色の模造紙にのせ、周囲温度が45℃±2℃の状態において30分間放置したとき、模造紙の上に著しいしみが残らないこと。 

 

附表第二十三 衝撃試験 

完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲

げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体、金属製の導体補強線又は補強索の素線

の断線率がそれぞれ30%以下であること。 

 

（備考）dは、ケーブルの外径とする。 

種類 導体の断面積(㎜ 2) 
おもりの質量

(kg) 

高さ(m) 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキ ４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレ
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ャブタイヤケーブル、３種クロロスルホン化ポリ

エチレンキャブタイヤケーブル又は３種耐燃性

エチレンゴムキャブタイヤケーブル 

ンキャブタイヤケーブル又は４種クロロスル

ホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 

単心のもの 

14以下 3 0.2 ― 

14を超え38以下 5 0.3 ― 

38を超えるもの 5 0.5 ― 

多心のもの 

3.5以下 5 0.3 0.5 

3.5を超え14以下 10 0.5 0.7 

14を超え 38以下 20 0.7 1.0 

38を超えるもの 30 1.0 1.3 

 

附表第二十四 耐震試験 

完成品から適当な長さの試料をとり、これをＵ字形に曲げ、その両端を次の図の耐震試験装置の上部クランプで固定し、下部クランプ

を屈曲案内支持具を支点として左右にそれぞれ45 ﾟ振動させて試料を屈曲させる操作を毎分約200回の速さで連続して2,000回行ったと

き、絶縁体または外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、金属

製の導体補強線を有するものにあってはその素線が断線せず、補強索を有するものにあってはその素線の断線率が10%をこえないこと。 

 

（備考）電線の外径が15㎜をこえるものにあっては、屈曲案内支持具と下部クランプとの間げきは、電線の外径の2倍とする。 
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附表第二十五 引裂試験 

次の図に示す試験片3個を完成品の外装及び絶縁体から（完成品の外装及び絶縁体から採ることができない場合には、完成品とする前

のけい素ゴム混合物のコンパウンドから）採り、16℃以上 32℃以下の温度において、引張試験機により毎分500㎜±25㎜の速さでそれ

ぞれの試験片を切断するまで引張ったとき、次の式により計算した引裂強さの平均値が250N/㎝以上であること。この場合において、試

験片の幅を25㎜とすることができないときにあっては、その幅を25㎜未満とすることができる。 

 

 
（備考） 

 １ 厚さは、2.3㎜以上2.8㎜以下とする。 

 ２ 試験片のくぼみの内面の中央部には、深さ0.50㎜±0.08㎜の切込みを施すこと。 

  TR= 
F

t
×9.8 TRは、引裂強さとし、その単位は、N/㎝とする。 

  Fは、最大荷重とし、その単位は、Nとする。 

  tは、試験片の試験部分の厚さとし、その単位は、㎝とする。 

 

附表第二十六 移動曲げ試験 

完成品から約5mの試料を採り、これを表１の左欄に掲げるコードの種類に応じ、同表の中欄に掲げる直径の滑車を取り付けた移動台車

を有する次の図の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水平になるように取り付け、その両端に同表右欄に掲げる質量のおもりをつるし、
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当該移動台車を毎秒約0.33mの速さで1m以上の距離を左右に同一場所において15,000 回往復させたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶

縁体及び外装にひび、割れその他の異状が生じないこと。この場合において、試料には、線心が2本のものについては線心間に約220V

の交流電圧を加え、線心が3本のものについては3本の線心に3相交流電圧380V を加え、線心が3本を超えるものについては3本の線心

に3相交流電圧380Vを加え、かつ、他のすべての線心を中性線に接続し、これらの線心に表２の左欄に掲げるコードの分類及び中欄に掲

げる導体の断面積に応じ、同表の右欄に掲げる電流を通ずること。 

 

 

表１ 

コードの種類 滑車の直径(㎜) おもりの質量(kg) 

単心ビニルコード、より合わせビニルコード及びその他のビニルコード 60 1.0 

外部編組を有するコード及びキャブタイヤコード（導体の断面積が1.5㎜ 2未満のもの) 80 1.0 

キャブタイヤコード（導体の断面積が1.5㎜ 2以上のもの) 120 1.5 

 

表２ 

コードの分類 導体の断面積(㎜ 2) 電流 

ビニルコード 0.5を超え2.5以下 1A/㎜ 2 

ゴムコード 
0.75 9A 

0.75を超え 1.0以下 11A 
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1.0を超え1.5以下 14A 

1.5を超え2.5以下 20A 

 

附表第二十七 電気用品の表示の方式 

電気用品 
表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

電線 

１ ネオン電線にあっては、その定格電圧 

２ 平形導体合成樹脂絶縁電線にあっては、その定格電流 

３ すえ置き型の機械器具以外のものに使用できないものに

あっては、その旨 

４ １種キャブタイヤケーブルにあっては、その旨 

５ 機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するもの

にあっては、その旨 

６ 耐熱性ビニル混合物、耐熱性ふっ素樹脂混合物、耐燃性

ポリエチレン混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃

性ポリオレフィン混合物を使用するものにあっては、その

旨 

７ コンクリート直埋用のものにあっては、その旨 

８ 耐震型のものにあっては、その旨 

９ アクセスフロア用のものにあっては、その旨 

１０ コンクリート直天井用のものにあっては、その旨 

１ ふっ素樹脂絶縁電線以外のものにあっては、電線の

表面に1ｍ以下ごとに（600Vゴム絶縁電線、ゴムコー

ドその他の表面に表示することが困難なものにあっ

ては、電線の被覆中に入れたテープに連続して）容易

に消えない方法で表示すること。 

２ ふっ素樹脂絶縁電線にあっては、容易に消えない方

法で1巻ごとに荷札に表示すること。 

３ 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込ま

れた形で使用されるものにあっては、当該構成材パネ

ル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを

省略することができる。 

電気温床線 
１定格電圧 

２定格消費電力 

発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分

の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示するこ

と。 
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別表第四 配線器具 

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

（イ）「通常の使用状態」とは、一般的にねじ等で固定して使用するものはその位

置に固定し、その他のものは普通使用する状態にし、平常温度上昇試験（定

格電圧のもとで使用者の調整を期待する調整器は、最も厳しい条件に設定す

る。）の状態で動作した場合をいう。 

（ロ）次のいずれかに適合するものは「温度に耐える」とみなす。  

ａ 外郭又は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可塑性のものの場合にあ

っては、別表第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合すること。この場合にお

いて、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、同じ材質の試

験片について試験を行うことができる。 

ｂ 電線と一体に形成した熱可塑性樹脂成形品及びゴム成形品のものにあっ

ては、JIS C 8306(1996)「配線器具の試験方法」の14.（耐熱試験）によっ

て試験を行ったとき、軟化、変形、膨れ、その他使用上有害な異常を生じな

いこと。この場合において、試験温度は80℃、試験時間は7時間とする。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、

かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通

常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

（イ）「接触」には、2N の力を加えたとき接触し、かつ、力を取り去っても接触し

ている場合を含む。 

（ロ）「近接」には、2N の力を加えている間だけ接触している場合を含み、その絶

縁物が絶縁物の種類ごとに別表第十一第１章（電気用品に使用される絶縁物

の使用温度の上限値）に掲げる温度に 40℃を加えた値を超える部分に接触し

ている場合は、「温度に十分耐え」ないものとみなす。 

（ハ）次のいずれかに適合するものが使用されている場合は、「温度に十分耐え」

るものとみなす。 

ａ その絶縁物が50℃に達しない温度のもとで使用されている場合 

ｂ 別表第十一第１章の左欄に掲げる絶縁物が同表の左欄の種類及び区分の

別ごとに同表の右欄のその１に掲げる使用温度の上限値（以下「温度限度」

という。）以下の温度のもとで使用されている場合。ただし、当分の間、別

表第十一第１章の右欄にその２の温度限度が掲げられている絶縁物が、同表
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の左欄の種類及び区分の別ごとに同表の右欄のその１の温度限度を超えて

その２の温度限度以下の範囲で使用されている場合であって、そのもの又は

そのものと同一のものの別表第十一第２章（絶縁物の使用温度の上限値を決

定する試験方法）による熱劣化推定温度（40,000 時間を経過した後におけ

る絶縁破壊電圧、引張強さ、耐衝撃性その他の特性が初期値の50%以下に低

下しないと推定される温度。以下同じ。）を客観的に確認し、かつ、その確

認された温度と同等以下の温度のもとで使用されている場合にあっては、こ

の限りでない。 

ｃ 別表第十一第１章の左欄に掲げる絶縁物が同表の右欄のその２に掲げる

温度限度を超えて使用されている場合及び別表第十一第１章に掲げられて

いない絶縁物（同表に掲げられている絶縁物であって、その種類の材料相互

を化学的又は物理的に結合したものを含む。）が使用されている場合であっ

て、そのもの又はそのものと同一のものの熱劣化推定温度をbのただし書き

に掲げると同様客観的データに基づき確認し、かつ、その確認された温度と

同等以下の温度のもとで使用されている場合 

ｄ 別表第十一第１章に掲げる絶縁物であって、同表の右欄のその１に掲げる

温度限度並びにｂ及びｃにより確認された温度限度に次の（ａ）に掲げる電

気用品の階級ごとに次の（ｂ）の温度限度を加えた値の状態において使用さ

れている場合 

（ａ）電気用品の階級 

階級１ 年間を通じ電源に接続され、かつ、実使用時間が長いと推定され

るもの 

階級２ 季節使用と推定されるもの並びに階級１及び階級３以外のもの 

階級３ 使用時に限って電源に接続され、使用後は電源から分離されると

推定されるもの 

（ｂ）使用温度の上限値の補正値 

階級１  0℃ 

階級２  8℃ 

階級３ 16℃ 

（ニ）充電部を保持する絶縁物であって、熱可塑性のものが別表第三２（１）ロ（ニ）

ａからｅまでのいずれかに適合するものが使用される場合は、耐熱性がある

ものとみなす。この場合において、試験品から試料片を採ることが困難なも

のにあっては、同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 

（ホ）天然繊維、合成繊維その他これに類するもので、パラフィン（乾燥した場所

で使用するものに限る。）、ワニス又は絶縁性樹脂等で十分な含浸処理を行
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ったものは「吸湿性の少ないもの」とみなす。 

（ヘ）（ホ）に掲げるものを充電部相互間及び充電部と非充電金属部間に密着して

使用する場合であって、外気に触れ易いもの及び高い湿度のもとで使用され

るものにあっては、100℃で 1時間乾燥後室温の水に1時間浸した後に表面の

水をふき取った状態でその重量が水に浸す前の110%以下であること。 

（ト）器体の内部の電源電線等の絶縁物は、別表第十一第１章に規定する電源電線

等以外の電線の絶縁物とみなし、（ハ）ｄの規定を適用する。 

ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類す

る可燃性物質でないこと。 

「これに類する可燃性物質」とは、着火したとき爆発的に燃焼するものをいう。 

ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害

な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。 

（イ）「アークが達するおそれのある部分」とは、開閉試験又は短絡遮断試験にお

いて、ふくれ、焼け焦げその他の変質を生ずるおそれのある部分をいう。 

（ロ）「有害」とは、火災、感電及び傷害のおそれのあることをいう。 

（ハ）「変形」とは、ふくれ、ひび、割れ等をいう。 

（ニ）「絶縁低下」とは、開閉試験又は短絡遮断試験後の絶縁性能試験に適合しな

いことをいう。 

ホ 屋外用のものの外かくの材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。 

（イ）壁埋込み器具の屋外側部分は、「屋外用のもの」とみなす。 

（ロ）「耐候性及び耐熱性を有するもの」とは、陶磁器のもの、さび止め処理を施

した鉄又は鋼のもの、さび難い金属のもの、合成ゴムのもの又は２（２）ニ

に適合する合成樹脂のものをいう。 

ヘ 導電材料は、次に適合すること。 

「導電材料」とは、電流の通路となる部分の材料をいい、導電部相互を電気的に

接続するための締め金具、リベット、ねじ、当て金、端子用バインドねじ等の単純

な充電金属部分は、「導電材料」とはみなさない。 

（イ）刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。 

ヒューズのクリップは、「刃及び刃受け」に含まない。 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表

第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しく

は鋼（ステンレス鋼を除く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及

び機械的な安定性を有するものであること。 
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ただし、めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の

構造上やむを得ない部分に使用するものであって危険が生ずるおそれのない

ときは、この限りでない。 

 

ａ 「同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するもの」には、銅覆

鋼を含む。 

ｂ 「弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分」とは、ばね性

を必要とする部分、機械的強度が銅又は銅合金では不足する部分、特殊機能

を必要とする部分等であって、次のものをいう。 

（ａ）抵抗体、発熱体、巻線、可溶体、バイメタル、接点、カーボンブラシ等 

（ｂ）真空管、半導体、コンデンサー等電子部分の内部 

（ｃ）ばね、摩耗しやすいばね受け、シャーシー、ガラス封じ端子、シーズヒー

ターの溶接端子、コンデンサー端子、真空管の端子、半導体の端子、抵

抗器の端子等 

（ｄ）ねじ締め部、圧力保持部、スポット溶接による接続部等機械的強度を要す

る部分 

（ｅ）温度が100℃以上の接続部 

（ｆ）電球口金、小型電球受金等消耗品に類する短寿命の交換部品 

（ｇ）高周波電流導電部、高圧微小電流回路、アース回路、制御回路、表示回路

等の発熱するおそれのない部分に用いるものであって最大通電容量が

10W以下で、かつ、100mA 以下の部分。 

（ｈ）対地電圧及び線間電圧が交流30V以下、直流45V以下であって、最大通電

容量が10W以下の部分。この場合において、当分の間、当該電圧のもと

で最大電流1A以下の部分にも適用できるものとする。 

ト アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。 

（イ）「アース用端子」とは、感電等による危険防止を目的としたアース線（アー

ス用口出し線を含む。）を接続する端子をいう。（以下別表第四において同

じ。） 

 

 

（ロ）銅、銅合金及びステンレス鋼は、「十分な機械的強度を有するさび難いもの」

とみなす。 
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チ 鉄及び鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼きその他の適当な

さび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分

に使用するものにあっては、この限りでない。 

「危険が生ずるおそれのない部分」とは、導電部のねじ接続箇所以外の箇所であ

って固定した後に緩むことのない部分及びシャフト、鉄心その他の構造材等であっ

てさびの発生が安全をそこなわない部分をいう。 

（２）構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであって、形状が正し

く、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。 

（イ）「通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない」とは、機器に適合す

る電線を取り付け、機器に表示された定格及び機器の普通の使用方法により

電源に接続した場合並びに運転した場合に感電、火災及び傷害を生ずるおそ

れのないことをいう。 

（ロ）次の場合も、「通常の使用状態」とみなす。 

ａ 中間スイッチ又は器体スイッチを有するものにあっては、これらのスイッ

チを開路の状態で電源に接続した場合 

ｂ 遠隔操作及び無人運転の機器（タイマーでOFFするものを含む。）を無負

荷によって運転した場合 

ｃ コードかけを有する機器にあっては、コードかけにコードを巻き付けて、

機器の外方に100N（自重の3倍が10kg未満の場合は10Nに kgの単位で表

わした自重の3倍の値を乗じた値とし、最低30Nとする。）の力を15秒間

加えた場合 

ｄ コードかけ等を有する機器であって、そのコードかけ等の近傍に、コード

が容易に器体内部に入る開口がある機器にあっては、その開口からコードを

器体内部に押し込んだ場合 

（ハ）機械器具に組み込まれるもの（平成20年 6月 5日付経済産業省商務情報政策

局製品安全課通達「電気用品の範囲等の解釈について」において「対象外」

とされたものを除く。（以下別表第四において同じ。））及び電灯器具に組

み込まれるもの（以下別表第四において「機器組込み用点滅器等」という。）

にあっては、機械器具に組み込まれた後の使用状態以外の状態は、「通常の

使用状態」とはみなさない。（以下別表第四において同じ。） 

（ニ）「危険が生ずるおそれのない」には、平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器

であって、1の極配置に2以上の定格電圧を表示した刃受け又は2以上の異な

る極配置の刃受けを有するものにあっては、それぞれの刃受けの部分又はこ
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れらの近傍に容易に消えない方法でこれらの刃受けから安全に供給すること

ができる供給電源電圧を明確に表示することを含む。 

（ホ）「形状が正しく、組立てが良好」には、次のことを含む。 

ａ 手に持って使用するものであって成型加工（合成樹脂、磁器等）されてい

る外郭の外面にあるつき合わせ面（段違い、切り込み等のあるものを除く。）

にあっては、JIS B 7524(1962)「すきまゲージ」に定めるA形の厚さ0.5

㎜のすきまゲージを挿入したとき入らないこと。 

ｂ 附属の接続器としてコンセントを有するものであって、極性を有する電源

プラグを使用するものにあっては、そのコンセントは電源プラグの極性に対

応した極性であること。 

（へ）平形導体合成樹脂絶縁電線用のものを除き、ピンを電線の被覆に差し込んで

接続するピン端子構造のものであって、次に掲げるものは、「危険が生ずる

おそれ」のあるものとみなす。 

ａ 電線の端（電線の2心のうち1心を切断したその端を含む。）に接続する

もの以外のもので、電線の任意の位置で接続できる構造のもの 

 

 

 

ｂ 定格電流が7Aを超えるもの 

（ト）人体検知センサー付きの機器であって、次に掲げるものは、「危険が生ずる

おそれ」があるものとみなす。この場合において、人体検知センサー付きの

機器とは、センサーにより電源回路を開・閉する機構を有するものであって、

人体から発生する赤外線を検知して動作するもの及び超音波を本体から発生

して、本体と人体との距離の変位を検知して動作するもの並びにこれらに類

するものをいう。 
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ａ 負荷が照明用、警報用（インターホンを含む。）、音響機器用、換気扇用

及び温風機用である旨の表示を有しないもの。 

ｂ 負荷側に政令品名の差込み接続器、ねじ込み接続器、ライティングダクト、

ライティングダクトの附属品、ライティングダクト用接続器、ソケット、ロ

ーゼット及びジョイントボックスが接続されているもの。ただし、照明用で

ある旨の表示を有するねじ込み接続器、ソケット及びローゼットを除く。 

ｃ 定格電流が3Aを超えるもの（照明専用及び換気扇点検用の手動強制OFF

機能のスイッチを設けた換気扇用のものにあっては、15Aを超えるもの） 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操

作以外によっては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が

生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（イ）「器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路

を行えないもの」とは、次に適合するものをいう。この場合において、感度

調整可能なものは、最大感度とするものとする。 

ａ 赤外線を利用した遠隔操作機構 

電源電圧を定格電圧の±10%とした状態で次のいずれにも適合すること。 

（ａ）20W２灯式白色蛍光灯及び100W の赤外線ランプを受光器前面10cm の距離

に保持し、おのおのにつき連続2分間点灯したとき及び1秒点灯、1秒消

灯の操作を60回行ったとき閉路しないもの 

（ｂ）20W２灯式白色蛍光灯を受光面から10cmの距離に保持し、遠隔操作機構に

使用されている周波数（連続正弦波）で蛍光灯を連続2分間点灯したと

き及び1秒点灯、1秒消灯の操作を60回行ったとき閉路しないもの。こ

の場合において、蛍光灯に印加する電圧は50Hz 又は 60Hz の 100V 電源に

より、上記蛍光灯を点灯した場合の輝度とほぼ同じ輝度を発光する電圧

とする。 

ｂ 電力線搬送波を利用した遠隔操作機構 

次の誤動作試験のいずれにも適合すること。 

（ａ）試験条件 

ⅰ 試験環境 

周囲温度 15℃～35℃ 

相対湿度 45%～75% 

気圧   68kPa～106kPa 

ⅱ 試験は、シールドルームを利用して行うか、さもなければ外来ノイズの

影響の少ない場所で行う。 

（ｂ）電圧変動 
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（ａ）及び次のiからⅳまでに掲げる試験条件において、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で、瞬時低下に

あっては、その電圧を90%及び 50%に等しい電圧に0.5秒間それぞれ低下し

たとき及び電圧瞬断にあっては、その電圧を20ms、0.5秒及び60秒間それ

ぞれ瞬断したとき、負荷側回路は閉路せず、かつ、各部に異状が生じないこ

と。 

ⅰ 開路した試験品を通常の使用状態に取り付ける。 

ⅱ 瞬時低下及び電圧瞬断の回数を3回とし、各回ごとに十分な休止時間を

おく。 

ⅲ 瞬時低下及び電圧瞬断の開始の電圧位相はランダムとする。 

ⅳ 試験品とコントローラーとの距離は、可能な限り短くする。 

（ｃ）電圧サージ 

（ａ）及び次のiからⅴまでに掲げる試験条件において、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で、試験品の電

源端子間及び電源端子の一端とアース端子のあるものにあってはそのアー

ス端子との間に、ないものにあっては試験品の下に配置する金属板との間に、

次の図に示す出力を有する試験装置を用いて、電圧サージを印加したとき負

荷側回路は、閉路せず、かつ、各部に異状が生じないこと。 

 

 

（備考）電圧サージにあっては、規約波頭長±30%、規約波尾長±20%及び波高値±3%

の裕度とする。 

 

ⅰ 開路した試験品を、通常の使用状態に取り付ける。 

ⅱ 試験品とコントローラーとの距離は、可能な限り短くする。 

ⅲ サージの印加は、それぞれ3回行い、各回につき正負のパルスを印加す

る。 
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ⅳ 電圧サージを印加する場合にはその試験装置の出力側に 100Ωの直列抵

抗を挿入する。 

ⅴ 各回ごとに十分な休止時間をおく。 

（ｄ）静電耐圧試験 

（ａ）及び次のiからⅲまでに掲げる試験条件において、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で、人が触れる

おそれのある箇所とアース端子があるものにあってはそのアース端子との

間に、アース端子がないものにあっては試験品の下に配置する金属板との間

に、下図に示す直流電圧4kVで充電された150pF の容量のコンデンサーの電

荷を150Ωの抵抗を通じて正負それぞれ3回印加したとき、負荷側回路は閉

路せず、かつ、各部に異状が生じないこと。 

 

ⅰ 放電電極の先端部の形状は、φ8㎜±0.05 ㎜の球状とする。 

ⅱ 開路した試験品を、通常の使用状態に取り付ける。 

ⅲ 試験品とコントローラーとの距離は、可能な限り短くする。 

（ｅ）インパルスノイズ 

（ａ）及び次のiからⅲまでに掲げる試験条件において、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で、試験品の電

源端子間に波高値600V、波幅 1μsのパルスを電源周波数に同期して正負そ

れぞれ1分間重畳したとき、負荷側回路は閉路せず、かつ、各部に異状が生

じないこと。 

ⅰ 開路した試験品を、通常の使用状態に取り付ける。 

ⅱ 試験品とコントローラーとの距離は、可能な限り短くする。 

ⅲ 波高値は、出力端子を50Ωの抵抗で終端したときの値とし、パルスの立

ち上がりは1ns以下とする。 

（ｆ）チャンネル間誤動作（複数のチャンネルを有するものに限る。） 

（ａ）に掲げる試験条件において、通常の使用状態に取り付け、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えた状態で、試験
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品以外のチャンネルのコントローラーの操作を行ったとき、試験品の負荷側

回路は閉路しないこと。 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのいずれかのものを

いう。 

ａ 音声を利用した遠隔操作機構を有する屋内用の接続器であって、遠隔操作

により閉路できる容量が300W以下でその旨の表示が器体の表面の見やすい

箇所に容易に消えない方法で表示してあり、かつ、接続できるものとして、

次に掲げる全部又は一部の電気用品に限定する旨を器体の表面の見やすい

箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

（ａ）電気スタンド 

（ｂ）家庭用つり下げ型蛍光灯器具 

（ｃ）ハンドランプ 

（ｄ）白熱電灯器具 

（ｅ）放電灯器具 

（ｆ）エル・イー・ディー・電灯器具 

（ｇ）庭園灯器具 

（ｈ）装飾用電灯器具 

（ｉ）テレビジョン受信機 

（ｊ）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、その他の音響機

器 

（ｋ）電灯付家具 

ｂ 通信回線（（イ）に掲げるものを除く。）を利用した遠隔操作機構を有す

る配線器具であって、次の全てに適合するもの。 

（ａ）配線器具は、接続できるものとして、遠隔操作に伴う危険源がない又はリ

スク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う危険源がない負荷機器に

限定されているものであること。 

（ｂ）通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される配線器具及び負荷機器

が安全状態を維持し、通信回線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作さ

れる配線器具の安全機能により安全な状態が確保できること。ただし、

接続できるものとして、連続通電可能な負荷機器に限定している場合は

この限りでない。 

（ｃ）負荷機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を配線器

具に講じていること。  

ⅰ 手元操作が最優先されること  

ⅱ 負荷機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができるこ
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と 

（ｄ）遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を

配線器具に講じること。  

ⅰ 操作結果のフィードバック確認ができること  

ⅱ 動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

（ｅ）通信回線（（イ）に掲げるもの及び公衆回線を除く。)において、次の対

策を遠隔操作される配線器具に講じていること。  

ⅰ 操作機器の識別管理 

ⅱ 外乱に対する誤動作防止 

ⅲ 通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式に限る） 

（ｆ）通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶

や故障等により安全性に影響を与えない対策が配線器具に講じられてい

ること。 

（ｇ）同時に外部の2箇所以上から負荷機器の近くにいる人に危険が生ずるおそ

れのある相反する遠隔操作を受けつけない対策を配線器具に講じること。 

（ｈ）配線器具は、適切な誤操作防止対策を講じること。 

（ｉ）配線器具は、出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

ハ 充電部には、（ハ）に掲げるものを除き、通常の使用状態において、次の図に

示す試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は30Nとする。

ただし、接続器の刃受け穴又は溝ぶたの開口部には力を加えないものとする。 

（イ）ランプを接続して使用する接続器にあっては、適合するランプを装着した状

態を「通常の使用状態」とみなし、その状態で接続器の充電部に触れないこ

と。 

（ロ）次に掲げるものは、「試験指が触れない」とみなす。 

ａ 電磁開閉器の扉、ふた等を開けた状態で調整ダイヤル、リセットボタン等

を指で操作するとき、指が触れない充電部 

ｂ プルスイッチ等であって器具内に金属製の鎖等を引きひもとして用いる

ものにあっては、鎖等を内部のあらゆる方向に引っ張ったとき充電部に触れ

ないもの。この場合において、ストッパーが容易に取り外せるものは取り外

すものとする。 

ｃ 盤内用の表示があるもの又は端子部の構造、取り付け方法等から見て容易

に盤内用のものと判別できるもの 

ｄ 埋込用の表示があるもの又は端子部の構造、取り付け方法等から見て容易

に埋込用のものと判別できるもの 

（ハ）この試験を要しないもの 
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ａ ニに掲げる部分 

ｂ 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充

電部であって、絶縁変圧器に接続された２次側の回路の対地電圧及び線間電

圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩ

の抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商

用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除

き、1mA以下のもの。 

（ａ）「抵抗に流れる電流」の測定は、次の図に示す方法により行う。（以下別

表第四において同じ。） 

ⅰ 大地との間 

 

ⅱ 線間 

 

（ｂ）「抵抗に流れる電流」の測定において、1kΩの抵抗を接続した場合に回路

の動作が停止する等の、正規の機能を発揮しない場合にあっては、機能

を発揮できる1kΩを超える抵抗を接続することができる。この場合にお

いて、接続する抵抗の最大値は、50kΩとする。（以下別表第四において

同じ。） 

（ｃ）「商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合」

とは、次の図に示す電流値（周波数が30kHz以上の場合にあっては20mA

とする。）を超えない場合をいう。（以下別表第四において同じ。） 
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（備考） 

１ 角度の許容差は±5′とする。 

２ 寸法の許容差は、寸法が25㎜未満にあっては
+0

-0.05
㎜、25㎜以上にあっては±0.2

㎜とする。 

ニ 台の裏面、通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面、電線取付け

部及びカバー付ナイフスイッチの充電部は、次に適合すること。 

（イ）用語の定義 

ａ 「人が触れるおそれのある」とは、試験指が触れることをいう。（以下別

表第四において同じ。） 

ｂ 「外面」には、次に掲げる部分を含む。 

（ａ）露出型のものであって固定して使用するものにあっては、取付け面以外の

外面 

（ｂ）埋込用のものにあっては、プレート等と電気的に接触するおそれのある外

面及びとっ手等の部分 
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（ｃ）機器組込み用点滅器等にあっては、機械器具に取り付けた後、機械器具の

外郭と電気的に接触し、又はその表面に露出するおそれのある外面及び

とっ手等の部分 

ｃ 「台の裏面」とは、取付け面のみでなく裏面全体をいう。 

ｄ 「台の取付け面」とは、造営材に接する面を含む平面をいう。 

（ロ）試験及び基準 

ａ 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあっては台の裏

面から、その他のものにあっては台の取付け面からそれぞれ3㎜以上（熱硬

化性樹脂を充てんするものにあっては、1㎜以上）の深さとし、かつ、その

上を電気絶縁物（65℃（配線用遮断器及び漏電遮断器にあっては、75℃）の

温度で軟化しない耐水質のもの（硫黄を除く。）に限る。）により覆ってあ

ること。ただし、屋内用のものであって、台の裏面の充電部が台の取付け面

から6㎜以上の深さにあるものにあっては、この限りでない。 

この場合において、「軟化しない」とは、規定温度の空気中に放置した

とき、流出しないことをいう。（以下同じ。） 

ｂ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれ

のある充電部は、外面から3㎜以上（熱硬化性樹脂を充てんするものにあっ

ては、1㎜以上）の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物（65℃（配線用遮

断器及び漏電遮断器にあっては、75℃）の温度で軟化しない耐水質のもの（硫

黄を除く。）に限る。）により覆ってあること。 

ｃ 電線取付け部の充電部は、この表に特別に規定するものを除き、外かくの

外面からの深さが次の値以上であること。 

（ａ）電線取付け部の穴の短径が3㎜以下のものにあっては、1.2㎜ 

（ｂ）電線取付け部の穴の短径が3㎜を超え7㎜以下のものにあっては、1.5㎜ 

（ｃ）電線取付け部の穴の短径が7㎜を超えるものにあっては、3㎜ 

ｄ カバー付ナイフスイッチは、刃と刃受けを接触させた状態（切替え式のも

のにあっては、刃を立てた状態及び刃と刃受けを接触させた状態）において、

クロスバーとカバーとの間に直径が10㎜の丸棒をあてたとき、丸棒が刃及

び刃受けに触れないこと。 

ホ 開閉機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）通常の使用状態において、開閉の操作が円滑に、確実に、かつ、安全にでき

ること。 

（ロ）通常の使用状態において、重力、振動等により開閉するおそれがないこと。 

（ハ）つまみ、押しボタン又はとっ手が任意の位置に止まるものであって、開閉の

状態が容易に確認できないものにあっては、開閉の状態を容易に確認できる
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ような表示又は装置等が施されていること。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、開閉の操作又は開閉の状熊を見

易い箇所に文字又は色等により表示してあること。ただし、開閉の状態が容

易に確認できるもの、表示することが機構上困難なもの及び用途上必要のな

いものにあっては、この限りでない。 

この場合において、 

ａ 「見易い箇所」とは、スイッチ本体の外面に出る部分又はスイッチ取付け

部の器体表面若しくはスイッチの操作部分をいう。 

ｂ 「文字又は色等」とは、例えばON－OFF、入切、点滅等の文字、青赤等の

色分け、ボッチ、○｜等の記号であって一般に理解できるものをいう。 

ｃ 「表示することが機構上困難なもの」には、単ボタンスイッチ、引きひも

スイッチ、キースイッチ等を含む。 

ｄ 「用途上必要のないもの」には、三路スイッチ、四路スイッチ、機器組込

み用点滅器等を含む。 

ヘ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。 

（イ）次に適合するものは、「電気的接続が確実である」とみなす。この場合にお

いて、100℃以上の部分の接続にあっては、ｆ及びｇ以外の方法によること。 

ａ 合成樹脂を介して締め付け、かしめ等により接続するもの（平形導体合成

樹脂絶縁電線と充電部との接続部を除く。）の合成樹脂にあっては、別表第

十一第１章の左欄に掲げる絶縁物の種類ごとに同表の右欄に掲げる使用温

度の上限値以下で使用されるものであって、かつ、次に適合するもの 

（ａ）熱硬化性樹脂のもの 

（ｂ）バネ、座金等の金属弾性体で歪を補う処置を施した熱可塑性樹脂のもの。

この場合において、最大電流が1A以下の部分に使用するものに限る。 

ｂ ねじ止めの場合は、金属の機械ねじ（JIS B 1115(1976)「すりわり付きタ

ッピンねじ」、JIS B 1122(1976)「十字穴付きタッピンねじ」及びJIS B 

1123(1976)「六角タッピンねじ」で規定するＢ形３種のタッピンねじを含む。）

により、その材料は、亜鉛、アルミニウム等の軟らかなものでなく、かつ、

かん合する有効ねじ山はねじ込まれる部分の材料が金属の場合には2山以

上、合成樹脂の場合には5山以上のものであって、次によるもの 

（ａ）頭部で締め付けるもの（ボルト、ナットによるものを含む。）。この場合

において、より線を接続するものにあってはより線が導体外径の1/4以

上はみ出さず（座金を用いても良い。）、内部配線（部品のリード線を

含む。以下（イ）及び（ロ）において同じ。）をより合わせて環状にし

て接続するものにあってはねじ頭からはみ出さないこと。 
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（ｂ）引締め型端子又は押し締め型端子によるもの。この場合において、より線

を接続するものにあっては、端子から導体がはみ出さないこと。 

（ｃ）圧着端子（取り付けられる電線に適合した大きさであること。）を用いて

接続しているもの 

ｃ かしめ又は溶接によるもの 

ｄ スリーブ等を用いてそれを圧着してあるもの 

ｅ 平形接続端子（ファストン端子）、速結端子（スプリング式ねじなし端子）

等によるもの。この場合において、これらの端子は、取り付けられる電線に

適合した大きさであること。 

ｆ ねじ込み式の閉端接続子（傘型コネクター）であって、絶縁テープ、スプ

リング等を用いて緩み止めを施したもの。 

ｇ ラッピング接続であって、電線が重なることなく16箇所以上密着し、端

子の角に20箇所以上接触しており、かつ、巻き付けてある線全体を端子の

軸方向に30Nの力で引張ったとき、その線が抜けないもの。ただし、微小電

流回路（100mA以下とする。）で発熱するおそれのない回路又は表示回路等

であって、30Nの力で外れた場合にその部分に2Nの力を加えて移動させた

とき、１（２）ヨ（イ）、（ロ）及び（ハ）に適合し、かつ、充電部露出、

短絡、誤接続等による危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限り

でない。 

（ロ）次に掲げる部分は、「電気的接続が確実である」とはみなさない。 

ａ 内部配線相互又は端子と内部配線を機械的にからげただけの部分（（イ）

ｇのものを除く。） 

ｂ アルミニウムとアルミニウム以外のものとを接続するものにあっては、そ

の接続部を空気から遮断する電食防止の対策、熱サイクルによるアルミニウ

ムのクリープ防止加工等を施していないもの 

ト 硬貨その他これに類するもの（以下「硬貨等」という。）を使用して電気回路

を閉路するものにあっては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。た

だし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであって、通常の設置状態に

おいて硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあって

は、この限りでない。 

チ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態においてゆるみを生じ

ないように取り付けてあること。 

次に適合するものにあっては、「ゆるみを生じないように取り付けてある」もの

とみなす。 

（イ）ねじ又はリベットで2箇所以上で止めたもの 
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（ロ）回り止めのボッチ、溝、土手等を設け固定したもの 

（ハ）E26未満の受金を有するものの中心接触片が回転しても電線接続端子が回らな

いもの 

リ 導電部に使用する座金の公称厚さは、0.3 ㎜以上であること。 

ヌ 電源電線（口出し線を含む。以下この表において同じ。）の取付け端子のねじ

及びヒューズ取付け端子のねじは、次に適合すること。 

この場合において、「電源電線」には、開閉器、中間スイッチ等の負荷側電線を

含む。 

（イ）電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しない

こと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源

電線以外のものが脱落するおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ロ）ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しない

こと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒュー

ズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

（ハ）有効ねじ部の長さは、呼び径が 8 ㎜未満のものにあっては 2 ピッチ以上、呼

び径が8㎜以上のものにあっては呼び径の40%以上であること。ただし、端子

枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が 8 ㎜以上のものであって、次に適合す

るものにあっては、この限りでない。 

この場合において、裏出し加工部に施したねじ部で割れ目のある部分は、「有

効ねじ部」には含まない。 

ａ 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ね

じ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。 

ｂ 附表第一の試験を5回繰り返して行ったとき、これに適合すること｡ 

ル 電線付きの一体成型のものにあっては、端子とその電線との接続部は、かしめ

止め、溶接等で完全に接続してあること。 

ヲ 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあっては、その

部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。 

この場合において、 

（イ）「アークが達するおそれのある部分」とは、開閉試験又は短絡遮断試験にお

いて、アーク発生部に面する部分をいう。この場合において、検査用ヒュー

ズが溶断したときは、「アークが達する」ものとみなす。 

（ロ）「燃え難い電気絶縁物を取り付け」とは、アークに対する絶縁性を有するも

のであって、１（２）レの規定を満足する厚さの絶縁物を貼付（単なる塗布、

焼付けは貼付とはみなさない。）することをいう。 
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ワ 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する

電線（機械器具に組み込まれるものを除く。以下「電源電線等」という。）であ

って固定して使用するもの以外のものを器体の外方に向かって、90Nの張力を1秒

間加える操作を25回繰り返したとき、及び器体の内部に向かって電源電線等の器

体側から 5 ㎝の箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続

部にずれがなく、かつ、異状が生じないこと。 

この場合において、 

（イ）「機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線」には、その露出する長さが

80㎜以下のものを含まない。（以下別表第四において同じ。） 

（ロ）天井取り付け又はつり下げ用のローゼット、ソケット等であって、通常の使

用状態において電源電線等に押し込み力の加わるおそれのない場合は、「押

し込んだとき」の規定は適用しない。 

（ハ）「接続部にずれがなく」とは、電源電線等の引き止め部の破損がなく、かつ、

試験前に電源電線等の被覆につけた印が25回の操作終了後2㎜を超えてずれ

ないことをいう。この場合において、操作終了後の電源電線等に張力を加え

た状態で接続部のずれを測定すること。 

 

（ニ）電線付きのものにあってはその状態で、その他のものにあっては次に規定す

る電線及び接続方法で電線を取り付けて試験を行う。 

ａ 電線の種類及び太さ 

（ａ）器具本体（ラベル、タグ等を含む。）又は包装箱に電線の指定があるもの

は、そのもの 

（ｂ）（ａ）以外のものは、その器具の用途、定格に応じJIS C 3306(1980)「ビ

ニルコード」に適合したビニルコード（平形）又はJIS C 3301(1980)「ゴ

ムコード」に適合したゴム絶縁袋打ゴムコード。この場合において、電

線の太さは、JIS C 8306(1982)「配線器具の試験方法」の表２によるも

のとする。 

ｂ 接続方法 

（ａ）電線を端子ねじの頭部で直接締め付ける巻締め端子のものにあっては図例

１に従って結線し、その他の端子方式のものにあっては器具の意図した

方法によって結線する。図例２は不適当な結線方法の例を示す。 
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（ｂ）締付けトルクは、３（３）トの表による。 

カ 電源電線等の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護

装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取

りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のもの

であって、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのな

いものにあっては、この限りでない。 

この場合において、「面取りその他の適当な保護加工」とは、半径2㎜以上の面

取り又はカールすることをいう。 

ヨ 器体の内部の配線は、次に適合すること。 

この場合において、「器体の内部の配線」には、電源電線等の器体内部の部分を

含む。 

（イ）2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあっては、

接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。 

この場合において、 

ａ 内部配線をまとめて固定したものにあっては、その状態で「2Nの力」を

加えるものとし、固定が確実でないものにあっては、各々に「2Nの力」を

加える。（以下、ヨにおいて同じ。） 

ｂ 次の場合は、「異状が生ずるおそれ」があるものとみなす。 

（ａ）2Nの力を取り去っても、その配線の絶縁物の種類ごとに別表第十一第１

章に掲げる値を超える部分に接触している場合 

（ｂ）2Nの力を加えている間だけ、その配線の絶縁物の種類ごとに別表第十一

第１章に掲げる温度に40℃を加えた値を超える部分に接触している場合 

（ロ）2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。 

この場合において、「可動部に接触するおそれのない」とは、可動部近傍の

内部配線をまとめて外郭内側に固定する等、可動部に触れるおそれのないよう

に処理してあることをいう。 

（ハ）被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加

えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。
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ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。 

ａ 次に適合する場合は、「被覆を損傷しない」ものとみなす。 

（ａ）電線を金具で固定するものにあっては、その金具の端部にカール、適当な

介在物をはさんで固定等の処理を施してある場合 

（ｂ）貫通孔にあっては、金属板が0.7㎜を超える厚さを有するものは面取りを、

確実に固定したチュービング（電線の被覆を損傷しない適当な厚さを有

する絶縁テープを含む。）を有するものはバリ取りを施してある場合 

（ｃ）電線と接触する可能性のある部分がなめらかで、電線と平行している等電

線の被覆を損傷しない状態である場合 

ｂ 「損傷」とは、傷及び破れをいい、次の方法により判定する。この場合に

おいて、傷には単なるへこみは含まない。 

（ａ）次の図例により、電線に2Nの力を加えながら可動範囲内で左右に１回動

かす。 

 

 

（ｂ）傷の判定は、試験後、接触した電線の被覆にチョークを塗布し、これを布

でふきとり、そのあとにチョーク粉が残されているか否かによって行う。 

ｃ 被覆を二重にした電線の場合であって２の試験を行ったとき、この電線の

内部被覆に傷が達しない場合は、「危険が生ずるおそれのない場合」とみな

す。 

（ニ）接続器によって接続したものにあっては、5N の力を接続した部分に加えたと

き、外れないこと。ただし、2N以上 5N未満の力を加えて外れた場合において

危険が生ずるおそれのない部分にあっては、この限りでない。 

ａ 「5Nの力」は、5回の抜き差し後に加える。 

ｂ 「危険が生ずるおそれのない」とは、コネクターが外れた場合、その部分

に2Nの力を加えて移動させたとき、１（２）ヨ（イ）、（ロ）及び（ハ）

に適合し、かつ、充電部露出、短絡、誤接続等による危険が生ずるおそれが

ないことをいう。 

タ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部

又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離（沿面距離を含む。）

は、街灯スイッチ、開閉器（ミシン用コントローラーを除く。）、蛍光灯用ソケ
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ット及び蛍光灯用スターターソケット並びに（３）ト及びチに掲げるものを除き、

（イ）の基準において次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の

２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であって、（ロ）の試

験を行ったとき、これに適合するものにあっては、この限りでない。 

  

線間電圧又は対地電圧

（V） 

空間距離（沿面距離を含む。）（㎜） 

極性が異なる充電部相互間 

充電部とアースするおそれのある

非充電金属部又は人が触れるおそ

れのある非金属部の表面との間 

端

子

部 

端子部以外の

固定している

部分であって、

金属粉が付着

し難い箇所 

その他の箇

所 

端 

子 

部 

端子部以外の

固定している

部分であって、

金属粉が付着

し難い箇所 

その他の

箇所 

15V以下 ― 1 1 ― 1 1 

15Vを超え50V以下 ― 1.2 1.5 ― 1.2 1.2 

50Vを超え100V未満 ― 
1.5 

(1.2) 

2.5 

(1.5) 
― 

1.5 

(1.2) 

2 

(1.5) 

100V

以上

150V

未満 

機械器具に組み

込まれるもの 
3 

1.5 

(1.2) 

2.5 

(1.5) 
2.5 

1.5 

(1.2) 

2 

(1.5) 

その他のもの 3 
1.5 

(1.2) 

3 

(1.5) 
3 

1.5 

(1.2) 

3 

(1.5) 

150V以上 300V以下 3 2(1.5) 
3 

(2) 
3 

2 

(1.5) 

3 

(2) 

（備考） 

１ 空間距離（沿面距離を含む。）は、器具の外面にあっては30N、器具の内部にあっては2Nの力

を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。この場合において、「器具の外

面」とは、機器組込み用点滅器等にあっては、機械器具に取付けられた後、機械器具の表面に露出

するおそれのある部分をいい、これ以外の外面の部分は「器具の内部」とみなす。 

２ 括弧内の数値は、受け金の公称直径が26㎜未満のねじ込み接続器及びソケットに適用する。 

３ 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3㎜以下のものにあっては、充電部と人が触るおそれのある非

金属部の表面との間の空間距離（沿面距離を含む。）は、1.5㎜以上とすることができる。ただし、

造営材（分電盤を含む。）に取り付けるものの取付け面を除く。 

４ 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であって、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあっては、

その空間距離（沿面距離を含む。）は、0.5㎜以上とすることができる。 

（イ）基準 
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ａ 「アースするおそれのある非充電金属部」には、人が触れるおそれのある

組立ねじ、かしめ鋲、取付け用ねじ、導電性銘板等の金属部を含む。 

ｂ 「空間距離」とは、空気を介する部分の最短距離（の和）をいい、「沿面

距離」とは、絶縁物表面に沿った最短距離（の和）をいう。 

ｃ 「空間距離（沿面距離を含む。）」の測定方法は、次の図例によるものと

し、スイッチの可動片、可動金属部等はその可動範囲内のあらゆる位置で測

定するものとする。なお、図例中Ｇは空間距離、Ｌは沿面距離、Ａ及びＢは

充電部又はアースするおそれのある非充電金属部、Ｅはアースするおそれの

ない非充電金属部をそれぞれ示す。 

例 1 

 

L=a＋b＋c＋d＋e (c≧1㎜) 

L=a＋c＋e (c＜1㎜) 

G=a＋c＋e 

例 2 

 

L=a＋b＋c (c≧1㎜) 

L=a＋(b－T)＋c (c＜1㎜) 

G=a＋e又は a＋gのいずれか小さい方 

例 3 

 

L=a＋2b＋c＋e (a≧1㎜, e≧1㎜) 

L=a＋2(b－T)＋c＋e (a＜1㎜, e＜1㎜) 

L=a＋b＋(b－T)＋c＋e (a≧1㎜, e＜1㎜) 

G=g1＋c＋g2 (b＞T) 

G=a＋c＋e (b≦T) 

例 4 

 

L=G 

G=a＋e (a≧1㎜, e≧1㎜) 

G=a (e＜1㎜) 

G=e (a＜1㎜) 

例 5  

 

L=a＋c＋e (f≧1㎜) 

L=a＋e＋2f又は a＋c＋eのいずれか小さい方

 (f＜1㎜) 

G=a＋e (a≧1㎜, e≧1㎜) 

G=a (e＜1㎜) 

G=e (a＜1㎜) 

例 6 

 

L=G 

L=a＋b＋c＋d＋e 

(絶縁物の接合部は単純な突き合わせである)  
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ｄ 機能を発揮するために設ける特殊目的をもった放電ギャップ等の電極間

には、「空間距離（沿面距離を含む。）」の規定は適用しない。 

ｅ 絶縁変圧器以外のものを用いて電圧降下をさせている充電部の電圧は、極

性が異なる充電部相互間にあってはその電圧とし、充電部とその他の部分間

にあっては入力電圧とする。 

ｆ 「充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」の空間距離（沿

面距離を含む。）は、開口部（くぼみを含む。）を有するものにあっては、

次の図例による。この場合において、試験指に30Nの力を加えたとき変形す

るものは、変形した位置から測定する。 

 

 

 

 

ｇ 非金属製外郭のつき合わせ面を通して人が触れる部分と充電部との間は、

「充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」とみなす。ただ

し、つき合わせ面が接着剤で固定してある場合は、空間距離（沿面距離を含

む。）は適用しない。 

ｈ 「絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等」の「等」とは、機器の入

力電源の一端と回路の一部とを短絡したとき、電源電流が定常的に10A以下

（機器の定格電流が7A以上のものにあっては、定格電流の150%以下）の回

路をいう。 
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ｉ 「構造上やむを得ない部分」には、次のものを含む。ただし当該部分中空

間距離（沿面距離を含む。）が表の値に満たない箇所を、個々に短絡した時、

電源電流が定常的に10A（機器の定格電流が7A以上のものにあっては、定

格電流の150%）を超えて流れる部分は含まないものとする。 

（ａ）絶縁変圧器の２次側の回路及び整流後の回路であって、電子部品（半導体

素子、コンデンサー、電子管等）を有する部分 

（ｂ）ｈに規定する回路に用いるパイロットランプ（ネオン管を含む。）、整流

器、半導体素子（サイリスタ、トライアック等）等であって、高インピ

ーダンスによって保護される部分 

ｊ 主回路の通電電流を小型変流器で検出しランプを点灯させ通電表示を行

う方式の回路であって、次の各項に適合するものの主回路と通電表示回路間

は、「極性が異なる充電部相互間」には含めない。 

（ａ）点灯回路の充電部とアースするおそれのある非充電部又は人が触れるおそ

れのある非金属部との間の絶縁距離は、主回路電圧に対応して要求され

る値以上であること。 

（ｂ）通電点灯回路の充電部は、１（２）ハの試験指で試験したとき充電部に触

れない構造であること。 

（ｃ）変流器に１次－２次間を電気的に接続したとき、火災、感電等の危険が生

じないこと。 

ｋ 次の箇所の閉路したとき同極となり開路したとき異極となる部分の極間

には、空間距離（沿面距離を含む。）の規定は適用しない。 

（ａ）点滅器及び開閉器（開放ナイフスイッチを除く。）の遮断距離及び開閉接

触部の近傍図例を次に示す。 
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（ｂ）漏電引外し（動作）テスト装置の遮断距離及び開閉接触部の近傍 

ｌ 「端子部」とは、電源及び負荷用接続端子の端子金具をいい、次の部分を

含む。なお、電線の接続箇所を特定できないものは、端子金具を端子部とみ

なす。 

（ａ）端子ねじの頭部で電線（又はコード）、座金等を締め付ける端子構造のも

のにあっては、端子ねじの頭径から1㎜大きい範囲内（座金、当金を含

む。）の頭側 

 

（ｂ）端子ねじの先端で電線（又はコード）、当金等を押し締める端子構造のも

の及び端子ねじに設けた引締め金具で電線（又はコード）を引き締める

構造のものにあっては、端子ねじ、当金（引締め金具を含む。）、端子

金具の電線挿入孔内面 
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（ｃ）（ａ）及び（ｂ）を併用できる端子構造のものにあっては、（ａ）及び（ｂ）

項を適用した範囲 

（ｄ）端子にはんだ付け、かしめ又は溶接するものにあっては、端子金具のうち

これらの加工を施すことができる範囲 

 

（ｅ）平形接続端子（ファストン端子）にあっては、オス側端子金具のショルダ

ー以外の部分 

 

 

（ｆ）連結端子（スプリング式ねじなし端子）にあっては、端子金具のうち電線

を挿入した状態において接触し得る部分 
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ｍ 「極性が異なる充電部相互間」の「端子部」の空間距離（沿面距離を含む。）

の測定は、次の図例による。 

 

 

 

 

 

ｎ 「端子部とその他の箇所との間」及び「端子部」は、電線を取り付けた状

態で距離が変化するものにあっては、器具の定格に応じた太さの電線及び取

り付けることができる最小の太さの電線を附表第一に規定するトルクを加

えて取り付けたときの距離をいう。 
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ｏ 口出し線付きのもののその口出し線の接続が器具内部の端子部にはんだ

付け、かしめ、溶接してあるものであって、器具がリベット等で組み立てら

れ容易に解体できないものの口出し線取付け部は、「端子部」には含まない。 

ｐ 平形差込みプラグ等の刃と外郭の側面との距離（図例の矢印）は、「端子

部以外の固定している部分であって金属粉が付着し難い箇所」を適用する。 

 

 

ｑ 「固定している部分」には、導電金具が開閉動作等によって定められた範

囲内を移動するものを含む。 

ｒ 開閉動作により発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの

金属粉がたい積するおそれのある箇所であって、沿面閃絡を発生するおそれ

のない箇所にあっては、「金属粉が付着し難い箇所」とみなす。 

 

 

 

（ロ）試験 

ａ 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品

が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている1の部品が燃焼した

場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りで

ない。 
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この場合において、 

（ａ）「短絡」は、回路間、部品相互間及び部品の端子間で、空間距離（沿面距

離を含む。）が規定値を満足しない箇所を一箇所ずつ行う。 

（ｂ）「短絡回路に接続された部品」には、変圧器（入力電源に用いるものに限

る。）を有するものにあっては当該変圧器の１次及び２次巻線、整流回

路を有するものにあっては整流器（入力電源に用いるものに限る。）を

含む。この場合において、これらのものが燃焼した場合にあっては、「1

の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれ」があるもの

とみなす。 

（ｃ）「1の部品」に施したスリーブ、チューブ等はそれらを含めて「1の部品」

とみなす。 

（ｄ）「燃焼するおそれ」には、単なる発煙、焦げ等は含まない。 

ｂ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電

金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次

のいずれかに適合すること。 

（ａ）対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V

以下であること。「対地電圧及び線間電圧」とは、使用中に継続的に発

生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高いものをいう。（以下別

表第四において同じ。） 

（ｂ）1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に

接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数にお

いて感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

ｃ ａの試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧

及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並

びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる

電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるお

それのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と

人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上で

あること。 

「試験の後」とは、試験後約2分を経過した時をいう。 

レ 絶縁物の厚さは、次に適合すること。 

（イ）器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合にあっては、機械器具に組み込まれ

る部分を除き、絶縁物の厚さは、0.8 ㎜(人が触れるおそれのないものにあっ

ては、0.5㎜）以上であって、かつ、ピンホールのないものであること。ただ

し、質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリアミド加工
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した半径が10㎜の球面を有するおもりを次の表の左欄に掲げる種類ごとにそ

れぞれ同表の右欄に掲げる高さから垂直に 3 回落としたとき、又はこれと同

等の衝撃力をロックウェル硬度R100 の硬さに表面をポリアミド加工した半径

が10㎜の球面を有する衝撃片によって3回加えたとき、感電、火災等の危険

が生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないものであって、か

つ、ピンホールのないものにあっては、この限りでない。 

種類 高さ(cm) 

人が触れるおそれのないもの 14 

その他のもの 20 

 

ａ 次に掲げる部分は、「外被」とみなす。 

（ａ）試験指のつばが挿入できる外被の開口部の内部にある絶縁物であって、試

験指が触れる部分 

（ｂ）外被の開口部の内部にある絶縁物であって、直径20㎜の球が触れる部分 

（ｃ）通常の使用中に開閉する扉、ふた等の内部 

ｂ 別表第一の規定（別表第十二の規定に適合する場合を含む。以下別表第四

において同じ。）に適合する電線が器体の外被の一部として用いられている

場合の絶縁物の厚さについては、別表第一の規定の絶縁体の厚さについての

規定を適用することができる。 

ｃ 「器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合」には、外部から外被に30N

の力で、内部から2Nの力で押したとき充電部と外被の絶縁物が接触する場

合を含む。この場合において、力は同時には加えない。 

ｄ 下図の衝撃試験機を用いた0.35Nm又は 0.5Nm の衝撃力は、それぞれ14cm

又は 20cm の高さからおもりを落下させたときのものと「同等の衝撃力」と

みなす。 

 

ｅ 次の試験を行ったときこれに適合するものは、「ピンホールのないもの」

とみなす。この場合において、絶縁物が数種類の絶縁物によって構成されて

いるものにあっては、全体として試験を行うものとする。 

（ａ）チューブ状のもの以外の絶縁物にあっては、2%の食塩水を十分浸みこませ

たスポンジの上に試料を置き、その上に電極をのせて30分間放置した後、

電極とスポンジとの間に交流1,000V の電圧を1分間加えたとき、これに
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耐えること｡この場合において、水温は常温とし、JIS C 2110(1975)「固

体電気絶縁材料の絶縁耐力の試験方法」7.1による。 

（ｂ）チューブ状のものにあっては、チューブの内部に2%の食塩水を注入した

ものを、2%の食塩水中に30分間浸した後、チューブの内外面間に交流

1,000Vの電圧を1分間加えたとき、これに耐えること。この場合におい

て、水温は常温とする。 

（ロ）（イ）以外のものであって外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物（タ

の規定に適合するために使用するものに限る。以下レにおいて同じ。）の厚

さは、0.3㎜以上であって、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、

次のｂの試験を行ったときこれに適合するものであって、かつ、ピンホール

のないものにあっては、この限りでない。 

ａ 用語及び基準 

（ａ）「外傷を受けるおそれのある部分」とは、絶縁物が通常の使用状態におい

て摩耗、衝撃、動的な機械的外力等を受けるおそれのある部分をいう。 

（ｂ）「外傷を受けるおそれのある部分」には、器体の開口部から試験指を挿入

したとき、試験指が触れる部分を含む。 

（ｃ）編組絶縁物の「厚さ」は、次に適合すること。 

ⅰ 編組絶縁チューブ以外の編組絶縁物にあっては、絶縁物に確実な含浸処

理を施したものであって、かつ、含浸された部分の厚さが規定値以上であ

ること。 

ⅱ 編組絶縁チューブにあっては、絶縁チューブに絶縁ワニスを確実に含浸

処理したものであって、かつ、編組を含む全体の厚さが規定値以上である

こと。 

（ｄ）１（２）レ（イ）ｅに適合すること。 

（ｅ）編組絶縁チューブについて、１（２）レ（ロ）に規定する試験を行うとき

は、長さ100㎜のチューブの内径に密着する金属棒を挿入して内部電極

とし、その外側中央部に50㎜幅の金属箔を巻き付けて外部電極とし、両

極に試験電圧を加えるものとする。 

ｂ 試験 

（ａ）次の表の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるこ

と。 

絶縁物が使用される電圧

の区分 
交流電圧 

30V以下 500V 

30Vを超え150V以下 1,000V 
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150Vを超え 300V以下 1,500V 

300Vを超え 1,000V以下 絶縁物が使用される電圧の2倍に1,000Vを加えた値 

1,000Vを超え 3,000V以下 
絶縁物が使用される電圧の1.5倍に500Vを加えた値

(3,000V未満となる場合は、3,000V) 

3,000Vを超えるもの 
絶縁物が使用される電圧の1.5倍(5,000V未満とな

る場合は、5,000V) 

（ｂ）JIS K 5400(1979)「塗料一般試験方法」の６．１４に規定する鉛筆引っか

き試験を行ったとき、試験片の破れが試験板に届かないこと。この場合

において、鉛筆引っかき値は、JIS S 6006(1984)「鉛筆及び色鉛筆」に

規定する濃度記号が8Hのものとする。 

（ハ）外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物（変圧器に定格周波数の 2 倍

以上の周波数の定格１次電圧の 2 倍に等しい電圧を連続して 5 分間加えたと

きこれに耐える変圧器のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の

部分及び電動機のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分を

除く。）は、（ロ）のａ（ａ）及びａ（ｂ）の基準の下にｂ（ａ）の試験を

行ったときこれに適合するものであって、かつ、ピンホールのないものであ

ること。ただし、絶縁物の厚さが 0.3 ㎜以上であって、かつ、ピンホールの

ないものにあっては、この限りでない。 

この場合において、 

ａ 「外傷を受けるおそれのない部分」とは、絶縁物が通常の使用状態におい

て衝撃、摩耗等を受けない部分をいう。 

ｂ 「外傷を受けるおそれのない部分」には、次の部分を含む。 

（ａ）静的な外力を受ける部分 

（ｂ）調整のためのほとんど開けることのない扉、ふた等の内部 

ｃ 「変圧器」には、リレー等を含む。 

ｄ 「定格周波数の2倍以上の周波数の定格１次電圧の2倍に等しい電圧を連

続して5分間加えた」とは、定格周波数の10倍の周波数を定格周波数の2

倍以上の試験周波数で除した値を分で表した時間に等しい時間連続して試

験品に加えることとすることができる。ただし、2分間以上とする。 

ｅ １（２）レ（イ）ｅに適合すること。 

ｆ アースするおそれのない非充電金属部が介在する極性が異なる充電部間

の絶縁物の厚さは、各々の厚さが0.15㎜以上である場合に限り「0.3㎜以

上」とみなす。 
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ソ 屋外用のものにあっては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない

構造であること。 

ツ 引きひもを有するものにあっては、その貫通孔は、なめらかであること。 

ネ アース線（アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。

以下この表において同じ。）及びアース用端子の表示は、次に適合すること。 

（イ）アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用であ

る旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電

線にあっては、この限りでない。 

この場合において、 

ａ 「アース用である旨の表示」とは、感電等による危険防止を目的としたア

ース線に保護アース、保護接地、ＰＥの文字若しくは   の記号をもって

表示することをいう。ただし、接地、接地端子、アース、Ｅ、Ｇ等の文字若

しくは   等の記号は、当分の間使用することができる。（以下別表第四

において同じ。） 

ｂ 「アース用である旨の表示」の位置は、次の図例による。 
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（ロ）アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又はそ

の近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。

ただし、器体の内部にあるものであってアース線を取り換えることができな

いものにあっては、この限りでない。 

ａ アース用端子の位置とその表示が同一面にないものであって、アース用端

子の位置を示す矢印等を付してある場合は、「その近傍」の表示とみなす。 

ｂ アース用端子に座金等を使用するものであって取り外せるアース用端子

を取り外したとき容易に取り外すことのできる座金等自体への表示は、「容

易に消えない方法」で表示されたものとはみなさない。 

ｃ 「アース用である旨の表示」の位置は、次の図例による。 
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ｄ 「取り換えることができないもの」とは，器体を壊さなければ取り換えら

れないものをいう。 

ナ アース用端子を有するものにあっては、その端子は、次に適合すること。 

（イ）アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。 

この場合において、次の接続方法によるものは、「確実に取り付けることが

できる」とみなす。 

ａ アース用端子にアース線等を取り付けたとき、その機械ねじのかん合する

有効ねじ山が2山以上のもの 

ｂ 通常の使用状態で外部に露出しない速結端子（スプリング式ねじなし端子）

（附表第一３に適合するものに限る。） 

（ロ）ねじ端子にあっては、その呼び径は、4㎜以上（押し締めねじ型のもの、定格

電流が 15A 以下の差し込み接続器に使用するもの、溝付六角頭ねじ及び大頭

丸平小ねじにあっては、3.5㎜以上）であること。この場合において、「大頭

丸平小ねじ」には、大きさが大頭丸平小ねじの頭径以上の座金を使用したも

のを含む。 

（ハ）アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるお

それのない場合にあっては、この限りでない。 

ラ 電源電線等（器具間を接続する電線又は機能上やむを得ず器体の外部に露出す

る電線であって、線間電圧又は対地電圧が 60V 以下のものを除く。以下ラにおい

て同じ。）を有し、かつ、当該電源電線等が器体を貫通するものにあっては、次

の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動

範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように器体を取り付け、電源電線等の先

に質量が500gのおもりをつるして可動板を左右交互におのおのの60°の角度で毎

分40回（左右おのおのを1回と数える。）の割合で連続して2,000回往復する操

作を行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であるこ

と。ただし、固定して使用するもの及び電源電線等を収納する巻取り機構を有す

るものにあっては、この限りでない。 
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この場合において、 

（イ）「試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致」とは、次の図例による。 

 

 

（ロ）電源電線等の折曲げは、電源電線等が平形コードの場合にあっては次の図の

矢印方向、その他のものにあっては当該機器において最も曲り易い方向につ

いて行うものとする。 

 

 

（ハ）貫通部以外の箇所で器体に容易に外れない方法で固定している電源電線等に

あっては、固定部を貫通部とみなす。又、器体にある角度を有して取り付け

られている電源電線等にあっては、その自然な角度を基準として「鉛直」に

なるように器体を取り付けて行うものとする。 

（ニ）構造上、器体の奥などに貫通部を有するもので電源電線等の折り曲げる角度

が器体の形状により規定の60°に達しない場合は次の図例による。 
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（ホ）「断線率」は、各線心ごとに適用する。 

（ヘ）電源電線が絶縁電線のものにあっては、「固定して使用するもの」とみなす。 

ム 刃形構造のものにあっては、刃とヒンジクリップとの接続部は、常に圧力が加

わっていること。 

ウ 電線接続端子（アルミニウム電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を直接に接続

するもの並びに速結端子（スプリング式ねじなし端子であって、機器組込用でな

いものに限る。以下ウにおいて同じ。）に限る。）は、次に適合すること。 

（イ）アルミニウム電線の接続の方法は、巻締め型又は引締め型であること。 

（ロ）直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。 

（ハ）速結端子を使用するものにあっては、附表第三４の試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

ａ 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続器にあっては、試験品を厚さが10㎜

以上の木台の上に取り付けて試験を行うことができる。 

ｂ ジョイントボックス（平形導体合成樹脂絶縁電線用のものに限る。）であ

って別表第四の規定に適合する開閉器を取り付ける構造の空間を有してい

るものにあっては、開閉器を取り付けて試験を行うものとする。この場合に

おいて、開閉器は、当該ジョイントボックスの定格に見合ったものであるこ

と。 
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ｃ 電源送り端子を有するものであって、送り容量が加わる端子にあっては、

表示された送り容量を「定格電流」とみなす（以下２(1）ロ（イ）の表、６

（１）ロ（イ）の表及び附表第三４において同じ。）。 

ｄ 速結端子の試験方法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」及びJIS C 8306

「配線器具の試験方法」による。 

（ニ）電線を接続した端子に定格電流の 1.5 倍（定格電流が 20A を超える器具中の

速結端子にあっては1.25 倍）に相当する電流を45分間通電し45分間休止す

る操作を 125 回繰り返したとき、25 回目の通電の終りと 125 回目の通電の終

りとの温度の差が8℃を超えないこと。 

ヰ 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、次の表の左欄に掲げる

種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。 

種類 電源電線 

定格電圧が 125V 以下及び定格電流が

10A 以下の屋内用である旨の表示を有

するものであって、かつ、電源電線の長

さが6m未満の携帯型のもの 

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するコード又はキャブタイヤケーブルで

あって、断面積が0.75㎜ 2以上のもの 

定格電圧が 125V 以下及び定格電流が

15A 以下の屋内用である旨の表示を有

するものであって、かつ、電源電線の長

さが10m未満の携帯型のもの 

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード又はキャブタイ

ヤケーブルであって、断面積が0.75㎜ 2以上

のもの 

その他のもの 

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤケーブルであって、断面

積が0.75㎜ 2以上のもの 

 

ノ さし込みプラグ及びコードコネクターボディは、容易にさし込み、かつ、引き

抜きができるようにすべり止めを施してあること。 

オ コンデンサーを有するものであって、差し込み刃により電源に接続するものに

あっては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は 1 秒

後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電

容量が0.1μF以下であるものにあっては、この限りでない。 

ク 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の２次側の

回路、整流後の回路等にあっては、（イ）の基準の下に（ロ）の試験を行ったと

き、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続され

ている 1 の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものに

あっては、この限りでない。 

（イ）基準 

ａ 抵抗器については、開放試験のみとする。ただし、2,500V以上の尖頭電

圧が加わる抵抗器は、短絡及び開放試験を行う。 
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ｂ 「その回路に接続された部品」には、変圧器（入力電源に用いるものに限

る。）を有するものにあっては当該変圧器の１次及び２次巻線、整流回路を

有するものにあっては整流器（入力電源に用いるものに限る。）を含む。こ

の場合において、これらのものが燃焼した場合にあっては、「1の部品が燃

焼した場合において他の部品が燃焼するおそれ」があるものとみなす。 

ｃ 「1の部品」に施したスリーブ、チューブ等はそれらを含めて「1の部品」

とみなす。 

ｄ 「燃焼するおそれ」には、単なる発煙、焦げ等は含まない。 

（ロ）試験 

ａ 電子管、表示灯等にあっては、端子相互間を短絡すること（タ（ロ）の試

験を行ったとき、これに適合する場合を除く。以下クにおいて同じ。）及び

ヒーター又はフィラメント端子を開放すること。この場合において、「短絡」

又は「開放」は、一箇所ずつ行う。（以下クにおいて同じ。） 

ｂ コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類す

るものにあっては、端子相互間を短絡し又は開放すること。 

ｃ ａ及びｂに掲げるものであって、金属ケースに収めたものにあっては、端

子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続され

た部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあっては、この限りで

ない。 

ｄ ａ、ｂ及びｃの試験において短絡又は開放したとき５００ボルト絶縁抵抗

計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の

絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。この場合において、「絶縁抵抗」は、

試験後約2分を経過した時に測定する。 

ヤ 器具間を接続する電線を有するものにあっては、当該電線が短絡、過電流等の

異状を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設ける

こと。ただし、短絡、過電流等の異状が生じた場合において、部品の燃焼、充電

部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

この場合において、別表第一の規定に適合する電線を使用するものにあっては、

「危険が生ずるおそれのないもの」とみなす。 

（３）部品及び附属品 

イ 部品又は附属品の定格電圧、定格電流及び許容電流は、これらに加わる最大電

圧又はこれらに流れる最大電流以上であること。 

この場合において、 

（イ）「部品又は附属品の定格電圧、定格電流」とは、その部品等に表示された値
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をいう。 

（ロ）「最大電圧」及び「最大電流」とは、定常的に生ずるものの最大をいい、過

渡的なものは含まない。 

（ハ）電源電線等の「許容電流」は、次によること。 

ａ 周囲温度が30℃の場合の許容電流 

（ａ）コード 

断面積 

（㎜ 2） 

素線数 

／直径 

（本／㎜） 

電気絶縁物の使用温度の上限値 

60℃のもの 75℃のもの 80℃のもの 90℃のもの 

許容電流（A） 

0.75 30/0.18  7  8  9 10 

1.25 50/0.18 12 14 15 17 

2.0 37/0.26 17 20 22 24 

3.5 45/0.32 23 28 29 32 

5.5 70/0.32 35 42 45 49 

 

（ｂ）キャブタイヤケーブル（電気絶縁物の使用温度の上限値が60℃のもの） 

断面積 

（㎜ 2） 

素線数 

／直径 

（本／㎜） 

許容電流（A） 

単心 ２心 ３心 ４心及び５心 

0.75 30/0.18  14  12  10   9 

1.25 50/0.18  19  16  14  13 

2.0 37/0.26  25  22  19  17 

3.5 45/0.32  37  32  28  25 

5.5 70/0.32  49  41  36  32 

8.0 50/0.45  62  51  44  39 

14 88/0.45  88  71  62  55 

22 7/20/0.45 115  95  83  74 

30 7/27/0.45 140 100  98  89 

38 7/34/0.45 165 130 110 100 

（備考）中性線、接地線及び制御回路用電線は、心線数に含めない。 

 

（ｃ）絶縁電線（電気絶縁物の使用温度の上限値が60℃のもの） 

導体 許容電流（A） 

単線、よ

り線の別 

断面積 

（㎜ 2） 

素線数／直径 

（本／㎜） 
導体が銅のもの 

導体がアルミの

もの 

単 線 

－ 1.0  16  12 

－ 1.2  19  15 

－ 1.6  27  21 

－ 2.0  35  27 

－ 2.6  48  37 

－ 3.2  62  48 

－ 4.0  81  63 

－ 5.0 107  83 

より線 

0.9 7/0.4  17  13 

 1.25  7/0.45  19  15 

2 7/0.6  27  21 
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3.5 7/0.8  37  29 

5.5 7/1.0  49  38 

8 7/1.2  61  48 

14 7/1.6  88  69 

22 7/2.0 115  90 

30 7/2.3 139 108 

38 7/2.6 162 126 

 

（ｄ）（ｂ）及び（ｃ）において電気絶縁物の使用温度の上限値が60℃以外の

ものの許容電流は、電気絶縁物の使用温度の上限値に応じた次の許容電

流補正係数を許容電流に乗じた値とする。 

電気絶縁の使用温度の上限値 許容電流補正係数 

75℃のもの 1.22 

80℃のもの 1.29 

90℃のもの 1.41 

（備考）許容電流の値は、小数点以下１位を７捨８入すること。 

 

ｂ 周囲温度が40℃の場合の許容電流は、電気絶縁物の使用温度の上限値に

応じた次の許容電流減少係数を許容電流に乗じた値とする。 

電気絶縁の使用温度の上限値 許容電流補正係数 

60℃のもの 0.82 

75℃のもの 1.08 

80℃のもの 1.15 

90℃のもの 1.29 

（備考）許容電流の値は、小数点以下1位を7捨 8入すること。 

 

ｃ 電線管工事により配線される絶縁電線の許容電流は、次の許容電流減少係

数を許容電流に乗じた値とする。 

同一管内の電線数 許容電流減少係数 

3以下 0.79 

4 0.63 

5 又は6 0.56 

（備考）許容電流の値は、小数点以下1位を7捨 8入すること。 

 

ｄ コード及びキャブタイヤケーブルであってａ（ａ）及び（ｂ）の表にない

断面積を有するものの許容電流は、各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ内

挿法により求めた値とする。 

（ニ）適用電動機の定格容量を表示するものにあっては、別表第三附表第三による

全負荷電流を「定格電流」とみなす。ただし、過電流引外し装置を有するも

のにあっては、定格設定電流（設定電流調整機構を有するものにあっては、

その最大電流）を「定格電流」とする。（以下別表第四において同じ。） 
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（ホ）コンデンサーであって、その定格電圧の表示のないもの及び回路電圧の 2 倍

の値以上の定格電圧の表示を有するものにあっては、回路電圧の 2 倍の値を

「定格電圧」とみなす。 

ロ 電源電線等は、次に適合すること。 

（イ）電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するものであって、かつ、次のいずれかに適合すること。 

ａ コード又はキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜ 2以上

（信号線にあっては、0.5㎜ 2以上）のものであること。 

ｂ 差込みプラグ（定格電流が3A以下、定格遮断電流が500A以上のヒューズ

を有するものに限る。）に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであっ

て、その長さが2m以下、断面積が0.5㎜ 2以上のものであること。 

ｃ 定格電流が0.5A以下の器具に使用する金糸コードであって、その長さが

2.5m 以下のものであること。 

（ロ）器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、

次のいずれかに適合すること。 

ａ 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に

適合するものであり、かつ、100N の引張荷重を15秒間加えたとき、素線の

断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微

小電流回路、地絡電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において危険が

生ずるおそれのない場合にあっては、1mA以下であることを要しない。）の

回路等に使用するものであって、適切な絶縁被覆を有するものにあっては、

この限りでない。この場合において、「電子回路の入出力信号の微小電流回

路」には、中性線欠相保護機能付き漏電遮断器の中性線欠相検出用口出し線

を含む。 

 

接続される回

路の電圧の区

分 

電線 

交流にあって

は30V以下、直

流にあっては

45V以下 

試料 2mを 1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間

に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に500Vの交

流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの 

交流にあって

は 30V を超え

60V 以下、直流

にあっては 45V

を超え60V以下 

試料 2mを 1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間

に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との聞に1,000Vの

交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐えるもの 

60Vを超え150V

以下 

別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコード若しく

はキャブタイヤケーブルであって、断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも
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の又は断面積が 0.75 ㎜ 2（手持ち形の部分（コントローラーを

含む。）に至る0.5A以下の回路に使用するものにあっては、0.5

㎜ 2）以上であって、試料 2m を 1 時間清水中に浸し、単心のも

のは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と

大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき，連続して1分間

これに耐えるもの 

150V を 超 え

300V以下 

断面積が0.75㎜2以上であって、試料2mを1時間清水中に浸し、

単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及

び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続し

て1分間これに耐えるもの 

300V を超える

もの 

断面積が0.75㎜2以上であって、試料2mを1時間清水中に浸し、

単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及

び導体と大地との間に回路電圧の2倍に1,000Vを加えた値の交

流電圧を加えたとき，連続して1分間これに耐えるもの 

 

ｂ 別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するものであって、その長さ

が2m以下、断面積が0.5㎜ 2以上であること（電源供給側の器具の内部に

定格電流が3A以下であって、定格遮断電流が500A 以上のヒューズ又は過負

荷保護装置を備えてある場合に限る。）。 

この場合において、「ヒューズ又は過負荷保護装置」とは、器具間を接

続する電線及び機能上やむを得ず 器体の外部に露出する電線の短絡時の

焼損防止用をいう。 

 

 

 

ハ アース線は、次のいずれかであること。 

（イ）直径が 1.6 ㎜の軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを有する容易に腐

食し難い金属線 
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（ロ）断面積が1.25㎜ 2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

（ハ）断面積が 0.75 ㎜ 2以上の２心コードであって、その 2 本の導体を両端でより

合わせ、かつ、ろう付け又は圧着したもの 

（ニ）断面積が 0.75 ㎜ 2以上の多心コ一ド（より合わせコードを除く。）又は多心

キャブタイヤケーブルの線心の１ 

ニ 附属する点滅器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以

下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するものであって、感電、火災等の危

険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、２（１）イ、ロ及びハ並び

に（２）ヘ、ト、リ及びヌの規定に適合すること。この場合において、附表第二

１の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。 

この場合において、 

（イ）開閉試験はその回路の遮断時の電流及び電圧で行う。（以下ホ及びヘにおい

て同じ。） 

（ロ）「附表第二１の開閉試験」の開閉試験９は白熱電球以外の負荷を特定できる

ものにあっては適用しない。 

ホ 附属する開閉器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以

下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するものであって、感電、火災等の危

険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、３（１）（ホ及びリを除く。）

及び（３）（ハ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びタを除く。）の規定に適合すること。

この場合において、附表第二２の開閉試験における負荷の力率は、約 1 とするこ

とができる。 

ヘ 附属する接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以

下であって、かつ、100mA 以下の回路に使用するものであって、感電、火災等の危

険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては６（１）（へ、ト及びチを除

く。）及び（３）（ロ、ホ及びルを除く。）の規定に適合すること。この場合に

おいて、組立て時の便宜性のため使用する器内配線相互の接続用部品は、ヘにお

いて「接続器」とはみなさない。 

ト 変圧器及び電圧調整器は、別表第六１（１）（リを除く。）並びに（２）イ、

ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネの規定に適合すること。 

チ コンデンサーは、次に適合すること。 

（イ）次の表の左欄に掲げるコンデンサーの種類に応じ、同表の中欄に掲げる試験

箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で絶縁耐力を試験したとき、

これに耐えること。ただし、電子回路に用いられる場合であって、短絡する

ことにより危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

この場合において、 
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ａ 「電子回路に用いられる」コンデンサーとは、絶縁変圧器の２次側の回路

及び整流後の回路で電子部品を用いた部分であって、そのコンデンサーを短

絡したとき、電源電流が定常的に10A以下（機器の定格電流が7A以上のも

のにあっては、定格電流の150%以下）の実用上危険が生じない回路に用い

られるものをいう。 

ｂ 「端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部」とは、コ

ンデンサーを取り付けた状態で2Nの力を加えたとき、コンデンサーの非充

電金属部がアースするおそれのある非充電金属部に触れるものをいう。 

ｃ 「端子を一括したものとケース」とは、コンデンサーを取り付けた状態で

2Nの力を加えたとき、ケースが異極となる充電部又はアースするおそれの

ある非充電金属部に触れるものをいう。 

ｄ 雑音防止器等であって、コンデンサーを単体として取り出すことが困難な

ものは、全体を「コンデンサー」とみなす。 

ｅ コンデンサーであって、その定格電圧の表示のないもの及び回路電圧の2

倍の値以上の定格電圧の表示を有するものにあっては、次の表において回路

電圧の2倍の値を「定格電圧」とみなす。 

 

コンデンサーの種類 試験箇所 試験方法 

交流用電解コンデン

サー（雑音防止用のも

の及び絶縁用のもの

を除く。） 

端子相互間 

定格電圧の 1.2 倍の値の交流電圧を連続して 2

分間、かつ、定格電圧の1.4倍の値の交流電圧

を連続して30秒間加える｡ 

端子を一括したものとア

ースするおそれのある非

充電金属部との間 

1,500Vの交流電圧を連続して1分間加える｡ 

直流用電解コンデン

サー 

端子相互間 

 

定格電圧が 200V 未満のものにあっては、定格

電圧の1.25倍の値の直流電圧を連続して30秒

間加える｡ 

定格電圧が 200V 以上のものにあっては、定格

電圧の1.11倍の値の直流電圧を連続して30秒

間加える｡ 

ケースとアースするおそ

れのある非充電金属部と

の間（絶縁形コンデンサ

ーに限る。） 

定格電圧が300V未満のものにあっては、1,000V

の直流電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が300V以上のものにあっては、1,500V

の直流電圧を連続して1分間加える｡ 

はく電極コンデンサ

ー（油入コンデンサー

を含み、かつ雑音防止

用のもの及び絶縁用

のものを除く。） 

 

端子相互間 

定格電圧が 1,000V 以下のものにあっては、定

格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加

える｡ 

定格電圧が 1,000V を超えるものにあっては、

定格電圧の 2 倍の値(2,300V 未満となる場合

は、2,300V)の電圧を連続して1分間加える｡ 

端子を一括したものとケ

ースとの間及び端子を一

定格電圧が150V以下のものにあっては、1,000V

の電圧を連続して1分間加える｡ 
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括したものとアースする

おそれのある非充電金属

部との間 

定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあっ

ては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が 300V を超えるものにあっては、定

格電圧の 2 倍に 1,000V を加えた値の電圧を連

続して1分間加える。 

蒸着電極コンデンサ

ー（雑音防止用のもの

及び絶縁用のものを

除く。） 

端子相互間 
定格電圧の 1.75 倍の値の電圧を連続して 1 分

間加える｡ 

端子を一括したものとケ

ースとの間及び端子を一

括したものとアースする

おそれのある非充電金属

部との間 

定格電圧が150V以下のものにあっては、1,000V

の電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあっ

ては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が 300V 超えるものにあっては、定格

電圧の 2 倍に 1,000V を加えた値の電圧を連続

して1分間加える｡ 

その他のコンデンサ

ー（雑音防止用のもの

及び絶縁用のものを

除く。） 

端子相互間 
定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間

加える｡ 

端子を一括したものとケ

ースとの間及び端子を一

括したものとアースする

おそれのある非充電金属

部との間 

定格電圧が150V以下のものにあっては、1,000V

の電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が 150V を超えるものにあっては、

1,500Vの電圧を連続して1分間加える｡ 

雑音防止用コンデン

サー及び絶縁用コン

デンサー 

端子相

互間 

充電部相互間に

接続するもの 

定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間

加える｡ 

充電部とアース

するおそれのあ

る非充電金属部

との間に接続す

るもの 

定格電圧が150V以下のものにあっては、1,000V

の電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が 150V を超えるものにあっては、

1,500Vの電圧を連続して1分間加える｡ 

端子を一括したものとケ

ースとの間（絶縁用コン

デンサーに限る。）及び

端子を一括したものとア

ースするおそれのある非

充電金属部との間 

定格電圧が150V以下のものにあっては、1,000V

の電圧を連続して1分間加える｡ 

定格電圧が 150V を超えるものにあっては、

1,500Vの電圧を連続して1分間加える｡ 

（備考）試験方法の欄中、単に電圧とは、コンデンサーが接続される回路の電圧が、交流のものにあっ

ては交流電圧、直流のものにあっては直流電圧とする。 

 

（ロ）機器の交流側電源回路に使用するコンデンサーは、次のａ及びｂに規定する

試験を行ったとき、これに適合すること。 

ａ 絶縁抵抗試験 

（ａ）紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであって、公称静電容量が

0.1μF以下のものにあっては、コンデンサーの端子相互間に次の表に掲

げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、

1,000MΩ以上であること。 

 

コンデンサーの使用される回路電圧（V） 直流電圧（V） 
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50以下 250 

50を超えるもの 500 

 

（ｂ）紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであって、公称静電容量が

0.1μFを超え 0.47μF以下のものにあっては、μFで表した公称静電容

量の値に、コンデンサーの端子相互間に（ａ）の表に掲げる直流電圧を

連続して1分間加えたのちに測定したMΩで表した絶縁抵抗の値を乗じ

て得た値が、100以上であること。 

（ｃ）紙コンデンサー及び金属化紙コンデンサー以外のコンデンサーであって、

公称静電容量が0.47μF以下のものにあっては、コンデンサーの端子相

互間に（ａ）の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定

した絶縁抵抗が、2,000MΩ以上であること。 

（ｄ）電解コンデンサーにあっては、端子を一括したものと取付け金具との間に

500V の直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、

10MΩ以上であること。電解コンデンサー以外のコンデンサーにあっては、

端子を一括したものとケース又は取付け金具との間に500V の直流電圧を

連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩをコンデン

サーの端子の数で除して得た値以上であること。 

ｂ 耐湿絶縁試験 

コンデンサーを40℃±2℃、相対湿度90%以上 98%以下の状態に8時間保

持したのち、室内に16時間放置する操作を5回繰り返したのちに（イ）及

び（ロ）ａに規定する試験を行ったとき、これに適合すること。この場合に

おいて、（ロ）ａで規定する絶縁抵抗の値は、1/2とすることができる｡ 

（ハ）コンデンサーの外部端子の空間距離（沿面距離を含む。）は、次の表の左欄

に掲げる線間電圧又は対地電圧ごとに同表の右欄に掲げる値以上であること。

ただし、絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない

部分であって、（２）タ（ロ）の試験を行ったとき、これに適合するものに

あっては、この限りでない。 

 

線間電圧又は対地電圧

（V） 

空間距離（沿面距離を含む。）（㎜） 

極性が異なる充電部間 
充電部とアースするおそれのあ

る非充電金属部との間 

固定している部分であ

って、じんあいが侵入

し難く、かつ、金属粉

が付着し難い箇所 

そ の 他

の箇所 

固定している部分であ

って、じんあいが侵入

し難く、かつ、金属粉

が付着し難い箇所 

そ の 他

の箇所 
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50以下 1 1.2 1 1 

50を超え 150以下 1.5 2 1.5 1.5 

150を超え300以下 2 2.5 2 2 

300を超え600以下 3 4 3 4 

600を超え1000以下 4 5 4 5 

1,000を超え1,500以下 6 6 6 6 

1,500を超え2,000以下 7 7 7 7 

2,000を超え3,000以下 10 10 10 10 

3,000を超え4,000以下 13 13 13 13 

4,000を超え5,000以下 20 20 20 20 

5,000を超え6,000以下 25 25 25 25 

6,000を超え7,000以下 30 30 30 30 

7,000を超え12,000以下 40 40 40 40 

12,000を超えるもの 50 50 50 50 

 

（４）欠番  

（５）表示 

附表第七に規定する表示の方式により表示すること。 

 

２ 点滅器（電磁開閉器操作用スイッチを除く。） 

（１）構造 

イ 定格電流が 15A を超えるものにあっては、街灯スイッチを除き、ヒューズ取付

け端子がないこと。 

ロ 電線接続端子は、次に適合すること。 

（イ）端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。 

定格電流(A) 

端子ねじの呼び径（㎜） 

頭部で締め付けるもの

及び引締め型のもの 

1本のねじの先端で押

し締めるもの 

2本以上のねじの先端

で押し締めるもの 

7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5) 

7 を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5) 

10を超え 15以下 3.5 3.5 3.5(3) 

15を超え 20以下 4 4 3.5 

20を超えるもの 4.5 4.5 4 

（備考）かっこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 

（ロ）電線を容易に、かつ、確実に接続できること。 

この場合において、 

ａ それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて2以上の電線を1の取付け

部に締め付ける場合は、「確実に接続できる」とみなす。この場合において、
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座金を使用するときは、座金の大きさは大頭丸平小ねじの頭径以上であるこ

と（以下３（１）イ及び６（１）ロにおいて同じ。）。 

ｂ 機器組み込み用点滅器等であって次に適合する端子構造のものは、「確実

に接続できる」とみなす。 

（ａ）接続される電線に適合した大きさのラグ端子、圧着端子等 

（ｂ）より線（導体）がはみ出さない押し締め型端子 

（ｃ）より線が導体外径の1/4以上はみでない端子ねじ 

ｃ 速結端子（スプリング式ねじなし端子）にあっては、接続できる電線の種

類、直径及び差し込まれる導体の長さ（ストリップゲージ）を外郭の表面の

見やすい箇所又は端子近傍に容易に消えない方法で表示してあること。 

ただし、機器組み込み用である旨（例、機器用又はキ）の表示があるも

のにあっては、この限りでない。（以下別表第四において同じ。） 

（ハ）電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合する

こと。 

ａ 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同

等以上の締付け効果を有するものであること。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付

け効果を有するものであること。 

ｃ 端子ねじの頭部で覆われる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面

積以上であること。 

ｄ (ﾊ)において、 

（ａ）「これと同等以上」には、すりわり付き六角頭小ねじを含む。 

（ｂ）大頭丸平小ねじ及びすりわり付き六角頭小ねじの頭径は、JIS C 8303（1983）

「配線用差込接続器」による。この場合において、ねじの呼び径が6㎜

のものの頭径は、13±0.5（㎜）とする。 

ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあっては、次に適合すること。 

（イ）ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。 

この場合において、「ヒューズを容易に」とは、ヒューズ交換の際、手又は

ドライバー等の工具が充電部（スイッチを切った場合に充電している部分）に

触れるおそれがないことをいう（以下３（１）ロ及び６（１）ハにおいて同じ。）。 

（ロ）非包装ヒューズを取り付ける端子にあっては、皿形座金その他のヒューズを

容易に入れることができる座金を有すること。 

（ハ）非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4㎜以上である

こと。 
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この場合において、「可溶体の中心線と器体との間の空間距離」とは、ヒュ

ーズの中心部付近と器体との間の距離をいう。この場合において、「器体」に

は、ヒューズが溶断したとき、可溶体が垂れ下る方向又はばね方式のもののば

ねの動作方向にあるヒューズ取付け基板、抵抗器、発熱体、整流器、器内配線

等を含む。 

（ニ）ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、

次の表に掲げる値であること。 

定格電流(A) 
ヒューズ締付けねじの呼び径 

（㎜） 

皿形座金の底面の直径 

（㎜） 

7以下 
3以上3.5未満 6以上 

3.5以上 6.5以上 

7を超え15以下 
3.5以上4未満 6.5以上 

4以上 7.5以上 

15を超え20以下 

4以上4.5未満 7.5以上 

4.5以上5未満 9以上 

5以上 10以上 

20を超えるもの 
4.5以上5未満 9以上 

5以上 10以上 

 

（ホ）皿形座金を使用するものにあっては、ヒューズ取付け面の大きさは、（ニ）

の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。 

（ヘ）ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあって

は20㎜以上、その他のものにあっては別表第三の規定に適合するヒューズを

取り付けることができるものであること。 

（ト）ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法

で表示すること。ただし、取り換えることのできないヒューズにあっては、

この限りでない。 

この場合において、「取り換えることのできないもの」とは、器体を壊さな

ければ取り換えられないものをいう。 

（チ）ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化

又はガス化し、発火するおそれのないこと。 

ニ リモートコントロールリレーにあっては、次に適合すること。 

（イ）開閉部にじんあいが侵入するおそれのないこと。 

この場合において、「じんあいが侵入」するおそれのないとは、原則として

密閉された容器等により空気の流通にさらされないように保護されているこ

とをいい、次に掲げる部分にあっては、これと同等の保護が施されている部分

とみなす。 

ａ 開口部のない箱の内部 
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ｂ じんあいが入るおそれのある空げきがある場合であって、空げきが1㎜以

下で、かつ、その空げきから30㎜以上離れている部分又は空げきが0.3㎜

以下の部分 

（ロ）口出し線は、次に適合すること。 

ａ 主回路用口出し線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する絶

縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）であって、その断面積が2㎜ 2以

上のものであること。 

ｂ 操作回路用口出し線は、被覆した電線（導体がより線のものに限る。）で

あって、その断面積が0.5㎜ 2以上のものであること。 

（ハ）電磁石に調整用ねじを有するものにあっては、調整ねじは、ゆるみ止めを施

してあること。 

この場合において、「ゆるみ止めを施してある」とは、ゆるまないように、

かしめ、エナメル、ダブルナット等で固定してあることをいう。 

（ニ）開閉の操作をするときのほかは、操作用電磁コイルに通電する必要がないこ

と。 

この場合において、「開閉の操作」には開閉の保持は含まない。 

ホ タイムスイッチにあっては、次に適合すること。 

（イ）時限のセットが容易かつ確実であること。 

（ロ）表示灯又は表示器を内蔵するものにあっては、これらにより機能を害されな

いこと。 

（ハ）合成樹脂の外かくを有するものにあっては、その外かくの外面の 9cm2 以上の

正方形の平面部分（外かくに 9cm2 以上の正方形の平面部分を有しないものに

あっては、原厚のまま一辺の長さが 3 ㎝の正方形に切り取った試験片。以下

ホにおいて同じ。）を水平面に対して約 45°に傾斜させた状態において当該

平面部分の中央部に、ノズルの内径が 0.5 ㎜のガスバーナーの空気口を閉じ

た状態で燃焼させた長さ約20㎜の炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り

去ったとき、燃焼しないものであること。 

この場合において、 

ａ 網目、格子目、コーナー部、エッジ部等は、「平面部分」に含まない。 

ｂ 「ガス」は、JIS K 2240(1980)「液化石油ガス（LPガス）」で定める１

種１号を使用する。 

ｃ 穴があいても着火しない場合及び残炎時間が2秒以内の場合は、「燃焼し

ないもの」とみなす。 

ヘ 街灯スイッチにあっては、次に適合すること。 

（イ）口出し線を有するものにあっては、口出し線は、別表第一の規定又は別表第
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十二の規定に適合する絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）であって、

断面積が0.9㎜ 2以上で、かつ、有効長さが15㎝以上のものであること。 

（ロ）金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には、磁器または耐候性の絶縁ブッシ

ングを取り付けること。 

（ハ）とっ手の出口と充電部との間の沿面距離は、10㎜以上であること。 

（ニ）極性が異なる充電部間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部

または人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離は 6 ㎜以上、沿面

距離は10㎜以上であること。 

この場合において、空間距離（沿面距離を含む。）の測定方法は１（２）タ

（イ）ａからjまでの基準に同じ。 

（ホ）造営材に取り付けた場合における造営材と台の裏面との間げきは、4㎜以上で

あること。ただし、金属箱に収めたものにあっては、この限りでない。 

ト 光電式自動点滅器にあっては、次に適合すること。 

（イ）口出し線を有するものにあっては、口出し線は、別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合する絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）であって、

断面積が0.9㎜ 2以上で、かつ、有効長さが15㎝以上であること。 

（ロ）点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあっては、接続部は、６（１）

ニの規定に適合すること。 

この場合において、「点滅機構部と受台との間に接続部を有するもの」の接

続器は、次の図の寸法に適合するものであること。 
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（備考）許容差のない寸法は、基準値を示す。 

 

 

 

（備考）許容差のない寸法は、基準値を示す。 
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（備考）１ 許容差のない寸法は、基準値を示す。 

２ 刃受の突起は、刃と接触する外側に付けること。 

３ 刃受穴の刃挿入口先端は、面取りすること。 
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（備考）１ 許容差のない寸法は、基準値を示す。 

２ 刃受の突起は、刃と接触する外側に付けること。 

３ 刃受穴の刃挿入口先端は、面取りすること。 

（２）性能 

イ 端子部の強度 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 外郭の強度 

（イ）床上に置いて使用するものであって、人が踏むおそれのあるものにあっては、

試験品を厚さが 10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、

底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100㎜、質量が60kgのおもりを上

部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

この場合において、 
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ａ 「人が踏むおそれのあるもの」とは、中間スイッチ、ペンダントスイッチ、

ターンスイッチ等をいう。 

ｂ 試験は、厚さ約5㎜のゴム板の上に試験品をのせ、試験品の上部に荷重が

均等に加わるようにゴム板、砂袋等をのせた上に荷重を加えて行う。 

（ロ）中間スイッチ、ペンダントスイッチその他これらに類する器具（機械器具に

組み込まれるものを除く。）であって、通常コードを接続して使用するもの

にあっては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20㎜以上で短辺の長さ

が 50 ㎝以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが 1m

で、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器

具を高さ1mから振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのあ

る破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があた

るように行うものとする。 

この場合において、「コード」には、キャブタイヤケーブルを含む。 

器具の定格電

流(A) 
7以下 

7を超え10以

下 

10を超え15

以下 

15を超え20

以下 

20を超える

もの 

コードの太さ

(㎜ 2) 
0.75 1.25 2 3.5 5.5 

 

（ハ）タイムスイッチにあっては、次に適合すること。 

ａ 床上（卓上を含む。）に置いて使用するものにあっては、試験品を厚さが

10㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、試験品上1mの

高さから直径が20.64㎜で質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたと

き、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。 

ｂ コンセントに本体をじかにさし込んで使用するもの又は壁、柱等に引っか

けて使用するものにあっては、試験品を水平に置いた厚さ20㎜以上で短辺

が50㎝以上の長方形の表面が平らな堅木の木板の中央部に70㎝の高さから

垂直に3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。 

ハ 引張強度 

（イ）引きひもを使用して開閉操作をするものにあっては、器体と引きひも（引き

ひもの取換えができるものにあっては、引きひもの取付け部）との間に 70N

の引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。 

（ロ）口出し線を有するリモートコントロールリレーにあっては、器体と主回路用

口出し線との間に50Nの引張荷重を、器体と操作回路用口出し線との間に20N

の引張荷重をそれぞれ 1 分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この

場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。 

（ハ）口出し線を有する光電式自動点滅器にあっては、器体（点滅機構部と受台と
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の間に接続部を有するものにあっては、受台）と口出し線との間に 30N の引

張荷重を15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、

引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。 

ニ 耐熱性能 

屋外用のものであって、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあっては、

80℃±3℃の空気中に 1 時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、

変形その他の異状が生じないこと。この場合において、光電式自動点滅器にあって

は、透光性を必要とするカバーを取りはずした状態で試験を行わなければならない。 

ホ 電圧動作特性 

リモートコントロールリレーにあっては、次に適合すること。 

（イ）操作用電磁コイルにその定格電圧の 120%に等しい電圧を 1 分間加えたとき、

各部に異状が生じないこと。 

（ロ）操作用電磁コイルの定格電圧に80%に等しい電圧を加えて操作したとき、開閉

の操作に支障がないこと。 

ヘ 開閉性能 

（イ）光電式自動点滅器にあっては、附表第二３の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

（ロ）電子応用機械器具に組み込まれるものにあっては、附表第二４の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

この場合において、「電子応用機械器具に組み込まれるもの」とは、電子機

器用である旨の表示を付すもののみをいう。（以下別表第四において同じ。） 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第二１の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

ト 温度上昇 

へに規定する試験の後において、附表第三１の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

チ 異常温度上昇 

リモートコントロールリレーであって、開閉操作中連続して操作用電磁コイルに

電流を通じる構造のものにあっては、操作用電磁コイルにその定格電圧の 120%に

等しい電圧を加え各部の温度上昇がほぼ一定となった時または操作用電磁コイル

が焼損して断線した時の熱電温度計法により測定した外面の温度上昇は、110K 以

下であること。 

この場合において、「温度上昇がほぼ一定」とは、30 分間における温度上昇が

0.5K 以下の状態をいう。（以下別表第四において同じ。） 

リ 絶縁性能 
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トに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行ったとき、これに適合す

ること。ただし、絶縁変圧器の２次側の回路であって、電圧が30V以下の部分にあ

っては、この限りでない。 

ヌ 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付け部を有するものにあっては、リに規定する試験の後にお

いて、附表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

この場合において、締付け型端子又はつめ型端子を有する包装ヒューズを使用す

るもので、非包装ヒューズを取り付けられる構造のものであって、非包装ヒューズ

を取り付けてはならない旨を、表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示し

てあるものにあっては、「非包装ヒューズの取付け部を有するもの」とはみなさな

い（以下別表第四において同じ。）。 

 

３ 開閉器（ミシン用コントローラーを除く。）および電磁開閉器操作用スイ

ッチ（以下別表第四において「開閉器等」という。） 

（１）構造 

イ 主回路の電線端子部は、次に適合すること。 

（イ）電線を容易に、かつ、確実に接続できること。 

（ロ）ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できること。この場合に

おいて、定格電流が20Aを超えるものにあっては、電線の先端を環状に曲げ

ずに接続することができなければならない。 

定格電流(A) 

電線 

単線 

（直径 ㎜） 

より線 

（断面積 ㎜ 2） 

15以下 1.6(2.0) ― 

15を超え20以下 
1.6及び2.0 

(2.0、2.6及び3.2) 
2.0及び5.5 

20を超え 30以下 
2.0及び2.6 

(2.6及び 3.2) 

3.5及び8.0 

(14.0) 

30を超え 50以下 ― 
8.0及び14.0 

(14.0及び22.0) 

50を超え 60以下 ― 
8.0、14.0及び22.0 

(14.0、22.0及び38.0) 

60を超え 75以下 ― 
14.0、22.0及び 30.0 

(22.0、38.0及び50.0) 

75を超えるもの ― 
22.0、30.0及び 38.0 

(38.0、50.0及び60.0) 

（備考）かっこ内の数値は、Ａｌ及びＡｌ―Ｃｕの文字を表示したものに適用する。 
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ｂ 端子ねじの呼びは、次の表に掲げる値以上であること。 

定格電流（A） 

端子ねじの呼び径（㎜） 

頭部で締め付ける

もの及び引締め型

のもの 

1本のねじの先端

で押し締めるもの 

2本以上のねじの

先端で押し締める

もの 

7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5) 

7 を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5) 

10を超え15以下 3.5 3.5 3.5(3) 

15を超え20以下 4 4 3.5 

20を超え30以下 4.5 4.5 4 

30を超え50以下 5 5 4.5 

50を超え75以下 6 6 5 

75を超えるもの 8 8 6 

（備考）括弧内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 

 

ｃ 大頭丸平小ねじを使用するものにあっては、端子ねじの頭部でおおわれる

端子金具の面積は、大頭丸平小ねじの頭部の面積以上であること。 

（ハ）圧着端子、銅管端子または銅帯を取り付けるものにあっては、次に適合する

こと。 

ａ 端子ねじの呼び径は、（ロ）ｂによること。 

ｂ 圧着端子、銅管端子または銅帯を容易に、かつ、確実に接続できること。 

（ニ）プラグイン式のものにあっては、接続部の接触が確実で、かつ、通常の使用

状態において取付けがゆるむおそれのないこと。 

ロ ヒューズを取り付けるものにあっては、次に適合すること。 

（イ）ヒューズ取付け部は、別表第三の規定に適合するヒューズを容易に、かつ、

確実に取り付けることができること。 

（ロ）非包装ヒューズを取り付ける構造のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 取付け部の寸法は、次の表に掲げるとおりとする。 

定格電流(A) 

取付け部の寸法（㎜） 

ヒューズ締付けねじの

呼び径の最小値 

ヒューズ取付け面の幅

の最小値 

15以下 3.5 10 

15を超え 20以下 4 10 

20を超え 30以下 4.5 12 

30を超え 60以下 5 16 

60を超えるもの 6 20 

ｂ カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器（カバー付スイッチを含む。）にあ

っては、閉路の状態でふたを開けることができず又はふたを開けるときは自

動的に開路の状態となり、かつふたを開けた状態でとっ手等により閉路がで
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きないこと。ただし、カバー付ナイフスイッチ又はカバー付スイッチであっ

て、ふたを開けた状態で閉路してはならない旨を表示してあるものにあって

は，この限りでない。 

ｃ ヒューズをねじ止めするものにあっては、皿形座金その他のヒューズを容

易に入れることができる座金を有すること。 

ハ 極数が 2 以上のものにあっては、各極（極数が 3 以上のものにあっては、接地

側の極以外の極）を同時に開閉できること。 

ただし、個別引きはずし機構を有する配線用遮断器を自動遮断する場合は、この

限りでない。 

この場合において、「接地側の極」とは、見易い箇所に接地側である旨のＮ又は

Ｗの表示を付してあるものをいう。 

ニ 箱入りまたはカバー付のものにあっては、次に適合すること。 

（イ）ふたをあけずに開閉できること。ただし、ふたに開閉接触子を取り付けたも

のにあっては、この限りでない。 

この場合において、可搬型又は携帯用の漏電遮断器の外箱のふた又はカバー

を開けて内蔵されたつまみを用いて開閉する構造のものであって、ふた又はカ

バーを開けたとき充電部が露出しないものにあっては、「ふたをあけずに開閉

できる」ものとみなす。 

（ロ）ふたを開閉するとき屈曲するおそれのあるリード線は、可撓性を有し、かつ、

ビニルチューブその他の丈夫で絶縁性のあるものに納めてあること。 

（ハ）電線管に直接接続して使用する場合を除き、電線の貫通孔は、電線を損傷す

るおそれがなく、かつ、金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッ

シングを取り付けてあること。 

この場合において、「絶縁ブッシング」には、合成樹脂等によりチュービン

グしたものを含む。 

ホ 定格電圧が150Vを超えるものの金属製のふた又は箱は、アース線を取り付けや

すい箇所にアース端子があること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあっ

ては、この限りでない。 

この場合において、「アース端子がある」とは、金属製のふたと箱（台を含む。）

とが電気的に接続されていないものにあっては、ふた及び箱のそれぞれにアース端

子を有することをいう。 

ヘ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものおよび漏電引きはずし装置を有する

ものの引きはずし機構は、投入用のつまみまたは押しボタンを投入位置に押える

ことにより引きはずし動作が妨げられないこと。 

ト 過電流引きはずし装置または漏電引きはずし装置を有するものであって、使用
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者が動作電流を調整できるものにあっては、調整目盛があること。 

チ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであって、排気孔を有するものにあ

っては、排気孔の大きさは、直径が5㎜の球が貫通しない大きさであること。 

リ カットアウトスイッチにあっては、次に適合すること。 

（イ）つめ付ヒューズを使用するものにあっては、開閉接触部の寸法は、次の表に

掲げる値以上であること。 

定格電流(A) 
開閉接触部の寸法（㎜） 

刃の公称厚さ 刃受けの公称厚さ 

15以下 1.2 0.5 

15を超え 30以下 1.6 0.8 

30を超え 60以下 2.0 1.4 

60を超えるもの 2.6 1.8 

 

（ロ）ふたは、次に適合すること。 

ａ 外側に引き輪またはとっ手があること。 

ｂ ケースまたは台から容易に脱落しないこと。 

ｃ 150°以上開くこと。ただし、ケースまたは台から取りはずしができるも

のにあっては、この限りでない。 

ｄ 内側にヒュ一ズ取付け部があり、かつ、開いたときヒューズ取付け部が回

路から離れること。 

（ハ）閉路の状態において極性が異なる充電部間には、絶縁隔壁があること。ただ

し、包装ヒューズを取り付けるものにあっては、この限りでない。 

ヌ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部

又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、

次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の２次側の回路、整流後

の回路等の構造上やむを得ない部分であって、（イ）から（ハ）の試験を行った

とき、これに適合するものにあっては、この限りでない。 

この場合において、１（２）タ（イ）の基準に同じ。ただし、「空間距離（沿面

距離を含む。）」とあるのは、「空間距離及び沿面距離」と読み替える。 
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定格電流 

空間距離（㎜） 沿面距離（㎜） 

極性が異なる充電部相互間 
充電部とアースするおそれのある
非充電金属部又は人が触れるおそ
れのある非金属部の表面との間 

極性が異なる充電部相互間 
充電部とアースするおそれのある非
充電金属部又は人が触れるおそれの
ある非金属部の表面との間 

端子部 

端子部以外の固定
している部分であ
って、金属粉が付
着し難い箇所 

その他
の箇所 端子部 

端子部以外の固定し
ている部分であっ
て、金属粉が付着し
難い箇所 

その他
の箇所 端子部 

端子部以外の固定
している部分であ
って、金属粉が付着
し難い箇所 

その他
の箇所 端子部 

端子部以外の固定
している部分であ
って、金属粉が付
着し難い箇所 

その他
の箇所 

15A以上のもの 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 

15A 未満の
もの 

機械器具に組み込
まれるものであっ
て定格電圧が 150V
以下のもの 

3 1.5 2.5 2.5 1.5 2 3 1.5 2.5 2.5 1.5 2 

その他のもの 3 1.5 3 3 1.5 3 3 1.5 3 3 1.5 3 

（備考） １ 空間距離は、器具の外面にあっては30N、器具の内部にあっては2Nの力を距離が最も小さくなるように加え測定したときの距離とする。 こ

の場合において、ばね、ジャンパー線であって機能上やむを得ない部分には、無理な方向に2Nの力を加えないものとする。 

２ 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3㎜以下のものにあっては、充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距

離は、1.5㎜以上とすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。 

３ 定格電流が15A以上のものであって、ふた又は外郭を使用者が開けることのできない構造のものの端子部以外の箇所にあっては、沿面距離を4

㎜以上とすることができる。 

４ 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であって、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあっては，その空間距離及び沿面距離は， 0.5㎜以上と

することができる。 

５  定格電流が15A以上のもので電流計を部品として使用するものにあっては、電流計の内部の空間距離は3㎜以上、沿面距離を4㎜以上とする

ことができる。 

６ 定格電流が「15A以上のもの」の制御回路及び励磁コイル（過電流引外しコイルは除く。）の極性が異なる充電部相互間（これらの回路と主回

路との間は除く。）の空間距離又は沿面距離は、「その他のもの」の欄を適用する。 
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（イ）極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が

燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている 1 の部品が燃焼した場

合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

この場合において、１（２）タ（ロ）ａ（ａ）から（ｄ）の基準に同じ。こ

の場合において、「空間距離（沿面距離を含む。）」とあるのは、「空間距離

及び沿面距離」と読み替える。 

（ロ）極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属

部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のい

ずれかに適合すること。 

ａ 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V

以下であること。 

ｂ 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に

接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において

感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

（ハ）（イ）の試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電

圧及び線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以下のもの

並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる

電流が 1mA 以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるお

それのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と人

が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上である

こと。 

この場合において、「試験の後」とは、試験後約2分を経過したときをいう。 

ル 欠番 

ヲ 漏電遮断器にあっては、次に適合すること。 

（イ）定格感度電流は、1A以下であること。 

（ロ）テスト装置を有するものにあっては、次に適合すること。 

ａ テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。 

ｂ テスト装置を操作したとき、被保護器のフレームに接続される端子は、充

電しないこと。 

（ハ）端子又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に電源側端子及び負荷側端子

の別を表示してあること。ただし、端子に電源及び負荷のいずれを接続した

場合においても正常な開閉動作が行えるものにあっては、この限りでない。 

この場合において、 



 64 

ａ 「端子又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所」とは、次の図面の箇所

をいう。 

 

 

ｂ 差込式のものは、「電源側端子及び負荷側端子の別を表示してあること」

に含む。 

ｃ 「開閉動作」には、テスト装置の動作を含む。 

（ニ）中性線欠相保護機能付きのものであって、中性線に接続する口出し線を有す

るものにあっては、口出し線又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に容

易に消えない方法で中性線に接続する旨の表示を付してあること。 

この場合において、「中性線に接続する旨の表示」とは、Ｎ、Ｗ又は中性線

用と表示することをいう。 

（ホ）本体に栓刃を有し、電源に直接接続するものにあっては、次に適合すること。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接する漏電遮断器の外面であって、その栓

刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)

に規定するPTIが 250以上であること。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 

60695-2-11(2004)又は JIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度

750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材

料は、この限りでない。 

（２）定格 

包装ヒユーズ以外の短絡保護装置を有するものであって定格遮断電流を表示するも

のの定格遮断電流及び定格コード保護電流を表示するものの定格コード保護電流は、

1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、

25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A 又は 50,000Aを超える5,000A ごとの

値であること｡ 

（３）性能 

イ 試験の順序 
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ヘからカまでに規定する試験は、同一試験品について行なうものとし、その順序

は、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ワ、ル、ヲ、ト（開閉後の過電流引外し特性（イ）ａ200%

引外しに限る。）、チ、カの順（これらの試験のうち一部を行なわなくてよい場合

にあっては、その試験を除いた順）とする。 

ロ 端子部の強度 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 外郭の強度 

（イ）カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器（カバー付スイッチを含む。以下ハに

おいて同じ。）にあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の

上に置き、カバー付ナイフスイッチにあっては直径が20.64 ㎜で質量が約36g

の鋼球を、箱開閉器にあっては直径が23.8㎜で質量が約55gの鋼球を試験品

上1mの高さから垂直に落としたとき、破損しないこと。 

（ロ）コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあっては、試験品を水

平に置いた厚さが 20 ㎜で短辺の長さが 50 ㎝以上の表面が平らな長方形の木

板の中央部に70㎝の高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある

破損が生じないこと。 

この場合において、 

ａ 「危険を生ずるおそれのある破損が生じない」には、感電、火災及び傷害

の発生するおそれのある異状を含む。 

ｂ 漏電引外し装置を有するものにあっては、異状には次のことを含む。 

（ａ）電圧動作型のものにあっては、３（３）チ（イ）ａに規定する漏電引外し

特性又は、３（３）リ（イ）に規定する漏電引外しテスト装置の開閉性

能に適合しない。 

（ｂ）電流動作型のものにあっては、３（３）チ（ロ）ａに規定する漏電引外し

特性又は、３（３）リ（ロ）に規定する漏電引外しテスト装置の開閉性

能に適合しない。 

ニ 巻取機構性能 

電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、電源電線を引き出し、収

納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000 回行ったとき、当該電源電線の素

線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。 

この場合において、電線に引き出し制限印のあるものにあっては、「引き出し、

収納する操作」は、その制限印のところまで引き出して行うものとする。ただし、

引き出し制限印は、使用者が容易に認識できること（以下６（３）ニにおいて同じ。）。 

ホ 耐熱性能 

（イ）屋外用のものであって、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあっては、
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80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割

れ、変形その他の異状が生じないこと。 

（ロ）カットアウトスイッチにあっては、ヒューズの周囲にあっては200℃±3℃（定

格電流が 15A 以下のものにあっては、150℃±3℃）、その他の部分にあって

は 150℃±3℃（定格電流が 15A 以下のものにあっては、100℃±3℃）の空気

中に 1 時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他

の異状が生じないこと。 

この場合において、「ヒューズの周囲」とは、ヒューズ取付け部及びその近

傍をいう（以下５（３）ロにおいて同じ。）。 

ヘ 越流性能 

過電流引きはずし装置およびヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであっ

て、定格電流（適用電動機容量の全負荷電流を除く。）が50A以下のものにあって

は、次に掲げる試験方法により試験を行ったとき、自動的に遮断せず、または接点

が溶着しないこと。 

（イ）点灯状態における電流が定格電流にほぼ等しくなるように定格電圧が100V で

定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側（単相3線式のも

のにあっては、負荷側の中性線と 1 の電圧側電線）に接続すること。この場

合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W 以下の

電球を使用することができる。 

（ロ）試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V 以上 105V以下とする。 

（ハ）定格電流に等しい電流を通じたときの電源側端子における電圧降下は、無負

荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。 

（ニ）試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2

分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。 

（ホ）個別引きはずし機構を有する配線用遮断器にあっては、各極ごとに試験を行

なうこと。 

（ヘ）周囲温度は、室温とすること。 

ト 過電流引きはずし特性 

過電流引きはずし装置を有するものにあっては、通常の使用状態に取り付け、附

表第一２の表に掲げる太さの絶縁電線であって長さが1.0m 以上のもので電源に接

続したとき、次に適合すること。この場合において、操作回路を有するものにあっ

ては、操作回路に定格操作回路電圧に等しい電圧を加えなければならない。 

この場合において、「接続」とは、次の表に示す締付けトルクで試験品に接続す

ることをいう。 

端子ねじ 3以下 3を超え 3.5を超え 4を超え 4.5を超え 5を超え 6を超え 8 を超え



 67 

の呼び径 

（㎜） 

3.5以下 4以下 4.5以下 5以下 6以下 8以下 るもの 

トルク

（Nm） 
0.4 0.6 0.8 1.2 1.5 2 3.7 5 

 

（イ）定格電流（適用電動機容量の全負荷電流を除く。）または定格遮断電流を表

示するものにあっては、周囲温度が40℃±2℃（25℃の周囲温度を表示するも

のにあっては、25℃±2℃）の状態において、次に適合すること。 

ａ 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内

に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあって

は、各極（過電流引きはずし素子を有しない極を除く。）ごとに電流を通じ

なければならない。 

この場合において、｢各極｣とは、電流動作型の漏電遮断器にあっては、

２極を直列にした回路をいう。 

定格電流(A) 動作時間(分) 

30以下 2 

30を超え 50以下 4 

50を超えるもの 6 

ｂ 定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内

に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあって

はそれぞれの極に同時に電流を通じ、個別引きはずし機構を有する配線用遮

断器にあってはそれぞれの極ごとに電流を通じなければならない。 

定格電流(A) 動作時間(分) 

30以下 60 

30を超え 50以下 60 

50を超えるもの 120 

ｃ 定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたと

き、過電流引きはずし装置が動作しないこと。 

（ロ）適用電動機容量を表示するものにあっては、周囲温度が40℃±2℃の状態にお

いて、次に適合すること。 

ａ 過電流引きはずし装置の定格電流の500%に等しい電流を通じたとき、3

秒以上45秒以下で開路すること。 

ｂ 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の200%に等し

い電流を通じたとき、4分以内に開路すること。 

ｃ 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の125%に等し

い電流を通じたとき、60分以内に開路すること。 
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（ハ）電気用品安全法施行規則（別表第三）１（２）の表の右欄に掲げる事項とし

て適用する場合においては、解釈の別表第四３（３）ト（イ）a若しくはbに

定める試験の方法によること。 

チ 漏電引きはずし特性 

漏電引きはずし装置を有するものにあっては、通常の使用状態に取り付け、室温

において、次に適合すること。 

（イ）電圧動作型のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 試験品の引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に

次の表に掲げる電圧を閉路後および閉路と同時に加えたとき、それぞれ同表

に掲げる動作時間内に動作すること。 

試験電圧(V) 25 50 定格対地電圧に等しい電圧 

動作時間(秒) 0.5 0.2 0.1 

ｂ 引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状

態において、電圧を30秒間で10Vから 25Vに達するような割合で連続して

上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に開路すること。 

ｃ 引きはずしコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状

態において、電圧を30秒間で10Vから 50Vに達するような割合で連続して

上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に開路すること。 

（ロ）電流動作型のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試

験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき開路せず、

かつ、次に適合すること。 

この場合において、「1極」とは、多極のものにあってはそれぞれの極を

いう（以下３（３）チ（ロ）において同じ。）。 

（ａ）高速型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、

0.1秒以内に開路すること。 

（ｂ）時延型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、

定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%

の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること｡ 

（ｃ）反限時型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき

0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しいもれ電

流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%

に等しいもれ電流を通じたとき0.05 秒以内に開路すること。 
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ｂ 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品

の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき開路せず、か

つ、次に適合すること。 

（ａ）高速型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、

0.1秒以内に開路すること。 

（ｂ）時延型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、

定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる場合は、0.1秒）を超え150%

の時間（2秒以上となる場合は、2秒）までの範囲内に開路すること。 

（ｃ）反限時型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したと

き0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しい電流

を重畳したとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%

に等しいもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に開路すること。 

ｃ 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試

験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から

100%に等しい電流に達するような割合で連続してもれ電流を増加させたと

き、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に開路すること。 

ｄ 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試

験品の1極に 20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあっては0.1秒以内

に、時延型のものにあっては定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる

場合は、0.1秒）を超え150%の時間（2秒以上となる場合は、2秒）の範囲

内に、反限時型のものにあっては0.05秒以内に開路すること。 

（ハ）電気用品安全法施行規則（別表第三）１（２）の表の右欄に掲げる事項とし

て適用する場合においては、解釈の別表第四３（３）チ（ロ）a（ａ）及びｄ

に定める方法によること。 

リ 漏電引きはずしテスト装置の開閉性能 

漏電引きはずしテスト装置を有するものにあっては、試験品を通常の使用状態に

取り付け、次に掲げる試験方法により開路させたとき、各部に異状が生じないこと。 

（イ）電圧動作型のものにあっては、定格対地電圧の 80%に等しい電圧および 110%

に等しい電圧を加え、10 秒間隔でそれぞれ 10 回テスト装置を操作すること。

この場合において、アース線を接続する端子に 500Ω の抵抗器を接続してア

ースしなければならない。 

（ロ）電流動作型のものにあっては、定格電圧の 80%に等しい電圧および 110%に等

しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。 

（ハ）定格電圧に等しい電圧を加え、10 秒以内の間隔で 1,000 回テスト装置を操作

すること。 
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この場合において、「10秒以内の間隔」とは、8秒から10秒の間隔をいう。 

ヌ 低電圧開閉性能 

操作回路を有するものにあっては、通常の使用状態に取り付け、定格操作回路電

圧の85%に等しい電圧を操作回路に加えて開閉の操作を行ったとき、動作が確実で

あること。 

この場合において、「操作回路」とは、主回路を開閉するための電磁操作回路を

いう。 

ル 開閉性能 

（イ）カットアウトスイッチにあっては、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に

等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、引き輪またはとっ手に力

を加えて開路し、閉路する操作を毎分 10 回の割合で連続して 50 回行ったと

き、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、0.75 以

上 0.8以下としなければならない。 

この場合において、「引き輪またはとっ手に力を加えて開路し」とは、取付

け面に対し垂直方向に約45°の角度で下方に引き輪又はとっ手を引いて開け

ることをいう。 

（ロ）カットアウトスイッチ以外のものにあっては、附表第二２の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ヲ 耐圧力性能 

圧力スイッチにあっては、通常の使用状態に取り付け最大動作圧力の1.5倍の圧

力を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。 

ワ 温度上昇 

附表第三２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

カ 絶縁性能 

附表第四の試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は零

相変流器の２次側の回路であって、電圧が30V以下の部分にあっては、この限りで

ない。 

ヨ 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付け部を有するものおよびヒューズ以外の短絡保護装置を

有し、定格遮断電流を表示するものにあっては、附表第五の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

タ 衝撃波不動性能 

衝撃波不動作型の漏電遮断器にあっては、附表第六の試験を行ったとき、これに

適合すること。 
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４ ミシン用コントローラ 

（１）構造 

イ 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあるこ

と。 

ロ 附属の接続器は、１および６の規定に適合するものであること。 

ハ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあっては、それらの半

導体素子が制御能力を失ったとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれ

のないこと。 

（２）性能 

イ 外郭の強度 

機械器具に組み込まれるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上

の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1

辺の長さが100㎜、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、

割れその他の異状が生じないこと。 

この場合において、試験は、厚さ約5㎜のゴム板の上に試験品をのせ、試験品の

上部に荷重が均等に加わるようにゴム板、砂袋等をのせた上に荷重を加えて行う。 

ロ 開閉性能 

定格電圧に等しい電圧を加え、適用電動機の定格入力または定格出力に対応する

電動機の全負荷電流（定格出力が50W以下のものにあっては力率が0.8、定格出力

が50Wを超えるものにあっては力率が0.8で効率が0.5として算出したものをいう。

以下４において同じ。）を通じるように構成された回路に、試験品を直列に接続し、

レバーまたはペタルの操作範囲を往復する操作を連続して5,000回行ったとき、接

点の溶着、抵抗体の消耗その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。 

ハ 温度上昇 

（イ）変圧器式以外のものにあっては、適用電動機の定格電圧の 1/2 の電圧（半導

体式のものにあっては、定格電圧に等しい電圧）を加え、適用電動機の定格

入力又は定格出力に対応する入力の 1/4 の入力に要する電流を連続して 1 分

間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となった

時の熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法。）により測定し

た各部の温度は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、最

小電流を通じる操作をしたとき試験品に流れる電流が適用電動機の定格入力

又は定格出力に対応する入力の 1/4 の入力に要する電流を超えるものにあっ

ては、直列に抵抗器を接続して電流を調整することができる。 

測定箇所 温度
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(℃) 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 100 

Ｅ種絶縁のもの 115 

Ｂ種絶縁のもの 125 

Ｆ種絶縁のもの 150 

Ｈ種絶縁のもの 170 

整流体（交流側電源回路に使用

するものに限る。） 

セレン製のもの 75 

ゲルマニウム製のもの 60 

シリコン製のもの 135 

ヒューズクリップの接触部 90 

操作部 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
55 

その他のもの 70 

外郭 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
85 

その他のもの 100 

試験品を置く木台の表面 95 

（備考）基準周囲温度は、30℃とする。 

 

（ロ）変圧器式のものにあっては、変圧器の１次側に変圧器の定格１次電圧に等し

い電圧を加え、２次側に適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力

の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り

返し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法（巻線の温度の

測定にあっては、抵抗法。）により測定した各部の温度は、（イ）の表に掲

げる値以下であること。 

ニ 絶縁性能 

ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行ったとき、これに適合す

ること。ただし、絶縁変圧器の２次側の回路であって、電圧が30V以下の部分にあ

っては、この限りでない。 

ホ 異常温度上昇 

炭素パイル式のものにあっては、次の（イ）及び（ロ）に掲げる試験条件におい

て、定格電圧に等しい電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒ

ューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで）連続

して加え、この間において、熱電温度計法により測定した外郭の各部の温度は、

150℃（基準周囲温度は30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗

計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部（器体の外郭が金

属製のもの以外のものにあっては、器体の外郭にすき間なくあてた金属はく）との

間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上であること。ただし、温度ヒューズ又は非自己復帰

型の温度過昇防止装置が動作した場合において、試験品、木台又は毛布が燃焼する

おそれのないときは、外郭の各部の温度は150℃以下であることを要しない。 
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（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台に置き、その上を二枚に重ね

た毛布で覆うこと。 

（ロ）抵抗体の発熱が最大になる位置に速度調整機構を調整した状態にすること。 

この場合において、「調整した状態」とは、操作部を最大に踏み込んだ状態

において、そのミシン用コントローラーと抵抗器を次の図に示すように接続し、

適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力に要する電流に等しい電

流が流れるように抵抗器を調整し、次にそのミシン用コントローラーの操作部

の踏み込み位置を変え、電力計の指示が常に最大となるように踏み込み位置を

調整することをいう。 

 

 

５ カットアウト 

（１）構造 

イ 電線端子部は、３（１）イの規定に適合すること。 

ロ ヒューズ取付け部は、３（１）ロの規定に適合すること。 

ハ せん形プラグヒューズ用カットアウトにあっては、ふたは、2回転以上のねじ込

みで本体に完全にかん合し、かつ、振動によりゆるまないこと。 

（２）定格 

イ 非包装ヒューズを取り付けるものの定格遮断電流は、1,000A、1,500A、2,500A、

5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、

42,000A、50,000A又は 50,000A を超える5,000A ごとの値であること。 

ロ ねじ込み形プラグヒューズ用カットアウトにあっては、定格は、次に適合する

こと。 

（イ）定格電圧は、125V 以下であること。 

（ロ）定格電流は、30A以下であること。 

（３）性能 

イ 端子部の強度 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 耐熱性能 
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ヒューズの周囲にあっては200℃±3℃（定格電流が15A以下のものにあっては、

150℃±3℃）、その他の部分にあっては 150℃±3℃（定格電流が 15A 以下のもの

にあっては、100℃±3℃）の空気中に 1 時間放置したとき、各部にゆるみ、ふく

れ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

ハ 温度上昇 

附表第三２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 絶縁性能 

ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

ホ 短絡遮断性能 

非包装ヒューズを取り付けるものにあっては、ニに規定する試験の後において、

附表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

 

６ 接続器（ライティングダクトを除く。） 

（１）構造 

イ 定格電流が15Aを超えるものにあっては、ヒューズ取付け端子がないこと。 

ロ 電線接続端子は、次に適合すること。 

（イ）端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。 

定格電流(A) 

端子ねじの呼び径(㎜) 

頭部で締め付けるもの

及び引締め型のもの 

1本のねじの先端

で押し締めるもの 

2本以上のねじの先

端で押し締めるもの 

7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5) 

7 を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5) 

10を超え 15以下 3.5 3.5 3.5(3) 

15を超え 20以下 4 4 3.5 

20を超え 30以下 4.5 4.5 4 

30を超えるもの 5 5 4.5 

（備考）かっこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用

する。 

 

（ロ）電線を容易に、かつ、確実に接続できること。 

（ハ）電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合する

こと。 

ａ 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同

等以上の締付け効果を有するものであること。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付

け効果を有するものであること。 
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ｃ 端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の

面積以上であること。 

ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあっては、次に適合すること。 

（イ）ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けができること。 

（ロ）非包装ヒューズを取り付ける端子にあっては、皿形座金その他のヒューズを

容易に入れることができる座金を有すること。 

（ハ）非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4㎜以上である

こと。 

（ニ）ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、

次の表に掲げる値であること。 

定格電流(A) 
ヒューズ締付けねじの呼び径

（㎜） 

皿形座金の底面の直径

（㎜） 

7以下 
3以上3.5未満 6以上 

3.5以上 6.5以上 

7を超えるもの 
3.5以上4未満 6.5以上 

4以上 7.5以上 

 

（ホ）皿形座金を使用するものにあっては、ヒューズ取付け面の大きさは、（ニ）

の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。 

（ヘ）ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあって

は20㎜以上、その他のものにあっては別表第三の規定に適合するヒューズを

取り付けることができるものであること。 

（ト）ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法

で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあっては、

この限りでない。 

（チ）ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化

又はガス化し、発火するおそれのないこと。 

ニ さし込み接続器にあっては、次に適合すること。 

（イ）引掛け型のものにあっては、電線がよじれること等により刃と刃受けとの正

常な接触位置から刃が容易に抜け出ない構造のものであること。 

（ロ）防水型のものであって、ふたを有するものにあっては、そのふたは、鎖等で

つないであること。 

（ハ）中性極又は接地側極を有するものにあっては、接地側である旨の表示を、接

地極を有するものにあっては、アース用である旨の表示を、その極に接続す

る端子の近傍に容易に消えない方法で付すこと。 

この場合において、 
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ａ 「端子の近傍」には、刃又は刃受け穴の近傍を含む。 

ｂ 「接地側である旨」の表示はＮ又はＷとする。 

ｃ 「接地極」の表示は、保護アース、保護接地、ＰＥの文字若しくは   の

記号をもって表示することをいう。 

ただし、接地、接地端子、アース、Ｅ、Ｇ等の文字若しくは   等の記

号は、当分の間使用することができる。 

ｄ 一体成形のものにあっては、刃及びその極に接続された電線又は、刃受け

穴の近傍及びその極に接続された電線に表示を付すこと。ただし、延長コー

ドセットの電線にあっては、この限りではない。 

（ニ）平型の差込みプラグ又はコードコネクターボデイであって定格電流が 15A 以

下のものの電線取付け部の幅は、6.0 ㎜以上であること。この場合において、

電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものにあっては、端子ねじの穴の

中心から端子の先端までの長さは、大頭丸平小ねじの頭部の半径以上でなけ

ればならない。 

（ホ）寸法は、次に適合すること。 

ａ 差込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、ア

ダプターその他の差し込み接続器（アイロンプラグ及び器具用差込みプラグ

を除く。）であって、次の表１、表２及び表３の左欄に掲げるものの寸法は、

それぞれ表１、表２及び表３の右欄に掲げる図によること。 

この場合において、 

（ａ）2枚合わせの刃にあっては、次に適合すること。 

ⅰ 刃の厚さは、2 枚合わせた状態で測定し、その厚さが 1.5 ㎜±0.15 ㎜で

あること。この場合において、それぞれの厚さは0.6㎜以上であること。 

ⅱ 刃のつけ根は、開かないように器体内に入っていること。 

（ｂ）取付け寸法は、刃のつけ根（コンセントの接合面）で測定し、幅及び厚さ

は、つけ根からほぼ全長（先端の面取りした部分を除く。）の2/3の箇

所で測定する。 

（ｃ）平刃のボッチ穴の面取りは両側とし、平刃受けのボッチは、刃の接する面

のいずれか、又は両側に有すること。ただし、引掛け形の平刃のボッチ

穴の面取り及び刃受けのボッチは、それぞれ外側とする。 

（ｄ）器体の刃及び刃受けを有するマルチタップ、その他の差込み接続器又はア

ダプターであって刃受け穴に極性の区別を有するものにあっては、刃に

極性を設け、かつ、接地側の刃受け穴と接地側の刃は同じ極であること。 

（ｅ）刃の先端部には、刃受け穴に差し込み易いように丸み、面取り等を施すこ

と。この場合において、図１、図５、図６、図７、図１０、図１１、図
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１４及び図１５の導電極の刃の先端（2枚合わせ刃を除く。）に面取りを

施すものにあっては、厚さが0.9㎜以下となる面取りを施すこと。 

 

 

（ｆ）接地極を有するものの接地極にあっては、刃受け金具の沈む深さの規定は

適用しない。（以下ｂ（ｂ）において同じ。） 

（ｇ）機器組み込み用コンセント等にあっては、当分の間、極性の区別を省略す

ることができる。（以下ｂ（ｂ）において同じ。） 

（ｈ）刃受け穴の面取りは、次によることができる。 

ⅰ 本体とふたの突き合わせ面にある刃受け穴の短片側の面取りを省略す

ることができる。 

 

 

ⅱ 外表面から刃受け面の差し込み口（刃受け穴）が沈んでいるものであっ

て、次に示す刃の案内溝を有するものは、面取りを施したものとみなす。 

 

 

表１ 

差込みプラグ 
寸法 

極配置 定格電流(A) 定格電圧(V) 

 15以下 125 図１ 

 
15以下 125 図１又は図２ 

 
15以下 125 図５ 

 15以下 250 図６ 

 15以下 250 図７ 
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 15以下 125 図８ 

 
15以下 125 図９ 

 20以下 125 図１０ 

 
20以下 125 図１１ 

 20以下 250 図１４ 

 20以下 250 図１５ 

 

表２ 

コンセント又はコードコネクターボディ 
寸法 

極配置 定格電流(A) 定格電圧(V) 

 15以下 125 図１又は図２ 

 15以下 125 図３ 

 
15以下 125 図４ 

 15以下 125 図５ 

 15以下 250 図６ 

 15以下 250 図７ 

 15以下 125 図８ 

 15以下 125 図９ 

 20以下 125 図１０ 

 
20以下 125 図１１ 

 20以下 125 図１２ 

 20以下 125 図１３ 

 20以下 250 図１４ 

 
20以下 250 図１５ 

（備考）１ 定格電圧が125V以下の2極のものであって、刃受け穴に扉を有し、その扉が刃

を抜いたときに自動的に閉じる構造のものにあっては、刃受け穴の幅の寸法は、

図１によることを要しない。 

２ コードコネクターボディ及び機械器具に組み込まれるコンセントにあっては、極

性を有することを要しない。 

３ タイムスイッチ用である旨の表示を付してある機器用コンセントであって次の

図例に示すものは、「図１」の極配置として取り扱う。 
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表３ 

マルチタップ，アダプターその他の差し込み接続器 

(表１及び表２に掲げるものを除く。) 寸法 

極配置 定格電流(A) 定格電圧(V) 

 15以下 125 図１ 

 15以下 125 図１又は図２ 

 15以下 125 図３ 

 15以下 125 図４ 

 
15以下 125 図５ 

 15以下 250 図６ 

 15以下 250 図７ 

 15以下 125 図８ 

 
15以下 125 図９ 

（備考）１ 極性を有しない２極のマルチタップにあっては、刃受け穴の縦の長さは、図１に

よることを要しない。この場合において、刃受け穴の縦の長さは、300㎜以下とし

なければならない。 

２ その他の差し込み接続器であって、内部にリレー、トランス、電子回路等を組

み込んだもので構造上やむを得ないものにあっては、定格電圧を125Vのものは

100V、250Vのものは200Vとすることができる。 

 

図１ 
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（備考） 

１ 極性の区別を有しないものにあっては、刃幅は6.3㎜±0.3㎜、刃受け穴は7㎜±0.3㎜と

する。 

２ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

３ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 
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図２ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1及び 13.5±1の数値は、適用しない。 

２ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 

 

図３ 
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図４ 

 

（備考）１ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 

２ の記号は、接地極を表す。 

 

図５ 

 

（備考） 

１ 極性の区別を有しないものにあっては、刃幅は7㎜±0.3㎜とする。 

２ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

３ 接地極の刃は、直径4.65㎜±0.25㎜の丸棒にすることを妨げない。 
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４ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、記号 は、接地極を表す。 

５ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 

図６ 

 

（備考）刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

 

図７ 

 
（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ 接地極の刃は、直径4.65㎜±0.25㎜の丸棒にすることを妨げない。 

３ は、接地極を表す。 

４ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 
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図８ 

 

（備考）Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 

 

図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、 は、接地極を表す。 

２ 接地極にあっては、6.5以上とある規定は、適用しない。 
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図１０ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ 接地側の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 

３ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 

図１１ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 

３ 接地極の刃は、直径4.65㎜±0.25㎜の丸棒にすることを妨げない。 

４ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、 は、接地極を表す。 
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図１２ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。 

図１３ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 

３ Ｎの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、 は、接地極を表す。 
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図１４ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 

 

図１５ 

 

（備考） 

１ 刃受けにボッチを有しないものにあっては、11.7±1の数値は、適用しない。 

２ の刃のボッチ穴の寸法は、刃の幅方向については適用しない。 

３ 接地極の刃は、直径4.65㎜±0.25㎜の丸棒にすることを妨げない。 

４ は、接地極を表す。 

５ 接地極にあっては、11.7±1の数値及び5以上とある規定は、適用しない。 
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ｂ ａに掲げるもの以外のものの寸法は、次に適合すること。 

（ａ）ａに掲げるものに 接続して使用することができない寸法 であること。 

この場合において、「接続して使用することができない寸法」とは、同

形のものを押し込んだとき導電部に接するまで入らないことをいう。 

（ｂ）刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から5㎜以上であること。た

だし、アイロンプラグ、器具用さし込みプラグ並びに定格電流が10A以

下のコンセント及びコードコネクターボディであって、刃受け穴の直径

又は短辺が3㎜以下のものにあっては1.2㎜以上、刃受け穴の直径又は

短辺が3㎜を超え5㎜以下のものにあっては1.5㎜以上、刃受け穴の直

径又は短辺が5㎜を超えるものにあっては3㎜以上の深さとすることが

できる。  

（ヘ）極数が 3 以上のものであって接地極または多線式電路の中性線に接続される

極を有するものにあっては、その極は、他の極より遅く接続せず、かつ、他

の極より早く開路しないものであること。 

（ト）平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであって金属の外郭を使用するものにあ

っては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体合成樹脂絶縁電

線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属製の外郭とが電

気的に確実に接続されている構造のものにあっては、この限りでない。 

この場合において、平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体と器体内部

において接続され、配線に使用される電線に緑と黄の配色の電線を使用した場

合に限り、この電線を「アース用の導体」に含める。 

（チ）平形導体合成樹脂絶縁電線用のものであって平形導体合成樹脂絶縁電線のア

ース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電線端子若しくは

アース線には、これらのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又はこ

れらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあるこ

と。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあっては、この限りで

ない。 

（リ）刃受け穴の形状が線状であって、その縦の長さが30㎝を超えるもの（以下「線

状差し込み接続器」という。）にあっては、次に適合すること。 

ａ 刃受け穴の縦の長さは、300㎝以下であること。 

ｂ 刃受け金具の沈む深さは、外郭の受け口面から5㎜以上であること。 

ｃ 極数は 2のものであること。ただし、接地極を有するものにあっては3

とすることができる。この場合にあっては、3極の差込みプラグを接続した

とき、2極のみがかん合できることのない構造であること。 
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ｄ 線状差し込み接続器を相互に接続する機構を有しないこと。 

ｅ 外郭の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で造営材には取り付け

て使用できない旨の表示を付してあること。 

（ヌ）中間口出し線（中間口出し線用端子を含む。以下（ヌ）において同じ。）を

有するアダプターにあっては、次に適合すること。 

この場合において、「中間口出し線を有する」とは、次に示す構造のものを

いう。 

 

 

ａ 接続図及び中間口出し線から取り出すことのできる電流を外郭の表面の

見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

ｂ 中間口出し線の断面積は0.75 ㎜ 2以上であること。 

ホ ねじ込み接続器（極性の同じ電線を円すいら旋状の接続部にねじ込んで接続す

るもの（以下「ねじ込み型電線コネクター」という。）を除く。）及びソケット

（蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。）にあっては、次

に適合すること。 

（イ）パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部の材料は、金属であること。

ただし、公称直径が26㎜以下の受け金を有するものであって、ノズルの有効

ねじ部の長さが5ピッチ以上のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）パイプに接続して使用するもののノズルのねじ部には、廻り止め用押し締め

ねじを有すること。ただし、接続するパイプをロックナットで固定できる構

造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）露出型のものの受け金は、外かくの受け口面から3㎜以上（公称直径が17㎜

以下の受け金を有するものにあっては、1.2㎜以上）の深さにあること。 

（ニ）ふたと外かくのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落す

るおそれのないこと。 

（ホ）刃け金の公称直径が26㎜を超えるものにあっては、点滅機構を有しないこと。 

（ヘ）点滅機構を有するものにあっては、点滅機構は、中心接触片に接続する極の

側にあること。 

（ト）口金および受け金を有するものにあっては、口金と受け金とは同じ極である

こと。 
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（チ）接地側電線と電圧側電線とを区別して接続する電線端子を有するものにあっ

ては、受け金は、接地側端子と同じ極であること。 

（リ）防水ソケットおよび防水型のランプレセプタクルであって、電線付きのもの

にあっては、次に適合すること。 

ａ 電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤケ

ーブル（１種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除

く。）又は断面積が0.9㎜ 2以上の絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）

であって、その有効長さが15㎝以上のものであること。 

ｂ 電線の取付け部の2線の間には、隔壁を設けてあること。 

ｃ 絶縁電線を使用するものにあっては、2線の出口における離隔距離は、10

㎜以上（別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する600ボルトゴム絶

縁電線を使用するものにあっては、6㎜以上）であること。ただし、合成樹

脂又はゴムで口出し線の2線間を3㎜以上離隔してある構造のものにあって

は、この限りでない。 

ｄ 電線の取付け部と器体との間げきには、耐水質の電気絶縁物をつめてある

こと。この場合において、電気絶縁物の中に埋まる附属電線の長さは、9㎜

以上でなければならない。ただし、器体の外郭が合成樹脂又はゴムのもので

あって、口出し線の出口を防浸構造にするものにあっては、この限りでない。 

この場合において、 

（ａ）「長さ」とは、附属電線の絶縁被覆された部分をいう。 

（ｂ）「防浸構造」とは、口出し線の貫通口から水が浸入しない構造のものをい

う。 

ｅ 通常の使用状態で110℃±3℃の空気中に3時間放置したとき、電気絶縁

物が流出しないこと。 

（ヌ）欠番  

（ル）キーソケットであってつまみの心棒が充電しているものにあっては、つまみ

の心棒が器体の外に露出する部分は、1㎜を超えないこと。 

（ヲ）さし込み機構を有するものにあっては、さし込み機構は、６（１）ニ（（ホ）

を除く。）ならびに次の図による寸法および形状に適合すること。この場合

において、刃受け金具の沈む深さは、外かくの受け口面から 3 ㎜以上としな

ければならない。 
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（備考）極性の区別を有しないものにあっては、刃受け穴の縦の長さは、7㎜±0.7㎜とする。 

ヘ ねじ込み型電線コネクターにあっては、次に適合すること。 

（イ）内部に円すいら旋状等の金属体の電線取付け部を有し、その外は絶縁物で覆

われていること。 

（ロ）電線取付け部の充電部は、ねじ込み口の受け口面から 5 ㎜以上の深さである

こと。 

（ハ）適合する電線の導体を容易に、かつ、確実に接続できること。 

この場合において、「適合する電線」とは、導体の直径が1㎜以上の単線又

は断面積が0.75 ㎜ 2以上のより線であって、定格電流に相当する許容電流の

電線であり、かつ、本体に表示又は包装容器等に表示してある電線の直径、断

面積及び差し込まれる導体の長さの電線をいう。 

ト けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットにあっては、次に適

合すること。 

（イ）口出し線は、次に適合すること。 

ａ 定格電圧が600V以下のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二

の規定に適合する電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く。）であって、断面積

が0.75 ㎜ 2以上（器具内配線用口出し線にあっては、0.5㎜ 2以上）のもの

であること。 

ｂ 定格電圧が600Vを超え 1,000V以下のものにあっては、別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するけい光灯電線であること。 

（ロ）絶縁距離は、次に適合すること。 

ａ 極性が異なる電線取付け端子部（ネジ止め以外の口出し線付きのもので器

体がリべット等で組立てられ容易に解体できないものの端子部を除く。以下

ａにおいて同じ。）間および端子部とアースするおそれのある非充電金属部

（けい光灯用ソケットおよびけい光灯用スターターソケットが取り付けら

れるべき金属の表面を含む。）との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上

であること。 

 

定格電圧(V) 
絶縁距離(㎜) 

空間距離 沿面距離 
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300以下 3 3 

300を超え600以下 6 6 

600を超えるもの 9 12 

（備考）端子に直径が1㎜の単線を接続したときの値とする。 

 

ｂ ａに掲げる端子部以外の極性が異なる充電部間およびａに掲げる端子部

以外の充電部とアースするおそれのある非充電金属部（けい光灯用ソケット

およびけい光灯用スターターソケットが取り付けられる金属部の表面を含

む。）との間の絶縁距離は、次の表に掲げる値以上であること。 

定格電圧(V) 
絶縁距離(㎜) 

空間距離 沿面距離 

300以下 1.2 1.2 

300を超え600以下 3 3 

600を超えるもの 9(4.5) 12(4.5) 

（備考）かっこ内の数値は、絶縁体に磁器、尿素樹脂または尿素樹脂と同等以上の耐アーク

性を有するものを使用するものに適用する。 

 

ｃ 受け金は埋込型のものを除き、外かくの受け口面から1.2㎜以上の深さに

あること。 

（ハ）けい光灯またはけい光灯用スターターが容易に取り付け、または取りはずす

ことができること。 

チ ローゼットおよびジョイントボックスにあっては、次に適合すること。 

（イ）ふたと外かくとのかん合が完全であり、かつ、通常の使用状態において脱落

するおそれのないこと。 

（ロ）金属製のふたと充電部との距離は、6㎜以上で、かつ、金属製のふたのコード

の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。 

（ハ）高台のローゼットにあっては、台の取付け面から電線の貫通孔までの高さは、

6㎜以上であること｡ 

（ニ）引掛け型ローゼットにあっては、接触片が正しい接触位置に止まったとき、

常に圧力が加わり、かつ、その位置をふたおよび台に表示してあること。た

だし、正しい接触位置が容易にわかるものにあっては、その位置を表示する

ことを要しない。 

（ホ）さし込み機構を有するものにあっては、さし込み機構は、６（１）ニの規定

に適合すること。 

（ヘ）平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであって金属の外郭を使

用するものにあっては、アース用端子を設けてあること。ただし、平形導体

合成樹脂絶縁電線を接続した場合に、その電線のアース用の導体と当該金属
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製の外郭とが電気的に確実に接続されている構造のものにあっては、この限

りでない。 

この場合において、平形導体合成樹脂絶縁電線のアース用の導体と器体内部

において接続され、配線に使用される電線に緑と黄の配色の電線を使用した場

合に限り、この電線を「アース用の導体」に含める。 

（ト）平形導体合成樹脂絶縁電線用のジョイントボックスであって平形導体合成樹

脂絶縁電線のアース用の導体が接続される接地極又はその極に接続される電

線端子若しくはアース線には、これらのもの（容易に取り外せる端子ねじを

除く。）又はこれらの近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示

を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあって

は、この限りでない。 

（チ）ジョイントボックスであって、極性の同じ電線を板状の接続部に差し込んで

接続するもの（以下「差し込み型電線コネクター」という。）にあっては、

次によること。 

ａ 電線の導体は、板ばね等の十分な圧力で確実に支持され、その外部は絶縁

物で覆われていること。 

ｂ それぞれの差し込み口に電線を挿入したのち、１の電線を取り外したとき、

他の電線が緩むことのないものであること。 

ｃ 接続できる電線の直径及び差し込まれる導体の長さを、外郭の表面の見や

すい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

ｄ 電線取付け部の充電部は、差し込み口の受け口面から5㎜以上の深さであ

ること。 

リ 延長コードセットにあっては、次に適合すること。 

（イ） 電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード又は別表第一の規定に適合する同表（６）イ（ロ）ａの表に掲げるコ

ード（単心コード及び二重被覆のコードを除く。）であって、保護被覆を施

したものであること。 

この場合において、 

ａ 「保護被覆」を施したものとは、厚さが最低0.2㎜以上、最大0.5㎜以下、

平均が0.3㎜以上のものをいう。 

ｂ 保護被覆を取り去ったときに、別表第一に規定する技術基準に適合するこ

と。保護被覆の厚さの測定は、下図の矢印の範囲内で行う。 



 94 

 

（ロ）マルチタップ、コードコネクターボディ及び差込みプラグの寸法は６（１）

ニ（ホ）ａに規定するものとする。 

 （ハ）マルチタップ又はコードコネクターボディの極数、差込みプラグの極数及び

電源電線の線心数が等しくなるように構成すること。ただし、2極の差込みプ

ラグ、マルチタップ又はコードコネクターボディにアースリード線又は外部

アース端子が付いたものにあっては極数を3とみなす。 

（ニ）電線と一体成型された差込みプラグにあっては、主絶縁材料は次に適合する

こと。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であって、その栓刃

（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)

「固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法」に規定する

PTIが 400以上であること。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 

60695-2-11(2004)「耐火性試験―電気・電子―最終製品に対するグローワイ

ヤ燃焼性試験方法」又はJIS C 60695-2-12(2013)「耐火性試験―電気・電

子―第2-12部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対するグロ

ーワイヤ燃焼性指数（GWFI）」に規定する試験を試験温度850℃で行ったと

き、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)「耐

火性試験―電気・電子―第2-13 部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法

―材料に対するグローワイヤ着火温度指数（GWIT）」に規定するグローワイ

ヤ着火温度が875℃レベル以上の材料は、この限りでない。 

ｃ 差込みプラグの外郭が塩化ビニル混合物のものにあっては、栓刃間（接地

極を除く。）を保持する絶縁材料には熱硬化性樹脂を使用すること。 

（ホ）電線の接続部であって、コードかしめ部、コードはんだ付部、圧着かしめ部

及びねじの先端で押し締めるものにあっては、電線を接続した端子に定格電

流の1.2倍に相当する電流を45分間通電し、45分間休止する操作を125回繰

り返したとき、25 回目の通電の終りと 125 回目の通電の終りの温度差が 8℃

を超えないこと。 

（ヘ）延長コードセットの器体には、容易に消えない方法で安全に接続することが
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できる最大の電力又は定格電流の値を表示してあること。 

この場合において、「安全に接続することができる最大の電力」とは、定格

電流が15Aで定格電圧が125Vの場合は1,500W、定格電流が20Aで定格電圧が

125V の場合は2,000W、定格電流が15Aで定格電圧が250Vの場合は3,000W、

定格電流が20Aで定格電圧が250Vの場合は4,000Wをいう。 

ヌ 標準型（ニ（ホ）の表１に示すもの。）の差込みプラグ（ゴムプラグは除く。）

及び本体に栓刃を有するマルチタップ（ニ（ホ）の表３に示すもの。）にあって

は、次に適合すること。 

（イ）コンセントとの突き合わせ面に接するプラグ及びマルチタップの外面であっ

て、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 

2134(2007)に規定するPTIが 400以上であること。 

（ロ）栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 

60695-2-11(2004)又は JIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度

750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が 775℃レベル以上の材料

は、この限りでない。 

（２）定格 

イ ねじ込み接続器（ねじ込み型電線コネクターを除く。）及びソケット（蛍光灯

用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。）の定格は、次に適合する

こと。 

（イ）口金または受け金の公称直径が26㎜未満のものの定格電流は、3A以下である

こと。ただし、ハロゲン電球用のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）口金または受け金の公称直径が 26 ㎜以上 39 ㎜未満のものの定格電流は、6A

以下であること。 

（ハ）口金または受け金の公称直径が 39 ㎜以上のものの定格電流は、20A 以下であ

ること。 

ロ コンセントであって形状がシーリングボディのもの、差込みプラグであって形

状がシーリングキャップのもの及びローゼットの定格電流は 6A 以下であること。 

ハ 線状差し込み接続器の定格電圧は、125V であり、定格電流は、15A 以下である

こと。 

ニ 延長コードセットの定格電流は 15A 又は 20A とし、かつ、定格電流とマルチタ

ップ又はコードコネクターボディ及び差込みプラグの定格電流と等しくなるよう

に構成すること。 

ホ 延長コードセットの定格電圧は 125V 又は 250V とし、かつ、定格電圧とマルチ
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タップ又はコードコネクターボディ及び差込みプラグの定格電圧と等しくなるよ

うに構成すること。 

（３）性能 

イ 端子部の強度 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 外かくの強度 

（イ）床上に置いて使用するものであって、人が踏むおそれのあるものにあっては、

試験品を厚さが 10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、

底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100㎜、質量が60kgのおもりを上

部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。 

この場合において、 

ａ 「人が踏むおそれのあるもの」とは、さし込みプラグ、マルチタップ、コ

ードコネクターボディ、アイロンプラグ、器具用さし込みプラグ等をいう。 

ｂ 試験は、厚さ約5㎜のゴム板の上に試験品をのせ、試験品の上部に荷重が

均等に加わるようにゴム板、砂袋等をのせた上に荷重を加えて行う。 

（ロ）ソケット（外かくの材料が陶磁器製のものを除き、1の接続器を介してコード

に接続されるものを含む。）、さし込み接続器及びねじ込み接続器であって、

通常コードを接続して使用するものにあっては、平面が鉛直となるように固

定した厚さが 20 ㎜以上で短辺の長さが 50 ㎝以上の表面が平らな堅木の木板

の中央部に、その器具に、長さが1m（ソケットにあっては、60㎝）で、かつ、

その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ 1m

（ソケットにあっては、60 ㎝）から振子状に 3 回自然に落としたとき、危険

を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、

毎回異なる面があたるように行うものとする。 

この場合において、 

ａ 「1の接続器を介してコードに接続されるもの」には、当該ソケットに分

岐ソケット、ねじ込みプラグ等をさし込み又はねじ込み、その後に通常コー

ドが接続される状態となるものを含み、固定して使用するものは含まない。 

ｂ 「コード」には、キャブタイヤケーブルを含む。 

ｃ 「危険が生ずるおそれのある破損」とは、感電、火災及び傷害の発生する

おそれのある異状を含む。（以下ロにおいて同じ｡） 

 

器具の定格電流(A) 7以下 
7を超え

10以下 
10を超え15以下 

15を超え

20以下 

20を超える

もの 

コードの太さ(㎜ 2) 0.75 1.25 2 3.5 5.5 
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（ハ）コンセントに本体をじかにさし込んで使用するものにあっては、試験品を水

平に置いた厚さが 20 ㎜で短辺の長さが 50 ㎝以上の表面が平らな長方形の木

板の中央部に70㎝の高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある

破損が生じないこと。 

（ニ）線状差し込み接続器にあっては、次に適合すること。 

ａ 試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、試験品上1m

の高さから直径が20.64㎜で質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落とした

とき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。 

ｂ 試験品を次の図に示す支持間隔が30㎝の支持台の上に試験品の中央部が

支持台間の中央に一致するように水平に置き、その中央部に100Nの荷重を

連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。 

 

ハ 保持力および引張強度 

（イ）引掛け型、差し込み引掛け型（引掛け部分に限る。）、ロックナット式又は

抜け止め式のもの以外の接続器にあっては、次に適合すること。 

この場合において、器具用差込みプラグ等の案内ピン又は信号線用ピンを有

するものにあっては、試験は案内ピン又は信号線用ピンを含めた全体で行う。 

「極数」には、案内ピン、信号ピンを含めない。 

ａ 刃受けを有するものにあっては、差込みプラグを抜くために要する力は、

ヘに規定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。 

この場合において、「差込みプラグを抜くために要する力」は抜く試験

を5回行い、その平均値とする。 

区分 
差込みプラグを抜くために要す

る力(N) 

定格電流が 15A 以下のものであって極数

が2のもの 
5以上60以下 

定格電流が 15A を超えるものであって極

数が2のもの 
15以上 100以下 

定格電流が 15A 以下のものであって極数

が3のもの 
7.5以上60以下 

定格電流が 15A を超えるものであって極

数が3のもの 
20以上 120以下 

定格電流が 15A 以下のものであって極数 10以上 80以下 
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が4以上のもの 

定格電流が 15A を超えるものであって極

数が4以上のもの 
30以上 150以下 

（備考）抜くときは、刃の方向に力を加えるものとする。 

 

ｂ 磁石で保持されるものにあっては、プラグを外すために要する力はヘに規

定する開閉試験の前後において、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 

差込みプラグを外すために要する力(N) 

かん合面と垂直方向に

プラグを外すために要

する力(N) 

水平又は上下斜め45°方

向にプラグを外すために

要する力(N) 

定格電流が15A以下のもので

あって極数が2のもの 
5以上 20以下 

定格電流が15Aを超えるもの

であって極数が2のもの 
15以上 35以下 

定格電流が15A以下のもので

あって極数が3のもの 
7.5以上 25以下 

定格電流が15Aを超えるもの

であって極数が3のもの 
20以上 40以下 

定格電流が15A以下のもので

あって極数が4以上のもの 
10以上 30以下 

定格電流が15Aを超えるもの

であって極数が4以上のもの 
30以上 60以下 

（備考）１ かん合面と垂直方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受けに取

り付けた状態で、かん合面と垂直方向にプラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加

えてプラグの外れるときの値を5回測定し、その平均値とする。 

２ 水平又は上下斜め45°方向にプラグを外すために要する力は、プラグをプラグ受

けに取り付けた状態で、コードの出口に対して水平及び上下45°の角度をもって

プラグ受開口部に徐々に引張り荷重を加えてプラグの外れるときの値を左右及び

上下各々3回測定し、その各方向の各々の平均値とする。 

（ロ）けい光灯用ソケットにあっては、けい光灯を通常の使用状態に取り付けたと

きにおける脚1本当たりの保持力は、次の表に掲げるとおりとする。 

定格電流(A) 

脚 1本当たりの保持力(N) 

つき合わせ型の

もの 

はさみ込み型のもの又は差し込み

型のもの 

0.5以下 3以上10以下 0.5以上5以下 

0.5を超え3以下 5以上20以下 1以上 8以下 

3を超えるもの 5以上 1以上 

（備考） 

１ つき合わせ型のものにあっては、接触部に加えられている力を測定すること。 

２ はさみ込み型またはさし込み型のものにあっては、けい光灯を脚の方向に抜くために

要する力を測定すること。 
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３ 脚数が2または4のものにあっては、2脚当たりまたは4脚当たりについて測定した

値の1/2または1/4とすること。 

（ハ）引きひもを使用して開閉操作をするものにあっては、器体と引きひも（引き

ひもの取換えができるものにあっては、引きひもの取付け部）との間に 70N

（受け金の公称直径が 26 ㎜未満のソケットにあっては 40N、受け金の公称直

径が 26 ㎜のソケットにあっては 50N）の引張荷重を 1 分間加えたとき、各部

に異状が生じないこと。 

（ニ）引掛け型、さし込み引掛け型（引掛け部分に限る。）、ロックナット式又は

抜け止め式の刃受けを有するさし込み接続器にあっては、次に掲げる引張試

験を行ったとき、各部に異状が生じないこと。 

ａ 刃を有するものを刃受けを有するものにさし込み、刃を有するものと刃受

けを有するものとの間に次の表に掲げる値の引張荷重を連続して1分間加

えること｡ 

定格電流(A) 

引張荷重(N) 

引掛け型のもの及びロ

ックナット式のもの 

抜け止め式

のもの 

差し込み引掛

け型のもの 

15以下のもの 150 100 200 

15を超え20以下のもの 200 150 ― 

20を超えるもの 300 150 ― 

 

ｂ 刃を有するもの及び刃受けを有するものにそれぞれコードを接続し、刃を

有するものとコードの間及び刃受けを有するものとコードとの間にそれぞ

れａの表に掲げる値の引張荷重を連続して1分間加えること。 

ｃ 差し込み引掛け型のものにあっては、刃受け部分を固定し、この部分に引

掛け刃を差し込み、かつ、引掛けた後、これらのかん合面から刃の方向に

10㎝離れた箇所にかん合面と水平に75Nの引張荷重を連続して1分間加え

ること。 

（ホ）ねじ込み接続器（ねじ込み型電線コネクターを除く。）及びソケット（蛍光

灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケットを除く。）にあっては、次に

適合すること。 

ａ コードを接続して使用するものにあっては、通常の使用状態に取り付け、

外かくとコードとの間に次の表に掲げる引張荷重を1分間連続して加えた

とき、各部に異状が生じないこと。この場合において、パイプに接続して使

用するもののノズルを有するもの及びコードに張力が加わらない方法で固

定して使用するものは「コードを接続して使用するもの」とみなさない。 

受け金の公称直径(㎜) 引張荷重(N) 

26未満 50 
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26以上 90 

 

ｂ ねじ込み口金又は受け金を有するものにあっては、その口金又は受け金に

適合するソケットを使用し、次の表に掲げるトルクでねじ合わせ、1分間保

ったとき、口金又は受け金の取付け部に破損その他の異状が生じないこと。 

口金又は受け金

の公称直径(㎜) 

12以下のも

の 

12を超え26

未満のもの 
26のもの 

26を超える

もの 

トルク(Nm) 0.5 0.6 2(1.5) 4 

（備考）括弧内の数値は、セパラブルプラグボディに適用する。 

 

（ヘ）ねじ込み型電線コネクターにあっては、次に適合すること。 

ａ 適合する電線を取り付け、取り外す操作を5回繰り返した後、接続電線の

うちの2本との間及び器具と接続電線の1本との間にそれぞれ50Nの引張荷

重を徐々に加え1分間保持したとき、各部に異状が生じないこと。 

この場合において、2以上の太さ又は種類の電線を接続できるものにあっ

ては、本体に表示又は包装容器等に表示してある接続できる電線の直径、断

面積及び差し込まれる電線の本数及び種類ごとの電線を組合せて試験を行

う。（以下ハ（ヘ）において同じ｡） 

ｂ 適合する電線を取り付け、その内の1の電線に50Nの引張荷重を加えなが

らねじ方向に2回転させる操作をそれぞれの電線に行ったとき、各部に異状

が生じないこと。 

この場合において、「2回転させる操作」とは、次の図に示すように荷重

を加えながら、5.5秒間に 1回転の速さでねじ込み方向に2回転させること

をいう。 
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（備考）Ｈは適合する電線の断面積が5.5㎜ 2未満（単線にあっては、2.6㎜未満）のものに

あっては、250㎜±10㎜、5.5㎜ 2（単線にあっては、2.6㎜）以上のものにあっては、

500㎜±10㎜とする。 

 

（ト）蛍光灯用スターターソケットにあっては、蛍光灯用スターターを通常の使用

状態に取り付け、受け金と蛍光灯用スターターとの間に 30N の引張荷重を連

続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。 

（チ）ローゼットにあっては、通常の使用状態に取り付けコードと台又は外郭との

間に200N の引張荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこ

と。 

（リ）差し込み型電線コネクターにあっては、（ヘ）ａに適合するほか、適合する

電線を取り付け、その内の任意の 1 本の電線に 10N の引張り荷重を加えなが

ら電線差し込み孔を中心に45°曲げて元に戻し、更に反対側に45°曲げて戻

す操作を5回繰り返したとき、各部に異状が生じないこと。 

この場合において、 

ａ 「適合する電線」とは、表示された電線をいう。 

ｂ 2以上の太さ又は種類の電線を接続できるものにあっては、太さ及び種類

ごとの電線を組合せて試験を行う。 

ニ 巻取機構の性能 

電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、電線を引き出し、収納す

る操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行ったとき、素線の断線率が30%以

下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。 
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この場合において、「電線を収納する操作」を自動的に行うものにあっては、試

験はその自動収納操作の速さで行う。 

ホ 耐熱性能 

（イ）屋外用のものであって、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあっては、

80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割

れ、変形その他の異状が生じないこと。 

この場合において、「変形その他の異状」には、試験を行った後に外郭を取

り外し再度取り付けが正常に行えなくなった状態及び水の浸入するおそれの

ある異状が生じた状態を含む。 

（ロ）アイロンプラグにあっては、さし込み口の先端から20㎜までの部分にあって

は 200℃±3℃、さし込み口の先端から 20 ㎜を超える部分にあっては

150℃±3℃の空気中に 1 時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、

割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

（ハ）電球を取り付けて使用する接続器（けい光灯用ソケット及びけい光灯用スタ

ーターソケットを除く。）にあっては、つまみ又はボタンの部分以外にあっ

ては次の表に掲げる温度の空気中に 1 時間、つまみ又はボタンにあっては

100℃±3℃の空気中に 1 時間放置したとき、ゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、

変形その他の異状が生じないこと。 

この場合において、プルソケット、分岐ソケット等の引きひもの先端に取り

付けられているものには適用しない。 

 

 

 

 

ヘ 開閉性能 

点滅機構又は刃受けを有するものにあっては、附表第二１の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

ト 温度上昇 

差込みプラグ、差し込み接続器（差込みプラグを除く。）であって、固定要素を

有する平刃のもの、蛍光灯用ソケット、蛍光灯用スターターソケット、ローゼット

区分 温度(℃) 

ねじ込み型（引掛

け型を含む。） 

白熱電球用

のもの 

公称直径が 26 ㎜未満の受

け金を有するもの 
100±3 

公称直径が 26 ㎜の受け金

を有するもの 
150±3 

公称直径が 26 ㎜を超える

受け金を有するもの 
200±3 

ハロゲン電球用のもの 250±5 

その他 

白熱電球用（シールドビーム用、管形電

球用等を含む。）のもの 
150±3 

ハロゲン電球用のもの 250±5 
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（引掛け型のものを除く。）及びジョイントボックス（平形導体合成樹脂絶縁電線

の接続部の導電部を有するもの及び差し込み電線コネクターを除く。）以外のもの

にあっては、附表第三１及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。この場

合において、ハ又はヘに規定する試験を行うものにあっては、ハ又はヘに規定する

試験の後に行わなければならない。 

チ 絶縁性能 

附表第四の試験を行ったとき、これに適合すること。この場合において、トに規

定する試験を行うものにあっては、トに規定する試験の直後に行わなければならな

い。 

リ 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付け部を有するものにあっては、チに規定する試験の後に附

表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヌ 接触抵抗 

接地極を有する差し込み接続器であって、刃受けを有するものにあっては、刃が

正しく差し込まれた状態において、接地極に電圧が 1.5V 以上 4.5V 以下で電流が

1Aの直流を通じて測定した接地極の刃と刃受け端子との間の電圧降下（3回の平均

値をとるものとする。）は、50mV 以下であること。 

ル 耐燃性 

電源電線等と一体成型されている器具用差込みプラグ及びコードコネクターボ

ディにあっては、器体を水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130㎜のブン

ゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去ったとき、自然に消えること。 

この場合において、 

（イ）｢自然に消えること｣とは、60秒以内に消えることをいう。 

（ロ）ブンゼンバーナーの燃料は、約37MJ/m3の工業用のメタンガス又はこれと同等

以上の発熱量を有するものを使用するものとする。 

（参考 約 37MJ/m3は、9,000kcal/m3に相当する。） 

 

７ ライティングダクト及びその付属品 

（１）材料 

｢ライティングダクト｣には、(1)において附属品を含む。 

イ ライティングダクト（以下７において「ダクト」という。）の外郭の材料は、

次に適合すること。 

（イ）金属のものにあっては、JIS G 3131(1983)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規

定するもの、JIS H 4000(1982)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及
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び条」に規定する A1100P-H14、JIS H 4100(1982)「アルミニウム及びアルミ

ニウム合金押出形材」に規定するA1100S-F又はこれらと同等以上の機械的強

度を有するものであること。 

（ロ）合成樹脂のもの（金属に合成樹脂を被覆したものを含む。以下７において同

じ。）にあっては、容易に変形しないこと。 

ロ 導電材料及び接地極の材料は、銅又は銅合金であること。 

ハ ダクトの強度は両手でダクト（附属品を除く。）の先端及び末端（長さが1mを

超えるものにあっては、1m の間隔をおいた位置）をつかみ、これに適当なねじり

力を加えたとき、復元力があり、かつ、次のいずれにも適合するものであること。 

各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ等が生じないこと 

導体の各部が器体から離れないこと 

ニ 附属品の強度は、６（３）ロ（ハ）の規定に適合するものであること。 

（２）構造 

イ ダクトは、次に適合すること。 

（イ）ダクト相互は、カップリング、エルボー、ティ及びクロス（以下７において

「接続用附属品」という。）を用いて電気的及び機械的に確実に接続できる

こと。 

｢電気的及び機械的に確実に接続できる｣とは、次の状態のものを含む。 

ａ 内面の各部は、なめらかなものであること。 

ｂ ダクトの内部は、ダクトの全長にわたって均一な構造であること。ただし、

接続用附属品との接続部を指定する構造のものの接続部にあっては、この限

りでない。 

（ロ）フィードインボックス及びエンドキャップを確実に接続できること。 

｢確実に接続できる｣とは、（イ）に準じる。 

（ハ）固定型のものにあっては、ライティングダクト用のプラグ及びアダプター（以

下７において「プラグ等」という。）が受口部の任意の箇所において、容易

に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造であること。 

｢容易に、かつ、確実に着脱及び固定できる構造｣には、次のことを含む。 

ａ 次の図例に示すダクトの開口部側の外面から導体の中心部までの深さは、

ダクト全長にわたって均一であること。 

 

ｂ 導体は、ダクト全長にわたって均一な形状であること。 
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（ニ）走行型のものにあっては、プラグ等の受け口部の全長にわたり容易に走行で

きる構造であること。 

｢容易に走行できる構造｣には、次のことを含む。 

ａ 次の図例に示すダクトの開口部側の外面から導体の中心部までの深さは

ダクト全長にわたって均一であること。 

 

ｂ 導体は、ダクト全長にわたって均一な形状であること。 

ｃ 「容易に走行できる｣とは、プラグ等をダクトに装着させ、これに20Nの

力を加えたとき、全長にわたって支障なく移動できることをいい、5Nの力

を加えたとき移動できないことを含む。 

（ホ）プラグ等を装着したとき、導電接触部が電気的に確実に接続でき、かつ、導

電接触部に荷重が加わらない構造であること。 

｢導電接触部に荷重が加わらない｣とは、ダクトにプラグ等を装着し、そのプ

ラグ等にダクトと鉛直方向に張力及び押込力を加えた場合において導電接触

部に力が加わらないことをいう。 

（ヘ）プラグ等を装着したとき、プラグ等に加わる荷重に耐えるものであること。 

（ト）外郭が合成樹脂のもの及びダクトカバー又は導体カバーを有するものにあっ

ては、質量が 250g でロックウエル硬度 R100 の硬さに表面をポリアミド加工

した半径が 10 ㎜の球面を有するおもりを 14 ㎝の高さから垂直に落としたと

き、又はこれと同等の衝撃力をロックウエル硬度R100 の硬さに表面をポリア

ミド加工した半径が10㎜の球面を有する衝撃片によって加えたとき、各部に

異状が生じないこと。 

｢異状が生じない｣とは、次に適合することをいう。 

ａ （２）イ（イ）から（ヘ）まで及び（４）イからルまでに規定する事項に

適合するもの 

ｂ ダクトカバー及び導体カバーを有するものにあっては、ダクトとダクトカ

バーが外れないこと。 

ｃ 金属に合成樹脂を被覆したものにあっては、外郭の外面を金属はくで覆い

（両端末部100㎜の部分及び取付け孔の部分は除く。）金属はくとコアー（金

属心材）との間に1,500Vの交流電圧（定格電圧が150V以下のものは1,000V）

を加えたとき連続して1分間これに耐えるもの 

（チ）開口部をダクトカバーで覆う構造のものにあっては、導体カバーを有し、か

つ、ダクトカバーを外した状態において、JIS B 7524(1962)「すきまゲージ」
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に規定する厚さ1㎜のすきまゲージを用いて、30Nの力で押したとき、すきま

ゲージが充電部に触れないこと。 

｢すきまゲージ｣とは、JIS B 7524(1962)｢すきまゲージ｣に定めるA形のもの

をいう。 

（リ）外郭が金属に合成樹脂を被覆したものであるものにあっては、合成樹脂の被

覆の厚さは、0.15㎜以上であること。 

ロ 接続用附属品及びプラグ等は、次に適合すること。 

（イ）電源電線接続用の端子を有するものにあっては、端子部は、６（１）ロに適

合すること。 

（ロ）ヒューズを取り付けるものにあっては、ヒューズの取付け部は、６（１）ハ

に適合すること。 

（ハ）接続用附属品は、ダクトと電気的及び機械的に確実に接続でき、かつ、ダク

トを接続したとき、異極間に短絡を生ずるおそれのないこと。 

｢電気的及び機械的に確実に接続でき｣には、次のことを含む。 

ａ 接続用附属品は、ダクトにねじ止め又は抜け止め機構を用いて固定できる

構造であること。 

ｂ 導電接触部には、ダクトの導電接触部に常時機械的圧力を加えることので

きる機構を有すること。（以下、（ホ）、（ヘ）及び（ト）において同じ。） 

ｃ 導電接触部は、1,500A の電流を約0.02 秒間通じた状態において溶着等が

生じないこと。 

（ニ）通常の使用状態において、人が充電部に触れるおそれのない構造であること。 

｢通常の使用状態｣とは、プラグ等及び接続用附属品をダクトに接続した後の

状態とする。 

（ホ）プラグ等の導電接触部は、ダクトの導体と電気的に確実に接続できる構造で

あること。 

（ヘ）固定型のダクトに装着するプラグ等は、ダクトと容易に、かつ、確実に着脱

及び固定できる構造であること。 

｢固定できる構造｣には、抜け止め機構を有することを含む。 

（ト）走行型のダクトに装着するプラグ等は、容易に走行でき、かつ、容易にはず

れない構造であること。 

ａ ｢容易に走行でき｣とは、プラグ等をダクトに装着させ、これに20N以上の

力を加えたとき、全長にわたって支障なく移動できることをいい、5Nの力

を加えたとき移動できないことを含む。 

ｂ ｢容易にはずれない｣には、抜け止め機構を有することを含む。 

（チ）アダプターの負荷側の接続部は、次に適合すること。 
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ａ ねじ込み接続部にあっては、６（１）ホ（ハ）、（ニ）、（ホ）、（ヘ）、

（ト）及び（チ）並びに（２）イに適合すること。 

ｂ さし込み接続部にあっては、６（１）ニ（イ）、（ハ）、（ホ）及び（ヘ）

に適合すること。 

（３）定格 

導体カバー及びダクトカバーを有するダクトの定格電圧は、125V であること。 

（４）性能 

イ 端子部の強度 

附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

この場合において、 

（イ）｢端子部｣には、接続用附属品及びフィードインボックスの接続部を含む。 

（ロ）強度試験は、ねじの締め付けトルクにあっては附表第一１、引張荷重にあっ

ては附表第一３を適用する。 

ロ 引張強度 

アダプターの負荷側の接続部であってねじ込み受け金を有するものにあっては

６（３）ハ（ホ）ｂに、刃受け金具を有するものにあっては６（３）ハ（イ）及び

（ニ）（ｂ及びｃを除く。）に適合すること。この場合において、アダプターはダ

クトに固定して引張試験を行う。 

ハ 着脱性能 

固定型のダクト及びプラグ等にあっては、次に掲げる試験条件においてプラグ等

を毎分約20回（着脱で1回と数える。以下ハにおいて同じ。）の割合で連続して

100回着脱したとき、各部に異状が生じないこと。 

（イ）ダクトにあっては、定格電圧に等しい電圧を加え、次に掲げる試験電流（力

率は、約1とする。）を通じること。 

ダクトの定格電流(A) 試験電流(A) 

20以下のもの 9 

20を超えるもの 22.5 

 

（ロ）プラグ等にあっては、適合するダクトにプラグ等の定格電圧に等しい電圧を

加え、プラグ等の定格電流の 150%に等しい電流（力率は、約 1 とする。）を

通じること。 

ニ 走行性能 

走行型のダクト及びプラグ等にあっては、次に掲げる試験条件においてプラグ等

を走行させたとき、各部に異状が生じないこと。 
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（イ）接続用附属品を用いてダクト2個を接続し、その接続部を含む30㎝の距離を

走行させること。ただし、接続部を走行させることができない構造のものに

あっては、ダクトの任意の箇所において30㎝走行させることができる。 

（ロ）毎分約20回（往復で1回と数える。）の割合でプラグ等に50Nの荷重を加え

た状態において 1,000 回走行させた後、プラグ等に荷重を加えない状態にお

いて9,000 回走行させること。 

（ハ）ダクト及びプラグ等に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流

（力率は、約1とする。）を通じること。 

ホ 開閉性能 

点滅機構又は刃受けを有するものにあっては、附表第二１の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

ヘ 温度上昇 

（イ）ダクト及び接続用附属品にあっては、次に掲げる試験条件において、定格電

流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計

法により測定したダクト中央部の導体及び接続用附属品の導体接続部（端子

金具を含む。）の温度上昇は、それぞれ30K（基準周囲温度は、30℃とする。）

以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するものにあっ

ては、附表第三２の表２に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に取り付

けなければならない。 

ａ ハ又はニの試験の後、2個のダクトを接続用附属品を用いて接続すること。 

ｂ 床面から30㎝以上の高さにダクトを水平に置き、附表第一２の表に掲げ

る太さの絶縁電線であって長さが1.5m以上のものをダクトの導体に接続す

ること。 

（ロ）プラグ等にあっては、（イ）の試験の後において、ハ及びニの試験に用いた

プラグ等をダクトに装着して、そのプラグ等の定格電流に等しい電流を通じ、

各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法により測定したプラグ

等の導電部（端子を含む。）の温度上昇は、30K（基準周囲温度は、30℃とす

る。）以下であること。この場合において、ヒューズ取付け部を有するもの

にあっては、附表第三２の表２に掲げる銅板又は銅線をヒューズ取付け部に

取り付けなければならない。 

（ハ）点滅機構又は刃受けを有するものにあっては、附表第三１の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ト 絶縁性能 

ヘの試験の後、附表第四１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

チ 短絡性能 
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ダクトにあっては、次に掲げる試験条件において試験電流を通じたとき、ダクト

の外かく及び導体の著しい変形並びに絶縁物の有害な損傷、ひび、割れ等の異状が

なく、かつ、この試験の後において附表第四１及び２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（イ）2個のダクトを接続用附属品を用いて接続し、かつ、ダクトの電源側にフィー

ドインボックスを取り付け、ダクトの導体の終端を短絡すること。 

（ロ）試験電流は、短絡発生後0.5サイクルにおける交流分の実効値（3相回路にあ

っては、各相の電流の実効値を平均した値）が1,500A となるような電流とす

ること。 

（ハ）通電時間は、0.02 秒間以上とすること。 

この場合において、｢0.02 秒間以上｣とは、0.02 秒とする。 

リ 短絡遮断性能 

非包装ヒューズの取付け部を有するものにあっては、附表第五の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ヌ 垂直加重 

ダクトを次の図に示す支持間隔が30㎝の支持台の上にダクトの中央部及び2個

のダクトを接続用附属品を用いて接続したものを次の図に示す支持間隔が30㎝の

支持台の上にそれぞれの中央部が支持台間の中央に一致するように水平に置き、そ

れぞれの中央部に、定格電流が 15A 以下のものにあっては 150N、定格電流が 15A

を超え 20A 以下のものにあっては 200N、定格電流が 20A を超えるものにあっては

300N の荷重を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。 

 

ル 引張荷重 

ダクトにプラグ等を装着し、固定型のものにあっては長さ方向（以下X軸方向と

いう。）並びに長さ方向及び鉛直方向に垂直な方向（以下Y軸方向という。）並び

に鉛直方向（以下Z軸方向という。）に、走行型のものにあってはY軸方向及びZ

軸方向に次の表に掲げる値の引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、ダクト及びプ

ラグ等に著しい変形、ひび、割れ等の異状が生じないこと。 

プラグ等の定格電流(A) 
引張加重(N) 

X軸方向及びY軸方向 Z軸方向 

15以下のもの 100 150 

15を超え 20以下のもの 140 200 

20を超えるもの 200 300 
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引張荷重を加える箇所は、次の図例の箇所とする。 

 

ヲ 耐燃性 

外かくが合成樹脂のものにあっては、別表第二附表第二十四に掲げる試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ワ 耐熱性 

（イ）外郭が合成樹脂のものにあっては、70℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、

各部に異状が生じないこと。 

｢異状｣とは、自然に冷却したときのふくれ、ひび、割れ等を含む。 

（ロ）電球を取り付けるアダプターの負荷側の接続部は、６（３）ホ（ハ）に適合

すること。 

 

附表第一 端子部の強度 

 

１ ねじの首の下またはナットの下に電線または銅帯等をはさんで締め付ける構造のもの

にあっては、端子ねじの1ピッチの長さに等しい厚さの黄銅板をねじの首の下またはナ

ットの下にはさんで、次の表に掲げるトルクを加えて締め付けたとき、異状が生じない

こと。 

この場合において、｢異状｣とは、端子又は端子取付部の破損、及び機能に悪影響を及

ぼす変形等をいい、軽微な曲りは異状とはみなさない。（以下附表第一において同じ。） 

 

端子ねじの

呼び径(㎜) 
3以下 

3を超え

3.5以下 

3.5を超

え4以下 

4を超え

4.5以下 

4.5を超

え5以下 

5を超え

6以下 

6を超え

8以下 

8を超え

るもの 

トルク(Nm) 
0.5 

(0.25) 

0.8 

(0.4) 

1.2 

(0.7) 

1.5 

(0.8) 
2 2.5 5.5 7.5 

（備考）括弧内の数値は、すり割り付き止ねじに適用する。 

 

２ ねじの先端で押し締める構造のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合する絶縁電線であって、次の表に掲げる太さのものを接続し、１の表に掲げる

トルクを加えて締め付けたとき、異状が生じないこと。 

定格電流(A) 電線 
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単線(直径 ㎜) より線(断面積 ㎜ 2) 

15以下 1.6(2.0) ― 

15を超え20以下 2.0(2.6) ― 

20を超え30以下 (3.2) 5.5 

30を超え 40以下 ― 8(14.0) 

40を超え 60以下 ― 14.0(22.0) 

60を超え 75以下 ― 22.0(38.0) 

75を超えるもの ― 38.0(60.0) 

（備考）１ 括弧内の数値は、Ａｌ及びＡｌ―Ｃｕの文字を表示したものに適用する。 

２ 定格電流が15A以下の絶縁電線であって、一般固定配線用以外のものにあっては、直径

が0.8㎜以上1.6㎜以下の取り付けることができる最大の単線とすることができる。 

 

３ 電線を差し込んで締め付ける構造のものにあっては、２の表に掲げる電線を端子部に

接続し、器体の外方に向って電線に100N(機械器具に組み込まれるものにあっては、50N)

の引張荷重を連続して1分間加えたとき、異状が生じないこと｡ 

この場合において、 

（１）「電線を差し込んで締め付ける構造のもの」とは、端子に電線を直接にさし込み、ね

じ又は工具（圧着ペンチ、はんだごて等）を用いずに締付け、接続される構造のも

のをいう。 

（２）コードを接続するものにあっては、試験品の定格電流と同等以上の許容電流をもつ

コードを通常の使用状態に接続するものとする。 

 

４ １、２及び３に掲げるもの以外の端子部にあっては、器体と端子との間に10Nの引張

荷重を15秒間加えたとき、異状が生じないこと。 

 

附表第二 開閉試験 

この附表において、多段切換え式の点滅器及び開閉器の試験は、1 つの回路に負荷を接

続して行う。 

 

１ 点滅器（光電式自動点滅器及び電子応用機械器具に組み込まれるものを除く。）及び

接続器の開閉試験 

（１）の試験条件において（２）の試験を行ったとき、（３）の基準に適合すること。

この場合において、二重定格のものにあっては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換

えて試験を行わなければならない。 

（１）試験条件 

イ 附表第一２の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に

取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。ただし、ハの表に掲げる開閉試
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験９における電圧は、100V とする。 

この場合において、固定して使用するもの以外のもの及び機器組み込み用点滅器

等にあっては、試験品の定格電流と同等以上の許容電流を有するコード又はキャブ

タイヤケーブルを通常の使用状態に接続することができる。（以下附表第二におい

て同じ。） 

ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の 1.5 倍以下の

試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の 2.5%以下、1.5 倍を

超える試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の 15%以下とす

ること。 

この場合において、「電源側端子における電圧降下」は、試験電流が定常状態に

達したときの値（実効値）とする。（以下附表第二において同じ。） 

ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。 

開閉試験の種

類 

試験条件 

電流 負荷の力率 
1分間の

開閉回数 
総開閉回数 

開閉試験１ 
定格電流に等し

い電流 
0.75以上 0.8以下 約 20 5,000 

開閉試験２ 
定格電流の1.5

倍の電流 
0.75以上 0.8以下 約 20 100 

開閉試験３ 
定格電流に等し

い電流 
0.95以上 1以下 約 20 5,000 

開閉試験４ 
定格電流の1.5

倍の電流 
0.95以上 1以下 約 20 100 

開閉試験５ 

定格電流の1.5

倍(1.25倍)の

電流 

0.95以上 1以下 約 20 100 

開閉試験６ 
定格電流に等し

い電流 
0.95以上 1以下 約 3 1,000 

開閉試験７ 
定格電流の1.5

倍の電流 
0.95以上 1以下 約 3 100 

開閉試験８ 
定格電流に等し

い電流 
0.75以上 0.8以下 約 20 10,000 

開閉試験９ 
定格電流に等し

い電流 
0.95以上 1以下 約 3 100 

開閉試験１０ 
定格電流の8倍

の電流 
0.3以上0.4以下 約 6 5 

開閉試験１１ 
定格電流の6倍

の電流 
0.3以上0.4以下 約 6 100 

開閉試験１２ 
定格電流に等し

い電流 
0.65以上 0.75以下 約 20 5,000 

（備考） 

１ かっこ内の数値は、定格電流が30Aを超える接続器に適用する。 
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２ 開閉試験９においては、負荷には JIS C 7501(1983)「一般照明用電球」に規定された 200W

のもの（電流の調整に必要な限度において、これ以下の消費電力のものとすることができる。）

を用い、点灯時間2秒以内、消灯時間30秒以上として試験すること。 

３ 開閉試験１０においては、閉路後直ちに開路すること。 

４ 開閉試験１１においては、開路するとき回路に通電しないこと。 

（２）実施すベき試験 

イ タイムスイッチ及びリモートコントロールリレー並びに電動機操作用である旨

の表示を有するもの以外の点滅器にあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験の

うち開閉試験１を行い、その後に開閉試験９を行い、次に開閉試験２を行うこと。 

この場合において、 

（イ）機器組込用点滅器等であって、定格電流が7Aを超えるものにあっては、当分

の間、開閉試験９において電球負荷は電流が7A相当分を最大とすることがで

きる。 

（ロ）点滅器には、接続器に付属する点滅器を含む。 

ロ 引掛け型、ロックナット式、抜け止め式及びさし込み引掛け型以外の接続器で

あって、定格電流が 20A 以下のものにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験

のうち開閉試験３を行い、次に開閉試験４を行うこと。 

ハ さし込み引掛け型の接続器にあっては、さし込み型のさし込みプラグにより（１）

ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験３を行い、その後に引掛け型さし込みプ

ラグにより開閉試験４を行うこと。 

ニ ロ及びハに掲げるもの以外の接続器にあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試

験５を行うこと。 

ホ タイムスイッチにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験６

を行い、その後に開閉試験７を行うこと。この場合において、差し込み機構につ

いて行う開閉試験６の総開閉回数は、5,000 回とし、1 分間の開閉回数は約 20 回

の割合としなければならない。 

ヘ リモートコントロールリレーにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験のう

ち開閉試験８を行い、その後に開閉試験９を行い、次に開閉試験２を行うこと。

この場合において、操作用電磁コイルの通電時間は、１の開閉の操作について 1

秒以内とする。 

ト 点滅器であって電動機操作用である旨の表示を有するものにあっては、（１）

ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験１０を行い、その後に開閉試験１１を行

い、次に開閉試験１２を行うこと。 

（３）基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。 
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２ 開閉器等の開閉試験 

（１）の試験条件において（２）の試験を行ったとき、（３）の基準に適合すること。

この場合において、二重定格のものまたは適用電動機容量および定格電流を表示するも

のにあっては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換えて試験を行なわなければならな

い。 

（１）試験条件 

イ 附表第一２の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に

取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。 

ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の 1.5 倍以下の

試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の 2.5%以下、1.5 倍を

超える試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の 15%以下であ

ること。 

ハ 開閉試験の種類ごとに試験条件は、次の表に掲げるとおりとする。 

開閉試験の

種類 

試験条件 

電流 負荷の力率 
1分間の

開閉回数 
総開閉回数 

開閉試験１ 

定格電流が25A以下のも

のにあっては150A、定格

電流が25Aを超えるもの

にあっては定格電流の6

倍の電流 

0.45以上

0.5以下 
約 4 

手動で35自動遮

断で15 

開閉試験２ 定格電流の1.5倍の電流 
0.75以上

0.8以下 
約 6 100 

開閉試験３ 定格電流に等しい電流 
0.75以上

0.8以下 
約 10 5,000(1,000) 

開閉試験４ 
定格電流の10倍(8倍)

の電流 

0.3以上0.4

以下 
約 6(4) 5 

開閉試験５ 
定格電流の10倍(8倍)

の電流 

0.3以上0.4

以下 
約 6(4) 100(50) 

開閉試験６ 定格電流に等しい電流 
0.65以上

0.75以下 
約 20 5,000(1,000) 

開閉試験７ 定格電流の10倍の電流 
0.6以上0.7

以下 
約 6 5 

開閉試験８ 定格電流の10倍の電流 
0.6以上0.7

以下 
約 6 100 

開閉試験９ 定格電流に等しい電流 
0.3以上0.4

以下 
約 20 5,000 

（備考） 

１ かっこ内の数値は、開放ナイフスイッチおよび開閉接触部が刃形のものであって、次の表

に掲げる大きさの開閉接触部を有するものに適用する。 

定格電流(A) 
開閉接触部の大きさ（㎜） 

刃の公称厚 刃の接 刃受けおよび 刃受けおよびヒ



 115 

さの最小値 触部分

の幅の

最小値 

ヒンジクリッ

プの公称厚さ

の最小値 

ンジクリップの

接触部分の幅の

最小値 

15以下 1.6 10 1.0 10 

15を超え 30以下 2.0 12 1.2 12 

30を超え 60以下 2.6 16 1.4 16 

60を超えるもの 3.2 20 1.8 20 

２ 開閉試験１において、1分間以内に開閉できないものにあっては、リセットできる最小の時間

で開閉すること。 

３ 開閉試験１において、個別引きはずしの配線用遮断器にあっては、各極ごとに自動遮断を行な

うこと。 

４ 開閉試験４および開閉試験７においては、閉路の直後に開路すること。 

５ 開閉試験５および開閉試験８においては、開路するときに回路に通電しないこと。 

６ 自動遮断するもの以外のものにあっては、使用率を50%以下とすること。 

（２）実施すベき試験 

イ 定格電流を表示するもの（電磁開閉器操作用のものを除く。）であって、過電

流引きはずし装置を有するものにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験のう

ち開閉試験１を行ない、その後に開閉試験３を行なうこと。 

ロ 定格電流を表示するもの（電磁開閉器操作用のものを除く。）であって、過電

流引きはずし装置を有しないものにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験の

うち開閉試験２を行ない、その後に開閉試験３を行なうこと。 

ハ 適用電動機容量を表示するものにあっては、（１）ハの表に掲げる開閉試験の

うち開閉試験４を行ない、その後に開閉試験５を行ない、次に開閉試験６を行な

うこと。 

ニ 定格電流を表示するものであって、電磁開閉器操作用のものにあっては、（１）

ハの表に掲げる開閉試験のうち開閉試験７を行ない、その後に開閉試験８を行な

い、次に開閉試験９を行なうこと。 

（３）基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。 

３ 光電式自動点滅器の開閉試験 

（１）の試験条件において（２）の試験を行ったとき、（３）の基準に適合すること。

この場合において、二重定格のものにあっては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換

えて試験を行わなければならない。 

（１）試験条件 

イ 附表第一２の表に掲げる太さの絶縁電線を試験品に接続し、通常の使用状態に

取り付け、定格電圧に等しい電圧を加えること。 

ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の 1.5 倍以下の
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試験電流である場合は、無負荷時における電源側端子の電圧の 2.5%以下とするこ

と。 

ハ （２）イ及びロの試験は、それぞれ別の試験品で行うこと。 

（２）実施すべき試験 

イ 白熱電球（JIS C 7501(1983）「一般照明用電球」に規定された 100W のもの）

を負荷として、試験品に定格電流に等しい電流を通じ、採光面に点灯又は消灯で

きる照度を与えて開閉操作を連続して2,000回（開閉で1回と数える。以下（２）

において同じ。）行うこと。 

ロ 試験品に定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流（遅れ力率は、

約 0.6）を通じ、採光面に点灯又は消灯できる照度を与えて開閉操作を連続して

2,000回行うこと。この場合において、負荷は抵抗器とリアクトルとを直列に接続

したものとする。 

（３）基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。 

４ 電子応用機械器具に組み込まれる点滅器の開閉試験 

（１）の試験条件において（２）の試験を行ったとき、（３）の基準に適合すること。

この場合において、二重定格のものにあっては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換

えて試験を行わなければならない。 

（１）試験条件 

イ ラグ端子にあっては直径 1 ㎜の絶縁電線、コネクター端子にあっては適合する

コネクター、その他の端子にあっては附表第一２の表に掲げる太さの絶縁電線を

試験品に接続し、試験品を通常の使用状態に取り付け、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を加えること。 

ロ 試験品の電源側端子における電圧降下は、試験電流が定格電流の 1.5 倍以下の

試験電流である場合は無負荷時における電源側端子の電圧の 2.5%以下であること。 

ハ 試験に用いる負荷は、試験品が閉路した時から、定格周波数が50Hz の場合にあ

っては1/200秒以内、定格周波数が60Hz の場合にあっては1/240秒以内に突入電

流の値が最大となるような JIS C 7501(1983)「一般照明用電球」に規定されたも

の又はこれと同等の特性を有する負荷であること。 

（２）実施すべき試験 

イ 定格電流の1.5倍の電流を通じ、毎分約10回（開閉で1回と数える。以下４に

おいて同じ。）の割合で連続して 100 回開閉を行うこと。この場合において突入

電流は、次の表に掲げる値以上であること。 

試験品の定格電流(A) 突入電流(A) 

1 27 
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2 51 

3 71 

4 91 

5 111 

ロ 定格電流に等しい電流を通じ、毎分約 10 回の割合で連続して 10,000 回開閉を

行うこと。この場合において、突入電流は、次の表に掲げる値以上であること。 

試験品の定格電流(A) 突入電流(A) 

1 18 

2 35 

3 51 

4 65 

5 78 

（３）基準 

短絡、接点の溶着その他の電気的又は機械的な異状が生じないこと。 

 

附表第三 温度上昇試験 

温度上昇試験において、接点材料の取り扱いは、次による。 

（１）可動接点と固定接点が同一材料ではなく、一方が銀、一方が銅の場合は、銅接点と

して取り扱う。 

（２）銀張り、溶接（ろう付けを含む。）等をしたものは、銀の有効厚さが0.5㎜（定格電

流又は回路電流が 10A 以下のものにあっては、0.3 ㎜）以上のものは、銀（銀合金）

として取り扱い、0.5 ㎜（定格電流又は回路電流が 10A 以下のものにあっては、0.3

㎜）未満のものは、地金の材料を接点材料として取り扱う。この場合、銀の有効厚さ

は原則として接点の中心部分をいう。ただし、可動接点と固定接点を組み合わせた状

態で銀が摩耗した場合を想定し、銅の地金が露出するおそれのあるもの又は銅の地金

部分に銀接点が接触するおそれのあるものは、地金までの部分を銀接点の有効厚さと

みなす。 

 

接点が銀の場合の接点の有効厚さの測定の例を次に示す。 
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（３）接点材料が合金である場合の取り扱いは、次による。 

 

接点材料の配合 取り扱い 

銀 50%以上+銅 50%未満+その他 銀合金 

銀 50%未満 
銅≧その他 銅合金 

その他>銅 その他 

銀+その他(銅を除く｡) 銀合金 

銅 50%以上+その他(銀を除く｡)50%未満 銅合金 

銅 50%未満+その他(銀を除く｡)50%以上 その他 

 

１ 点滅器及び接続器にあっては、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ

一定となった時の熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）により測定し

た温度上昇は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、Ａｌ及びＡｌ―

Ｃｕの文字を表示したものにあっては、附表第一2の表に適合するアルミニウム電線を

用いるものとし、さし込み引掛け型のものにあっては、プラグをさし込んだ状態と引掛

けた状態のそれぞれについて行うものとする｡ 

 

測定箇所 温度上昇（Ｋ） 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 70 

Ｅ種絶縁のもの 85 

Ｂ種絶縁のもの 95 

Ｆ種絶縁のもの 120 

Ｈ種絶縁のもの 140 

整流体（交流側電源回路に使用するも セレン製のもの 45 
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のに限る。） ゲルマニウム製のもの 30 

シリコン製のもの 105 

開閉接触部 
銅又は銅合金のもの 40 

銀又は銀合金のもの 65 

刃受け又は受け金の導電部 40 

端子金具及び電線の導体 

銅又は銅合金の開閉接

触部を有するもの 
35 

銀又は銀合金の開閉接

触部を有するもの 
60 

平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部 30 

ねじ込み型電線コネクターの接続部の導電部 45 

差し込み型電線コネクターの接続部の導電部 45 

ヒューズクリップの接触部 
刃形端子のもの 70 

筒形端子のもの 60 

（備考）１ 構造上温度上昇を測定することができない開閉接触部を有するものにあっては、開閉接触

部の項の数値は、適用しない。 

２ 端子金具及び電線の導体の項の数値は、構造上温度上昇を測定することができない開閉接

触部を有するものに限り適用する。 

３ 基準周囲温度は、30℃とする。 

 

この場合において、 

（１）「巻線」の温度上昇は、次のイに掲げる機器の階級ごとに次のロの補正値を加えた値

とする。 

イ 機器の階級 

  階級１ 年間を通じ電源に接続され、かつ、実使用時間が長いと推定されるも

の 

  階級２ 季節使用と推定されるもの並びに階級１及び階級３以外のもの 

  階級３ 使用時に限って電源に接続され使用後は電源から分離されると推定

されるもの 

ロ 補正値 

  階級１ 0℃ 

  階級２ 8℃ 

  階級３ 16℃ 

（２）「開閉接触部」には、開閉接触部に隣接する部分を含む。 

（３）「銀又は銀合金」には、金、白金及びこれらの合金を含む。 

（４）「銅又は銅合金」には、銀又は銀合金以外のものを含む。 

（５）「接続部の導電部」には、開閉接触部、刃受け、受け金及び巻線は含まない。 

（６）別表第四１（２）ウ（ハ）ａ及びｂの基準に同じ。 
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２ １に掲げるもの以外のものにあっては、通常の使用状態に取り付け、附表第一２の表

に掲げる太さの絶縁電線であって長さが 1.5m 以上のものを接続し、定格電流に等しい

電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法（電圧コイルの温度

の測定にあっては、抵抗法）により測定した温度上昇は、次の表１に掲げる値以下であ

ること。この場合において、操作回路を有するものにあっては定格周波数に等しい周波

数の定格操作回路電圧に等しい電圧を加え、ヒューズ取付け端子を有するものにあって

はヒューズ取付け端子に表２に掲げる銅板又は銅線を取り付けなければならない。 

 

表１ 

測定箇所 

温度上昇(K) 

熱電温度

計法 
抵抗法 

接触圧力を自力で保持する刃形構造のものであって、カ

ットアウトスイッチ及び附表第二２（１）ハの表の備考

１の表に掲げる大きさの開閉接触部を有するものの開閉

接触部 

25 ― 

接触圧力を他力で保持する刃形構造のもの及び開閉接触

部の大きさが附表第二２（１）ハの表の備考１の表に掲

げる大きさのもの以外のものであって刃形構造のものの

開閉接触部 

40 ― 

接点材料が銅又は銅合金であって、形状が塊状又は平板

状であり、かつ、接触機構がつき合わせ接触のものの開

閉接触部 

40 ― 

接点材料が銅又は銅合金であって、形状が塊状又は平板

状であり、かつ、接触機構が摺動接触のものの開閉接触

部 

45 ― 

接点材料が銀又は銀合金であって、形状が塊状又は平板

状であり、かつ、接触機構がつき合わせ接触又は摺動接

触のものの開閉接触部 

75(100) ― 

端子金具 50(60) ― 

カットアウトの導電部 25 ― 

Ｙ種絶縁のコイル 50 70 

Ａ種絶縁のコイル 65 85 

Ｅ種絶縁のコイル 80 100 

Ｂ種絶縁のコイル 90 110 

Ｆ種絶縁のコイル 115 135 

Ｈ種絶縁のコイル 140 160 

裸線を単層巻にしたコイル 90 ― 

エナメル線を単層巻にしたコイル 90 ― 

エナメル線を二重巻にしたコイル 80 ― 

整流体（交流側電源回路に使用

するものに限る。） 

セレン製のもの 45 ― 

ゲルマニウム製のもの 30 ― 

シリコン製のもの 105 ― 

ヒューズクリップの接触部 
刃形端子のもの 70 ― 

筒形端子のもの 60 ― 
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（備考）１ 括弧内の数値は、漏電遮断器並びに過電流引外し装置又は短絡保護装置（ヒューズ式のも

のを除く。）を有するものに適用する。 

２ 基準周囲温度は、30℃とする。ただし、25℃の周囲温度を表示するものであって、30℃の

周囲温度において定格電流に等しい電流を通じたとき、過電流引外し装置が動作するものにあ

っては、基準周囲温度を25℃とすることができる（以下３において同じ。）。 

表２ 

定格電流(A) 銅板又は銅線 

15以下 厚さ 0.3㎜幅10㎜の銅板又は断面積が3㎜ 2の銅線 

15を超え30以下 厚さ 0.5㎜幅12㎜の銅板又は断面積が6㎜ 2の銅線 

30を超え60以下 厚さ 1.4㎜幅16㎜の銅板又は断面積が22㎜ 2の銅線 

60を超えるもの 厚さ 1.8㎜幅20㎜の銅板又は断面積が36㎜ 2の銅線 

 

３ 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、電源電線を1m引き出した状態

で定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、巻取機構

内部の電源電線各層の表面における温度上昇は、次の表の値以下であり、巻取機構及び

外かくに金属以外のものを使用するものにあっては、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割

れ、変形その他の異状が生じないこと。この場合において、過電流引きはずし装置を有

するものにあっては、引きはずし装置が動作しないこと。 

 

電源電線の絶縁体の種類 温度上昇(K) 

ビニル混合物（耐熱性を有するものを除く。）及

び天然ゴム混合物 
30 

ビニル混合物（耐熱性を有するものに限る。）、

スチレンブタジエンゴム混合物及びクロロプレン

ゴム混合物 

45 

けい素ゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合

物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 
60 

 

４ 速結端子にあっては、定格電流に等しい電流を通じ、端子の温度上昇がほぼ一定とな

った時の熱電温度計法により測定した速結端子金具の温度上昇は、35K(基準周囲温度は、

30℃とする。）以下であること。 

 

附表第四 絶縁性能試験 

この附表において、別表第四１（２）ウ（ハ）ｂの基準に同じ。 

 

１ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した各部の絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上で

あること。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部にあっては金属はくを

すき間なくあて、固定して取り付けるものにあっては通常の使用状態で試験用金属板に
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取り付けて測定しなければならない。 

この場合において、 

（１）極間に表示灯、操作回路、制御回路、電子回路、変圧器等を有するものにあって

は、「極性が異なる充電部間」の測定は、それらの入力の一端を回路から取り外し

て行う。この場合において、固定配線により使用するものにあっては表示灯、操作

回路、制御回路、電子回路、変圧器等を入力の一端を回路から取り外さないで極間

の絶縁抵抗測定を 10 秒間行った時、これらに有害な障害（表示灯等にあっては、

これが不点灯状態となることを除く。）が生じないものであること。 

（２）「開路の状態」とは、主回路が開路した状態をいう。 

（３）充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間にサージアブソーバーを有

するものであって差込みプラグの接地極の刃で接地できるもの又は次に適合する

ものにあっては、「充電部とアースするおそれのある非充電金属部」との間の測定

はサージアブソーバーを回路から取り外して行うことができる。 

イ 金属外郭と絶縁されたアース端子又はアース用口出し線をサージアブソーバー

専用に設けること。 

この場合において、アース端子と金属外郭との間の空間距離（沿面距離を含む。）

は3㎜以上であること。 

ただし、回路からサージアブソーバーを取り外さずにサージアブソーバーを短絡

した状態で別表第四１（２）ハ（ハ）ｂに適合するものにあっては、アース端子又

はアース用口出し線をサージアブソーバー専用に設けることを要しない。 

ロ サージアブソーバー専用のアース端子又はアース用口出し線には、そのもの若

しくはその近傍に容易に消えない方法でサージアブソーバー専用である旨の表示

を付してあること。  

ハ サージアブソーバー専用のアース端子又はアース用口出し線は、別表第四１（１）

チ、（２）ナ及び（３）ハに準ずること。 

 

測定箇所 絶縁抵抗(MΩ) 

極性が異なる充電部（電動機の充電部および定格電圧が100V未

満の操作回路を除く。以下この表において同じ。）間 

開路の状態における極性が同じである充電部間充電部とアース

するおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある

非金属部との間 

充電部と試験用金属板との間主回路と操作回路との間 

5 

(1) 

電動機の充電部と非充電金属部との間 

定格電圧が 100V 未満の操作回路とアースするおそれのある非

充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間 

定格電圧が100V未満の操作回路と試験用金属板との間 

1 

（備考）かっこ内の数値は、電流計を有するものに適用する。 
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２ １に規定する試験の直後において、１の表に掲げる測定箇所（点滅器、接続器および

ミシン用コントローラーにあっては、開路の状態における極性が同じである充電部を除

く。）に次の表に掲げる電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。この場

合において、人が触れるおそれのある非金属部にあっては金属はくをすき間なくあてて、

固定して取り付けるものにあっては通常の使用状態で試験用金属板に取り付けて行な

わなければならない。 

この場合において、 

（１）極間に表示灯、操作回路、制御回路、電子回路、変圧器等を有するものにあっては、

「極性が異なる充電部間」の測定は、それらの入力の一端を回路から取り外して行う。 

（２）別表第四附表第四１（３）に適合すること。 

 

定格電圧(V) 試験電圧(V) 

30以下 500 

30を超え 150以下 1,000 

150を超え300以下 1,500 

300を超え600以下 2,000 

600を超え1,000以下 3,000 

（備考）二重定格のものにあっては、高い方の定格電圧によること。 

 

３ 屋外用のものであって、露出型のものまたは防雨型のものにあっては、電線またはコ

ードを接続し、通常の使用状態に取り付け、その鉛直から 60°までの間のすべての角度

から次の図に示すじょろ口を使用して試験品に清水を連続して5分間散水した直後にお

いて、１および２に規定する試験に適合すること。この場合において、水圧は、じょろ

口を上に向けた時の噴流の高さが約 1m となるようにし、かつ、試験品とじよろ口との

距離は、約1.3mとしなければならない。 

 

４ 防浸型のものにあっては、通常の使用状態に取り付けた場合と同様の状態で試験品の

上部が水面下5㎝の位置となるように清水中に入れ、24時間経過した時に取り出し、試

験品の外面の水をふきとった直後において、１および２に規定する試験に適合すること。 

５ 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあっては、試験品を通常の使用状態に取り付け、
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これを周囲温度が 45℃±3℃で 4 時間放置した後、室温で相対湿度が 85%以上 90%以下の

状態に 24 時間保った後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースする

おそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。 

この場合において、「通常の使用状態」には、適合する平形導体合成樹脂絶縁電線を

接続することを含み、壁面又は床面に取り付けるものにあっては、これを厚さが10㎜以

上の木台に取り付けて試験を行うことを含む。 

６ 平形導体合成樹脂絶縁電線用のものにあっては、試験品と平形導体合成樹脂絶縁電線

を接続したものを木台の上に置き、これに漏電遮断器（定格電圧100V、高速形、感度電

流 30mA のもの）を接続し、100V の電圧を加えて試験品の上方約 30 ㎝の高さから約

1,000m3の水を約 5秒間で注いだ後、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部相互

間及び充電部と非充電金属部との間（充電部とアース用の導体との間を含む。）の絶縁

抵抗は、0.3MΩ以上であること。この場合において、漏電遮断器が動作したものにあっ

ては試験品の水をふきとって絶縁抵抗の測定を行うものとする。 

 

附表第五 短絡遮断性能試験 

１または２に掲げる試験条件において試験を行ったとき、３の基準に適合すること。こ

の場合において、二重定格のものにあっては、それぞれの定格ごとに試験品を取り換え

て試験を行なわなければならない。 

 

１ 非包装ヒューズの取付け部を有するものの試験条件 

（１）試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生

後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流に等しい電流（点滅

器及び接続器にあっては 500A、街灯スイッチにあっては 1,000A）となるように抵抗

器及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しい電圧になる

ように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表に掲げるとおりとする。 

この場合において、「試験品の定格遮断電流に等しい電流」（規約電流）は、別表第四

附表第五１(9)に示す図１、図２、図３及び図４のS0を閉にした状態で測定する。 

 

試験電流(A) 短絡力率 

1,500以下 0.90以上 0.95以下 

1,500を超え3,000以下 0.85以上 0.90以下 

3,000を超え4,500以下 0.75以上 0.80以下 

4,500を超え6,000以下 0.65以上 0.70以下 

6,000を超え10,000以下 0.45以上 0.50以下 

10,000を超え 20,000以下 0.25以上 0.30以下 

20,000を超え 50,000以下 0.20以上 0.25以下 
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50,000を超えるもの 0.15以上 0.20以下 

 

（２）試験品に取り付ける非包装ヒューズは、試験品の定格電流に等しい定格電流の可溶

体が鉛のつめ付ヒューズであって別表第三の規定に適合するもの（糸ヒューズの取付

け部を有するものにあっては、定格電流が 5A の鉛の糸ヒューズであって別表第三の

規定に適合するもの）であること。 

この場合において、試験品が適用電動機容量のみを表示するものの場合、試験品に

取り付ける「鉛のつめ付ヒューズ」は電動機用のヒューズとする。ただし、電動機用

のヒューズがないときは、その全負荷電流に対応する電流ヒューズとし、そのヒュー

ズの定格はその全負荷電流の直近上位のもの（ヒューズの定格は最低15Aとする。）を

取り付けて試験を行うことができる。この場合、ヒューズの定格電流のランクは内線

規程（社団法人日本電気協会 JEAC8001）による。 

（３）試験品は、通常の使用状態に取り付けること。 

この場合において、「通常の使用状態に取り付ける」とは、普通使用する状態にお

いて露出しているものにあっては鉄板製の取付け板に、埋込まれているものにあって

は金属製の箱に、試験品の取付け穴に適合する金属製のねじで取り付けることをいう

（以下別表第四附表第五２(2)において同じ。）。 

（４）試験電圧は、試験品に取り付けた非包装ヒューズが溶断した時から0.1秒以上の間

加えること。 

（５）試験品の金属箱（金属箱を有しないものにあっては、試験用容器または試験用金属

板）と試験用電源との間に検査用ヒューズ（直径が0.1㎜の銅線を締付けねじの中心

間距離が 35 ㎜のﾋｭーズホルダーに取り付けたもの。以下この附表において同じ。）

およびこれを保護するための抵抗器を直列に接続すること。この場合において、抵抗

器は、試験電圧100Vにつき 1.5Ωの割合で算出した抵抗値を有しなければならない。 

（６）試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用

金属板をアースしないこと。 

（７）排気孔、すき間、電線の貫通孔およびとっ手用開孔部にさらしかなきん（密度が25.4

㎜につき縦72本±4 本、横 69本±4 本で、30番手の縦糸および36番手の横糸を使用し

たのり付けしない平織の綿布。以下この附表において同じ。）をあてること。 

（８）試験品に接続する電線は、長さが1.5m以下であって附表第一２の表に掲げる太さの

ものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電線は、可能なかぎり

短いものとしなければならない。 

（９）試験は、次の図１、図２、図３および図４の試験回路において、試験品を閉路した

後、Ｓにより試験回路を閉路し、試験品により試験回路を遮断する試験を 次に掲げ

るところにより行なうこと。 
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イ 単極のものおよび１極のみに非包装ヒューズを取り付ける 2 極のものにあって

は、図１に掲げる試験回路において、試験を 2 回（点滅器および接続器にあって

は、1回）行なうこと。 

ロ 各極に非包装ヒューズを取り付ける 2 極のものにあっては、図２に掲げる試験

回路において、アークによりアースするおそれのないものは 2 回（カットアウト

にあっては、1 回）、アークによりアースするおそれのあるものは S1 をａおよび

ｂに切り換えてそれぞれ1回試験を行なうこと。 

この場合において、「アークによりアースするおそれのあるもの」には、別表第

四附表第五１(9)イの方法により取り付けたとき、アークによりアースするおそれ

のある取付け部を有するものを含む（以下別表第四附表第五１(9)ハ、ニ及びホに

おいて同じ。）。 

ハ 各極に非包装ヒューズを取り付ける 3 極のものにあっては、図３に掲げる試験

回路において、アークによりアースするおそれのないものは 2 回（カットアウト

にあっては、1回）、アークによりアースするおそれのあるものはS1をａ、ｂおよ

びｃに切り換えて、それぞれ1回試験を行なうこと。 

ニ 3相用のものであって、2極のみに非包装ヒューズを取り付けるものにあっては、

図３に掲げる試験回路において 1 回試験を行った後、図１に掲げる試験回路にお

いて非包装ヒューズを取り付けた極と取付け部を有しない極とを直列に接続した

状態でそれぞれ 1 回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアース

するおそれのあるものにあっては、S１は、非包装ヒューズの取付け部を有しない

極に接続しなければならない。 

ホ 単相３線式用のものにあっては、図４に掲げる試験回路において試験品の両電

圧側電線に接続する極を直列に接続した状態で 1 回試験を行った後、図１に掲げ

る試験回路において電圧側電線に接続する極と中性線に接続する極との間でそれ

ぞれ 1 回試験を行なうこと。この場合において、アークによりアースするおそれ

のあるものにあっては、検査用ヒューズは、中性線に接続しなければならない。 

 

図１ 

 
図２ 
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図３ 

 

図４ 

 

（備考）図１、図２、図３および図４において使用する次に掲げる記号は、次のとおりとする。 

 S 試験品を試験回路に投入するための開閉器 

 S0 試験品を短絡するための開閉器 

 S1 検査用ヒューズの回路の接続を切り換えるための開閉器 

 R 電流を調整するための抵抗 

 X 電流を調整するためのリアクトル 

 F アースすることを検査するための検査用ヒューズ 

 R1 検査用ヒューズを接続する回路を保護するための抵抗 

２ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであって、定格遮断電流を表示するものの

試験条件 

（１）試験品を接続すべき回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき短絡発生

後0.5サイクルにおける交流分の実効値が試験品の定格遮断電流又は定格コード保護

電流に等しい電流となるように抵抗及びリアクトルを調整し、かつ、回復電圧が試験

品の定格電圧に等しい電圧となるように構成すること。この場合において、短絡力率

は、次の表に掲げるとおりとする。 
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この場合において、「試験品の定格遮断電流又は定格コード保護電流に等しい電流」

（規約電流）は、別表第四附表第五１(9)に示す図１、図２、図３及び図４のS0を閉に

した状態で測定する。 

 

試験電流(A) 短絡力率 

1,500以下 0.90以上 0.95以下 

1,500を超え3,000以下 0.85以上 0.90以下 

3,000を超え4,500以下 0.75以上 0.80以下 

4,500を超え6,000以下 0.65以上 0.70以下 

6,000を超え10,000以下 0.45以上 0.50以下 

10,000を超え 20,000以下 0.25以上 0.30以下 

20,000を超え 50,000以下 0.20以上 0.25以下 

50,000を超えるもの 0.15以上 0.20以下 

 

（２）試験品は、通常の使用状態に取り付けること。 

（３）試験電圧は、試験品が開路した時から0.1秒以上の間加えること。 

（４）試験品の金属箱（金属箱を有しないものにあっては、試験用容器または試験用金属

板）と試験用電源との間に、検査用ヒューズおよびこれを保護するための抵抗器を直

列に接続すること。この場合において、抵抗器は、試験電圧100V につき 1.5Ωの割合

で算出した抵抗値を有しなければならない。 

（５）試験用電源がアースされている場合は、試験品の金属箱、試験用容器または試験用

金属板をアースしないこと。 

（６）排気孔、すき間、電線の貫通孔及びとっ手用開孔部にさらしかなきんをあてること。

この場合において、端子部が露出している構造のものの排気孔にあてるさらしかなき

んは、器体の外面から 20 ㎜のところに置かなければならない。ただし、（１０）、

（１１）及び（１３）に掲げる試験を行う場合において、試験品を取り換えた後にあ

っては、排気孔にさらしかなきんをあてないことができる。 

（７）短絡試験において試験品を接続する電線は、長さが1.5m以下であって、附表第一２

の表に掲げる太さのものであること。この場合において、負荷側の端子に接続する電

線は、可能なかぎり短いものとしなければならない。ただし、定格遮断電流が7,500A

を超えるものにあっては、次の表に掲げる太さの電線を使用することができる。 

定格電流(A) 
電線 

単線(直径㎜) より線(断面積(㎜ 2)) 

15以下 2、(2.6)、(3.2) 5.5、8 

15を超え 20以下 3.2 5.5、8 

20を超え 30以下 ― 8、(14) 

30を超え 50以下 ― 22、(38) 

50を超え 75以下 ― 38、(60) 

75を超えるもの ― ― 

（備考）かっこ内の数値は、Ａｌ及びＡｌ―Ｃｕの文字を表示したものに適用する。 
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（８）コード保護試験において、試験品の負荷側の端子間に接続するコードは、次の表に

掲げる太さであって、長さが単相のものにあっては1m、3相のものにあっては各相ご

とに 0.5m の長さを有する別表第一の規定に適合する単心ビニルコードであること。

この場合において、単心ビニルコードは負荷側端子から 10 ㎜の範囲内の絶縁被覆を

切り取って導体を露出させておかなければならない。 

 

定格電流(A) 断面積(㎜ 2) 

5 以下 0.5 

5 を超え20以下 0.75 

20を超えるもの 1.25 

 

（９）試験の順序は、次によること。 

イ 閉路した試験品と直列に開路した開閉器を（１）に規定する回路に接続し、そ

の開閉器を閉路して試験品により試験回路を自動遮断すること。 

ロ 自動遮断をした時から 2 分（リセットするために 2 分以上の時間を必要とする

場合にあっては、リセットするために必要な最小の時間）を経過した時において、

試験品を閉路して再び試験回路を自動遮断すること。 

ハ 定格コード保護電流を表示するものにあっては、ロに規定する自動遮断をした

時から 2 分（リセットするために 2 分以上の時間を必要とする場合にあっては、

リセットするために必要な最小の時間）を経過した時において、イに規定する自

動遮断を行なうこと。 

（１０）単極のものにあっては、１の図１の単相の試験回路において（９）イ、ロ及びハ

に規定する試験を1回行うこと。この場合において、定格遮断電流が10,000A を超

えるものにあっては、試験電流を10,000Aとして試験を行った後、試験品を取り換

えて試験電流を定格遮断電流に等しい電流として行うこと。 

（１１）単相2線式の2極のものにあっては、次によること。 

イ 定格遮断電流が 10,000A 以下のものにあっては、１の図１の試験回路において

各極（過電流引きはずし素子のない極を除く。）ごとに（９）イ及びロに規定す

る試験をそれぞれ 1 回行い、次に２極を直列に接続して１の図２の試験回路にお

いて（９）イ、ロ及びハに規定する試験を 1 回行うこと。この場合において、各

極ごとの試験は定格電流の10倍（最小500A）の電流で行うことができる。 

ロ 定格遮断電流が 10,000A を超えるものにあっては、１の図１の試験回路におい

て各極（過電流引きはずし素子のない極を除く。）ごとに（９）イ及びロに規定

する試験を定格電流の10倍（最小500A）として1回行い、次に2極直列に接続し

て１の図２の試験回路において（９）イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流
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10,000Aとして1回行った後、試験品を取り替えて１の図２の試験回路において（９）

イ及びロに規定する試験を定格遮断電流に等しい電流として1回行うこと。 

（１２）単相3線式のものにあっては、試験品の各電圧側電線に接続する極と中性線に接

続する極（2極のものおよび個別引きはずし機構を有する配線用遮断器にあっては、

中性線）とを直列に接続して、（９）イおよびロに規定する試験をそれぞれ1回行

ない、次に１の図４の試験回路において（９）イ、ロおよびハに規定する試験を 1

回行なうこと。 

（１３）3相のものにあっては、次によること。 

イ 定格遮断電流が 10,000A 以下のものにあっては、１の図１の試験回路において

各極（過電流引はずし素子のない極を除く。）ごとに（９）イ及びロに規定する

試験をそれぞれ 1 回行い、次に１の図３の試験回路において（９）イ、ロ及びハ

に規定する試験を 1 回行うこと。この場合において、各極ごとの試験は定格電流

の10倍（最小500A）の電流で行うことができる。 

ロ 定格遮断電流が 10,000A を超えるものにあっては、１の図１の試験回路におい

て各極（過電流引きはずし素子のない極を除く。）ごとに（９）イ及びロに規定

する試験を定格電流の10倍（最小500A）として1回行い、次に１の図３の試験回

路において（９）イ、ロ及びハに規定する試験を試験電流 10,000A として 1 回行

った後、試験品を取り換えて１の図３の試験回路において（９）イ及びロに規定

する試験を試験電流を定格遮断電流に等しい電流として1回行うこと。 

３ 基準 

（１）各部に異状が生じないこと。 

この場合において、漏電遮断器にあっては、「各部に異状が生じない」とは、次に適

合することをいう。 

イ 電圧動作型のものにあっては、別表第四３（３）チ（イ）ａに規定する漏電引

外し特性に適合し、かつ、別表第四３（３）リ（イ）に規定する漏電引外し装置

の開閉操作が、定格対地電圧に等しい電圧を加えたとき、支障なくできること。 

ロ 電流動作型のものにあっては、別表第四３（３）チ（ロ）ａに規定する漏電引

外し特性に適合し、かつ、別表第四３（３）リ（ロ）に規定する漏電引外し装置

の開閉操作が、定格電圧に等しい電圧を加えたとき、支障なくできること。 

（２）アークにより短絡しないこと。 

（３）ふたまたはカバーは、開かないこと。 

この場合において、「ふたまたはカバーは、開かない」とは、カットアウトスイッ

チにあっては、開閉接触部の接触が十分で、かつ、接触圧力が低下しないことをいう。 

（４）さらしかなきんは、燃焼しないこと。 

この場合において、「燃焼しない」とは、点火又は焦げにより5㎜以上の穴が生じ
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ないことをいう。 

（５）検査用ヒューズは、溶断しないこと。 

（６）定格コード保護電流を表示するものにあっては、ビニルコードの絶縁体が溶融せず、

かつ、ビニルコードの導体が溶断しないこと。 

（７）短絡試験の後において、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した各端子間および充

電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属

部との間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上（配線用遮断器にあっては、0.5MΩ以上）である

こと。この場合において、人が触れるおそれのある非金属部には、金属はくをすき間

なくあてて測定しなければならない。 

「短絡試験の後」とは、短絡試験後約15分経過したときをいう。 

（８）非包装ヒューズを取り付けるものにあっては、試験品は、ヒューズを取り換えるこ

とにより再び使用できること。 

（９）過電流引きはずし装置を有するものであって、定格電流を表示するものにあっては

別表第四３（３）ト（イ）ａ、適用電動機容量を表示するものにあっては別表第四３

（３）ト（ロ）ｂの規定に適合すること。この場合において、過電流引きはずし装置

に通じる電流は、定格電流の250%に等しい電流とすることができる。 

 

附表第六 衝撃波不動作性能試験 

１及び２の試験条件において試験を行ったとき、３の基準に適合すること。 

 

１ 衝撃波耐電圧試験 

波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上 48μs以下、波高値6kVの衝撃波電

圧を正負それぞれ1回、試験品の次の部分に加える。 

（１）閉の位置にして異極端子間 

（２）充電部（一括）と外箱間 

 

２ 衝撃波不動作試験 

次の図に示す試験回路において定格電圧に等しい電圧を加えた後、試験品を閉にして波

頭長0.5μs以上 1.5μs以下、波尾長32μs以上 48μs以下、波高値6kvの衝撃波電圧

を各極に正負それぞれ1回重畳する。 
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（備考）１ Ｃは、コンデンサーとし、その値は0.01μFとする。 

２ Ｒは、抵抗とし、その値は0.1MΩとする。 

 

 衝撃波電圧発生器の内部回路は次の図例によるものとする。この場合において 

充電用コンデンサーC0の静電容量は1.0μF、衝撃電流は100A±10Aとする。 

 

 

３ 基準 

（１）各部に異状が生じないこと。 

（２）試験中に動作しないこと。 

（３）試験後、電圧動作型のものにあっては別表第四３（３）チ（イ）ｃ、電流動作型の

ものにあっては別表第四３（３）チ（ロ）に適合すること。 

 

附表第七 電気用品の表示の方式 

電気用品 
表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

点滅器並

びに接続

器及びそ

の附属品 

1 定格電圧 

2 定格電流又は適用電動機の定格容量 

3 電子応用機械器具に組み込まれる点

滅器（突入電流に耐えるものに限

る。）にあっては、電子機器用であ

る旨 

4 電磁開閉器操作用の点滅器にあって

は、その旨 

5 機械器具に組み込まれるものであっ

て、電子応用機械器具に組み込まれ

る点滅器（突入電流に耐えるものに

限る。）以外のものにあっては、機

 表面の見やすい箇所に容易に消えない

方法で表示すること。ただし、ねじ込み

型電線コネクターにあっては包装容器の

表面に容易に消えない方法で接続できる

電線の太さ、種類及び本数を表示する場

合は、これらを省略して表示することが

でき、専らプレハブ住宅等の構成材パネ

ル等に組み込まれた形で使用されるもの

にあっては、当該構成材パネル等に容易

に消えない方法で表示する場合は、これ

らを省略することができる。 
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器用である旨 

6 防水構造のものにあっては、防水の

種類 

7 導体がアルミニウムの電線のみを接

続する端子を有するものにあって

は、Ａｌの文字 

8 導体がアルミニウムの電線及び銅の

電線のいずれをも接続できる端子を

有するものにあっては、Ａｌ―Ｃｕ

の文字 

9 平形導体合成樹脂絶縁電線用の接続

器にあっては、平形導体合成樹脂絶

縁電線用である旨 

10 その他のねじ込み接続器（ねじ込み

型電線コネクターに限る。）にあっ

ては、接続できる電線の太さ、種類

及び本数 

11 延長コードセットにあっては、コの

文字 

12 延長コードセットにあっては、束ね

て使用することを禁止する旨。ただ

し、表示することが困難なものにあ

ってはこの限りでない。 

 

開閉器（漏

電遮断器

を除く。）

及びカッ

トアウト 

1 定格電圧 

2 電磁開閉器にあっては、定格操作回

路電圧 

3 定格電流又は適用電動機の定格容量 

4 電動機用の過電流引き外し装置を有

するものにあっては、その定格電流

（電流が調整できるものの場合にあ

っては、最大定格電流） 

5 短絡保護装置を有するもの（包装ヒ

ューズを使用するものを除く。）に

あっては、定格遮断電流 

6 圧力スイッチにあっては、定格動作

圧力 

7 ヒューズ以外の短絡保護装置を有す

るものであって、過電流引き外し装

置を有しないものにあっては、その

旨 

8 定格コード保護電流が 1,000A を超

えるものにあっては、その値 

9 定格電流を表示する圧力スイッチ及

びフロートスイッチにあっては、そ

の用途 

10 締付け形のヒューズ取付部を有する

ものであって、非包装ヒューズを取

り付けてはならないものにあって

は、その旨 

11 防水構造のものにあっては、防水の

種類 

 表面の見やすい箇所に容易に消えない

方法で表示すること。ただし、専らプレ

ハブ住宅等の構成材パネル等に組み込ま

れた形で使用されるものにあっては、当

該構成材パネル等に容易に消えない方法

で表示する場合は、これらを省略するこ

とができる。 
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12 導体がアルミニウムの電線のみを接

続する端子を有するものにあって

は、Ａｌの文字 

13 導体がアルミニウムの電線及び銅の

電線のいずれをも接続できる端子を

有するものにあっては、Ａｌ―Ｃｕ

の文字 

漏電遮断

器 

1 定格電圧 

2 定格電流又は適用電動機の定格容量 

3 定格感度電流 

4 動作時間の種類 

5 電動機用の過電流引き外し装置を有

するものにあっては、その定格電流

（電流が調整できるものの場合にあ

っては、最大定格電流） 

6 短絡保護装置を有するものにあって

は、定格遮断電流 

7 衝撃波不動作型のものにあっては、

その旨 

8 短絡保護装置を有するものであっ

て、過電流引き外し装置を有しない

ものにあっては、その旨 

9 定格コード保護電流が 1,000A を超

えるものにあっては、その値 

10 防水構造のものにあっては、防水の

種類 

11 導体がアルミニウムの電線のみを接

続する端子を有するものにあって

は、Ａｌの文字 

12 導体がアルミニウムの電線及び銅の

電線のいずれをも接続できる端子を

有するものにあっては、Ａｌ―Ｃｕ

の文字 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方

法で表示すること。ただし、専らプレハ

ブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれ

た形で使用されるものにあっては、当該

構成材パネル等に容易に消えない方法で

表示する場合は、これらを省略すること

ができる。 
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別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表

第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに

掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 

１ 共通の事項 

（１）材料 

イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可

塑性のものの場合にあっては、別表第三２（１）ロ（ニ）ａ又はｂに適合すること

をいう。この場合において、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、

同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、

かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、別表第四１（１）ロ（イ）か

ら（ト）に適合すること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態

において危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類す

る可燃性物質でないこと。ただし、ピンポン用ボールにあっては、この限りでな

い。 

ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害

な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。 

ホ 鉄および鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼きその他の適当

なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれ

のない部分に使用するものにあっては、この限りでない。 

ヘ 導電材料は、次に適合すること。 

（イ）刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。 

（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表

第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しく

は鋼（ステンレス鋼を除く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及

び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めっきを施さない鉄若

しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用

するものであって危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。 

ト 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成

ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃（照明器具の透光性を必要とするカバーにあっては、

70℃±3℃）の空気中に 1 時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、ひび、

割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。ただし、構造上直射日光にさ
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らされず、かつ、雨水が浸入するおそれのない外かくにあっては、この限りでな

い。 

チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第

四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ス

テンレス鋼を除く。）であること。 

リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。 

器体の内部のアース用端子であって、別表第三附表第四に規定する試験を行った

とき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼は、「さび難いもの」とみなす。 

ヌ 機器の部品の材料は、ポリ塩化ビフェニルを含有したものでないこと。 

ル 飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学的変化をおこし、

又は有害な物質が溶出するおそれがないものであること。 

（２）構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであって、形状が正し

く、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。 

（イ）「通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない」とは、電源に接続し

た場合並びに機器に表示された定格及び機器の普通の使用方法により運転し

た場合に感電、火災及び傷害を生ずるおそれのないことをいう。 

（ロ）「通常の使用状態」には、次のものも含まれる。 

ａ 中間スイッチ又は器体スイッチを有するものにあっては、これらのスイッ

チを開路の状態で電源に接続した場合 

ｂ 遠隔操作及び無人運転の機器（タイマーでOFFするものを含む。）を無負

荷によって運転した場合 

ｃ コードかけを有する機器にあっては、コードかけにコードを巻き付けて、

機器の外方に100N（自重の3倍が10kg未満の場合は10Nに kgの単位で表

わした自重の3倍の値を乗じた値とし、最低30Nとする。）の力を15秒間

加えた場合 

ｄ コードかけ等を有する機器であって、そのコードかけ等の近傍に、コード

が容易に器体内部に入る開口がある機器にあっては、その開口からコードを

器体内部に押し込んだ場合 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操

作以外によっては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が

生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（イ）別表第四１（２）ロ（イ）に同じ。 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのいずれかのものを
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いう。 

ａ 音声を利用した遠隔操作機構を有する屋内用の機器で遠隔操作により閉

路できる容量が300W以下であって、次に掲げるもの。 

（ａ）電気スタンド 

（ｂ）家庭用つり下げ型蛍光灯器具 

（ｃ）ハンドランプ 

（ｄ）白熱電灯器具 

（ｅ）放電灯器具 

（ｆ）エル・イー・ディー・電灯器具 

（ｇ）庭園灯器具 

（ｈ）装飾用電灯器具 

（ｉ）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、その他の音響機

器 

（ｊ）電灯付家具 

ｂ 通信回線（別表第四1(2)ロの解釈1に掲げるものを除く。）を利用した

遠隔操作機構を有する機器で次の全てに適合するもの。 

（ａ）遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操

作に伴う危険源がない機器と評価されるもの。 

（ｂ）通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持

し、通信回線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機

能により安全な状態が確保できること。 

（ｃ）遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対

策を講じていること。 

ⅰ 手元操作が最優先されること 

ⅱ 遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離

しができること 

（ｄ）遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を

講じること。 

ⅰ 操作結果のフィードバック確認ができること 

ⅱ 動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

（ｅ）通信回線（別表第四１（２）ロ（イ）に掲げるもの及び公衆回線を除く。)

において、次の対策を遠隔操作される機器側に講じていること。 

ⅰ 操作機器の識別管理 

ⅱ 外乱に対する誤動作防止 

ⅲ 通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式に限る） 
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（ｆ）通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶

や故障等により安全性に影響を与えない対策が講じられていること。 

（ｇ）同時に2箇所以上からの遠隔操作を受けつけない対策を講じること。 

（ｈ）適切な誤操作防止対策を講じること。 

（ｉ）出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

ハ 通常の使用状態において転倒するおそれのあるものであって、転倒した場合に

危険が生ずるおそれのあるものにあっては、この表に特別に規定するものを除き、

次の表の左欄に掲げる種類ごとに同表の右欄に掲げる角度で傾斜させたときに転

倒しないこと。 

種類 角度(°) 

電熱器具及び電熱装置を有する

電動力応用機械器具 

床上形 15 

その他のもの 10 

その他のもの 10 

 

「転倒するおそれのあるもの」とは、据付工事又は配管工事を伴うもの、天井又は

壁に取り付けるもの及び高さに対して十分な床面積を有し容易に傾斜しない重量

物以外のものをいう。この場合において、容易に傾斜しない重量物とは、器体の

質量が40kgを超えるものであって、床面から器体底面までの高さが5㎝以下のも

の及び器体のあらゆる位置（底面を除く。）から100N の力を加えたときに転倒し

ないものをいう。 

ニ 造営材に取り付けて使用するものにあっては、容易に、かつ、堅固に取り付け

ることができること。 

ホ 金属製のふたまたは箱のうちスイッチが開閉したときアークが達するおそれの

ある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。 

ヘ 充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り

外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が触れないこと。 

管球類を使用するものにあっては、これらを通常の動作状態に装着した状態で試

験を行う。 

「試験指」に加える力は、30Nとする。ただし、卓上形のものの底面、床上形の

もの（据置き形のものに限る。）の裏面及び底面（器体の質量が40kg を超えるも

ので、床面から器体の底面までの高さが5㎝以下のものにあっては、その高さの2

倍の長さを底面の外縁から内側に及ぼした範囲）並びに天井取付け形（容易に人が

触れるおそれのない場所に取り付けるものを含む。）のものの外面及び開口部にあ

っては10Nとする。 

携帯用テレビジョンカメラのレンズ用マウントの内部にあっては、試験指に加え

る力は、10Nとする。 
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（イ）取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面の充電部 

（ロ）質量が40kg を超える器体の底面の開口部から40㎝以上離れている充電部 

（ハ）構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の露出する充電部

であって、絶縁変圧器に接続された２次側の回路の対地電圧及び線間電圧が

交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗

を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波

数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以

下のもの 

ａ 音声信号出力端子にあっては、ボリュームを最大の位置にし、出力の歪率

が5%になるような入力信号（印加周波数は1,000Hz（1,000Hz が帯域内にな

い場合は、その帯域の可聴中心周波数）とし、ステレオ等2以上の入力が可

能なものにあっては、同相、逆相のうち消費電力が大きくなる方とする。）

を加えたときの出力（（2以上の出力が取り出せるものにあっては、その合

計とする。）以下、「5%歪み出力」という。）をもとに、次のいずれかの状

態に調整した後、負荷を開放した状態のもとで「線間電圧」を測定する。こ

の場合において、歪率の測定は、ネットワーク付きマルチスピーカーを有す

るものの場合、負荷を各々のスピーカー端子に接続し、フィルターの入力側

で行うものとし、歪率が5%未満で保護装置が動作するものにあっては、保

護装置が動作する寸前（保護装置としてヒューズを使用するものにあっては、

ヒューズの定格電流の2倍に等しい電流が流れたときとする。）の出力とす

る。 

（ａ）5%歪み出力が20W以上の場合は、ボリュームが最大位置のまま、出力の歪

率が10%となるような連続正弦波の入力信号と同一波高値を有する次の

図に掲げる信号（トーンバースト波）を加えた状態 

 

（ｂ）5%歪み出力が15W以上 20W未満の場合は、5Wとなるようにボリュームを

調整した状態 

（ｃ）5%歪み出力が2W以上 15W未満の場合は、5%歪み出力の3分の1又は 2W

のいずれか大きい方にボリュームを調整した状態 

（ｄ）5%歪み出力が2W未満の場合は、5%歪み出力の状態 
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ｂ 別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から（ｃ）に同じ。（以下別表第八に

おいて同じ。） 

ｃ 2以上の周波数（直流を含む）が重畳している電流の場合にあっては、次

により判定する。（以下別表第八において同じ。） 

（ａ）1kΩの抵抗に流れる各周波数毎の電流を測定し、次式により計算した値

が商用周波数における限度値以下の場合は感電の危険が生ずるおそれの

ないものとみなす。 

 

In は各周波数毎の電流測定値 

Fnは周波数が1kHz以下の場合は1、1kHzを超え 30kHz 以下の場合はmAで表わし

た測定周波数に対する限度値（Fn=100.881logF、FはkHzで表わした測定周波数）、30kHz

を超える場合は20とする。 

（ｂ）各周波数毎の電流を測定することが著しく困難な電流の場合にあっては次

の図に示すフィルター回路を用いてその周波数特性を考慮し判定するこ

とができる。この場合において出力端子の電圧が1V以下の場合は感電の

危険が生ずるおそれのないものとみなす。 

 

 

（ニ）定格電圧が150V以下であって、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有す

るもののその発熱体 

（ホ）電撃殺虫器その他機能上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具

の露出する充電部 

ト 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部と

の間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離（沿

面距離を含む。）は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。

ただし、（イ）から（ハ）に掲げる部分にあっては、この限りでない。 

「充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間」の空間距離（沿面距

離を含む。）は、開口部（くぼみを含む。）を有するものにあっては、別表第四１

（２）タ（イ）ｆによる。 
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造営材等に取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面側の充電

部と取付け面との「空間距離（沿面距離を含む。）」は、規定された値（最低 6

㎜とする。）以上であること。 

 

器具又は器具の部分の区分 空間距離（沿面距離を含む。） 

イ 電気かみそり、電気バリカン、電気つめみ

がき機、電気ナイフ、電気歯ブラシ及び電気は

さみ並びに手持ち形の電気マッサージ器、電気

吸入器及びエレクトロニックフラッシュ（これ

らのうちハ及びニに掲げる部分を除く。） 

附表第一の値以上 

ロ イに掲げるもの以外のもの（これらのうち

ハ及びニに掲げる部分を除く。） 
附表第二の値以上 

ハ 線間電圧又は対地電圧が

15V以下の充電部分（使用者が

接続するねじ止め端子部を除

く。） 

耐湿性の絶縁

被膜を有する

もの 

0.5㎜以上 

その他のもの 1㎜以上 

ニ 電動機の整流子部 

別表第七１（２）ニの表の値（電動機に

定格出力の表示がないものにあっては、

通常の使用状態における入力の65%を定

格出力とした場合の表の値）以上 

（備考）空間距離は、器具の外面にあっては 30N、器具の内部にあっては 2N の力を距離が最も小さ

くなるように加えて測定したときの距離とする。 

 

（イ）空気清浄機、イオン発生器、電撃殺虫器その他の電極間に電圧を加えて集じ

ん、殺虫等を行う機器のその電極の部分 

（ロ）絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であ

って、次の試験を行ったとき、これに適合するもの。この場合の用語の定義

は、別表第四１（２）タ（イ）ｈ及びｉによる。 

ａ 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品

が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている1の部品が燃焼した

場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りで

ない。 

この場合の試験方法は次による。 

（ａ）別表第四１（２）タ（ロ）ａ（ａ）から（ｄ）に同じ。 

（ｂ）短絡試験で内部配線の被覆を損傷し導体が露出するものにあっては、当該

内部配線を無理のない方向に、2Nの力を加えて動かしたとき、火災、感

電の危険が生ずるおそれのないこと。 

ｂ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電

金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分につい
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て放電試験棒を使用して30秒間連続放電（30秒以内に部品が燃焼を開始し

たときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したとき

は更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。）をさせた場合に、

そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあっ

ては、この限りでない。 

（ａ）放電中止後15秒以内に炎が消滅すること。 

（ｂ）厚さが0.3㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性

の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい箱（開口があるものにあっ

ては、内部が燃焼することにより、その開口から炎が出ない構造のもの

に限る。）に収められていること。 

（ｃ）「放電試験棒」は、次のとおりとする。 

ⅰ 形状：円錐形（コニカルテーパー） 

ⅱ 材料：タングステン又は黄銅 

ⅲ 寸法：下図 

 

（ｄ）放電試験は、放電試験棒の先端を放電させる部分に短絡しない範囲で近づ

け、放電する位置に固定して行う。この場合において、固定した位置で

試験中に放電が止まったときは、さらに放電試験棒を近づける。なお、

端子板、印刷回路用積層板等は、沿面で放電させる。 

（ｅ）「放電中止」とは、放電試験棒を取り去ることをいう。 

（ｆ）「不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい箱」とは、遮へい箱

の中でアーク放電を行つたとき、そのアーク又はアークにより生ずる炎

で引火しないものをいう。 

ｃ 極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属

部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接

続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合

すること。 

（ａ）対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V

以下であること。 
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（ｂ）1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に

接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数におい

て感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

ｄ ａの試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧

及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並

びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる

電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるお

それのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と

器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ハ）極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合

において、当該短絡回路に接続された部品が燃焼しない電動機の整流子部で

あって、その定格電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以下

のもの 

チ 絶縁物の厚さについては、別表第四１（２）レの規定を準用すること。 

リ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、

緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。なお、端子を印刷回路用積層板に直接

はんだ付けする JIS C 8283-1(2008)「家庭用及びこれに類する用途の機器用カプ

ラ―第 1 部：一般要求事項」に規定する機器用インレットにあっては、器具用差

込みプラグ又はコードコネクターボディを抜き差しするとき、当該はんだ付け部

に機械的応力が加わらない構造であること。 

ヌ 器体の内部の配線は、次に適合すること。 

（イ）2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあっては、

接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。 

（ロ）2N の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、

危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。 

（ハ）被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加

えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。

ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。 

ａ 次に適合する場合は、「被覆を損傷しない」ものとみなす。 

（ａ）電線を金具で固定するものにあっては、その金具の端部にカール、適当な

介在物をはさんで固定等の処理を施してある場合 

（ｂ）貫通孔にあっては、金属板が0.7㎜を超える厚さを有するものは面取りを、

確実に固定したチュービング（電線の被覆を損傷しない適当な厚さを有

する絶縁テープを含む。）を有するものはバリ取りを施してある場合 
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（ｃ）電線と接触する可能性のある部分がなめらかで、電線と平行している等電

線の被覆を損傷しない状態である場合 

ｂ 「損傷」とは、傷及び破れをいい、次の方法により判定する。この場合に

おいて、傷には単なるへこみは含まない。 

（ａ）次の図例により、電線に2Nの力を加えながら可動範囲内で左右に1回動

かす。 

 

（ｂ）傷の判定は、試験後、接触した電線の被覆にチョークを塗布し、これを布

でふきとり、そのあとにチョーク粉が残されているか否かによって行う。 

（ニ）接続器によって接続したものにあっては、5N の力を接続した部分に加えたと

き、外れないこと。ただし、2N以上 5N未満の力を加えて外れた場合において

危険が生ずるおそれのない部分にあっては、この限りでない。 

「危険が生ずるおそれのない」とは、コネクターが外れた場合、その部分に

2Nの力を加えて移動させたとき、別表第八１（２）ヌ（イ）、（ロ）及び（ハ）

に適合し、かつ、充電部露出、短絡、誤接続等による危険が生ずるおそれがな

いことをいう。 

（ホ）可動する部分に接続するもの（２（６）、（１２）、（６０）、（６９の３）、

（７１）及び（７５）を除く。）であって、次の表の左欄に掲げる使用形態

のものにあっては、可動範囲においてそれぞれ 5 秒間に 1 回の割合で同表の

右欄に掲げる回数(往復で 1 回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、

素線の断線率が 30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、

これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるお

それのないものにあっては、この限りでない。 

 

使用形態 回数(回) 

使用時に人を介さないで屈曲を受けるもの 50,000 

使用時に、人の操作によって、屈曲を受けるもの 5,000 

使用時に位置、高さ、方向等を調整するために、人の操作

を介して動かすもの 
1,000 

使用者等による保守、点検等の場合において屈曲を受ける

もの 
50 
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ル 電源電線（口出し線を含む。以下この表において同じ。）、器具間を接続する

電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線（以下「電源電線等」とい

う。）の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシング（手持ち形の軽小な器具に

あっては、保護チューブを含む。）その他の適当な保護装置を使用してある場合

を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加

工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであって、その部分がな

めらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあっては、この

限りでない。 

ヲ この表に特別に規定するものを除き、電源電線等（固定して使用するもの又は

取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器

体の外方に向かって器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kg

を超えるものにあっては 100N、器体の自重の値の 3 倍の値が 3kg 未満のものにあ

っては30Nの値）の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって

電源電線等の器体側から 5 ㎝の箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内

部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそれのないこ

と。 

ワ 器具間を接続する電線（別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するもの

を除く。）が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護

装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場

合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあ

っては、この限りでない。 

カ がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は、導電部が金属部に触れるお

それのないこと。 

ヨ 水を使用するもの及び屋外用のものにあっては通常の使用状態において充電部

に水がかからない構造であり、水中で使用するものにあっては防水構造であるこ

と。ただし、機能上水に触れる充電部であって危険が生ずるおそれのない場合に

あっては、この限りでない。 

タ 吸湿することにより部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのある

部分にあっては、防湿処理を施してあること。 

レ 温度上昇により危険が生ずるおそれのあるものにあっては温度過昇防止装置

（温度ヒューズを含む。以下レにおいて同じ。）を、過電流、過負荷等により危

険が生ずるおそれのあるものにあっては過負荷保護装置を取り付けてあること。

この場合において、当該温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は、通常の使用状

態において動作しないこと。 

次の試験を行ったとき、感電、火災の危険が生じないものは、「危険が生ずるお
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それのあるもの」とはみなさない。この場合において、感電、火災の危険が生じな

いとは、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁

抵抗は、0.1MΩ以上であり、試験中において木台が燃焼するおそれがなく、機器に

発火、著しい発煙等の異状が生ずることなく、かつ、試験後において熱電温度計法

により測定した機器の外郭（換気扇の電動機の外郭を除く。）の温度は、150℃以

下（電熱器具を除く。）であることをいう。ただし、定格出力が0.2kW を超える屋

内用の送風機及び電気ポンプであって、その器体の外面の見やすい箇所に「電動機

用過負荷保護装置を取り付けて使用する必要がある。」旨及びその過負荷保護装置

の「定格容量」を表示するものは除く。 

(イ) 人の注意の届かない状態で使用する機器 

ａ 電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

連続して各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（タイムスイッチを有するも

のにあってはその最大時間まで、非自己復帰形温度過昇防止装置又は非自己

復帰形過負荷保護装置が動作した時はその時まで。以下ｂにおいて同じ。）

試験品に加える。この場合において、温度制御装置を有するものにあっては、

これを短絡（複数個の温度制御装置を有するものにあっては、1個ずつ（2

個以上同時に短絡しない。）順次行う。）した状態で行う。 

ｂ 電動機又は電磁振動器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以

上の表面が平らな木台の上に置き、回転子（電磁振動器にあっては振動片。

以下（ロ）において同じ。）を拘束（複数個の電動機を有するものにあって

は、1個ずつ順次行う。以下（ロ）において同じ。）した状態で、定格周波

数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して各部の温度上昇がほ

ぼ一定となるまで試験品に加える。この場合において、密閉型の圧縮用電動

機等の外部から拘束が困難なものにあっては次の等価試験で行うことがで

きる。 

（ａ）過負荷保護装置を有するものにあっては、次のいずれかの方法による。こ

の場合において、ｉからⅲまでのいずれかの試験を行ったとき、過負荷

保護装置が動作しないものにあっては、（ｂ）の試験を行うものとする。 

ｉ 三相誘導電動機の場合は、一相を開放する。 

ⅱ コンデンサー始動誘導電動機の場合は、始動用及び運転用のコンデンサー

を短絡する。 

ⅲ コンデンサー誘導電動機の場合は、運転用のコンデンサーを短絡する。 

ⅳ 分相始動誘導電動機の場合は、始動回路を開放する。 
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（ｂ）過負荷保護装置を有しないものにあっては、あらかじめ拘束した電動機を

組み込んだ試験品で試験する。 

(ロ) 人の注意の届く状態で使用する機器 

ａ 手持ち形のもの、スイッチのつまみを手によって維持しなければ運転でき

ないもの、手で連続的に負荷をかけるもの、ジュースミキサー、コーヒーひ

き機等にあっては、電動機の回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周

波数の定格電圧に等しい電圧を連続して30秒間試験品に加えること。ただ

し、電動工具（据置き形のものを除く。）、手持ち形送風機、電動かくはん

機及び電動刈込み機を除く。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、電動機の回転子を拘束した状態で定格周波数に等

しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して5分間（タイムスイッチを有

するものにあってはその最大時間まで）試験品に加えること。 

(ハ) 短時間定格の機器にあっては、平常温度上昇試験に示す条件において定格時

間の如何にかかわらず定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置

として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え

ること。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。 

ａ 手持ち形のもの 

ｂ 手動によりスイッチを入の状態に保持しなければならないもの 

ｃ 手動により連続的に負荷をかけるもの 

ｄ タイムスイッチつきのもの 

ソ 定格電圧が150Vを超えるものにあっては、アース線（アース用口出し線及び接

地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。）又はア

ース用端子により接地できる構造（以下「アース機構」という。）であること。

ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 

（イ）二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されている非充電金属部 

（ロ）この表で規定されている二重絶縁構造のもの 

（ハ）外かくの材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であって、その

厚さが、1 層で構成されるものにあっては 1 ㎜（手持ち形のものにあっては、

0.8 ㎜）以上、2 層以上で構成されるものにあっては、0.8 ㎜（手持ち形のも

のにあっては、0.6㎜）以上であり、かつ、次に適合するもの 

ａ 別表第六１（２）ワに規定する試験に適合すること。 

ｂ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのあ

る器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。 
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ｃ 充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧

を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 

ツ アース機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）外郭の見やすい箇所（固定して使用するものであって、アース用の配線が外

部に露出しない構造のものにあっては、器体の内部）にアース用端子又はア

ース線を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構

造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と電気的に完全に接続してあ

り、かつ、容易に緩まないように堅固に取り付けてあること。ただし、二重

絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁されている部分又はアース機構

に接続された金属の外側の部分にあっては、この限りでない。 

ａ ｢人が触れるおそれのある金属部｣には、直径又は短径が50㎜未満の開口

部の内部にあっては、その直径又は短径の値の2倍の範囲を超える部分及び

質量が10kgを超える機器の底面にあっては開口部の直径又は短径の値の2

倍の範囲を超える部分は含まない。 

ｂ 「電気的に完全に接続」とは、人が触れるおそれのある金属部とアース用

端子、アース線若しくは電源プラグのアースの刃との間に15Aを連続して通

電し（電圧30V以下で通電できること。）、各部に異常な発熱がなく、かつ、

その部分間における電圧降下が1.5V 以下であることをいう。 

（ハ）人が触れるおそれのある非金属部の表面は、二重絶縁又は強化絶縁により充

電部から絶縁されていること。ただし、アース機構に接続された金属の外側

の部分にあっては、この限りでない。 

（ニ）アース機構の表示は、次に適合すること。 

ａ アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用で

ある旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは別表第四１

（２）ネ（イ）ａ及びｂによる。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した

電線にあっては、この限りでない。 

ｂ アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又は

その近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあるこ

と。アース用である旨の表示とは別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄによる。

ただし、器体の内部にある端子であって、アース線を取り換えることができ

ないものにあっては、この限りでない。 

（ホ）アース用端子は、次に適合すること。 

ａ アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。 
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確実に取り付けることができるとは、別表第四１（２）ナ（イ）ａ及び

ｂによる。 

ｂ 端子ねじの呼び径は、4㎜（溝付六角頭ねじ、大頭丸平小ねじ及び押し締

めねじ形のものにあっては、3.5㎜）以上であること。 

「大頭丸平小ねじ」には、大きさが大頭丸平小ねじの頭径以上の座金を使用し

たものを含む。 

ｃ アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずる

おそれのない場合にあっては、この限りでない。 

ネ 電動機を使用するものにあっては、通常の使用状態において電動機の回転が妨

げられない構造であること。ただし、電動機の回転が妨げられた場合において、

危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ナ 通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、容易に触れるお

それがないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。ただし、機

能上可動部分を露出して使用することがやむをえないものの可動部分及び可動部

分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、こ

の限りでない。 

回転が目視により容易に判断できるもの又は触れた場合に危険である旨の表示

が見やすい箇所にあるものにあっては別表第四１（２）ハに掲げる試験指を2Nで、

その他のものにあっては10Nの力で押し込んだとき、試験指が触れない可動部は、

「容易に触れるおそれがないように適当な保護枠又は保護網を取り付けてある」も

のとみなす。 

ラ 器体の一部を取り付け、又は取りはずすものにあっては、次に適合すること。 

（イ）取り付け、又は取りはずしの動作が容易に、確実に、かつ、安全にできるこ

と。 

（ロ）電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは、容易に、

確実に、かつ、安全にできること。 

ム 庫内灯又はこれに類するものを有するものにあっては、これらは、物の出し入

れ、とびらの開閉等の動作をするときに危険が生ずるおそれのないものであるこ

と。ただし、保護わくの取付けその他の適当な方法により保護してあるものにあ

っては、この限りでない。 

ウ スイッチを有するものにあっては、スイッチの開閉操作または開閉状態を文字、

記号または色により見やすい箇所に表示すること。ただし、表示することが困難

なものにあっては、この限りでない。 

ヰ 発熱体の充電部又は電極（絶縁変圧器により電源から絶縁されているものであ

って、その電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以下のものを除
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く。）が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあっては、その発

熱線及び電極の周囲に電気遮へいを施し、かつ、これを接地できる構造のもので

あること。ただし、次に適合するものにあっては、この限りでない。 

（イ）通常の使用状態において、アースするおそれのある非充電金属部に容器中の

水その他の液体が触れるおそれのないこと。 

（ロ）容器のふたを開いたとき容器中の水その他の液体に電圧が加わらない構造で

あること。 

（ハ）容器に表示された定格容量の水その他の液体を入れ、開口部から水その他の

液体が流出するように器体を傾斜させたとき、その流出する水その他の液体

に感電、傷害等の危険が生ずるおそれのある電流が通じない構造であること。 

ノ 電線の取付け部は、次に適合すること。 

（イ）電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

（ロ）2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナッ

トまたは座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実

に取り付けることができるものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しない

こと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源

電線以外のものが脱落するおそれのないものにあっては、この限りでない。 

オ 発熱体を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）発熱体の取付け部は、次によること。 

ａ 発熱体は、堅ろうに取り付けてあること。 

ｂ 発熱体の取付け面は、重力又は振動により容易に動かないこと。 

ｃ 発熱線は、これが断線した場合に、人が容易に触れるおそれのある非充電

金属部又はこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれのな

いように取り付けてあること。ただし、非充電金属部に発熱体が触れてアー

スした場合に電源回路を遮断する漏電遮断器又はこれと同等以上のものを

有するものにあっては、この限りでない。 

ｄ 充電部が露出した発熱線を熱板（金属製のものを除く。）に取り付け、そ

の熱板を露出して使用するものにあっては、発熱線を熱板の表面から2.5

㎜以上の深さに取り付けること。 

（ロ）充電部が露出しており、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するもの

であって、電源を開閉するスイッチ（自動スイッチを含む。）を有するもの

にあっては、当該スイッチは、同時に両極を開閉できるものであること。 

ク ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあっては、次に適合すること。 

（イ）ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全
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に遮断できること。 

（ロ）ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せ

ず、またはアースするおそれのないこと。 

（ハ）ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱または台

が損傷しないこと。 

（ニ）ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けること

ができるものであって、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。 

大頭丸平小ねじ（JIS C 8303(2007)「配線用差込接続器」）又は座金を用い

ている場合は、「ヒューズのつめがまわらない」ものとみなす。 

（ホ）皿形座金を使用するものにあっては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座

金の底面の大きさ以上であること。 

（ヘ）非包装ヒューズを取り付けるものにあっては、ヒューズと器体との間の空間

距離は、4㎜以上であること。 

非包装ヒューズ及びヒューズと器体との間の空間距離は別表第六１（２）ネ

（ト）ａ及びｂによる。 

（ト）ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しない

こと。ただし、ヒューズを取り付け、または取りはずした場合において、ヒ

ューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあっては、この限り

でない。 

（チ）ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化

又はガス化し、発火するおそれのないこと。 

ヤ コンデンサーを有するものであって、差し込み刃により電源に接続するものに

あっては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は 1 秒

後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電

容量が0.1μF以下であるものにあっては、この限りでない。 

マ ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板またはヒューズの取付け部に、

電流ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動作温度を、

容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒュー

ズにあっては、この限りでない。 

ケ 外郭にあっては、質量が 250g で、ロックウェル硬度 R100 の硬さに表面をポリ

アミド加工した半径が10㎜の球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に

1回（二重絶縁構造のものであって透光性又は透視性を必要とするもの以外のもの

にあっては、3 回）落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度

R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10㎜の球面を有する衝撃片によっ

て 1 回（二重絶縁構造のものであって透光性又は透視性を必要とするもの以外の
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ものにあっては、3回）加えたとき、感電、火災等の危険を生ずるおそれのあるひ

び、割れその他の異状が生じないこと。 

ただし、器体の外面に露出している表示灯、ヒューズホルダーその他これらに類

するもの及びそれらの保護カバーであって、表面積が4㎝ 2以下であり、かつ、器

体の外郭の表面から10㎜以上突出していないものにあっては、この限りでない。 

 

種類 高さ(㎝) 

天井取り付け用器具及び照明

器具 
14 

その他のもの 20 

 

なお、別表第四１（２）レ（イ）ｄに規定された衝撃力も同等の衝撃力とみなす。 

フ 器体から分離されているコントローラー（通常の使用状態において壁、柱等に

固定するものを除く。）にあっては、この表に特別に規定するものを除き、コン

クリートの床上に置いた厚さが 30 ㎜の表面が平らなラワン板の中央部に 70 ㎝の

高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。 

コ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあっては、それらの半

導体素子が制御能力を失ったとき、次に適合すること。 

（イ）制御回路に接続された部品は、燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続さ

れている 1 の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのない

ものにあっては、この限りでない。 

（ロ）アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれか

に適合すること。 

ａ 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V

以下であること。 

ｂ 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に

接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感

電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

（ハ）試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧及び線

間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩ

の抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が 1mA

以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない

場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と器体の表面と

の間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

エ 外部との接続機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）器体に附属したコンセント（外部に電力を取り出すものに限る。）には、そ
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のもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最

大の電力又は電流の値を表示してあること。 

（ロ）器体の外部にスピーカーを接続する端子を有するものにあっては、当該端子

又はその近傍に容易に消えない方法で接続される負荷のインピーダンスの値

を表示してあること。 

（ハ）本体に栓刃を有し、電源に直接接続するもの（いわゆるダイレクトプラグイ

ン機器）にあっては、次に適合すること。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接する機器の外面であって、その栓刃（接

地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)に規定

するPTIが 100以上であること。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 

60695-2-11(2004)又は JIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度

750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材

料は、この限りでない。 

テ 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部

との間の尖頭電圧が600V を超える部分を有するものにあっては、その近傍又は外

郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示して

あること。ただし、家庭用電位治療器にあっては、この限りでない。 

ア 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約 30m の速さで連続して 1,000 回

行ったとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異

状が生じないこと。 

（ロ）電源電線を 30 ㎝（電源電線の有効長が 2m 以上であって、かつ、使用状態に

おいて移動するものにあっては、有効長の 1/5 の長さ）引き出した状態で定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一

定となるまで加えたとき、各部の温度が附表第四に掲げる値以下であり、か

つ、巻取機構内部の電源電線各層の表面温度が次の表に掲げる値以下である

こと。 

電源電線の絶縁物の種類 温度(℃) 

天然ゴム混合物 

60 ポリウレタンゴム混合物 

塩化ビニル混合物 

クロロプレンゴム混合物 

75 
スチレンブタジエンゴム混合物 

耐熱塩化ビニル混合物 

ポリエチレン混合物 
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ブチルゴム混合物 
80 

エチレンプロピレンゴム混合物 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 

90 
架橋ポリエチレン混合物 

けい素ゴム混合物 

四ふっ化エチレン樹脂混合物 

 

サ 接続器を使用しないで接続される電源電線等（器具間を接続する電線及び機能

上やむをえず器体の外部に露出する電線であって、線間電圧及び対地電圧が 60V

以下のものを除く。以下サにおいて同じ。）の器体を貫通する部分（以下「貫通

部」という。）は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させ

て、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるように器体を取り付

け、電源電線等の先に 500g（自重が 500g 未満のものにあっては、自重とする。）

のおもりをつるして可動板を左右交互におのおの次の表に示す角度及び速さで連

続して 2,000 回往復する操作を行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線

の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの、すえ置き形のも

のその他これらに類するものであって、通常の使用状態において定置して使用す

るもの（やぐら付き置き用形及び卓用形の電気こたつを除く。）及び電源電線等

を収納する巻取機構を有するものの電源電線等にあっては、この限りでない。 

 

品名 角度(°) 往復の速さ(回/分) 

電気アイロン 

90 40 電気あんか 

電気こたつ 

扇風機 60 10 

その他のもの 60 40 

（備考）往復の速さにおける回数は左右おのおの1回と数え

る。 
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この場合の用語の定義及び試験方法は、別表第四１（２）ラ（イ）から（ヘ）に

よる。 

キ 硬貨その他これに類するもの（以下「硬貨等」という。）を使用して電気回路

を閉路するものにあっては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。た

だし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであって、通常の設置状態に

おいて硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあって

は、この限りでない。 

ユ 合成樹脂の外郭（透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可撓性、機械

的強度等を必要とするものを除く。）を有するものにあっては、その外郭は難燃

性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、次のいずれかに適合することをいう。 

(イ) 外郭の外面の 9 ㎝ 2以上の正方形の平面部分（外郭に 9 ㎝ 2以上の正方形の平

面部分を有しないものにあっては、原厚のまま一辺の長さが 3 ㎝の正方形に

切り取った試験片。）を水平面に対して約 45°に傾斜させた状態において当

該平面部分の中央部に、ノズルの内径が 0.5 ㎜のガスバーナーの空気口を閉

じた状態で燃焼させた長さ約20㎜の炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取

り去ったとき、燃焼しないもの。 

なお、この場合の用語の定義は別表第四２（１）ホ（ハ）ａからｃによる。 

(ロ) 「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法」に関する

報告書（平成 2 年 3 月 15 日社団法人日本電気協会 電気用品調査委員会）に

規定される試験方法による外郭用合成樹脂材料の水平燃焼を客観的に確認し

たものは、「本解釈に適合する」ものとみなす。 
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メ 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の２次側の

回路、整流後の回路等にあっては、次の試験を行ったとき、その回路に接続され

た部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている 1 の部品が燃焼し

た場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

（イ）電子管、表示灯等にあっては、端子相互間を短絡すること（ト（ロ）の規定

に適合する場合を除く。以下メにおいて同じ。）及びヒーター又はフィラメ

ント端子を開放すること。 

（ロ）コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類する

ものにあっては、端子相互間を短絡し又は開放すること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるものであって、金属ケースに収めたものにあって

は、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接

続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）（イ）、（ロ）及び（ハ）の試験において短絡又は開放したとき、次に適合

すること。 

ａ アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれ

かに適合すること。 

（ａ）対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V

以下であること。 

（ｂ）1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に

接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数におい

て感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

ｂ 試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧及び

線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに

1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流

が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれ

のない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と器体

の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ミ 電池を使用するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）電池の液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質が生じないこと。 

（ロ）充電式のものにあっては、電池を十分に放電した後、定格周波数に等しい周

波数の定格電圧に等しい電圧を定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうち

いずれか長い時間加え、この間において、液漏れその他の異状が生じないこ

と。 
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シ 定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構を有する二重定格のものにあっ

ては、次に適合すること。 

（イ）切り換えられている電圧及び周波数が容易に識別できること。ただし、自動

的に切り換える機構を有するものにあっては、この限りでない。 

（ロ）不用意な切り換えができない構造であること。 

（ハ）電圧及び周波数を誤って切り換えたとき並びに機能が失われたとき、危険が

生ずるおそれのないものであること。 

「危険が生ずるおそれのない」とは、切り換え機構の機能を失わせた状態で

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置又は温度過昇防止装置

が動作したときは、その時まで）連続して動作させたとき、機器が燃焼するお

それがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であることをいう。 

ヱ 器体の内部から湯気等を生ずるものにあっては、器体に附属するスイッチ、接

続器、コード等に通常の使用状態において湯気等により生ずるしずくがかかるお

それのない構造であること。ただし、それらの部分が防水構造その他感電、火災

等の危険が生ずるおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。 

「危険が生ずるおそれのない構造」とは、しずくが、表示灯、操作用つまみ、開

閉機構、接続器等の充電部に浸入するおそれのない構造のものをいい、0.5%（質量%）

の塩化アンモニウム水溶液に試験品を2秒間浸した後、その機器の定格で1分間運

転する操作を、10 回繰り返したとき、短絡、発火、炭化等の危険な状態が生じな

い場合は、「危険が生ずるおそれのない構造」とみなす。 

ヒ 器具の電装部近傍に充てんする保温材、断熱材等は、難燃性のものであること。

ただし、保温材、断熱材等が燃焼した場合において感電、火災等の危険が生ずる

おそれのないものにあっては、この限りでない。 

なお、この場合の用語の定義は次による。 

(イ) 「難燃性のもの」とは次のものをいう。 

ａ 次の試験を行ったときこれに適合するもの 

（ａ）試験片 

ⅰ 試験片は、電装部に面する側の密度がほぼ均一な箇所から次に示す寸法に

切り取る。ただし、厚さについて次の寸法がとれないものは、原寸法とする。 

巾 ：50㎜±1㎜ 

長さ：150㎜±1㎜ 

厚さ：13㎜±1㎜ 

ⅱ 試験片は、2個とする。 

（ｂ）試験装置 
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ⅰ 試験装置は、次のとおりとする。 

線   径：0.8㎜ 

網目の寸法：6.4㎜ 

網の寸法：76×216㎜ 

 

ⅱ 試験室は、無風状態であること。 

（ｃ）試験方法 

ⅰ 金網は、水平に支持する。 

ⅱ 青色炎が約38㎜になるように調整し、その炎が金網の直角に曲げた部分

の垂直断面と同一ラインになるようにバーナーを置く。この場合において、

バーナーの上端と金網との距離は、13㎜とする。 

ⅲ 試験片は、電装部に面する側を下にし、垂直に折り曲げた金網の面に接

して置く。 

なお、変形した試験片にあっては、炎のあたる位置に最も近づけて置く。 

ⅳ 「ガス」は、JIS K 2240(1980)「液化石油ガス（LP ガス）」で定める 1

種 1号を使用する。 

ⅴ 炎は、1分間試験片にあてる。 

（ｄ）判定基準 

試験片が燃えつきず、残炎時間が10秒以下であること。 

ｂ 発熱線に難燃性の絶縁物を被覆した発熱体の近傍にある非難燃性のもの 

ｃ 電装部が配線の結合部の場合にあっては、当該部分に難燃性のコード及び

コネクターを使用するものの近傍にある非難燃性のもの 

ｄ 電装部が開閉機構部の場合であってピンを有するものの場合にあっては、

ピンに100Nの力を100回加えたとき、接続部が緩まず、かつ、この試験の

直後に各部の温度上昇が一定となるまで連続して通電したとき、接続部の温

度上昇が5K以下であるものの近傍にある非難燃性のもの 
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(ロ) 「危険が生ずるおそれのないもの」とは、保温材、断熱材等以外の部品、材

料等に延焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗が 0.1MΩ

以上であるものの場合をいう。 

モ 電熱器具であって、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあって

は、その接続器は、次に適合すること。 

（イ）刃及び刃受けの寸法は、この表に特別に規定するものを除き、JIS C 8303「配

線用差込接続器」又は JIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法

以上のものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下のものであって、

その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあっては、この限

りでない。 

（ロ）刃及び刃受けのかん合部は、すり割り形又はこれと同等以上の弾性を有する

構造であること。 

（ハ）さし込み刃受けを有する接続部分は、この表に特別に規定するものを除き、

150℃±3℃の空気中に 1 時間放置した後に自然に冷却したとき、各部にゆる

み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

（ニ）別表第四附表第二１の開閉試験に適合すること。この場合において、開閉回

数は10,000回とし、最初の5,000 回は電熱器具の定格電流を通じ、後の5,000

回は器具の始動電流を通じるものとする。 

セ 電熱器具であって、外かくの外面にガラスを使用したのぞき窓を有するものに

あっては、通常の使用状態において約 10℃の水 200 ㎝ 3をガラス面にかけたとき、

ガラスが割れて脱落しないこと。 

ス 水蒸気により加圧した状態で使用するものにあっては、この表に特別に規定す

るものを除き、圧力安全弁を有し、かつ、次に適合すること。 

（イ）容器内に水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えて容器を加圧した

とき、圧力安全弁が確実に動作し、感電、火災等の危険が生ずるおそれのな

いこと。 

（ロ）（イ）に掲げる状態において圧力安全弁を拘束したとき、感電、火災等の危

険が生ずるおそれのないこと。 

ン 電源端子に流れる電流が10A以上の機器（浴室に設置する電気乾燥機を除く。）

であって、直接電源に接続される口出し線（より線のものに限る。）を有するも

のにあっては、当該口出し線は、次のいずれかに適合すること。 

（イ）機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造であること。 

（ロ）先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造である

こと。 
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（ハ）当該口出し線を電源に接続するための適切な空間を有する箱を指定すること。 

イイ 電熱器具であって、かつ、消費電力を調整するために電源に接続する整流器

を並列接続しているものにあっては、次に適合すること。 

（イ）1の整流器が主回路の電流以上の定格容量を有しており、並列接続された整流

器は、同一仕様のものであること。 

（ロ）並列に接続された整流器の一方を切り離した状態で並列に接続された整流器

の一方を切り離した状態でも、過度の温度上昇がないこと。 

（３）部品および附属品 

イ 部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最

大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。 

この場合の用語の定義は別表第四１（３）イ（イ）から（ホ）による。 

ロ 電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六１（３）ロの規

定に適合すること。ただし、金糸コードにあっては、別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するものであって、かつ、定格電流が0.5A 以下の電気かみそり、

電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する長さ

が2.5m以下のものとする。 

ハ アース線は、次のいずれかであること。 

（イ）直径が 1.6 ㎜の軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易

に腐しょくし難い金属線 

（ロ）断面積が1.25㎜ 2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル 

（ハ）断面積が 0.75 ㎜ 2以上の 2 心コードであって、その 2 本の導体を両端でより

合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの 

（ニ）断面積が 0.75 ㎜ 2以上の多心コード（より合わせコードを除く。）または多

心キャブタイヤケーブルの線心の1 

ニ ヒューズは、次に適合すること。 

（イ）可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。 

（ロ）取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。 

（ハ）温度ヒューズにあっては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃

の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、温度計法により測定した

恒温槽内の温度の温度ヒュ一ズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以

内であること。 

ホ 電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的に開閉すること

により温度を調節する構造の自動温度調節器（自動復帰形温度過昇防止装置を含

む。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに
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別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。 

（イ）自動温度調節器が接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最

大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる

操作を5,000回行ったとき、各部に異状を生じないこと。 

（ロ）（イ）に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の

割合で上昇させて開路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる

操作を15回行い、開路した時及び閉路した時の温度（第1回から第5回まで

の操作における温度を除く。）を温度計法により測定したとき、次の表に適

合すること。 

 

種別 許容範囲 

開閉試験前 

自動温度調節器 

開路した時の温度の平均値と閉路した時の温度の平

均値との平均値が、その設定温度に対し設定温度が

100℃未満のものにあっては±5℃以内、100℃以上

200℃以下のものにあっては±5%以内、200℃を超え

るものにあっては±10℃以内 

自動復帰形温度過昇防

止装置 

開路した時の温度の平均値が設定温度に対して

±15℃以内 

開閉試験後 

自動温度調節器 

開路した時の温度の平均値と閉路した時の温度の平

均値との平均値が、開閉試験前に測定したその値に

対して設定温度が100℃未満のものにあっては±5℃

以内、100℃以上のものにあっては±5%以内 

自動復帰形温度過昇防

止装置 

開路した時の温度の平均値が、開閉試験前に測定し

たその値に対して設定温度が 100℃未満のものにあ

っては±5℃以内、100℃以上のものにあっては±5%

以内 

 

ヘ 温度により動作する自動スイッチは、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、

ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合す

ること。 

（イ）自動スイッチが接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大

使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開く操作を 1,000 回行ったと

き、各部に異状を生ぜず、かつ、温度過昇防止用以外のものにあっては、電

流を通じないで、開路及び閉路する操作をそれぞれ 4,000 回行ったとき、各

部に異状を生じないこと。 

（ロ）（イ）に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の

割合で上昇させて開路させる操作を15回行い、開路した時の温度（第1回か

ら第5回までの操作における温度を除く。）を温度計法により測定したとき、

次の表に適合すること。 

種別 許容範囲 
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開閉試

験前 

温度過昇防止

用 

開路した時の温度の平均値が設定温度に対

して±15℃以内 

その他のもの 
開路した時の温度の平均値が設定温度に対

して±10℃以内 

開閉試験後 

開路した時の温度の平均値が、開閉試験前に

測定したその値に対して設定温度が 100℃未

満のものにあっては±5℃以内、 100℃以上

のものにあっては±5%以内 

 

ト 電動機操作用スイッチ（電気かみそり、電気バリカン又は電気つめみがき機に

使用するものを除く。）は、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、

ヲ、ワ、カ、ツ及びム並びに別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適

合すること。 

温度上昇試験において、接点材料の取り扱いは、別表第四附表第三（１）から（３）

による。 

（イ）スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加

え、そのスイッチに接続する電気機械器具の最大負荷電流を通じ、毎分約 20

回（タイムスイッチにあっては、約 3 回）の割合で 5,000 回（タイムスイッ

チにあっては、1,000 回）開閉操作を行ったとき、各部に異状を生じないこと。

この場合において、力率は、0.75 以上 0.8以下とする。 

（ロ）（イ）に規定する試験ののち、スイッチに電気機械器具の種類ごとにそれぞ

れ次の表に掲げる試験電流及び力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約 4

回（タイムスイッチにあっては、約 3 回）の割合で 5 回行ったとき、各部に

異状を生じないこと。 

 

電気機械器具の種類 試験電流及び力率 

イ 冷却装置を

有する電気機械

器具 

冷房用のもの及び

電気除湿機 

最大負荷電流の 4倍の電流及び 0.7以上 0.75以下

の力率 

冷凍用のもの 
最大負荷電流の 6倍の電流及び 0.7以上 0.75以下

の力率 

ロ その他のもの 

電動機の回転子を拘束し、電動機の定格周波数に等

しい周波数の定格電圧の 1.2 倍に等しい電圧を加

えた場合に操作用スイッチに通ずる電流及びこの

場合の力率 

 

（ハ）（ロ）に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあっては、ス

イッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となった

時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとに

それぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。 
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接触子の材料 温度上昇(K) 

銅又は銅合金 40 

銀又は銀合金 65 

 

チ 点滅器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流

にあっては45V以下であって、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の

危険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並

びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、ト、リ及びヌの規定に適合するこ

と。この場合において、別表第四附表第二１の開閉試験における負荷の力率は、

約1とすることができる。 

開閉試験は別表第四１（３）ニ（イ）及び（ロ）による。 

リ 開閉器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流

にあっては45V以下であって、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の

危険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに

（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並

びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３（３）イ、チ、リ、ル、ワ、カ

及びヨの規定に適合すること。この場合において、別表第四附表第二２の開閉試

験における負荷の力率は、約1とすることができる。 

ヌ 接続器（線間電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以下であっ

て、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのない

ものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、

ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６（１）イ、ハ、ニ

及びホ並びに６（３）ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルの規定に適合すること。 

ル 変圧器及び電圧調整器は、別表第六１（１）（リを除く。）並びに（２）イ、

ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネの規定に適合すること。 

ヲ 放電灯用安定器は、別表第六１（１）（リを除く。）及び（２）（ロ、ヘ、リ、

ワ、カ、ヨ、タ、レ及びソを除く。）並びに４（１）（イ、ハ及びニを除く。）、

（２）、（６）及び（８）の規定に適合すること。ただし、銅鉄式安定器にあっ

ては、上記に加え、充電部（口出し線及び端子を除く。）及び鉄心部を、耐火性

を有する外箱の中に収めてあるか、又は、巻線を耐火性を有する外被により十分

保護してあること。 

ワ 電動機（電動力応用機械器具に使用するものを除く。）は、別表第七１（１）、

（２）イ、ロ、ヘ及びト、（５）並びに（６）の規定に適合すること。 

カ コンデンサーは、別表第四１（３）チの規定に適合すること。 

ヨ 過負荷保護装置（ヒューズを除く。）は、次に適合すること。 
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（イ）電動機用のものにあっては、回転子を拘束した状態で接続される回路の電圧

に等しい電圧を 1 分間に 1 回の割合（過負荷保護装置の構造上 1 分間に 1 回

の割合で動作できないものにあっては、動作できる最小の時間に1回の割合）

で加え、手動復帰式のものにあっては10回、自動復帰式のものにあっては200

回動作試験を行ったとき、各部に異状が生じないこと。 

（ロ）電流動作式のもの（（イ）に掲げるものを除く。）にあっては、定格電流の

2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1

回の割合（過負荷保護装置の構造上 1 分間に 1 回の割合で動作できないもの

にあっては、動作できる最小の時間に 1 回の割合）で加え、手動復帰式のも

のにあっては10回、自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったと

き、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約 1 と

することができる。 

（ハ）熱動式のもの（（イ）に掲げるものを除く。）にあっては、接続される回路

の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、

感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を 1 分間に 1 回の

割合（過負荷保護装置の構造上 1 分間に 1 回の割合で動作できないものにあ

っては、動作できる最小の時間に 1 回の割合）で、手動復帰式のものにあっ

ては10回、自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったとき、各部

に異状が生じないこと。 

タ 電動機の過負荷保護装置としてヒューズを使用するものにあっては、回転子を

拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加

えたとき、ヒューズが確実に溶断すること。ただし、回転子を拘束した状態で燃

焼するおそれのないものにあっては、この限りでない。 

レ 印刷回路用積層板（15Wを超える電力が供給されるものに限る。）は、難燃性を

有すること。ただし、別表第八１（１０）トを適用するものにあっては、この限

りでない。 

（４）消費電力等の許容差 

定格消費電力等を表示しなければならないものにあっては、消費電力等は、この表

に特別に規定するものを除き、次に適合すること。 

イ 電気遊戯盤、自動販売機、通常充電のみを行う蓄電池を内蔵する器具等であっ

て、機能上不確定に電力を消費するものにあっては、消費電力等の定格に対する

許容差が定格値の±30%以内であること。この場合において、消費電力等は平常温

度試験中30分間（短時間定格のものにあっては、表示された定格時間に等しい時

間）における消費電力量から算出するものとする。 
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ロ イに掲げるもの以外のもののうち、半導体素子その他これに類する抵抗温度係

数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を

用いたものであって、使用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定

格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむをえないものにあっては、当

該最大及び最小の範囲内であること。 

ハ イ及びロに掲げるもの以外のものにあっては、次に適合すること。この場合に

おいて、消費電力等は、平常温度試験において、消費電力等がほぼ一定となった

時（短時間定格のものにあっては、表示された定格時間に等しい時間が経過した

時）に測定するものとする。 

（イ）定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げると

おりとする。 

 

種類 定格消費電力(W) 許容差(%) 

電熱器具以外のもので

あって電熱装置の定格

消費電力を表示しなけ

ればならないものの電

熱装置及び電熱器具 

20以下 +20 

20を超え 100以下 ±15�+15
-20

�(1) 

100を超え1,000以下 ±10�+10
-15

�(1) 

1,000を超えるもの 
+5

-10
� +5

-12
�(1) 

その他のもの 

10以下 +25 

10を超え 30以下 ±25�+25
-30

�(2) 

30を超え 100以下 ±20�+20
-25

�(2) 

100を超え1,000以下 ±15�+15
-20

�(2) 

1,000を超えるもの ±10�+10
-15

�(2) 

(備考) かっこ内の数値は、(1)に係るものはサイリスタその他これに類するものを発熱体に

直列に接続した場合に適用し、(2)に係るものは等価負荷法により平常温度試験を行った場合

に適用する｡ 

 

（ロ）定格容量を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げるとおり

とする。 

定格容量(VA) 許容差(%) 

20以下 +25 

20を超え 100以下 ±20 

100を超えるもの ±15 

 

（ハ）定格入力電流を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げると

おりとする。 

 

種別 定格入力電流(A) 許容差(%) 

電極式のもの 5以下 +15 
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-20 

5 を超えるもの 
+10 

-15 

その他のもの 

0.2以下 ±25 

0.2を超え1以下 ±20 

1を超えるもの ±15 

 

（ニ）定格力率を表示しなければならないものにあっては、力率は、定格力率の

±0.05以内であること。 

（５）欠番 

（６）電圧変動による運転性能 

平常温度試験の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を加えて連続して運転し、電圧を定格電圧に対して±10%変動させた場合に、支障なく

運転が継続できること。 

（７）二重絶縁構造 

二重絶縁構造のものにあっては、次に適合すること。 

イ 充電部と器体の表面との間には、（イ）に適合する基礎絶縁及び（ロ）に適合

する付加絶縁を施してあること。ただし、構造上やむを得ない部分であって、充

電部と器体の表面との間に（ハ）に適合する強化絶縁が施されている場合は、こ

の限りでない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物により絶縁

されていること。 

（イ）基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 絶縁物の厚さは、別表第四１（２）レ（ロ）及び（ハ）に適合すること。 

ｂ 空間距離（沿面距離を含む。）は、次の表（（２）トの表中器具又は器具

の部分の区分の欄のイに掲げるものにあっては、附表第一。以下（７）にお

いて同じ。）に掲げる値以上であること。 

 

線間電圧又は

対地電圧(V) 

空間距離(沿面距離を含む｡)(㎜) 

電源電線の取付け部 出力側電線の取付け部 その他の部分 

使用者が

接続する

端子部 

製造者が接

続する端子

部 

使用者が接

続する端子

部 

製造者が接

続する端子

部 

固定している部

分であって、じん

あいが侵入し難

く、かつ、金属粉

が付着し難い箇

所 

その他の

箇所 

50 以下のも

の 
― ― 3 2 1.2 1.2 
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50 を超え 150

以下のもの 
6 2.5 6 2.5 1.5 2 

150 を 超 え

300 以下のも

の 

6 3 6 3 2 2.5 

300 を 超 え

600 以下のも

の 

― ― 10 6 4 5 

600 を 超 え

1,000 以下の

もの 

― ― 10 8 6 7 

1,000 を超え

3,000 以下の

もの 

― ― 20 20 20 20 

3,000 を超え

7,000 以下の

もの 

― ― 30 30 30 30 

7,000 を超え

12,000 以下

のもの 

― ― 40 40 40 40 

12,000 を超

えるもの 
― ― 50 50 50 50 

(備考) 

１ 空間距離は、器具の外面にあっては30N、器具の内部にあっては2Nの力を距離が最も小さくなるよ

うに加えて測定したときの距離とする｡ 

２ 線間電圧又は対地電圧が1,000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く｡)にあっては、10㎜を減

じた値とすることができる｡ 

 

（ロ）付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 絶縁物は、次に適合すること。 

（ａ）基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するものであること。 

（ｂ）器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶

縁物の厚さは、1㎜以上であること。 

（ｃ）外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.4㎜以上であ

ること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する2層

以上の絶縁物であって、それぞれの絶縁物が附表第三２（４）に規定す

る付加絶縁の試験に適合するものにあっては、この限りでない。 

ｂ 空間距離（沿面距離を含む。）は、（イ）ｂに適合すること。 

（ハ）強化絶縁は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 絶縁物は、次に適合すること。 

（ａ）器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶

縁物の厚さは、2㎜以上であること。 
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（ｂ）外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.8㎜以上であ

ること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する3層

以上の絶縁物であって、それぞれ隣接する2層が附表第三２（４）に規

定する強化絶縁の試験に適合するものにあっては、この限りでない。 

ｂ 空間距離（沿面距離を合む。）は、（イ）ｂの表に掲げる値の2倍以上で

あること。 

ロ 絶縁物の裏打ち及び隔壁は、電源電線、スイッチ等を取り換えるとき移動しな

いように確実に固定してあること。 

ハ 次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、

別表第四１（２）ハの図に示す試験指にあっては充電部及び基礎絶縁物に、次の

図に示すテストピンにあっては充電部に触れないこと。 

 

 

 

（イ）取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面 

（ロ）質量が40kg を超える床上形の機器であって、器体を傾けないと試験指又はテ

ストピンが触れることができない部分 

（ハ）２次電圧が30V以下であって、１次巻線と２次巻線が独立して巻かれ、かつ、

二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された２次側の回路の電圧が交流にあって

は30V以下、直流にあっては45V以下の部分 

ニ アースするおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線等の貫通孔には、ゴ

ム以外の絶縁ブッシングを設けてあること。 

ホ 金属製のコード止めを有するものにあっては、そのコード止めとアースするお

それのある非充電金属部との間には、付加絶縁を施してあること。 

ヘ ヒューズ（温度ヒューズを除く。）を有するものにあっては、包装ヒューズで

あること。 

ト 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間には、コンデンサーを接

続していないこと。 
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チ アース機構を有していないこと。 

リ 電線の接続は、次に適合すること。ただし、接続部が緩み又は外れたときに、

電線に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ

（イ）ｂの表に掲げる距離の 1/2 以上あるものにあっては、この限りでない。こ

の場合において、基礎絶縁の空間距離にあってはイ（イ）ｂの表に掲げる距離以

上であること。 

（イ）電線をねじ又はナットを用いて接続するものにあっては、ばね座金又は歯付

き座金を介して締め付けてあること。 

（ロ）（イ）以外により接続するものにあっては、電線を接続部及びその近傍に固

定してあること。 

ヌ 部品等をねじ又はナットを用いて取り付ける場合にあっては、ばね座金若しく

は歯付き座金を介して又は 2 箇所以上で締め付けてあること。ただし、取付け部

が緩み又は外れたときに、部品等に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離

又は強化絶縁の空間距離がイ（イ）ｂの表に掲げる距離の 1/2 以上あるものにあ

っては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあってはイ

（イ）ｂの表に掲げる距離以上であること。 

ル 電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコ

ード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもの

であること。ただし、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の

手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であって、次に適合するものにあって

は、この限りでない。 

（イ）定格電流が 1A 以下のものに使用する電源電線であって、その断面積が 0.75

㎜ 2以上の別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコード（より合わ

せコードを除く。） 

（ロ）定格電流が 0.5A 以下のものに使用する電源電線（長さが 2.5m 以下のものに

限る。）であって、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する金糸コ

ード 

ヲ 防水構造のものにあっては、電源電線と器体との接続には、接続器を使用して

いないこと。 

（８）始動特性 

電動機を有するものにあっては、次に適合すること。 

イ 通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい

試験電圧を加えたとき、電動機が回転子の位置に関係なく始動すること。ただし、

速度調整装置を最低ノッチにセットして、定格電圧の90%に等しい試験電圧を加え
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たとき、始動しないものにあっては、始動しない速度ノッチごとに定格周波数に

等しい周波数の始動しない最高電圧（始動しない最高電圧が定格電圧を超える場

合は、定格電圧）を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の巻線

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表１の測定箇所に限る。）ごと

にそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、始動しないことによって危

険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 始動電流を表示しなければならないものにあっては、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を加えた場合に測定した始動電流は、表示された始動

電流の値以下であること。 

始動電流の測定は、運転停止直後に電動機の回転子を拘束又は停止した状態で定格

電圧を加えて行う。ただし、大容量のもの又は回転子を拘束し難い構造の誘導電

動機を使用しているものにあっては、電動機の全負荷電流に近い拘束電流を通じ

たときに加えた電圧を測定し、次式によって始動電流を算出することができる。 

始動電流 Is＝Is’
E

Es
 

Is：定格電圧における拘束電流（A）E：定格電圧(V) 

Is’：全負荷電流に近い拘束電流（A）Es：電流 Is’に対するインピーダンス電

圧（V） 

（９）漏えい電流測定 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加

え、充電部と器体の表面との間又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続して

流れる漏えい電流を測定したとき、漏えい電流は、商用周波数以上の周波数において

感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。 

（１０）ブラウン管及びその附属品 

ブラウン管を有するものにあっては、次に適合すること。 

イ 保護板 

最大部直径（角形の場合は、対角線長とする。以下（１０）において同じ。）の公

称寸法が 160 ㎜を超える非防爆形のブラウン管にあっては、保護板を有している

こと。 

ロ ブラウン管の保護 

最大部直径の公称寸法が160㎜を超えるブラウン管にあっては、ブラウン管をキ

ャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管（保護板を有するものにあって

は、保護板を含む。以下ハにおいて同じ。）の前面に、ロックウェル硬度R62以上



 37 

で直径40㎜の鋼球を、最大部直径の公称寸法が400㎜を超えるブラウン管にあっ

ては2,100 ㎜、その他のブラウン管にあっては1,700㎜の高さから振子状に落とし

たとき、破片による危険が生ずるおそれのないこと。 

ブラウン管の前方1,500 ㎜の位置に、長さ1,800 ㎜、高さ250㎜、厚さ13㎜の

垂直障壁を設けて試験を行ったとき、質量が10gを超える破片が垂直障壁を超えて

飛ばないものは「破片による危険が生ずるおそれのない」ものとみなす。 

ハ ブラウン管の機械的強度 

最大部直径の公称寸法が160㎜を超えるブラウン管にあっては、ブラウン管をキ

ャビネットに正常に取り付けた状態で、ブラウン管を熱衝撃法により破壊したとき、

破片による危険が生ずるおそれのないこと。 

この場合の用語の定義は、次の（イ）及び（ロ）による。 

（イ）「熱衝撃法」の試験は、次による。 

ダイヤモンド針を用いて、ブラウン管の側面又は前面に次の図に示すいずれ

かの引っかき傷をつけ、液体窒素又はこれと同等のものを用いて、その部分に

割れ目が生じるまで冷却を繰り返す。この場合において、冷却液が流れ出るの

を防ぐために、粘土等を用いてせきをつくるものとする。 

 

 

（ロ）ブラウン管の前方500㎜及び 2,000㎜の位置に、長さ1,800㎜、高さ250㎜、

厚さ13㎜の垂直障壁を設けて試験を行ったとき、ブラウン管の前方に設けた

障壁間に飛散したガラスの破片の重量は、単片で2g以下であり、かつ、いか

なる破片もブラウン管前方2,000㎜に設けた障壁を超えて飛ばないものは「破

片による危険が生ずるおそれのない」ものとみなす。 

ニ 絶縁性能 

（イ）附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）高圧整流回路の充電部とシャーシーとの間に次の式により計算した試験電圧

に等しい電圧が加わった状態にしたとき、連続して1分間これに耐えること。 

E=1.25v+1,750 
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E は、試験電圧とし、その単位は、Vとする。 

vは、高圧整流器の陽極又は陰極とシャーシーとの間で測定した最大電圧とし、

その単位は、Vとする。 

（ハ）平常温度上昇の試験直後において、水平偏向コイルへ加えられている電圧を

測定し、その電圧の1.25 倍の電圧が水平偏向コイルに加わった状態にしたと

き、偏向ヨークが連続して1分間これに耐えること。 

（ニ）器体の内部の被覆電線であって、尖頭電圧が2,500V を超える回路に用いられ

るものにあっては、次に適合すること。 

ａ 周囲温度32℃、相対湿度85%の状態に24時間保った後、表面に付着した

水分をふきとり、次の表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の

2倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わった状態にした

とき、連続して30分間これに耐えること。 

 

電線の外径(㎜) 金属棒の外径(㎜) 

3.82以下 12.7 

3.82を超え 5.08以下 19.05 

5.08を超えるもの 25.4 

 

ｂ 電線の定格温度に等しい周囲温度の状態に7時間保った後、ａの表に掲げ

る金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の1.25 倍に等しい電圧が電線の

内部導体と金属棒との間に加わった状態にしたとき、連続して30分間これ

に耐えること。 

ホ フライバック変圧器及びその周辺部の耐燃性 

（イ）フライバック変圧器は、難燃性を有するものであること。ただし、厚さが0.3

㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若

しくは金属板で作られた遮へい箱に収められているものにあっては、この限

りでない。 

「難燃性を有するもの」とは、次のａの試験条件において、ｂの試験を行っ

たときｃの基準に適合するものをいう。 

ａ 試験条件 

（ａ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｂ）使用燃料：約37MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量を有するもの 

（ｃ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜ 

（ｄ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜ 

ｂ 試験 
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巻線の側面を垂直に保ち、巻線部分のほぼ中央に酸化炎の長さが約130㎜、還

元炎の長さが約35㎜であるブンゼンバーナーの還元炎の先端を垂直に対して

20°の角度で 15秒間あて炎を取り去って 15秒間休止する操作を 5回繰り返す。 

 

図例１              図例２ 

 

 

ｃ 基準 

巻線部の燃焼により生ずる炎が各休止時間内において消滅し、かつ、試験後に

おいて30秒以内に消滅すること。 

（ロ）フライバック変圧器を保持する部分は、難燃性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、次のａの試験条件においてｂの試験を行った

ときｃの基準に適合するものをいう。 

ａ 試験条件 

（ａ）試験片： 原厚のまま各辺の長さがそれぞれ13㎜±0.5㎜、125㎜±5㎜

の長方形に切り取ったものとする。この場合において、試験品から試験

片を採ることが困難なものにあっては、同等の材質の試験片について試

験を行うことができる。 

（ｂ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｃ）使用燃料：約37MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量を有するもの 

（ｄ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜ 

（ｅ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜ 

（ｆ）脱脂綿の厚さ：約6㎜ 

ｂ 試験 
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試験片の長辺方向を鉛直にして、その頂上部6㎜以内の部分を、試験片の下端

がバーナーの先端から10㎜±1㎜上になるように固定し、その下方約300㎜の位

置に乾燥した脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20㎜の安定した

青色炎を試験片の下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、炎が消滅したとき

は更に10秒間炎をあて炎を取り去る。 

 

ｃ 基準 

（ａ）各回の有炎燃焼時間はそれぞれ10秒以下であること。 

（ｂ）2回目の接炎後の赤熱燃焼時間は30秒以下であること。 

（ｃ）試験片が支持具まで燃焼しないこと。 

（ｄ）脱脂綿の燃焼がないこと。 

（ハ）フライバック変圧器及びその周辺部は、アークによる炎が延焼するおそれの

ないものであること。ただし、（イ）に規定する遮へい箱に収められている

部分にあっては、この限りでない。 

この場合、「延焼するおそれのないもの」とは、放電試験棒を用いて連続

して30秒間（30秒以内に燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電

中止後 15 秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計 30 秒間）放電

させ、フライバック変圧器及びその近傍の部分が燃焼した場合にあっては、

放電中止後から15秒以上燃焼を継続しないものをいう。放電試験棒、放電の

方法及び放電中止は、別表第八１（２）ト（ロ）ｂ（ｃ）から（ｅ）を準用

する。 

ａ 試験は、フライバック変圧器の充電部（最大電圧部）とシャーシーとの間

で放電試験棒を使用してアークを発生させて行う。 

ｂ 試験品は無通電状態とする。 
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ｃ 保護装置の動作又は部品の破壊によりアークが継続して発生できないと

きは、保護装置の動作又は部品の破壊が生じない範囲の充分なインピーダン

スを放電回路と直列に挿入して試験を行う。 

ヘ 偏向ヨークの耐燃性 

偏向ヨークは、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。 

「延焼するおそれのないもの」とは、偏向ヨーク巻線相互間及び偏向ヨークの充

電部とシャーシー間で放電試験棒を使用してアークを発生させ、アークにより炎が

発生したときは放電を中止し、その炎が消えた後、再びアークを発生させる操作を

15 分間（部品の破壊又は保護装置（容易に取り換えることができるヒューズを除

く。）の動作によりアークが持続しない場合にあっては、その時まで）繰り返した

とき、アークにより生ずる炎が放電中止時間内及び試験後においていずれも15秒

以内に消滅するものをいう。放電試験棒、放電試験の方法及び放電中止は、別表第

八１（２）ト（ロ）ｂ（ｃ）から（ｅ）を準用する。 

ト アノードキャップ、被覆電線、印刷回路用積層板等の難燃性 

ブラウン管のアノードキャップ、器体の内部の被覆電線並びに印刷回路用積層板

及びフレキシブル印刷配線板（いずれも、面積が25㎝ 2以上のもの、15W以上の電

力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されるものに限る。）は、

難燃性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、次に適合するものをいう。 

（イ）アノードキャップにあっては、次のａの試験条件においてｂの試験を行った

ときｃの基準に適合するもの 

ａ 試験条件 

（ａ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｂ）使用燃料：ブタンガス 

（ｃ）ガスバーナーのノズルの内径：0.5㎜±0.1㎜ 

（ｄ）薄葉紙：JIS C 2303(1984)「絶縁薄紙」に規定する絶縁薄紙又はJIS P 

3901(1976)「カーボン原紙」に規定するカーボン原紙の3種に相当する

もの 

ｂ 試験 

試験片を固定し、試験片の下方約200㎜の位置に木板及び薄葉紙を水平に敷き、

ガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約12㎜の炎の先端を試験

片の垂直下から10秒間あて、炎を取り去り、炎が消滅したときは直ちに60秒間

炎をあて炎を取り去り、炎が消滅したときは直ちに120秒間炎をあて炎を取り去

る。 
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ｃ 基準 

（ａ）各回の有炎燃焼時間はそれぞれ30秒以下であること。 

（ｂ）薄葉紙の燃焼がないこと。 

（ｃ）木板の焦げがないこと。 

（ロ）器体の内部の被覆電線にあっては、次のａの試験条件においてｂの試験を行

ったときｃの基準に適合するもの又はｄに適合するもの 

ａ 試験条件 

（ａ）試験片： 長さは、約450㎜とする。この場合において、試験品から試験

片を採ることが困難なものにあっては、同等の材質の試験片について試

験を行うことができる。 

（ｂ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｃ）使用燃料：約37MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量を有するもの 

（ｄ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜ 

（ｅ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜ 

（ｆ）脱脂綿の厚さ：約6㎜ 

（ｇ）表示旗：JIS Z 1511(1975)「紙ガムテープ（包装用）」に規定する2種 1

号に相当するもの。 

（ｈ）試験箱：次の図に示す鉄製のもの 
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ｂ 試験 

試験箱の底面に乾燥した脱脂綿を敷き、試験片を試験箱の中央に垂直に

上下端を固定し、図に示す位置に幅12.7㎜で 19㎜突出するように表示旗を

巻き付け、試験片の下端から75㎜の位置に、酸化炎の長さが約130㎜、還

元炎の長さが約35㎜であるブンゼンバーナーの還元炎の先端を垂直に対し

て20°の角度で15秒間あて炎を取り去って15秒間休止する操作を5回繰

り返す。この場合において、休止時間内に試験片の燃焼による炎が消滅しな

い場合には、その炎が消えた後、直ちに炎をあてるものとする。 

 

 

ｃ 基準 

（ａ）脱脂綿の燃焼がないこと。 
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（ｂ）表示旗の焼失及び焦げ面積が当該表示旗の面積の25%以下であること。 

（ｃ）各回の燃焼時間は60秒以下であること。 

ｄ 「電気用品に使用される機器用電線の燃焼試験方法」に関する報告書（平

成2年 3月 15日社団法人日本電気協会電気用品調査委員会）に規定される

試験方法による機器用電線の難燃性を客観的に確認したもの 

（ハ）印刷回路用積層板にあっては、ａの試験条件においてｂの試験を行ったとき

ｃの基準に適合するもの又はｄに適合するもの。 

ａ 試験条件 

（ａ）試験片： 原厚のまま各辺の長さがそれぞれ13㎜±0.5㎜、125㎜±5㎜

の長方形に切り取ったもの（導体は除去する。）とする。この場合にお

いて、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、同等の材

質の試験片について試験を行うことができる。 

（ｂ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｃ）使用燃料：約37MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量を有するもの 

（ｄ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜ 

（ｅ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜ 

（ｆ）脱脂綿の厚さ：約6㎜ 

ｂ 試験 

試験片の長辺方向を鉛直にして、その頂上部6㎜以内の部分を、試験片の下端

がバーナーの先端から10㎜±1㎜上になるように固定し、その下方約300㎜の位

置に乾燥した脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20㎜の安定した

青色炎を試験片の下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、炎が消滅したとき

は更に10秒間炎をあて炎を取り去る。 
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ｃ 基準 

（ａ）各回の有炎燃焼時間はそれぞれ10秒以下であること。 

（ｂ）2回目の接炎後の赤熱燃焼時間は30秒以下であること。 

（ｃ）試験片が支持具まで燃焼しないこと。 

（ｄ）脱脂綿の燃焼がないこと。 

ｄ 「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法（改正案）」

に（平成8年 5月 社団法人日本電気協会 電気用品調査委員会答申）に規定

される試験方法による印刷回路用積層板に使用される絶縁材料の垂直燃焼

がV-0以上であることのを客観的に確認したもの 

（二）フレキシブル印刷配線板にあっては、ａの試験条件においてｂの試験を行っ

たときｃの基準に適合するもの 

ａ 試験条件 

（ａ）試験片： 次の図に示す形状のものを4枚取り出す。この場合において、

図の形状のものが取り出せない場合にあっては、同等の材質について、

試験を行うことができる。 

 

（ｂ）試験場所：無風状態の部屋 

（ｃ）使用燃料：約37MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等の発熱量を有す

るもの 

（ｄ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜ 

（ｅ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜ 

（ｆ）脱脂綿の厚さ：約6㎜ 

（ｇ）試験箱：標準的な試験箱を次に示す。 
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ｂ 試験 

試験片を試験箱内に垂直に固定し、試験箱の底面に乾燥した脱脂綿を敷

き、試験片の下端中央部にブンゼンバーナーの長さ約25㎜の安定した青色

炎を垂直に対して30°の角度で15秒間あてて着火させ、その炎を取り去る。 

 

ｃ 基準 

（ａ）試験片の燃焼炎は自然に消滅すること。 

（ｂ）燃焼距離は380㎜以下であること。この場合において、燃焼距離とは、試

験片の炭化部分の最長距離をいう。 

（ｃ）脱脂綿が燃焼しないこと。 

チ エックス線量 

画像が可視の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧
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の90%以上 110%以下の範囲に電圧を変化させ次の試験を行ったとき、器体の外郭か

ら50㎜離れたところのエックス線の量は、36pA/kg(0.5mR/h）以下であること。た

だし、走査振幅のスクリーン幅が試験品の有効スクリーン幅の70%未満となるもの

及び画像が可視の状態を維持しないものにあっては、この限りでない。 

（イ）調整器をエックス線の量が最大になるように調整する試験 

（ロ）１（２）ト（ロ）ａの試験 

（ハ）１（２）メの試験 

（１１）太陽電池モジュール 

太陽電池モジュールを有するものにあっては、次に適合すること。 

イ 材料 

太陽電池モジュールの外郭の材料は、難燃性及び耐候性を有するものであること。 

「難燃性を有するもの」とは、別表第八１（２）ユ（イ）及び（ロ）による。 

「耐候性を有するもの」とは、JIS C 8918(1998)「結晶系太陽電池モジュール」

の6.3に定める温湿度サイクル試験を行ったとき、附表第三１及び２に適合し外観

に異状がないものをいう。 

ロ 構造 

（イ）太陽電池モジュール（複数の太陽電池モジュールの場合にあっては、その集

合体）と当該太陽電池モジュールに接続されている機器との間には、開閉器

又は点滅器を設けてあること。 

（ロ）太陽電池モジュールに接続されている機器からの電流が太陽電池モジュール

に流入しないこと。 

（ハ）太陽電池モジュールの電流により感電等の危険が生ずるおそれのない構造で

あること。 

（ニ）太陽電池モジュールは、部分的に異状な発熱が生じない構造であること。 

（ホ）太陽電池モジュール（複数の太陽電池モジュールの場合にあっては、その集

合体）の金属製の外郭には、アース機構を設けてあること。 

（ヘ）太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐えるものであること。 

「短絡電流に耐えるもの」とは、別表第四１（３）イ（ハ）に適合すること

をいう。 

（ト）接続できる太陽電池モジュールの型名を、太陽電池モジュールを接続する器

体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

ハ 絶縁性能 

太陽電池モジュール（複数の太陽電池モジュールの場合にあっては、その集合体）

は、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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ニ 機械的強度 

（イ）太陽電池モジュールの枠に対角線の長さ1,000㎜当たり21㎜のねじりを加え

たとき、異状が生じないこと。 

「異状が生じないこと」とは、附表第三１及び２に適合し外観に異状がない

ことをいう。 

（ロ）太陽電池モジュールの受光面に直径25㎜の氷球を衝撃速度23m/s で衝突させ

たとき又は質量 227g±2g の鋼球を 1m の高さから落下させたとき、異状が生

じないこと。 

「異状が生じないこと」とは、感電、火災等の危険を生じるおそれのないこ

とをいい、耐水性保護に悪影響を与えるような破損のないことをいう。 

（１２）表示 

附表第六に規定する表示の方式により表示すること。 
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２ 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第一第

六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用

電気機械器具 

（１）電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電気火ばち及び観賞

植物用ヒーター 

イ 構造 

（イ）サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターにあっ

ては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出して

いないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターの電源

電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコー

ド若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

（ハ）電気ストーブにあっては、次に適合すること。 

ａ 赤熱する発熱体が外部から見える構造のものにあっては、遠隔操作機構

（有線式のものを除く。）の操作によって電源回路を閉路できないこと。た

だし、高所取付け形のものにあっては、この限りでない。 

ｂ 赤熱する発熱体を有するものにあっては、保護枠又は保護網を取り付けて

あること。この場合において、保護枠又は保護網は、直径50㎜の鋼球が通

過せず、かつ、発熱体に接触しない構造であること。 

ｃ ｂに掲げるもの以外のものにあっては、発熱体には別表第四１（２）ハの

図に示す試験指が接触しない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれ

のないものにあっては、この限りでない。 

ｄ 電気ストーブの器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものに

あっては、機器を通常の状態に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、通常動

作状態で50,000回(往復で 1回とする。)動作させたとき、配線が短絡せず、

素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行つたとき、

これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるお

それのないものにあっては、この限りでない。 

ｅ ｂの保護枠又は保護網に、塗装又は接着材料を用いた表面加工を施さない

こと。 

ｆ 赤熱する発熱体を有するものにあっては、次の（ａ）及び（ｂ）に、明瞭

に判読でき、かつ、理解しやすい用語により、当該機器からは、使用初期段
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階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれ

があるため、その際には十分換気を行う旨を表示すること。 

（ａ）機器本体の見やすい箇所 

（ｂ）取扱説明書その他の製品に添付する書面 

ロ 絶縁性能 

（イ）屋外用の電気ストーブ、観賞植物用ヒーター及び水がかかるおそれのあるも

のにあっては附表第三１、２及び３の試験を、スチームバス用電熱器にあっ

ては附表第三１、２及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第

三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）加湿用容器を有するものにあっては、附表第三４（４）の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ト）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表４、７及び８の測

定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に

掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場

合において、送風装置のノッチを有するものにあっては、そのノッチを最高速度及

び最低速度（送風停止を含む。）にセットし、それぞれ試験を行うものとする。 

 

測定箇所 温度(℃) 

電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞

植物用ヒーターの外郭の外面（高所取付け用のものの取付け面、発熱

部の保護枠、反射板及び温風出口を除く。） 

125 

電気火ばちの外郭の外面 

金属製のもの、陶磁器製のもの及びガス

製のもの 
60 

その他のもの 75 

試験用火おけの内面 80 

持ち運び用のとっ手 

金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラ

ス製のもの 
60 

その他のもの 75 

試験品を置く木台の表面 80 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置く

こと。 

（ロ）反射面又は温風変向板を下方に向けることができるものにあっては、反射面
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又は温風変向板を最も下方に向けること。 

（ハ）水盤には、水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあっ

ては、この限りでない。 

（ニ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラー

を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

（ホ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風

量にセットすること。 

（ヘ）電気火ばちにあっては、円筒状の黄銅製の湯沸かし（その底面の直径が発熱

部の面積に等しい面積を有する円の直径の約 1.2 倍、その高さがその底面の

直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの）に水を

満たし、これを発熱部の上に置くこと。 

（ト）火おけを有しない電気火ばちにあっては、試験品は、円筒状の木製の試験用

火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を

張ったものとし、その寸法は次の表に掲げるとおりとする。 

 

定格消費電力(W) 
寸法(㎜) 

内径 深さ 外径 高さ 

300以下 230 160 280 240 

300をこえ500以下 300 170 360 300 

500をこえるもの 330 170 400 300 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）電気火ばち以外のものであって、自動温度調節器を有するものにあってはハ

の試験の後にハに掲げる試験条件（（ニ）、（ヘ）及び（ト）を除く。）に

おいて自動温度調節器の接点を短絡し、送風装置を有するものにあってはそ

の送風装置には通電せず、電気ストーブ（高所取付け形のものを除く。）で

あって赤熱する発熱体が外部から見えない構造のものにあっては二枚に重ね

た毛布によりその全面（底面及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度

コントローラーの部分を除く。）を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時

まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した木台、木

台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃

とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電

部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上であること。ただし、温度
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ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合

において、試験品、毛布又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台、木

台に接する脚部、毛布の内面及び外郭の温度は、150℃以下であることを要し

ない。 

（ロ）電気火ばちにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格

周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッ

チが動作したときは、その時まで）連続して加えた時の熱電温度計法により

測定した木台及び外郭の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以

下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 鋼製の円板（その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約

1.2倍で、その厚さが3㎜のもの）を発熱部の上に置くこと。 

ｃ 自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ｄ 火おけを有しないものにあっては、試験品は、円筒状の木製の試験用火お

けに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張っ

たものとし、その寸法はハ（ト）の表に掲げるとおりとする。 

ホ 熱板の強度 

電気火ばちであって熱板を有するものにあっては、次の（イ）及び（ロ）に掲げ

る試験を行ったとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれの

ある割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。 

（イ）ハに掲げる試験条件において 1 時間通電し、電源から切り離した後に、容器

を取り去り、直ちに室温に近い温度の約 2,000 ㎝ 3の水を熱板にかけること。 

（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の

直径の値より約 3 ㎜短く、その厚さが 3 ㎜である鋼製の円板を当該熱板のほ

ぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の高さ

から毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。 

 

定格消費電力(W) 落下体の質量(kg) 落下体の形状(㎜) 

300以下 0.5 

 

300を超え600以下 0.75 

600を超え1,200以下 1.0 

1,200を超えるもの 1.5 
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（２）電気あんか 

イ 構造 

（イ）器体の外かくの材料が繊維、ゴムその他これらに類するものであって、発熱

部が柔軟性を有する電気あんか（以下「ふとん形のあんか」という。）にあ

っては、（４）イ（イ）および（ロ）の規定に適合すること。 

（ロ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、器体の外郭の外面の温度を 45℃以

下にセットできる調整装置を有すること。 

（ハ）ふとん形のあんかであって、器体と電源電線とを接続する接続器を有するも

のにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各

部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

ロ 絶縁性能 

ふとん形のあんかにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、その他のも

のにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件に

おいて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上

昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の

左欄に掲げる測定箇所（同表４から８までの測定箇所にあっては、器体から

分離されているコントローラーに限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に

掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右

欄に掲げる値以下であること。 

ａ 試験品を通常の使用状態に置き、厚さが約5㎝の綿ふとんで全面を覆うこ

と。 

ｂ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニに

おいて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラ

ーを有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

外郭の外面 

蓄熱形のもの 
120 

(90) 

ふとん形のもの 70 

その他のもの 90 

通気孔 110 

発熱体又は発熱体の保護カバー 
440 

(400) 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となった後に適用する。 
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３ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

（ロ）ふとん形のあんかにあっては、（４）ハに掲げる試験条件において試験を行

い、この間の各部（発熱体及び発熱体の保護カバーを除く。）の温度は、（イ）

の規定に適合し、かつ、発熱体の表面の可燃物に接する箇所の温度は、120℃

（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

（イ）ふとん形のあんかであって、自動温度調節器を有するものにあっては、自動

温度調節器の接点を短絡し、厚さが約 5 ㎝の綿ふとん又は厚さが約 5 ㎝の耐

熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆い、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒ

ューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、

その時まで）連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下

であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面

との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

外かくの外面 100 

発熱体の表面の可燃物に接する箇所 150 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 器体の外かくの表面の温度は、その表面に一辺が65㎜の正方形で厚さが

0.5 ㎜の表面が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を

取り付けて測定するものとする｡ 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

（ロ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 自動温度調節器を有するものにあっては、自動温度調節器の接点を短絡し、

厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過

昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連

続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、

かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の

絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ｂ 横転及び反転した状態で、自動温度調節器を有するものにあってはその動

作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそ

のまま、周囲を厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュ
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ーズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、

その時まで）連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下

であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面

との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

外郭の外面 
蓄熱形のもの 

130 

(100) 

その他のもの 100 

通気孔 120 

発熱体又は発熱体の保護カバー 
440 

(400) 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となった後に適用する｡ 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ホ 機械的強度 

附表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（２の２）電気こたつ 

イ 構造 

（イ）人が容易に触れるおそれのある内部の箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用

していないこと。 

（ロ）置き用形のものにあってはやぐらの寸法を、切り用形及び掘り用形のものに

あってはやぐら及び箱の寸法を、卓用形のものにあっては卓の寸法を器体の

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。ただし、発

熱部とやぐら、箱又は卓とが一体のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表４から８までの測

定箇所にあっては、器体から分離されているコントローラーの部分に限る。）にあ

ってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっ

てはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に表示された寸法のやぐ

ら、箱又は卓を用いて置くこと。 
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（ロ）保温カバーを有しないものにあっては、やぐら又は卓の周囲を厚さが約 5 ㎝

の綿ふとんで覆うこと。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラー

を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

（ニ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風

量にセットすること。 

（ホ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速

度及び最低速度にセットすること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

発熱部の外郭 

人が触れて使用するもの 95 

人が容易に触れるおそれのあるもの 120 

人が触れるおそれのないもの 250 

発熱部の取付け部 130 

やぐら及び卓の表面 

上面 110 

下面 130 

その他 100 

箱 
底面 95 

内部表面(格子下方を除く｡) 100 

格子の下面 150 

発熱体又は発熱体の保護

カバー 

卓用形のもの (400) 

その他のもの 
440 

(400) 

試験品を置く木台の表面 
置き用及びやぐら付き置き用のもの 90 

その他のもの 80 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 括弧内の数値は、温度がほぼ一定となった後に適用する｡ 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）自動温度調節器を有するものにあっては、ハの試験の後に自動温度調節器の

接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として

使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この

間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するお

それがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の

表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ロ）電動機を有するものにあっては、（イ）に規定する試験のほか、電動機を拘

束した状態で、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の
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定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュー

ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、そ

の時まで）連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、

格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計

により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上である

こと。 

（ハ）卓用形のものにあっては、（イ）及び（ロ）に規定する試験のほか、厚さが

10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあ

ってはその動作温度を最高温度にセットし、保温カバーを有しないものにあ

っては卓の周囲（自動温度調節器が取り付けられている側面を除く。）を厚

さが約 5 ㎝の綿ふとんで覆い、保温カバーを有するものにあっては自動温度

調節器が取り付けられている側面の保温カバーを外し、定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温

度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したと

きは、その時まで）連続して加え、この間において試験品、木台、綿ふとん

又は保温カバーが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計に

より測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上であるこ

と。 

ホ 機械的強度 

やぐら又は卓を有するものにあっては、附表第五１の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（３）電気足温器および電気スリッパ 

イ 構造 

（イ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続器の

刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358

「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は別表第十二の規定

に適合するものであること。ただし、電気スリッパであって、接続器の定格

電流が3A以下のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続部分

を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割

れ、変形その他の異状が生じないこと。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 
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（イ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及び

ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセ

ットし、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波

数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定とな

るまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定

箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる

値以下、外郭の表面にあっては 95℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下

であること。 

（ロ）自動温度調節器を有しないものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、外郭の外面の中央の温度と周囲

温度との差を70K±10Kに保つように断続して（外郭の外面の中央の温度と周

囲温度との差が 70K に達しないものにあっては、連続して）加え、この間の

各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあっては

そのまま、厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧

に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇

防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加

え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃（基準周囲

温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上であること。ただし、温

度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合に

おいて、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は、150℃

以下であることを要しない。 

ホ 機械的強度 

附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４）電気毛布、電気布団、電気座布団、電気ひざ掛け、電気敷布、電気カーペット及び

電気いすカバー 

イ 構造 

（イ）感熱線を使用するものにあっては、これらの発熱体の各部から30㎝以内に取

り付けてあること。 
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（ロ）電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットにあっては、

防水処理を施してあること。 

（ハ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続器の

刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358

「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は別表第十二の規定

に適合するものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下の電気毛布、

電気敷布等であって、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないも

のにあっては、この限りでない。 

（ニ）器体と電源電線とを接続する接続器を有する電気毛布、電気敷布等であって、

その使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1

時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状

が生じないこと。 

ロ 絶縁性能 

（イ）防水処理を施してあるものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、

その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

（ロ）洗濯ができる旨の表示を付してあるものにあっては、清水を規定水量入れた

洗濯機で 8 時間水洗し、脱水乾燥した後において、５００ボルト絶縁抵抗計

により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ 以上である

こと。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）次のａからｅまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部（コントローラーを有するものにあっては、コ

ントローラーの各部を含む。以下ハにおいて同じ。）の温度上昇がほぼ一定

となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる

測定箇所（同表７及び８の測定箇所にあっては、コントローラーの部分に限

る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げ

る測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値（コントローラーを使

用する電気毛布及び電気敷布にあっては、コントローラーの周囲温度と器体

の周囲温度との差を差し引いた値とする。）以下であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

発熱部 
電気毛布及び電気敷布 100 

その他のもの 120 

器体の外郭の表面 
電気カーペット 90 

電気毛布 65 
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その他のもの 70 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 器体の外郭の表面の温度は、その表面に一辺が 65 ㎜の正方形で、厚さが

0.5㎜の表面が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を取り

付けて測定するものとする｡ 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ａ 厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォーム

で試験品の全面をおおうこと。 

ｂ 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの

接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、

かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでな

い。 

 

発熱部の片側の表面積(㎝ 2) 個数 

6,000以下 電気敷布 3以上 

8,000以下(電気敷布にあっては、6,000

を超え 8,000以下) 

電気毛布及び電気敷布 4以上 

その他のもの 2以上 

8,000を超えるもの 
上記の個数に8,000㎝ 2を超える4,000㎝ 2

又はその端数ごとに1を加えた数以上 

 

ｃ ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇防止装置

として使用するものを除く。）を有するものにあっては、その動作温度を最

高温度にセットすること。 

ｄ 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そ

のコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。 

ｅ 室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するもの

にあっては、そのコントローラーを温度が0℃±2℃の冷却箱内に入れるこ

と。 

（ロ）電気毛布及び電気敷布にあっては、（イ）に規定する試験のほか（イ）に掲

げる試験条件において器体を二枚折りにして、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュー

ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、そ

の時まで）加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、
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100℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。 

（ハ）電気カーペットであって、こたつと併用が可能である旨の表示を付してある

ものにあっては、併用した状態において、試験品及びこたつ（併用しない状

態において、こたつを置く木台の表面の温度が 80℃となるもの）に、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定と

なるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した電気カ

ーペットの外郭の温度は、110℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であ

ること。 

ニ 異常温度上昇 

（イ）次のａからｆまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュー

ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、そ

の時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱

部の温度は、120℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗

は、0.1MΩ以上であること。 

ａ 厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォーム

で試験品の全面をおおうこと。 

ｂ 温度ヒューズ、自動温度調節器（室温に応じて発熱体の温度を調整するも

のを除く。）又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するも

のにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。

ただし、ハ（イ）ｂただし書に規定するものにあっては、この限りでない。 

ｃ 温度調整用又は入力調整用のコントローラー（室温に応じて発熱体の温度

を調整する温度コントローラーを含む。）を有するものにあっては、その接

点を短絡すること。 

ｄ 感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調

節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作す

る接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ｅ ハ（イ）ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するも

のにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

ｆ 器体を折りたたんで使用するおそれのあるものにあっては、容易に折りた

たむことができる程度（折りたたんだとき、器体の片側の表面積が約4,000

㎝ 2となることを標準とする。）に折りたたむこと。 

（ロ）電気毛布及び電気敷布にあっては、（イ）に規定する試験のほか、（イ）ｂ

からｆまでに掲げる試験条件において、器体の半分を厚さが約 5 ㎝の綿ふと
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ん又は厚さが約 5 ㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、定格周波数に等

しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで

（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作し

たときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により

測定した発熱部の温度は、120℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であ

り、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との

間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ハ）感熱線を使用するものにあっては、（イ）及び（ロ）に規定する試験のほか、

（イ）ａからｆまでに掲げる試験条件において、感熱線の回路を切断し、か

つ、温度ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自

動スイッチ等の保護装置を有するもの（それぞれの個数の合計が 2 以上であ

るものを除く。）は、その保護装置の接点（感熱線が切断することにより、

動作する接点を除く。）を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に

等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度

過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、

150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以

上であること。 

ホ 折り畳み性能 

電気毛布、電気布団、電気ひざ掛け、電気敷布又は電気カーペットであって、容

易に折り畳むことができるものにあっては、容易に折り畳むことができる程度に折

り畳み、最後の折り目に丸棒（直径が25㎜のもの）を当て、丸棒を内側にして3,000

回（電気カーペットにあっては、1,000 回）折り畳む操作を行ったとき、各部に異

状が生じないこと。この場合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる 2 方向

（1の方向にのみ折り畳んで使用されるものにあっては、1の方向）の位置とし、

それぞれの位置について3,000回（電気カーペットにあっては、1,000 回）折り畳

む操作を行わなければならない。 

ヘ 感熱線の均一特性 

感熱線を使用するものにあっては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれに

ついて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に

掲げるとおりとする。 
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なお、感熱線の動作温度の測定方法は、次のとおりとする（以下別表第八におい

て同じ。） 

 

感熱の方式 測定の方法 

感熱素線間の絶縁物が
溶解して感熱素線間が
短絡するもの及び前記
溶解によって感熱素線
間の抵抗値が極度に低
下するもの 

感熱線の全長を10等分し、それぞれの試料を20㎝（両
端の端末処理部を除く。）に切断した感熱線（切断する
ことによって動作温度に狂いを生じるものは、切断せず
1 点の長さ分を恒温槽に入れて測定する。）を図 1 に示
す装置に取り付け、感熱線が接続される回路に等しい定
格電圧を加え、かつ、接続される回路に等しい定格電流
を流しながら感熱線を外部から1分間に1℃の割合で加
熱して温度を上げ、感熱線の動作温度を測定する。 

感熱素線間の絶縁物の
温度による電気特性
（抵抗、容量、インピ
ーダンスなど。以下、
この表において同じ。）
の変化を利用するもの
及び感熱素線自身の温
度による電気特性変化
を利用するもの 

(1) 感熱線の全長を10等分に切断し、それぞれをその
感熱線の公称動作温度±2℃の恒温槽に 1 時間入れた
後、槽中で電気特性を測定する。 

(2) (1)の方法で測定された 10 点の測定値のうち、平
均値に最も近い試料1点を取り出し、その感熱線の公
称動作温度に対して15±2℃及び-15±2℃の恒温槽中
にそれぞれ1時間保持した後、各槽内で電気特性を測
定する。 

(3) (1)(2)により図２に示すように温度と電気特性値
の関係グラフを作成し、電気特性値の高い方は－15℃
と平均値間（a、b）で、電気特性値の低い方は＋15℃
と平均値間（b、c）でそれぞれ電気特性値のばらつき
温度に換算する。 

（備考）インピーダンス測定は交流で行う。 

 

  

動作温度の平均値(℃) 偏差(℃) 

120以下のもの ±7 

120を超えるもの ±10 
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図２ 

 

 

ト 機械的強度 

（イ）附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）器体から分離されているコントローラー（通常の使用状態において壁等に固

定するものを除く。）を有するものにあっては、そのコントローラーをコン

クリート床上に置いた厚さが 30 ㎜の表面が平らなラワン板の中央部に 1.8m

の高さから 3 回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこ

と。 

（５）欠番 

（６）電気便座 

イ 構造 

（イ）防水処理を施してあること。 

（ロ）器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲におい

て 5 秒間に 1 回の割合で 20,000 回（往復で 1 回とする。）折り曲げたとき、

配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試

験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、

危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

 附表第三１、２及び５（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない
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ものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の

右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

外かくの外面 
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55 

その他のもの 70 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃

（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計に

より測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。た

だし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した

場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の温度は

150℃以下であることを要しない。 

ホ 機械的強度 

附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７）電気採暖いす 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、試験品の上部に厚さが約5㎝の綿ふとんを置き、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となる

まで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同



 66 

表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表

の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。 

測定箇所 温度(℃) 

外かくの外面 95 

腰掛面の通気孔 110 

発熱部の保護網 120 

発熱部の外わく 125 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする｡ 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ハ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあっては

そのまま、厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧

に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇

防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加

え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、150℃（基準周囲

温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度

ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合にお

いて、試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれのないときは、各部の温度は150℃以

下であることを要しない。 

ニ 機械的強度 

附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８）電気こんろおよび電気レンジ 

イ 構造 

（イ）据置き形の電気レンジにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、

器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、

この限りでない。 

（ロ）スイッチを有するものにあっては、不用意な操作ができない構造であること。

ただし、危険が生ずるおそれのないスイッチにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 
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次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあ

っては、電気こんろ並びに電気レンジの天火の扉及びこんろ以外の部分に限る。）

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセット

すること。 

（ハ）電気こんろ及び電気レンジのこんろにあっては、円筒状の黄銅製の湯沸かし

（その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、

その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施

してあるもの）にその容量の約80%の水を入れ、これを発熱部の上に置くこと。

この場合において、試験中に容器に入れた水が半分に減少するごとに減少し

た量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。 

（ニ）電気レンジの天火であって、自動温度調節器を有しないものにあっては、定

格電圧に等しい電圧を電気レンジの各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、

天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差を 240K±10K に保つように断続

して（天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差が240K に達しないものに

あっては、連続して）加えること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しな

いものにあってはそのまま（電気レンジの天火にあっては、ハ（ニ）に掲げる試験

条件）、鋼製の円板（その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約

1.2倍で、その厚さが3㎜のもの）を電気こんろ又は電気レンジのこんろの発熱部

の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇

がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した

木台の温度は、145℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５０

０ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1M

Ω以上であること。 

ホ 機械的強度 

電気こんろにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 熱板の強度 

電気こんろ及び電気レンジのこんろにあっては、次の（イ）及び（ロ）に掲げる

試験を行ったとき、熱板の直径の1/3以上の長さのき裂、危険を生ずるおそれのあ
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る割れその他の異状が生ぜず、かつ、器体を反転したとき熱板が離脱しないこと。 

（イ）ハに掲げる試験条件において 1 時間通電し、電源から切り離した後に、容器

を取り去り、直ちに室温に近い温度の約 2,000 ㎝ 3の水を熱板にかけること。 

（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の

直径の値より約 3 ㎜短く、その厚さが 3 ㎜である鋼製の円板を当該熱板のほ

ぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の高さ

から毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。 

定格消費電力(W) 落下体の質量(kg) 落下体の形状(㎜) 

300以下 0.5 

 

300を超え600以下 0.75 

600を超え1,200以下 1.0 

1,200を超えるもの 1.5 

（８の２）電磁誘導加熱式調理器 

イ 構造 

（イ）試験品の附属品として専用に使用するなべ以外のものを加熱部に置いたとき、

これらが発熱して危険を生ずるおそれのないものであること。ただし、通電

状態であることを表示する装置を加熱部又はその近傍に有するものにあって

は、この限りでない。 

（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）ハに規定する試験の後において、加熱部に1,000 ㎝ 3の水を注ぎ、器体の外郭

表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充

電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ト）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち加熱部及び

外郭の上面部分を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）加熱部の中心に試験品の消費電力が定格消費電力に等しくなるようななべを

置き、そのなべになべの容量の約 80%の水を入れること。この場合において、

試験中になべに入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸

とう水を加えなければならない。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）又は自動

スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同
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じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットする

こと。 

（ニ）入力調整用コントローラーを有するものにあっては、その調整装置のノッチ

を最大入力にセットすること。 

（ホ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに

減少した量に等しい量の水を加えなければならない。 

（ヘ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が

30 分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の

水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで加えること。 

（ト）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作

するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が 30 分未満のものにあっては、

タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムス

イッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で加えること。 

ニ 異常温度上昇 

ハに掲げる試験条件（（ロ）を除く。）において、ハの試験に使用したなべに水

を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温

度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する

自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加えた時の熱電温度計法に

より測定した木台の温度は、145℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、

かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵

抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消費電力

の定格消費電力に対する許容差は、±10%以内であること。 

ヘ 熱板の強度 

（イ）ハの試験条件において、各部の温度がほぼ一定となった時に約 10℃の水 200

㎝ 3を加熱部の上に注いだとき、各部に異状が生じないこと。 

（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の加熱部

の直径の値より約 3 ㎜短く、その厚さが 3 ㎜である鋼製の円板を当該加熱部
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のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の

高さから毎分約20回の割合で連続して100回落としたとき、各部に異状が生

じないこと。 

定格消費電力(W) 落下体の質量(kg) 落下体の形状(㎜) 

300以下 0.5 

 

300を超え600以下 0.75 

600を超え1,200以下 1.0 

1,200を超えるもの 1.5 

（９）電気がま、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気牛乳沸器、電気蒸し器、電気卵ゆ

で器、電気酒かん器、電気なべ、電気湯せん器、電気ジャー及びひげそり用湯沸器 

イ 構造 

（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のも

のにあっては、次に適合すること。 

ａ 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれ

のない構造であること。 

ｂ ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。 

（ロ）据置き形の電気蒸し器にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、

器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、

この限りでない。 

（ハ）直接式の電気がまにあっては、外郭の見やすい箇所（ふたを除く。）に、内

容器と器体との間には水を入れないで使用する旨の表示を付してあること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１及び

２の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）直接式の電気がまにあっては、容器を器体から取り外して、かまの内部に100

㎝ 3の水を注いだ後に、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体

の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。 

（ハ）電気コーヒー沸器にあっては、コーヒー容器の受台に水容器の容量の10分の

1に等しい容量の水を注いだ後に、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、

５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵

抗は、0.3MΩ以上であること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ヘ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとに
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それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）電気ジャーにあっては容器に物を入れないで、その他のものにあっては容器

に容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約

80%。以下ハにおいて同じ。）の水を入れること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除

く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作

温度を最高温度にセットすること。 

（ニ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに

減少した量に等しい量の水を加えなければならない。 

（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が

30 分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の

水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで加えること。 

（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作

するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が 30 分未満のものにあっては、

タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムス

イッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で加えること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は

自動スイッチを有するものにあってはこれらの動作温度を最高温度にセットし（電

気がま及び電気ジャーにあっては自動温度調節器及び自動スイッチの接点をそれ

ぞれ短絡し）、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのま

ま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置と

して使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間

において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計

により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 機械的強度 
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附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１０）電気トースター、電気天火、電気魚焼器、電気ロースター、ワッフルアイロン、

電気ホットプレート、電気フライパンおよび電気たこ焼器 

イ 絶縁性能 

電気フライパン及びなべ状容器を有する電気ホットプレートであって、かつ、容

器を器体から取り外すことができないものにあっては附表第三１、２及び４（１）

の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

（イ）電気トースター以外のものにあっては、次のａからｅまでに掲げる試験条件

において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定

箇所（同表７の測定箇所にあっては、電気ロースター（扉を除く。）に限る。）

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上におくこと。 

ｂ 電気フライパンの容器には、定格容量（定格容量の表示のないものにあっ

ては、容器の容量の約60%）の食用油を入れること。 

ｃ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ｅに

おいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセット

し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで連続して加えること。 

ｄ ｃに掲げるもの以外のもの（電気フライパンを除く。）にあっては、定格

周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一

定となるまで、次の表の左欄に掲げる指定箇所の温度と周囲温度との差をそ

れぞれ同表の右欄に掲げる値に保つように断続して（ワッフルアイロン、電

気ホットプレート又は電気たこ焼器であってその調理板の中央の温度と周

囲温度との差が180Kに達しないもの及び電気ロースター、電気天火又は電

気魚焼器であってその器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達し

ないものにあっては、連続して）加えること。 

 

指定箇所 温度上昇(K) 

ワッフルアイロン、電気ホットプレート及び電気たこ焼器の

調理板の中央 
180±10 

電気ロースター、電気天火及び電気魚焼器の器体内の中央 240±10 
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ｅ 電気フライパンであって自動温度調節器を有しないものにあっては、定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、容器内の食用油

の温度を180℃±10℃に保つように断続して（容器内の食用油の温度が

180℃に達しないものにあっては、連続して）加えること。 

（ロ）電気トースターにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の

上に置き、自動装置を有するものにあってはその動作を停止し、自動装置を

有しないものにあってはそのまま、けい酸カルシウム保温材（厚さが約10㎜

で、2辺の長さがそれぞれ100㎜及び120㎜の直方体のもの）を発熱部にあて、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、発熱部の中央の温度

と周囲温度との差が210K になったとき回路を開き、150Kになったとき回路を

閉じる操作を繰り返しつつ、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、こ

の間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所

を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ハ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１１）電気ソーセージ焼器 

イ 構造 

ふたを開いたときに電極が充電されない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置

き形のものの場合に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するもの

にあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

（ハ）定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、ソーセージを焼く操

作を10分間繰り返すこと。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１２）電気茶沸器および電気温水器 

イ 構造 

（イ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を取り付
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けてあること。 

（ロ）密閉形の電気温水器以外のものにあっては、温水の出口が発熱部の位置より

高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造である

こと。ただし、発熱部の温度が異常に上昇した場合において動作する温度ヒ

ューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動ス

イッチを有するものにあっては、この限りでない。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ホ）密閉形の電気温水器にあっては、最高使用圧力に達すると直ちに作用する安

全弁を設けてあること。 

（ヘ）密閉形の電気温水器にあっては、最高使用圧力の 1.5 倍の水圧（0.2MPa 未満

の場合は、0.2MPa の水圧）を 2 分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えい

のないものであること。 

（ト）密閉形の電気温水器にあっては、容器中の水温が異常に上昇した場合におい

て動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節

器若しくは自動スイッチを設けてあること。 

（チ）密閉形の電気温水器にあっては、外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法

で、最高使用圧力の表示を付してあること。 

（リ）電気温水器であって、電気便座を有するものの器体の内部配線で可動する部

分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000

回（往復で 1 回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率

が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、

かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないもの

にあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、

溢水を防止するための装置を有するものにあっては、附表第三４（１）の試験を行

ったとき、これに適合することを要しない。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）の動作温度を
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最高温度にセットし、定格容量（定格容量の表示のないものにあっては、容器の容

量の約80%）の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表８の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあっては90℃(基準周囲温度は、

30℃とする｡)以下であること｡ 

ニ 異常温度上昇 

（イ）温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないと

きは電流が通じない構造のもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜

以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を

入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部

の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置とし

て使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、こ

の間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト

絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ

以上であること。 

（ロ）密閉形の電気温水器にあっては、容器の定格容量の水を入れ、自動温度調節

器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置と

して使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、

この間において熱電温度計法により測定した水温は、100℃以下であること。 

（１３）電気温蔵庫 

イ 構造 

（イ）庫内にこぼれた水が充電部にかからない構造であること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部

に漏れない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない
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ものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、扉以外の部分に限る。）

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

（１４）欠番  

（１５）電気保温盆、電気加温台および観賞魚用ヒーター 

イ 絶縁性能 

（イ）電気保温盆にあっては、附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ロ）箱形のものにあっては、附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

水中用のものにあっては発熱部を水槽に入れ、その他のものにあっては厚さが

10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置と

して使用するものを除く。以下ロ及びハにおいて同じ。）を有するものにあっては

その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそ

のまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほ

ぼ一定となるまで連続して加え、この間において水中用のものにあっては各部に異

常を生ぜず、水中用以外のものにあっては各部の温度は、附表第四の右欄に掲げる

測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下

であること。 

ハ 異常温度上昇 

水中用のもの及び自動温度調節器を有するものにあっては、次の（イ）から（ハ）

までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電
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圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置と

して使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間

において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計

により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ロ）水中用のものにあっては、空気中につるすこと。 

（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな

木台の上に置くこと。 

ニ 機械的強度 

観賞魚用ヒーター以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

ホ 急冷試験 

観賞魚用ヒーターであって、水中用のものにあっては、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を連続して30分間（温度ヒューズ又は温度過昇防止装

置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）空気中において加

えた後に試験品を約 10℃の水に浸したとき、充電部が露出するおそれがなく、か

つ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と水との間の絶縁抵抗は、0.1M

Ω以上であること。 

（１６）電気髪ごて 

イ 構造 

（イ）電気髪ごてであって、ネット形またはフード形のものにあっては、防水処理

を施してあること。 

（ロ）手持ち型の電気髪ごてにあっては、電源電線は、別表第八１（２）サの図に

示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線の曲げが最も発生しそうな方向

に対応するように機器を取り付けて 500g の荷重をかける。次に 180°の角度

で動かして、元の位置へ戻す操作を 1 回として、その操作を毎分 6 回の速さ

で 4,000 回行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が 10%

以下であること。ただし、電源電線をひねることなく連続的に回転できるよ

うに電源電線を接続するための手段又は電線巻き取り機構等により電源電線

を本体に巻き付けたとき電源電線に無理な力が加わらない機能を有する場合

は適用しない。 

ロ 絶縁性能 

ネット形又はフード形のものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、

その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合するこ
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と。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）ネット形又はフード形のものにあっては、試験品の内側に直径が約20㎝の球

形の綿ふとんを入れ、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するも

のを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作

温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはその

まま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を 1 時間連続して

加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の

測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、発熱体

にあっては120℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験

条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる

測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く。）にあっては同表の右欄に掲げ

る値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に

掲げる値以下であること。 

ａ 自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の

上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、試験品は、次の図に掲げるとおり

の架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置

くこと。 

ｃ 自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセッ

トし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間

加えること。 

 

 

 

ｄ ｃに掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を、こて面の中央の温度と周囲温度との差を110K±10K

に保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が110K に達

しないものにあっては、連続して）1時間加えること。 
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測定箇所 温度(℃) 

試験品を置く木台の表面 
木板付き架台のもの 95 

その他のもの(自立形のものを含む｡) 95 

試験用架台の表面及び脚部  105 

木板付き附属架台の面及び脚部  105 

木板を有しない附属架台の脚部及び

自立形のものの脚部 

金属製のもの、陶磁器製のもの及びｶﾞﾗｽ製の

もの 
95 

その他のもの 105 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

ネット形のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上

に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節

器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止

装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、

この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁

抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上である

こと。 

ホ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１７）欠番 

（１８）ヘアカーラー 

イ 絶縁性能 

水を使用してカーラーを温めるものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試

験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

ロ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあ

っては、カーラーの表面及び加熱部の表面以外の部分に限る。）ごとにそれぞれ同

表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 
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（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

（ハ）水を使用してカーラーを温めるものにあっては、容器にその定格容量（定格

容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約 80%）の水を入れること。

この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等

しい量の水を加えなければならない。 

（ニ）ふたを有するものであって、ふたを開いた状態でカーラーを温めるものにあ

っては、ふたを開いた状態にすること。 

ハ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

（イ）水を使用してカーラーを温めるものにあっては、自動温度調節器を有するも

のはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものは

そのままにし、かつ、容器に水を入れない状態にすること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、自動温度調節器を有するものは

その接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのままとする。 

（ハ）ふたを有するものにあっては、ふたを閉じた状態にすること。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（１９）毛髪加湿器 

イ 構造 

水蒸気の噴出孔から水滴が水蒸気とともに噴出しないものであること。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことのできる構造のものにあっては附表第三１及び２

の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（２）の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す
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るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、

容器の容量の約80%）の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい

電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、

附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、容器に入れた水が半分に

減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しな

いものにあってはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

（２０）採暖用、調理用又は理容用の電熱器具（（１）から（１９）までに掲げるものを

除く。） 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用する器具の

電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取

り付けてあること。 

（ニ）器体と電源電線とを接続する接続器を有する採暖用の電熱器具であって、そ

の使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時

間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生

じないこと。 

ロ 絶縁性能 

（イ）屋外又は浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用するものにあっ

ては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 



 82 

（ロ）容器を水等で洗浄するものであって容器を器体から取り外すことのできない

もの及び蒸気発生用タンクを有するもの（（ハ）に掲げるものを除く。）に

あっては、附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（ハ）小容量の蒸気発生用タンクを有するものにあっては、附表第三１、２及び４

（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ニ）主として就寝中に使用するものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試

験を、水のかかるおそれのある場所で使用するものにあっては附表第三１、

２及び５（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ホ）通常の使用状態において、湿度の高い空気中に曝されるおそれのあるものに

あっては、附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（ヘ）通常の使用状態において、器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものにあって

は、附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ト）（イ）から（ヘ）までに掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び

２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ヲ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置

き形のものに限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）負荷は、最大の負荷とすること。 

（ハ）温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有す

るものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。 

（ニ）入力調整用コントローラーを有するものにあっては、その調整装置のノッチ

を最大入力にセットすること。 

（ホ）速度調整装置または風量調整装置を有するものにあっては、その調整装置の

ノッチを最低速度または最低風量にセットすること。 

（ヘ）就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものであって、温度ヒューズ（温

度過昇防止装置として使用しないものを除く。以下（ヘ）において同じ。）、

自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用す

るものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げ

る発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒュ

ーズ、自動温度調節器又は自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発

熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでない。 
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発熱部の片側の表面積(㎝ 2) 個数 

8,000以下 2以上 

8,000を超えるもの 
2に8,000㎝ 2を超える4,000㎝ 2又はその端数ごとに

1を加えた数以上 

 

（ト）開閉可能の通気孔等は、閉じること。 

（チ）（ハ）から（ト）までに掲げるもの以外のものであって、器体の温度を変え

る装置を有するものにあっては、その装置を器体の温度が最高の温度になる

ようにすること。 

（リ）就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものにあっては、器体を厚さが約5

㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆うこと。 

（ヌ）自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下（ヌ）に

おいて同じ。）を有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間

が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に

戻して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一

定となるまで加えること。 

（ル）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作

するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が 30 分未満のものにあっては、

タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッ

チが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加

えること。 

（ヲ）（ヌ）及び（ル）以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（リ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して通電し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の熱電温度計法により測定した器体の外部（発熱部を除く。）の

温度が160℃以下であり、かつ、試験品及びこれを据え置く木台が燃焼するおそれ

のないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各

部の温度は160℃以下であることを要しない。この場合において、試験後５００ボ

ルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、試験後再

び使用されるおそれのあるものにあっては1MΩ、その他のものにあっては0.1MΩ
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以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）通常の使用状態において、横転し、反転し、又は折りたたまれるおそれのあ

るものにあっては、それぞれ横転し、反転し、又は折りたたまれた状態にす

ること。 

（ハ）ふとん、毛布その他これらに類する物で覆われるおそれのあるもの及びこれ

らを覆って使用するおそれのあるものにあっては、これらの物で覆った状態

にすること。 

（ニ）使用場所が水中又は液体中であって、空気中において放置されるおそれのあ

るものにあっては、空気中に放置すること。 

（ホ）水又は液体を入れる容器を有するものであって、水又は液体がない状態で通

電したときに異常に発熱するおそれのあるものにあっては、水又は液体を容

器に入れないこと。 

（ヘ）温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、

温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチの 1 の

接点を短絡し、他の自動温度調節器又は自動スイッチの動作温度を最高温度

にセットすること。この場合において、就寝用又は床上に敷いて使用する採

暖用のもの（ハ（ヘ）ただし書に規定するものを除く。）にあっては、温度

過昇防止装置として使用する温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッ

チについてもこれらの接点を短絡すること。 

（ト）送風装置又は通風装置を有するものにあっては、これらの装置を停止するこ

と。 

（チ）循環装置を有するものにあっては、その装置を停止すること。 

（リ）（ロ）から（チ）までに掲げるもの以外のものであって、容易に危険かつ異

常な使用状態に移行するおそれのあるものにあっては、その異常な使用状態

にすること。 

ホ 機械的強度 

（イ）床上に置いて使用するものであって、人が踏むおそれのあるものにあっては、

附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）卓上形のもの、手持ち形のもの及びベッドで使用するものにあっては、附表

第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヘ 感熱線の均一特性 

感熱線を使用するものにあっては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれに

ついて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に

掲げるとおりとする。 
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動作温度の平均値(℃) 偏差(℃) 

120以下のもの ±7 

120を超えるもの ±10 

 

ト 耐過速度性能 

整流子電動機を有するもの（無負荷で運転することを禁止する旨の表示を付して

あるものを除く。）であって使用中において負荷が取り除かれるおそれのあるもの

にあっては、無負荷の状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。 

（２１）電気消毒器 

イ 構造 

殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏

れない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであって、容器を器体から取り外す

ことができない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）

の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表

第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）殺菌灯のみを有するものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものであって、容器を器体から取り外

すことができない構造のものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試験

を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１

及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ヘ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には、容器の定格容量（定格容量の

表示がないものにあっては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。）の

水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分ない。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除

く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作
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温度を最高温度にセットすること。 

（ニ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で加えること。 

（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が

30 分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻

して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで加えること。 

（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作

するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が 30 分未満のものにあっては、

タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッ

チが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加

えること。 

ニ 異常温度上昇 

（イ）容器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台

の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものはこれらの動作

温度を最高温度にセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないも

のはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その

時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれが

なく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面と

の間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験

条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として

使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この

間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以

上であること。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 送風装置には、通電しないこと。 
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ｃ 自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの接点

を短絡すること。 

ホ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（２２）電熱式吸入器 

イ 構造 

タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１及び２

の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（２）の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器には、容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の

容量の約80%、以下ハにおいて同じ。）の水を入れること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）または自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを

除く。以下ハおよびニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの

動作温度を最高温度にセットすること。 

（ニ）自動スイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで加えること。この

場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい

量の水を加えなければならない。 

（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を、自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間

が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量

の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほ

ぼ一定となるまで加えること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は

自動スイッチを有するものにあってはこれらの動作温度を最高温度にセットし、自
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動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのまま、容器に水を入

れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上

昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又

は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充

電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 噴霧性能 

水蒸気の噴出孔を有するものにあっては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連

続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。 

ヘ 圧力安全弁の動作性能 

タンク式のものにあっては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電

圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。 

ト 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（２３）電気温きゆう器、家庭用温熱治療器その他の家庭用電熱治療器（（２２）に掲げ

るものを除く。） 

イ 構造 

（イ）ふた及び外郭は、容易に取り外すことができないものであること。ただし、

取り外したときに充電部及び治療部以外の発熱部が露出しないものにあって

は、この限りでない。 

（ロ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。 

（ハ）内部に発熱体を有し、患部に装着して温めるもの（以下「パック」という。

以下ロにおいて同じ。）を有するものにあっては、パックに防水処理を施し

てあること。 

（ニ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

なお、「通常の使用状態」とは、パックにあっては、十分な水分を有するも

のに巻き付けた状態とする。（以下別表第八２（２３）において同じ。） 

また「充電部に水がかからない構造」とは、パックにあっては、充電部と１

の「十分な水分を有するもの」との間に交流1,000Vの電圧を1分間印加した

場合においてこれに耐えること。 

（ホ）人体に水その他の液体を直接触れて使用するものにあっては、アース機構を

設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重

絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取
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り付けてあること。 

（ト）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであって、その使用温度が

低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したと

き、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）パックを有するものにあっては、そのパックについて附表第三５（１）の試

験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）水その他の液体を入れる容器を有するものであって、容器を取り外すことが

できない構造のものにあっては、附表第三４（４）の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）電気温きゆう器にあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して 1 時間加え、

この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。「各部の温度」

には、きゅう点部及びその近傍を除く。 

ａ きゅう点用のこてを有するものであって自立形のもの及び架台付きのも

のにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自立形のも

の及び架台付きのもの以外のものにあっては（１６）ハ（ロ）ｂの図に掲げ

るとおりの架台の上に置くこと。 

ｂ きゅう点用のこてを有するもの以外のものにあっては、通常の使用状態に

おいて厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｃ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及

びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度に

セットすること。 

ｄ 最大の負荷を負荷した状態にすること。 

（ロ）治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、次のａから

ｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に

等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の

各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ａ 自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセッ

トすること。 

ｂ 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そ

のコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。 
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ｃ 容器に定格容量（定格容量の表示のないものにあっては、容器の容量の約

80%）の水を入れること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに

掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を各部（コントローラーを有するものにあっては、コントローラーの各部

を含む。以下ハ及びニにおいて同じ。）の温度上昇がほぼ一定となるまで連

続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同

表７及び８の測定箇所にあっては、コントローラーの部分に限る。）にあっ

てはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所に

あってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

発熱部 130 

器体の外かくの表面 80 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 器体の外かくの表面の温度は、その表面に一辺が65㎜の正方形で厚さが0.5㎜の表面

が平らな銅板を取り付け、その銅板に熱電温度計の感温部を取り付けて測定するものとす

る。 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

４ 「発熱部」とは、発熱体表面をいう（以下別表第八２（２３）において同じ。）。 

５ 「器体の外かくの表面」とは、コントローラーを除く器体の外面をいう。 

６ パック部は厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、そのときのパック部の全

面にわたって「器体の外かくの表面」の温度限度を適用する。 

 

ａ 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの

接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、

かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでな

い。 

 

発熱部の片側の表面積(㎝ 2) 個数 

1,000以下 2以上 

1,000を超えるもの 3以上 

 

ｂ ａただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するものにあっ

ては、その動作温度を最高温度にセットすること。 
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ｃ 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そ

のコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。 

ニ 異常温度上昇 

（イ）きゅう点用のこてを有するもの以外の電気温きゆう器であって、自動温度調

節器を有するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、試験品を厚さが約 5 ㎝の綿ふとんで覆い、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定と

なるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチ

が動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は

綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測

定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ロ）治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、試験品を厚

さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するもの

はその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、容器に水

その他の液体を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過

昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連

続して加え、この間において、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、か

つ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｆまでに

掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止

装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して

加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、130℃（基

準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計

により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上である

こと。 

ａ 厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォーム

で試験品の全面を覆うこと。 

ｂ 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの

接点を短絡すること。ただし、ハ（ハ）ａただし書に規定するものにあって

は、この限りでない。 
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ｃ 温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そ

の接点を短絡すること。 

ｄ 感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調

節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作す

る接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ｅ ハ（ハ）ａただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するも

のにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。 

ｆ 器体を折り畳んで使用するおそれのあるものにあっては、容易に折り畳む

ことができる程度に折り畳むこと。 

ホ 機械的強度 

きゅう点用のこてを有しない電気温きゆう器及び家庭用温熱治療器にあっては

附表第五の試験を、その他のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

ヘ 折り畳み性能 

容易に折り畳むことができるものにあっては、これを容易に折り畳むことができ

る程度に折り畳み、最後の折り目に丸棒（直径約25㎜のもの）を当て、丸棒を内

側にして1,000 回折り畳む操作を行ったとき、各部に異状を生じないこと。この場

合において、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向（1の方向にのみ折り畳んで

使用されるものにあっては、1の方向）の位置とし、それぞれの位置について1,000

回折り畳む操作を行わなければならない。 

ト 噴霧性能 

水蒸気の噴出孔を有するものにあっては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連

続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。 

チ 圧力安全弁の動作性能 

タンク式のものにあっては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電

圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。 

リ 感熱線の均一特性 

感熱線を使用するものにあっては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれに

ついて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に

掲げるとおりとする。 

 

動作温度の平均値(℃) 偏差(℃) 

120以下のもの ±7 

120を超えるもの ±10 

（２４）湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器 
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イ 構造 

（イ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。 

（ロ）電気スチームバスにあっては、人が内部から容易に出ることができる構造で

あること。 

（ハ）全身が入る箱形の電気スチームバスにあっては、内部を見ることができるの

ぞき窓を有すること。 

（ニ）電気スチームバスにあっては、内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に

金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。 

（ホ）電気スチームバス並びに据置き形の湿潤器及び電気湯のし器にあっては、ア

ース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないも

の及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）電気スチームバスの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１及び２

の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しな

いものにあってはそのまま、容器に水を入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各

部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表８の測定箇所を除き、同表７

の測定箇所にあっては据置き形のものの場合に限る。）にあってはそれぞれ同表の

右欄に掲げる値以下、試験品を置く木台の表面にあっては90℃（基準周囲温度は、

30℃とする。）以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあっては

そのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止

装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、

この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁
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抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ 以上であ

ること。 

ホ 噴霧性能 

水蒸気の噴出孔を有するものにあっては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連

続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。 

ヘ 圧力安全弁の動作性能 

タンク式のものにあっては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電

圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。 

ト 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（２５）タオル蒸器 

イ 構造 

（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のも

のにあっては、次に適合すること。 

ａ 通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれ

のない構造であること。 

ｂ ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、通常の使用状態において、充電

部に水がかからない構造であること。 

（ハ）殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部

に漏れない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のも

のにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、容器を器体から取り外すことがで

きない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）の試験

を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、

２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

 次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（据置き形のものにあっては同表７

の測定箇所のうち扉の部分を除き、据置き形以外のものにあっては同表７の測定

箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 
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（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器には、容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の

容量の約80%）の水を入れること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除

く。以下ハにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を

最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合におい

て、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水

を加えなければならない。 

（ニ）自動スイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えるこ

と。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量

に等しい量の沸騰水を加えなければならない。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはこれらの接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあっ

てはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧

に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇

防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加

え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト

絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上で

あること。 

（２６）電気サウナバス 

イ 構造 

（イ）人が内部から容易に出ることができる構造であること。 

（ロ）全身が入る箱形のものにあっては、内部を見ることができるのぞき窓を有す

ること。 

（ハ）内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用

しないこと。 

（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上



 96 

のものであること。 

（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取

り付けてあること。 

（ト）人体を直接覆って使用するものにあっては、防水処理を施してあること。 

ロ 絶縁性能 

防水処理を施してあるものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、そ

の他のものにあっては附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適

合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）人体を直接覆って使用するものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験

条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表

第四に掲げる値以下であること。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの

接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、

かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでな

い。 

 

発熱部片の表面積(㎝ 2) 個数 

1,000以下のもの 2以上 

1,000を超えるもの 3以上 

 

ｃ ｂただし書きに規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇防止装

置として使用するものを除く。以下ハ同じ。）を有するものにあっては，そ

の温度を最高温度にセットすること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用す

るものを除く。）を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動

温度調節器を有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この

間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同

表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞ
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れ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

庫内の木部 
人が容易に触れるおそれのあるもの 95 

人が容易に触れるおそれのないもの 130 

人が触れるおそれのある発熱体の保護カバー、保護網等の表面 120 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする｡ 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする｡ 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）人体を直接覆って使用するものにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験

条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として

使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この

間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以

上であること。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動

スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの

接点を短絡すること。ただし、ハ（イ）ｂただし書に規定するものにあって

は、この限りでない。 

ｃ 感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調

節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作す

る接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ｄ ハ（イ）ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇

防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するもの

にあっては、その1の接点を短絡し、他の自動温度調節器の動作温度を最高

温度にセットすること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、

自動温度調節器を有しないものはそのまま、通風装置には通電しない状態で、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動ス

イッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験

品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により
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測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 折り畳み性能 

容易に折り畳むことができるものにあっては、容易に折り畳むことができる程度

に折り畳み、最後の折り目に丸棒（直径が25㎜のもの）を当て、丸棒を内側にし

て1,000回折り畳む操作を行ったとき、各部に異状を生じないこと。この場合にお

いて、丸棒を当てる位置は、90°異なる2方向（1の方向にのみ折り畳んで使用さ

れるものにあっては、1の方向）の位置とし、それぞれの位置について1,000 回折

り畳む操作を行わなければならない。 

ヘ 感熱線の均一特性 

感熱線を使用するものにあっては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれに

ついて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に

掲げるとおりとする。 

 

動作温度の平均値(℃) 偏差(℃) 

120以下のもの ±7 

120を超えるもの ±10 

（２７）電気アイロンおよび電気裁縫ごて 

イ 構造 

（イ）自立形のもの以外のものにあっては、架台を有すること。 

（ロ）電気アイロンであってタンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。 

ロ 絶縁性能 

蒸気発生装置を有するものにあっては、附表第三１、２及び４（２）の試験を、

その他のものにあっては、附則第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表５、７及び８の測定箇所を除く。）

にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所に

あってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きものにあっては架台の上に

のせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及び

トにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセ

ットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して 1 時
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間加えること。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を 150K±10K に

保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しな

いものにあっては、連続して）1時間加えること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

自立形のもの 

試験品を置く木台

の表面 
95 

脚部 

金属製のもの、陶磁器製のもの及

びガラス製のもの 
95 

その他のもの 105 

とっ手の側面の中

央部 

金属製のもの、陶磁器製のもの及

びガラス製のもの 
45 

その他のもの 
60 

(70) 

架台付きのもの 

試験品を置く木台

の表面 
 95 

木板付き架台以外

の脚部 

金属製のもの、陶磁器製のもの及

びガラス製のもの 
95 

その他のもの 105 

木板付き架台の表

面及び脚部 
 105 

とっ手の側面の中

央部 

金属製のも、陶磁器製のもの及び

ガラス製のもの 
45 

その他のもの 
60 

(70) 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 括弧内の数値は、職業用アイロンである旨の表示が付してあるものに適用する。 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

電気アイロンにあっては、次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動

作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそ

れがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との

間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であり、また、熱電温度計法により測定した木台の温

度は、職業用アイロンである旨の表示が付してあるものにあっては150℃（基準周

囲温度は、30℃とする。）、その他のものにあっては130℃（基準周囲温度は、30℃

とする。）以下であること。 

（イ）自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の上
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にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。 

（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセット

すること。 

ホ 噴霧性能 

水蒸気の噴出孔を有するものにあっては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連

続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。 

ヘ 圧力安全弁の動作性能 

タンク式のものにあっては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電

圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。 

ト 機械的強度 

（イ）電気アイロンにあっては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最

高温度にセットし定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続

して加え、自動温度調節器を有しないものは、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を 150K±10K

に保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が150K に達し

ないものにあっては、連続して）加え、容器に水を入れない状態で、アイロ

ンのこて面を水平にして厚さ 5 ㎜の鋼板上に 4 ㎝の高さから毎分約 5 回の割

合で連続して1,000回落としたとき、次に適合すること。 

ａ ねじ及び端子ねじがゆるまず、かつ、充電部と非充電金属部とが接触する

おそれのないこと。 

ｂ 導電不良及び短絡が生じないこと。 

ｃ 接点が溶着しないこと。 

ｄ 操作機構が異状を生じないこと。 

（ロ）電気裁縫ごてにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

（２８）電気はんだごておよび電熱ナイフ 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く。）

にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所に

あってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 
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（イ）自立形のものにあっては、自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の

上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、（１６）ハ（ロ）ｂの図による

架台の上にのせること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有する

ものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格電圧に等しい電

圧を連続して1時間加えること。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧を、こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差を

270K±10K（定格消費電力が 40W 以下のものにあっては、220K±10K）に保つ

ように断続して（こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差が 270K（定格

消費電力が 40W 以下のものにあっては、220K）に達しないものにあっては、

連続して）1時間加えること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

試験品を置く木台の表面 

木板付き架台のもの 95 

その他のもの（自立形のもの

を含む。） 
95 

試験用架台の表面及び脚部  105 

木板付き附属架台の表面及び脚部  105 

木板を有しない附属架台の脚部及び自形の

ものの脚部 

金属製のもの、陶磁器製のも

の及びガラス製のもの 
95 

その他のもの 105 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ハ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（２８の２）電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は工芸用の電熱器具

（（２８）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 
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ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ト）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち加熱部及び

外郭の上面部分を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有す

るものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。 

（ハ）こて加熱器にあっては、こてを加熱部に入れること。 

（ニ）電気溶解器にあっては、溶解物を入れる容器にその定格容量（定格容量の表

示がないものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい量の溶解物を入れる

こと。 

（ホ）自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下（ホ）に

おいて同じ。）を有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間

が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に

戻して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一

定となるまで加えること。 

（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作

するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が 30 分未満のものにあっては、

タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッ

チが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加

えること。 

（ト）（ホ）及び（ヘ）以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 
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（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有する

ものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ハ）こて加熱器にあっては、こてを加熱部に入れないこと。 

（ニ）電気溶解器にあっては、溶解物を入れる容器に溶解物を入れないこと。 

ホ 機械的強度 

卓上形及び手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（２９）電気接着器 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）卓上形のものにあっては、接着部の近傍に容易に消えない方法で高温のため

注意を要する旨を表示してあること。ただし、接着部の温度が 85℃以下のも

の及び高温部に人が容易に触れることができないものにあっては、この限り

でない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所にあっては、

手持ち形以外のものの場合に限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以

下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下

であること。 

（イ）架台付きのもの、脚付きのもの、卓上形のもの及び据置き形のものにあって

は試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものに

あっては（１６）ハ（ロ）ｂの図による架台の上にのせること。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して 1 時間加える

こと。「連続して」とは、接着時間を調節するタイムスイッチを有するもの

にあっては、その最大時間にセットし、定格電圧で断続して行うことをいう。

この場合において、休止時間は15秒とする。なお、器体の表面に運転時間及

び休止時間を表示してあるものにあっては、その表示された時間とする。（以
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下別表第八２（２９）ニにおいて同じ。） 

（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧を、接着部の温度を表示された定格使用温度に保つよう

に断続して1時間加えること。 

測定箇所 温度（℃） 

試験品を置く木台の表面 

木板付き架台のもの 95 

その他のもの（自立形のものを

含む。） 
95 

試験用架台の表面及び脚部  105 

木板付き附属架台の表面及び脚部  105 

木板を有しない附属架台の脚部及び自

立形のものの脚部 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
95 

その他のもの 105 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有

するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しな

いものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として

使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間にお

いて試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計によ

り測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（３０）投込み湯沸器 

イ 構造 

（イ）防水処理を施してあること。 

（ロ）使用中に水位が減少することにより危険を生ずるおそれのあるものにあって

は、器体に容易に消えない方法で水位線を設けてあること。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、定格電圧が150V 以下で定格消費電力

が600W以下のもの、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構

造のものにあっては、この限りでない。 

（ニ）定格消費電力が600W を超えるものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで
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あって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び５（３）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニに

おいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動

温度調節器を有しないものにあってはそのまま、試験品を通常の使用状態になるよ

うに水槽に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度

上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ

る値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を空気中につるし、自動温度調節器を有するものにあってはその接点を短

絡し、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周

波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュー

ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時ま

で）連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、５００ボ

ルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以

上であること。 

（３１）電気瞬間湯沸器 

イ 構造 

（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）通常の使用状態で器体の外面に水がかかるおそれのあるものにあっては、附

表第三３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）及び（ロ）に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この

間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあって
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は、蛇口以外の部分に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。 

（イ）試験品に水を通じること。 

（ロ）取付け箇所が指定されているものにあっては、指定された箇所に通常の使用

状態に取り付けること。 

ニ 異常温度上昇 

水を通じないと通電しないもの以外のものにあっては、ハ（ロ）の規定により試

験品を通常の使用状態に取り付け、水を通じない状態で、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において各部に爆発等の異状を生ぜず、かつ、５００ボルト

絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上で

あること。 

（３２）水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 

イ 構造 

（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）水道凍結防止器であって水道管内又は蛇口の内側に取り付けるものにあって

は、定格２次電圧が30V以下の絶縁変圧器を使用すること。 

（ニ）防水処理を施してあること。 

ロ 絶縁性能 

水中用のものにあっては附表第三１及び２の試験を、屋外用のものにあっては附

表第三１、２及び５（３）の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び

５（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、屋外カメラ用ハウジ

ングに用いる凍結又は凝結防止用電熱器具にあっては、当該ハウジングを正常に取

り付けた状態において、附表第三１、２及び５（３）の試験に適合するか、又は、

以下の（イ）及び（ロ）に適合すること。 

（イ）附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合し、かつ、充電部に

水がかからない構造であること。ただし、通常の使用状態において、充電部

に水がかかった場合に、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限

りでない。 



 107 

（ロ）屋外カメラ用ハウジングの筐体を開いた状態で、附表第三６（１）の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

水中用のものにあっては水中に入れ、管に取り付けて使用するものにあっては試

験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあっては試験品を厚さが

10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置と

して使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては

その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそ

のまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほ

ぼ一定となるまで連続して加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であ

ること。この場合において、基準周囲温度は、20℃とする。 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものであって、管に取り付けて使用するものにあっては

試験品を鉄管に通常の使用状態に取り付け、その他のものにあっては試験品を厚さ

が10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定と

なるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作

したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼す

るおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（３３）電熱ボード、電熱シートおよび電熱マット 

イ 構造 

（イ）防水処理を施してあること。 

（ロ）電熱ボードにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部

に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの及び定格電圧が150V 以下

で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するもの

にあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。ただし、定格電圧が 150V 以下で定格消費電力が 100W 以

下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあっては、別表第一の

規定又は別表第十二の規定に適合するコードであって、その断面積が0.75㎜

2以上のものとすることができる。 

（ニ）温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動ス
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イッチを有するものにあっては、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面

積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、

かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあること。ただし、感熱線を使用す

るものにあっては、この限りでない。 

 

発熱部の片側の表面積（㎝ 2） 個数 

8,000以下 2以上 

8,000を超えるもの 
2に 8,000 ㎝ 2を超える 4,000 ㎝ 2又はその端数

ごとに1を加えた数以上 

 

（ホ）通常の使用状態において、床又は壁などに固定して使用するものにあっては、

取付け穴又は取付け位置を示す旨の表示を有する構造のものであること。 

（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取

り付けてあること。 

（ト）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであって、その使用温度が

低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したと

き、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。 

（チ）電気抵抗材料を電気絶縁材料に積層したシート状の発熱体（以下、面状発熱

体という。）を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、

別表第八１（２）ソにおいて、「定格電圧」を「対地電圧」と読み替えるも

のとする。 

（リ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、

その外郭を別表第八１（２）ツ（ハ）における「人が触れるおそれのある非

金属部」とは見なさない。 

ロ 絶縁性能 

水中用のもの及び屋外用のものにあっては附表第三１及び２の試験を、その他の

ものにあっては附表第三１、２及び５（２）の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）水中用のもの及び屋外用のものにあっては、水中に入れ、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）

を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節

器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、

各部に異状を生じないこと。 



 109 

（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するもの（コンクリー

ト又はモルタルに埋設するものを除く。）のうち、木材の枠の中又は上に据

え付けるためのものは、次に掲げるａからｃの試験条件において、自動温度

調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温

度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え

たとき、この間の各部の温度は附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及

び８の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下で

あり、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げ

る値以下であること。 

ａ 木材の枠の中に据え付けるための電熱シートは、図１に示すような試験用

構造物に施工する。木材の枠の上に据え付けるための電熱シートは、図２に

示すような試験用構造物に施工する。面積4m2以上、短径が2m以上のエリ

アに三つ以上の電熱シートを置き、試験用の電熱シートは中央に置く。電熱

シートの下に、熱抵抗が約5m2K/W の熱絶縁材を置く。電熱シートは、部材

の間その他の木造構造の部分の上に配置できるよう注意を払う。試験用構造

物の厚さ12㎜の床で、カバーする。 

ｂ 試験用構造物は下面から少なくとも0.1m、上面から少なくとも1.5m の自

由な空間をとる。試験用構造物は、上面から少なくとも1m上に広がる木板

で囲む。 

ｃ 約 1.25m2K/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁材の片は、図１及び図２に示す電熱シ

ートを横切る床の中心に施工する。熱絶縁材の片は長さを0.8m、幅を試験

用電熱シートと等しくする。ただし、図２を使用する場合は、熱絶縁材の片

を電熱シートの自動温度調節器が最も少ない位置に（熱絶縁材の片の下の自

動温度調節器が最も少ない数になるように）置く。また、電熱シートの長さ

又は幅が0.8m よりも大きい場合は、熱絶縁材の長さ又は幅は0.8m を最大と

する。 

 

測定箇所 温度（℃） 

試験品の外郭 100 

熱絶縁材の片の端から5㎝外側の床表面 42 

試験構造物の木 80 

（備考）１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 
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図１ 

 

 

図２ 
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（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜

以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあって

はその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあ

ってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部

の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附

表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

（イ）水中用のもの及び屋外用のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその 1 の

接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動

温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュ

ーズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、

その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそ

れがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するもの（コンクリー

ト又はモルタルに埋設するものを除く。）のうち木材の枠の中又は上に据え

付けるためのものは、ハ（ロ）に掲げるａからｃの試験条件において、自動

温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自

動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒ

ューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、

その時まで）連続して加えたとき、この間において熱電温度計法により測定

した床及び試験用構造物の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）

以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の

表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。この場合においてハ（ロ）

ｃ中、「約1.25m2K/W」とあるのは「約1.45m2K/W」と読み替えるものとする。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜

以上の表面が平らな木台の上に置き、厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5

㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、自動温度調節器を有するものにあ

ってはその 1 の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度に

セットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となる

まで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動
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作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法に

より測定した各部の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下で

あり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面と

の間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度

過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品、

木台、綿ふとん又は耐熱性ポリウレタンフォームが燃焼するおそれのないと

きは、各部の温度は、150℃以下であることを要しない。 

ホ 機械的強度 

（イ）附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、

次に適合すること。 

ａ 試験品を厚さ100㎜で一端を半径50㎜に丸めた試験品の幅を完全に保持

できる幅の一組の板で保持し、試験品の温度を-5℃又は設計上の最低周囲温

度にして、試験品の自由端を板の丸めた端に沿って両方向に対して180°の

角度まで曲げ、通常の位置に戻す操作を、3回繰り返した後、附表第三の２

の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合すること。 

ｂ 試験品を二つ用意し、それぞれ表面が滑らかな水平に置かれた鋼板上に置

き、先端が角度40°の円すい形で、その先を半径0.25 ㎜±0.02㎜に丸め

た固いスチールのピンを用いて、次の（ａ）から（ｃ）の条件にて引っ掻き、

跡を作る。1の試験品には、両面に、50㎜以上離して三つの跡を作る。これ

らは電熱ユニットの長さの方向に平行に、一方の端から10㎜以上離れたと

ころから作る。跡の長さは試験品の幅にほぼ等しくする。試験品が電極を組

み込んでいる場合は、跡の一つは電極の一つに沿って作る。また、２の試験

品には、両面に、全幅を通して二つの跡を作る。その後、それぞれの試験品

について附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ａ）ピンは軸の方向に沿って、コンクリート及び類似の床に対しては

10N±0.5N、その他の床に対しては5N±0.5N の力の負荷をかける。 

（ｂ）約20㎜/sの速度で試験品の表面に沿ってピンで引っ掻く。 

（ｃ）ピンは動作方向に垂直な面から5から10°の角度に保持する。 

ヘ 感熱線の均一特性 

感熱線を使用するものにあっては、その感熱線の全長を10等分し、それぞれに

ついて測定した動作温度の平均値に対するそれぞれの動作温度の偏差は、次の表に

掲げるとおりとする。 

 

動作温度の平均値（℃） 偏差（℃） 
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120以下のもの ±7 

120を超えるもの ±10 

 

ト 耐久性 

面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するもの（コンクリート又

はモルタルに埋設するものを除く。）にあっては、次に適合すること。 

（イ） 

ａ 試験品を、できるだけ短い長さ（ただし50㎝以上とする。）に加工し、

次の（ａ）から（ｃ）に示す手順を400回行ったとき、各部に異状が生じな

いこと。 

（ａ）周囲温度20℃±2℃において定格電流を流すことができる電圧を印加し、

20分間で周囲温度を85℃又はハの試験における試験品の最高温度のどち

らか低い温度まで上昇させ、この状態で、周囲温度をこの温度の±5Kの

範囲に10分間保持する。 

（ｂ）（ａ）の後、20分間で、周囲温度を約30℃に下げる。 

（ｃ）（ｂ）の後、周囲温度を約30℃で 10分間保持する。 

ｂ ａに規定する試験の前後において、20℃±2℃の周囲温度で、定格電流を

流し、電源電線及び相互接続電線の接続部における電圧降下を測定したとき、

試験後の電圧降下は、試験前の電圧降下の1.5倍又は22.5mV のいずれか低

い値を超えないこと。 

（ロ）二つの試験品について、一つは次のｂ及びｅの試験を、もう一つは次のａか

らｅの試験を行った後、ａからｅの試験を行った試験品のｅの試験において

測定した、ｂの試験で曲げた部分における電極接続部の電圧降下、及びその

他の 6 箇所以上における電極接続部の平均電圧降下は、ｂ及びｅの試験を行

った試験品の、1.5 倍以下であること。この場合において、試験品は長さ 1m

以上のものを使用すること。 

ａ 試験品を設計上の最小曲げ半径に等しい半径をもつマンドレルに、巻きつ

けて解く操作を、両面に対し交互に3回繰り返す。ただし、設計上当該試験

品が一方の面にだけ折り曲げる旨指定されている場合、その方向で6回繰り

返すこととする。 

ｂ ホ（ロ）ａの操作を3回繰り返す。 

ｃ 試験品を、相対湿度が80±5%、周囲温度が40℃±2℃の状態に置き、試

験品に定格電圧に等しい電圧を1時間加え、1時間休止する操作を1,000 回

繰り返す。 

ｄ （イ）ａの（ａ）から（ｃ）に示す手順を2,000回行う。 
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ｅ 試験品を水平に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、発熱体の電極の内側

から5㎜の位置に、45°の角度で刺した針と電極との間の電圧降下を測定

し、次の式を用いて、ｂの試験で曲げた部分及びその他の6箇所以上の部分

の電極接続部の電圧降下の平均電圧降下を求める。 

ΔU=Um-5Ur/d 

ΔUは、電極接続部の電圧降下とし、その単位をVとする。 

Umは、針と電極間の電圧降下とし、その単位をVとする。 

Urは、定格電圧とし、その単位をVとする。 

dは、電極の異極間の距離とし、その単位を㎜とする。 

（ハ）面状発熱体が PTC 電熱素子のものにあっては、以下のａからｃまでの手順を

行ったとき、ｃのいずれの温度もｂの温度の+5K以下であること。但し、温度

ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有しないものは

ｂの温度は80℃以下であること。 

ａ 試験品をハ（ロ）の状態に置く。 

ｂ 72時間後に当該試験品の外郭の温度を測定。 

ｃ その後、4,500時間経過するまで、72時間以下の間隔で外郭の温度を測定。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、以下のａからｃまでの手順を行

つたとき、ｃのいずれの抵抗値もｂの抵抗値の95%以上であること。 

ａ 試験品をハ（ロ）における試験品の最高温度より5K高い温度に置く。 

ｂ 2時間後に当該試験品の抵抗値を測定。 

ｃ その後3,000 時間経過するまで、72時間以下の間隔で抵抗値を測定。 

（３４）電気育苗器 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）コンセントを有するものにあっては、防水型のものを使用してあること。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波
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数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器に水を入れて使用するものにあっては、容器に水を入れること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器又は羽根を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに

掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間におい

て試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により

測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ハ）容器に水を入れて使用するものにあっては、容器に水を入れないこと。 

（ニ）羽根を有するものにあっては、羽根を駆動する電動機に通電しないこと。 

（３５）電気ふ卵器および電気育すう器 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

 屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあっ

ては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない
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ものにあってはそのまま、器体に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、こ

の間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、

この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁

抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上である

こと。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ハ）送風装置の電動機又は回転ドラムを駆動する電動機を有するものにあっては、

これらに通電しないこと。 

（３６）電気乾燥器 

イ 構造 

（イ）発熱体には、保護カバーを設けてあること。 

（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）据置き形のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の

規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

箱形のものにあっては附表第三１、２及び６（２）の試験を、その他のものにあ

っては附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）ヘロタイプ用乾燥器にあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木

台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除

く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を

最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあっては乾燥面の中

央の温度と周囲温度との差が 100K になったとき回路を開き、80K になったと

き回路を閉じる操作を繰り返し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度
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は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置

き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。）ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、自動温度調節器を有

しないものであって、乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kに達しな

いものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連

続して加えるものとする。 

（ロ）靴用乾燥器にあっては、試験品を通常の使用状態に取り付け、厚さが10㎜以

上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあっては

その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあっ

てはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表

第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置き形のも

のの場合に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜

以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあって

はその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあ

ってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部

の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附

表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置き形の

ものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄

に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

（３７）電気プレス器 

イ 構造 

（イ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。 

（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この
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限りでない。 

（ハ）据置き形のものの電源電線にあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）ズボンプレス器にあっては附表第三１、２及び６（１）の試験を、その他の

ものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

この場合において、附表第三６（１）の試験は、ズボンプレス器のプレス面

を開いた状態で行うものとする。 

（ロ）蒸気発生装置を有するものにあっては、（イ）に掲げる試験のほか、附表第

三４（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部

の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、プレ

ス部以外の部分に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）通常の使用状態において容器に水を入れて使用するものにあっては容器に水

を入れ、その他のものにあっては容器に水を入れないこと。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで連続して加えること。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧を、プレス面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10K

に保つように各部の温度上昇がほぼ一定となるまで断続して（プレス面の中

央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあっては、連続して）加

えること。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は

温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連

続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５０

０ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1M

Ω以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 
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（ロ）通常の使用状態において、容器に水を入れて使用するものにあっては、容器

に水を入れないこと。 

（ハ）ズボンプレス器にあっては、プレス面を閉じた状態にすること。 

（ニ）自動温度調節器を有するもの（（ホ）に掲げるものを除く。）にあっては、

その動作温度を最高温度にセットすること。 

（ホ）常時人が監視しない状態において使用されるものであって、自動温度調節器

を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ホ 噴霧性能 

水蒸気の噴出孔を有するものにあっては、水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連

続して加えたとき、水滴が水蒸気とともに噴出しないこと。 

ヘ 圧力安全弁の動作性能 

タンク式のものにあっては、水を入れ、水蒸気の噴出孔を閉じた状態で、定格電

圧に等しい電圧を連続して加えたとき、圧力安全弁が動作すること。 

ト 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（３８）電気くん蒸殺虫器および電気香炉 

イ 構造 

（イ）発熱部は、くん蒸剤をのせる部分を除いて露出していないこと。 

（ロ）ふた及び外郭は、容易に取り外しできないものであること。ただし、取り外

した場合に充電部及びくん蒸剤をのせる部分以外の発熱部が露出しないもの

にあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く。）にあってはそれぞ

れ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ

同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

外かくの外面（発熱部の保護 金属製のもの、陶磁器製の 55 
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わくを除く。）及びつまみ もの及ガラス製のもの 

その他のもの 70 

試験品を置く木台 90 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）送風装置を有する電気くん蒸殺虫器にあっては、次のａからｃまでに掲げる

試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置と

して使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、

この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃（基準周囲

温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により

測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。

ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが

動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれがないときは、各

部の温度は、160℃以下であることを要しない。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ｃ 送風装置には、通電しないこと。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面

が平らな木台の上に置き、底面以外の部分を約91㎝平方のさらしかなきん（密

度が25.4 ㎜につき縦72本±4本、横 69本±4本で、30番手の縦糸及び36番

手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。以下ニにおいて同じ。）で

覆い、さらにその上を毛布で覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に

等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度

過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以

上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する

自動スイッチが動作した場合において、試験品、木台、さらしかなきん又は

毛布が燃焼するおそれがないときは、各部の温度は、160℃以下であることを

要しない。 

ホ 機械的強度 
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電気くん蒸殺虫器にあっては、附表第五の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（３９）欠番 

（４０）欠番 

（４０の２）現像恒温器 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限り

でない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）及び（ロ）に掲げる試験条件により最大の負荷を負荷した状態におい

て、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、

各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示さ

れた定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以

下であること。 

（イ）現像液を冷却して使用するものにあっては、自動温度調節器（温度過昇防止

装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）の動作温度

を最低温度にセットすること。この場合において、周囲温度は、30℃±5℃と

しなければならない。 

（ロ）現像液を暖めて使用するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が

平らな木台の上に置き、自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットする

こと。 

ニ 異常温度上昇 

現像液を暖めて使用するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態において、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を30分間（温度ヒューズ又は

温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連

続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５０

０ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1M

Ω以上であること。 
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（４０の３）欠番 

（４０の４）電熱式おもちや 

イ 構造 

（イ）電源を開閉するスイッチ（自動スイッチを含み、同時に両極を開閉できるも

のに限る。）を有するものであること。 

（ロ）水銀スイッチを使用しないこと。 

（ハ）発熱部分は、通常の使用状態において、人が容易に触れるおそれのないよう

な構造であること。ただし、発熱部分に触れたときに感電、傷害等の危険が

生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ニ）水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、容器に水その他の液

体がないときには電流が通じない構造であること。ただし、温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを

有するものにあっては、この限りでない。 

（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これ

らのものを取り除いたとき、充電部（対地電圧又は線間電圧が交流にあって

は 30V 以下、直流にあっては 45V 以下の充電部を除く。）に人が容易に触れ

るおそれのない構造であること。 

（ヘ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ト）屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電線を器体に収納

するものを除く。）及び据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は

別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケー

ブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

次のａ及びｂに掲げる試験条件において、充電式のものであって充電してい

ない状態で内蔵された電池により運転できるものにあってはその電池を動作

させ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい

電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時

の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 
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ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニに

おいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを

除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度

を最高温度にセットすること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品、木台等が燃焼するおそれがなく、熱電温度

計法により測定した外郭の温度は、150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下

であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間

の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）充電式のものであって、充電していない状態で内蔵された電池によって運転

することができるものにあっては、その電池を動作させること。 

（ハ）自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの接点を

短絡すること。 

（ニ）容器を有するものにあっては、その容器に紙片を丸めて入れること。 

ホ 機械的強度 

附表第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４１）扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機 

イ 構造 

（イ）高さが調節できるものにあってはその高さを最大とし、その他のものにあっ

てはそのまま、通常の使用状態においていずれの方向に 10°傾けても容易に

転倒しないこと。 

（ロ）高さが調節できるものにあっては、所要の高さに容易に固定することができ、

かつ、固定をゆるめても危険を生ずるおそれのないこと。 

（ハ）首振り装置のあるものにあっては、首振り運動によりコードが損傷せず、か
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つ、外部から首振り運動を妨げても故障が生じないこと。 

（ニ）卓上扇風機は、使用状態において安全に持ち運びできること。 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（へ）扇風機の器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、

機器を通常の状態に置き、定格電圧を加え、通常動作状態で 50,000 回(往復

で 1 回とする。)動作させたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が 30%以下

であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、

各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっ

ては、この限りでない。 

（ト）扇風機および換気扇であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コン

デンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコン

デンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合

するものにあってはこの限りでない。 

ａ コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散

を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、

コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。 

ｂ 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が

50㎜を超えるもの。 

ｃ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

9335-1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。 

ｄ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使

用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋外用のもの以外の換

気扇にあっては附表第三１、２及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附

表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあっては

同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあっては次の表の左欄に掲げる試験品の種類ご

とにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整
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装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度

にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

 

試験品の種類 温度（℃） 

扇風機（天井扇風機を除く。） 65 

天井扇風機又は送風機 70 

換気扇又はサーキュレーター 80 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、換気扇にあっては40℃、

その他のものにあっては30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 機械的強度 

プロペラの直径が20㎝未満の扇風機にあっては、附表第五２の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ホ 経年劣化に係る注意喚起のための表示 

扇風機、換気扇にあっては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、

容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のもの又

は換気扇の機能と（７６）に掲げるもの（浴室用のものであって、電熱装置を有す

るものに限る。）の機能を兼ねるものにあっては、この限りでない。 

（イ）製造年 

（ロ）設計上の標準使用期間（標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障

なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間をい

う。以下同じ。） 

（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがある旨 

（４２）電気冷房機及び電気除湿機 

イ 構造 

（イ）暖房用電熱装置を有するものにあっては、温度ヒューズその他の温度過昇防

止装置を有していること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあって

は、この限りでない。 

（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）油および冷媒が漏れるおそれのないこと。 

（ニ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ホ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 
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（ヘ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ト）電気冷房機であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサー

を使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー

又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するもの

にあってはこの限りでない。 

ａ コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散

を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、

コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。 

ｂ 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が

50㎜を超えるもの。 

ｃ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。 

ｄ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

60695-11-10(2006)の燃焼性分類においてV-1に適合するもの。ただし、分

類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。 

（チ）電気冷房機で屈曲を受ける内部配線で、使用者のリモコンによる手動設定又

は自動設定により駆動し、連続動作しないものにあっては、可動範囲におい

て 5 秒間に 1 回の割合で 5,000 回(往復で 1 回とする。)折り曲げたとき、配

線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験

を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、

危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）冷房運転試験及び除湿運転試験 

次のａからｆまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この

場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノ

ッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならな

い。 

ａ 周囲温度は、30℃±5℃とすること。 
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ｂ 暖房用電熱装置を有するものにあっては、暖房用電熱装置に通電しないこ

と。 

ｃ 凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が20℃以

上 25℃以下で、冷却水の入口の温度と出口の温度との差が11Kとなるよう

にすること。 

ｄ 除湿装置を有するものにあっては、湿度は60%±5%とすること。 

ｅ 自動湿度調節器を有するものにあっては、その動作湿度を最低湿度にセッ

トすること。 

ｆ 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあって

は、その動作温度を最低温度にセットすること。 

この場合において、「定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えて連続して運転し」には、室内機を複数接続できる室外機にあっては

接続できる最大台数の室内機を接続し、室内機を同時に運転する状態をいう。（以

下（ロ）において同じ） 

また、「最高速度及び最低速度にセットし」とは、最高速度と最低速度が組み

合わすことができるものにあっては、その組み合わせの状態をいう。ただし、室

内機を複数接続できる室外機にあっては、その室内機側全てを最高速度及び最低

速度にセットした状態をいう。（以下（ロ）において同じ） 

（ロ）暖房運転試験 

暖房装置を有するものにあっては、次のａからｆまでに掲げる試験条件にお

いて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連

続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く。）にあってはそ

れぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては

それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整

装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低

速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

ａ 周囲温度は、20℃±2℃とすること。 

ｂ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｃ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニに

おいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセット

すること。 

ｄ 凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が13℃以

上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにす

ること。 
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ｅ 室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあって

は、その動作温度を最高温度にセットすること。 

ｆ ヒートポンプ、電熱装置等の構造の異なる「暖房装置」を有するものにあ

っては、次の（ａ）及び（ｂ）によること。 

（ａ）同時に運転が可能なものは、同時に運転を行うこと。この場合において周

囲温度が20℃±2℃で同時に運転ができないものにあっては、同時に運転

が可能な周囲温度に下げて試験を行うものとする。 

（ｂ）構造上、同時に運転ができないものはそれぞれ試験を行う。 

 

測定箇所 温度（℃） 

人が容易に触れるおそれのある外かく（発熱

部の保護わく及び温風出口を除く。） 
125 

試験品を置く木台の表面 80 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

暖房装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、次の表の左欄に掲げる

測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であり、かつ、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であ

ること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチ

が動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、各部の

温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）送風装置には、通電しないこと。 

（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ニ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が13℃以上 18℃

以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が 9Kとなるようにすること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

試験品を置く木台の表面 150 

外かく（発熱部の保護わく及び温風出口を除く。） 150 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 
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ホ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消費電力

は、定格消費電力の120%以下であること。 

ヘ 冷媒漏えい 

漏えい検知器等により検査し、冷媒の循環系統から冷媒の漏えいが検知されない

こと。 

ト 経年劣化に係る注意喚起のための表示 

電気冷房機にあっては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容

易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものにあ

っては、この限りでない。 

（イ）製造年 

（ロ）設計上の標準使用期間 

（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがある旨 

（４３）電気冷風機 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）冷却器および配管は、通常の使用状態において水漏れがなく、かつ、露によ

って生じた水を排水することができること。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

配管に水を通さない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等し

い電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の

各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整

装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度

にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

（４４）電気温風機 

イ 構造 

電熱装置の定格消費電力が2kW以下のものであって可搬形のものにあっては、使

用状態において安全に持ち運びできること。 
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ロ 絶縁性能 

加湿用容器を有するものにあっては附表第三１、２及び４（４）の試験を、その

他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（短時間定格ものにあっては、その表示された定格時間に等しい

時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表４、

７及び８の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次

の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であ

ること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整

装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければな

らない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）反射面または温風変向板を下方に向けることができるものにあっては、反射

面または温風変向板を最も下方に向けること。 

（ハ）風量調節装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最大風

量及び最小風量にセットすること。 

（ニ）自動温度調整器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

（ホ）加湿用容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。ただ

し、専用の加熱装置を有するものにあっては、この限りでない。 

 

測定箇所 温度（℃） 

持ち運び用のとっ手 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
60 

その他のもの 75 

試験品を置く木台の表面 80 

人が容易に触れるおそれのある外かく（発熱部の保護

わく及び温風出口を除く。） 
125 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ
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ぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッ

チが動作したときは、その時）の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、か

つ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗

は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれの

ないときは、各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ハ）送風装置には、通電しないこと。 

（ニ）加湿用容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。 

 

測定箇所 温度（℃） 

木台及び土台に接する脚部 150 

外かく（発熱部の保護わく及び温風出口を除く。） 150 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、20℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

（４４の２）ファンコイルユニット及びファン付きコンベクター 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）熱交換器及び配管は、通常の使用状態において水漏れがないこと。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）冷房運転試験 

ファンコイルユニットにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件において、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあ

っては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければなら

ない。 

ａ 試験品は、床置き型のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな

木台の上に置き、その他のものにあっては、通常の使用状態に取り付けるこ

と。 
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ｂ 配管に水を通さないこと。 

（ロ）暖房運転試験 

ファンコイルユニットであって暖房運転ができるもの及びファン付きコン

ベクターにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件において定格周波数に等

しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の

温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定

箇所（同表７の測定箇所のうち温風出口の部分を除く。）ごとにそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有する

ものにあっては、最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなけ

ればならない。 

ａ 試験品は、床置き型のものにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木

台の上に置き、その他のものにあっては通常の使用状態に取り付けること。 

ｂ 周囲温度が20℃±2℃の状態において、使用する温水の温度を表示するも

のにあっては使用する温度とほぼ同温度の温水を、使用する温水の温度を表

示しないものであってファンコイルユニットにあっては60℃±2℃、ファン

付きコンベクターにあっては80℃±2℃の温水を通じること。 

（４４の３）電気加湿器 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ハ）据え置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体

の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、こ

の限りでない。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、２及び

６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２、４（４）及び６（１）

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇

がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この

場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチ
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を最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

ニ 機械的強度 

 卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４４の４）温風暖房機 

イ 構造 

（イ）ファンモーターの通風により、燃焼中の炎を吹き消すおそれのない構造であ

ること。 

（ロ）燃料に石油を使用するものにあっては、通常の使用状態において、各部から

油漏れのない構造のものであること。 

（ハ）ポット式以外のものにあっては、規定量の燃料を満たした状態において、各

方向に20°傾けても危険が生ずるおそれのない構造のものであること。 

（ニ）燃料にガスを使用するものにあっては、各部からガス漏れがなく、かつ、ガ

ス管を確実に取り付けることができる構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時

の各部の温度は、附表第四に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置

を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセ

ットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）燃料として石油を使用するものにあっては、容器に規定量の石油を入れて通

常の燃焼状態とすること。 

（ハ）燃料としてガスを使用するものにあっては、通常の燃焼状態とすること。 

（ニ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風

量にセットすること。 

（４５）空気清浄機及び電気除臭機 

イ 構造 

（イ）電気集じん部分、電離部分、イオン発生部分等の高圧の部分は、人が容易に

触れないように適当な外かくでおおわれていること。 

（ロ）高圧発生回路に使用する電源部の変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ハ）電気集じん方式のものであって、集じん部を取りはずすことができるものに
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あっては、残留電荷を放電するための装置を有し、かつ、集じん部を取りは

ずすためのとびら等を開放した場合に電源回路が遮断される構造であること。 

（ニ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接

外部に漏れないこと。 

（ホ）定格電圧が150V以下の機械的集じん方式のもの以外のものにあっては、アー

ス機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの

及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十

二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであ

って、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、最大の負荷を負荷し

た状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加

えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表

第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものに

あっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞ

れ試験を行わなければならない。 

ニ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４５の２）電気芳香拡散機 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に香料等の液体がかからない構造であるこ

と。 

（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

液体を使用するものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（１）の試験を、

その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合するこ
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と。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇

がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４６）電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナーその他の電気吸

じん機及び電気床みがき機 

イ 構造 

（イ）電気掃除機であって定格消費電力が500W を超えるもの、電気床みがき機又は

屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ロ）屋外用のものにあっては、スイッチは防水構造であること。 

（ハ）屋外用のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶

縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであるこ

と。ただし、据置き形のものであってアース機構を設けてあるものにあって

は、この限りでない。 

（ニ）機器本体に収納用の複数のフックを備える電気掃除機にあっては、電源電線

は、別表第八１（２）サの図に示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線

の曲げが最も発生しそうな方向に対応するように機器を取り付けて500g の荷

重をかける。次に180°の角度で動かして、元の位置へ戻す操作を1回として、

その操作を毎分 6 回の速さで 4,000 回行ったとき、電源電線等が短絡せず、

かつ、素線の断線率が10%以下であること。ただし、電線巻き取り機構等によ

り電源電線を本体に巻き付けたとき電源電線に無理な力が加わらない機能を

有する場合は適用しない。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋外用のもの以外の電

気床みがき機及び水を使用するものにあっては附表第三１、２及び６（１）の試験

を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 
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次のａ及びｂに掲げる試験条件において、充電式のものであって充電してい

ない状態で内蔵された電池によって運転することができるものにあってはそ

の電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一

定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測

定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が容易に

触れるおそれのある外郭にあっては65℃（基準周囲温度は、30℃とする。）

以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、

その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験

を行わなければならない。 

ａ 電気掃除機にあっては、附属するホース及び延長管を取り付けて吸込口を

全開とすること。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、表示された全負荷電流に等しい電

流を負荷すること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ニ 耐過速度性能 

電気床みがき機以外のものにあっては、吸込口を全閉した状態で定格周波数に等

しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して 3 分間運転したと

き（充電式のものであって充電している状態では運転できないものにあっては、そ

の電池により連続して3分間運転したとき）、各部に異状を生じないこと。 

ホ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（４７）電気くつみがき機 

イ 構造 

据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部

に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

手持ち形のものにあっては附表第三１及び２の試験を、その他のものにあっては
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附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えて連続して30分間（短時間定格のものにあっては、その表示された定

格時間に等しい時間）運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。 

（４８）電気洗たく機および電気脱水機 

イ 構造 

（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電

線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から 5 ㎝以上離れ

ていること。 

（ロ）水槽、水受けおよび配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽お

よび水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に

排水できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。 

（ハ）使用状態において、ふたをあけた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らない

こと。 

（ニ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行なう

構造の電気洗たく機にあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合

において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、

30㎜ 2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点と

の垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。 

（ホ）注水口が上部にある電気洗たく機にあっては、ホース受けの最下面と最高水

面との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。 

（ヘ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ト）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。 

（チ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m 以上のアース線を備えて

いること。 

（リ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。

ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれがないものまたは

温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。 
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（ル）脱水機能を有する電気洗たく機及び電気脱水機にあっては、脱水槽のふたを

開いた状態では通電することができず、かつ、脱水槽の回転が停止しなけれ

ば脱水槽のふたを開けることができない構造のものであること。ただし、電

気脱水機の脱水槽が回転している状態で脱水槽のふたを開けたとき、脱水用

電動機の通電が遮断し、脱水槽に制動を加える構造のものであって、次に適

合するものにあっては、この限りでない。 

ａ 電気脱水機の最外部にある脱水槽のふた（以下（ル）において「外ぶた」

という。）を開けたときに回転中の脱水槽に直接触れることができない構造

のものであること。 

ｂ 制動伝達装置が外ぶたの動作に連動しないときに脱水用電動機の回転子

が拘束される構造のものであること。 

ｃ 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を脱水用電動機に加

え、脱水槽の回転が一定となったときに脱水槽のふたを開けて脱水槽を停止

させる操作を10,000回行う試験（以下（ル）において「動作試験」という。）

の前後及び動作試験中における脱水槽の停止時間は、次の表の左欄に掲げる

試験条件ごとに、同表の右欄に適合すること。 

 

試験条件 停止時間 

動作試験前 

無負荷試験 

外ぶたを開けたときに脱水

槽が回転中であることが目

視によりわかるもの(以下こ

の表において｢透視できるも

の｣という｡) 

7秒以下 

その他のもの 5秒以下 

負荷試験 
透視できるもの 10秒以下 

その他のもの 7秒以下 

動作試験中 負荷時 
透視できるもの 15秒以下 

その他のもの 10秒以下 

動作試験後 負荷時 
透視できるもの 15秒以下 

その他のもの 10秒以下 

(備考) 負荷時とは、脱水槽に脱水容量に等しい質量の水にぬらした約91㎝平方のさらし

かなきん(密度が25.4㎜につき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番

手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布｡)又はこれと同等の疑似負荷を入れた状態

をいう｡ 

 

ｄ 脱水用電動機の回転子を拘束し、温度ヒューズ、過電流保護装置等の保護

装置を有するものにあっては保護装置が働くまで、時限装置を有するものに

あっては時限装置を最高時間にセットし、その時限装置が働くまで、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、脱水用

電動機が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定
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した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものに

あっては、3MΩ）以上であること。 

（ヲ）電気洗たく機であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサ

ーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサ

ー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するも

のにあってはこの限りでない。 

ａ コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散

を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、

コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。 

ｂ 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が

50㎜を超えるもの。 

ｃ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。 

ｄ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使

用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。 

（ワ）電気脱水機の脱水槽上部近傍のハッチは、5kgの力を加えたとき脱落しないこ

と。 

ロ 絶縁性能 

電気洗濯機にあっては附表第三１、２、３、４（３）及び６（１）の試験を、電

気脱水機にあっては附表第三１、２、３及び６（１）の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件により、次の表の左欄に掲げる試験

品の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度

上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時

間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であるこ

と。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置

のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならな

い。 

（イ）全自動式のものにあっては、繰り返し運転を行い、かつ、洗たく専用の機構

を有するものにあっては、当該機構について連続して運転すること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお
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いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

 

試験品の種類 負荷 

電気洗濯機 

定格容量の水及び洗濯容量に等しい質量の約 91 ㎝平方のさらしか

なきん（密度が 25.4 ㎜につき縦 72本±4本、横 69本±4本で、30

番手の縦糸及び 36 番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿

布。以下この表において同じ。）を入れて運転する時の負荷 

電気脱水機 
脱水容量に等しい重さの約 91 ㎝平方のさらしかなきんを水にぬら

したものを入れて運転する時の負荷 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して運転したとき、試験

品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点

を短絡すること。 

（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。 

（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。 

ホ 消費電力の許容差 

ハの表に掲げる負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を加えて連続して運転し、消費電力がほぼ一定となった時（電気

脱水機にあっては、始動後2分を経過した時）に測定した消費電力は、定格消費電

力の115%以下であること。 

ヘ 経年劣化に係る注意喚起のための表示 

電気洗たく機（乾燥装置を有するものを除く。）及び電気脱水機（電気洗たく機

と一体となっているものに限る。）にあっては、機器本体の見やすい箇所に、明瞭

に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただ

し、産業用のものにあっては、この限りでない。 

（イ）製造年 

（ロ）設計上の標準使用期間 

（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがある旨 
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（４８の２）運動用具又は娯楽用具の洗浄機 

イ 構造 

（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電

線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から 5 ㎝以上離れ

ていること。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び

水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水

できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。 

（ニ）使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らない

こと。 

（ホ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行う構

造のものにあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、

ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜ 2以上の

面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向

の距離が40㎜以上でなければならない。 

（ヘ）注水口が上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂

直方向の距離は、40㎜以上であること。 

（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（チ）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。 

（リ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m 以上のアース線を備えて

いること。 

（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。

ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温

度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２、３、４（３）及び６（１）の試験を、

その他のものであって容器を取り外せるものにあっては附表第三１、２及び６（１）

の試験を、容器を取り外せないものにあっては附表第三１、２、４（３）及び６（１）

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）及び（ロ）に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の
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定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一

定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時

間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合

において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最

高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

（イ）かくはん式のものにあっては表示された全負荷電流を負荷し、その他のもの

にあっては通常の使用状態において試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな

木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木

台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部

と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点 

を短絡すること。 

（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。 

（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。 

ホ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定となった時（短時間定格のものに

あっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）に測定した消費電

力は、定格消費電力の115%以下であること。 

（４９）電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機 

イ 構造 

（イ）圧力タンクを有するポンプにあっては、空気補給口その他圧力タンクに空気

を補給するために必要な装置が設けてあること。 

（ロ）水が漏れない構造であること。 

（ハ）池水循環用ポンプにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの又は

二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する高速形



 143 

の漏電遮断器（定格感度電流が15mA 以下のものに限る。）を有する構造のも

のであってアース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ニ）池水循環用ポンプ以外のものにあっては、アース機構を設けてあること。た

だし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあ

っては、この限りでない。 

（ホ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

水中用のものにあっては附表第三１、２及び５（３）の試験を、屋外用のものに

あっては附表第三１、２、３及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附表

第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間

に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（温

水用電気ポンプにあっては、同表７及び８の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同

表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、基準周囲温度は、水中用

のものにあっては20℃、屋内用のものにあっては30℃、その他のものにあっては

40℃とし、温水用として使用する電気ポンプにあっては、使用する温水とほぼ同温

度の温水を用いて試験を行うものとする。 

ニ 消費電力の許容差 

ジェット式のものにあっては、ハに規定する試験において消費電力がほぼ一定と

なった時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。 

ホ 附属圧力スイッチの性能 

附属圧力スイッチは、次に適合すること。 

（イ）動作圧力の定格動作圧力に対する許容差は、定格動作圧力が0.1MPa以下のも

のにあっては±0.01MPa、定格動作圧力が0.1MPa を超え 0.2MPa以下のものに

あっては±0.02MPa、定格動作圧力が0.2MPaを超えるものにあっては±15%で

あること。 

（ロ）スイッチが開路する場合の定格動作圧力（動作圧力が調整できるものにあっ

ては、その最大値）の 1.5 倍又は通常の使用状態においてスイッチに加わる

最大の圧力のいずれか大きい圧力をスイッチに連続して 1 分間加えたとき、

各部に異状を生じないこと。 
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（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用のショーケース 

イ 構造 

（イ）油又は冷媒が漏れるおそれのないものであって、かつ、可燃性の冷媒を使用

するものにあっては、次に適合すること。 

ａ 保護冷却システムの保護外郭を含み、機器は、十分な圧力に耐える構造で

あること。 

ｂ 冷媒量が少ない構造であること。 

ｃ 貯蔵庫内は、保護冷却システム構造であるか又は、冷媒が漏れた場合に、

機器に組み込まれた電気部品により、爆発するおそれがないこと。 

ｄ 機器は、その食品貯蔵庫の外側にある電気部品によって火災又は爆発の原

因とならないように、漏れた冷媒が留まらない構造であること。 

ｅ 可燃性冷媒にさらされる可能性のある機器の部品の表面は、当該冷媒が引

火するおそれがない温度であること。 

ｆ 機器は、運搬、サービス、廃棄等のいずれにおいても、安全の確保が十分

行われるような表示を施してあること。 

（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）吸収式のものにあっては、発熱線が断線したとき、漏電のおそれがないこと。 

（ニ）電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、アース機構を設けてあること。ただ

し、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっ

ては、この限りでない。 

（ホ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、器体の外部に

金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別

表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のも

のに限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであって、

アース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電源電線は、別表

第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキ

ャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜ 2以上のものであること。 

（ト）始動リレーを有する電気冷蔵庫にあっては、その始動リレーの開閉接触部は、

密閉された容器に収められていること。ただし、通常の使用状態において外

気の流動に直接さらされるおそれがないものにあっては、この限りでない。 

（チ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、外かくの見や

すい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付して

あること。 

（リ）電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、JIS C 4908(2007)に規定する電気機
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器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構

付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれ

かに適合するものにあってはこの限りでない。 

ａ コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散

を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、

コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。 

ｂ 隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が

50㎜を超えるもの。 

ｃ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。 

ｄ コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 

60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使

用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。 

（ヌ）電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって、電源に直接接続する差込みプラグにあ

っては、次に適合すること。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であって、その栓刃

（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)

に規定するPTIが 400以上であること。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 

60695-2-11(2004)又は JIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度

750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材

料は、この限りでない。 

（ル）冷蔵庫に組み込まれた自動製氷機構の内部配線であって、可動する部分に接

続するものにあっては、可動範囲において 5,000 回(往復で 1 回とする。)折

り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の

２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じな

いこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでな

い。 

（ヲ）冷蔵庫・冷凍庫の内部配線で可動部分に接続するものにあっては、扉の可動

範囲において、常温で 1 分間に 5 回以上の開閉条件で 50,000 回(往復で 1 回

とする)動作させたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が 30%以下であり、

附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異

状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、こ

の限りでない。 
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ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）電気冷蔵庫であって電源接続部、コンデンサー等の接続部が露出しているも

のにあっては、通常の使用状態において清水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向からその露出している面に対して一様に連続して 1 分間注水した直

後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.3MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。 

（ハ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、通常の使用状

態において清水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の傾斜方向から試験品に一様に

連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら５００ボルト絶縁抵

抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ（二重

絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。ただし、

冷媒中において使用される電動機にあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧に対して±6%変動させた場合に最大の負荷を負荷した状態となる

電圧を加えて測定した各部の温度が次の表に掲げる値以下であるときは、この限り

でない。 

（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。 

（ロ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上 25℃

以下で基準水量の冷却水を通じること。 

（ハ）水を媒介として冷却するものにあっては、容器に定格容量の水を入れること。 

（ニ）水を媒介として冷却するものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、

その動作温度を最低温度にセットすること。 

（ホ）水を媒介として冷却しないものであって、自動温度調節器を有するものにあって

は、その接点を短絡すること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

冷媒中において使用される電動機

の巻線 

合成樹脂絶縁のもの 140 

その他のもの 130 

冷媒中において使用される電動機の外かく 150 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）とする。 
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ニ 消費電力の許容差 

ハの本文に規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消

費電力は、吸収式のものにあっては定格消費電力に対して±10%以内、その他のも

のにあっては定格消費電力の115%以下であること。 

ホ 冷媒漏えい 

漏えい検知器等により検査し、冷媒の循環系統から冷媒の漏えいが検知されない

こと。 

（５０の２）電子冷蔵庫 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。 

（５１）電気冷水機 

イ 構造 

（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。 

（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ヘ）炭酸ガスボンベ等の容器を器体に取り付けるものにあっては、確実に固定で

きる構造であること。 

ロ 絶縁性能 

給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、

２及び４（４）の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ヘ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 
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（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。 

（ロ）入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあっては25℃±1℃、その

他のものにあっては30℃±2℃とすること。 

（ハ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上 25℃

以下で基準水量の冷却水を通じること。 

（ニ）自動温度調節器（凍結防止装置として使用するものを除く。）を有するもの

にあっては、その接点を短絡すること。 

（ホ）連続して使用できるものにあっては連続して、反覆して使用するものにあっ

ては反覆して出口における水の温度を10℃±2.5℃に保つようにすること。 

（ヘ）貯水構造のものにあっては、容器に容器の定格容量（定格容量の表示のない

ものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい水を入れること。 

ニ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消費電力

は、定格消費電力の120%以下であること。 

ホ 冷媒漏えい 

漏えい検知器等により検査し、冷媒の循環系統から冷媒の漏えいが検知されない

こと。 

（５１の２）欠番 

（５２）電気製氷機 

イ 構造 

（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。 

（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）氷を溶断するための電熱装置を有するものにあっては、器体の燃焼その他の

危険を生ずるおそれがないこと。 

（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

給水容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、

２及び４（４）の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 
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次の（イ）から（ヘ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定と

なった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。 

（ロ）製氷状態を調節できるものにあっては、最大の負荷となるようにすること。 

（ハ）入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあっては25℃±1℃、その

他のものにあっては30℃±2℃とすること。 

（ニ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上 25℃

以下で基準水量の冷却水を通じること。 

（ホ）全自動式のものにあっては、繰り返して運転すること。 

（ヘ）（ホ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものであって、から焼きのおそれのあるものにあっては、水を

通じない状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、

発熱線に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木

台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部

と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消費電力

は、定格消費電力の120%以下であること。 

ヘ 冷媒漏えい 

漏えい検知器等により検査し、冷媒の循環系統から冷媒の漏えいが検知されない

こと。 

（５３）空気圧縮機 

イ 構造 

（イ）空気圧縮機（空気タンクを含む。）は、表示された最高使用圧力（圧力の表

示がないものにあっては、その最高使用圧力）の1.5倍の水圧を10分間加え

たとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。 

（ロ）空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、溶接による残留応力がなく、かつ、

ねじの締付けによる無理な荷重がかからないこと。 

（ハ）安全弁は、仕切弁を全閉したとき、空気タンクの内部の圧力を最高使用圧力

の 110%以下（最高使用圧力が 0.1MPa を超え 0.5MPa 以下のものにあっては
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0.05MPa、0.1MPa 以下のものにあっては 0.03MPa）にできるものであること。 

（ニ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

空気タンクを有するものにあっては吐出口を開放にした状態又は圧力スイッチ

を短絡して圧縮機の最高使用圧力に等しくなるように吐出口を調節した状態のい

ずれか負荷の大きい方の状態において、空気タンクを有しないものにあっては吐出

口を開放にした状態又は試験用タンクに圧縮機を接続して最高使用圧力に等しく

なるように吐出口を調節した状態のいずれか負荷の大きい方の状態において、定格

周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、

各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示さ

れた定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以

下であること。 

ニ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（５４）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するものに限る。） 

イ 材料 

容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しょくしないこと。 

ロ 構造 

（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。 

（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波
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数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（自動スイッチを有するものにあっては、その自動スイッチが動

作した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。 

（ロ）規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。 

（ハ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上 25℃

以下で基準水量の冷却水を通じること。 

ホ 消費電力の許容差 

ニに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時（自動スイッチを有

するものにあっては、その自動スイッチが動作した時）に測定した消費電力は、定

格消費電力の120%以下であること。 

ヘ 冷媒漏えい 

漏えい検知器等により検査し、冷媒の循環系統から冷媒の漏えいが検知されない

こと。 

（５５）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するもの以外のものに限る。） 

イ 材料 

容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐しょくしないこと。 

ロ 構造 

（イ）充電部には、水がかからない構造であること。 

（ロ）水及び氷を使用するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、

器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、

この限りでない。 

（ハ）水及び氷を使用するもの（卓上形のものを除く。）の電源電線は、別表第一

の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜ 2以上のものであること。 

ハ 絶縁性能 

容器の取り外しができる構造のものにあっては附表第三１及び２の試験を、その

他のものにあっては附表第三１、２及び４（３）の試験を行ったとき、これに適合

すること。 

ニ 平常温度上昇 

（イ）水及び氷を使用するものにあっては、通常の使用状態において、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、

各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その

表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四
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に掲げる値以下であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験

条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品

に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の巻線の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ａ 周囲温度は、-15℃±3℃とすること。 

ｂ 電動機等の回路を遮断する機構を有するものにあっては、容器に規定量の

アイスクリームの材料を入れて運転すること。 

ｃ ｂ以外のものにあっては、電動機の回転子を拘束すること。 

ホ 異常温度上昇 

（イ）水及び氷を使用するものにあっては、電動機の回転子を拘束し、試験品を厚

さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒュー

ズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、そ

の時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれ

がなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面

との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験

条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品

に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ａ 周囲温度は、30℃±5℃とすること。 

ｂ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｃ 容器には、表示された定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、

容器の容量の約80%）の水を入れること。 

ヘ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（５６）ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサーおよびコーヒーひき機 

イ 材料 

容器および容器内の金属部の材料は、有機酸に対して容易に腐食しないこと。 

ロ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）容器（別置型のものを除く。）は、水漏れがなく、かつ、その容量に相当す

る量の水を入れて運転したとき、水があふれ出ないこと。 
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（ハ）遠心かごその他の回転部の取りはずしができる構造のものにあっては、容易

に、かつ、確実に取付けおよび取りはずしができること。 

（ニ）ジュースミキサーにあっては、容器内に定格容量以下の水を入れて運転した

とき、各部に異状を生じないこと。 

（ホ）卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又

は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケ

ーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ 絶縁性能 

コーヒーひき機及び容器の取り外しができる構造のものにあっては附表第三１

及び２の試験を、手持ち形のフッドミキサーにあっては附表第三１、２及び６（１）

の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（４）の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

次の表の左欄に掲げる試験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負

荷を負荷した状態において、充電式のものであって充電していない状態で内蔵

された電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作さ

せ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を加えて同表の右欄に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附

表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭にあっては65℃（基準周囲温度は、30℃

とする。）以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものに

あっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、そ

れぞれ試験を行わなければならない。 

 

試験品の種類 負荷 運転方法 

ジューサー 

イ ポリスチレンフォームの保温

材であって、縦が 25 ㎜、横が 30

㎜、長さ 20㎝のものを時間水中に

浸したのち取り出し、これを食品投

入口に入れ、荷重0.8kgの圧力をか

けて運転するときの負荷 

連続定格のものにあっては各部の温度上昇

がほぼ一定となるまで、短時間定格のもの

にあってはその表示された定格時間に等し

い時間が経過するまで連続して運転するこ

と。 ロ イに掲げる負荷を負荷するこ

とができないものにあっては、表示

された全負荷電流に等しい電流 

ジューサーミ

キサー 

定格容量に等しい量の 20℃の水容

器に入れて運転するときの負荷 

連続定格のものにあっては 4 分間運転し 2

分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで繰り返し、短間定格のもの

にあっては 4分間運転し 2分間停止する操
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作を表示された定格時間 5 分またはその端

数ごとに 1 回の割合で算出した回数繰り返

すこと。この場合において、運転を停止す

るごとに水を取り換えること。 

その他のもの 
表示された全負荷電流に等しい電

流 

連続定格のものにあっては各部の温度上昇

がほぼ一定となるまで、短時間定格のもの

にあってはその表示された定格時間に等し

い時間が経過するまで連続して運転するこ

と。 

 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ホ 異常温度上昇 

 電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台

の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以

下ホにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するもの

を除く。以下ホにおいて同じ。）を有するものにあってはそれらの接点を短絡し、

自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのまま、容器に物

を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の

温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用

する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間におい

て試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計によ

り測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ヘ 消費電力の許容差 

ジューサーにあっては、ニに規定する試験において消費電力がほぼ一定となった

時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過し

た時）に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。 

ト 耐過速度性能 

 容器を取り外すことができるものにあっては容器を取り外し、その他のものに

あっては容器を取り付けたまま、充電式のものであって充電していない状態で内蔵

された電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作させ、そ

の他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験

品に加えて連続して1分間運転したとき、各部に異常を生じないこと。 



 155 

チ 機械的強度 

固定して使用するもの以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（５６の２）電気製めん機及び電気もちつき機 

イ 構造 

卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）かくはん部の容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては、

附表第三４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ハ）かくはん部の容器を器体から取り外すことができる構造のものであって、蒸

気発生装置を有する構造のものにあっては、かくはん部の容器を取り外して、

蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量に100㎝ 3を加えた量

の水を入れて（溢水した場合には、器体の外郭表面に付着した水分をふきと

り）、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の

絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となった時の

５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵

抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、次の表の左欄に掲げる試

験品の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる負荷を負荷した状態で、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、同表の右欄に掲げる運転方法によ

り運転した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（電熱装置を有す

るものにあっては、同表７の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ

る値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及び

ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するも

のを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、それら

の動作温度を最高温度にセットすること。 

（ハ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速
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度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行うこと。 

 

試験品の種類 負荷 運転方法 

電熱装置を有し

ないもの 

表示された電動機の全負

荷電流に等しい電流 

連続定格のものにあっては各部の温度上昇がほぼ

一定となるまで、短時間定格のものにあってはそ

の表示された定格時間に等しい時間が経過するま

で連続して運転すること。 

電熱装置を有す

るもの 

電熱装置に

よる温度上

昇 

蒸気発生装

置 の 容 器

に、その容

器の定格容

量に等しい

量の水を入

れる。 

ａ 自動スイッチを有しないものにあっては、定

格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで連続して加えること。この場合におい

て、蒸気発生装置の容器に入れた水が半分に減少

するごとに減少した量に等しい量の水を加えなけ

ればならない。 

ｂ 自動スイッチを有するものにあっては、定格

電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで

（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあ

っては、自動スイッチが動作した後に蒸気発生装

置の容器に、その容器の定格容量に等しい量の水

を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又

は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して

加えること。 

電動機によ

る温度上昇 

蒸気発生装

置 の 容 器

に、その容

器の定格容

量に等しい

量の水を入

れ、電動機

には表示さ

れた全負荷

電流に等し

い電流を加

える。 

ａ 自動温度調節器又は自動スイッチを有しない

ものにあっては、電熱装置に定格電圧に等しい電

圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続し

て加えた後（この場合において、蒸気発生装置の

容器の水は補充しない。）、電動機に定格電圧に

等しい電圧を加え、連続定格のものにあっては各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格

のものにあってはその表示された定格時間に等し

い時間が経過するまで連続して運転すること。 

ｂ 自動温度調節器又は自動スイッチを有するも

のにあっては、電熱装置に定格電圧に等しい電圧

を自動温度調節器又は自動スイッチが動作するま

で連続して加えた後、電動機に定格電圧に等しい

電圧を加え、連続定格のものにあっては各部の温

度上昇がほぼ一定となるまで、短時間定格のもの

にあってはその表示された定格時間に等しい時間

が経過するまで連続して運転すること。 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木

台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあってはそれらの

接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのま

ま、蒸気発生装置の容器に水を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）
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連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

ホ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（５７）電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機 

イ 構造 

（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。 

（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい圧を試験

品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格の

ものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有

するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセット

し、それぞれ試験を行わなければならない。 

ニ 機械的強度 

固定して使用するもの以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（５８）欠番 

（５９）電気かつお節削り機 

イ 構造 

材料の挿入口から切削部に人が容易に触れることができない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間（短時間定格

のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間）運転した時の各部の温
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度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有

するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセット

し、それぞれ試験を行わなければならない。 

ニ 機械的強度 

固定して使用するもの以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（６０）電気食器洗い機 

イ 構造 

（イ）発熱部を有するものにあっては、通常の使用状態において、発熱部の加熱し

た部分に人が容易に触れるおそれのない構造であること。 

（ロ）湯沸用の電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造で

あること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのない

ものまたは温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。 

（ハ）通常の使用状態において、排気孔以外の部分から蒸気もれがないこと。 

（ニ）使用中においてふたをあけたとき、器体の外部に著しくしぶきが飛び散らな

いこと。ただし、器体の外部から容易に内部の運転状態を監視できる構造の

ものにあっては、この限りでない。 

（ホ）注水口を水道の蛇口に接続する構造のものにあっては、逆流防止装置を設け

てあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止

するものにあっては、30㎜ 2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆

流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。 

（ヘ）注水口が器体の上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面

との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。 

（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（チ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（リ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範

囲において5秒間に1回の割合で20,000 回（往復で1回とする。）折り曲げ

たとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶

縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。

ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 
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附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定と

なった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が

経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇

所にあっては、排気孔以外の部分に限る。）にあっては同表の右欄に掲げる値以下、

排気孔部及び排気の温度にあっては140℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下

であること。 

（イ）器体に食器を入れないこと。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

（ハ）全自動式のものにあっては、繰り返し運転すること。 

（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。 

（ホ）水を加熱する電熱装置を有するものにあっては20℃以上 25℃以下の水を、使

用する温水の温度を表示するものにあっては表示された温度の水を、その他

のものにあっては約80℃の水を容器に通じること。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて各部の温度

上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自

動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して運転したとき、試験品又は木

台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部

と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点

を短絡すること。 

（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。 

（ニ）湯沸用の電熱装置を有するものであって、から焼きのおそれのあるものにあ

っては、湯沸用の容器に水を入れないこと。 

（６１）電気洗米機及び野菜洗浄機 

イ 構造 

（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電
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線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から 5 ㎝以上離れ

ていること。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ハ）水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び

水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水

できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。 

（ニ）使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らない

こと。 

（ホ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行う構

造のものにあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、

ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜ 2以上の

面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向

の距離が40㎜以上でなければならない。 

（ヘ）注水口が上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂

直方向の距離は、40㎜以上であること。 

（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（チ）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。 

（リ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m 以上のアース線を備えて

いること。 

（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。

ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温

度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２、３、４（３）及び６の試験を屋外用以

外のものであって容器を取り外せるものにあっては附表第三１、２及び６（１）の

試験を、容器を取り外せないものにあっては附表第三１、２、４（３）及び６（１）

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

かくはん式のものにあっては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状

態において、その他のものにあっては通常の使用状態において、試験品を厚さが

10 ㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置と

して使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては
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その動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそ

のまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続

して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、

その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあって

は、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験

を行わなければならない。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木

台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部

と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点

を短絡すること。 

（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。 

（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。 

ホ 消費電力の許容差 

ハに規定する試験において、消費電力がほぼ一定となった時（短時間定格のもの

にあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）に測定した消費

電力は、定格消費電力の115%以下であること。 

（６１の２）精米機 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 
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表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６２）電気氷削機 

イ 構造 

（イ）点滅器は、防水構造であること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して30分間（短時間定格

のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間）運転した時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有

するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセット

し、それぞれ試験を行わなければならない。 

ニ 機械的強度 

固定して使用するもの以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（６３）ディスポーザー 

イ 構造 

（イ）器体には、手動復帰形の過負荷保護装置を有していること。 

（ロ）通常の使用状態において、切削部に人が容易に触れることができない構造で

あること。 

なお、「切削部に人が容易に触れることができない」とは、次のものをいう。 

ａ 開口部から切削部までの距離が100㎜以上であって、かつ、次に掲げる試

験用ゲージを50Nの力で押し込んだとき、試験用ゲージが切削部に触れない

もの 
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ｂ 蓋を有するものであって、蓋を取り外したとき電源回路が遮断されるもの 

（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出してい

ないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２、４（３）及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間

に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（６４）電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ドリル、電気かんな、

電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンドシャー、電気みぞ切り機、電気角のみ

機、電気チューブクリーナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナ

ットランナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の電動工具 

イ 構造 

（イ）卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表

第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル

であって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のものであること。ただし、据置き形

で定格消費電力が100W未満のものの電源電線に別表第一の規定又は別表第十
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二の規定に適合するコード（単心コード及びより合わせコードを除く。）で

あって、断面積が0.75㎜ 2以上のものを使用する場合は、この限りでない。 

（ロ）電源電線に多心のコード又はキャブタイヤケーブルを使用し、その電源プラ

グのアースの刃で接地できる構造のもの又は二重絶縁の構造のものであるこ

と。ただし、すえ置き形のものであって、外かくの見やすい箇所にアース用

端子又はアース用口出し線を設け、かつ、当該アース用端子若しくはアース

用口出し線又はそれらの近傍にアース用である旨の表示を付してあるもの及

びすえ置き形以外のものであって多心のコード又はキャブタイヤケーブルの

1 心を電源プラグから 10 ㎝以上を引き出して、その先端にクリップを取り付

けてあるもの及び卓上型の電気刃物研ぎ機にあっては、この限りでない。 

（ハ）切削部、研磨部その他の工作部を取り換えることができる構造のものにあっ

ては、器体に、容易に、かつ、確実に取付けができるものであること。 

（ニ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のもの

であって充電していない状態で内蔵された電池によって運転することができ

るものにあってはその電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部

の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示さ

れた定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に

掲げる測定箇所（同表１及び７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同

表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有す

るものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセッ

トし、それぞれ試験を行わなければならない。 

 

測定箇所 温度（℃） 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 100(105) 

Ｅ種絶縁のもの 115(120) 

Ｂ種絶縁のもの 120(125) 

Ｆ種絶縁のもの 140 

Ｈ種絶縁のもの 165 

使用中に人が容易に触れるおそ

れのある外かく 

金属製のもの、陶磁器製のもの及

びガラス製のもの 
65 
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その他のもの 80 

（備考） 

１ かっこ内の数値は、手持ち型の電気グラインダー及び電気ドリルに適用する。 

２ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

３ 温度の測定は、熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）とする。 

 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ニ 耐過速度性能 

整流子電動機を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）切削部、研磨部その他の工作部をつけた状態において、定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して 3 分間運転したとき、各部

に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあ

っては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなけ

ればならない。 

（ロ）切削部、研磨部その他の工作部を取りはずすことができる構造のものにあっ

ては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を加えて連続して 1 分間運転したとき、各部に異状が生じ

ないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その

速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。 

ホ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（６５）電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

無負荷の状態において、充電式のものであって充電しない状態で内蔵された

電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作させ、その

他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試
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験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表

第四の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、

刃の部分にあっては50℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

 

試験品の種類 運転方法 

電気かみそり及び電気

つめみがき機 

連続定格のものにあっては 5分間運転し 1分間停止する操作を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返し、短時間定格の

ものにあっては 5分間運転し 1分間停止する操作を表示された

定格時間 5分又はその端数ごとに 1回の割合で算出した回数繰

り返すこと。 

電
気
バ
リ
カ
ン 

一般用のもの 

連続定格のものにあっては10分間運転し5分間停止する操作を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返し、短時間定格の

ものにあっては10分間運転し5分間停止する操作を表示された

定格時間10分又はその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰

り返すこと。 

家畜用のもの 

連続定格のものにあっては各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で、短時間定格のものにあってはその表示された定格時間に等

しい時間まで連続して運転すること。 

 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ハ 附属の操作用スイッチの性能 

附属の操作用スイッチは、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、

ヲ、ワ、カ、ツ及びムの規定に適合するほか、定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を試験品に加え、スイッチを開閉する操作を毎分 10 回の割合で

5,000回行ったとき、スイッチに故障が生じないこと。この場合において、電気か

みそり及び電気つめみがき機にあっては5分間開閉操作を行った後1分間、電気バ

リカンにあっては10分間開閉操作を行った後5分間開閉操作を停止するものとす

る。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６６）欠番 

（６６の２）理容用電動力応用機械器具（（６５）及び（７５）に掲げるものを除く。） 
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イ 構造 

（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接

外部に漏れない構造であること。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

ロ 絶縁性能 

（イ）器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであって、容器を器体から取り外す

ことができない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）

の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表

第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行っ

たとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等し

い時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）水等を入れる容器を有するものにあっては、容器にその容器の定格容量（定

格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい量の水等

を入れること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木

台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部

と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 
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（ハ）容器を有するものにあっては、容器に水を入れない状態とすること。 

ホ 機械的強度 

据置き形以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（６６の３）理髪いす 

イ 構造 

（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６７）電動式吸入器 

イ 絶縁性能 

附表第三１、２及び４（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて30分間（短時間定格のものにあって

は、その表示された定格時間に等しい時間）連続して運転したときの各部の温度は、

附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

（ハ）容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）

の水を入れること。 

ハ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連

続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇

防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）試験品又は木台

が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と

器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 
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（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器には、水を入れないこと。 

（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセット

すること。 

（６８）電気マッサージ器、指圧代用器その他の家庭用電動力応用治療器（（６７）に掲

げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ロ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範

囲において 5 秒間に 1 回の割合で 5,000 回(往復で 1 回とする。)折り曲げた

とき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁

耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。

ただし、危険が生じるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

電熱装置を有するものにあってはその最大の負荷を負荷した状態において、電熱

装置を有しないものにあっては無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ

一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい

時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

人が触れて使用する外郭には、温きゅう兼用型のものの温きゅう部及びその周辺

部は含まない。 

50Hz 及び 60Hz共用の一体成型のプーリーを有するものにあっては、最大負荷と

なる状態で試験を行う。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）及び（ロ）の試験条件において、ハに規定する試験後、温きゅう兼用

のもの以外のもの（電熱装置を有するものに限る。）であって、1の自動温度調節

器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するものにあっては、そ

の接点を短絡し、振動装置以外の部分に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止

装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、
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この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト

絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上で

あること。 

（イ）すえ置き形のものにあっては、底部以外の部分を厚さが約 5 ㎝の綿ふとんで

おおうこと。 

（ロ）その他のものにあっては、器体の全面を厚さが約 5 ㎝の綿ふとんでおおうこ

と。 

ホ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては附表第五２の試験を、まくら形のものにあっては附表

第五の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６９）電気歯ブラシ 

イ 構造 

防水構造であること。 

ロ 絶縁性能 

水を入れる容器を有するものにあっては附表第三１、２及び４（４）の試験を、

歯ブラシ部に充電部を有するものにあっては附表第三１、２及び５（３）の試験を、

その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。この場合において、５（３）の試験は、歯ブラシ部に限り行うこと。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

無負荷の状態において、充電式のものであって充電していない状態で内蔵さ

れた電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作させ、

その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を試験品に加えて連続して15分間（短時間定格のものにあっては、その表示

された定格時間に等しい時間）運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる

値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、

その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験

を行わなければならない。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ
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せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（６９の２）電気ブラシ 

イ 構造 

（イ）屋外用のもの及び水を使用するものにあっては、アース機構を設けてあるこ

と。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のも

のにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

水を使用するものにあっては附表第三１、２及び５（３）の試験を、水を使用し

ないものであって屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他

のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

無負荷の状態において、充電式のものであって充電しない状態で内蔵された

電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作させ、その

他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間

定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）

の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ニ 機械的強度 

据置き形以外のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 
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（６９の３）自動洗浄乾燥式便器 

イ 構造 

（イ）防水処理を施してあること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

ケーブル若しくはキャブタイヤコードであって、断面積が 0.75 ㎜ 2以上のも

のであること。 

（ニ）通常の使用状態において、洗浄操作を行ったとき外部に著しくしぶきが飛び

散らないこと。 

（ホ）水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。 

（ヘ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範

囲において5秒間に1回の割合で20,000 回（往復で1回とする。）折り曲げ

たとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶

縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。

ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１、２、３、５（２）及び６（１）の試験を行ったとき、これに適

合すること。この場合において、５（２）の試験は、便座及びその近傍の部

分に限り行うこと。 

（ロ）通常の使用状態において、清水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の傾斜方向から

試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら５０

０ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。この場合に

おいて、試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）通電試験 

次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７

の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表

の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であ

ること。 

 

測定箇所 温度（℃） 
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外かくの外

面 

金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製

のもの 
55(65) 

その他のもの 70(80) 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ かっこ内の数値は、便座の部分に適用する。 

３ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ａ 自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及

びホにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度に

セットすること。 

ｂ 温水、温風、薬液等の調整装置を有するものにあっては、これらの調整装

置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。 

ｃ 便器には給水を行わないこと。ただし、通常の使用状態において、自動的

に給水又は排水が行われるものにあっては、この限りでない。 

ｄ ａからｃまでに掲げるもの以外のものであって、器体の温度を変える装置

を有するものにあっては、その装置を器体の温度が最高の温度になるように

すること。 

（ロ）運転試験 

次のａ及びｂに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を試験品に加えて試験を行ったときの各部の温度は、附表第

四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ

同表の右欄に掲げる値以下、（イ）の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそ

れぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ａ 自動温度調節器又は温水、噴水、温風、薬液、水勢等の調整装置を有する

ものにあっては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような

状態にセットすること。 

ｂ 放流レバー以外の操作用レバー、スイッチ、ツマミ等を有するものにあっ

ては、それらの操作順序に従い、電熱装置操作用のものにあっては3分間、

その他のものにあっては1分間（自動的に停止する装置を有するものにあっ

ては、その停止装置が動作するまで）操作し、3分間休止する操作を20回

繰り返すこと。 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連

続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇

防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）の熱電温度計法
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により測定した各部の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であ

り、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点

を短絡すること。 

（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。 

（ニ）便器、タンク等に電熱装置を有するものにあっては、それらに給水を行わな

いこと。 

（ホ）使用者が操作するレバー、スイッチ、つまみ等は、通電状態になるように拘

束した状態とすること。 

ホ 機械的強度 

附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７０）謄写機および複写機 

イ 構造 

（イ）湿式のものにあっては、充電部に液がかからないものであること。 

（ロ）静電式の複写機にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適

合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断

面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

謄写機及び乾式の複写機にあっては附表第三１及び２の試験を、その他のものに

あっては附表第三１、２及び４（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

最大の負荷を負荷した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等

しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時

（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した

時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっ

ては、排気孔以外の部分に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であ

ること。 

（イ）複写機であって、自動送り装置を有しないものの「連続して運転し」とは、

露光用タイマーを有するものにあっては露光用タイマーを最大の時間にセッ
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トして運転を行い、露光用タイマーを有しないものにあっては30秒間露光運

転し休止する操作を繰り返して行うことをいう。この場合において、休止す

る時間は、通常の使用状態における紙の交換等の操作に要する時間とする。 

（ロ）自動送り装置を有するものの「連続して運転」とは、コピーの指示枚数を最

多にセットして運転し、休止する操作を各部の温度がほぼ一定（短時間定格

のものはその時間まで）となるまで繰り返し行うことをいう。 

この場合、休止する時間は（イ）と同じ。 

（ハ）「定格時間に等しい時間」とは、運転時間の合計をいい、休止時間を含まな

い。 

（ニ）静電式複写機にあっては、原稿押え板とガラス板との間に模造紙をガラス板

全面に敷いて行う。 

（ホ）複写機にあっては附表第四の温度限度表において、原稿押えカバーで覆われ

た露光部のガラス面は、７外郭の表中「人が容易に触れるおそれのあるもの」

とみなす。ただし、原稿押えカバーとランプスイッチの連動によりランプ点

灯時には露光部のガラス面に人が触れるおそれのないものにあっては、その

ステージは「人が容易に触れるおそれのないもの」とみなす。 

（ヘ）ガラス面の温度の測定は、片面を黒く塗った一辺の長さが 4 ㎝の正方形のア

ルミニウムはくをガラス面のランプ側に両面接着テープを用いて次の図のよ

うに貼り付けてランプの反対側のガラス面を測定する。 

 

 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木

台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以

下ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを

除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあってはこれらの接点を短絡し、自

動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのまま、送風装置には

通電しない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間におい
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て試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により

測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（７０の２）ラミネーター 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、接着面を除き、高温部は露出しないこと。 

（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ハ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及び

ニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、

自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一

定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時

間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

ホ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７０の３）事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タ

イプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ

機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベ



 177 

ルタグ機械、洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械 

イ 構造 

文書細断機（3相200V以上の電源に直接接続して使用される据置き形のものを除く。）

にあっては、次に適合すること。 

（イ）文書投入口の近傍の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法

で、かつ、理解しやすいような用語により、JIS S 0101(2000)「消費者用警

告図記号」の「6.2.1 一般注意」に定める図記号及び次に掲げる使用上の注

意事項を表示すること。 

ａ 子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがある旨 

ｂ 文書投入口に手を触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがあ

る旨 

ｃ 文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれが

ある旨 

ｄ 文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれ

がある旨 

ｅ 整流子電動機を内蔵した製品にあっては、可燃性ガスを噴射することによ

り引火又は爆発するおそれがある旨 

（ロ）傷害等の危害の発生を防止するために作動する安全インターロックは、通常

の使用状態において図１に掲げる試験指によりその作動が妨げられない構造

であること。 

（ハ）器体の容易に操作できる位置に、細断機構その他傷害等の危害が発生するお

それのある可動部の電源を開閉できるスイッチを設け、かつ、当該スイッチ

の開閉の操作又は開閉の状態を見やすい箇所に文字又は記号により表示する

こと。 

（ニ）器体の開口部は、次に適合すること。 

ａ 試験品を通常の使用状態に置き、容易に取り外すことができる部分を取り

外した状態で、器体のすべての開口部に対して、図１に掲げる試験指を差し

込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に

試験指が触れないこと。 

ｂ 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、文書投入口に対し

て、開口部のあらゆる方向に、図２に掲げるくさび形プローブを、ストレー

トカット方式のものにあっては45N、クロスカット方式のものにあっては

90Nの力を加えて押し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生する

おそれのある可動部に当該プローブが触れないこと。この場合において、当

該プローブの質量が試験に影響しないようにすること。 
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図１ 試験指 
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図２ くさび形プローブ 

 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定

格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部

の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（７０の４）自動印画定着器及び自動印画水洗機 

イ 構造 

自動印画水洗機にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部

に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 
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（７０の５）欠番 

（７０の６）電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

連続して加え、各部の温度上昇が、ほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四

に掲げる値以下であること。 

「通常の使用状態」には、次の状態を含む。 

(イ) 最も温度上昇の大きい4桁の数字を毎分24回の割合でセットした状態 

(ロ) 引出しを有するものにあっては、(イ)の状態において、毎分 5 回の割合で引

出しを引出し、ただちに閉じる操作を行った状態 

ハ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７１）自動販売機 

イ 構造 

（イ）屋内用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外

部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限

りでない。 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないも

の又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する

高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構

造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構を設けてある

ものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（ニ）冷凍装置を有するものにあっては、次に適合すること。 

ａ 油または冷媒が漏れるおそれのないこと。 

ｂ 圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。 

（ホ）発振管を有するものにあっては、とびらを開いたとき、発振管は発振を停止

し、かつ、庫内に物がないときは、発振管は発振できないこと。 

（ヘ）殺菌灯を使用するものにあっては、とびらを開いた状態において、紫外線が

直接外部に漏れないこと。 
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（ト）湯沸かし用の電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構

造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれの

ないもの及び温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。 

（チ）水その他の液体の配管は、通常の使用状態において、水その他の液体漏れが

なく、かつ、充電部には水その他の液体がかからないこと。 

（リ）炭酸ガスボンベ等の容器は、確実に固定できる構造であること。 

（ヌ）器体の内部配線であって、物品の販売毎に可動する部分に接続するものにあ

っては、可動範囲において 5 秒間に 1 回の割合で 5,000 回（往復で 1 回とす

る。）、その他の可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲におい

て 5 秒間に 1 回の割合で 1,000 回（往復で 1 回とする。）折り曲げたとき、

配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試

験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、

危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあっては、附表第三３の試

験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）通電試験 

次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ａ 冷凍装置に使用する圧縮用電動機を有するものにあっては、周囲温度は、

30℃±5℃とすること。 

ｂ 凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以

上 25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。 

ｃ 電熱装置用の自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除

く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高

温度にセットすること。 

ｄ 冷凍装置用の自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最

低温度にセットすること。 

（ロ）運転試験 

（イ）ａからｄまで及び次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入し

て物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となった時
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（収納された物品の全量がなくなったときは、その時）の各部の温度は、附表

第四に掲げる値以下であること。 

ａ 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品

を入れない状態で販売機構が動作するものにあっては、この限りでない。 

ｂ 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。 

ｃ 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15

秒を加えた時間とすること。 

ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ

又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボル

ト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上

であること。 

（イ）電熱装置を有するものであって、電熱装置用の自動温度調節器またはタイム

スイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。 

（ロ）電熱装置を有するものであって、冷凍装置を有するものにあっては、冷凍装

置に通電しないこと。 

（ハ）温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造若しくは容器中に水がな

いときは電流が通じない構造のもの以外のもの又は水が逆流するおそれのあ

るものにあっては、容器に水を入れないこと。 

（ニ）器体の全てのダイヤル、レバー、ハンドル、つまみ、スイッチ等は、各部の

温度上昇が最高となるようにセットすること。 

ホ 漏えい電波の電力密度 

発振管を有するものにあっては、発振状態において、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を加えて、器体の表面から5㎝離れたあらゆる箇所におい

て測定した漏えい電波の電力密度の値は、1mW/㎝ 2以下であること。 

ヘ 定格高周波出力の許容差 

発振管を有するものにあっては、ハに規定する試験の直後において、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出力は、定格高周

波出力の115%以下であること。 

測定は、次により行う。 

(イ) 1 リットルのビーカー2 個にそれぞれ 1,000 ㎝ 3の水を入れ、庫内のほぼ中央

に置き、次式により算出する。 
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この場合において、1リットルのビーカー2個が庫内に入らない場合にあっ

ては、庫内に入りうる最大容量のビーカーを用い、そのビーカーの容量に等し

い容量の水を入れるものとする。 

P=4.2×M×△T/t 

P：高周波出力（W） 

M：水の容量（㎝ 3） 

△T：温度上昇値（K） 

t：加熱時間（秒） 

(ロ) 試験前の水温は10℃±2℃とする。 

ト 消費電力の許容差 

冷凍装置を有するものにあっては、ハに規定する試験において、消費電力がほぼ

一定となった時に測定した消費電力は、定格消費電力の120%以下であること。 

チ 冷媒漏えい 

冷凍装置を有するものにあっては、漏えい検知器等により検査し、冷媒循環系統

から冷媒の漏えいが検知されないこと。 

リ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７１の２）両替機 

イ 構造 

（イ）屋内用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外

部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限

りでない。 

（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないも

の又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する

高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構

造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構を設けてある

ものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあっては附表第三１、２及び３

の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 
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ハ 平常温度上昇 

（イ）通電試験 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の

上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え

て連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附

表第四に掲げる値以下であること。 

（ロ）運転試験 

次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作

を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（収納された物品の全

量がなくなったときは、その時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下で

あること。 

ａ 試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物

品を入れない状態で販売機構が動作するものにあっては、この限りでない。 

ｂ 試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。 

ｃ 1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15

秒を加えた時間とすること。 

（７２）包装機械 

イ 構造 

（イ）液体を使用するものにあっては、通常の使用状態において、充電部に水がか

からない構造であること。 

（ロ）おしぼり包装用のものにあっては、通常の使用状態において、接着部に人が

容易に触れることができない構造であること。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

おしぼり包装用のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木

台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以
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下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセ

ットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、その他のものにあっ

ては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に

等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温

度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

おしぼり包装用のものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、試験

品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短

絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇防止

装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）試験品又は木台が燃

焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体

の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（７２の２）おしぼり巻き機 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）回転部等が取りはずしできる構造のものにあっては、容易に、かつ、確実に

取付け及び取りはずしができること。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げ

る値以下であること。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、ローラー部を拘束し

た状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度



 186 

上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置又は温度過昇防止装置が動作したとき

は、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれ

がなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間

の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

（７２の３）電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄ない機、選卵器、洗

卵器及び荷造り機械 

イ 構造 

（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（７３）電気噴霧機 

イ 構造 

（イ）圧縮装置のうちシリンダー部にあっては表示された最高圧力（圧力の表示が

ないものにあっては、最高圧力）の 2 倍の水圧を、空気室にあっては表示さ

れた最高圧力（圧力の表示がないものにあっては、最高圧力）の 3 倍の水圧

をそれぞれ30秒間加えたとき、異状が生じない構造であること。 

（ロ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋外用以外のものであ

って容器の取り外しができる構造のものにあっては附表第三１及び２の試験を、そ

の他のものにあっては附表第三１、２及び４（４）の試験を行ったとき、これに適

合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波
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数の定格電圧に等しい電圧を加えて試験を行ったときの各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。 

（イ）連続して使用するものにあっては、通常の使用状態において、各部の温度上

昇がほぼ一定となるまで（短時間定格のものにあっては、その表示された定

格時間に等しい時間が経過するまで）連続して運転すること。 

（ロ）反覆して使用するものにあっては、容器に定格容量（定格容量の表示がない

ものにあっては、容器の容量の約 80%）の水を入れて、10 秒間運転し、20 秒

間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（短時間定格のもの

にあっては、10秒間運転し、20秒間停止する操作を繰り返し、その運転時間

の合計が表示された定格時間に等しい時間に達するまで）繰り返すこと。 

（ハ）吐出口を調節できるものにあっては、各部の温度上昇が最高となるように吐

出口を調節すること。 

ニ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（７４）ほうじ茶機 

イ 構造 

電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコー

ド若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上のもので

あること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合

において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最

高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）容器には、物を入れないこと。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

ニ 異常温度上昇 
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次の（イ）から（ヘ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて各部の温度上昇がほぼ一定となるま

で（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したと

きは、その時まで）連続して運転したとき、試験品又は木台が燃焼するおそれがな

く、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること｡ 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）排気孔をふさぐこと。 

（ハ）送風装置には、通電しないこと。 

（ニ）容器には、物を入れないこと。 

（ホ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ヘ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最低速

度にセットすること。 

（７４の２）こんぶ加工機及びするめ加工機 

イ 構造 

（イ）挿入口からローラー部に人が直接触れることのできない構造であること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加

えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表

第四に掲げる値以下であること。 

（７５）毛髪乾燥機 

イ 構造 

（イ）送風装置が停止した状態において電熱装置に通電することができないこと。 

（ロ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範

囲において 5 秒間に 1 回の割合で 2,500 回（往復で 1 回とする。）折り曲げ

たとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶

縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。

ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ハ）手持ち型の毛髪乾燥機にあっては、電源電線は、別表第八１（２）サの図に

示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線の曲げが最も発生しそうな方向
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に対応するように機器を取り付けて 500g の荷重をかける。次に 180°の角度

で動かして、元の位置へ戻す操作を 1 回として、その操作を毎分 6 回の速さ

で 4,000 回行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が 10%

以下であること。ただし、電源電線をひねることなく連続的に回転できるよ

うに電源電線を接続するための手段又は電線巻き取り機構等により電源電線

を本体に巻き付けたとき電源電線に無理な力が加わらない機能を有する場合

は適用しない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等し

い時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表４、

５、７及び８の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、

次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下で

あること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調

整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければ

ならない。 

（イ）試験品（手持ち型のものを除く。）は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台

の上に置くこと。 

（ロ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風

量にセットすること。 

（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

持ち運び用のとっ手 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
60 

その他のもの 75 

とっ手（持ち運び用のものを

除く。） 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
45 

その他のもの 60 

温風の出口 140 

使用中に人が容易に触れる

おそれのある外かく 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
55 

その他のもの 70 
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試験品を置く木台の表面 90 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）手持ち形の毛髪乾燥機にあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件にお

いて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて

連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は

温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）

の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃（基準周囲温度は、

30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した

充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、

温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した

場合において、試験品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面

の温度は150℃以下であることを要しない。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 送風装置には、通電しないこと。 

ｃ 自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

（ロ）手持ち形以外のものにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件において、

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過

昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）の熱電

温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、

５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵

抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置

として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験品又は木台が燃

焼するおそれのないものにあっては、各部の温度は、次の表に掲げる値以下

であることを要しない。 

ａ 試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

木台及び木台に接する脚部 150 

外かく 150 

（備考） 

この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 
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ホ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。 

（７６）電気乾燥機（（７５）に掲げるものを除く。） 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、送風用の羽根および乾燥物を損傷するおそれのあ

る高温部分には、乾燥物が直接触れるおそれのない構造であること。 

（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ホ）浴室に設置する電気乾燥機であって、直接電源に接続される口出し線（より

線のものに限る。）を有するものにあっては、当該口出し線は、次のいずれ

かに適合すること。 

ａ 機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造である

こと。 

ｂ 先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造であ

ること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。ただし、浴室に設

置するものにあっては、上記に加え、附表第三の６（１）の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等し

い時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表６

及び７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の

表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下である

こと。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装
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置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければなら

ない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）回転式衣類乾燥機にあっては、乾燥容量に等しい質量の約91㎝平方のさらし

かなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあっては、器体内

には、物を入れないこと。 

（ハ）電熱装置を有するものにあっては、その最大の負荷を負荷すること。 

（ニ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにお

いて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットす

ること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

点滅器等のつまみ及び

押しボタン 

金属製のもの、陶磁器製のもの及び

ガラス製のもの 
65 

その他のもの 80 

使用中に人が触れるおそれのある外かく（すえ置き型のものに

限り、乾燥面及び排気孔を除く。） 
85 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする｡ 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連

続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の熱電温度計法により測定し

た各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計に

より測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。た

だし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した

場合において、試験品、木台及びさらしかなきんが燃焼するおそれのないときは、

各部の温度は、次の表に掲げる値以下であることを要しない。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）回転式衣類乾燥機にあっては、乾燥容量に等しい質量の約91㎝平方のさらし

かなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあっては、器体内

には、物を入れないこと。 

（ハ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。 

（ニ）送風装置には、通電しないこと。 

（ホ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 
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測定箇所 温度（℃） 

木台及び木台に接する脚部 150 

使用中に人が触れるおそれのある外かく 150 

（備考） 

この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

 

ホ 機械的強度 

手持ち形のもの及び卓上形のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

（７７）観賞魚用電気気ほう発生器 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）ふたおよび外かくは、容易に取りはずしのできない構造であること。ただし、

取りはずしたときに充電部が露出しないものにあっては、この限りでない。 

（ハ）巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶

縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい

周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇

がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に

等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。

この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノ

ッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

（７８）電気気ほう発生器（観賞魚用電気気ほう発生器を除く。） 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）浴そう用であって卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源電線は、別表第

一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャ

ブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 
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（イ）浴そう用のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 屋外用のものにあっては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

ｂ ａに掲げるもの以外のものであって、浴室外に設置するものにあっては附

表第三１、２及び６（１）の試験を、浴室内に設置するものにあっては附表

第三１、２、３及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、屋外用のものにあっては附表第三

１、２及び３の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を

行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するも

のを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を

最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周

波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各

部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示され

た定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる

測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値

以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以下である

こと。 

 

測定箇所 温度（℃） 

使用中に人が容易に触れるお

それのある外かく 

金属製のもの、陶磁器製のものおよ

びガラス製のもの 
55 

その他のもの 70 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法

により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が

燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのない

ときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合におい
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て、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗

は、0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。 

（ハ）送風装置には、通電しないこと。 

（ニ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ホ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（７８の２）浴槽用電気温水循環浄化器 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。 

（ハ）浴室内で使用するものであって、水中用以外の機器にあっては、転倒を防止

するための固定手段を設けてあること。 

（ニ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接

外部に漏れないこと。 

（ホ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は絶縁変圧器であること。 

（ヘ）アース機構を設けてあること。ただし、浴室外の電源部に絶縁変圧器を有す

るものであって、二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ト）器体には別表第四の規定に適合する高速型の漏電遮断器（定格感度電流が15mA

以下のものに限る。）を有すること。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置し

てはならない。 

（チ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）屋外用のものにあっては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これ

に適合すること。 

（ロ）水中用のものにあっては、附表第三１、２及び５（３）の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものであって、浴室外に設置するもの

にあっては、附表第三１、２及び６（１）の試験を、浴室内に設置するもの

にあっては、附表第三１、２、３及び６（１）の試験を行ったとき、これに

適合すること。 
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ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するも

のを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。）を有するものにあってはその設定できる

動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのま

ま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して

運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に

掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲

げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以下

であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

使用中に人が容易に触れるお

それのある外かく 

金属製のもの、陶磁器製のものお

よびガラス製のもの 
55 

その他のもの 70 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

電熱装置を有するものにあっては、次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件

において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ

ッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法

により測定した器体の外郭の温度は、160℃以下であり、かつ、試験品又は木台が

燃焼するおそれのないこと。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使

用する自動スイッチが動作した場合において、器体の外郭が燃焼するおそれのない

ときは、器体の外郭の温度は、160℃以下であることを要しない。この場合におい

て、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗

は0.1MΩ以上であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。 

（ハ）送風装置には、通電しないこと。 

（ニ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。 

ホ 機械的強度 

水中用のものであって、固定して使用しないものにあっては、コンクリート床上

に70㎝の高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれがなく、

かつ、附表第三５（３）の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（７９）電気捕虫機 

イ 構造 

（イ）容器を取りはずしたとき、充電部が露出しない構造であること。 

（ロ）屋外用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外

部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限

りでない。 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（８０）電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕土機 

イ 構造 

（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。 

（ロ）防水構造のものであること。 

（ハ）過負荷保護装置を有するものにあっては、自動復帰式のものでないこと。 

（ニ）器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの、電源プラグ

のアースの刃で接地できる構造のもの又は電源電線の 1 心を電源プラグから

10㎝以上引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるものであること。 

（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、充電式のもの

であって充電していない状態で内蔵された電池によって運転することができ

るものにあってはその電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に
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等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部

の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示さ

れた定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる

値以下であること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ニ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８０の２）ベルトコンベア 

イ 構造 

（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８１）電気ろくろ 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格

のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の

温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（８１の２）電動ミシン 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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ロ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加え、次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四

に掲げる値以下であること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっ

ては、速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を

行わなければならない。 

 

定格時間の種類 運転方法 

連続定格 
1 分間運転し 1 分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで連続して繰り返すこと。 

短時間定格 
1 分間運転し 1 分間停止する操作を運転時間の合計が定格時間

と等しくなるまで繰り返すこと。 

（８２）電気はさみ 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

無負荷の状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えて次の表に掲げる運転方法により運転した時の各部の温度は、附表第四

に掲げる値以下であること。 

 

定格時間の種類 運転方法 

連続定格 
5 分間運転し 1 分間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定

となるまで連続して繰り返すこと。 

短時間定格 
5 分間運転し 1 分間停止する操作を表示された定格時間 5 分ま

たはその端数ごとに1回の割合で算出した回数繰り返すこと。 

 

ハ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８３）電気鉛筆削機 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

通常の使用状態において、充電式のものであって充電していない状態で内蔵

された電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作さ

せ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を試験品に加えてJIS S 6049「電気鉛筆削り機」に規定する切削、休止の
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動作サイクルで運転した時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であるこ

と。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 

ハ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、切削部を拘束し

た状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続し

て加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇防

止装置として使用する自動スィッチが動作したときは、その時）の熱電温度計

法により測定した木台の表面の温度は、150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）

以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は

温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作した場合において、試験

品又は木台が燃焼するおそれのないときは、木台の表面温度は、150℃以下で

あることを要しない。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８４）電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具 

イ 構造 

屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電線を器体に収納する

ものを除く。）及び据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二

の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、そ

の断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

（イ）屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあ

っては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）屋外用以外の座席を有する電気乗物にあっては、座席の上に200㎝ 3の水を注

いだ後、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間

の絶縁抵抗は、0.3MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、1MΩ）以上であり、
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かつ、この試験の後に器体を乾燥し、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあ

っては、3MΩ）以上であること。 

ハ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

次のａからｃまでに掲げる試験条件において、充電式のものであって充電し

ていない状態で内蔵された電池によって運転することができるものにあって

はその電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に

等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所

（おもちやにあっては、同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表

の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同

表の右欄に掲げる値以下であること。 

ａ 電気自動車にあっては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷するこ

と。 

ｂ 電気自動車以外の電気乗物にあっては、最大積載量に等しい重量のものを

乗せること。 

ｃ ａ及びｂ以外のものにあっては、通常の使用状態とすること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の

口金 

セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 

おもちやの外

かく 

金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス

製のもの 
55 

その他のもの 70 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。「電池を充電する状態」とは、電池を機器が動作しなくなるまで放電さ

せた状態をいう。ただし、鉛蓄電池にあっては、電池を完全に充電し、公称容

量の1/2を放電した状態をいう。 
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ニ 異常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、充電式のものであって充

電していない状態で内蔵された電池によって運転することができるものにあって

はその電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定と

なった時（温度過昇防止装置が動作したときは、その時）の器体の表面の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵

抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であるこ

と。 

（イ）電気自動車にあっては、駆動車輪を拘束すること。 

（ロ）電気自動車以外の電気乗物のうち、最大積載量の表示がないものにあっては

60kg、最大積載量の表示があるものにあってはその最大積載量の 2 倍の値

（60kgを超える場合は60kg）の重量のものを乗せること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）以外のものにあっては、運転を開始した後に各部の温度上

昇が最も高くなるような状態に放置すること。 

ホ 機械的強度 

据置き形以外のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、これに適合する

こと。 

（８５）ベル、ブザーおよびチャイム 

イ 構造 

（イ）巻線及び鉄心と器体取付面との間に6㎜以上の間げきを有すること。ただし、

巻線及び鉄心部と取り付け面との間に絶縁物が介在するものにあっては、こ

の限りでない。 

（ロ）巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶

縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。 

（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し
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て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、

その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。 

ニ 容量の許容差 

ハに規定する試験において、入力がほぼ一定となった時に測定した入力は、定格

容量の120%以下であること。 

（８５の２）サイレン 

イ 構造 

屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキ

ャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜

2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間

に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（８５の３）電動かくはん機 

イ 構造 

（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。ただし、可動部分

が露出せず、かつ、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りで

ない。 

（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ハ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（ニ）卓上形のもの以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ホ）器体の外部に金属が露出していない構造のもの及び二重絶縁構造のものであ

ること。ただし、据置き形のものであって、アース機構を設けてあるものに

あっては、この限りでない。 

（ヘ）かくはん部を取り換えることができる構造のものにあっては、器体に、容易

に、かつ、確実に取り付けができるものであること。 
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ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋外用のもの以外のも

のであって容器の取り外しができる構造のものにあっては附表第三１、２及び６

（１）の試験を、手持ち形のものにあっては附表第三１、２及び５（３）の試験を、

その他のものにあっては附表第三１、２、４（３）及び６（１）の試験を行ったと

き、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

表示された全負荷電流に等しい電流を負荷した状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上

昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間

に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。

この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノ

ッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければならない。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、かくはん部を拘束し

た状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度

上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置又は温度過昇防止装置として使用する

自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験

品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 耐過速度性能 

整流子電動機を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）かくはん部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に

等しい電圧を加えて連続して 3 分間運転したとき、各部に異状が生じないこ

と。 

（ロ）かくはん部を取りはずすことができる構造のものにあっては、これを取りは

ずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。 

ヘ 機械的強度 

手持ち形のもの及び卓上形のものにあっては附表第五２の試験を行ったとき、こ

れに適合すること。 

（８５の４）電気置時計、電気掛時計及び電気オルゴール 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（８５の５）電気楽器及び電子楽器 

イ 構造 

（イ）電気オルガン等ふたを有するものにあっては、ふたを閉じたとき、通電しな

い構造であること。ただし、通電状態が確認できる構造のものにあっては、

この限りでない。 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するも

のであること。ただし、電源回路に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に

流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）

ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（８５の６）電子時計 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附

表第四に掲げる値以下であること。 

ハ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８５の７）インターホン 

イ 絶縁性能 

屋外で使用するものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものに

あっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 
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通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附

表第四に掲げる値以下であること。 

ハ 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８６）電気スタンド 

イ 構造 

（イ）放電灯用安定器（安定器として使用する変圧器を含む。）であって、２次電

圧が300V を超えるものにあっては、絶縁変圧器であること。ただし、放電管

を取り外したとき及び出力端子のいずれか 1 を大地との間に接続したとき、

２次電圧が交流にあっては 30V 以下、直流にあっては 45V 以下になるものに

あっては、この限りでない。 

（ロ）けい光灯スタンドにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上 0.5μF

以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、

0.006μF以上 0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。 

（ハ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被

覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止めを施す

こと。 

（ニ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これ

らのもの（電球、けい光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプを除く。）

を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。 

（ホ）パルス電圧を発生するものにあっては、点灯状態及び不点灯状態（放電管を2

以上有するものにあっては、その任意の放電管を不点灯の状態にする場合を

含む。）において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の 200%以

下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。 

（へ）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光

出力は、ちらつきを感じないものであること。 

この場合、次に掲げるものは、「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみ

なす。 

ａ 出力に欠落部（光出力のピーク値の5%以下の部分）がなく、繰り返し周

波数が100Hz以上であるもの。 

ｂ 光出力の繰り返し周波数が500Hz 以上であるもの。 

（ト）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・

発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 
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なお、次に掲げるａ及びｂを満たすものにあっては、「供用期間中、発煙、

発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われているとみなす。 

ａ 次の試験を行ったとき、炎、煙、又は可燃性ガスが発生してはならない。 

入力電圧を調整し、入力電力を定格値の150%まで増加させ、温度が安定状

態になった後、15分間継続させる。入力電力を定格値の150%まで増加させ

ることができない場合は、入力電圧又は入力電流を定格値の150%まで増加

させる。ただし、保護装置又は保護回路により入力電力が制限される場合は、

制限された電力値まで増加させる（サージアブソーバー等を有するものは、

試験中サージアブソーバーを回路から取り外して試験を行うことができ

る。）。電解コンデンサーの安全弁動作による電解液の霧状噴出は、発煙と

はみなさない。照明器具の部品から発生するガスが可燃性かどうかは、高周

波火花発生器によって試験する。 

ｂ 電源回路の充電部を感電から保護する照明器具外郭又は照明器具内部に

設けた電源回路部分の囲いは、金属又はJIS C 60695-2-11(2004)若しくは

JIS C 60695-2-12(2004)に規定する試験を試験温度650℃で行つたとき、こ

れに適合する材料、又はJIS C 60695-2-13(2004)に従ったグローワイヤ着

火温度が675℃レベル以上の材料で構成されていること。ただし、照明器具

外郭において、透光性を有する部分で照明器具の光学特性上やむを得ない部

分についてはこの限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大

となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の

温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所

にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所に

あっては同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の口金 
セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 
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ニ 熱変形 

ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状

が生じないこと。 

ホ 異常温度上昇 

（イ）の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置が動作したとき又は巻

線が焼損して通電しなくなったときは、その時まで）連続して加えたとき、（ロ）

の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ 卓上形のものにあっては、試験品を横転させた状態で、厚さが10㎜以上

の表面が平らな木台の上に置くこと。 

ｂ 蛍光灯スタンドであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10㎜以上

の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯さ

せるためのスターターを短絡すること。 

ｃ 白熱電灯スタンドであって２次電圧が30V以下の変圧器を有するものに

あっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用

状態に置き、２次側の回路を短絡すること。 

ｄ エル・イー・ディー・電気スタンドであって、出力回路の露出充電部を有

する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使

用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。 

（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物がでないこと。 

ｂ 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｃ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、蛍光灯スタンドにあっては1MΩ以上、その他のものにあっては

0.1MΩ以上であること。 

ヘ 自在性能 

自在型のものにあっては、可動範囲においてそれぞれ 5 秒間に 1 回の割合で

1,000回（可撓管の部分にあっては100回とし、往復で1回とする。）折り曲げた

とき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じ

ないこと。 

ト 機械的強度 

卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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（８６の２）家庭用つり下げ型けい光灯器具 

イ 構造 

（イ）静電容量が 0.006μF 以上 0.5μF 以下（予熱始動式のものであって、グロー

ランプに並列に接続する場合は、0.006μF 以上 0.01μF 以下）の雑音防止用

コンデンサーを有していること。 

（ロ）ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより

電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止め

を施すこと。 

（ハ）プルスイッチを有するものにあっては、引きひもを操作することによりプル

スイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない

構造であること。 

（ニ）定格１次電圧又は定格２次電圧が150Vを超えるものにあっては、アース機構

を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二

重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ホ）器具の質量が 3kg を超えるものにあっては、電源電線でつり下げる構造のも

のでないこと。ただし、補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使

用するものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）器具の質量が 5kg を超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷

重が加わらないこと。 

（ト）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これ

らのもの（電球、グローランプ又はけい光ランプを除く。）を取り除いたと

き、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。 

（チ）パルス電圧を発生するものにあっては、点灯状態及び不点灯状態（けい光ラ

ンプを 2 以上有するものにあっては、その任意のけい光ランプを不点灯の状

態にする場合を含む。）において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入

力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。 

（リ）引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。 

ａ 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を

1分間加えたとき、これに耐えること。 

ｂ ａの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引

きひもは切断せず、かつ、150N の引張荷重を加えたとき、引きひもは切断

すること。 

ｃ ａ及びｂの試験の後、器体に異状が生じないこと。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附

表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち光源に近接する部分を除

く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

ニ 熱変形 

ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状

が生じないこと。 

ホ 異常温度上昇 

（イ）に掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等し

い電圧を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置が動作したとき

又は巻線が焼損して通電しなくなったときは、その時まで）連続して加えたとき、

（ロ）に掲げる基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ 試験品は、通常の使用状態に取り付けること。 

ｂ けい光ランプのスターター（2以上ある場合は、そのいずれか1）を短絡

すること。 

ｃ けい光ランプ（2以上ある場合は、そのいずれか1）を不点灯又は取りは

ずした状態にすること。 

ｄ 力率改善用コンデンサー（電源と並列に接続するものを除く。）を有する

もの（通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%

以上 110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定

格電圧以下であるものを除く。）にあっては、そのコンデンサー（2以上あ

る場合にあっては、そのいずれか1）を短絡すること。 

（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

ｂ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、1MΩ以上であること。 

ｃ 自然に冷却した後、けい光ランプを点灯できること。ただし、温度過昇防

止装置が動作したものにあっては、この限りでない。 

ヘ 機械的強度 

試験品を通常の使用状態に取り付け、次の（イ）及び（ロ）に掲げる試験を行っ

たとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、電源電線で器具をつり下

げる構造のものにあっては、電源電線の接続端子に張力が加わらないこと。 

（イ）器具の質量の 4 倍の値（器具の質量の 4 倍の値が 8kg 未満のものにあっては
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8kg の値）に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に 1時間加えること。 

（ロ）引きひもを有するものであって器具の質量が 5kg 未満のものにあっては、器

具の質量の値に15kg を加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間

に1分間加えること。 

（８６の３）充電式携帯電灯 

イ 構造 

（イ）一般照明用として光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、光出

力は、ちらつきを感じないものであること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（へ）ａ又はｂを満たすものにあっては、

「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみなす。 

（ロ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発

火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

充電した状態において、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧

を試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、

附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８６の４）ハンドランプ 

イ 構造 

（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（ロ）けい光灯を使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上

0.5μF 以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場

合は、0.006μF 以上 0.01μF 以下）の雑音防止用コンデンサーを有している

こと。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するゴムキャブタ

イヤケーブル（１種キャブタイヤケーブルを除く。）若しくはビニルキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラ
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グのアースの刃で接地できる構造のものであること。 

（ホ）光源を保護するためのグローブ、照明カバー等を有すること。グローブ、照

明カバー等であって、網目等隙間のあるものの場合にあっては、隙間（電球

交換用の開口部を除く。）の大きさは、直径50㎜の鋼球が電球に触れないも

のであること。 

光源部は、投影図法においてグローブ、照明カバー等から突出た位置にない

こと。 

（ヘ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被

覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止めを施す

こと。 

（ト）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光

出力は、ちらつきを感じないものであること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（へ）ａ又はｂを満たすものにあっては、

「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみなす。 

（チ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・

発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大

となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入

力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して

加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲

げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち反射笠、グローブ、照明カバー等及び光源

に近接する部分を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左

欄に掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の口金 
セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 



 213 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置が動作したとき又は巻

線が焼損して通電しなくなったときは、その時まで）連続して加えたとき、（ロ）

の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ 蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10

㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を

点灯させるためのスターターを短絡すること。 

ｂ 白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有する

ものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常

の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。 

ｃ 光源にエル･イー･ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電部

を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常

の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。 

（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

ｂ 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｃ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 熱変形 

ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状

が生じないこと。 

ヘ 耐熱衝撃性 

屋外用のものにあっては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より 10K

低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。 

ト 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

チ 二重絶縁構造 



 214 

二重絶縁構造のものにあっては、次に適合すること。 

（イ）通常の使用状態において、開口部から水が浸入するおそれのないこと。ただ

し、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造の

ものにあっては、この限りでない。 

（ロ）光源取付け部にあっては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分に

つなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。 

（ハ）端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。 

（ニ）電線接続部にハンドルが近接している場合は、ハンドルが絶縁物製であり、

その厚さが、合成樹脂の場合は2㎜以上、ゴムの場合は4㎜以上であること。 

（８６の５）白熱電球 

イ 構造 

（イ）ガラス封じ部の導入線は、複合封入線を使用してあること。 

（ロ）導入線とフィラメント及び口金との接続は、確実であること。 

（ハ）導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。 

（ニ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらの

ゲージ並びに互換性・安全性 第１部 口金」に適合すること。 

ロ 口金の接着強さ 

口金とガラス球との間に次の表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、

異状が生じないこと。 

 

口金の大きさ ねじりモーメント(Nm) 

E26 3 

 

（８６の６）蛍光ランプ 

イ 構造 

（イ）ガラス封じ部の導入線には、複合封入線を使用してあること。 

（ロ）導入線と電極及び口金との接続は、確実であること。 

（ハ）導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。 

（ニ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらの

ゲージ並びに互換性・安全性 第１部 口金」に適合すること。 

ロ 口金の接着強さ 

（イ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ピン根元とランプ着脱

時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えた

とき、異状が生じないこと。 
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口金の種類及び大きさ ねじりモーメント(Nm) 

ピンが 2本のもの 

G5 0.6 

G13 2 

GX53 3 

ピンが 1本のもの 2 

 

（ロ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金胴部とランプ着脱時に

保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、

異状が生じないこと。 

 

口金の種類及び大きさ ねじりモーメント（Nm） 

ピンが4本のもの 
GY10q･GX10q 2 

GRX10q 2 

ピンが 2本のもの G23･GX23･G24d 2 

 

（ハ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ねじ部とランプ着脱時

に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたと

き、異状が生じないこと。 

 

口金の大きさ ねじりモーメント（Nm） 

E26 3 

 

（８６の６の２）エル・イー・ディー・ランプ 

イ 構造 

（イ）口金等の導電部は、銅又は銅合金であること。 

（ロ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらの

ゲージ並びに互換性・安全性 第１部 口金」に適合すること。 

（ハ）コンデンサーを有するものにあっては、電源を遮断したときに、口金の異極

充電部間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、口金の異極

充電部から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあってはこの

限りではない。 

（ニ）一般照明用に使用するエル・イー・ディー・ランプにあっては、光出力は、

ちらつきを感じないものであること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（へ）ａ又はｂを満たすものにあっては、

「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみなす。 

（ホ）供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 
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なお、次に掲げるａ及びｂを満たすものにあっては、「供用期間中、発煙、

発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われているとみなす。 

ａ 次の試験を行ったとき、炎、煙、又は可燃性ガスが発生してはならない。 

入力電圧を調整し、入力電力を定格値の150%まで増加させ、温度が安定状

態になった後、15分間継続させる。入力電力を定格値の150%まで増加させ

ることができない場合は、入力電圧又は入力電流を定格値の150%まで増加

させる。ただし、保護装置又は保護回路により入力電力が制限される場合は、

制限された電力値まで増加させる（サージアブソーバー等を有するものは、

試験中サージアブソーバーを回路から取り外して試験を行うことができ

る。）。なお、電解コンデンサーの安全弁動作による電解液の霧状噴出は、

発煙とはみなさない。ランプの部品から発生するガスが可燃性かどうかは、

高周波火花発生器によって試験する。 

ｂ 電源回路の充電部を感電から保護するランプ外郭又はランプ内部に設け

た電源回路部分の囲いは、金属又はJIS C 60695-2-11(2004)若しくはJIS C 

60695-2-12(2004)に規定する試験を試験温度650℃で行ったとき、これに適

合する材料、又はJIS C 60695-2-13(2004)に従ったグローワイヤ着火温度

が675℃レベル以上の材料で構成されていること。ただし、ランプ外郭にお

いて、透光性を有する部分でランプの光学特性上やむを得ない部分について

はこの限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 口金の接着強さ 

（イ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ピン根元とランプ着脱

時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えた

とき、異状が生じないこと。 

 

口金の種類及び大きさ ねじりモーメント(Nm) 

ピンが 2本のもの 
GX53 3 

B22d 3 

 

（ロ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ねじ部とランプ着脱時

に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたと

き、異状が生じないこと。 

 

口金の大きさ ねじりモーメント(Nm) 

E11 0.8 
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E12 0.8 

E14 1.15 

E17 1.5 

E26 3 

（８６の７）白熱電灯器具及び放電灯器具（（８６）、（８６の２）及び（８６の４）に

掲げるものを除く。） 

イ 材料 

口金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあって

は、ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を

有するものであること。 

ロ 構造 

（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等

が侵入し難い構造であること。 

（ハ）蛍光ランプを使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以

上 0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する

場合は、0.006μF 以上 0.01μF 以下）の雑音防止用コンデンサーを有してい

ること。 

（ニ）ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより

電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又は緩み止めを

施すこと。 

（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これ

らのもの（電球又は蛍光ランプを除く。）を取り除いたとき、充電部に人が

容易に触れるおそれのない構造であること。 

（ヘ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ハ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあっては入

力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあっ

てはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続

して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄
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に掲げる測定箇所（同表７に掲げる測定箇所にあっては、光源に近接する部分並び

に人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明

カバーを除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げ

る測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の口金 
セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ホ 耐熱衝撃性 

屋外用のものにあっては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より 10K

低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。 

（８６の７の２）エル・イー・ディー・電灯器具 ((８６)及び（８６の４）に掲げるもの

を除く。) 

イ 構造 

（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等

が侵入し難い構造であること。 

（ハ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被

覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又は緩み止めを施すこ

と。 

（ニ）プルスイッチを有するものにあっては、引きひもを操作することによりプル

スイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない

構造であること。 

（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これ

らのもの（エル・イー・ディー・ランプを除く。）を取り除いたとき、充電

部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。 

（ヘ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規

定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、

その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ト）器具の質量が 3kg を超えるものにあっては、電源電線でつり下げる構造のも
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のでないこと｡ただし、器具の補強索等により機械的強度を強化した電源電線

を使用するものにあっては、この限りでない｡ 

（チ）器具の重さが 5kg を超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷

重が加わらないこと。 

（リ）つり下げ型のものにおいては、引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合

すること。 

ａ 器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を

1分間加えたとき、これに耐えること。 

ｂ ａの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引

きひもは切断せず、かつ、150N の引張荷重を加えたとき、引きひもは切断

すること。 

ｃ ａ及びｂの試験の後、器体に異状が生じないこと。 

（ヌ）一般照明用として光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、光出

力は、ちらつきを感じないものであること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（へ）ａ又はｂを満たすものにあっては、

「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみなす。 

（ル）供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものにあっては入

力が最大となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあっ

てはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続

して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所（同表7に掲げる測定箇所にあっては、光源に近接する部分並び

に人が容易に触れるおそれのない場所で使用するものの反射笠、グローブ及び照明

カバーを除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げ

る測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

ソケット部の口金 セメント口金のもの 170 
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メカニカル口金のもの 230 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 熱変形 

ハに規定する試験条件を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状

が生じないこと。 

ホ 耐熱衝撃性 

屋外用のものにあっては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より 10K

低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。 

ヘ 機械的強度 

つり下げ型のものにおいては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次の（イ）

及び（ロ）に掲げる試験を行ったとき、各部にひび、割れその他の異状が生ぜず、

かつ、電源電線で器具をつり下げる構造のものにあっては、電源電線の接続端子に

張力が加わらないこと。 

（イ）器具の質量の 4 倍の値（器具の質量の 4 倍の値が 8kg 未満のものにあっては

8kgの値）に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に 1時間加えること。 

（ロ）引きひもを有するものであって器具の質量が 5kg 未満のものにあっては、器

具の質量の値に15kg を加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間

に1分間加えること。 

（８６の８）広告灯 

イ 構造 

（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（ロ）屋外用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外

部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限

りでない。 

（ハ）屋外用のものであって、人が踏むおそれのある場所で使用するものにあって

は、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタ

イヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2

以上のものであること。 

（ニ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・

発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 
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この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大

となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、各部の温度上昇

がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあって

はそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては

それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の口金 
セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置が動作したとき又は巻

線が焼損して通電しなくなったときは、その時まで）連続して加えたとき、（ロ）

の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ 蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10

㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を

点灯させるためのスターターを短絡すること。 

ｂ 白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有する

ものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常

の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。 

ｃ 光源にエル・イー・ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電

部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通

常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。 
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（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

ｂ 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｃ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 耐熱衝撃性 

屋外用のものにあっては、ハに規定する試験状態を継続し、周囲温度より 10K

低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。 

（８７）庭園灯器具 

イ 構造 

（イ）水がかかるおそれのある点滅器、開閉器および接続器は、防水構造であるこ

と。 

（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等

が侵入し難い構造であること。 

（ハ）けい光灯を使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上

0.5μF 以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場

合は、0.006μF 以上 0.01μF 以下）の雑音防止用コンデンサーを有している

こと。 

（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するゴムキャブタ

イヤケーブル（１種キャブタイヤケーブルを除く。）若しくはビニルキャブ

タイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜ 2以上のものであること。 

（へ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発

火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大
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となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、入

力端子に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に

掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

ソケット部の口金 
セメント口金のもの 170 

メカニカル口金のもの 230 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

３ ポンプ付の庭園灯にあっては、「基準周囲温度」を40℃とする。 

 

ニ 異常温度上昇 

（イ）の試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧

を、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（過負荷保護装置が動作したとき又は巻

線が焼損して通電しなくなったときは、その時まで）連続して加えたとき、（ロ）

の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ 蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10

㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を

点灯させるためのスターターを短絡すること。 

ｂ 白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有する

ものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常

の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。 

ｃ 光源にエル・イー・ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電

部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通

常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。 

（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

ｂ 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、

160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｃ ５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶

縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 熱変形 

ハに規定する試験状態を 8 時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が
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生じないこと。 

ヘ 耐熱衝撃性 

グローブ、カバー等を有するものにあっては、ハに規定する試験状態を継続し、

周囲温度より10K低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約3㎜の

水量で約 45°の傾斜方向からグローブ、カバー等に降雨状態において一様に注水

したときに、各部に異状が生じないこと。 

ト 二重絶縁構造 

二重絶縁構造のものにあっては、次に適合すること。 

（イ）通常の使用状態において、開口部から水が浸水するおそれのないこと。ただ

し、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造の

ものにあっては、この限りでない。 

（ロ）光源取付け部にあっては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分に

つなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。 

（ハ）端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。 

（８８）装飾用電灯器具 

イ 構造 

（イ）電源電線及び光源相互間を接続する電線（器体の内部の配線に使用する電線

を除く。以下イ及びロにおいて同じ。）は、次に適合すること。 

ａ 屋内用のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

る電線であって、その断面積は次の表に掲げる値以上であること。この場合

において、変圧器を有するものの１次側の電源電線にあっては、その断面積

は0.75 ㎜ 2以上とし、差込みプラグ（定格遮断電流が500A 以上であって定

格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。）に附属する電線であっ

て、その長さが2m以下のものにあっては、その断面積は0.5㎜ 2以上とす

ることができる。 

 

装飾用電灯器具の種類 断面積（㎜ 2） 

口金のない電球を有するもの、E5のソケットの

もの又はさし込み口金のものであってガラス球

の外径が7㎜以下、長さが50㎜以下のもの 

0.5 

E10、E12、E14及び E17のソケットのもの 0.75 

 

ｂ 屋外用のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ロ）ソケットのボディと口金とは、確実に取り付けてあること。 
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（ハ）電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器 1 個以

外の接続器を有しないこと。 

ａ 別表第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続器がかん合しないものである

こと。 

ｂ 受口の数は、1であること。 

ｃ キャップ等のふたを有すること。 

ｄ 送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により接続できる電球数、電

球の種類、図示した電球の形状及び送り用接続器を使用しない場合はふたを

しておく旨の表示を付してあること。 

ｅ 光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、送り用接続器の近傍

にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続できる光源

数及び光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく

旨の表示を付してあること。 

（ニ）電源電線及び光源相互間を接続する電線を器体の外方に向かって器体の自重

の値の3倍の値（器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあっては

100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあっては30N、クリスマ

スツリー用のものであって屋内で使用するつり下げ形のもの若しくはツリー

付きのものにあっては10Nの値）の張力を連続して15秒間加えたとき及び器

体の内部に向かって電源電線又は光源相互間を接続する電線の器体側から 5

㎝の箇所を保持して押し込んだとき、電源電線及び光源相互間を接続する電

線と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが外れるおそ

れのないこと。 

（ホ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。 

（へ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発

火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

この場合、別表第八２（８６）イ（ト）ａ及びｂを満たすものにあっては、

「供用期間中、発煙、発火等火災に関連する故障が発生しない設計」が行われ

ているとみなす。 

ロ 絶縁性能 

（イ）屋外用のもののうち、つり下げ形のものにあっては電源電線及び光源相互間

を接続する電線を直径50㎜の金属製丸棒に一様に巻き付け、その他のものに

あっては器体に金属はくをすき間なくあて、通常の使用状態において、清水

を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の傾斜方向から降雨状態で一様に（さし込みプ

ラグの刃の部分を除く。）注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と金属製丸棒又は金属はくとの
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間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であり、

かつ、充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間に 1,000V（二重絶縁構造のも

のにあっては、2,500V）の交流電圧を加えたとき、連続して 1 分間これに耐

えること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、光源に人が直接触れるおそれのあ

るものにあっては、ハに規定する試験の前後において、直径 6 ㎜の鋼球を充

てんした容器の中に、試験品（差込みプラグを有するものにあっては刃の部

分を、その他のものにあっては電源電線の先端の部分を除く。）を埋め込み、

５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と鋼球との間の絶縁抵抗は、

1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であり、かつ、ハに規定

する試験の直後に充電部と鋼球との間に 1,000V（二重絶縁構造のものにあっ

ては、2,500V）の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大

となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定と

なるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所

（同表７の測定箇所にあっては、人が直接触れるおそれのある光源の表面以外の部

分に限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、人が直接触れるおそ

れのある光源の表面にあっては 95℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であ

ること。 

ニ 過電圧耐力 

定格周波数に等しい周波数の定格電圧の 110%に等しい電圧を 1 時間連続して加

えたとき、絶縁不良、短絡その他の異状が生じないこと。 

ホ ヒューズの溶断特性 

ヒューズ電球のヒューズは、1Aの電流を通じた場合に、1分以内で溶断すること。 

ヘ 熱変形 

ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状

が生じないこと。 

ト 耐熱衝撃性 

屋外用のものにあっては、ハに規定する試験状態のままで、周囲温度より 10K

低い温度（4℃以下の場合は、4℃とする。）の水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45°の

傾斜方向から降雨状態で一様に注水したとき、各部に異状が生じないこと。 
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チ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（８９）スライド映写機 

イ 材料 

金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあっては、

ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器またはこれと同等以上の絶縁性および耐熱性

を有するものであること。 

ロ 構造 

冷却用ファンを有するものにあっては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用

ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれの

ないものにあっては、この限りでない。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうちランプハウスカ

バーの上半部及び排気孔を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であ

ること。 

なお、「通常の使用状態」とは、一般的にねじ等で固定して使用するものはその

位置に固定し、その他のものは普通使用する状態にし、定格電圧のもとで使用者の

調整を期待する調整器は、最も厳しい条件に設定した状態で動作した場合をいうほ

か、次の状態をいう。 

(イ) フィルム送りが手動式のものにあってはフィルムを送らずに、フィルム送り

が自動式のものにあっては次の表に定める間隔でフィルムを送って映写する

状態。 

 

種別 間隔 

タイマー式のもの 設定できる最短時間 

その他のもの 5秒 

 

(ロ) 音声回路を有するものにあっては、ボリュームをその調整範囲のほぼ中央の

位置にし、基準録音レベル0dBで録音した信号を再生する状態。 

（８９の２）オーバーヘッド映写機、反射投影機及びビューワー 

イ 材料 
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金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあっては、

ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有

するものであること。 

ロ 構造 

（イ）冷却用ファンは、光源の点灯と同時又はそれ以前に動作する構造であること。

ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限

りでない。 

（ロ）通常の使用状態において、資料が熱により異状を生ずるおそれのない構造で

あること。 

「資料が熱により異状を生ずるおそれのない」とは、反射投影機にあっては、

平常温度上昇試験において、反射率50%の資料の温度が150℃以下であること

をいう。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち排気孔及び光源

に近接する部分を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）試験は、通常の使用状態によるほか、次の状態により行う。 

ａ オーバーヘッド映写機にあっては、ステージに資料を置かないで点灯した

状態 

ｂ 反射投影機にあっては、反射率50%の資料を投影した状態 

（ロ）附表第四 ７外郭に示す測定箇所にあっては、次による。 

ａ オーバーヘッド映写機及びトレース用反射投影機（トレスコープ）のステ

ージは、「人が触れて使用するもの」とみなす。 

ｂ ガラスステージを有する反射投影機のガラスステージは、「人が容易に触

れるおそれのあるもの」とみなす。ただし、資料カバーとランプスイッチの

連動によりランプ点灯時にはガラスステージに人が触れるおそれのないも

のにあっては、そのステージは「人が容易に触れるおそれのないもの」とみ

なす。 

（８９の３）マイクロフィルムリーダー 

イ 材料 

金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあっては、
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ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有

するものであること。 

ロ 構造 

冷却用ファンを有するものにあっては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用

ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれの

ないものにあっては、この限りでない。 

ハ 絶縁性能 

液体を用いるものにあっては附表第三１、２及び４（２）の試験を、その他のも

のにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所のうち排気孔を除く。）

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

「連続して運転」には、プリンターを有するものにあっては、プリンターの運転

は含めない。 

（９０）欠番 

（９１）エレクトロニックフラッシュ 

イ 材料 

金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあっては、

ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有

するものであること。 

ロ 構造 

（イ）冷却用ファンを有するものにあっては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷

却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ず

るおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ロ）電池を電源として使用できるもの又は接続コードの極性の区別が必要なもの

にあっては、接続する端子又はその近傍に極性の別を表示すること。ただし、

極性を逆にして接続することができないものにあっては、この限りでない。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

（イ） 運転試験 

通常の使用状態において、充電式のものであって充電していない状態で内
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蔵された電池により運転できるものにあってはその電池を動作させ、その他

のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験

品に各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、発光ができること

を示す表示のあった直後に発光させる動作を40回繰り返した時の各部の温度

は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（手持ち形のもの以外のものにあって

は、同表７の測定箇所のうち反射笠、照明カバー及びグローブを除く。）ご

とにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。 

ホ 異常温度上昇 

整流装置を器体外部に有するものにあっては整流装置を、整流装置を器体内部に

有する充電式のものにあっては器体を、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上

に置き、すべての出力側の端子が短絡した状態において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度過昇防止

装置または過電流保護装置が動作したときは、その時まで）または巻線が焼損して

通電しなくなるまで連続して加えたとき、次に適合すること。 

（イ）器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

（ロ）熱電温度計法により測定した試験品の底面に面する木台の表面の温度が150℃

（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

（ハ）５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵

抗は、0.1MΩ以上であること。 

ヘ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合するこ

と。この場合において、整流装置又は変圧器を器体外部に有するものにあっては、

器体、整流装置及び変圧器のそれぞれについて行うものとする。 

ト 蓄積電力量の許容差 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加え、せん光電源の充電電圧がほぼ一定となった時に測定したせん光電源

の蓄積電力量は、定格蓄積電力量の90%以上 110%以下であること。  

（９２）写真引伸し機及び写真引伸し機用ランプハウス 

イ 材料 
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金部に磁器等の熱遮へい物を有さないハロゲン電球を使用するものにあっては、

ハロゲン電球の受金の絶縁物が磁器又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有

するものであること。 

ロ 構造 

冷却用ファンを有するものにあっては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用

ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれの

ないものにあっては、この限りでない。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

加えて、30 秒間点灯し 1 分間消灯する操作を繰り返し運転し、各部の温度上昇が

ほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の

測定箇所にあっては、排気孔及びランプハウスの上半部以外の部分に限る。）ごと

にそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（９２の２）欠番 

（９２の３）欠番 

（９２の４）欠番 

（９２の５）写真焼付け器 

イ 構造 

フィルム等が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て点灯し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（９２の６）検卵器 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 
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通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、各部の

温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所

（同表７の測定箇所にあっては、ランプハウスの外郭以外の部分に限る。）ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。 

（９３）家庭用光線治療器、家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器、家庭用超短波治

療器、家庭用電位治療器及び磁気治療器 

イ 構造 

（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）家庭用低周波治療器にあっては、電流をゼロから連続的に増大する出力調整

装置を有し、かつ、出力調整器をその出力が最低となる位置以外の位置にお

いて電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。 

（ハ）家庭用光線治療器（アーク放電式のものに限る。）にあっては、次に適合す

ること。 

ａ 通電状態であることを表示する装置を有していること。 

ｂ 電源を開閉するスイッチを有するものは、そのスイッチは同時に両極を開

閉できるものであること。 

ｃ 通常の使用状態において、電極の燃えさしが機器の外部に落下しないもの

であること。 

ロ 定格 

家庭用低周波治療器にあっては、出力側端子間に 1kΩの無誘導抵抗を接続して

出力電流を測定したとき、出力電流は、実効値で20mA 以下であること。 

低周波治療器の「出力電流を測定」とは、通常の使用状態において、出力回路に

ヒューズ等の保護装置を有するものにあってはそれらを短絡した状態で、有しない

ものにあってはそのままの状態で及び出力調整器を有するものにあってはその出

力が最大となるよう調節した状態で、熱電型電流計により出力電流を測定すること

をいう。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

治療マットを有するものであって、使用時に人体が電源装置の外郭及び大地に触

れないようにするための充分な大きさの絶縁シートと併用して使用するものにあ

っては、絶縁シートの裏面に10㎝×20㎝の大きさの金属はくを、その他のものに

あっては、治療マットの外郭の表面に使用時に人体が接触する面積と同じ大きさの

金属はくをあてること。 
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ニ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

30 分間（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間）

連続して加え、この間において各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。

この場合において、家庭用低周波治療器にあっては、電極間に 1kΩの無誘導抵抗

を接続すること。 

ホ 異常温度上昇 

自動温度調節器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平

らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又

は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）

連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

0.1MΩ以上であること。 

ヘ 機械的強度 

床上で使用するものにあっては附表第五１の試験を、手持ち形及び卓上形のもの

にあっては附表第五２の試験を行ったとき、これを適合すること。 

ト 漏えい電流測定 

漏えい電流の測定については、別表第八１（９）に規定する試験のほか、以下に

よる。 

（イ）「漏えい電流」の測定は、器体の外郭が金属製のもの以外のものにあっては、

別表第八に特別に規定するものを除き、10㎝×20㎝の大きさの金属はくをあ

てて行う。 

（ロ）治療マットを有するものであって、使用時に人体が電源装置の外郭及び大地

に触れないようにするための充分な大きさの絶縁シートと併用して使用する

ものにあっては、絶縁シートの裏面に10㎝×20㎝の大きさの金属はくを、そ

の他のものにあっては、治療マットの外郭の表面に使用時に人体が接触する

面積と同じ大きさの金属はくをあてること。 

（９４）テレビジョン受信機 

イ 材料 

（イ）印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板（いずれも、面積が 25 ㎝ 2以
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上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が

印加されているものに限る。）は、難燃性を有するものであること。「難燃

性を有するもの」とは、別表第八１（１０）トによる。 

（ロ）器体の内部の被覆電線にあっては、難燃性を有するものであること。「難燃

性を有するもの」とは、別表第八１（１０）トによる。 

ロ 構造 

（イ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場

合にあっては、この限りでない。 

ａ 尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの 

（ａ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003 秒以内に300mA

以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。 

（ｂ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに

流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒をこえ

0.2秒以下のものにあっては4mC、0.03 秒以上 0.1秒以下のものにあって

は次の式で算出した値以下であること。 

 Q=75T-350T2 

 Q は、電気量とし、その単位は、mCとする。 

 Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とす

る。 

ｂ 尖頭電圧が5,000Vをこえる回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF

以下のもの 

（ロ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するも

のであること。ただし、電源回路に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に

流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）

ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（１）の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ホ 消費電力の許容差 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

加えて、消費電力がほぼ一定となった時に測定した消費電力の定格消費電力に対す

る許容差は、次に適合すること。 
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定格消費電力（W） 許容差（%） 

30以下 +20 

30をこえ 100以下 
+20 

-30 

100をこえるもの ±20 

 

ヘ 欠番 

ト 欠番 

チ 欠番 

リ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ヌ 経年劣化に係る注意喚起のための表示 

テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限る。）にあっては、機器本体の見や

すい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表

示すること。ただし、産業用のものにあっては、この限りでない。 

（イ）製造年 

（ロ）設計上の標準使用期間 

（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の

事故に至るおそれがある旨 

（９４の２）テレビジョン受信機用ブースター 

イ 構造 

（イ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するも

のであること。ただし、電源回路に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に

流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）

ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。 

（ロ）屋外で使用するものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その

断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ハ）電源部が増幅部と分離している構造のものにあっては、電源部に使用する変

圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ニ）平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が 3 ㎜以

上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安

定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が 0.6 ㎜以上 1.0 ㎜以下の電

線を確実に取り付けることができる構造のものであること。 

（ホ）増幅部の出力端子は、同軸ケーブルのみを取り付ける構造のものであり、そ
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の端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的

及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中

心導体及び外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであ

ること。 

ロ 絶縁性能 

屋外で使用するものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものに

あっては附表第三１、２及び６（１）の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（９４の３）超音波加湿機 

イ 構造 

（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）容器（水補給用容器及び水槽をいう。以下（９４の３）において同じ。）は、

使用状態において水もれがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、

容器を取りはずせる構造のもの及び器体を傾けて容易に排水できる構造のも

のにあっては、排水装置を設けることを要しない。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブ

ルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ホ）容器に水がないときに発振を停止する装置を設けてあること。ただし、感電、

火災、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、２及び

６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２、４（４）及び６（１）

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、通常の使用状態にお

いて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続し

て運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、
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その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

卓上形及び壁掛け形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（９４の４）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、

増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器（（９４）に掲げるもの

を除く。） 

イ 構造 

（イ）ジュークボックスにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体

の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、こ

の限りでない。 

（ロ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場

合にあっては、この限りでない。 

ａ 尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの。 

（ａ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003 秒以内に300mA

以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。 

（ｂ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに

流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え

0.2秒以下のものにあっては4mC、0.03 秒以上 0.1秒以下のものにあって

は次の式で算出した値以下であること。 

 Q=75T-350T2 

 Q は、電気量とし、その単位は、mCとする。 

 Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とす

る。 

ｂ 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF

以下のもの。 

（ハ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するも

のであること。ただし、電源回路に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に

流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）

ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。 

（ニ）高周波変調器を有するものにあっては、次に適合すること。 

ａ 平衡形フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3

㎜以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的
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な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6㎜以上 1.0㎜以下

の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。 

ｂ 同軸ケーブル用の端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以

上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、

同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続

できる構造のものであること。 

ｃ テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあっては、テ

レビジョン放送電波受信用の平衡形フィーダコード及び同軸ケーブルを接

続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換える

スイッチを有する構造であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に

掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

手持ち形のものにあっては、附表第五２の試験を行つたとき、これに適合するこ

と。 

（９４の５）消磁器 

イ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附

表第四に掲げる値以下であること。 

ハ 機械的強度 

附表第五２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（９５）電子レンジ 

イ 構造 

（イ）食物を入れるとびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること。 

（ロ）とびらの開閉のみによって動作する発振管の発振停止装置（発振管の発振を

停止しなければとびらを開くことができない構造のものを含む。）を二重に

有し、かつ、いずれか一方の発振停止装置は、とびらを開いた状態において
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器体の外部から直径 3 ㎜、長さ 100 ㎜の試験棒の操作によって発振管を発振

させることができない構造のものであること。 

（ハ）のぞき窓は、直径 0.8 ㎜の棒を庫内に差し込むことのできない構造のもので

あること。 

（ニ）定格電流に等しい電流を通じた状態において、ａ及びｂに掲げる試験条件で、

とびらの開閉試験を 100,000 回行なったとき、とびらの開閉機構および発振

管の発振停止装置は異状を生じないこと。 

ａ 「とびらの開閉試験」は、発振を確認した後に開ける操作を1回として行

う。 

ｂ 負荷は、1リットルビーカー（JIS R 3503(1987)「化学分析用ガラス器具」

で定める硬質1級のもの。以下別表第八２（９５）において「ビーカー」と

いう。）2個にそれぞれ1,000 ㎝ 3の水を入れ、庫内のほぼ中央（受皿を有

するものにあっては、ほぼその中央。以下別表第八２（９５）において同じ。）

に置く。この場合において、1リットルビーカー2個が庫内に入らないもの

にあっては、500㎝ 3のビーカー4個を用いることができ、500㎝ 3のビーカ

ー4個が入らないものにあっては、庫内に入れることができる最大容量のガ

ラス容器に合計2リットル（2リットル未満のものにあっては、その最大容

量とする。）の水を入れるものとする。 

（ホ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

もの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。 

（ヘ）主たる発振停止装置に接点溶着等の異状が生じたとき、発振が停止する装置

又は警報装置を有する構造であること。 

（ト）二重絶縁構造のものにあっては、１次巻線と２次巻線との間に金属製の混触

防止板を設けた絶縁変圧器を有し、かつ、２次回路と金属シャーシとの間に

は、１次回路と２次回路の空間距離の 1/2 以下の位置に金属製の混触防止板

を設けてあること。 

ロ 発振周波数 

発振管の発振周波数は、2,450MHz±50MHzの範囲内であること。 

ハ 絶縁性能 

（イ）附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ロ）沸騰水を入れた容器を器具の庫内に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあっては最大動作時間、

その他のものにあっては30分間加えた後、５００ボルト絶縁抵抗計により測

定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のもの

にあっては、3MΩ）以上であること。 
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（ハ）（ロ）に規定する試験の後、附表第三２の試験を行ったとき、これに適合す

ること。 

（ニ）約1%の食塩水500㎝ 3を調理庫の底面に注いだ後、附表第三１及び２の試験を

行ったとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。 

ニ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、

各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下で

あること。 

ホ 異常温度上昇 

（イ）ニに規定する試験の後、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、庫内に食物を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定

格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあっては最大動作時

間、その他のものにあっては30分間（自動復帰式以外の過負荷保護装置を有

するものにあっては、過負荷保護装置が動作したときまで）連続して加え、

この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボル

ト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1M

Ω以上であること。 

（ロ）（イ）に規定する試験の後、275 ㎝ 3±15 ㎝ 3の水を入れた円筒状のビーカー

をその庫内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて扉を閉めたとき及び発振管の発振停

止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したとき、器体の表

面から 5 ㎝離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、それぞれ

5mW/㎝ 2以下であること。 

ヘ 定格高周波出力の許容差 

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて測定した高周波出

力は、定格高周波出力の115%以下であること。 

測定は、次により行う。 

(イ) 別表第八２（９５）イ（ニ）ｂに掲げる負荷を入れ、各部の温度が別表第八

２（９５）ニの試験において達する温度にほぼ等しい温度になるまで予熱を

行う。 

(ロ) 「高周波出力」は、次式により算出する。 

P=(4.2×L×△T)/t 

P：高周波出力（W） 

L：負荷の体積（㎝ 3） 
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△T：温度上昇値（K） 

t：加熱時間（秒） 

(ハ) 試験前水温は、10±2℃とする。 

(ニ) 受皿は、周囲温度にほぼ等しい温度のものを用いる。 

ト 漏えい電波の電力密度 

（イ）275 ㎝ 3±15 ㎝ 3の水を入れた円筒状のビーカーをその器体内のほぼ中央に置

いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試

験品に加えてとびらを閉めたときおよび発振管の発振停止装置が動作する直

前の最大の位置までとびらを開いて固定したとき、器体の表面から 5 ㎝離れ

たあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、次に適合す

ること。 

ａ とびらを閉めたときにあっては、1mW/㎝ 2以下であること。 

ｂ 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて

固定したときにあっては、5mW/㎝ 2以下であること。 

（ロ）イ（ニ）に規定する試験の後、（イ）に規定する試験を行つたとき、器体の

表面から 5 ㎝離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の

値は、5mW/㎝ 2以下であること。 

（ハ）主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態において、（イ）に

規定する試験を行つたとき、器体の表面から 5 ㎝離れたところで測定した漏

えい電波の電力密度の値は、5mW/㎝ 2以下であること。 

チ 発振停止装置動作試験 

１（２）ト（ロ）ａ及び１（２）メの試験を行ったとき、発振停止装置が正常に

動作すること。 

（９６）高周波ウエルダー 

イ 構造 

（イ）整流部分および発振部分は、外箱に収め、かつ、整流管、発振管その他の部

品を交換するためのふたまたはとびらは、容易に開放することができないも

のであること。 

（ロ）過負荷保護装置を有していること。 

（ハ）接着用の電極に高周波出力が発生していることを示す表示灯を有しているこ

と。 

（ニ）器体に固定された定盤であって接着用の電極として使用するものにあっては、

その定盤は接地側に接続されていること。 

（ホ）器体の電圧側に接続されている接着用の電極は、赤色に塗装し、かつ、その
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ものまたはその近傍に危険である旨の表示を附してあること。 

（ヘ）アース機構を設けてあること。 

（ト）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

ケーブルであって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ホ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を加えて運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時

（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した

時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（イ）接着用の電極相互間に抵抗負荷を接続し表示された定格陽極電流に等しい電

流を通じること。 

（ロ）出力管の陽極電圧を調整する装置を有するものにあっては、その調整装置の

ノッチを最大電圧とすること。 

（ハ）全自動式のものにあっては、発振時間を最大時間とし、冷却時間および休止

時間を最小時間として繰り返し運転すること。 

（ニ）高周波ミシンであって全自動式以外のものにあっては、連続して運転するこ

と。 

（ホ）（ハ）および（ニ）以外のものにあっては、発振時間 3 秒、休止時間 3 秒の

操作を繰り返すこと。 

（９６の２）高周波脱毛器 

イ 構造 

（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）外かくの見やすい箇所に通電、停止の状態が容易に判別できる表示装置を有

すること。 

（ハ）通常の使用状態において充電部は、皮膚に直接触れないように適当な保護わ

く等を取り付けてあること。ただし、感電、傷害等の危険が生ずるおそれの

ないものにあっては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、出力調整装置を有す

るものにあってはその出力調整装置を最大にセットし、出力調整装置を有しないも
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のにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を 30

分間（短時間定格のものにあっては、その表示された時間に等しい時間）連続して

加えた時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（９６の３）超音波洗浄機 

イ 構造 

（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）容器は、使用状態において水漏れがなく、かつ、排水装置を設けてあること。

ただし、容器が取りはずせる構造のもの又は器体を傾けて容易に排水できる

構造のものにあっては、排水装置を設けることを要しない。 

（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の

外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この

限りでない。 

（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面

積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

容器を器体から取り外すことのできない構造のものにあっては附表第三１、２、

４（４）及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び６（１）

の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温

度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有す

るものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しない

ものにあってはそのまま、容器にその定格容量（定格容量の表示がないものにあっ

ては、容器の容量の約80%）に等しい量の水を入れ、定格周波数に等しい周波数の

定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一

定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時

間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。この場合

において、容器に入れた水が半分に減少するごとに、減少した量に等しい量の水を

加えなければならない。 

ニ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有
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するものにあっては、その接点を短絡し、容器に水を入れない状態で、定格周波数

に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで

（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したと

きは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそ

れがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との

間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ホ 機械的強度 

手持ち形のもの及び卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、

これに適合すること。 

（９６の４）超音波ねずみ駆除機 

イ 構造 

屋外で使用するものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合

するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が

0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋外で使用するものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものに

あっては附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に

置き、入力調整用のコントローラーを有するものにあってはそのコントローラーを

最大入力にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものにあってはそのま

ま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して

運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる

値以下であること。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（９６の５）電子応用遊戯器具 

イ 材料 

（イ）印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板（いずれも、面積が 25 ㎝ 2以

上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が

印加されているものに限る。）は、別表第八１（１０）トの試験を行ったと

き、これに適合すること。 

（ロ） 器体の内部の被覆電線にあっては、別表第八１（１０）トの試験を行ったと

き、これに適合すること。 
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ロ 構造 

（イ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するも

のであること。ただし、電源回路に流れる電流が 0.15A 以下又は電源回路に

流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）

ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。 

（ロ）屋外用のもの及び据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。

ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものに

あっては、この限りでない。 

（ハ）屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第

十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルで

あって、その断面積が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（ニ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場

合にあっては、この限りでない。 

ａ 尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの 

（ａ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が0.0003 秒以内に300mA

以下に減少し、0.2秒以内に5mA以下に減少すること。 

（ｂ）500Ωの負荷を接続したとき、負荷に流れる電流が5mAに減少するまでに

流れる電気量は、電流が5mAに減少するのに要する時間が0.1秒を超え

0.2秒以下のものにあっては4mC、0.03 秒以上 0.1秒以下のものにあって

は次の式で算出した値以下であること。 

 Q=75T-350T2 

 Q は、電気量とし、その単位は、mCとする。 

 Tは、電流が5mAに減少するのに要する時間とし、その単位は、秒とす

る。 

ｂ 尖頭電圧が5,000Vを超える回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF

以下のもの 

（ホ）平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が 3 ㎜以

上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安

定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が 0.6 ㎜以上 1.0 ㎜以下の電

線を確実に取り付けることができる構造のものであること。 

（ヘ）同軸ケーブル用の端子、接せん等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以

上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、

同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続で

きる構造のものであること。 

（ト）テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあっては、テレ
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ビジョン放送電波受信用の平衡型フィーダコード及び同軸ケーブルを接続で

き、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイ

ッチを有する構造であること。 

ハ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

（イ）運転試験 

通常の使用状態において、充電式のものであって充電していない状態で内蔵

された電池によって運転することができるものにあってはその電池を動作さ

せ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の

各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

（ロ）充電試験 

充電式のものにあっては、電池を充電する状態において、定格周波数に等し

い周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試

験品に連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下である

こと。 

ホ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（９７）防犯警報器 

イ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ロ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表

第四に掲げる値以下であること。 

（９８）医療用物質生成器 

イ 構造 

（イ）空気イオン発生器およびオゾン発生器にあっては、次に適合すること。 

ａ 電離部分、オゾン発生部等の高圧部分は、人が容易に触れるおそれのない

ように適当な保護わくまたは保護網を取り付けてあること。 

ｂ オゾン発生器用安定器は、別表第六１および３の規定に適合すること。 
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（ロ）水電解器にあっては、電源装置の充電部に水がかからない構造であること。 

（ハ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、

感電の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ニ）高圧発生回路を有するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただ

し、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっ

ては、この限りでない。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時（タイムスイッチを有する水電解器にあっては、セットできる最

大の時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下で

あること。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調

整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行わなければ

ならない。 

（イ）試験品は、壁に取り付けるものにあっては通常の使用状態に取り付け、その

他のものにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）水電解器にあっては、水道直結式のものは表示された標準水量の常温の水を

吐出させ、その他のものは容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあ

っては、容器の容量の約80%）の 20℃±3℃の水を入れること。 

（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、最大の負荷を負荷すること。 

（ニ）「水電解器」の試験条件は、次のとおりとする。 

ａ 添加薬は混入しない。 

ｂ タイムスイッチを有しないものにあっては、1時間通電する。 

ｃ 出力調整器を有するものにあっては、最大出力にセットする。 

ニ 入力電流の許容差 

水電解器にあっては、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数

の定格電圧に等しい電圧を連続して15分間加えた時に測定した入力電流は、定格

入力電流の115%以下であること。 

（９９）電撃殺虫器 

イ 構造 

（イ）高圧発生回路の電源部には、絶縁変圧器を有していること。ただし、電撃格

子に触れた場合において感電の危険性が生ずるおそれのないものにあっては、
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この限りでない。 

（ロ）変圧器の２次側は、接地できない構造であること。 

（ハ）変圧器の外箱と鉄心とは、電気的に接続されていること。 

（ニ）電撃格子に通電されていることを示す赤色の表示灯を設けること。 

（ホ）次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容易に取り外すこ

とができる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が

充電部に触れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試

験指に加える力は、30Nとする。 

ａ 電撃格子の周囲に格子を設け、その内部に人が手を入れたときに、電撃殺

虫器の１次側電路を自動的に遮断する装置。この場合において、格子は、電

撃格子から10㎝（電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分に

あっては、3㎝）以上離して設けなければならない。 

ｂ 電撃格子の周囲に直径が7㎝の球が貫通することができない格子を設け、

それに人が触れたとき、電撃殺虫器の１次側電路を自動的に遮断する装置。

この場合において、格子は、電撃格子から10㎝（電撃格子のうち、人が容

易に触れるおそれのない部分にあっては、5㎝）以上離して設けなければな

らない。 

ｃ 電撃格子の最下部から10㎝以上下方に設けられた保護網。この場合にお

いて、保護網は、電撃格子の外部に張り出し、かつ、保護網の端と電撃格子

の最上部とを結ぶ線と保護網の面とがなす角度が60°以下となるものであ

ること。 

（ヘ）器体には、２次側開放電圧が7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、（ホ）

ａ又はｂの危険防止装置を設けたものにあっては、床面上又は地表面上 1.8m

以上の位置に、その他のものにあっては、床面上又は地表面上3.5m以上の位

置に設置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すことができる

部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触

れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試験指に加え

る力は、30Nとする。 

（ト）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

（チ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

ものにあっては、この限りでない。 

ロ 定格 

 定格２次無負荷電圧は 12,000V 以下、定格２次短絡電流は 25mA 以下であること。 
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ハ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋内用のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

定格周波数に等しい周波数の定格１次電圧に等しい電圧のもとで出力側の端子

を短絡し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所（同表１の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に

掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以

下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 110 

Ｅ種絶縁のもの 125 

Ｂ種絶縁のもの 135 

Ｆ種絶縁のもの 160 

Ｈ種絶縁のもの 180 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、抵抗法とする。 

（１００）アーク溶接機 

イ 構造 

（イ）溶接用変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ）溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤケーブル

（１種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。）で

あること。 

ｂ 別表第一に規定する電線に係る共通の規定に適合し、かつ、材料及び構造

等が以下の（ａ）から（ｅ）までに掲げる基準に適合するものであること、

又は別表第十二の規定に適合するものであること。 

（ａ）材料及び構造 

ｉ 導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であって断面積が14㎜ 2以上の

もの又は別表第一附表第八の三に適合する軟アルミ集合より線であること。 

ⅱ 絶縁体は、次に適合すること。 

（ｉ）絶縁物は、導線用のものにあっては、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム

混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物

又はポリオレフィン混合物、ホルダー用のものにあっては、天然ゴム混合
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物、エチレンプロピレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフ

ィン混合物であること。 

（ⅱ）厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、

その最小値が標準値の80%以上であること。 

 

導体の断面積(㎜ 2) 絶縁体の厚さ(㎜) 

14以上 25以下 2.3(0.8) 

25を超え 30以下 2.5(0.8) 

30を超え 40以下 2.6(0.8) 

40を超え 50以下 2.7(0.8) 

50を超え 60以下 2.8(0.8) 

60を超え 80以下 3.0(1.0) 

80を超え 100以下 3.2(1.0) 

（備考）かっこ内の数値は、ホルダー用のものに適用する。 

 

ⅲ ホルダー用のものにあっては、外装は、次に適合すること。 

（ｉ）絶縁物は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスル

ホン化ポリエチレンゴム混合物、耐燃性エチレンゴム混合物、ポリ

エチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。 

（ⅱ）厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%

以上、その最小値が標準値の80%以上であること。 

 

導体の断面積(㎜ 2) 外装の厚さ(㎜) 

14以上 25以下 1.6 

25を超え 30以下 1.7 

30を超え 40以下 1.8 

40を超え 60以下 2.0 

60を超え 80以下 2.3 

80を超え 100以下 2.4 

 

（ｂ）絶縁耐力 

附表第八の試験を行なったとき、これに適合すること。 

（ｃ）耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線にあっては、別表第一附表第十二の試験を行な

ったとき、これに適合すること。 

（ｄ）絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

ｉ 引張強度及び伸び 

附表第九の試験を行なったとき、これに適合すること。 

ⅱ 耐油性 
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絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポ

リエチレンゴム混合物を使用するものにあっては、別表第一附表第二十

２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ⅲ 耐燃性 

（ｉ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装にクロロプレンゴム混合物

又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあっては、

別表第一附表第二十一１の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（ⅱ）絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装に耐燃性エチレンゴム混合

物、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用す

るものにあっては、別表第一附表第二十一２の試験を行ったとき、これに

適合すること。 

（ｅ）耐衝撃性 

導線用のものにあっては、附表第十の試験を行なったとき、これに適合する

こと。 

（ハ）定盤に至る電線の先端には、定盤に電気的に確実に接続できるクリップがつ

けてあること。 

（ニ）附属するホルダーは、次に適合すること。 

ａ 溶接棒を保持する面を除き、使用中の温度に耐える絶縁物でおおわれてい

ること。 

ｂ ホルダーは、溶接棒の着脱のための装置を備え、安全、かつ、容易にこれ

を操作することができる構造であること。 

ｃ ホルダーに溶接棒を保持するためにスプリングを使用するものにあって

は、これに溶接電流が分流しない構造であり、かつ、スプリングが耐熱材料

でおおわれていること。 

ロ 定格 

溶接用電源装置から溶接電極に至る回路の二次無負荷電圧は、85V以下であるこ

と。 

ハ 絶縁性能 

屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、屋内用のものにあって

は附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ニ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格入力電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（通電して

4時間を超える時は、通電してから4時間経過するまで）加え、この間の各部の温

度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表１の測定箇所を除く。）にあっては
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それぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては同

表の右欄に掲げる値以下であること。 

（イ）２次側には、抵抗負荷を接続すること。 

（ロ）定格負荷電圧に等しい電圧において、定格二次電流を流すように電流調整用

の可動鉄心または可動コイルの位置を定めること。 

（ハ）表示された定格使用率により定格２次電流に等しい電流を通じること。この

場合において、負荷を負荷する周期は、10分とすること。 

（ニ）タップ型溶接機にあっては、最大電流タップを使用し、２次回路の抵抗負荷

を調整すること。 

 

測定箇所 温度(℃) 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 100 

Ｅ種絶縁のもの 115 

Ｂ種絶縁のもの 120 

Ｆ種絶縁のもの 140 

Ｈ種絶縁のもの 190 

(備考) 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃ 

２ 温度の測定は、抵抗法とする｡ 

 

（１０１）電気さく用電源装置 

イ 構造 

（イ）充電部（口出し線および端子を除く。）および鉄心部は、外箱の中に収めて

おくこと。 

（ロ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、

感電の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 

（ハ）入力側の回路の各極に開閉器および定格電流が1A以下の自動遮断器を有する

こと。 

（ニ）出力側端子には、放電間げき等の襲雷時の危険を防止する装置を設けたもの

であること。 

（ホ）衝撃電流を繰り返して発生するものにあっては、次に適合すること。 

ａ 出力側端子間に500Ωの無誘導抵抗を接続した場合において、1の衝撃に

よって放出される電気が3ミリクーロン以下、出力電流（波高値で示す。）

が500mA以下であり、かつ、1の衝撃が始まった後0.1秒を経過した後の出

力電流（波高値で示す。）が10mA以下となるものであること。 
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ｂ 出力電流が停止している時間を0.75 秒以上とする装置を設け、かつ、そ

の装置の故障により出力電流が停止している時間が0.75秒未満となる場合

においても出力電流が3.5mAを超えないよう装置を設けたものであること。 

（ヘ）衝撃電流を繰り返して発生しないものにあっては、次に適合すること。 

ａ 出力側の端子間の定格電圧は、1,000V 以下であること。 

ｂ 衝撃電流を発生するために使用するコンデンサーの容量は、4μF以下の

ものであること。 

ｃ 出力側端子間を短絡して通電したときに、出力側端子間を流れる電流は、

3.5mA以下であること。 

（ト）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す

るキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積

が0.75 ㎜ 2以上のものであること。 

ロ 絶縁性能 

屋内用のものにあっては附表第三１及び２の試験を、屋外用のものにあっては附

表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

出力側の端子を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各

部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄

に掲げる測定箇所（同表１の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に

掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあっては同表の右欄に掲げる値以

下であること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

巻線 

Ａ種絶縁のもの 110 

Ｅ種絶縁のもの 125 

Ｂ種絶縁のもの 135 

Ｆ種絶縁のもの 160 

Ｈ種絶縁のもの 180 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、抵抗法とする。 

（１０１の２）電気浴器用電源装置 

イ 構造 

（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。 

（ロ）絶縁型の変圧器を2台有し、当該変圧器は、次に適合すること。 

ａ 電源側に使用する変圧器の巻線比は、1:1であること。 
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ｂ 電源側に使用する変圧器の１次巻線と２次巻線との間には、金属製の混触

防止板を設けてあること。ただし、１次巻線と２次巻線がそれぞれ独立して

鉄心に巻かれているものにあっては、この限りでない。 

ｃ 電源側に使用する変圧器にあっては金属製の外箱を有し、その外箱、鉄心

及び金属製の混触防止板（以下イにおいて「外箱等」という。）は、電気的

に完全に接続されていること。 

ｄ １次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5M

Ω以上であること。 

ｅ １次巻線と２次巻線との間並びに１次巻線及び２次巻線と大地との間に

電源側に使用する変圧器にあっては1,000V、電極側に使用する変圧器にあ

っては2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。 

（ハ）出力電圧は、10V（銀イオン殺菌装置用のものであってその旨の表示を付して

あるものは、15V）以下であること。 

（ニ）電源側に使用する変圧器の１次側には、開閉器（両極を同時に開閉できるも

のに限る。）、表示灯及び定格電流が1A以下の過電流遮断器を各極に設けて

あること。この場合において、過電流遮断器は、各極に設けなければならな

い。 

（ホ）電極側に使用する変圧器の２次側には、２次側電路の電圧を監視するための

電圧計を外かくの見やすい箇所に設けてあること。 

（ヘ）電極側に使用する変圧器の電極板との間にインダクションコイルを設けるも

のにあっては、次に適合すること。 

ａ インダクションコイルの２次側電圧の最大値は、30V以下であること。 

ｂ バイブレーターの接点には、白金等容易にま滅しない金属を用いたもので

あること。 

ｃ バイブレーター用コンデンサーの容量は、1μF以下のものであること。 

ｄ インダクションコイルの１次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地

との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるこ

と。 

ｅ インダクションコイルの１次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地

との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。 

ｆ 電極側に使用する変圧器による電圧とインダクションコイルによる電圧

とは重畳しないこと。 

（ト）通電開始のとき、通電電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、

かつ、出力調整装置をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を

入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。 
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（チ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

（リ）出力端子部から電極までの配線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に

適合する直径が 1.6 ㎜以上の絶縁電線又は断面積が 1.25 ㎜ 2以上のキャブタ

イヤケーブルであること。 

（ヌ）アース機構を設けてあること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

電極板間に500Ωの無誘導抵抗を接続した状態において、出力調整装置を有する

ものにあってはその出力調整装置のノッチを最高出力にセットし、出力調整装置を

有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい

電圧を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものに

あっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、

附表第四に掲げる値以下であること。 

（１０２）直流電源装置 

イ 構造 

（イ）電池充電用のもの（機器組み込み用のものを除く。）及びおもちや用のもの

にあっては、絶縁変圧器を使用すること。ただし、容易に取り外すことがで

きる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部

に触れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試験指に

加える力は、30Nとする。 

（ロ）直流側の端子または口出線にあっては、そのものまたはその近傍に極性の別

を表示すること。ただし、接続器を有するものであって、接続するとき極性

の別を誤まるおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。 

（ハ）出力側に交流端子を取り付けるものにあっては、それを容易に識別できるも

のであること。 

（ニ）出力側に接続器を有するものにあっては、出力側の接続器は、次に適合する

こと。 

ａ 次の表の左欄に掲げる形状のものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げ

る定格２次直流電圧に適合すること。この場合において、接続器の外側電極

は負極であること。 

 



 256 

寸法(㎜) 定格２次直

流電圧(V) p1 p2 p3 p4 j1 j2 j3 図 

φ0.7   0 
+0.1 φ2.35   0

 +0.1
 ― ― φ0.65 -0.1

   0
 φ2.75    0

 +0.15 ― 1 3.15以下 

φ1.7   0

 +0.1
 φ4.0   0

 +0.1
 ― ― φ1.65 -0.1

   0
 φ4.4    0 

 +0.15 ― 1 
3.15 を超え

6.3以下 

φ1.7   0

 +0.1
 φ4.75   0

 +0.1
 ― ― φ1.65 -0.1

   0
 φ5.15    0 

 +0.15 ― 1 
6.3 を超え

10.5以下 

φ1.0
-0.1

   0
 φ5.5   0

 +0.1
 

φ3.3 

以上 
φ5.0   0 

+0.1 φ1.05   0

 +0.1
 φ5.9    0 

 +0.15 
φ3.0 

以下 
2 

10.5 を超え

13.5以下 

 
（備考）内部構造は一例を示すものとする。 

 

ｂ ａに掲げるもの以外のものにあっては、ａ及び別表第四６（１）ニ（ホ）

ａに掲げるものに接続して使用することができないものであること。 

（ホ）自動車用スタータに使用するものにあっては、次に適合すること。 

ａ 過負荷保護装置（ヒューズを除く。）を取り付けてあること。 

ｂ 外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で電池を充電できない旨を

表示すること。 

ロ 定格 

おもちや用のものの出力側の電圧は、直流用のものにあっては45V以下、交流用

のものにあっては30V以下であること。 

ハ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ニ ２次電圧変動特性 

（イ）イ（ニ）ａに掲げる接続器を使用するものであって、電池を充電するものに

あっては電池を、その他のものにあっては抵抗を負荷として接続した状態で、

定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、定格負荷

電流に等しい電流を通じたときに測定した直流２次電圧は、定格２次電圧の
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120%以下であり、かつ、負荷を取り外して測定した２次無負荷電圧は、定格

２次電圧の150%以下であること。 

（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、電池を充電するもの及び自動車用

スタータに使用するもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数

の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、抵抗負荷を接続した状態で定格負荷

電流に等しい電流を通じたときに測定した出力側の直流及び交流の端子電圧

は、次の表に適合すること。ただし、変圧器を有しないものにあっては、こ

の限りでない。 

 

定格容量(VA) ２次側の端子電圧 

100以下 定格２次電圧の60%以上 

100をこえ500以下 定格２次電圧の80%以上 

500をこえるもの 定格２次電圧の90%以上 

 

ホ 平常温度上昇 

次の（イ）から（ハ）までに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え

（自動車用スタータに使用するものにあっては、定格２次電流に等しい電流を 3

秒間通電し、7 秒間休止する操作を 10 回繰返し）、この間の各部の温度は、附表

第四の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、おも

ちや用のものの外郭にあっては次の表に掲げる値以下であること。 

（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

（ロ）電池を充電するものにあっては、表示された公称容量の電池を負荷すること。

この場合において、負荷電流が定格負荷電流に満たないときは適当な負荷を

接続し、定格負荷電流に等しい電流を通じること。 

（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、通常の使用状態における最大の

負荷を負荷すること。 

 

測定箇所 温度（℃） 

おもちや用のものの外郭 

金属製のもの、陶磁器製のもの

及びガラス製のもの 
55 

その他のもの 70 

（備考） 

１ この表において、基準周囲温度は、30℃とする。 

２ 温度の測定は、熱電温度計法とする。 

 

ヘ 異常温度上昇 

試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい
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周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで又は巻線

が焼損するまで（温度過昇防止装置又は過負荷保護装置が動作したときは、その時

まで）、（イ）ａ及びｂに掲げる試験条件においてそれぞれ試験を行つたとき、（ロ）

の基準に適合すること。 

（イ）試験条件 

ａ すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。 

ｂ 温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあっては、各巻線ご

とに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置

又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。 

（ロ）基準 

ａ 器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。 

ｂ おもちや用のものにあっては、熱電温度計法により測定した外かくの温度

は、100℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｃ 熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、

150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。 

ｄ 充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。 

ト 機械的強度 

附表第五２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（１０３）調光器 

イ 構造 

外面の見やすい箇所に負荷の最大電流又は最大電力を表示すること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

半導体式及び変圧器式のものにあっては試験品に最大負荷電流が流れるように、

調光コイル式のものにあっては試験品に最大負荷電流の 1/2 に相当する電流が流

れるように調整し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温

度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲

げる値以下であること。 

（１０４）コンデンサー型雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合する電線であって、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、

かつ、長さが20㎝以上のものであること。 
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（ロ）コンデンサーとヒューズとを組合わせたものまたはコンデンサーと抵抗器と

を組み合わせたものであること。 

（ハ）接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

（ニ）コンデンサーは、JIS C 2302「コンデンサー薄紙」に適合するコンデンサー

紙と金属はくとを組合わせた紙コンデンサー又はこれと同等以上の性能を有

するコンデンサーであること。 

（ホ）ヒューズは、定格電流が1A以下の封入形ヒューズであること。ただし、ヒュ

ーズが溶断した場合に絶縁その他の支障が生ずるおそれがないときは、定格

電流が1A以下の糸ヒューズまたはつめ付ヒューズとすることができる。 

（ヘ）抵抗器は、JIS C 6402「炭素皮膜固定抵抗器」、JIS C 6406「固定体抵抗器」

若しくは JIS C 6407「絶縁形炭素皮膜固定抵抗器」に適合するもの又はこれ

らと同等以上の性能を有するものであること。 

（ト）コンデンサーと抵抗器とを組合わせたものまたはコンデンサーとヒューズと

を組合わせたものは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内または絶縁物で製

作した箱内に収めてあること。 

ロ 絶縁抵抗 

各端子相互間（アース用端子相互間を除く。）及び相互に接続されたすべての端

子（アース用のものを除く。）と器体の表面との間に100V 以上 300V 以下の直流電

圧を加えて 2 分間充電したのち測定した 20℃における絶縁抵抗は、200MΩ以上で

あること。 

ハ 絶縁耐力 

ロに規定する試験後各端子相互間（アース用端子相互間を除く。）及び各端子（ア

ース用のものを除く。）と器体の表面との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたと

き、連続して1分間これに耐えること。 

 

種類 

試験電圧（V） 

各端子（アース用のもの

を除く。）相互間 

アース用端子とその他の端子との

間及び各端子と器体の表面との間 

定格電圧が 150V

以下のもの 
230 1,000 

定格電圧が 150V

を超えるもの 
460 1,500 

 

ニ 含浸剤の流出または溶出 

（イ）液体充てんコンデンサーは、表面を清浄にし、70℃±3℃の恒温槽内にその端

子が側面になるように置き、10 分間保ったのち取り出し、反対側に転倒させ

てさらに10分間保った場合に、次に適合すること。 
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ａ 白土等の微粉をコンデンサーに薄く塗布した場合にその微粉の色は、変化

しないこと。 

ｂ 紫外線でコンデンサーを照射した場合に、その表面は、けい光を発しない

こと。 

（ロ）液体含浸コンデンサーおよび固体充てんコンデンサーは、70℃±3℃の油中ま

たは水中に、チューブラ形のものにあっては 1 分間、その他のものにあって

は 5 分間浸した場合に、気ほうを連続して発生せず、または含浸剤の溶出が

ないこと。 

（１０５）フイルター形雑音防止器 

イ 構造 

（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、別表第一の規定又は別

表第十二の規定に適合する電線であって、導体の断面積が 0.75 ㎜ 2以上で、

かつ、長さが20㎝以上のものであること。 

（ロ）コンデンサー、コイルおよびヒューズを組み合わせたものであること。 

（ハ）接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。 

（ニ）コイル、コンデンサーおよびヒューズは、内部に絶縁物を施した金属製の箱

内もしくは絶縁物で製作した箱内に収め、または良質の絶縁物の底板の上に

これらを組み立てて金属製の外被でおおってあること。 

ロ 絶縁抵抗 

５００ボルト絶縁抵抗計により測定したコイル相互間、コイルと鉄心との間、コ

イルと器体の表面との間及びコイルとアース用端子との間の絶縁抵抗は、50MΩ以

上であること。 

ハ 平常温度上昇 

定格周波数に等しい周波数の定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほ

ぼ一定となった時の温度計法により測定したコイルの温度は、70℃以下であること。 

ニ 絶縁耐力 

ハに規定する試験後、コイル相互間、コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面

との間及びコイルとアース用端子との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき、

連続して1分間これに耐えること。 

 

種類 

試験電圧（V） 

コイル相互間 
コイルと鉄心との間、コイルと器体の表面

との間及びコイルとアース用端子との間 

定格電圧が 150V

以下のもの 
230 1,000 

定格電圧が 150V 460 1,500 
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を超えるもの 

 

ホ 耐湿性能 

温度が約40℃で、湿度が90%以上の空気中に6時間保ったのち、５００ボルト絶

縁抵抗計により測定したロに規定する各部相互間の絶縁抵抗は、20MΩ以上である

こと。 

（１０６）漏電検知器 

イ 構造 

（イ）定格感度電流は、1A以下であること。 

（ロ）出力接点の動作を確認するためのテスト装置を有すること。 

（ハ）テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。 

ロ 端子部の強度 

別表第四附表第一の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 漏電動作特性 

通常の使用状態で室温において、次に適合すること。 

（イ）電圧動作型のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲

げる電圧を加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。 

 

試験電圧（V） 25 50 定格対地電圧に等しい電圧 

動作時間（秒） 0.5 0.2 0.1 

 

ｂ 試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30

秒間で10Vから 25Vに連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に動

作すること。 

ｃ 試験品のコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30

秒間で10Vから 50Vに連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に動

作すること。 

（ロ）電流動作型のものにあっては、次に適合すること。 

ａ 定格電圧に等しい電圧に加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、

試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき動作せず、

次に示す試験で動作すること。 

（ａ）高速型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、

0.1秒以内に動作すること。 
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（ｂ）時延型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、

定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる場合は、0.1秒）から150%

の時間（2秒以上となる場合は、2秒）までの範囲内に動作すること。 

（ｃ）反限時型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき

0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を通

じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%のも

れ電流を通じたとき0.05 秒以内に動作すること。 

ｂ 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品

の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき動作せず、次

に示す試験で動作すること。 

（ａ）高速型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、

0.1秒以内に動作すること。 

（ｂ）時延型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき

定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる場合は、0.1秒）から150%

の時間（2秒以上となる場合は、2秒）までの範囲内に動作すること。 

（ｃ）反限時型のものにあっては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したと

き0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%のもれ電流を

通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%の

もれ電流を重畳したとき0.05秒以内に動作すること。 

ｃ 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、

試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から

100%に等しい電流に連続して増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい

電流に達する前に動作すること。 

ｄ 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、

試験品の1極に 20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあっては0.1秒以

内に、時延型のものにあっては定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下とな

る場合は、0.1秒）から150%の時間（2秒以上となる場合は、2秒）の範囲

内に、反限時型のものにあっては0.05秒以内に動作すること。 

ニ 漏電動作テスト装置の開閉性能 

試験品を通常の使用状態において、次に掲げる試験方法により動作させたとき、

各部に異状が生じないこと。 

（イ）電圧動作型のものの試験方法 

ａ 定格対地電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間

隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース

線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。 
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ｂ 定格対地電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操

作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器

を接続してアースしなければならない。 

（ロ）電流動作型のものの試験方法 

ａ 定格電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔で

それぞれ10回テスト装置を操作すること。 

ｂ 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作す

ること。 

ホ 温度上昇 

試験品を通常の使用状態で出力回路に定格負荷を接続して、制御電源回路に定格

電圧に等しい電圧を加え、主回路に定格電流に等しい電流を通じ、その1極に定格

感度電流に等しいもれ電流を重畳して試験品を動作させ、各部の温度上昇がほぼ一

定となった時の熱電温度計法（巻線の温度の測定にあっては、抵抗法）により測定

した各部の温度は、別表第四附表第三２の表１に掲げる値以下であること。 

ヘ 絶縁性能 

ホに規定する試験の直後において、別表第四附表第四の試験を行ったとき、これ

に適合すること。ただし、絶縁変圧器又は雰相変流器の２次側の回路であって、電

圧が30V以下の部分にあっては、この限りでない。 

（１０７）電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具 

イ 構造 

（イ）点滅器（電源を開閉するものに限る。）及び接続器は、別表第四（２（２）

ヘ（ロ）及び（ハ）を除く。）の規定に適合するものであること。 

（ロ）白熱電灯又は放電灯付きの家具にあっては、その熱により危険が生ずるおそ

れのない構造であること。 

（ハ）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光

出力は、ちらつきを感じないものであること。 

（ニ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・

発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

通常の使用状態において、入力調整用コントローラーを有するものは入力が最大

となる位置にセットし、入力調整用コントローラーを有しないものはそのまま、定

格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に連続して加え、各部の
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温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であるこ

と。 

（１０８）電気ペンシル 

イ 構造 

（イ）絶縁変圧器を使用し、かつ、２次側の端子電圧は30V以下であること。 

（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していない

ものにあっては、この限りでない。 

（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤ

コード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が 0.75 ㎜ 2以上

のものであること。 

ロ 絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

ハ 平常温度上昇 

２次側の端子部相互間を短絡した状態において、試験品を厚さが10㎜以上の表

面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温

度は、附表第四に掲げる値以下であること。 

ニ 機械的強度 

附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。 
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３ 携帯発電機 

（１）構造 

イ 燃料にプロパンガスを使用するものにあっては、各部よりガス漏れがないこと。 

ロ 液体燃料を使用するものにあっては、燃料を注入する場合において規定量が容

易に確認できる構造であること。 

ハ 過負荷、外部の電路の短絡等により危険を生ずるおそれのあるものにあっては、

保護装置を有していること。 

「危険を生ずるおそれ」とは、過負荷又は出力端子を短絡した状態で30分間運転（保

護装置が動作したときは、そのときまで運転）した場合において、感電、火災及

び傷害を生ずるおそれをいう。 

ニ 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示

を付してあること。 

（２）絶縁性能 

附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。 

（３）平常温度上昇 

定格出力に等しい出力で各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（短時間定格のもの

にあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時まで）連続して運転

し、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所に

あっては、原動機の外郭以外の部分に限る。）にあっては同表の右欄に掲げる値以下、

燃料タンク内の燃料にあっては60℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であるこ

と。この場合において、出力が交流のものであって、定格力率の表示を有するものに

あってはその力率で、表示を有しないものにあっては 0.8 の力率で試験を行わなけれ

ばならない。 

「燃料タンク内の燃料」の温度の測定は、次による。 

イ 測定位置は、燃料タンクの底面から約1㎝上部とする。 

ロ 測定時期は、連続定格のものにあっては燃料以外の各部の温度上昇がほぼ一定

となり、かつ、燃料が規定量の 1/2 に減少したときとし、短時間定格のものにあ

っては定格時間が経過した時とする。この場合において、定格時間中に燃料が規

定量の1/2以下になったときには、燃料を補給する。 

（４）過負荷性能 

イ （３）の試験の直後に、原動機および発電機の出力調整用つまみをそれぞれ最

高出力の位置にセットし連続して 1 時間（保護装置が動作したときは、その時ま
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で）運転したとき、各部に異状を生じないこと。 

ロ 無負荷の状態において、原動機の出力調整用つまみを最高出力の位置にセット

し連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。 

（５）電圧変動率 

発電機の電圧変動率は、30%以内であること。 

（６）運転試験 

液体燃料を使用するものにあっては、規定量の燃料を満たした状態において各方向

に20°傾けて運転したとき、燃料漏れが生ずるおそれのないこと。 
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４ 附表 

附表第一 電気かみそり等の空間距離 

箇所 
空間距離（沿面距離を

含む。）（㎜） 

端子部 極性が異なる端子部相互間及び端子部とアースするおそれのある非充電金属部との間 2.0 

端子部以外

の充電部 

極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非

充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 

固定している部分であって、じんあいが侵入し

難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 
1.5 

その他の箇所 2.0 

附表第二 電気かみそり等以外のものの空間距離 

線間電圧

又は対地

電圧（V） 

空間距離（沿面距離を含む。）（㎜） 

電源電線の取付け部 出力側電線の取付け部 その他の部分 

使用

者が

接続

する

端子

部間 

使用者が接続

する端子部と

アースするお

それのある非

充電金属部又

は人が触れる

おそれのある

非金属部の表

面との間 

製造

者が

接続

する

端子

部間 

製造者が接続

する端子部と

アースするお

それのある非

充電金属部又

は人が触れる

おそれのある

非金属部の表

面との間 

使用

者が

接続

する

端子

部間 

使用者が接続

する端子部と

アースするお

それのある非

充電金属部又

は人が触れる

おそれのある

非金属部の表

面との間 

製造者が

接続する

端子部間

及び使用

者が接続

器により

接続する

端子部間 

製造者が接続する

端子部及び使用者

が接続器により接

続する端子部とア

ースするおそれの

ある非充電金属部

又は人が触れるお

それのある非金属

部の表面との間 

極性が異なる充電

部間 

充電部とアースする

おそれのある非充電

金属部又は人が触れ

るおそれのある非金

属部の表面との間 

固定してい

る部分であ

って、じんあ

いが侵入し

難く、かつ、

金属粉が付

着し難い箇

所 

そ

の

他

の

箇

所 

固定してい

る部分であ

って、じんあ

いが侵入し

難く、かつ、

金属粉が付

着し難い箇

所 

そ の

他 の

箇所 

50以下の

もの 
― ― ― ― 3 3 2 2 1.2 1.5 1.2 1.2 

50を超え

150 以下

のもの 

6 6 3 2.5 6 6 3 2.5 1.5 2.5 1.5 2 

150 を超 6 6 4 3 6 6 4 3 2 3 2 2.5 



 268 

え 300 以

下のもの 

300 を超

え 600 以

下のもの 

― ― ― ― 10 10 6 6 4 5 4(3) 5(4) 

600 を超

え 1,000

以下のも

の 

― ― ― ― 10 10 8 8 6 7 6 7 

1,000 を

超 え

3,000 以

下のもの 

― ― ― ― 20 20 20 20 20 20 20 20 

3,000 を

超 え

7,000 以

下のもの 

― ― ― ― 30 30 30 30 30 30 30 30 

7,000 を

超 え

12,000以

下のもの 

― ― ― ― 40 40 40 40 40 40 40 40 

12,000を

超えるも

の 

― ― ― ― 50 50 50 50 50 50 50 50 

(備考) 

１ 線間電圧又は対地電圧の300を超え600以下の欄の括弧内の数値は、ガラス封じ端子に適用する｡ 

２ 線間電圧又は対地電圧が1,000Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く｡)にあっては、10㎜を減じた値とすることができる｡ 

附表第三 絶縁性能試験 

試 験 の

種類 
試験の内容 

１  絶

縁 抵 抗

平常温度上昇の試験の前後において、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあ

っては3MΩ以上であり、かつ、次の表の左欄に掲げる絶縁の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以上であり、その他のものにあっては1MΩ
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試験 以上であること｡ 

  

絶縁の種類 絶縁抵抗(MΩ) 

  
基礎絶縁 1 

付加絶縁 2 

強化絶縁 3 

２  絶

縁 耐 力

試験 

（１）平常温度上昇試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後、充電部と器体の表面との間に、定格電圧が150V以下のものにあっては1,000V、定格電圧

が150Vを超えるものにあっては1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること｡ 

（２）単巻変圧器を有する機器であって、対地電圧が150Vを超えるものにあっては、充電部と器体の表面との間に次の表に掲げる値の交流電圧を

加えたとき、連続して1分間これに耐えること｡ 

  

対地電圧の区分 交流電圧 

  

150Vを超え 300V以下 1,500V 

300Vを超え 1,000V以下 対地電圧の2倍に1,000Vを加えた値 

1,000Vを超え 3,000V以下 対地電圧の1.5倍に500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V) 

3,000Vを超えるもの 対地電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V) 

（３）絶縁変圧器を有するものにあっては、（１）に規定する試験のほか、変圧器の２次側の電圧で充電される部分と器体の表面との間及び変圧

器の巻線相互間に次の表に掲げる値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること｡この場合において、巻線相互間の試験を行う場合

の電圧の区分は、変圧器の１次側又は２次側のいずれか高い電圧によるものとする｡ 

 

なお、｢絶縁変圧器｣の２次側において、その電圧が1,000Vを超え、かつ、段絶縁等の特殊絶縁方式を用いたものにあっては、次のいずれかの方

法により行う｡ 

ａ １次側に、50Hz又は60Hzの定格１次電圧の1.5倍の電圧を加える｡ 

ｂ ２次側に規定の電圧が加わるように、１次側に、商用周波数以上の周波数の電圧を加える｡ 

 

  

電圧の区分 交流電圧 

  

30V以下 500V 

30Vを超え150V以下 1,000V 

150Vを超え 300V以下 1,500V 

300Vを超え 1,000V以下 変圧器の２次側の電圧の2倍に 1,000Vを加えた値 

1,000Vを超え 3,000V以下 変圧器の２次側の電圧の1.5倍に 500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V) 

3,000Vを超えるもの 変圧器の２次側の電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V) 

（４）二重絶縁構造のものにあっては、平常温度上昇試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後、次の表の左欄に掲げる絶縁の種類ごとに同表の右欄に

掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること｡ 

  絶縁の種類 電圧(V)   
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定格電圧が150V以下のもの 定格電圧が150Vを超えるもの 

基礎絶縁 1000 1500 

付加絶縁 1500 2500 

強化絶縁 2500 4000 

３  注

水 絶 縁

試験 

通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて、清水を毎分約 3 ㎜の水量で約 45 ﾟの傾斜方向から降雨状

態で一様に注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら1及び 2の試験を行なったとき、これに適合すること｡ 

４  溢

水 絶 縁

試験 

（１）平常温度上昇の試験の後において、連続して 5 分間溢水させ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により

測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては1MΩ以上であり、その他のものにあっては0.3MΩ以上であり、

かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となった時の５００ボルト絶縁抵抗計に

より測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては 3MΩ 以上であり、その他のものにあっては 1MΩ 以上であ

ること｡この場合において、溢水量は、器体の溢水する部分の内周 10 ㎝につき毎分 2,000 ㎝ 3の割合で算出した水量（算出した水量が毎分 20,000

㎝ 3を超えるときは、20,000㎝ 3）とする｡ 

（２）平常温度上昇の試験の後において、タンク内に十分水を満たし、これに 10 ㎝ 3の水を加えることによって溢水させ、器体の外郭表面に付着

した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては1MΩ以上

であり、その他のものにあっては0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温

度がほぼ一定となった時の５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては 3MΩ

以上であり、その他のものにあっては1MΩ以上であること｡ 

（３）容器に水を入れ、5分間溢水させた後器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表

面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては3MΩ以上であり、その他のものにあっては1MΩ以上であること｡この場合において、溢水

量は、器体の溢水する部分の内周 10 ㎝につき毎分 2,000 ㎝ 3の割合で算出した水量(算出した水量が毎分 20,000 ㎝ 3を超えるときは、20,000 ㎝ 3)

とする｡ 

（４）容器に水を入れ、容器の容量の10分の 1に等しい容量の水を加えることによって溢水させ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５

００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては3MΩ以上であり、その他のものに

あっては1MΩ以上であること｡ 

５  浸

水 絶 縁

試験 

（１）２に規定する試験の後において、器体のカバーを取り除き、電源電線等の接続部以外の部分を清水中に 3 分間浸し、電源電線等の接続部に

ついては、附表第三６（１）の試験を行い、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と清水との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあ

っては 1MΩ 以上であり、その他のものにあっては 0.3MΩ 以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、５００ボルト絶縁抵抗計により測定

した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては3MΩ以上であり、その他のものにあっては1MΩ以上であること｡ 

（２）５（１）に規定する試験(電源電線等の接続部については、附表第三６（１）の試験を除く｡)の後において、電源電線等の接続部を表面が平

らな厚さ 10 ㎜以上の木台上に通常の使用状態に置き、1,000 ㎝ 3の清水を毎秒 200 ㎝ 3の割合で電源電線等の接続部中央に 10 ㎝の高さから連続し

て一様に注水し、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、

二重絶縁構造のものにあっては 1MΩ 以上であり、その他のものにあっては 0.3MΩ 以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、５００ボル
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ト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては3MΩ以上であり、その他のものにあっては

1MΩ以上であること｡ 

（３）２に規定する試験の後において、器体のカバーを取り除き、器体(器体に取り付けられた接続器及び直付けの電源電線等(中間に設けられた

スイッチを除く｡)を含む｡)を清水中に 3 分間浸し、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と清水との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のも

のにあっては 1MΩ 以上であり、その他のものにあっては 0.3MΩ 以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、５００ボルト絶縁抵抗計によ

り測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては 3MΩ 以上であり、その他のものにあっては 1MΩ 以上である

こと｡ 

６  耐

湿 絶 縁

試験 

（１）45℃±3℃で 4時間器体を放置した後、周囲温度が 40℃±3℃、相対湿度が 88%以上 92%以下の状態に、二重絶縁構造のものにあっては 48時

間、その他のものにあっては24時間保った後に器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体

の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっては1MΩ以上であり、その他のものにあっては0.3MΩ以上であること｡ 

（２）沸騰水を入れた容器を器具の庫内等に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して 2 時間加えた後、通電を停止し

た状態において 2 時間経過した時の５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、二重絶縁構造のものにあっ

ては 3MΩ 以上であり、その他のものにあっては 1MΩ 以上であり、かつ、２（３）の表に掲げる交流電圧を充電部と器体の表面との間に加えたと

き、連続して1分間これに耐えること｡ 

附表第四 温度限度 

測定箇所 温度(℃) 

１ 巻線 

Ａ種絶縁のもの 100 

Ｅ種絶縁のもの 115 

Ｂ種絶縁のもの 125(120) 

Ｆ種絶縁のもの 150(140) 

Ｈ種絶縁のもの 170(165) 

２ 整流体(交流側電源回路に使用するものに限る｡) 

セレン製のもの 75 

ゲルマニウム製のもの 60 

シリコン製のもの 135 

３ ヒューズクリップの接触部 90 

４ 持ち運び用のとっ手(使用中に人が操作するものを除く｡) 
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 65 

その他のもの 80 

５ 使用中に人が操作するとっ手 
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55 

その他のもの 70 

６ 点滅器等のつまみ及び押しボタン 
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 60 

その他のもの 75 

７ 外郭 人が触れて使用するもの 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55 



 272 

その他のもの 70 

人が容易に触れるおそれのあるもの 
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 85 

その他のもの 100 

人が容易に触れるおそれのないもの 100 

８ 試験品を置く木台の表面 95 

（備考） 

１ かっこ内の数値は、回転機の巻線に適用する｡ 

２ 等価試験を行う場合のジェット式の井戸ポンプ及び冷媒中において使用される電動機の巻線の温度は、表の巻線の値に5℃を加えた値とする｡ 

３ この表において、基準周囲温度は、この表に特別に規定するものを除き、採暖用のものおよび水中用のものにあっては20℃、その他のものにあっては30℃

とする｡ 

４ 温度の測定は、巻線にあっては抵抗法、その他の測定箇所にあっては熱電温度計法とする｡ 

附表第五 機械的強度試験 

試験の種類 試験の内容 

１ 静荷重試験 

試験品の厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形

であってその 1 辺の長さが 100 ㎜(おもちやにあっては、75 ㎜)、質量が 60kg(おもちやにあって

は、22kg)のおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと｡ 

２ 落下試験 

器体の質量が 4kg(おもちやにあっては、2kg)以下のものにあっては、コンクリート床上に置いた

厚さが30㎜の表面が平らなラワン板の中央部に、器体の底面がラワン板の面に平行になるように

器体をひもでつり下げたものを、70㎝の高さから落としたとき、充電部の露出及び短絡を生ぜず、

かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ

以上であること｡ 

附表第六 電気用品の表示の方式 

電気用品 
表示の方式 

表示すべき事項 表示の方法 

電熱器具 

１ 相（定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。） 

２ 定格電圧 

３ 電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消

費電力 

４ 定格周波数（電動機又は変圧器を有するものの場合に限る。） 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 水中用のものにあっては、その旨 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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７ 屋外用のもの（水中用のものを除く。以下この表において同じ。）

にあっては、屋外で使用できる旨 

８ 屋内用のもの（水中用のものを除く。以下この表において同じ。）

にあっては、その旨（水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍

結又は凝結防止用電熱器具、電気温水器、電熱ボード、電熱シート、

電熱マット、電気育苗器、電気ふ卵器及び電気育すう器の場合に限

る。） 

９ 電気接着器にあっては、接着部の使用温度 

１０ 電熱ボードのうち、乾燥した場所で使用するものにあっては、そ

の旨 

１１ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

アイスクリームフリーザー（冷

却装置を有するもの以外のもの

に限る。）、電気マッサージ器、

指圧代用器及びその他の家庭用

電動力応用治療器 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

７ 始動電流が37Aを超えるもの（単相のものに限る。）にあっては、

その値 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気ポンプ（電気井戸ポンプを

除く。） 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 水中用のものにあっては、その旨 

７ 屋外用のものにあっては、屋外で使用できる旨 

８ 屋内用のものにあっては、その旨 

９ 温水用として使用するものにあっては、使用する温水の温度 

１０ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

１１ 漏電遮断器を有する構造のものにあっては、その旨 

１２ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、

その値 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気井戸ポンプ １ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表
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２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 吸上げ高さ 

６ 押上げ高さ 

７ 揚水量 

８ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

９ 水中用のものにあっては、その旨 

１０ 屋外用のものにあっては、屋外で使用できる旨 

１１ 屋内用のものにあっては、その旨 

１２ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

１３ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、

その値 

示すること｡ 

冷蔵用のショーケース、冷凍用

のショーケース及びアイスクリ

ームフリーザー（冷却装置を有

するものに限る。） 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

６ 屋内用のものにあっては、その旨(冷蔵用のショーケース及び冷凍

用のショーケースの場合に限る｡) 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

８ 漏電遮断器を有する構造のものにあっては、その旨(冷蔵用のショ

ーケース及び冷凍用のショーケースの場合に限る｡) 

９ 漏電遮断器を取り付けられる構造のものにあっては、屋内配線に漏

電遮断器が設置されていない場合には器体に漏電遮断器を取り付け

て使用する必要がある旨(冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショー

ケースの場合に限る｡) 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

ディスポーザー 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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７ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、そ

の値 

自動洗浄乾燥式便器 

１ 定格電圧 

２ 電動機の定格消費電力 

３ 電熱装置の定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

自動販売機(電熱装置、冷却装

置、放電灯又は液体収納装置を

有するものに限る｡) 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

６ 発振管を有するものにあっては、定格高周波出力 

７ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

８ 屋内用のものにあっては、その旨 

９ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

１０ 漏電遮断器を有する構造のものにあっては、その旨 

１１ 漏電遮断器を取り付けられる構造のものにあっては、屋内配線に

漏電遮断器が設置されていない場合には器体に漏電遮断器を取り付

けて使用する必要がある旨 

１２ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、

その値 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気気泡発生器 

１ 相（定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る。） 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 浴室内用又は浴室外用の別(浴槽用のものの場合に限る｡) 

７ 屋外用のものにあっては、屋外で使用できる旨 

８ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

浴槽用電気温水循環浄化器 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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４ 定格周波数 

５ 電熱装置の定格消費電力 

６ 水中用のものにあっては、その旨 

７ 屋内用のものにあっては、浴室内用又は浴室外用の別 

８ 屋外用のものにあっては、屋外で使用できる旨 

９ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

電動式おもちや(電気乗物及び

電気遊戯盤を除く｡)、電気乗物

その他の電動力応用遊戯器具 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 屋内用のものにあっては、その旨 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

高周波脱毛器 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 定格周波数 

４ 定格高周波出力 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

家庭用低周波治療器、家庭用超

音波治療器及び家庭用超短波治

療器 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 定格周波数 

４ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

家庭用電位治療器 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 定格周波数 

４ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

磁気治療器 

１ 定格電圧 

２ 定格容量 

３ 定格周波数 

４ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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電撃殺虫器 

１ 定格１次電圧 

２ 定格２次電圧 

３ ２次短絡電流 

４ 定格周波数 

５ 屋内用のものにあっては、その旨 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気浴器用電源装置 

１ 定格入力電圧 

２ 定格周波数 

３ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気さく用電源装置 

１ 定格１次電圧 

２ 定格２次電圧(衝撃電流を繰り返して発生しないものの場合に限

る｡) 

３ 定格２次電流(衝撃電流を繰り返して発生するものの場合に限る｡) 

４ 定格周波数 

５ 屋内用のものにあっては、その旨 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

直流電源装置 

１ 定格電圧 

２ 定格入力容量 

３ 定格周波数 

４ 定格出力電圧 

５ 定格２次電流 

６ 自動車スタータ用に使用するものにあっては、その旨 

７ おもちや用のものにあっては、その旨 

８ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

携帯発電機 

１ 相 

２ 定格電圧 

３ 定格電流 

４ 定格出力 

５ 定格出力周波数(出力が交流のものの場合に限る｡) 

６ 出力が直流の場合にあっては、その旨 

７ 燃料の種類 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

ベルトコンベア、電気鉛筆削機、

電動脱穀機、電動もみすり機、

電動わら打機、電動縄ない機、

選卵機、洗卵機、昆布加工機、

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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するめ加工機、ほうじ茶機、包

装機械、荷造機械、電気置時計、

電気掛時計、自動印画定着器、

自動印画水洗機、自動販売機（電

熱装置、冷却装置、放電灯又は

液体収納装置を有するものを除

く。）、両替機、理髪いす、扇

風機、サーキュレーター、換気

扇、送風機、電気冷風機、ファ

ンコイルユニット、ファン付コ

ンベクター、温風暖房機、電気

加湿機、空気清浄機、電気除臭

機、電気芳香拡散機、電気掃除

機、電気レコードクリーナー、

電気黒板ふきクリーナー、その

他の電気吸じん機、電気床磨き

機、電気楽器、電気オルゴール、

ベル、ブザー及びチャイム 

５ 屋外用のものにあっては、その旨（電気鉛筆削機、換気扇、送風機、

電気冷風機、電気加湿機、空気清浄機、電気掃除機、電気黒板ふきク

リーナー、その他の電気吸じん機、電気床磨き機、ベル、ブザー及び

チャイムの場合に限る。） 

６ 屋内用のものにあっては、その旨（ベルトコンベア、自動販売機、

両替機、送風機及びその他の電気吸じん機の場合に限る｡) 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

空気圧縮機、電動かくはん機、

電気芝刈機、電気かみそり、電

気バリカン、電気つめ磨き機、

その他の理容用電動力応用機械

器具及び電気遊戯盤 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限り、電気かみそり、電

気バリカン、電気つめ磨き機及びその他の理容用電動力応用機械器具

の場合を除く。） 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 屋内用のものにあっては、その旨(空気圧縮機、電動かくはん機及

び電気遊戯盤の場合に限る｡) 

６ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電動ミシン、電気ろくろ、電気

はさみ、電気捕虫機、電気草刈

機、電気刈込み機、園芸用電気

耕土機、ジューサー、ジュース

ミキサー、フッドミキサー、電

気製めん機、コーヒーひき機、

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 屋外用のものにあっては、その旨（電気ブラシ及びサイレンの場合

に限る。） 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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電気缶切機、電気肉ひき機、電

気肉切り機、電気パン切り機、

電気かつお節削機、電気氷削機、

電気洗米機、精米機、謄写機、

事務用印刷機、あて名印刷機、

タイムレコーダー、タイムスタ

ンプ、電動タイプライター、帳

票分類機、文書細断機、電動断

裁機、コレーター、紙とじ機、

穴あけ機、番号機、チェックラ

イター、硬貨計数機、紙幣計数

機、ラベルタグ機械、ラミネー

ター、洗濯物仕上機械、洗濯物

折畳み機械、おしぼり巻機、電

気歯ブラシ、電気ブラシ、毛髪

乾燥機、電気温風機、電気靴磨

き機、電気乾燥機、サイレン、

電気グラインダー、電気ドリル、

電気かんな、電気のこぎり、電

気スクリュードライバー、その

他の電動工具、電気噴霧機及び

電動式吸入器 

６ 屋内用のものにあっては、その旨(電気噴霧機の場合に限る｡) 

７ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

８ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

９ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、そ

の値 

電気噴水機 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 水中用のものにあっては、その旨 

６ 屋外用のものにあっては、屋外で使用できる旨 

７ 屋内用のものにあっては、その旨 

８ 温水用のものにあっては、使用する温水の温度 

９ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

１０ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

１１ 漏電遮断器を有する構造のものにあっては、その旨 

１２ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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その値 

電気冷蔵庫(吸収式のものを除

く｡)、電気冷凍庫、電気製氷機、

電気冷水機、電気もちつき機及

び電気食器洗機 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

６ 屋内用のものにあっては、その旨(電気冷水機の場合に限る｡) 

７ 短時間定格のものにあっては、定格時間(電気製氷機、電気もちつ

き機及び電気食器洗機の場合に限る｡) 

８ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

野菜洗浄機、運動用具又は娯楽

用具の洗浄機、電気洗濯機及び

電気脱水機 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 電動機又は電磁振動器の定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

６ 屋内用のものにあっては、その旨(野菜洗浄機及び運動用具又は娯

楽用具の洗浄機の場合に限る｡) 

７ 洗濯容量又は脱水容量(電気洗濯機及び電気脱水機の場合に限る｡) 

８ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

９ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

１０ 始動電流が 37A を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、

その値 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気冷房機及び電気除湿機 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 電動機の定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

７ 始動電流が45A(定格電圧が125Vを超えるものの場合にあっては、

60A)を超えるもの(単相のものに限る｡)にあっては、その値 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

白熱電球、蛍光ランプ及びエ

ル・イー・ディー・ランプ 

１ 定格電圧(安定器を内蔵しない蛍光ランプを除く｡) 

２ 定格消費電力 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ただし、1 個ごとに包装紙の表面の

見やすい箇所に容易に消えない方法で表示する
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場合は、これらを省略することができる｡ 

写真焼付器、マイクロフィルム

リーダー、その他の白熱電灯器

具及び放電灯器具並びにエル・

イー・ディー・電灯器具、広告

灯、検卵器、電気消毒器、電気

スタンド、家庭用つり下げ型蛍

光灯器具、ハンドランプ並びに

庭園灯器具 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力(放電灯、変圧器、電動機又はランプ制御装置を有す

るものの場合に限る｡) 

３ 適用光源の定格消費電力(使用者が交換できる光源をもつものに限

る｡) 

４ 定格周波数（放電灯、変圧器、電動機又はランプ制御装置を有する

ものの場合に限る。） 

５ 屋外用のものにあっては、その旨（その他の白熱電灯器具、その他

の放電灯器具及びエル・イー・ディー・電灯器具の場合に限る。） 

６ 屋内用のものにあっては、その旨（広告灯及びハンドランプの場合

に限る｡) 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

スライド映写機、オーバーヘッ

ド映写機、反射投影機、ビュー

ワー、写真引伸機及び写真引伸

機用ランプハウス 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力(放電灯、変圧器又は電動機を有するものの場合に限

る｡) 

３ 適用電灯の定格電圧及び定格消費電力 

４ 定格周波数(放電灯、変圧器又は電動機を有するものの場合に限

る｡) 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

エレクトロニックフラッシュ 

１ 定格電圧 

２ 定格蓄積電力量 

３ モデリングランプを有するものにあっては、その定格電圧及び定格

消費電力 

４ 定格周波数(変圧器又は電動機を有するものの場合に限る｡) 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

装飾用電灯器具 

１ 定格電圧 

２ 定格電流 

３ 屋外用のものにあっては、その旨 

４ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ただし、1 品ごとに容易に離れず、

かつ、消えない方法でﾗﾍﾞﾙにより表示する場合

は、これらを省略することができる｡ 

充電式携帯電灯 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 適用電灯の定格消費電力 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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４ 定格周波数 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

家庭用光線治療器 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 適用電灯の定格消費電力(光源として電灯を使用するものの場合に

限る｡) 

４ 定格周波数(変圧器又はﾁｮｰｸｺｲﾙを有するものの場合に限る｡) 

５ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

複写機 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 光源の定格消費電力 

５ 定格周波数 

６ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力 

７ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

８ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電子応用機械器具（高周波ウエ

ルダー、電子レンジ及びその他

の電子応用遊戯器具を除く。） 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 定格周波数（テレビジョン受信機の場合を除く｡) 

４ 短時間定格のものにあっては、定格時間(超音波加湿機及び超音波

洗浄機の場合に限る｡) 

５ 屋内用のものにあっては、その旨（テレビジョン受信機用ブースタ

ーの場合に限る｡) 

６ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

高周波ウエルダー及び電子レン

ジ 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 定格高周波出力 

６ 電熱装置を有するものにあっては、電熱装置の定格消費電力（電子

レンジの場合に限る｡) 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 
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その他の電子応用遊戯器具 

１ 相(定格電圧が125Vを超えるものの場合に限る｡) 

２ 定格電圧 

３ 定格消費電力 

４ 定格周波数 

５ 屋外用のものにあっては、その旨 

６ 短時間定格のものにあっては、定格時間 

７ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電灯付家具、その他の電気機械

器具付家具、電気ペンシル、漏

電検知器、防犯警報器、アーク

溶接器及び雑音防止器 

１ 定格電圧 

２ 電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消

費電力 

３ 定格周波数 

４ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

コンセント付家具 
１ 定格電圧 

２ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

医療用物質生成器 

１ 定格電圧 

２電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消費

電力 

３ 定格周波数 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

電気冷蔵庫（吸収式のものに限

る。） 

１ 定格電圧 

２ 定格消費電力 

３ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

調光器 

１ 定格電圧 

２ 定格容量 

３ 定格周波数(放電灯用のものの場合に限る｡) 

４ 屋外用のものにあっては、その旨 

５ 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 

表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示すること｡ 

（備考）半導体素子その他これに類する抵抗温度係数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を用いたものであって、使

用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむを得ないものにあっては、定格消費電力を当該最

大及び最小の範囲で表示することができる。 

附表第七 軟銅集合より線 

断面積(㎜ 2) 
20℃における電気抵抗(Ω/km) 

めっきを施してないもの めっきを施してあるもの 
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14 1.32以下 1.39以下 

22 0.844以下 0.892以下 

30 0.625以下 0.661以下 

38 0.496以下 0.525以下 

50 0.394以下 0.411以下 

60 0.328以下 0.329以下 

80 0.230以下 0.243以下 

100 0.192以下 0.193以下 

（備考） 

１ 電気抵抗の測定は、別表第一附表第一の備考１を準用する。 

２ 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。  

附表第八 絶縁耐力試験 

１の試験条件において試験を行なったとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

 完成品を1時間清水中に浸し、導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。 

２ 基準 

 連続して1分間耐えること。 

用途 交流電圧(V) 

導線用のもの 1,000 

ホルダー用のもの 1,500 

附表第九 引張強さ及び伸びの試験 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さ及び伸びの試験を行なったとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

 別表第一附表第十四１を準用する。 

２ 基準 
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 室温における引張強さ及び伸び並びに加熱後の引張強さ及び伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。 

絶縁体と外装の別 絶縁物の種類 
室温における値 加熱後の残率 

引張強さ(MPa) 伸び(%) 引張強さ(%) 伸び(%) 

絶縁体 

天然ゴム混合物 
導線用のもの 14 430 50 50 

ホルダー用のもの 6 250 50 50 

クロロプレンゴム混合物 13 300 65 65 

エチレンプロピレンゴム混合物 4 300 80 80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 8 300 80 70 

ポリエチレン混合物 
架橋したもの 10 200 80 80 

その他のもの 10 350 80 65 

ポリオレフィン混合物 
架橋したもの 7 200 80 80 

その他のもの 5 200 80 65 

外装 

天然ゴム混合物 14 430 50 50 

クロロプレンゴム混合物 13 300 65 65 

クロロスホン化ポリエチレンゴム混合物 13 300 80 70 

耐燃性エチレンゴム混合物 7 300 80 80 

ポリエチレン混合物 
架橋したもの 10 200 80 80 

その他のもの 10 350 80 65 

耐燃性ポリオレフィン混合物 8 200 80 80 

附表第十 衝撃試験 

完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲

げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体、金属製の導体補強線又は補強索の素線

の断線率がそれぞれ30%以下であること。 
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（備考）ｄは、ケーブルの外径とする。 

 

導体の断面積(㎜ 2) おもりの質量(kg) 高さ(m) 

14 3 0.2 

14を超え 38以下 4 0.3 

38を超えるもの 4 0.5 

 

  



経 済 産 業 省 

 

２０１４０８２５商局第３号   

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ ８ 日   

 

 

 

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 寺澤 達也 

 

 

 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正 

について 

 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（２０１３０６０５商

局第３号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

本解釈は、平成２６年９月１８日から適用する。ただし、この通達による改

正後の別表第四１（２）ロ（ロ）ｂ、３（１）ヲ（ホ）、６（１）リ（ニ）ｂ

及びヌ、別表第八１（２）エ（ハ）並びに２（５０）イ（ヌ）ｂの規定の適用 

については、平成２７年９月１７日までは、なお従前の例によることができる。 



（別紙） 
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電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正 新旧対照表 

○電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（２０１３０６０５商局第３号）               （傍線部分は改正部分） 

改 正 後 現   行 

【引込用ポリエチレン電線】 

別表第一 電線および電気温床線 

１ 電線 

（１）（略） 

（２）絶縁電線（蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電

線を除く。） 

イ 材料及び構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 導体は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 導体 

ゴム絶縁

電線 

600Vゴム絶縁電

線 

（略） 

その他のゴム絶

縁電線 

（略） 

合
成
樹
脂
絶
縁
電
線 

ビ
ニ
ル
絶
縁
電
線 

600Vビニル絶縁

電線 

（略） 

屋外用ビニル絶

縁電線 

（略） 

引込用ビニル絶

縁電線 

（略） 

その他のビニル （略） 

【引込用ポリエチレン電線】 

別表第一 電線および電気温床線 

１ 電線 

（１）（略） 

（２）絶縁電線（蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電

線を除く。） 

イ 材料及び構造 

（イ）導体は、次に適合すること。 

ａ 導体は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 導体 

ゴム絶縁

電線 

600Vゴム絶縁電

線 

（略） 

その他のゴム絶

縁電線 

（略） 

合
成
樹
脂
絶
縁
電
線 

ビ
ニ
ル
絶
縁
電
線 

600Vビニル絶縁

電線 

（略） 

屋外用ビニル絶

縁電線 

（略） 

引込用ビニル絶

縁電線 

（略） 

その他のビニル （略） 
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絶縁電線 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
絶
縁
電
線 

600Vポリエチレ

ン絶縁電線 

附表第一に適合する軟銅線であ

って直径が0.8㎜以上5㎜以下の

もの、附表第二に適合する硬銅

線であって直径が0.8㎜以上5㎜

以下のもの、附表第三に適合す

る半硬アルミ線であって直径が

2.3㎜以上5㎜以下のもの若しく

は硬アルミ線であって直径が

2.0㎜以上5㎜以下のもの、附表

第四に適合する軟銅同心より線

であって断面積が0.9㎜2以上の

もの、附表第五に適合する硬銅

同心より線であって断面積が

0.9㎜2以上のもの又は附表第六

に適合する半硬アルミ同心より

線若しくは硬アルミ同心より線

であって断面積が14㎜2以上の

もの 

引込用ポリエチ

レン絶縁電線 

 

 

 

附表第二に適合する硬銅線であ

って直径が 2㎜以上 5㎜以下の

もの、附表第四に適合する軟銅

同心より線であって断面積が22

㎜ 2以上のもの又は附表第五に

絶縁電線 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
絶
縁
電
線 

600Vポリエチレ

ン絶縁電線 

附表第一に適合する軟銅線であ

って直径が0.8㎜以上5㎜以下の

もの、附表第二に適合する硬銅

線であって直径が0.8㎜以上5㎜

以下のもの、附表第三に適合す

る半硬アルミ線であって直径が

2.3㎜以上5㎜以下のもの若しく

は硬アルミ線であって直径が

2.0㎜以上5㎜以下のもの、附表

第四に適合する軟銅同心より線

であって断面積が0.9㎜2以上の

もの、附表第五に適合する硬銅

同心より線であって断面積が

0.9㎜2以上のもの又は附表第六

に適合する半硬アルミ同心より

線若しくは硬アルミ同心より線

であって断面積が14㎜2以上の

もの 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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適合する硬銅同心より線であっ

て断面積が 8㎜ 2以上のもの 

その他のポリエ

チレン絶縁電線 

附表第八に適合する軟銅集合よ

り線であって、断面積が0.75㎜2

以上のもの 

ふ
っ
素
樹
脂
絶
縁
電
線 

600Vふっ素樹脂

絶縁電線 

 

（略） 

その他のふっ素

樹脂絶縁電線 

 

（略） 

ｂ （略） 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 絶縁物 

ゴ
ム
絶
縁
電
線

600Vゴム絶縁電線 

 

（略） 

その他のゴム絶縁電線

 

（略） 

合成樹脂絶縁電線 ビニル混合物、ポリエチレン混合

物（引込用ポリエチレン絶縁電線

にあっては、耐燃性ポリエチレン

混合物に限る。）又はふっ素樹脂

混合物 

 

 

その他のポリエ

チレン絶縁電線 

附表第八に適合する軟銅集合よ

り線であって、断面積が0.75㎜2

以上のもの 

ふ
っ
素
樹
脂
絶
縁
電
線 

600Vふっ素樹脂

絶縁電線 

 

（略） 

その他のふっ素

樹脂絶縁電線 

 

（略） 

ｂ （略） 

（ロ）絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

絶縁電線の種類 絶縁物 

ゴ
ム
絶
縁
電
線

600Vゴム絶縁電線 

 

（略） 

その他のゴム絶縁電線

 

（略） 

合成樹脂絶縁電線 ビニル混合物、ポリエチレン混合

物又はふっ素樹脂混合物 
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ｂ （略） 

（ハ）・（ニ）（略） 

（ホ）引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線にあっ

ては、次に適合すること。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 巻付け形のもの（引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。）

にあっては、硬アルミ単線若しくは硬アルミ同心より線を使

用した1本又は2本の線心をその外径の約60倍のピッチで、1本

の鋼心アルミ同心より線を使用した線心の周りに巻き付けた

ものであること。 

ロ～ヘ （略） 

ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

（イ）～（ヘ）（略） 

（ト）耐燃性 

ａ (略) 

ｂ ビニル絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル

絶縁電線を除く。）、耐燃性ポリエチレン絶縁電線、耐燃性

架橋ポリエチレン絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線

にあっては、附表第二十一２の試験を行ったとき、これに適

合すること。 

（チ）（略） 

チ （略） 

（３）～（９）（略） 

２ （略） 

 

ｂ （略） 

（ハ）・（ニ）（略） 

（ホ）引込用ビニル絶縁電線にあっては、次に適合すること。 

 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 巻付け形のものにあっては、硬アルミ単線若しくは硬アル

ミ同心より線を使用した1本又は2本の線心をその外径の約60

倍のピッチで、1本の鋼心アルミ同心より線を使用した線心の

周りに巻き付けたものであること。 

 

ロ～ヘ （略） 

ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

（イ）～（ヘ）（略） 

（ト）耐燃性 

ａ (略) 

ｂ ビニル絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル

絶縁電線を除く。）、耐燃性ポリエチレン絶縁電線又は耐燃

性架橋ポリエチレン絶縁電線にあっては、附表第二十一２の

試験を行ったとき、これに適合すること。 

 

（チ）（略） 

チ （略） 

（３）～（９）（略） 

２ （略） 
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附表第一 （略） 

 

附表第二 硬銅線（単線） 

直径

(㎜) 

20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ（MPa） 

めっきを施してない

もの 

めっきを施してある

もの 

めっきを

施してな

いもの 

めっきを

施してあ

るもの 

単心又は

平形のも

のに使用

する単線

引込用ビ

ニル絶縁

電線又は

引込用ポ

リエチレ

ン絶縁電

線のより

合わせ形

のものに

使用する

単線 

単心又は

平形のも

のに使用

する単線

引込用ビ

ニル絶縁

電線又は

引込用ポ

リエチレ

ン絶縁電

線のより

合わせ形

のものに

使用する

単線 

(略) （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶

縁電線に適用する。 

２～４ （略） 

 

附表第三 （略） 

附表第一 （略） 

 

附表第二 硬銅線（単線） 

直径

(㎜)

20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ（MPa） 

めっきを施してない

もの 

めっきを施してある

もの 

めっきを

施してな

いもの 

めっきを

施してあ

るもの 

単心又は

平形のも

のに使用

する単線

引込用ビ

ニル絶縁

電線のよ

り合わせ

形のもの

に使用す

る単線 

 

 

 

 

単心又は

平形のも

のに使用

する単線

引込用ビ

ニル絶縁

電線のよ

り合わせ

形のもの

に使用す

る単線 

(略) （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、引込用ビニル絶縁電線に適用する。 

 

２～４ （略） 

 

附表第三 （略） 
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附表第四 軟銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、軟銅線をより合わせ、表１に適合するこ

と。 

表１ （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線又は引込用

ポリエチレン絶縁電線に適用する。 

２・３ （略） 

２ （略） 

 

附表第五 硬銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、硬銅線をより合わせ、表１に適合するこ

と。 

表１ （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線又は引込用

ポリエチレン絶縁電線に適用する。 

２・３ （略） 

２ （略） 

 

附表第六～附表第二十七 （略） 

 

【配線器具の遠隔操作】 

別表第四 配線器具 

 

附表第四 軟銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、軟銅線をより合わせ、表１に適合するこ

と。 

表１ （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用す

る。 

２・３ （略） 

２ （略） 

 

附表第五 硬銅同心より線 

１ 非圧縮より線にあっては、硬銅線をより合わせ、表１に適合するこ

と。 

表１ （略） 

（備考） 

１ 括弧内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用す

る。 

２・３ （略） 

２ （略） 

 

附表第六～附表第二十七 （略） 

 

【配線器具の遠隔操作】 

別表第四 配線器具 
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１ 共通の事項 

（１）（略） 

（２）構造 

イ （略） 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコント

ローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路を行えないもので

あること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、こ

の限りでない。 

（イ）（略） 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのいず

れかのものをいう。 

 

ａ 音声を利用した遠隔操作機構を有する屋内用の接続器であ

って、遠隔操作により閉路できる容量が300W以下でその旨の

表示が器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表

示してあり、かつ、接続できるものとして、次に掲げる全部

又は一部の電気用品に限定する旨を器体の表面の見やすい箇

所に容易に消えない方法で表示してあること。 

（ａ）電気スタンド 

（ｂ）家庭用つり下げ型蛍光灯器具 

（ｃ）ハンドランプ 

（ｄ）白熱電灯器具 

（ｅ）放電灯器具 

（ｆ）エル・イー・ディー・電灯器具 

（ｇ）庭園灯器具 

１ 共通の事項 

（１）（略） 

（２）構造 

イ （略） 

ロ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコント

ローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路を行えないもので

あること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、こ

の限りでない。 

（イ）（略） 

（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、音声を利用した遠隔

操作機構を有する屋内用の接続器であって、次に適合するものを

いう。 

ａ 遠隔操作により閉路できる容量が300W以下であって、その

旨の表示が器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法

で表示してあること。 

ｂ 接続できるものとして、次に掲げる全部又は一部の電気用

品に限定する旨を器体の表面の見やすい箇所に容易に消えな

い方法で表示してあること。 

（ａ）電気スタンド 

（ｂ）家庭用つり下げ型蛍光灯器具 

（ｃ）ハンドランプ 

（ｄ）白熱電灯器具 

（ｅ）放電灯器具 

（新設） 

（ｆ）庭園灯器具 
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（ｈ）装飾用電灯器具 

（ｉ）テレビジョン受信機 

（ｊ）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、

その他の音響機器 

（ｋ）電灯付家具 

ｂ 通信回線（（イ）に掲げるものを除く。）を利用した遠隔

操作機構を有する配線器具であって、次の全てに適合するも

の。 

（ａ）配線器具は、接続できるものとして、遠隔操作に伴う危

険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作

に伴う危険源がない負荷機器に限定されているものである

こと。 

（ｂ）通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される配線

器具及び負荷機器が安全状態を維持し、通信回線に復旧の

見込みがない場合は遠隔操作される配線器具の安全機能に

より安全な状態が確保できること。ただし、接続できるも

のとして、連続通電可能な負荷機器に限定している場合は

この限りでない。 

（ｃ）負荷機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲

げる対策を配線器具に講じていること。  

ⅰ 手元操作が最優先されること  

ⅱ 負荷機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り

離しができること 

（ｄ）遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げる

いずれかの対策を配線器具に講じること。  

（ｇ）装飾用電灯器具 

（ｈ）テレビジョン受信機 

（ｉ）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、

その他の音響機器 

（ｊ）電灯付家具 

（新設） 
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ⅰ 操作結果のフィードバック確認ができること  

ⅱ 動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説

明書等への記載 

（ｅ）通信回線（（イ）に掲げるもの及び公衆回線を除く。)に

おいて、次の対策を遠隔操作される配線器具に講じている

こと。  

ⅰ 操作機器の識別管理 

ⅱ 外乱に対する誤動作防止 

ⅲ 通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信

方式に限る） 

（ｆ）通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、

回線の一時的途絶や故障等により安全性に影響を与えない

対策が配線器具に講じられていること。 

（ｇ）同時に外部の2箇所以上から負荷機器の近くにいる人に危

険が生ずるおそれのある相反する遠隔操作を受けつけない

対策を配線器具に講じること。 

（ｈ）配線器具は、適切な誤操作防止対策を講じること。 

（ｉ）配線器具は、出荷状態において、遠隔操作機能を無効に

すること。 

ハ～ヤ （略） 

（３）～（５）（略） 

２ （略） 

 

【プラグのトラッキング対策】 

３ 開閉器（ミシン用コントローラーを除く。）および電磁開閉器操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ～ヤ （略） 

（３）～（５）（略） 

２ （略） 

 

【プラグのトラッキング対策】 

３ 開閉器（ミシン用コントローラーを除く。）および電磁開閉器操作



 

10 

 

用スイッチ（以下別表第四において「開閉器等」という。） 

（１）構造 

イ～ル （略） 

ヲ 漏電遮断器にあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ニ）（略） 

（ホ）本体に栓刃を有し、電源に直接接続するものにあっては、次に

適合すること。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接する漏電遮断器の外面で

あって、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料

にあっては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが250以上であ

ること。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定

する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するもの

であること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグロ

ーワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでな

い。 

（２）・（３）（略） 

４・５ （略） 

６ 接続器（ライティングダクトを除く。） 

（１）構造 

イ～チ （略） 

リ 延長コードセットにあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ハ）（略） 

（ニ）電線と一体成型された差込みプラグにあっては、主絶縁材料は

用スイッチ（以下別表第四において「開閉器等」という。） 

（１）構造 

イ～ル （略） 

ヲ 漏電遮断器にあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ニ）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）・（３）（略） 

４・５ （略） 

６ 接続器（ライティングダクトを除く。） 

（１）構造 

イ～チ （略） 

リ 延長コードセットにあっては、次に適合すること。 

（イ）～（ハ）（略） 

（ニ）電線と一体成型された差込みプラグにあっては、主絶縁材料は
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次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)「耐火性試験―電気・電子―最終製

品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法」又はJIS C 

60695-2-12(2013)「耐火性試験―電気・電子―第2-12部：グ

ローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワ

イヤ燃焼性指数（GWFI）」に規定する試験を試験温度850℃で

行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2013)「耐火性試験―電気・電子―第2-13部：グ

ローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対するグローワ

イヤ着火温度指数（GWIT）」に規定するグローワイヤ着火温

度が875℃レベル以上の材料は、この限りでない。 

ｃ （略） 

（ホ）・（ヘ）（略） 

ヌ 標準型（ニ（ホ）の表１に示すもの。）の差込みプラグ（ゴムプ

ラグは除く。）及び本体に栓刃を有するマルチタップ（ニ（ホ）の

表３に示すもの。）にあっては、次に適合すること。 

（イ）コンセントとの突き合わせ面に接するプラグ及びマルチタップ

の外面であって、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁

材料にあっては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であ

ること。 

（ロ）栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS 

C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験

を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するものであること。

次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)「耐火性試験―電気・電子―最終製

品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法」又はJIS C 

60695-2-12(2004)「耐火性試験―電気・電子―材料に対する

グローワイヤ燃焼性試験方法」に規定する試験を温度850℃で

行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 

60695-2-13(2004)「耐火性試験―電気・電子―材料に対する

グローワイヤ着火性試験方法」に規定するグローワイヤ着火

温度が875℃レベル以上の材料は、この限りでない。 

 

 

ｃ （略） 

（ホ）・（ヘ）（略） 

（新設） 
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ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度

が775℃レベル以上の材料は、この限りでない。 

（２）・（３）（略） 

７ （略） 

 

附表第一～附表第七 （略） 

 

別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）

別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一

号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 

１ 共通の事項 

（１）（略） 

（２）構造 

イ～コ （略） 

エ 外部との接続機構を有するものにあっては、次に適合すること。

（イ）・（ロ）（略） 

（ハ）本体に栓刃を有し、電源に直接接続するもの（いわゆるダイレ

クトプラグイン機器）にあっては、次に適合すること。 

ａ コンセントとの突き合わせ面に接する機器の外面であっ

て、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあ

っては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが100以上であるこ

と。 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定

する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するもの

 

 

（２）・（３）（略） 

７ （略） 

 

附表第一～附表第七 （略） 

 

別表第八 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）

別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一

号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 

１ 共通の事項 

（１）（略） 

（２）構造 

イ～コ （略） 

エ 外部との接続機構を有するものにあっては、次に適合すること。 

（イ）・（ロ）（略） 

（新設） 
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であること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグロ

ーワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでな

い。 

テ～イイ （略） 

（３）～（１２）（略） 

２ 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第

一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げ

る交流用電気機械器具 

（１）～（４９）（略） 

（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用

のショーケース 

イ 構造 

（イ）～（リ）（略） 

（ヌ）電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって、電源に直接接続する差込

みプラグにあっては、次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定

する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するもの

であること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグロ

ーワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでな

い。 

（ル）・（ヲ）（略） 

ロ～ホ （略） 

（５０の２）～（１０８）（略） 

 

 

 

テ～イイ （略） 

（３）～（１２）（略） 

２ 電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第

一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げ

る交流用電気機械器具 

（１）～（４９）（略） 

（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用

のショーケース 

イ 構造 

（イ）～（リ）（略） 

（ヌ）電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって、電源に直接接続する差込

みプラグにあっては、次に適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、

JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2004)に規定

する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するもの

であること。ただし、JIS C 60695-2-13(2004)に従ったグロ

ーワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでな

い。 

（ル）・（ヲ）（略） 

ロ～ホ （略） 

（５０の２）～（１０８）（略） 
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３ （略） 

 

附表第一～附表第十 （略） 

 

３ （略） 

 

附表第一～附表第十 （略） 

 


	別表第八　電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機
	１　共通の事項
	（１）材料
	イ　器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
	ロ　電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、別表第四１（１）ロ（イ）から（ト）に適合すること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ハ　機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。ただし、ピンポン用ボールにあっては、この限りでない。
	ニ　アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
	ホ　鉄および鋼（ステンレス鋼を除く。）は、めっき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあっては、この限りでない。
	ヘ　導電材料は、次に適合すること。
	（イ）刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。
	（ロ）（イ）以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであって危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。

	ト　屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成ゴム、陶磁器等又は80℃±3℃（照明器具の透光性を必要とするカバーにあっては、70℃±3℃）の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、ひび、割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。ただし、構造上直射日光にさらされず、かつ、雨水が浸入するおそれのない外かくにあっては、この限りでない。
	チ　電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼（ステンレス鋼を除く。）であること。
	リ　アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
	ヌ　機器の部品の材料は、ポリ塩化ビフェニルを含有したものでないこと。
	ル　飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学的変化をおこし、又は有害な物質が溶出するおそれがないものであること。

	（２）構造
	イ　通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであって、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
	（イ）「通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない」とは、電源に接続した場合並びに機器に表示された定格及び機器の普通の使用方法により運転した場合に感電、火災及び傷害を生ずるおそれのないことをいう。
	（ロ）「通常の使用状態」には、次のものも含まれる。
	ａ　中間スイッチ又は器体スイッチを有するものにあっては、これらのスイッチを開路の状態で電源に接続した場合
	ｂ　遠隔操作及び無人運転の機器（タイマーでOFFするものを含む。）を無負荷によって運転した場合
	ｃ　コードかけを有する機器にあっては、コードかけにコードを巻き付けて、機器の外方に100N（自重の3倍が10kg未満の場合は10Nにkgの単位で表わした自重の3倍の値を乗じた値とし、最低30Nとする。）の力を15秒間加えた場合
	ｄ　コードかけ等を有する機器であって、そのコードかけ等の近傍に、コードが容易に器体内部に入る開口がある機器にあっては、その開口からコードを器体内部に押し込んだ場合


	ロ　遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（イ）別表第四１（２）ロ（イ）に同じ。
	（ロ）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、次のａ又はｂのいずれかのものをいう。
	ａ　音声を利用した遠隔操作機構を有する屋内用の機器で遠隔操作により閉路できる容量が300W以下であって、次に掲げるもの。
	ｂ　通信回線（別表第四1(2)ロの解釈1に掲げるものを除く。）を利用した遠隔操作機構を有する機器で次の全てに適合するもの。


	ハ　通常の使用状態において転倒するおそれのあるものであって、転倒した場合に危険が生ずるおそれのあるものにあっては、この表に特別に規定するものを除き、次の表の左欄に掲げる種類ごとに同表の右欄に掲げる角度で傾斜させたときに転倒しないこと。
	「転倒するおそれのあるもの」とは、据付工事又は配管工事を伴うもの、天井又は壁に取り付けるもの及び高さに対して十分な床面積を有し容易に傾斜しない重量物以外のものをいう。この場合において、容易に傾斜しない重量物とは、器体の質量が40kgを超えるものであって、床面から器体底面までの高さが5㎝以下のもの及び器体のあらゆる位置（底面を除く。）から100Nの力を加えたときに転倒しないものをいう。
	ニ　造営材に取り付けて使用するものにあっては、容易に、かつ、堅固に取り付けることができること。
	ホ　金属製のふたまたは箱のうちスイッチが開閉したときアークが達するおそれのある部分には、耐アーク性の電気絶縁物を施してあること。
	ヘ　充電部には、次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が触れないこと。
	（イ）取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面の充電部
	（ロ）質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40㎝以上離れている充電部
	（ハ）構造上充電部を露出して使用することがやむをえない器具の露出する充電部であって、絶縁変圧器に接続された２次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
	ａ　音声信号出力端子にあっては、ボリュームを最大の位置にし、出力の歪率が5%になるような入力信号（印加周波数は1,000Hz（1,000Hzが帯域内にない場合は、その帯域の可聴中心周波数）とし、ステレオ等2以上の入力が可能なものにあっては、同相、逆相のうち消費電力が大きくなる方とする。）を加えたときの出力（（2以上の出力が取り出せるものにあっては、その合計とする。）以下、「5%歪み出力」という。）をもとに、次のいずれかの状態に調整した後、負荷を開放した状態のもとで「線間電圧」を測定する。この場合に...
	ｂ　別表第四１（２）ハ（ハ）ｂ（ａ）から（ｃ）に同じ。（以下別表第八において同じ。）
	ｃ　2以上の周波数（直流を含む）が重畳している電流の場合にあっては、次により判定する。（以下別表第八において同じ。）

	（ニ）定格電圧が150V以下であって、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するもののその発熱体
	（ホ）電撃殺虫器その他機能上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部

	ト　極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離（沿面距離を含む。）は、器具又は器具の部分ごとにそれぞれ次の表に適合すること。ただし、（イ）から（ハ）に掲げる部分にあっては、この限りでない。
	（イ）空気清浄機、イオン発生器、電撃殺虫器その他の電極間に電圧を加えて集じん、殺虫等を行う機器のその電極の部分
	（ロ）絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であって、次の試験を行ったとき、これに適合するもの。この場合の用語の定義は、別表第四１（２）タ（イ）ｈ及びｉによる。
	ａ　極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている1の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ｂ　極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が2,500Vを超える場合において、その部分について放電試験棒を使用して30秒間連続放電（30秒以内に部品が燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間放電するものとする。）をさせた場合に、そのアークにより部品が燃焼しないこと。ただし、次に適合するものにあっては、この限りでない。
	ｃ　極性が異なる充電部相互間、充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
	ｄ　ａの試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。

	（ハ）極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合において、当該短絡回路に接続された部品が燃焼しない電動機の整流子部であって、その定格電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの

	チ　絶縁物の厚さについては、別表第四１（２）レの規定を準用すること。
	リ　充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は、通常の使用状態において、緩みが生ぜず、かつ、温度に耐えること。なお、端子を印刷回路用積層板に直接はんだ付けするJIS C 8283-1(2008)「家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部：一般要求事項」に規定する機器用インレットにあっては、器具用差込みプラグ又はコードコネクターボディを抜き差しするとき、当該はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造であること。
	ヌ　器体の内部の配線は、次に適合すること。
	（イ）2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあっては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
	（ロ）2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。
	（ハ）被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。
	ａ　次に適合する場合は、「被覆を損傷しない」ものとみなす。
	ｂ　「損傷」とは、傷及び破れをいい、次の方法により判定する。この場合において、傷には単なるへこみは含まない。

	（ニ）接続器によって接続したものにあっては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあっては、この限りでない。
	（ホ）可動する部分に接続するもの（２（６）、（１２）、（６０）、（６９の３）、（７１）及び（７５）を除く。）であって、次の表の左欄に掲げる使用形態のものにあっては、可動範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で同表の右欄に掲げる回数(往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ル　電源電線（口出し線を含む。以下この表において同じ。）、器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線（以下「電源電線等」という。）の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシング（手持ち形の軽小な器具にあっては、保護チューブを含む。）その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであって、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあっては、...
	ヲ　この表に特別に規定するものを除き、電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあっては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあっては30Nの値）の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5㎝の箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシングが...
	ワ　器具間を接続する電線（別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するものを除く。）が短絡、過電流等の異常を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異常が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	カ　がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は、導電部が金属部に触れるおそれのないこと。
	ヨ　水を使用するもの及び屋外用のものにあっては通常の使用状態において充電部に水がかからない構造であり、水中で使用するものにあっては防水構造であること。ただし、機能上水に触れる充電部であって危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。
	タ　吸湿することにより部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのある部分にあっては、防湿処理を施してあること。
	レ　温度上昇により危険が生ずるおそれのあるものにあっては温度過昇防止装置（温度ヒューズを含む。以下レにおいて同じ。）を、過電流、過負荷等により危険が生ずるおそれのあるものにあっては過負荷保護装置を取り付けてあること。この場合において、当該温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は、通常の使用状態において動作しないこと。
	(イ)　人の注意の届かない状態で使用する機器
	ａ　電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（タイムスイッチを有するものにあってはその最大時間まで、非自己復帰形温度過昇防止装置又は非自己復帰形過負荷保護装置が動作した時はその時まで。以下ｂにおいて同じ。）試験品に加える。この場合において、温度制御装置を有するものにあっては、これを短絡（複数個の温度制御装置を有するものにあっては、1個ずつ（2個以上同時に短絡しない...
	ｂ　電動機又は電磁振動器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、回転子（電磁振動器にあっては振動片。以下（ロ）において同じ。）を拘束（複数個の電動機を有するものにあっては、1個ずつ順次行う。以下（ロ）において同じ。）した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して各部の温度上昇がほぼ一定となるまで試験品に加える。この場合において、密閉型の圧縮用電動機等の外部から拘束が困難なものにあっては次の等価試験で行うことができる。

	(ロ)　人の注意の届く状態で使用する機器
	ａ　手持ち形のもの、スイッチのつまみを手によって維持しなければ運転できないもの、手で連続的に負荷をかけるもの、ジュースミキサー、コーヒーひき機等にあっては、電動機の回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して30秒間試験品に加えること。ただし、電動工具（据置き形のものを除く。）、手持ち形送風機、電動かくはん機及び電動刈込み機を除く。
	ｂ　ａに掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、電動機の回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して5分間（タイムスイッチを有するものにあってはその最大時間まで）試験品に加えること。

	(ハ)　短時間定格の機器にあっては、平常温度上昇試験に示す条件において定格時間の如何にかかわらず定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加えること。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
	ａ　手持ち形のもの
	ｂ　手動によりスイッチを入の状態に保持しなければならないもの
	ｃ　手動により連続的に負荷をかけるもの
	ｄ　タイムスイッチつきのもの


	ソ　定格電圧が150Vを超えるものにあっては、アース線（アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。）又はアース用端子により接地できる構造（以下「アース機構」という。）であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
	（イ）二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されている非充電金属部
	（ロ）この表で規定されている二重絶縁構造のもの
	（ハ）外かくの材料が耐水性の合成樹脂その他これに類する絶縁物であって、その厚さが、1層で構成されるものにあっては1㎜（手持ち形のものにあっては、0.8㎜）以上、2層以上で構成されるものにあっては、0.8㎜（手持ち形のものにあっては、0.6㎜）以上であり、かつ、次に適合するもの
	ａ　別表第六１（２）ワに規定する試験に適合すること。
	ｂ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間の絶縁抵抗が3MΩ以上であること。
	ｃ　充電部と人が触れるおそれのある器体の外面との間に4,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。


	ツ　アース機構を有するものにあっては、次に適合すること。
	（イ）外郭の見やすい箇所（固定して使用するものであって、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあっては、器体の内部）にアース用端子又はアース線を設けてあること。ただし、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）アース機構は、人が触れるおそれのある金属部と電気的に完全に接続してあり、かつ、容易に緩まないように堅固に取り付けてあること。ただし、二重絶縁若しくは強化絶縁により充電部から絶縁されている部分又はアース機構に接続された金属の外側の部分にあっては、この限りでない。
	ａ　｢人が触れるおそれのある金属部｣には、直径又は短径が50㎜未満の開口部の内部にあっては、その直径又は短径の値の2倍の範囲を超える部分及び質量が10kgを超える機器の底面にあっては開口部の直径又は短径の値の2倍の範囲を超える部分は含まない。
	ｂ　「電気的に完全に接続」とは、人が触れるおそれのある金属部とアース用端子、アース線若しくは電源プラグのアースの刃との間に15Aを連続して通電し（電圧30V以下で通電できること。）、各部に異常な発熱がなく、かつ、その部分間における電圧降下が1.5V以下であることをいう。

	（ハ）人が触れるおそれのある非金属部の表面は、二重絶縁又は強化絶縁により充電部から絶縁されていること。ただし、アース機構に接続された金属の外側の部分にあっては、この限りでない。
	（ニ）アース機構の表示は、次に適合すること。
	ａ　アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは別表第四１（２）ネ（イ）ａ及びｂによる。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあっては、この限りでない。
	ｂ　アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄによる。ただし、器体の内部にある端子であって、アース線を取り換えることができないものにあっては、この限りでない。

	（ホ）アース用端子は、次に適合すること。
	ａ　アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
	ｂ　端子ねじの呼び径は、4㎜（溝付六角頭ねじ、大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものにあっては、3.5㎜）以上であること。
	「大頭丸平小ねじ」には、大きさが大頭丸平小ねじの頭径以上の座金を使用したものを含む。
	ｃ　アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあっては、この限りでない。


	ネ　電動機を使用するものにあっては、通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし、電動機の回転が妨げられた場合において、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ナ　通常の使用状態において人が触れるおそれのある可動部分は、容易に触れるおそれがないように適当な保護わく又は保護網を取り付けてあること。ただし、機能上可動部分を露出して使用することがやむをえないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ラ　器体の一部を取り付け、又は取りはずすものにあっては、次に適合すること。
	（イ）取り付け、又は取りはずしの動作が容易に、確実に、かつ、安全にできること。
	（ロ）電球又は放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは、容易に、確実に、かつ、安全にできること。

	ム　庫内灯又はこれに類するものを有するものにあっては、これらは、物の出し入れ、とびらの開閉等の動作をするときに危険が生ずるおそれのないものであること。ただし、保護わくの取付けその他の適当な方法により保護してあるものにあっては、この限りでない。
	ウ　スイッチを有するものにあっては、スイッチの開閉操作または開閉状態を文字、記号または色により見やすい箇所に表示すること。ただし、表示することが困難なものにあっては、この限りでない。
	ヰ　発熱体の充電部又は電極（絶縁変圧器により電源から絶縁されているものであって、その電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のものを除く。）が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあっては、その発熱線及び電極の周囲に電気遮へいを施し、かつ、これを接地できる構造のものであること。ただし、次に適合するものにあっては、この限りでない。
	（イ）通常の使用状態において、アースするおそれのある非充電金属部に容器中の水その他の液体が触れるおそれのないこと。
	（ロ）容器のふたを開いたとき容器中の水その他の液体に電圧が加わらない構造であること。
	（ハ）容器に表示された定格容量の水その他の液体を入れ、開口部から水その他の液体が流出するように器体を傾斜させたとき、その流出する水その他の液体に感電、傷害等の危険が生ずるおそれのある電流が通じない構造であること。

	ノ　電線の取付け部は、次に適合すること。
	（イ）電線を確実に取り付けることができる構造であること。
	（ロ）2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は、それぞれの電線の間にナットまたは座金を用いてあること。ただし、圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあっては、この限りでない。

	オ　発熱体を有するものにあっては、次に適合すること。
	（イ）発熱体の取付け部は、次によること。
	ａ　発熱体は、堅ろうに取り付けてあること。
	ｂ　発熱体の取付け面は、重力又は振動により容易に動かないこと。
	ｃ　発熱線は、これが断線した場合に、人が容易に触れるおそれのある非充電金属部又はこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれのないように取り付けてあること。ただし、非充電金属部に発熱体が触れてアースした場合に電源回路を遮断する漏電遮断器又はこれと同等以上のものを有するものにあっては、この限りでない。
	ｄ　充電部が露出した発熱線を熱板（金属製のものを除く。）に取り付け、その熱板を露出して使用するものにあっては、発熱線を熱板の表面から2.5㎜以上の深さに取り付けること。

	（ロ）充電部が露出しており、かつ、通電した場合に赤熱する発熱体を有するものであって、電源を開閉するスイッチ（自動スイッチを含む。）を有するものにあっては、当該スイッチは、同時に両極を開閉できるものであること。

	ク　ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあっては、次に適合すること。
	（イ）ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することにより、それぞれの回路を完全に遮断できること。
	（ロ）ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断する場合において、アークにより短絡せず、またはアースするおそれのないこと。
	（ハ）ヒューズが溶断する場合において、ヒューズを収めているふた、箱または台が損傷しないこと。
	（ニ）ヒューズの取付け端子は、ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであって、締め付けるときヒューズのつめがまわらないこと。
	（ホ）皿形座金を使用するものにあっては、ヒューズ取付け面の大きさは、皿形座金の底面の大きさ以上であること。
	（ヘ）非包装ヒューズを取り付けるものにあっては、ヒューズと器体との間の空間距離は、4㎜以上であること。
	（ト）ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、または取りはずした場合において、ヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（チ）ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。

	ヤ　コンデンサーを有するものであって、差し込み刃により電源に接続するものにあっては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあっては、この限りでない。
	マ　ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板またはヒューズの取付け部に、電流ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあっては、この限りでない。
	ケ　外郭にあっては、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10㎜の球面を有するおもりを次の表に示す高さから垂直に1回（二重絶縁構造のものであって透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあっては、3回）落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10㎜の球面を有する衝撃片によって1回（二重絶縁構造のものであって透光性又は透視性を必要とするもの以外のものにあっては、3回）加えたとき、感電、火災等の危険...
	フ　器体から分離されているコントローラー（通常の使用状態において壁、柱等に固定するものを除く。）にあっては、この表に特別に規定するものを除き、コンクリートの床上に置いた厚さが30㎜の表面が平らなラワン板の中央部に70㎝の高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
	コ　半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあっては、それらの半導体素子が制御能力を失ったとき、次に適合すること。
	（イ）制御回路に接続された部品は、燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている1の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下であること。
	ｂ　1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。

	（ハ）試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。

	エ　外部との接続機構を有するものにあっては、次に適合すること。
	（イ）器体に附属したコンセント（外部に電力を取り出すものに限る。）には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すことができる最大の電力又は電流の値を表示してあること。
	（ロ）器体の外部にスピーカーを接続する端子を有するものにあっては、当該端子又はその近傍に容易に消えない方法で接続される負荷のインピーダンスの値を表示してあること。
	（ハ）本体に栓刃を有し、電源に直接接続するもの（いわゆるダイレクトプラグイン機器）にあっては、次に適合すること。
	ａ　コンセントとの突き合わせ面に接する機器の外面であって、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが100以上であること。
	ｂ　栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでない。


	テ　極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の尖頭電圧が600Vを超える部分を有するものにあっては、その近傍又は外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で高圧のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、家庭用電位治療器にあっては、この限りでない。
	ア　電源電線を収納する巻取機構を有するものにあっては、次に適合すること。
	（イ）電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約30mの速さで連続して1,000回行ったとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
	（ロ）電源電線を30㎝（電源電線の有効長が2m以上であって、かつ、使用状態において移動するものにあっては、有効長の1/5の長さ）引き出した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えたとき、各部の温度が附表第四に掲げる値以下であり、かつ、巻取機構内部の電源電線各層の表面温度が次の表に掲げる値以下であること。

	サ　接続器を使用しないで接続される電源電線等（器具間を接続する電線及び機能上やむをえず器体の外部に露出する電線であって、線間電圧及び対地電圧が60V以下のものを除く。以下サにおいて同じ。）の器体を貫通する部分（以下「貫通部」という。）は、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲らずに鉛直になるように器体を取り付け、電源電線等の先に500g（自重が500g未満のものにあっては、自重とする。）のおもりをつるして可動板を左右交互におのおの次の表に示す角...
	キ　硬貨その他これに類するもの（以下「硬貨等」という。）を使用して電気回路を閉路するものにあっては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであって、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあっては、この限りでない。
	ユ　合成樹脂の外郭（透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可撓性、機械的強度等を必要とするものを除く。）を有するものにあっては、その外郭は難燃性を有するものであること。
	(イ)　外郭の外面の9㎝2以上の正方形の平面部分（外郭に9㎝2以上の正方形の平面部分を有しないものにあっては、原厚のまま一辺の長さが3㎝の正方形に切り取った試験片。）を水平面に対して約45 に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5㎜のガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20㎜の炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去ったとき、燃焼しないもの。
	(ロ)　「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法」に関する報告書（平成2年3月15日社団法人日本電気協会 電気用品調査委員会）に規定される試験方法による外郭用合成樹脂材料の水平燃焼を客観的に確認したものは、「本解釈に適合する」ものとみなす。

	メ　電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の２次側の回路、整流後の回路等にあっては、次の試験を行ったとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている1の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（イ）電子管、表示灯等にあっては、端子相互間を短絡すること（ト（ロ）の規定に適合する場合を除く。以下メにおいて同じ。）及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
	（ロ）コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあっては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるものであって、金属ケースに収めたものにあっては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ニ）（イ）、（ロ）及び（ハ）の試験において短絡又は開放したとき、次に適合すること。
	ａ　アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は、次のいずれかに適合すること。
	ｂ　試験の後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部（対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下（商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。）のものを除く。）と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。


	ミ　電池を使用するものにあっては、次に適合すること。
	（イ）電池の液漏れにより変形、絶縁劣化等の変質が生じないこと。
	（ロ）充電式のものにあっては、電池を十分に放電した後、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を定格充電時間の2倍の時間又は24時間のうちいずれか長い時間加え、この間において、液漏れその他の異状が生じないこと。

	シ　定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構を有する二重定格のものにあっては、次に適合すること。
	（イ）切り換えられている電圧及び周波数が容易に識別できること。ただし、自動的に切り換える機構を有するものにあっては、この限りでない。
	（ロ）不用意な切り換えができない構造であること。
	（ハ）電圧及び周波数を誤って切り換えたとき並びに機能が失われたとき、危険が生ずるおそれのないものであること。

	ヱ　器体の内部から湯気等を生ずるものにあっては、器体に附属するスイッチ、接続器、コード等に通常の使用状態において湯気等により生ずるしずくがかかるおそれのない構造であること。ただし、それらの部分が防水構造その他感電、火災等の危険が生ずるおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。
	ヒ　器具の電装部近傍に充てんする保温材、断熱材等は、難燃性のものであること。ただし、保温材、断熱材等が燃焼した場合において感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	(イ)　「難燃性のもの」とは次のものをいう。
	ａ　次の試験を行ったときこれに適合するもの

	（ｄ）判定基準
	試験片が燃えつきず、残炎時間が10秒以下であること。
	ｂ　発熱線に難燃性の絶縁物を被覆した発熱体の近傍にある非難燃性のもの
	ｃ　電装部が配線の結合部の場合にあっては、当該部分に難燃性のコード及びコネクターを使用するものの近傍にある非難燃性のもの
	ｄ　電装部が開閉機構部の場合であってピンを有するものの場合にあっては、ピンに100Nの力を100回加えたとき、接続部が緩まず、かつ、この試験の直後に各部の温度上昇が一定となるまで連続して通電したとき、接続部の温度上昇が5K以下であるものの近傍にある非難燃性のもの

	(ロ)　「危険が生ずるおそれのないもの」とは、保温材、断熱材等以外の部品、材料等に延焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗が0.1MΩ以上であるものの場合をいう。

	モ　電熱器具であって、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続器は、次に適合すること。
	（イ）刃及び刃受けの寸法は、この表に特別に規定するものを除き、JIS C 8303「配線用差込接続器」又はJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下のものであって、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）刃及び刃受けのかん合部は、すり割り形又はこれと同等以上の弾性を有する構造であること。
	（ハ）さし込み刃受けを有する接続部分は、この表に特別に規定するものを除き、150℃±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
	（ニ）別表第四附表第二１の開閉試験に適合すること。この場合において、開閉回数は10,000回とし、最初の5,000回は電熱器具の定格電流を通じ、後の5,000回は器具の始動電流を通じるものとする。

	セ　電熱器具であって、外かくの外面にガラスを使用したのぞき窓を有するものにあっては、通常の使用状態において約10℃の水200㎝3をガラス面にかけたとき、ガラスが割れて脱落しないこと。
	ス　水蒸気により加圧した状態で使用するものにあっては、この表に特別に規定するものを除き、圧力安全弁を有し、かつ、次に適合すること。
	（イ）容器内に水を入れ、定格電圧に等しい電圧を連続して加えて容器を加圧したとき、圧力安全弁が確実に動作し、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。
	（ロ）（イ）に掲げる状態において圧力安全弁を拘束したとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。

	ン　電源端子に流れる電流が10A以上の機器（浴室に設置する電気乾燥機を除く。）であって、直接電源に接続される口出し線（より線のものに限る。）を有するものにあっては、当該口出し線は、次のいずれかに適合すること。
	（イ）機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造であること。
	（ロ）先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造であること。
	（ハ）当該口出し線を電源に接続するための適切な空間を有する箱を指定すること。

	イイ　電熱器具であって、かつ、消費電力を調整するために電源に接続する整流器を並列接続しているものにあっては、次に適合すること。
	（イ）1の整流器が主回路の電流以上の定格容量を有しており、並列接続された整流器は、同一仕様のものであること。
	（ロ）並列に接続された整流器の一方を切り離した状態で並列に接続された整流器の一方を切り離した状態でも、過度の温度上昇がないこと。


	（３）部品および附属品
	イ　部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わる最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。
	この場合の用語の定義は別表第四１（３）イ（イ）から（ホ）による。
	ロ　電源電線等は、この表に特別に規定するものを除き、別表第六１（３）ロの規定に適合すること。ただし、金糸コードにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するものであって、かつ、定格電流が0.5A以下の電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する長さが2.5m以下のものとする。
	ハ　アース線は、次のいずれかであること。
	（イ）直径が1.6㎜の軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しょくし難い金属線
	（ロ）断面積が1.25㎜2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル
	（ハ）断面積が0.75㎜2以上の2心コードであって、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付けまたは圧着したもの
	（ニ）断面積が0.75㎜2以上の多心コード（より合わせコードを除く。）または多心キャブタイヤケーブルの線心の1

	ニ　ヒューズは、次に適合すること。
	（イ）可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
	（ロ）取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
	（ハ）温度ヒューズにあっては、これを水平にして恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させ、温度ヒューズが溶断したとき、温度計法により測定した恒温槽内の温度の温度ヒュ一ズの定格動作温度に対する許容差は、±10℃以内であること。

	ホ　電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的に開閉することにより温度を調節する構造の自動温度調節器（自動復帰形温度過昇防止装置を含む。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。
	（イ）自動温度調節器が接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる操作を5,000回行ったとき、各部に異状を生じないこと。
	（ロ）（イ）に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い、開路した時及び閉路した時の温度（第1回から第5回までの操作における温度を除く。）を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。

	ヘ　温度により動作する自動スイッチは、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ及びヲ並びに別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。
	（イ）自動スイッチが接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、加熱して回路を開く操作を1,000回行ったとき、各部に異状を生ぜず、かつ、温度過昇防止用以外のものにあっては、電流を通じないで、開路及び閉路する操作をそれぞれ4,000回行ったとき、各部に異状を生じないこと。
	（ロ）（イ）に規定する試験の前後において、恒温槽に入れ、温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させる操作を15回行い、開路した時の温度（第1回から第5回までの操作における温度を除く。）を温度計法により測定したとき、次の表に適合すること。

	ト　電動機操作用スイッチ（電気かみそり、電気バリカン又は電気つめみがき機に使用するものを除く。）は、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ヲ、ワ、カ、ツ及びム並びに別表第四附表第四１の規定に適合するほか、次に適合すること。
	（イ）スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え、そのスイッチに接続する電気機械器具の最大負荷電流を通じ、毎分約20回（タイムスイッチにあっては、約3回）の割合で5,000回（タイムスイッチにあっては、1,000回）開閉操作を行ったとき、各部に異状を生じないこと。この場合において、力率は、0.75以上0.8以下とする。
	（ロ）（イ）に規定する試験ののち、スイッチに電気機械器具の種類ごとにそれぞれ次の表に掲げる試験電流及び力率で閉路後直ちに開路する操作を毎分約4回（タイムスイッチにあっては、約3回）の割合で5回行ったとき、各部に異状を生じないこと。
	（ハ）（ロ）に規定する試験ののち、最大負荷電流が1A以上のものにあっては、スイッチに最大負荷電流を通じ、各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となった時の熱電温度計法により測定した接触子の温度上昇は、接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。

	チ　点滅器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下であって、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに２（１）イ及びハ並びに２（２）ロ、ヘ、ト、リ及びヌの規定に適合すること。この場合において、別表第四附表第二１の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
	リ　開閉器（電動機操作用スイッチ及び線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下であって、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム及びク並びに３（１）ロ、ハ、ヘ、ト、ヌ及びヲ並びに３（３）イ、チ、リ、ル、ワ、カ及びヨの規定に適合すること。この場合において、別表第四附表第二２の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
	ヌ　接続器（線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下であって、かつ、100mA以下の回路に使用する感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。）にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６（１）イ、ハ、ニ及びホ並びに６（３）ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルの規定に適合すること。
	ル　変圧器及び電圧調整器は、別表第六１（１）（リを除く。）並びに（２）イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネの規定に適合すること。
	ヲ　放電灯用安定器は、別表第六１（１）（リを除く。）及び（２）（ロ、ヘ、リ、ワ、カ、ヨ、タ、レ及びソを除く。）並びに４（１）（イ、ハ及びニを除く。）、（２）、（６）及び（８）の規定に適合すること。ただし、銅鉄式安定器にあっては、上記に加え、充電部（口出し線及び端子を除く。）及び鉄心部を、耐火性を有する外箱の中に収めてあるか、又は、巻線を耐火性を有する外被により十分保護してあること。
	ワ　電動機（電動力応用機械器具に使用するものを除く。）は、別表第七１（１）、（２）イ、ロ、ヘ及びト、（５）並びに（６）の規定に適合すること。
	カ　コンデンサーは、別表第四１（３）チの規定に適合すること。
	ヨ　過負荷保護装置（ヒューズを除く。）は、次に適合すること。
	（イ）電動機用のものにあっては、回転子を拘束した状態で接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合（過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあっては、動作できる最小の時間に1回の割合）で加え、手動復帰式のものにあっては10回、自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったとき、各部に異状が生じないこと。
	（ロ）電流動作式のもの（（イ）に掲げるものを除く。）にあっては、定格電流の2.5倍に等しい電流を通じ、接続される回路の電圧に等しい電圧を1分間に1回の割合（過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあっては、動作できる最小の時間に1回の割合）で加え、手動復帰式のものにあっては10回、自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、約1とすることができる。
	（ハ）熱動式のもの（（イ）に掲げるものを除く。）にあっては、接続される回路の電圧に等しい電圧を加え、その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ、感温部を加熱して回路を開き、冷却して回路を閉じる操作を1分間に1回の割合（過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できないものにあっては、動作できる最小の時間に1回の割合）で、手動復帰式のものにあっては10回、自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったとき、各部に異状が生じないこと。

	タ　電動機の過負荷保護装置としてヒューズを使用するものにあっては、回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、ヒューズが確実に溶断すること。ただし、回転子を拘束した状態で燃焼するおそれのないものにあっては、この限りでない。
	レ　印刷回路用積層板（15Wを超える電力が供給されるものに限る。）は、難燃性を有すること。ただし、別表第八１（１０）トを適用するものにあっては、この限りでない。

	（４）消費電力等の許容差
	イ　電気遊戯盤、自動販売機、通常充電のみを行う蓄電池を内蔵する器具等であって、機能上不確定に電力を消費するものにあっては、消費電力等の定格に対する許容差が定格値の±30%以内であること。この場合において、消費電力等は平常温度試験中30分間（短時間定格のものにあっては、表示された定格時間に等しい時間）における消費電力量から算出するものとする。
	ロ　イに掲げるもの以外のもののうち、半導体素子その他これに類する抵抗温度係数の大きいものを負荷とするもの又はサイリスタその他これに類する制御機構を用いたものであって、使用状態の変化に応じて消費電力が変化し、かつ、その定格値の表示を最大及び最小の範囲で示すことがやむをえないものにあっては、当該最大及び最小の範囲内であること。
	ハ　イ及びロに掲げるもの以外のものにあっては、次に適合すること。この場合において、消費電力等は、平常温度試験において、消費電力等がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、表示された定格時間に等しい時間が経過した時）に測定するものとする。
	（イ）定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げるとおりとする。
	（ロ）定格容量を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げるとおりとする。
	（ハ）定格入力電流を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げるとおりとする。
	（ニ）定格力率を表示しなければならないものにあっては、力率は、定格力率の±0.05以内であること。


	（５）欠番
	（６）電圧変動による運転性能
	（７）二重絶縁構造
	イ　充電部と器体の表面との間には、（イ）に適合する基礎絶縁及び（ロ）に適合する付加絶縁を施してあること。ただし、構造上やむを得ない部分であって、充電部と器体の表面との間に（ハ）に適合する強化絶縁が施されている場合は、この限りでない。この場合において、基礎絶縁又は付加絶縁は、絶縁物により絶縁されていること。
	（イ）基礎絶縁は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　絶縁物の厚さは、別表第四１（２）レ（ロ）及び（ハ）に適合すること。
	ｂ　空間距離（沿面距離を含む。）は、次の表（（２）トの表中器具又は器具の部分の区分の欄のイに掲げるものにあっては、附表第一。以下（７）において同じ。）に掲げる値以上であること。

	（ロ）付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　絶縁物は、次に適合すること。
	ｂ　空間距離（沿面距離を含む。）は、（イ）ｂに適合すること。

	（ハ）強化絶縁は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　絶縁物は、次に適合すること。
	ｂ　空間距離（沿面距離を合む。）は、（イ）ｂの表に掲げる値の2倍以上であること。


	ロ　絶縁物の裏打ち及び隔壁は、電源電線、スイッチ等を取り換えるとき移動しないように確実に固定してあること。
	ハ　次に掲げるものを除き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、別表第四１（２）ハの図に示す試験指にあっては充電部及び基礎絶縁物に、次の図に示すテストピンにあっては充電部に触れないこと。
	（イ）取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面
	（ロ）質量が40kgを超える床上形の機器であって、器体を傾けないと試験指又はテストピンが触れることができない部分
	（ハ）２次電圧が30V以下であって、１次巻線と２次巻線が独立して巻かれ、かつ、二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された２次側の回路の電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下の部分

	ニ　アースするおそれのある非充電金属部を貫通する電源電線等の貫通孔には、ゴム以外の絶縁ブッシングを設けてあること。
	ホ　金属製のコード止めを有するものにあっては、そのコード止めとアースするおそれのある非充電金属部との間には、付加絶縁を施してあること。
	ヘ　ヒューズ（温度ヒューズを除く。）を有するものにあっては、包装ヒューズであること。
	ト　充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間には、コンデンサーを接続していないこと。
	チ　アース機構を有していないこと。
	リ　電線の接続は、次に適合すること。ただし、接続部が緩み又は外れたときに、電線に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ（イ）ｂの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあっては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあってはイ（イ）ｂの表に掲げる距離以上であること。
	（イ）電線をねじ又はナットを用いて接続するものにあっては、ばね座金又は歯付き座金を介して締め付けてあること。
	（ロ）（イ）以外により接続するものにあっては、電線を接続部及びその近傍に固定してあること。

	ヌ　部品等をねじ又はナットを用いて取り付ける場合にあっては、ばね座金若しくは歯付き座金を介して又は2箇所以上で締め付けてあること。ただし、取付け部が緩み又は外れたときに、部品等に2Nの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の空間距離がイ（イ）ｂの表に掲げる距離の1/2以上あるものにあっては、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあってはイ（イ）ｂの表に掲げる距離以上であること。
	ル　電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。ただし、電気かみそり、電気バリカン、電気マッサージ器その他の手持ち形の軽小な器具に使用する電源電線であって、次に適合するものにあっては、この限りでない。
	（イ）定格電流が1A以下のものに使用する電源電線であって、その断面積が0.75㎜2以上の別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコード（より合わせコードを除く。）
	（ロ）定格電流が0.5A以下のものに使用する電源電線（長さが2.5m以下のものに限る。）であって、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する金糸コード

	ヲ　防水構造のものにあっては、電源電線と器体との接続には、接続器を使用していないこと。

	（８）始動特性
	イ　通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、電動機が回転子の位置に関係なく始動すること。ただし、速度調整装置を最低ノッチにセットして、定格電圧の90%に等しい試験電圧を加えたとき、始動しないものにあっては、始動しない速度ノッチごとに定格周波数に等しい周波数の始動しない最高電圧（始動しない最高電圧が定格電圧を超える場合は、定格電圧）を連続して加え、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の巻線の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表１の測定箇所...
	ロ　始動電流を表示しなければならないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた場合に測定した始動電流は、表示された始動電流の値以下であること。
	始動電流の測定は、運転停止直後に電動機の回転子を拘束又は停止した状態で定格電圧を加えて行う。ただし、大容量のもの又は回転子を拘束し難い構造の誘導電動機を使用しているものにあっては、電動機の全負荷電流に近い拘束電流を通じたときに加えた電圧を測定し、次式によって始動電流を算出することができる。

	（９）漏えい電流測定
	（１０）ブラウン管及びその附属品
	イ　保護板
	最大部直径（角形の場合は、対角線長とする。以下（１０）において同じ。）の公称寸法が160㎜を超える非防爆形のブラウン管にあっては、保護板を有していること。
	ロ　ブラウン管の保護
	ハ　ブラウン管の機械的強度
	（イ）「熱衝撃法」の試験は、次による。
	（ロ）ブラウン管の前方500㎜及び2,000㎜の位置に、長さ1,800㎜、高さ250㎜、厚さ13㎜の垂直障壁を設けて試験を行ったとき、ブラウン管の前方に設けた障壁間に飛散したガラスの破片の重量は、単片で2g以下であり、かつ、いかなる破片もブラウン管前方2,000㎜に設けた障壁を超えて飛ばないものは「破片による危険が生ずるおそれのない」ものとみなす。

	ニ　絶縁性能
	（イ）附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）高圧整流回路の充電部とシャーシーとの間に次の式により計算した試験電圧に等しい電圧が加わった状態にしたとき、連続して1分間これに耐えること。
	E=1.25v+1,750
	Eは、試験電圧とし、その単位は、Vとする。
	vは、高圧整流器の陽極又は陰極とシャーシーとの間で測定した最大電圧とし、その単位は、Vとする。
	（ハ）平常温度上昇の試験直後において、水平偏向コイルへ加えられている電圧を測定し、その電圧の1.25倍の電圧が水平偏向コイルに加わった状態にしたとき、偏向ヨークが連続して1分間これに耐えること。
	（ニ）器体の内部の被覆電線であって、尖頭電圧が2,500Vを超える回路に用いられるものにあっては、次に適合すること。
	ａ　周囲温度32℃、相対湿度85%の状態に24時間保った後、表面に付着した水分をふきとり、次の表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の2倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わった状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。
	ｂ　電線の定格温度に等しい周囲温度の状態に7時間保った後、ａの表に掲げる金属棒に9回巻き付け、電線の定格電圧の1.25倍に等しい電圧が電線の内部導体と金属棒との間に加わった状態にしたとき、連続して30分間これに耐えること。

	（イ）フライバック変圧器は、難燃性を有するものであること。ただし、厚さが0.3㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的強度を有する不燃性の合成樹脂若しくは金属板で作られた遮へい箱に収められているものにあっては、この限りでない。
	ａ　試験条件
	（ａ）試験場所：無風状態の部屋
	（ｂ）使用燃料：約37MJ/m3の天然ガス又はこれと同等の発熱量を有するもの
	（ｃ）ブンゼンバーナーの口径：9.5㎜±0.5㎜
	（ｄ）ブンゼンバーナーの長さ：100㎜±10㎜
	ｂ　試験
	巻線の側面を垂直に保ち、巻線部分のほぼ中央に酸化炎の長さが約130㎜、還元炎の長さが約35㎜であるブンゼンバーナーの還元炎の先端を垂直に対して20 の角度で15秒間あて炎を取り去って15秒間休止する操作を5回繰り返す。
	ｃ　基準
	巻線部の燃焼により生ずる炎が各休止時間内において消滅し、かつ、試験後において30秒以内に消滅すること。

	（ロ）フライバック変圧器を保持する部分は、難燃性を有するものであること。
	ａ　試験条件
	ｂ　試験
	試験片の長辺方向を鉛直にして、その頂上部6㎜以内の部分を、試験片の下端がバーナーの先端から10㎜±1㎜上になるように固定し、その下方約300㎜の位置に乾燥した脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20㎜の安定した青色炎を試験片の下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、炎が消滅したときは更に10秒間炎をあて炎を取り去る。
	ｃ　基準

	（ハ）フライバック変圧器及びその周辺部は、アークによる炎が延焼するおそれのないものであること。ただし、（イ）に規定する遮へい箱に収められている部分にあっては、この限りでない。
	この場合、「延焼するおそれのないもの」とは、放電試験棒を用いて連続して30秒間（30秒以内に燃焼を開始したときはそのつど放電を中止し、放電中止後15秒以内に炎が消滅したときは更に放電を続け、合計30秒間）放電させ、フライバック変圧器及びその近傍の部分が燃焼した場合にあっては、放電中止後から15秒以上燃焼を継続しないものをいう。放電試験棒、放電の方法及び放電中止は、別表第八１（２）ト（ロ）ｂ（ｃ）から（ｅ）を準用する。
	ａ　試験は、フライバック変圧器の充電部（最大電圧部）とシャーシーとの間で放電試験棒を使用してアークを発生させて行う。
	ｂ　試験品は無通電状態とする。
	ｃ　保護装置の動作又は部品の破壊によりアークが継続して発生できないときは、保護装置の動作又は部品の破壊が生じない範囲の充分なインピーダンスを放電回路と直列に挿入して試験を行う。


	ヘ　偏向ヨークの耐燃性
	ト　アノードキャップ、被覆電線、印刷回路用積層板等の難燃性
	（イ）アノードキャップにあっては、次のａの試験条件においてｂの試験を行ったときｃの基準に適合するもの
	ａ　試験条件
	ｂ　試験
	試験片を固定し、試験片の下方約200㎜の位置に木板及び薄葉紙を水平に敷き、ガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約12㎜の炎の先端を試験片の垂直下から10秒間あて、炎を取り去り、炎が消滅したときは直ちに60秒間炎をあて炎を取り去り、炎が消滅したときは直ちに120秒間炎をあて炎を取り去る。
	ｃ　基準

	（ロ）器体の内部の被覆電線にあっては、次のａの試験条件においてｂの試験を行ったときｃの基準に適合するもの又はｄに適合するもの
	ａ　試験条件
	ｂ　試験
	ｃ　基準
	ｄ　「電気用品に使用される機器用電線の燃焼試験方法」に関する報告書（平成2年3月15日社団法人日本電気協会電気用品調査委員会）に規定される試験方法による機器用電線の難燃性を客観的に確認したもの

	（ハ）印刷回路用積層板にあっては、ａの試験条件においてｂの試験を行ったときｃの基準に適合するもの又はｄに適合するもの。
	ａ　試験条件
	ｂ　試験
	試験片の長辺方向を鉛直にして、その頂上部6㎜以内の部分を、試験片の下端がバーナーの先端から10㎜±1㎜上になるように固定し、その下方約300㎜の位置に乾燥した脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20㎜の安定した青色炎を試験片の下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、炎が消滅したときは更に10秒間炎をあて炎を取り去る。
	ｃ　基準
	ｄ　「電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法（改正案）」に（平成8年5月 社団法人日本電気協会 電気用品調査委員会答申）に規定される試験方法による印刷回路用積層板に使用される絶縁材料の垂直燃焼がV-0以上であることのを客観的に確認したもの

	（二）フレキシブル印刷配線板にあっては、ａの試験条件においてｂの試験を行ったときｃの基準に適合するもの
	ａ　試験条件
	ｂ　試験
	ｃ　基準


	チ　エックス線量
	（イ）調整器をエックス線の量が最大になるように調整する試験
	（ロ）１（２）ト（ロ）ａの試験
	（ハ）１（２）メの試験


	（１１）太陽電池モジュール
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）太陽電池モジュール（複数の太陽電池モジュールの場合にあっては、その集合体）と当該太陽電池モジュールに接続されている機器との間には、開閉器又は点滅器を設けてあること。
	（ロ）太陽電池モジュールに接続されている機器からの電流が太陽電池モジュールに流入しないこと。
	（ハ）太陽電池モジュールの電流により感電等の危険が生ずるおそれのない構造であること。
	（ニ）太陽電池モジュールは、部分的に異状な発熱が生じない構造であること。
	（ホ）太陽電池モジュール（複数の太陽電池モジュールの場合にあっては、その集合体）の金属製の外郭には、アース機構を設けてあること。
	（ヘ）太陽電池モジュールに接続される電線は、短絡電流に耐えるものであること。
	（ト）接続できる太陽電池モジュールの型名を、太陽電池モジュールを接続する器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　機械的強度
	（イ）太陽電池モジュールの枠に対角線の長さ1,000㎜当たり21㎜のねじりを加えたとき、異状が生じないこと。
	（ロ）太陽電池モジュールの受光面に直径25㎜の氷球を衝撃速度23m/sで衝突させたとき又は質量227g±2gの鋼球を1mの高さから落下させたとき、異状が生じないこと。


	（１２）表示

	２　電気用品安全法施行令（昭和三十七年政令第三百二十四号）別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具
	（１）電気ストーブ、サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器、電気火ばち及び観賞植物用ヒーター
	イ　構造
	（イ）サウナバス用電熱器、スチームバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋外用の電気ストーブ、サウナバス用電熱器及び観賞植物用ヒーターの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）電気ストーブにあっては、次に適合すること。
	ａ　赤熱する発熱体が外部から見える構造のものにあっては、遠隔操作機構（有線式のものを除く。）の操作によって電源回路を閉路できないこと。ただし、高所取付け形のものにあっては、この限りでない。
	ｂ　赤熱する発熱体を有するものにあっては、保護枠又は保護網を取り付けてあること。この場合において、保護枠又は保護網は、直径50㎜の鋼球が通過せず、かつ、発熱体に接触しない構造であること。
	ｃ　ｂに掲げるもの以外のものにあっては、発熱体には別表第四１（２）ハの図に示す試験指が接触しない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ｄ　電気ストーブの器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、機器を通常の状態に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、通常動作状態で50,000回(往復で1回とする。)動作させたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行つたとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	ｅ　ｂの保護枠又は保護網に、塗装又は接着材料を用いた表面加工を施さないこと。
	ｆ　赤熱する発熱体を有するものにあっては、次の（ａ）及び（ｂ）に、明瞭に判読でき、かつ、理解しやすい用語により、当該機器からは、使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、その際には十分換気を行う旨を表示すること。


	ロ　絶縁性能
	（イ）屋外用の電気ストーブ、観賞植物用ヒーター及び水がかかるおそれのあるものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、スチームバス用電熱器にあっては附表第三１、２及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）加湿用容器を有するものにあっては、附表第三４（４）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態で置くこと。
	（ロ）反射面又は温風変向板を下方に向けることができるものにあっては、反射面又は温風変向板を最も下方に向けること。
	（ハ）水盤には、水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあっては、この限りでない。
	（ニ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ホ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
	（ヘ）電気火ばちにあっては、円筒状の黄銅製の湯沸かし（その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの）に水を満たし、これを発熱部の上に置くこと。
	（ト）火おけを有しない電気火ばちにあっては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張ったものとし、その寸法は次の表に掲げるとおりとする。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）電気火ばち以外のものであって、自動温度調節器を有するものにあってはハの試験の後にハに掲げる試験条件（（ニ）、（ヘ）及び（ト）を除く。）において自動温度調節器の接点を短絡し、送風装置を有するものにあってはその送風装置には通電せず、電気ストーブ（高所取付け形のものを除く。）であって赤熱する発熱体が外部から見えない構造のものにあっては二枚に重ねた毛布によりその全面（底面及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーの部分を除く。）を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各...
	（ロ）電気火ばちにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加えた時の熱電温度計法により測定した木台及び外郭の温度は、150℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　鋼製の円板（その直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍で、その厚さが3㎜のもの）を発熱部の上に置くこと。
	ｃ　自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｄ　火おけを有しないものにあっては、試験品は、円筒状の木製の試験用火おけに入れること。この場合において、試験用火おけは、内面に金属板を張ったものとし、その寸法はハ（ト）の表に掲げるとおりとする。


	ホ　熱板の強度
	（イ）ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000㎝3の水を熱板にかけること。
	（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3㎜短く、その厚さが3㎜である鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。


	（２）電気あんか
	イ　構造
	（イ）器体の外かくの材料が繊維、ゴムその他これらに類するものであって、発熱部が柔軟性を有する電気あんか（以下「ふとん形のあんか」という。）にあっては、（４）イ（イ）および（ロ）の規定に適合すること。
	（ロ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、器体の外郭の外面の温度を45℃以下にセットできる調整装置を有すること。
	（ハ）ふとん形のあんかであって、器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表４から８までの測定箇所にあっては、器体から分離されているコントローラーに限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	ａ　試験品を通常の使用状態に置き、厚さが約5㎝の綿ふとんで全面を覆うこと。
	ｂ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	（ロ）ふとん形のあんかにあっては、（４）ハに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部（発熱体及び発熱体の保護カバーを除く。）の温度は、（イ）の規定に適合し、かつ、発熱体の表面の可燃物に接する箇所の温度は、120℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）ふとん形のあんかであって、自動温度調節器を有するものにあっては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は...
	（ロ）ふとん形のあんか以外のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　自動温度調節器を有するものにあっては、自動温度調節器の接点を短絡し、厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ｂ　横転及び反転した状態で、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、周囲を厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間の各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0....


	ホ　機械的強度

	（２の２）電気こたつ
	イ　構造
	（イ）人が容易に触れるおそれのある内部の箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用していないこと。
	（ロ）置き用形のものにあってはやぐらの寸法を、切り用形及び掘り用形のものにあってはやぐら及び箱の寸法を、卓用形のものにあっては卓の寸法を器体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。ただし、発熱部とやぐら、箱又は卓とが一体のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に表示された寸法のやぐら、箱又は卓を用いて置くこと。
	（ロ）保温カバーを有しないものにあっては、やぐら又は卓の周囲を厚さが約5㎝の綿ふとんで覆うこと。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
	（ホ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）自動温度調節器を有するものにあっては、ハの試験の後に自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	（ロ）電動機を有するものにあっては、（イ）に規定する試験のほか、電動機を拘束した状態で、ハに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品、木台、やぐら、箱、卓、格子又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	（ハ）卓用形のものにあっては、（イ）及び（ロ）に規定する試験のほか、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、保温カバーを有しないものにあっては卓の周囲（自動温度調節器が取り付けられている側面を除く。）を厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、保温カバーを有するものにあっては自動温度調節器が取り付けられている側面の保温カバーを外し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度...

	ホ　機械的強度

	（３）電気足温器および電気スリッパ
	イ　構造
	（イ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は別表第十二の規定に適合するものであること。ただし、電気スリッパであって、接続器の定格電流が3A以下のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、外郭の表面にあっては95℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。
	（ロ）自動温度調節器を有しないものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差を70K±10Kに保つように断続して（外郭の外面の中央の温度と周囲温度との差が70Kに達しないものにあっては、連続して）加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（４）電気毛布、電気布団、電気座布団、電気ひざ掛け、電気敷布、電気カーペット及び電気いすカバー
	イ　構造
	（イ）感熱線を使用するものにあっては、これらの発熱体の各部から30㎝以内に取り付けてあること。
	（ロ）電気布団、電気毛布、電気敷布、電気座布団及び電気カーペットにあっては、防水処理を施してあること。
	（ハ）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものにあっては、その接続器の刃及び刃受けの寸法は、JIS C 8303「配線用差込接続器」若しくはJIS C 8358「電気器具用差込接続器」に示された寸法以上のもの又は別表第十二の規定に適合するものであること。ただし、接続器の定格電流が3A以下の電気毛布、電気敷布等であって、その構造上接続器を小形にすることがやむを得ないものにあっては、この限りでない。
	（ニ）器体と電源電線とを接続する接続器を有する電気毛布、電気敷布等であって、その使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。

	ロ　絶縁性能
	（イ）防水処理を施してあるものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）洗濯ができる旨の表示を付してあるものにあっては、清水を規定水量入れた洗濯機で8時間水洗し、脱水乾燥した後において、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）次のａからｅまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部（コントローラーを有するものにあっては、コントローラーの各部を含む。以下ハにおいて同じ。）の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所にあっては、コントローラーの部分に限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値（コントローラーを使用する電気毛布及び電...
	ａ　厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
	ｂ　温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでない。
	ｃ　ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｄ　温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
	ｅ　室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、そのコントローラーを温度が0℃±2℃の冷却箱内に入れること。

	（ロ）電気毛布及び電気敷布にあっては、（イ）に規定する試験のほか（イ）に掲げる試験条件において器体を二枚折りにして、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、100℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。
	（ハ）電気カーペットであって、こたつと併用が可能である旨の表示を付してあるものにあっては、併用した状態において、試験品及びこたつ（併用しない状態において、こたつを置く木台の表面の温度が80℃となるもの）に、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した電気カーペットの外郭の温度は、110℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）次のａからｆまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ａ　厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面をおおうこと。
	ｂ　温度ヒューズ、自動温度調節器（室温に応じて発熱体の温度を調整するものを除く。）又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ（イ）ｂただし書に規定するものにあっては、この限りでない。
	ｃ　温度調整用又は入力調整用のコントローラー（室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラーを含む。）を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｄ　感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｅ　ハ（イ）ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｆ　器体を折りたたんで使用するおそれのあるものにあっては、容易に折りたたむことができる程度（折りたたんだとき、器体の片側の表面積が約4,000㎝2となることを標準とする。）に折りたたむこと。

	（ロ）電気毛布及び電気敷布にあっては、（イ）に規定する試験のほか、（イ）ｂからｆまでに掲げる試験条件において、器体の半分を厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、120℃（基準周囲温度は、20℃とする。）以下であり、かつ、５０...
	（ハ）感熱線を使用するものにあっては、（イ）及び（ロ）に規定する試験のほか、（イ）ａからｆまでに掲げる試験条件において、感熱線の回路を切断し、かつ、温度ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器又は自動スイッチ等の保護装置を有するもの（それぞれの個数の合計が2以上であるものを除く。）は、その保護装置の接点（感熱線が切断することにより、動作する接点を除く。）を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として...

	ホ　折り畳み性能
	ヘ　感熱線の均一特性
	ト　機械的強度
	（イ）附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）器体から分離されているコントローラー（通常の使用状態において壁等に固定するものを除く。）を有するものにあっては、そのコントローラーをコンクリート床上に置いた厚さが30㎜の表面が平らなラワン板の中央部に1.8mの高さから3回落としたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないこと。


	（５）欠番
	（６）電気便座
	イ　構造
	（イ）防水処理を施してあること。
	（ロ）器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	附表第三１、２及び５（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（７）電気採暖いす
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	ハ　異常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（８）電気こんろおよび電気レンジ
	イ　構造
	（イ）据置き形の電気レンジにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）スイッチを有するものにあっては、不用意な操作ができない構造であること。ただし、危険が生ずるおそれのないスイッチにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）電気こんろ及び電気レンジのこんろにあっては、円筒状の黄銅製の湯沸かし（その底面の直径が発熱部の面積に等しい面積を有する円の直径の約1.2倍、その高さがその底面の直径に等しい長さ以下で、その底面に黒色の塗装を施してあるもの）にその容量の約80%の水を入れ、これを発熱部の上に置くこと。この場合において、試験中に容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
	（ニ）電気レンジの天火であって、自動温度調節器を有しないものにあっては、定格電圧に等しい電圧を電気レンジの各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差を240K±10Kに保つように断続して（天火の器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあっては、連続して）加えること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度
	ヘ　熱板の強度
	（イ）ハに掲げる試験条件において1時間通電し、電源から切り離した後に、容器を取り去り、直ちに室温に近い温度の約2,000㎝3の水を熱板にかけること。
	（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の熱板の直径の値より約3㎜短く、その厚さが3㎜である鋼製の円板を当該熱板のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の高さから毎分約20回の割合で連続して100回落とすこと。


	（８の２）電磁誘導加熱式調理器
	イ　構造
	（イ）試験品の附属品として専用に使用するなべ以外のものを加熱部に置いたとき、これらが発熱して危険を生ずるおそれのないものであること。ただし、通電状態であることを表示する装置を加熱部又はその近傍に有するものにあっては、この限りでない。
	（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）ハに規定する試験の後において、加熱部に1,000㎝3の水を注ぎ、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）加熱部の中心に試験品の消費電力が定格消費電力に等しくなるようななべを置き、そのなべになべの容量の約80%の水を入れること。この場合において、試験中になべに入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸とう水を加えなければならない。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）入力調整用コントローラーを有するものにあっては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
	（ホ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
	（ヘ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ト）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあっては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　熱板の強度
	（イ）ハの試験条件において、各部の温度がほぼ一定となった時に約10℃の水200㎝3を加熱部の上に注いだとき、各部に異状が生じないこと。
	（ロ）試験品を厚さが10㎜以上の鋼板の上に置き、その直径が当該試験品の加熱部の直径の値より約3㎜短く、その厚さが3㎜である鋼製の円板を当該加熱部のほぼ中央に置き、次の表に示す鋼製の落下体を当該円板の中央部に40㎜の高さから毎分約20回の割合で連続して100回落としたとき、各部に異状が生じないこと。


	（９）電気がま、電気湯沸器、電気コーヒー沸器、電気牛乳沸器、電気蒸し器、電気卵ゆで器、電気酒かん器、電気なべ、電気湯せん器、電気ジャー及びひげそり用湯沸器
	イ　構造
	（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
	ｂ　ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。

	（ロ）据置き形の電気蒸し器にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）直接式の電気がまにあっては、外郭の見やすい箇所（ふたを除く。）に、内容器と器体との間には水を入れないで使用する旨の表示を付してあること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１及び２の試験を、その他のものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）直接式の電気がまにあっては、容器を器体から取り外して、かまの内部に100㎝3の水を注いだ後に、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。
	（ハ）電気コーヒー沸器にあっては、コーヒー容器の受台に水容器の容量の10分の1に等しい容量の水を注いだ後に、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）電気ジャーにあっては容器に物を入れないで、その他のものにあっては容器に容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。）の水を入れること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
	（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあっては、タイムスイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（１０）電気トースター、電気天火、電気魚焼器、電気ロースター、ワッフルアイロン、電気ホットプレート、電気フライパンおよび電気たこ焼器
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）電気トースター以外のものにあっては、次のａからｅまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、電気ロースター（扉を除く。）に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上におくこと。
	ｂ　電気フライパンの容器には、定格容量（定格容量の表示のないものにあっては、容器の容量の約60%）の食用油を入れること。
	ｃ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ｅにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
	ｄ　ｃに掲げるもの以外のもの（電気フライパンを除く。）にあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、次の表の左欄に掲げる指定箇所の温度と周囲温度との差をそれぞれ同表の右欄に掲げる値に保つように断続して（ワッフルアイロン、電気ホットプレート又は電気たこ焼器であってその調理板の中央の温度と周囲温度との差が180Kに達しないもの及び電気ロースター、電気天火又は電気魚焼器であってその器体内の中央の温度と周囲温度との差が240Kに達しないものにあっては、連続...
	ｅ　電気フライパンであって自動温度調節器を有しないものにあっては、定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで、容器内の食用油の温度を180℃±10℃に保つように断続して（容器内の食用油の温度が180℃に達しないものにあっては、連続して）加えること。

	（ロ）電気トースターにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動装置を有するものにあってはその動作を停止し、自動装置を有しないものにあってはそのまま、けい酸カルシウム保温材（厚さが約10㎜で、2辺の長さがそれぞれ100㎜及び120㎜の直方体のもの）を発熱部にあて、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、発熱部の中央の温度と周囲温度との差が210Kになったとき回路を開き、150Kになったとき回路を閉じる操作を繰り返しつつ、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、こ...

	ハ　機械的強度

	（１１）電気ソーセージ焼器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（１２）電気茶沸器および電気温水器
	イ　構造
	（イ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を取り付けてあること。
	（ロ）密閉形の電気温水器以外のものにあっては、温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造であること。ただし、発熱部の温度が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあっては、この限りでない。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ホ）密閉形の電気温水器にあっては、最高使用圧力に達すると直ちに作用する安全弁を設けてあること。
	（ヘ）密閉形の電気温水器にあっては、最高使用圧力の1.5倍の水圧（0.2MPa未満の場合は、0.2MPaの水圧）を2分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
	（ト）密閉形の電気温水器にあっては、容器中の水温が異常に上昇した場合において動作する温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを設けてあること。
	（チ）密閉形の電気温水器にあっては、外郭の見やすい箇所に容易に消えない方法で、最高使用圧力の表示を付してあること。
	（リ）電気温水器であって、電気便座を有するものの器体の内部配線で可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造又は容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の接点を短絡し、水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測...
	（ロ）密閉形の電気温水器にあっては、容器の定格容量の水を入れ、自動温度調節器の接点を短絡し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した水温は、100℃以下であること。


	（１３）電気温蔵庫
	イ　構造
	（イ）庫内にこぼれた水が充電部にかからない構造であること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（１４）欠番
	（１５）電気保温盆、電気加温台および観賞魚用ヒーター
	イ　絶縁性能
	（イ）電気保温盆にあっては、附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）箱形のものにあっては、附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ロ　平常温度上昇
	ハ　異常温度上昇
	（イ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ロ）水中用のものにあっては、空気中につるすこと。
	（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。

	ニ　機械的強度
	ホ　急冷試験

	（１６）電気髪ごて
	イ　構造
	（イ）電気髪ごてであって、ネット形またはフード形のものにあっては、防水処理を施してあること。
	（ロ）手持ち型の電気髪ごてにあっては、電源電線は、別表第八１（２）サの図に示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線の曲げが最も発生しそうな方向に対応するように機器を取り付けて500gの荷重をかける。次に180 の角度で動かして、元の位置へ戻す操作を1回として、その操作を毎分6回の速さで4,000回行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が10%以下であること。ただし、電源電線をひねることなく連続的に回転できるように電源電線を接続するための手段又は電線巻き取り機構等により電源電線を本体に...

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）ネット形又はフード形のものにあっては、試験品の内側に直径が約20㎝の球形の綿ふとんを入れ、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を1時間連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所を除く。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、発熱体にあっては120℃...
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く。）にあっては同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	ａ　自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　ａに掲げるもの以外のものにあっては、試験品は、次の図に掲げるとおりの架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｃ　自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
	ｄ　ｃに掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて面の中央の温度と周囲温度との差を110K±10Kに保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が110Kに達しないものにあっては、連続して）1時間加えること。


	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（１７）欠番
	（１８）ヘアカーラー
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）水を使用してカーラーを温めるものにあっては、容器にその定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
	（ニ）ふたを有するものであって、ふたを開いた状態でカーラーを温めるものにあっては、ふたを開いた状態にすること。

	ハ　異常温度上昇
	（イ）水を使用してカーラーを温めるものにあっては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのままにし、かつ、容器に水を入れない状態にすること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのままとする。
	（ハ）ふたを有するものにあっては、ふたを閉じた状態にすること。

	ニ　機械的強度

	（１９）毛髪加湿器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（２０）採暖用、調理用又は理容用の電熱器具（（１）から（１９）までに掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋外、厨房、浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用する器具の電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取り付けてあること。
	（ニ）器体と電源電線とを接続する接続器を有する採暖用の電熱器具であって、その使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。

	ロ　絶縁性能
	（イ）屋外又は浴室等の水がかかるおそれのある場所において使用するものにあっては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）容器を水等で洗浄するものであって容器を器体から取り外すことのできないもの及び蒸気発生用タンクを有するもの（（ハ）に掲げるものを除く。）にあっては、附表第三１、２及び４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）小容量の蒸気発生用タンクを有するものにあっては、附表第三１、２及び４（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ニ）主として就寝中に使用するものにあっては附表第三１、２及び５（１）の試験を、水のかかるおそれのある場所で使用するものにあっては附表第三１、２及び５（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ホ）通常の使用状態において、湿度の高い空気中に曝されるおそれのあるものにあっては、附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ヘ）通常の使用状態において、器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものにあっては、附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ト）（イ）から（ヘ）までに掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）負荷は、最大の負荷とすること。
	（ハ）温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）入力調整用コントローラーを有するものにあっては、その調整装置のノッチを最大入力にセットすること。
	（ホ）速度調整装置または風量調整装置を有するものにあっては、その調整装置のノッチを最低速度または最低風量にセットすること。
	（ヘ）就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものであって、温度ヒューズ（温度過昇防止装置として使用しないものを除く。以下（ヘ）において同じ。）、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ト）開閉可能の通気孔等は、閉じること。
	（チ）（ハ）から（ト）までに掲げるもの以外のものであって、器体の温度を変える装置を有するものにあっては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。
	（リ）就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものにあっては、器体を厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆うこと。
	（ヌ）自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下（ヌ）において同じ。）を有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ル）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあっては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ヲ）（ヌ）及び（ル）以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）通常の使用状態において、横転し、反転し、又は折りたたまれるおそれのあるものにあっては、それぞれ横転し、反転し、又は折りたたまれた状態にすること。
	（ハ）ふとん、毛布その他これらに類する物で覆われるおそれのあるもの及びこれらを覆って使用するおそれのあるものにあっては、これらの物で覆った状態にすること。
	（ニ）使用場所が水中又は液体中であって、空気中において放置されるおそれのあるものにあっては、空気中に放置すること。
	（ホ）水又は液体を入れる容器を有するものであって、水又は液体がない状態で通電したときに異常に発熱するおそれのあるものにあっては、水又は液体を容器に入れないこと。
	（ヘ）温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチの1の接点を短絡し、他の自動温度調節器又は自動スイッチの動作温度を最高温度にセットすること。この場合において、就寝用又は床上に敷いて使用する採暖用のもの（ハ（ヘ）ただし書に規定するものを除く。）にあっては、温度過昇防止装置として使用する温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチについてもこれらの接点を短絡すること。
	（ト）送風装置又は通風装置を有するものにあっては、これらの装置を停止すること。
	（チ）循環装置を有するものにあっては、その装置を停止すること。
	（リ）（ロ）から（チ）までに掲げるもの以外のものであって、容易に危険かつ異常な使用状態に移行するおそれのあるものにあっては、その異常な使用状態にすること。

	ホ　機械的強度
	（イ）床上に置いて使用するものであって、人が踏むおそれのあるものにあっては、附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）卓上形のもの、手持ち形のもの及びベッドで使用するものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ヘ　感熱線の均一特性
	ト　耐過速度性能

	（２１）電気消毒器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	（イ）器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであって、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）殺菌灯のみを有するものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものであって、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、２及び４（１）の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には、容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%。以下ハにおいて同じ。）の水を入れること。この場合において、容器に入れた水が半分ない。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）自動スイッチ及びタイムスイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあっては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）容器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものはこれらの動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものはそのまま、容器に水を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００...
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　送風装置には、通電しないこと。
	ｃ　自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。


	ホ　機械的強度

	（２２）電熱式吸入器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器には、容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%、以下ハにおいて同じ。）の水を入れること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）または自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハおよびニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ニ）自動スイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の水を加えなければならない。
	（ホ）自動スイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後に容器の定格容量の水を加え、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　噴霧性能
	ヘ　圧力安全弁の動作性能
	ト　機械的強度

	（２３）電気温きゆう器、家庭用温熱治療器その他の家庭用電熱治療器（（２２）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）ふた及び外郭は、容易に取り外すことができないものであること。ただし、取り外したときに充電部及び治療部以外の発熱部が露出しないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。
	（ハ）内部に発熱体を有し、患部に装着して温めるもの（以下「パック」という。以下ロにおいて同じ。）を有するものにあっては、パックに防水処理を施してあること。
	（ニ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ホ）人体に水その他の液体を直接触れて使用するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取り付けてあること。
	（ト）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであって、その使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）パックを有するものにあっては、そのパックについて附表第三５（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）水その他の液体を入れる容器を有するものであって、容器を取り外すことができない構造のものにあっては、附表第三４（４）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）電気温きゆう器にあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。「各部の温度」には、きゅう点部及びその近傍を除く。
	ａ　きゅう点用のこてを有するものであって自立形のもの及び架台付きのものにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自立形のもの及び架台付きのもの以外のものにあっては（１６）ハ（ロ）ｂの図に掲げるとおりの架台の上に置くこと。
	ｂ　きゅう点用のこてを有するもの以外のものにあっては、通常の使用状態において厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｃ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｄ　最大の負荷を負荷した状態にすること。

	（ロ）治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
	ａ　自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｂ　温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。
	ｃ　容器に定格容量（定格容量の表示のないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れること。

	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部（コントローラーを有するものにあっては、コントローラーの各部を含む。以下ハ及びニにおいて同じ。）の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所にあっては、コントローラーの部分に限る。）にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表...
	ａ　温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでない。
	ｂ　ａただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｃ　温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、そのコントローラーを最高温度又は最大入力にセットすること。


	ニ　異常温度上昇
	（イ）きゅう点用のこてを有するもの以外の電気温きゆう器であって、自動温度調節器を有するものにあってはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、試験品を厚さが約5㎝の綿ふとんで覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は綿ふとんが燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の...
	（ロ）治療部に水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、容器に水その他の液体を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において、試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶...
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｆまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した発熱部の温度は、130℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ａ　厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで試験品の全面を覆うこと。
	ｂ　温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ（ハ）ａただし書に規定するものにあっては、この限りでない。
	ｃ　温度調整用又は入力調整用のコントローラーを有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｄ　感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｅ　ハ（ハ）ａただし書に規定するものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｆ　器体を折り畳んで使用するおそれのあるものにあっては、容易に折り畳むことができる程度に折り畳むこと。


	ホ　機械的強度
	ヘ　折り畳み性能
	ト　噴霧性能
	チ　圧力安全弁の動作性能
	リ　感熱線の均一特性

	（２４）湿潤器、電気スチームバス及び電気湯のし器
	イ　構造
	（イ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。
	（ロ）電気スチームバスにあっては、人が内部から容易に出ることができる構造であること。
	（ハ）全身が入る箱形の電気スチームバスにあっては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
	（ニ）電気スチームバスにあっては、内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
	（ホ）電気スチームバス並びに据置き形の湿潤器及び電気湯のし器にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）電気スチームバスの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	ホ　噴霧性能
	ヘ　圧力安全弁の動作性能
	ト　機械的強度

	（２５）タオル蒸器
	イ　構造
	（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　通常の使用状態において、加熱されるものが非充電金属部に触れるおそれのない構造であること。
	ｂ　ふたを開いたとき、加熱されるものに電圧が加わらない構造であること。

	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ハ）殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）発熱体の充電部又は電極が容器中の水その他の液体に接触している構造のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	次の（イ）から（ニ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（据置き形のものにあっては同表７の測定箇所のうち扉の部分を除き、据置き形以外のものにあっては同表７の測定箇所を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器には、容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。
	（ニ）自動スイッチを有しないものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。この場合において、容器に入れた水が半分に減少するごとに減少した量に等しい量の沸騰水を加えなければならない。

	ニ　異常温度上昇

	（２６）電気サウナバス
	イ　構造
	（イ）人が内部から容易に出ることができる構造であること。
	（ロ）全身が入る箱形のものにあっては、内部を見ることができるのぞき窓を有すること。
	（ハ）内部の人が容易に触れるおそれのある箇所に金属、ガラス及び陶磁器を使用しないこと。
	（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取り付けてあること。
	（ト）人体を直接覆って使用するものにあっては、防水処理を施してあること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）人体を直接覆って使用するものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものにあっては、この限りでない。
	ｃ　ｂただし書きに規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ同じ。）を有するものにあっては，その温度を最高温度にセットすること。

	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するものはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下、次の表の左欄に掲げる測定箇所にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げ...

	ニ　異常温度上昇
	（イ）人体を直接覆って使用するものにあっては、次のａからｄまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただし、ハ（イ）ｂただし書に規定するものにあっては、この限りでない。
	ｃ　感熱線を使用するものであって、通常の使用状態における器体の温度を調節するために動作する接点と異常時における温度過昇防止のために動作する接点を1の接点で兼用するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｄ　ハ（イ）ｂただし書に規定するものであって、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その1の接点を短絡し、他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。

	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものはその接点を短絡し、自動温度調節器を有しないものはそのまま、通風装置には通電しない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部...

	ホ　折り畳み性能
	ヘ　感熱線の均一特性

	（２７）電気アイロンおよび電気裁縫ごて
	イ　構造
	（イ）自立形のもの以外のものにあっては、架台を有すること。
	（ロ）電気アイロンであってタンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きものにあっては架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びトにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
	（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあっては、連続して）1時間加えること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）自立形のものにあっては自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。
	（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ホ　噴霧性能
	ヘ　圧力安全弁の動作性能
	ト　機械的強度
	（イ）電気アイロンにあっては、自動温度調節器を有するものはその動作温度を最高温度にセットし定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加え、自動温度調節器を有しないものは、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をこて面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように断続して（こて面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあっては、連続して）加え、容器に水を入れない状態で、アイロンのこて面を水平にして厚さ5㎜の鋼板上に4㎝の高さから毎分約5回の割合で連続し...
	ａ　ねじ及び端子ねじがゆるまず、かつ、充電部と非充電金属部とが接触するおそれのないこと。
	ｂ　導電不良及び短絡が生じないこと。
	ｃ　接点が溶着しないこと。
	ｄ　操作機構が異状を生じないこと。

	（ロ）電気裁縫ごてにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。


	（２８）電気はんだごておよび電熱ナイフ
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）自立形のものにあっては、自立の状態で、架台付きのものにあっては架台の上にのせた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、（１６）ハ（ロ）ｂの図による架台の上にのせること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。
	（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差を270K±10K（定格消費電力が40W以下のものにあっては、220K±10K）に保つように断続して（こて先又はナイフ先の温度と周囲温度との差が270K（定格消費電力が40W以下のものにあっては、220K）に達しないものにあっては、連続して）1時間加えること。

	ハ　機械的強度

	（２８の２）電気焼成炉、こて加熱器、電気溶解器その他の工作用又は工芸用の電熱器具（（２８）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）温度過昇防止装置として使用しない自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）こて加熱器にあっては、こてを加熱部に入れること。
	（ニ）電気溶解器にあっては、溶解物を入れる容器にその定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい量の溶解物を入れること。
	（ホ）自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下（ホ）において同じ。）を有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を自動スイッチが動作するまで（自動スイッチの動作時間が30分未満のものにあっては、自動スイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらに自動スイッチが動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ヘ）運転をすべて停止するタイムスイッチを有するものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧をタイムスイッチが最大の時間動作するまで（タイムスイッチの最大の動作時間が30分未満のものにあっては、タイムスイッチが動作した後最初の試験状態に戻して、さらにタイムスイッチが最大の時間動作するまで）又は各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。
	（ト）（ホ）及び（ヘ）以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。）を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ハ）こて加熱器にあっては、こてを加熱部に入れないこと。
	（ニ）電気溶解器にあっては、溶解物を入れる容器に溶解物を入れないこと。

	ホ　機械的強度

	（２９）電気接着器
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）卓上形のものにあっては、接着部の近傍に容易に消えない方法で高温のため注意を要する旨を表示してあること。ただし、接着部の温度が85℃以下のもの及び高温部に人が容易に触れることができないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）架台付きのもの、脚付きのもの、卓上形のもの及び据置き形のものにあっては試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあっては（１６）ハ（ロ）ｂの図による架台の上にのせること。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して1時間加えること。「連続して」とは、接着時間を調節するタイムスイッチを有するものにあっては、その最大時間にセットし、定格電圧で断続して行うことをいう。この場合において、休止時間は15秒とする。なお、器体の表面に運転時間及び休止時間を表示してあるものにあっては、その表示された時間とする。（以下別表第八２...
	（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、接着部の温度を表示された定格使用温度に保つように断続して1時間加えること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（３０）投込み湯沸器
	イ　構造
	（イ）防水処理を施してあること。
	（ロ）使用中に水位が減少することにより危険を生ずるおそれのあるものにあっては、器体に容易に消えない方法で水位線を設けてあること。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が600W以下のもの、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）定格消費電力が600Wを超えるものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（３１）電気瞬間湯沸器
	イ　構造
	（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）通常の使用状態で器体の外面に水がかかるおそれのあるものにあっては、附表第三３の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品に水を通じること。
	（ロ）取付け箇所が指定されているものにあっては、指定された箇所に通常の使用状態に取り付けること。

	ニ　異常温度上昇

	（３２）水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
	イ　構造
	（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）水道凍結防止器であって水道管内又は蛇口の内側に取り付けるものにあっては、定格２次電圧が30V以下の絶縁変圧器を使用すること。
	（ニ）防水処理を施してあること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。ただし、通常の使用状態において、充電部に水がかかった場合に、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋外カメラ用ハウジングの筐体を開いた状態で、附表第三６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（３３）電熱ボード、電熱シートおよび電熱マット
	イ　構造
	（イ）防水処理を施してあること。
	（ロ）電熱ボードにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの及び定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。ただし、定格電圧が150V以下で定格消費電力が100W以下の乾燥した場所で使用する旨の表示を有するものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコードであって、その断面積が0.75㎜2以上のものとすることができる。
	（ニ）温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有するものにあっては、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを発熱体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあること。ただし、感熱線を使用するものにあっては、この限りでない。
	（ホ）通常の使用状態において、床又は壁などに固定して使用するものにあっては、取付け穴又は取付け位置を示す旨の表示を有する構造のものであること。
	（ヘ）感熱線を使用するものにあっては、これらを発熱体の各部から30㎝以内に取り付けてあること。
	（ト）器体と電源電線とを接続する接続器を有するものであって、その使用温度が低いものにあっては、その接続部分を80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部に緩み、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
	（チ）電気抵抗材料を電気絶縁材料に積層したシート状の発熱体（以下、面状発熱体という。）を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、別表第八１（２）ソにおいて、「定格電圧」を「対地電圧」と読み替えるものとする。
	（リ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、その外郭を別表第八１（２）ツ（ハ）における「人が触れるおそれのある非金属部」とは見なさない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）水中用のもの及び屋外用のものにあっては、水中に入れ、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、各部に異状を生じないこと。
	（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するもの（コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。）のうち、木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、次に掲げるａからｃの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき、この間の各部の温度は附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７及び８の測定箇所を除く...
	ａ　木材の枠の中に据え付けるための電熱シートは、図１に示すような試験用構造物に施工する。木材の枠の上に据え付けるための電熱シートは、図２に示すような試験用構造物に施工する。面積4m2以上、短径が2m以上のエリアに三つ以上の電熱シートを置き、試験用の電熱シートは中央に置く。電熱シートの下に、熱抵抗が約5m2K/Wの熱絶縁材を置く。電熱シートは、部材の間その他の木造構造の部分の上に配置できるよう注意を払う。試験用構造物の厚さ12㎜の床で、カバーする。
	ｂ　試験用構造物は下面から少なくとも0.1m、上面から少なくとも1.5mの自由な空間をとる。試験用構造物は、上面から少なくとも1m上に広がる木板で囲む。
	ｃ　約1.25m2K/Wの熱抵抗をもつ熱絶縁材の片は、図１及び図２に示す電熱シートを横切る床の中心に施工する。熱絶縁材の片は長さを0.8m、幅を試験用電熱シートと等しくする。ただし、図２を使用する場合は、熱絶縁材の片を電熱シートの自動温度調節器が最も少ない位置に（熱絶縁材の片の下の自動温度調節器が最も少ない数になるように）置く。また、電熱シートの長さ又は幅が0.8mよりも大きい場合は、熱絶縁材の長さ又は幅は0.8mを最大とする。

	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）水中用のもの及び屋外用のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５...
	（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するもの（コンクリート又はモルタルに埋設するものを除く。）のうち木材の枠の中又は上に据え付けるためのものは、ハ（ロ）に掲げるａからｃの試験条件において、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続し...
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、厚さが約5㎝の綿ふとん又は厚さが約5㎝の耐熱性ポリウレタンフォームで覆い、自動温度調節器を有するものにあってはその1の接点を短絡して他の自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、そ...

	ホ　機械的強度
	（イ）附表第五１の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）面状発熱体を有する電熱シートであって、床下に施設するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　試験品を厚さ100㎜で一端を半径50㎜に丸めた試験品の幅を完全に保持できる幅の一組の板で保持し、試験品の温度を-5℃又は設計上の最低周囲温度にして、試験品の自由端を板の丸めた端に沿って両方向に対して180 の角度まで曲げ、通常の位置に戻す操作を、3回繰り返した後、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合すること。
	ｂ　試験品を二つ用意し、それぞれ表面が滑らかな水平に置かれた鋼板上に置き、先端が角度40 の円すい形で、その先を半径0.25㎜±0.02㎜に丸めた固いスチールのピンを用いて、次の（ａ）から（ｃ）の条件にて引っ掻き、跡を作る。1の試験品には、両面に、50㎜以上離して三つの跡を作る。これらは電熱ユニットの長さの方向に平行に、一方の端から10㎜以上離れたところから作る。跡の長さは試験品の幅にほぼ等しくする。試験品が電極を組み込んでいる場合は、跡の一つは電極の一つに沿って作る。また、２の試験品には、両面に...


	ヘ　感熱線の均一特性
	ト　耐久性
	（イ）
	ａ　試験品を、できるだけ短い長さ（ただし50㎝以上とする。）に加工し、次の（ａ）から（ｃ）に示す手順を400回行ったとき、各部に異状が生じないこと。
	ｂ　ａに規定する試験の前後において、20℃±2℃の周囲温度で、定格電流を流し、電源電線及び相互接続電線の接続部における電圧降下を測定したとき、試験後の電圧降下は、試験前の電圧降下の1.5倍又は22.5mVのいずれか低い値を超えないこと。

	（ロ）二つの試験品について、一つは次のｂ及びｅの試験を、もう一つは次のａからｅの試験を行った後、ａからｅの試験を行った試験品のｅの試験において測定した、ｂの試験で曲げた部分における電極接続部の電圧降下、及びその他の6箇所以上における電極接続部の平均電圧降下は、ｂ及びｅの試験を行った試験品の、1.5倍以下であること。この場合において、試験品は長さ1m以上のものを使用すること。
	ａ　試験品を設計上の最小曲げ半径に等しい半径をもつマンドレルに、巻きつけて解く操作を、両面に対し交互に3回繰り返す。ただし、設計上当該試験品が一方の面にだけ折り曲げる旨指定されている場合、その方向で6回繰り返すこととする。
	ｂ　ホ（ロ）ａの操作を3回繰り返す。
	ｃ　試験品を、相対湿度が80±5%、周囲温度が40℃±2℃の状態に置き、試験品に定格電圧に等しい電圧を1時間加え、1時間休止する操作を1,000回繰り返す。
	ｄ　（イ）ａの（ａ）から（ｃ）に示す手順を2,000回行う。
	ｅ　試験品を水平に置き、定格電圧に等しい電圧を加え、発熱体の電極の内側から5㎜の位置に、45 の角度で刺した針と電極との間の電圧降下を測定し、次の式を用いて、ｂの試験で曲げた部分及びその他の6箇所以上の部分の電極接続部の電圧降下の平均電圧降下を求める。

	（ハ）面状発熱体がPTC電熱素子のものにあっては、以下のａからｃまでの手順を行ったとき、ｃのいずれの温度もｂの温度の+5K以下であること。但し、温度ヒューズ、温度過昇防止装置として使用する自動スイッチを有しないものはｂの温度は80℃以下であること。
	ａ　試験品をハ（ロ）の状態に置く。
	ｂ　72時間後に当該試験品の外郭の温度を測定。
	ｃ　その後、4,500時間経過するまで、72時間以下の間隔で外郭の温度を測定。

	（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、以下のａからｃまでの手順を行つたとき、ｃのいずれの抵抗値もｂの抵抗値の95%以上であること。
	ａ　試験品をハ（ロ）における試験品の最高温度より5K高い温度に置く。
	ｂ　2時間後に当該試験品の抵抗値を測定。
	ｃ　その後3,000時間経過するまで、72時間以下の間隔で抵抗値を測定。



	（３４）電気育苗器
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）コンセントを有するものにあっては、防水型のものを使用してあること。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器に水を入れて使用するものにあっては、容器に水を入れること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ハ）容器に水を入れて使用するものにあっては、容器に水を入れないこと。
	（ニ）羽根を有するものにあっては、羽根を駆動する電動機に通電しないこと。


	（３５）電気ふ卵器および電気育すう器
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置の電動機又は回転ドラムを駆動する電動機を有するものにあっては、これらに通電しないこと。


	（３６）電気乾燥器
	（イ）発熱体には、保護カバーを設けてあること。
	（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）据置き形のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）ヘロタイプ用乾燥器にあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあっては乾燥面の中央の温度と周囲温度との差が100Kになったとき回路を開き、80Kになったとき回路を閉じる操作を繰り返し、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加え、この間の各部の温度は、附表第四...
	（ロ）靴用乾燥器にあっては、試験品を通常の使用状態に取り付け、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置き形のものの場合に限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器を有するものにあってはその動作温度を最高温度にセットし、自動温度調節器を有しないものにあってはそのまま、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、この間の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所にあっては、据置き形のものの場合に限り、乾燥面及び排気孔を除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる値以下であ...

	ニ　異常温度上昇

	（３７）電気プレス器
	イ　構造
	（イ）タンク式のものにあっては、圧力安全弁を有すること。
	（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）据置き形のものの電源電線にあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）ズボンプレス器にあっては附表第三１、２及び６（１）の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。この場合において、附表第三６（１）の試験は、ズボンプレス器のプレス面を開いた状態で行うものとする。
	（ロ）蒸気発生装置を有するものにあっては、（イ）に掲げる試験のほか、附表第三４（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）通常の使用状態において容器に水を入れて使用するものにあっては容器に水を入れ、その他のものにあっては容器に水を入れないこと。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットし、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えること。
	（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、プレス面の中央の温度と周囲温度との差を150K±10Kに保つように各部の温度上昇がほぼ一定となるまで断続して（プレス面の中央の温度と周囲温度との差が150Kに達しないものにあっては、連続して）加えること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）通常の使用状態において、容器に水を入れて使用するものにあっては、容器に水を入れないこと。
	（ハ）ズボンプレス器にあっては、プレス面を閉じた状態にすること。
	（ニ）自動温度調節器を有するもの（（ホ）に掲げるものを除く。）にあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ホ）常時人が監視しない状態において使用されるものであって、自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。

	ホ　噴霧性能
	ヘ　圧力安全弁の動作性能
	ト　機械的強度

	（３８）電気くん蒸殺虫器および電気香炉
	イ　構造
	（イ）発熱部は、くん蒸剤をのせる部分を除いて露出していないこと。
	（ロ）ふた及び外郭は、容易に取り外しできないものであること。ただし、取り外した場合に充電部及びくん蒸剤をのせる部分以外の発熱部が露出しないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）送風装置を有する電気くん蒸殺虫器にあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において熱電温度計法により測定した各部の温度は、160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温...
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	ｃ　送風装置には、通電しないこと。

	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、底面以外の部分を約91㎝平方のさらしかなきん（密度が25.4㎜につき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布。以下ニにおいて同じ。）で覆い、さらにその上を毛布で覆い、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続...

	ホ　機械的強度

	（３９）欠番
	（４０）欠番
	（４０の２）現像恒温器
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）現像液を冷却して使用するものにあっては、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）の動作温度を最低温度にセットすること。この場合において、周囲温度は、30℃±5℃としなければならない。
	（ロ）現像液を暖めて使用するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器の動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇

	（４０の３）欠番
	（４０の４）電熱式おもちや
	イ　構造
	（イ）電源を開閉するスイッチ（自動スイッチを含み、同時に両極を開閉できるものに限る。）を有するものであること。
	（ロ）水銀スイッチを使用しないこと。
	（ハ）発熱部分は、通常の使用状態において、人が容易に触れるおそれのないような構造であること。ただし、発熱部分に触れたときに感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ニ）水その他の液体を入れる容器を有するものにあっては、容器に水その他の液体がないときには電流が通じない構造であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動温度調節器若しくは自動スイッチを有するものにあっては、この限りでない。
	（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これらのものを取り除いたとき、充電部（対地電圧又は線間電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下の充電部を除く。）に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（ヘ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ト）屋外用のもの（充電式のものであって、充電中以外は電源電線を器体に収納するものを除く。）及び据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、これらの動作温度を最高温度にセットすること。

	（ロ）充電試験

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）充電式のものであって、充電していない状態で内蔵された電池によって運転することができるものにあっては、その電池を動作させること。
	（ハ）自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ニ）容器を有するものにあっては、その容器に紙片を丸めて入れること。

	ホ　機械的強度

	（４１）扇風機、換気扇、サーキュレーターおよび送風機
	イ　構造
	（イ）高さが調節できるものにあってはその高さを最大とし、その他のものにあってはそのまま、通常の使用状態においていずれの方向に10 傾けても容易に転倒しないこと。
	（ロ）高さが調節できるものにあっては、所要の高さに容易に固定することができ、かつ、固定をゆるめても危険を生ずるおそれのないこと。
	（ハ）首振り装置のあるものにあっては、首振り運動によりコードが損傷せず、かつ、外部から首振り運動を妨げても故障が生じないこと。
	（ニ）卓上扇風機は、使用状態において安全に持ち運びできること。
	（ホ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（へ）扇風機の器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、機器を通常の状態に置き、定格電圧を加え、通常動作状態で50,000回(往復で1回とする。)動作させたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ト）扇風機および換気扇であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあってはこの限りでない。
	ａ　コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。
	ｂ　隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50㎜を超えるもの。
	ｃ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1(2003)の附属書Eに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
	ｄ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度
	ホ　経年劣化に係る注意喚起のための表示
	（イ）製造年
	（ロ）設計上の標準使用期間（標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間をいう。以下同じ。）
	（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨


	（４２）電気冷房機及び電気除湿機
	イ　構造
	（イ）暖房用電熱装置を有するものにあっては、温度ヒューズその他の温度過昇防止装置を有していること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）油および冷媒が漏れるおそれのないこと。
	（ニ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ホ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ト）電気冷房機であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあってはこの限りでない。
	ａ　コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。
	ｂ　隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50㎜を超えるもの。
	ｃ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
	ｄ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10(2006)の燃焼性分類においてV-1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。

	（チ）電気冷房機で屈曲を受ける内部配線で、使用者のリモコンによる手動設定又は自動設定により駆動し、連続動作しないものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で5,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）冷房運転試験及び除湿運転試験
	ａ　周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	ｂ　暖房用電熱装置を有するものにあっては、暖房用電熱装置に通電しないこと。
	ｃ　凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が20℃以上25℃以下で、冷却水の入口の温度と出口の温度との差が11Kとなるようにすること。
	ｄ　除湿装置を有するものにあっては、湿度は60%±5%とすること。
	ｅ　自動湿度調節器を有するものにあっては、その動作湿度を最低湿度にセットすること。
	ｆ　室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、その動作温度を最低温度にセットすること。
	この場合において、「定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し」には、室内機を複数接続できる室外機にあっては接続できる最大台数の室内機を接続し、室内機を同時に運転する状態をいう。（以下（ロ）において同じ）
	また、「最高速度及び最低速度にセットし」とは、最高速度と最低速度が組み合わすことができるものにあっては、その組み合わせの状態をいう。ただし、室内機を複数接続できる室外機にあっては、その室内機側全てを最高速度及び最低速度にセットした状態をいう。（以下（ロ）において同じ）

	（ロ）暖房運転試験
	ａ　周囲温度は、20℃±2℃とすること。
	ｂ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｃ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｄ　凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。
	ｅ　室温に応じて温度を調整する温度コントローラーを有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｆ　ヒートポンプ、電熱装置等の構造の異なる「暖房装置」を有するものにあっては、次の（ａ）及び（ｂ）によること。


	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）送風装置には、通電しないこと。
	（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ニ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における水温が13℃以上18℃以下で冷却水の入口の温度と出口の温度との差が9Kとなるようにすること。

	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　冷媒漏えい
	ト　経年劣化に係る注意喚起のための表示
	（イ）製造年
	（ロ）設計上の標準使用期間
	（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨


	（４３）電気冷風機
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）冷却器および配管は、通常の使用状態において水漏れがなく、かつ、露によって生じた水を排水することができること。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（４４）電気温風機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）反射面または温風変向板を下方に向けることができるものにあっては、反射面または温風変向板を最も下方に向けること。
	（ハ）風量調節装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最大風量及び最小風量にセットすること。
	（ニ）自動温度調整器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ホ）加湿用容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。ただし、専用の加熱装置を有するものにあっては、この限りでない。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置には、通電しないこと。
	（ニ）加湿用容器を有するものにあっては、その容器には水を入れないこと。


	（４４の２）ファンコイルユニット及びファン付きコンベクター
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）熱交換器及び配管は、通常の使用状態において水漏れがないこと。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）冷房運転試験
	ａ　試験品は、床置き型のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあっては、通常の使用状態に取り付けること。
	ｂ　配管に水を通さないこと。

	（ロ）暖房運転試験
	ａ　試験品は、床置き型のものにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、その他のものにあっては通常の使用状態に取り付けること。
	ｂ　周囲温度が20℃±2℃の状態において、使用する温水の温度を表示するものにあっては使用する温度とほぼ同温度の温水を、使用する温水の温度を表示しないものであってファンコイルユニットにあっては60℃±2℃、ファン付きコンベクターにあっては80℃±2℃の温水を通じること。



	（４４の３）電気加湿器
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）据え置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度
	卓上形のものにあっては、附表第五２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	（４４の４）温風暖房機
	イ　構造
	（イ）ファンモーターの通風により、燃焼中の炎を吹き消すおそれのない構造であること。
	（ロ）燃料に石油を使用するものにあっては、通常の使用状態において、各部から油漏れのない構造のものであること。
	（ハ）ポット式以外のものにあっては、規定量の燃料を満たした状態において、各方向に20 傾けても危険が生ずるおそれのない構造のものであること。
	（ニ）燃料にガスを使用するものにあっては、各部からガス漏れがなく、かつ、ガス管を確実に取り付けることができる構造であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）燃料として石油を使用するものにあっては、容器に規定量の石油を入れて通常の燃焼状態とすること。
	（ハ）燃料としてガスを使用するものにあっては、通常の燃焼状態とすること。
	（ニ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。


	（４５）空気清浄機及び電気除臭機
	イ　構造
	（イ）電気集じん部分、電離部分、イオン発生部分等の高圧の部分は、人が容易に触れないように適当な外かくでおおわれていること。
	（ロ）高圧発生回路に使用する電源部の変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ハ）電気集じん方式のものであって、集じん部を取りはずすことができるものにあっては、残留電荷を放電するための装置を有し、かつ、集じん部を取りはずすためのとびら等を開放した場合に電源回路が遮断される構造であること。
	（ニ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
	（ホ）定格電圧が150V以下の機械的集じん方式のもの以外のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）卓上形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（４５の２）電気芳香拡散機
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に香料等の液体がかからない構造であること。
	（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（４６）電気掃除機、電気黒板ふきクリーナー、電気レコードクリーナーその他の電気吸じん機及び電気床みがき機
	イ　構造
	（イ）電気掃除機であって定格消費電力が500Wを超えるもの、電気床みがき機又は屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ロ）屋外用のものにあっては、スイッチは防水構造であること。
	（ハ）屋外用のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。ただし、据置き形のものであってアース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ニ）機器本体に収納用の複数のフックを備える電気掃除機にあっては、電源電線は、別表第八１（２）サの図に示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線の曲げが最も発生しそうな方向に対応するように機器を取り付けて500gの荷重をかける。次に180 の角度で動かして、元の位置へ戻す操作を1回として、その操作を毎分6回の速さで4,000回行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が10%以下であること。ただし、電線巻き取り機構等により電源電線を本体に巻き付けたとき電源電線に無理な力が加わらない機能を有...

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	ａ　電気掃除機にあっては、附属するホース及び延長管を取り付けて吸込口を全開とすること。
	ｂ　ａに掲げるもの以外のものにあっては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。

	（ロ）充電試験

	ニ　耐過速度性能
	ホ　機械的強度

	（４７）電気くつみがき機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（４８）電気洗たく機および電気脱水機
	イ　構造
	（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から5㎝以上離れていること。
	（ロ）水槽、水受けおよび配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽および水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。
	（ハ）使用状態において、ふたをあけた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
	（ニ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行なう構造の電気洗たく機にあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。
	（ホ）注水口が上部にある電気洗たく機にあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。
	（ヘ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ト）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
	（チ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
	（リ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれがないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。
	（ル）脱水機能を有する電気洗たく機及び電気脱水機にあっては、脱水槽のふたを開いた状態では通電することができず、かつ、脱水槽の回転が停止しなければ脱水槽のふたを開けることができない構造のものであること。ただし、電気脱水機の脱水槽が回転している状態で脱水槽のふたを開けたとき、脱水用電動機の通電が遮断し、脱水槽に制動を加える構造のものであって、次に適合するものにあっては、この限りでない。
	ａ　電気脱水機の最外部にある脱水槽のふた（以下（ル）において「外ぶた」という。）を開けたときに回転中の脱水槽に直接触れることができない構造のものであること。
	ｂ　制動伝達装置が外ぶたの動作に連動しないときに脱水用電動機の回転子が拘束される構造のものであること。
	ｃ　定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を脱水用電動機に加え、脱水槽の回転が一定となったときに脱水槽のふたを開けて脱水槽を停止させる操作を10,000回行う試験（以下（ル）において「動作試験」という。）の前後及び動作試験中における脱水槽の停止時間は、次の表の左欄に掲げる試験条件ごとに、同表の右欄に適合すること。
	ｄ　脱水用電動機の回転子を拘束し、温度ヒューズ、過電流保護装置等の保護装置を有するものにあっては保護装置が働くまで、時限装置を有するものにあっては時限装置を最高時間にセットし、その時限装置が働くまで、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を連続して加えたとき、脱水用電動機が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。

	（ヲ）電気洗たく機であって、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあってはこの限りでない。
	ａ　コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。
	ｂ　隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50㎜を超えるもの。
	ｃ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
	ｄ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。

	（ワ）電気脱水機の脱水槽上部近傍のハッチは、5kgの力を加えたとき脱落しないこと。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）全自動式のものにあっては、繰り返し運転を行い、かつ、洗たく専用の機構を有するものにあっては、当該機構について連続して運転すること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。
	（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。

	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　経年劣化に係る注意喚起のための表示
	（イ）製造年
	（ロ）設計上の標準使用期間
	（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨


	（４８の２）運動用具又は娯楽用具の洗浄機
	イ　構造
	（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から5㎝以上離れていること。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。
	（ニ）使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
	（ホ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。
	（ヘ）注水口が上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。
	（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（チ）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
	（リ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
	（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）かくはん式のものにあっては表示された全負荷電流を負荷し、その他のものにあっては通常の使用状態において試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点　を短絡すること。
	（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。
	（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。

	ホ　消費電力の許容差

	（４９）電気ポンプ、電気井戸ポンプ及び電気噴水機
	イ　構造
	（イ）圧力タンクを有するポンプにあっては、空気補給口その他圧力タンクに空気を補給するために必要な装置が設けてあること。
	（ロ）水が漏れない構造であること。
	（ハ）池水循環用ポンプにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造のものであってアース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ニ）池水循環用ポンプ以外のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　消費電力の許容差
	ホ　附属圧力スイッチの性能
	（イ）動作圧力の定格動作圧力に対する許容差は、定格動作圧力が0.1MPa以下のものにあっては±0.01MPa、定格動作圧力が0.1MPaを超え0.2MPa以下のものにあっては±0.02MPa、定格動作圧力が0.2MPaを超えるものにあっては±15%であること。
	（ロ）スイッチが開路する場合の定格動作圧力（動作圧力が調整できるものにあっては、その最大値）の1.5倍又は通常の使用状態においてスイッチに加わる最大の圧力のいずれか大きい圧力をスイッチに連続して1分間加えたとき、各部に異状を生じないこと。


	（５０）電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵用のショーケースおよび冷凍用のショーケース
	イ　構造
	（イ）油又は冷媒が漏れるおそれのないものであって、かつ、可燃性の冷媒を使用するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　保護冷却システムの保護外郭を含み、機器は、十分な圧力に耐える構造であること。
	ｂ　冷媒量が少ない構造であること。
	ｃ　貯蔵庫内は、保護冷却システム構造であるか又は、冷媒が漏れた場合に、機器に組み込まれた電気部品により、爆発するおそれがないこと。
	ｄ　機器は、その食品貯蔵庫の外側にある電気部品によって火災又は爆発の原因とならないように、漏れた冷媒が留まらない構造であること。
	ｅ　可燃性冷媒にさらされる可能性のある機器の部品の表面は、当該冷媒が引火するおそれがない温度であること。
	ｆ　機器は、運搬、サービス、廃棄等のいずれにおいても、安全の確保が十分行われるような表示を施してあること。

	（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）吸収式のものにあっては、発熱線が断線したとき、漏電のおそれがないこと。
	（ニ）電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースのものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ト）始動リレーを有する電気冷蔵庫にあっては、その始動リレーの開閉接触部は、密閉された容器に収められていること。ただし、通常の使用状態において外気の流動に直接さらされるおそれがないものにあっては、この限りでない。
	（チ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。
	（リ）電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあっては、JIS C 4908(2007)に規定する電気機器用コンデンサーを使用するものは、保安装置内蔵コンデンサー、保安機構付きコンデンサー又はこれらと同等のものであること。ただし、次のいずれかに適合するものにあってはこの限りでない。
	ａ　コンデンサーの不具合により、炎又は溶融物が生じたとしても、その拡散を防ぐ、金属又はセラミック外郭に収められているもの。ただし、外郭には、コンデンサーをモーターに接続配線するための開口があってもよい。
	ｂ　隣接する非金属部に対して、コンデンサーの外側表面からの離隔距離が50㎜を超えるもの。
	ｃ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1(2003)の附属書Ｅに規定するニードルフレーム試験に適合するもの。
	ｄ　コンデンサーの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に適合するもの。ただし、分類に使用される試験片は、該当部分よりも厚い材料でないこと。

	（ヌ）電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって、電源に直接接続する差込みプラグにあっては、次に適合すること。
	ａ　コンセントとの突き合わせ面に接するプラグの外面であって、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、JIS C 2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
	ｂ　栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 60695-2-11(2004)又はJIS C 60695-2-12(2013)に規定する試験を試験温度750℃で行ったとき、これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695-2-13(2013)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでない。

	（ル）冷蔵庫に組み込まれた自動製氷機構の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ヲ）冷蔵庫・冷凍庫の内部配線で可動部分に接続するものにあっては、扉の可動範囲において、常温で1分間に5回以上の開閉条件で50,000回(往復で1回とする)動作させたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）電気冷蔵庫であって電源接続部、コンデンサー等の接続部が露出しているものにあっては、通常の使用状態において清水を毎分約3㎜の水量で約45 の傾斜方向からその露出している面に対して一様に連続して1分間注水した直後に５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。
	（ハ）冷蔵用のショーケース及び冷凍用のショーケースにあっては、通常の使用状態において清水を毎分約3㎜の水量で約45 の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。

	ハ　平常温度上昇
	ニ　消費電力の許容差
	ホ　冷媒漏えい

	（５０の２）電子冷蔵庫
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（５１）電気冷水機
	イ　構造
	（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
	（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ヘ）炭酸ガスボンベ等の容器を器体に取り付けるものにあっては、確実に固定できる構造であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	（ロ）入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあっては25℃±1℃、その他のものにあっては30℃±2℃とすること。
	（ハ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
	（ニ）自動温度調節器（凍結防止装置として使用するものを除く。）を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ホ）連続して使用できるものにあっては連続して、反覆して使用するものにあっては反覆して出口における水の温度を10℃±2.5℃に保つようにすること。
	（ヘ）貯水構造のものにあっては、容器に容器の定格容量（定格容量の表示のないものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい水を入れること。

	ニ　消費電力の許容差
	ホ　冷媒漏えい

	（５１の２）欠番
	（５２）電気製氷機
	イ　構造
	（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
	（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）氷を溶断するための電熱装置を有するものにあっては、器体の燃焼その他の危険を生ずるおそれがないこと。
	（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	（ロ）製氷状態を調節できるものにあっては、最大の負荷となるようにすること。
	（ハ）入口における水の温度は、プレッシャー形のものにあっては25℃±1℃、その他のものにあっては30℃±2℃とすること。
	（ニ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
	（ホ）全自動式のものにあっては、繰り返して運転すること。
	（ヘ）（ホ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　冷媒漏えい

	（５３）空気圧縮機
	イ　構造
	（イ）空気圧縮機（空気タンクを含む。）は、表示された最高使用圧力（圧力の表示がないものにあっては、その最高使用圧力）の1.5倍の水圧を10分間加えたとき、これに耐え、かつ、漏えいのないものであること。
	（ロ）空気タンクおよび圧縮空気を通ずる管は、溶接による残留応力がなく、かつ、ねじの締付けによる無理な荷重がかからないこと。
	（ハ）安全弁は、仕切弁を全閉したとき、空気タンクの内部の圧力を最高使用圧力の110%以下（最高使用圧力が0.1MPaを超え0.5MPa以下のものにあっては0.05MPa、0.1MPa以下のものにあっては0.03MPa）にできるものであること。
	（ニ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（５４）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するものに限る。）
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
	（ロ）圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	（ロ）規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
	（ハ）凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。

	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　冷媒漏えい

	（５５）アイスクリームフリーザー（冷却装置を有するもの以外のものに限る。）
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）充電部には、水がかからない構造であること。
	（ロ）水及び氷を使用するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）水及び氷を使用するもの（卓上形のものを除く。）の電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）水及び氷を使用するものにあっては、通常の使用状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過した時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の巻線の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
	ａ　周囲温度は、-15℃±3℃とすること。
	ｂ　電動機等の回路を遮断する機構を有するものにあっては、容器に規定量のアイスクリームの材料を入れて運転すること。
	ｃ　ｂ以外のものにあっては、電動機の回転子を拘束すること。


	ホ　異常温度上昇
	（イ）水及び氷を使用するものにあっては、電動機の回転子を拘束し、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時まで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。
	ａ　周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	ｂ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｃ　容器には、表示された定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れること。


	ヘ　機械的強度

	（５６）ジューサー、ジュースミキサー、フッドミキサーおよびコーヒーひき機
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）容器（別置型のものを除く。）は、水漏れがなく、かつ、その容量に相当する量の水を入れて運転したとき、水があふれ出ないこと。
	（ハ）遠心かごその他の回転部の取りはずしができる構造のものにあっては、容易に、かつ、確実に取付けおよび取りはずしができること。
	（ニ）ジュースミキサーにあっては、容器内に定格容量以下の水を入れて運転したとき、各部に異状を生じないこと。
	（ホ）卓上形、手持ち形及び壁掛け形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ホ　異常温度上昇
	電熱装置を有するものにあっては、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ホにおいて同じ。）を有するものにあってはそれらの接点を短絡し、自動温度調節器又は自動スイッチを有しないものにあってはそのまま、容器に物を入れない状態で、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置と...
	ヘ　消費電力の許容差
	ト　耐過速度性能
	チ　機械的強度

	（５６の２）電気製めん機及び電気もちつき機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）かくはん部の容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては、附表第三４（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）かくはん部の容器を器体から取り外すことができる構造のものであって、蒸気発生装置を有する構造のものにあっては、かくはん部の容器を取り外して、蒸気発生装置の容器に、その容器の定格容量に等しい量に100㎝3を加えた量の水を入れて（溢水した場合には、器体の外郭表面に付着した水分をふきとり）、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ以上であり、かつ、この試験の後に定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて水等の温度がほぼ一定となった時の５００ボル...

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）又は自動スイッチ（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハ及びニにおいて同じ。）を有するものにあっては、それらの動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度にセットし、それぞれ試験を行うこと。

	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（５７）電気かん切機、電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機
	イ　構造
	（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
	（ロ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（５８）欠番
	（５９）電気かつお節削り機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（６０）電気食器洗い機
	イ　構造
	（イ）発熱部を有するものにあっては、通常の使用状態において、発熱部の加熱した部分に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（ロ）湯沸用の電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないものまたは温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。
	（ハ）通常の使用状態において、排気孔以外の部分から蒸気もれがないこと。
	（ニ）使用中においてふたをあけたとき、器体の外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。ただし、器体の外部から容易に内部の運転状態を監視できる構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）注水口を水道の蛇口に接続する構造のものにあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。
	（ヘ）注水口が器体の上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。
	（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（チ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（リ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）器体に食器を入れないこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）全自動式のものにあっては、繰り返し運転すること。
	（ニ）（ハ）に掲げるもの以外のものにあっては、連続して運転すること。
	（ホ）水を加熱する電熱装置を有するものにあっては20℃以上25℃以下の水を、使用する温水の温度を表示するものにあっては表示された温度の水を、その他のものにあっては約80℃の水を容器に通じること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。
	（ニ）湯沸用の電熱装置を有するものであって、から焼きのおそれのあるものにあっては、湯沸用の容器に水を入れないこと。


	（６１）電気洗米機及び野菜洗浄機
	イ　構造
	（イ）充電部に水がかからず、かつ、卓上型以外のものにあっては充電部（電源電線と器体との接続部を含む。）及び電動機の最下面が床面から5㎝以上離れていること。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）水槽、水受け及び配管は、使用状態において水漏れがなく、かつ、水槽及び水受けには、排水装置を設けてあること。ただし、器体を傾けて容易に排水できるものにあっては、排水装置を設けることを要しない。
	（ニ）使用状態において、ふたを開けた場合に外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
	（ホ）注水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続してすすぎ洗いを行う構造のものにあっては、逆流防止装置を設けてあること。この場合において、ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものにあっては、30㎜2以上の面積を有する穴があり、かつ、溢水面と逆流防止装置の動作点との垂直方向の距離が40㎜以上でなければならない。
	（ヘ）注水口が上部にあるものにあっては、ホース受けの最下面と最高水面との垂直方向の距離は、40㎜以上であること。
	（ト）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（チ）アース用口出し線の長さは、2.5m以上のものであること。
	（リ）アース用端子を設けるものにあっては、長さが2.5m以上のアース線を備えていること。
	（ヌ）電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの又は温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。
	（ニ）から焼きのおそれのあるものにあっては、水槽に水を入れないこと。

	ホ　消費電力の許容差

	（６１の２）精米機
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（６２）電気氷削機
	イ　構造
	（イ）点滅器は、防水構造であること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（６３）ディスポーザー
	イ　構造
	（イ）器体には、手動復帰形の過負荷保護装置を有していること。
	（ロ）通常の使用状態において、切削部に人が容易に触れることができない構造であること。
	ａ　開口部から切削部までの距離が100㎜以上であって、かつ、次に掲げる試験用ゲージを50Nの力で押し込んだとき、試験用ゲージが切削部に触れないもの
	ｂ　蓋を有するものであって、蓋を取り外したとき電源回路が遮断されるもの

	（ハ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（６４）電気グラインダー、電気サンダー、電気ポリッシャー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気金切り盤、電気ハンドシャー、電気みぞ切り機、電気角のみ機、電気チューブクリーナー、電気スケーリングマシン、電気タッパー、電気ナットランナー、電気スクリュードライバー、電気刃物研ぎ機その他の電動工具
	イ　構造
	（イ）卓上形の電気刃物研ぎ機以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。ただし、据置き形で定格消費電力が100W未満のものの電源電線に別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するコード（単心コード及びより合わせコードを除く。）であって、断面積が0.75㎜2以上のものを使用する場合は、この限りでない。
	（ロ）電源電線に多心のコード又はキャブタイヤケーブルを使用し、その電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は二重絶縁の構造のものであること。ただし、すえ置き形のものであって、外かくの見やすい箇所にアース用端子又はアース用口出し線を設け、かつ、当該アース用端子若しくはアース用口出し線又はそれらの近傍にアース用である旨の表示を付してあるもの及びすえ置き形以外のものであって多心のコード又はキャブタイヤケーブルの1心を電源プラグから10㎝以上を引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるもの及び卓...
	（ハ）切削部、研磨部その他の工作部を取り換えることができる構造のものにあっては、器体に、容易に、かつ、確実に取付けができるものであること。
	（ニ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ニ　耐過速度性能
	（イ）切削部、研磨部その他の工作部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。
	（ロ）切削部、研磨部その他の工作部を取りはずすことができる構造のものにあっては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最高速度にセットして試験を行わなければならない。

	ホ　機械的強度

	（６５）電気かみそり、電気バリカン及び電気つめみがき機
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ハ　附属の操作用スイッチの性能
	ニ　機械的強度

	（６６）欠番
	（６６の２）理容用電動力応用機械器具（（６５）及び（７５）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れない構造であること。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	（イ）器体の内部に湯気等の湿気を生ずるものであって、容器を器体から取り外すことができない構造のものにあっては附表第三１、２、４（１）及び６（２）の試験を、容器を器体から取り外すことができる構造のものにあっては附表第三１、２及び６（２）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）水等を入れる容器を有するものにあっては、容器にその容器の定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）に等しい量の水等を入れること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ハ）容器を有するものにあっては、容器に水を入れない状態とすること。

	ホ　機械的強度

	（６６の３）理髪いす
	イ　構造
	（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能

	（６７）電動式吸入器
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ハにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	（ハ）容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れること。

	ハ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器には、水を入れないこと。
	（ハ）自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。


	（６８）電気マッサージ器、指圧代用器その他の家庭用電動力応用治療器（（６７）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で5,000回(往復で1回とする。)折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生じるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）すえ置き形のものにあっては、底部以外の部分を厚さが約5㎝の綿ふとんでおおうこと。
	（ロ）その他のものにあっては、器体の全面を厚さが約5㎝の綿ふとんでおおうこと。

	ホ　機械的強度

	（６９）電気歯ブラシ
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ニ　機械的強度

	（６９の２）電気ブラシ
	イ　構造
	（イ）屋外用のもの及び水を使用するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ニ　機械的強度

	（６９の３）自動洗浄乾燥式便器
	イ　構造
	（イ）防水処理を施してあること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤケーブル若しくはキャブタイヤコードであって、断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ニ）通常の使用状態において、洗浄操作を行ったとき外部に著しくしぶきが飛び散らないこと。
	（ホ）水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
	（ヘ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で20,000回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１、２、３、５（２）及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。この場合において、５（２）の試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。
	（ロ）通常の使用状態において、清水を毎分約3㎜の水量で約45 の傾斜方向から試験品に一様に連続して注水し、3分間を経過した時に注水を続けながら５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。この場合において、試験は、便座及びその近傍の部分に限り行うこと。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）通電試験
	ａ　自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニ及びホにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｂ　温水、温風、薬液等の調整装置を有するものにあっては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
	ｃ　便器には給水を行わないこと。ただし、通常の使用状態において、自動的に給水又は排水が行われるものにあっては、この限りでない。
	ｄ　ａからｃまでに掲げるもの以外のものであって、器体の温度を変える装置を有するものにあっては、その装置を器体の温度が最高の温度になるようにすること。

	（ロ）運転試験
	ａ　自動温度調節器又は温水、噴水、温風、薬液、水勢等の調整装置を有するものにあっては、これらの調整装置を各部の温度上昇が最も高くなるような状態にセットすること。
	ｂ　放流レバー以外の操作用レバー、スイッチ、ツマミ等を有するものにあっては、それらの操作順序に従い、電熱装置操作用のものにあっては3分間、その他のものにあっては1分間（自動的に停止する装置を有するものにあっては、その停止装置が動作するまで）操作し、3分間休止する操作を20回繰り返すこと。


	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）自動温度調節器又はタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ハ）送風装置を有するものにあっては、送風装置に通電しないこと。
	（ニ）便器、タンク等に電熱装置を有するものにあっては、それらに給水を行わないこと。
	（ホ）使用者が操作するレバー、スイッチ、つまみ等は、通電状態になるように拘束した状態とすること。

	ホ　機械的強度

	（７０）謄写機および複写機
	イ　構造
	（イ）湿式のものにあっては、充電部に液がかからないものであること。
	（ロ）静電式の複写機にあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）複写機であって、自動送り装置を有しないものの「連続して運転し」とは、露光用タイマーを有するものにあっては露光用タイマーを最大の時間にセットして運転を行い、露光用タイマーを有しないものにあっては30秒間露光運転し休止する操作を繰り返して行うことをいう。この場合において、休止する時間は、通常の使用状態における紙の交換等の操作に要する時間とする。
	（ロ）自動送り装置を有するものの「連続して運転」とは、コピーの指示枚数を最多にセットして運転し、休止する操作を各部の温度がほぼ一定（短時間定格のものはその時間まで）となるまで繰り返し行うことをいう。
	（ハ）「定格時間に等しい時間」とは、運転時間の合計をいい、休止時間を含まない。
	（ニ）静電式複写機にあっては、原稿押え板とガラス板との間に模造紙をガラス板全面に敷いて行う。
	（ホ）複写機にあっては附表第四の温度限度表において、原稿押えカバーで覆われた露光部のガラス面は、７外郭の表中「人が容易に触れるおそれのあるもの」とみなす。ただし、原稿押えカバーとランプスイッチの連動によりランプ点灯時には露光部のガラス面に人が触れるおそれのないものにあっては、そのステージは「人が容易に触れるおそれのないもの」とみなす。
	（ヘ）ガラス面の温度の測定は、片面を黒く塗った一辺の長さが4㎝の正方形のアルミニウムはくをガラス面のランプ側に両面接着テープを用いて次の図のように貼り付けてランプの反対側のガラス面を測定する。

	ニ　異常温度上昇

	（７０の２）ラミネーター
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、接着面を除き、高温部は露出しないこと。
	（ロ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（７０の３）事務用印刷機、あて名印刷機、タイムレコーダー、タイムスタンプ、電動タイプライター、帳票分類機、文書細断機、電動断裁機、コレーター、紙とじ機、穴あけ機、番号機、チェックライター、硬貨計数機、紙幣計数機、ラベルタグ機械、洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
	イ　構造
	文書細断機（3相200V以上の電源に直接接続して使用される据置き形のものを除く。）にあっては、次に適合すること。
	（イ）文書投入口の近傍の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすいような用語により、JIS S 0101(2000)「消費者用警告図記号」の「6.2.1　一般注意」に定める図記号及び次に掲げる使用上の注意事項を表示すること。
	ａ　子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがある旨
	ｂ　文書投入口に手を触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
	ｃ　文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
	ｄ　文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれるおそれがある旨
	ｅ　整流子電動機を内蔵した製品にあっては、可燃性ガスを噴射することにより引火又は爆発するおそれがある旨

	（ロ）傷害等の危害の発生を防止するために作動する安全インターロックは、通常の使用状態において図１に掲げる試験指によりその作動が妨げられない構造であること。
	（ハ）器体の容易に操作できる位置に、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部の電源を開閉できるスイッチを設け、かつ、当該スイッチの開閉の操作又は開閉の状態を見やすい箇所に文字又は記号により表示すること。
	（ニ）器体の開口部は、次に適合すること。
	ａ　試験品を通常の使用状態に置き、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、器体のすべての開口部に対して、図１に掲げる試験指を差し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に試験指が触れないこと。
	ｂ　容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で、文書投入口に対して、開口部のあらゆる方向に、図２に掲げるくさび形プローブを、ストレートカット方式のものにあっては45N、クロスカット方式のものにあっては90Nの力を加えて押し込んだとき、細断機構その他傷害等の危害が発生するおそれのある可動部に当該プローブが触れないこと。この場合において、当該プローブの質量が試験に影響しないようにすること。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（７０の４）自動印画定着器及び自動印画水洗機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（７０の５）欠番
	（７０の６）電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	(イ)　最も温度上昇の大きい4桁の数字を毎分24回の割合でセットした状態
	(ロ)　引出しを有するものにあっては、(イ)の状態において、毎分5回の割合で引出しを引出し、ただちに閉じる操作を行った状態

	ハ　機械的強度

	（７１）自動販売機
	イ　構造
	（イ）屋内用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ニ）冷凍装置を有するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　油または冷媒が漏れるおそれのないこと。
	ｂ　圧縮用電動機には、過負荷保護装置を有していること。

	（ホ）発振管を有するものにあっては、とびらを開いたとき、発振管は発振を停止し、かつ、庫内に物がないときは、発振管は発振できないこと。
	（ヘ）殺菌灯を使用するものにあっては、とびらを開いた状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
	（ト）湯沸かし用の電熱装置を有するものにあっては、から焼きのおそれのない構造であること。ただし、から焼きした場合に温度過昇による危険のおそれのないもの及び温度過昇防止装置を有するものにあっては、この限りでない。
	（チ）水その他の液体の配管は、通常の使用状態において、水その他の液体漏れがなく、かつ、充電部には水その他の液体がかからないこと。
	（リ）炭酸ガスボンベ等の容器は、確実に固定できる構造であること。
	（ヌ）器体の内部配線であって、物品の販売毎に可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で5,000回（往復で1回とする。）、その他の可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で1,000回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	（イ）附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）屋内用である旨の表示を有するもの以外のものにあっては、附表第三３の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）通電試験
	ａ　冷凍装置に使用する圧縮用電動機を有するものにあっては、周囲温度は、30℃±5℃とすること。
	ｂ　凝縮器が水冷式のものにあっては、冷却水の入口における温度が20℃以上25℃以下で基準水量の冷却水を通じること。
	ｃ　電熱装置用の自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。
	ｄ　冷凍装置用の自動温度調節器を有するものにあっては、その動作温度を最低温度にセットすること。

	（ロ）運転試験
	（イ）ａからｄまで及び次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加え、硬貨等を投入して物品を取り出す操作を繰り返し行い、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（収納された物品の全量がなくなったときは、その時）の各部の温度は、附表第四に掲げる値以下であること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）電熱装置を有するものであって、電熱装置用の自動温度調節器またはタイムスイッチを有するものにあっては、これらの接点を短絡すること。
	（ロ）電熱装置を有するものであって、冷凍装置を有するものにあっては、冷凍装置に通電しないこと。
	（ハ）温水の出口が発熱部の位置より高い位置にある構造若しくは容器中に水がないときは電流が通じない構造のもの以外のもの又は水が逆流するおそれのあるものにあっては、容器に水を入れないこと。
	（ニ）器体の全てのダイヤル、レバー、ハンドル、つまみ、スイッチ等は、各部の温度上昇が最高となるようにセットすること。

	ホ　漏えい電波の電力密度
	ヘ　定格高周波出力の許容差
	(イ)　1リットルのビーカー2個にそれぞれ1,000㎝3の水を入れ、庫内のほぼ中央に置き、次式により算出する。
	(ロ)　試験前の水温は10℃±2℃とする。

	ト　消費電力の許容差
	チ　冷媒漏えい
	リ　機械的強度

	（７１の２）両替機
	イ　構造
	（イ）屋内用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋内用のもの以外のものにあっては、器体の外部に金属が露出していないもの又は二重絶縁構造のものであること。ただし、別表第四の規定に適合する高速形の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有する構造のもの又は取り付けられる構造のものであって、アース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）通電試験
	（ロ）運転試験
	ａ　試験は、収納部に物品を全量入れた状態で行うこと。ただし、収納部に物品を入れない状態で販売機構が動作するものにあっては、この限りでない。
	ｂ　試験は、器体の温度が最高の温度になるようにして行うこと。
	ｃ　1回の操作時間は、硬貨等を投入してから物品を取り出すまでの時間に15秒を加えた時間とすること。



	（７２）包装機械
	イ　構造
	（イ）液体を使用するものにあっては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）おしぼり包装用のものにあっては、通常の使用状態において、接着部に人が容易に触れることができない構造であること。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（７２の２）おしぼり巻き機
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）回転部等が取りはずしできる構造のものにあっては、容易に、かつ、確実に取付け及び取りはずしができること。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇

	（７２の３）電動脱穀機、電動もみ擦り機、電動わら打ち機、電動縄ない機、選卵器、洗卵器及び荷造り機械
	イ　構造
	（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（７３）電気噴霧機
	イ　構造
	（イ）圧縮装置のうちシリンダー部にあっては表示された最高圧力（圧力の表示がないものにあっては、最高圧力）の2倍の水圧を、空気室にあっては表示された最高圧力（圧力の表示がないものにあっては、最高圧力）の3倍の水圧をそれぞれ30秒間加えたとき、異状が生じない構造であること。
	（ロ）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）連続して使用するものにあっては、通常の使用状態において、各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（短時間定格のものにあっては、その表示された定格時間に等しい時間が経過するまで）連続して運転すること。
	（ロ）反覆して使用するものにあっては、容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の水を入れて、10秒間運転し、20秒間停止する操作を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで（短時間定格のものにあっては、10秒間運転し、20秒間停止する操作を繰り返し、その運転時間の合計が表示された定格時間に等しい時間に達するまで）繰り返すこと。
	（ハ）吐出口を調節できるものにあっては、各部の温度上昇が最高となるように吐出口を調節すること。

	ニ　機械的強度

	（７４）ほうじ茶機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）容器には、物を入れないこと。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）排気孔をふさぐこと。
	（ハ）送風装置には、通電しないこと。
	（ニ）容器には、物を入れないこと。
	（ホ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。
	（ヘ）速度調整装置を有するものにあっては、その速度調整装置のノッチを最低速度にセットすること。


	（７４の２）こんぶ加工機及びするめ加工機
	イ　構造
	（イ）挿入口からローラー部に人が直接触れることのできない構造であること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（７５）毛髪乾燥機
	イ　構造
	（イ）送風装置が停止した状態において電熱装置に通電することができないこと。
	（ロ）器体の内部配線であって、可動する部分に接続するものにあっては、可動範囲において5秒間に1回の割合で2,500回（往復で1回とする。）折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が30%以下であり、附表第三の２の絶縁耐力試験を行ったとき、これに適合し、かつ、各部に異状が生じないこと。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ハ）手持ち型の毛髪乾燥機にあっては、電源電線は、別表第八１（２）サの図に示すものと類似の折曲げ試験装置に電源電線の曲げが最も発生しそうな方向に対応するように機器を取り付けて500gの荷重をかける。次に180 の角度で動かして、元の位置へ戻す操作を1回として、その操作を毎分6回の速さで4,000回行ったとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が10%以下であること。ただし、電源電線をひねることなく連続的に回転できるように電源電線を接続するための手段又は電線巻き取り機構等により電源電線を本体に...

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品（手持ち型のものを除く。）は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）風量調整装置を有するものにあっては、その風量調整装置のノッチを最小風量にセットすること。
	（ハ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）手持ち形の毛髪乾燥機にあっては、次のａからｃまでに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）の熱電温度計法により測定した木台の表面の温度は、150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒュ...
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　送風装置には、通電しないこと。
	ｃ　自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。

	（ロ）手持ち形以外のものにあっては、次のａ及びｂに掲げる試験条件において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて連続して運転し、各部の温度上昇がほぼ一定となった時（温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したときは、その時）の熱電温度計法により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であり、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する...
	ａ　試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。


	ホ　機械的強度

	（７６）電気乾燥機（（７５）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、送風用の羽根および乾燥物を損傷するおそれのある高温部分には、乾燥物が直接触れるおそれのない構造であること。
	（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ホ）浴室に設置する電気乾燥機であって、直接電源に接続される口出し線（より線のものに限る。）を有するものにあっては、当該口出し線は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　機器内又は機器に取り付けられた適切な仕切り空間に収まる構造であること。
	ｂ　先端に棒状の端子をかしめてあり、差し込み接続器に接続できる構造であること。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）回転式衣類乾燥機にあっては、乾燥容量に等しい質量の約91㎝平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあっては、器体内には、物を入れないこと。
	（ハ）電熱装置を有するものにあっては、その最大の負荷を負荷すること。
	（ニ）自動温度調節器（温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下ニにおいて同じ。）を有するものにあっては、その動作温度を最高温度にセットすること。

	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）回転式衣類乾燥機にあっては、乾燥容量に等しい質量の約91㎝平方のさらしかなきんを水にぬらしてドラム内に入れ、その他のものにあっては、器体内には、物を入れないこと。
	（ハ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
	（ニ）送風装置には、通電しないこと。
	（ホ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。

	ホ　機械的強度

	（７７）観賞魚用電気気ほう発生器
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）ふたおよび外かくは、容易に取りはずしのできない構造であること。ただし、取りはずしたときに充電部が露出しないものにあっては、この限りでない。
	（ハ）巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（７８）電気気ほう発生器（観賞魚用電気気ほう発生器を除く。）
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）浴そう用であって卓上形のもの及び卓上形以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）浴そう用のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　屋外用のものにあっては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。
	ｂ　ａに掲げるもの以外のものであって、浴室外に設置するものにあっては附表第三１、２及び６（１）の試験を、浴室内に設置するものにあっては附表第三１、２、３及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
	（ハ）送風装置には、通電しないこと。
	（ニ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。

	ホ　機械的強度

	（７８の２）浴槽用電気温水循環浄化器
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）水その他の液体には、電圧が加わらない構造であること。
	（ハ）浴室内で使用するものであって、水中用以外の機器にあっては、転倒を防止するための固定手段を設けてあること。
	（ニ）殺菌灯を使用するものにあっては、通常の使用状態において、紫外線が直接外部に漏れないこと。
	（ホ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は絶縁変圧器であること。
	（ヘ）アース機構を設けてあること。ただし、浴室外の電源部に絶縁変圧器を有するものであって、二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ト）器体には別表第四の規定に適合する高速型の漏電遮断器（定格感度電流が15mA以下のものに限る。）を有すること。ただし、漏電遮断器は浴室内に設置してはならない。
	（チ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）屋外用のものにあっては、附表第三１、２及び３の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）水中用のものにあっては、附表第三１、２及び５（３）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものであって、浴室外に設置するものにあっては、附表第三１、２及び６（１）の試験を、浴室内に設置するものにあっては、附表第三１、２、３及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）電熱装置には、その最大の負荷を負荷すること。
	（ハ）送風装置には、通電しないこと。
	（ニ）自動温度調節器を有するものにあっては、その接点を短絡すること。

	ホ　機械的強度

	（７９）電気捕虫機
	イ　構造
	（イ）容器を取りはずしたとき、充電部が露出しない構造であること。
	（ロ）屋外用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（８０）電気芝刈り機、電気草刈り機、電気刈込み機及び園芸用電気耕土機
	イ　構造
	（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。
	（ロ）防水構造のものであること。
	（ハ）過負荷保護装置を有するものにあっては、自動復帰式のものでないこと。
	（ニ）器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの、電源プラグのアースの刃で接地できる構造のもの又は電源電線の1心を電源プラグから10㎝以上引き出して、その先端にクリップを取り付けてあるものであること。
	（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ニ　機械的強度

	（８０の２）ベルトコンベア
	イ　構造
	（イ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能

	（８１）電気ろくろ
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（８１の２）電動ミシン
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（８２）電気はさみ
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	ハ　機械的強度

	（８３）電気鉛筆削機
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験
	ハ　異常温度上昇
	ニ　機械的強度


	（８４）電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	（イ）屋外用のものにあっては附表第三１、２及び３の試験を、その他のものにあっては附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）屋外用以外の座席を有する電気乗物にあっては、座席の上に200㎝3の水を注いだ後、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.3MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、1MΩ）以上であり、かつ、この試験の後に器体を乾燥し、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。

	ハ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	ａ　電気自動車にあっては、表示された全負荷電流に等しい電流を負荷すること。
	ｂ　電気自動車以外の電気乗物にあっては、最大積載量に等しい重量のものを乗せること。
	ｃ　ａ及びｂ以外のものにあっては、通常の使用状態とすること。

	（ロ）充電試験

	ニ　異常温度上昇
	（イ）電気自動車にあっては、駆動車輪を拘束すること。
	（ロ）電気自動車以外の電気乗物のうち、最大積載量の表示がないものにあっては60kg、最大積載量の表示があるものにあってはその最大積載量の2倍の値（60kgを超える場合は60kg）の重量のものを乗せること。
	（ハ）（イ）及び（ロ）以外のものにあっては、運転を開始した後に各部の温度上昇が最も高くなるような状態に放置すること。

	ホ　機械的強度

	（８５）ベル、ブザーおよびチャイム
	イ　構造
	（イ）巻線及び鉄心と器体取付面との間に6㎜以上の間げきを有すること。ただし、巻線及び鉄心部と取り付け面との間に絶縁物が介在するものにあっては、この限りでない。
	（ロ）巻線に接している繊維質の絶縁物は、絶縁ワニスまたはこれと同等以上の絶縁効力を有する含浸剤で完全に処理してあること。
	（ハ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　容量の許容差

	（８５の２）サイレン
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（８５の３）電動かくはん機
	イ　構造
	（イ）器体に運転を停止するためのスイッチを有していること。ただし、可動部分が露出せず、かつ、危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ハ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（ニ）卓上形のもの以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ホ）器体の外部に金属が露出していない構造のもの及び二重絶縁構造のものであること。ただし、据置き形のものであって、アース機構を設けてあるものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）かくはん部を取り換えることができる構造のものにあっては、器体に、容易に、かつ、確実に取り付けができるものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	ホ　耐過速度性能
	（イ）かくはん部をつけた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して3分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。
	（ロ）かくはん部を取りはずすことができる構造のものにあっては、これを取りはずした状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えて連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。

	ヘ　機械的強度

	（８５の４）電気置時計、電気掛時計及び電気オルゴール
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（８５の５）電気楽器及び電子楽器
	イ　構造
	（イ）電気オルガン等ふたを有するものにあっては、ふたを閉じたとき、通電しない構造であること。ただし、通電状態が確認できる構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（８５の６）電子時計
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	ハ　機械的強度

	（８５の７）インターホン
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	ハ　機械的強度

	（８６）電気スタンド
	イ　構造
	（イ）放電灯用安定器（安定器として使用する変圧器を含む。）であって、２次電圧が300Vを超えるものにあっては、絶縁変圧器であること。ただし、放電管を取り外したとき及び出力端子のいずれか1を大地との間に接続したとき、２次電圧が交流にあっては30V以下、直流にあっては45V以下になるものにあっては、この限りでない。
	（ロ）けい光灯スタンドにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。
	（ハ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
	（ニ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これらのもの（電球、けい光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプを除く。）を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（ホ）パルス電圧を発生するものにあっては、点灯状態及び不点灯状態（放電管を2以上有するものにあっては、その任意の放電管を不点灯の状態にする場合を含む。）において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
	（へ）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	ａ　出力に欠落部（光出力のピーク値の5%以下の部分）がなく、繰り返し周波数が100Hz以上であるもの。
	ｂ　光出力の繰り返し周波数が500Hz以上であるもの。

	（ト）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
	ａ　次の試験を行ったとき、炎、煙、又は可燃性ガスが発生してはならない。 入力電圧を調整し、入力電力を定格値の150%まで増加させ、温度が安定状態になった後、15分間継続させる。入力電力を定格値の150%まで増加させることができない場合は、入力電圧又は入力電流を定格値の150%まで増加させる。ただし、保護装置又は保護回路により入力電力が制限される場合は、制限された電力値まで増加させる（サージアブソーバー等を有するものは、試験中サージアブソーバーを回路から取り外して試験を行うことができる。）。電解コン...
	ｂ　電源回路の充電部を感電から保護する照明器具外郭又は照明器具内部に設けた電源回路部分の囲いは、金属又はJIS C 60695-2-11(2004)若しくはJIS C 60695-2-12(2004)に規定する試験を試験温度650℃で行つたとき、これに適合する材料、又はJIS C 60695-2-13(2004)に従ったグローワイヤ着火温度が675℃レベル以上の材料で構成されていること。ただし、照明器具外郭において、透光性を有する部分で照明器具の光学特性上やむを得ない部分についてはこの限りでない。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　熱変形
	ホ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　卓上形のものにあっては、試験品を横転させた状態で、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	ｂ　蛍光灯スタンドであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
	ｃ　白熱電灯スタンドであって２次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。
	ｄ　エル・イー・ディー・電気スタンドであって、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物がでないこと。
	ｂ　熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｃ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、蛍光灯スタンドにあっては1MΩ以上、その他のものにあっては0.1MΩ以上であること。


	ヘ　自在性能
	ト　機械的強度

	（８６の２）家庭用つり下げ型けい光灯器具
	イ　構造
	（イ）静電容量が0.006μF以上0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。
	（ロ）ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
	（ハ）プルスイッチを有するものにあっては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
	（ニ）定格１次電圧又は定格２次電圧が150Vを超えるものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）器具の質量が3kgを超えるものにあっては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと。ただし、補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）器具の質量が5kgを超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
	（ト）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これらのもの（電球、グローランプ又はけい光ランプを除く。）を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（チ）パルス電圧を発生するものにあっては、点灯状態及び不点灯状態（けい光ランプを2以上有するものにあっては、その任意のけい光ランプを不点灯の状態にする場合を含む。）において、電源側に重畳するパルス電圧は、定格入力電圧の200%以下であり、かつ、そのパルス幅は、5ms以下であること。
	（リ）引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
	ａ　器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
	ｂ　ａの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
	ｃ　ａ及びｂの試験の後、器体に異状が生じないこと。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　熱変形
	ホ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　試験品は、通常の使用状態に取り付けること。
	ｂ　けい光ランプのスターター（2以上ある場合は、そのいずれか1）を短絡すること。
	ｃ　けい光ランプ（2以上ある場合は、そのいずれか1）を不点灯又は取りはずした状態にすること。
	ｄ　力率改善用コンデンサー（電源と並列に接続するものを除く。）を有するもの（通常の使用状態において、試験品に加える電圧を定格入力電圧の90%以上110%以下の範囲に変化させたときのコンデンサーの端子電圧がその定格電圧以下であるものを除く。）にあっては、そのコンデンサー（2以上ある場合にあっては、そのいずれか1）を短絡すること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	ｂ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
	ｃ　自然に冷却した後、けい光ランプを点灯できること。ただし、温度過昇防止装置が動作したものにあっては、この限りでない。


	ヘ　機械的強度
	（イ）器具の質量の4倍の値（器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあっては8kgの値）に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
	（ロ）引きひもを有するものであって器具の質量が5kg未満のものにあっては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。


	（８６の３）充電式携帯電灯
	イ　構造
	（イ）一般照明用として光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	（ロ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（８６の４）ハンドランプ
	イ　構造
	（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（ロ）けい光灯を使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ニ）器体の外部に金属が露出していないもの、二重絶縁構造のもの又は電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものであること。
	（ホ）光源を保護するためのグローブ、照明カバー等を有すること。グローブ、照明カバー等であって、網目等隙間のあるものの場合にあっては、隙間（電球交換用の開口部を除く。）の大きさは、直径50㎜の鋼球が電球に触れないものであること。
	（ヘ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又はゆるみ止めを施すこと。
	（ト）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	（チ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
	ｂ　白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。
	ｃ　光源にエル･イー･ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	ｂ　熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｃ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。


	ホ　熱変形
	ヘ　耐熱衝撃性
	ト　機械的強度
	チ　二重絶縁構造
	（イ）通常の使用状態において、開口部から水が浸入するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）光源取付け部にあっては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
	（ハ）端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。
	（ニ）電線接続部にハンドルが近接している場合は、ハンドルが絶縁物製であり、その厚さが、合成樹脂の場合は2㎜以上、ゴムの場合は4㎜以上であること。


	（８６の５）白熱電球
	イ　構造
	（イ）ガラス封じ部の導入線は、複合封入線を使用してあること。
	（ロ）導入線とフィラメント及び口金との接続は、確実であること。
	（ハ）導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
	（ニ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性　第１部　口金」に適合すること。

	ロ　口金の接着強さ

	（８６の６）蛍光ランプ
	イ　構造
	（イ）ガラス封じ部の導入線には、複合封入線を使用してあること。
	（ロ）導入線と電極及び口金との接続は、確実であること。
	（ハ）導入線と口金との接続には、腐食性媒剤を使用しないこと。
	（ニ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性　第１部　口金」に適合すること。

	ロ　口金の接着強さ
	（イ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
	（ロ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金胴部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
	（ハ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。


	（８６の６の２）エル・イー・ディー・ランプ
	イ 構造
	（イ）口金等の導電部は、銅又は銅合金であること。
	（ロ）口金のかん合部の寸法は、JIS C 7709-1「電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第１部 口金」に適合すること。
	（ハ）コンデンサーを有するものにあっては、電源を遮断したときに、口金の異極充電部間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、口金の異極充電部から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあってはこの限りではない。
	（ニ）一般照明用に使用するエル・イー・ディー・ランプにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	（ホ）供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。
	ａ　次の試験を行ったとき、炎、煙、又は可燃性ガスが発生してはならない。 入力電圧を調整し、入力電力を定格値の150%まで増加させ、温度が安定状態になった後、15分間継続させる。入力電力を定格値の150%まで増加させることができない場合は、入力電圧又は入力電流を定格値の150%まで増加させる。ただし、保護装置又は保護回路により入力電力が制限される場合は、制限された電力値まで増加させる（サージアブソーバー等を有するものは、試験中サージアブソーバーを回路から取り外して試験を行うことができる。）。なお、電...
	ｂ　電源回路の充電部を感電から保護するランプ外郭又はランプ内部に設けた電源回路部分の囲いは、金属又はJIS C 60695-2-11(2004)若しくはJIS C 60695-2-12(2004)に規定する試験を試験温度650℃で行ったとき、これに適合する材料、又はJIS C 60695-2-13(2004)に従ったグローワイヤ着火温度が675℃レベル以上の材料で構成されていること。ただし、ランプ外郭において、透光性を有する部分でランプの光学特性上やむを得ない部分についてはこの限りでない。


	ロ　絶縁性能
	ハ　口金の接着強さ
	（イ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ピン根元とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。
	（ロ）次の表に掲げる口金を用いたランプにあっては、口金ねじ部とランプ着脱時に保持される部分との間に同表に掲げるねじりモーメントを徐々に加えたとき、異状が生じないこと。


	（８６の７）白熱電灯器具及び放電灯器具（（８６）、（８６の２）及び（８６の４）に掲げるものを除く。）
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
	（ハ）蛍光ランプを使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。
	（ニ）ソケットの取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
	（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これらのもの（電球又は蛍光ランプを除く。）を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（ヘ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	ホ　耐熱衝撃性

	（８６の７の２）エル・イー・ディー・電灯器具 ((８６)及び（８６の４）に掲げるものを除く。)
	イ　構造
	（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
	（ハ）光源取付け部及び器具本体の結合部分であって、回転することにより電線被覆を損傷するおそれのあるものにあっては、回り止め又は緩み止めを施すこと。
	（ニ）プルスイッチを有するものにあっては、引きひもを操作することによりプルスイッチが破損せず、かつ、絶縁距離が附表第二に掲げる値以下にならない構造であること。
	（ホ）陶磁器、ガラス等の割れるおそれのある材料を用いたものにあっては、これらのもの（エル・イー・ディー・ランプを除く。）を取り除いたとき、充電部に人が容易に触れるおそれのない構造であること。
	（ヘ）屋外用のものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ト）器具の質量が3kgを超えるものにあっては、電源電線でつり下げる構造のものでないこと｡ただし、器具の補強索等により機械的強度を強化した電源電線を使用するものにあっては、この限りでない｡
	（チ）器具の重さが5kgを超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないこと。
	（リ）つり下げ型のものにおいては、引きひも取付け部及び引きひもは、次に適合すること。
	ａ　器具を通常の使用状態に取り付け、引きひも取付け部に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、これに耐えること。
	ｂ　ａの試験の後、引きひもの先端に50Nの引張荷重を1分間加えたとき、引きひもは切断せず、かつ、150Nの引張荷重を加えたとき、引きひもは切断すること。
	ｃ　ａ及びｂの試験の後、器体に異状が生じないこと。

	（ヌ）一般照明用として光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	（ル）供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　熱変形
	ホ　耐熱衝撃性
	ヘ　機械的強度
	（イ）器具の質量の4倍の値（器具の質量の4倍の値が8kg未満のものにあっては8kgの値）に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1時間加えること。
	（ロ）引きひもを有するものであって器具の質量が5kg未満のものにあっては、器具の質量の値に15kgを加えた値に等しい値の引張荷重を器体とつり具との間に1分間加えること。


	（８６の８）広告灯
	イ　構造
	（イ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（ロ）屋外用のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）屋外用のものであって、人が踏むおそれのある場所で使用するものにあっては、電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ニ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
	ｂ　白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。
	ｃ　光源にエル・イー・ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	ｂ　熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｃ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。


	ホ　耐熱衝撃性

	（８７）庭園灯器具
	イ　構造
	（イ）水がかかるおそれのある点滅器、開閉器および接続器は、防水構造であること。
	（ロ）グローブ、カバー等を有するものにあっては、器体の内部に虫、じんあい等が侵入し難い構造であること。
	（ハ）けい光灯を使用するものにあっては、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下（予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下）の雑音防止用コンデンサーを有していること。
	（ニ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ホ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するゴムキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブルを除く。）若しくはビニルキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（へ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　蛍光灯を使用するものであって予熱始動式のものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、蛍光灯を点灯させるためのスターターを短絡すること。
	ｂ　白熱電灯を使用するものであって２次電圧が30V以下の変圧器を有するものにあっては、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、２次側の回路を短絡すること。
	ｃ　光源にエル・イー・ディーを使用するものであって、出力回路の露出充電部を有する場合は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に試験品を通常の使用状態に置き、出力側の露出充電部を短絡すること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	ｂ　熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、160℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｃ　５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。


	ホ　熱変形
	ハに規定する試験状態を8時間継続したとき、器具の各部に変形、変質等の異状が生じないこと。
	ヘ　耐熱衝撃性
	ト　二重絶縁構造
	（イ）通常の使用状態において、開口部から水が浸水するおそれのないこと。ただし、充電部及び基礎絶縁が施された部分に水が浸入するおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）光源取付け部にあっては、ランプの口金に接する面及び端子部以外の部分につなぎ目のない絶縁物が施されたものであること。
	（ハ）端子台の充電部には、絶縁性の保護カバーを設けてあること。


	（８８）装飾用電灯器具
	イ　構造
	（イ）電源電線及び光源相互間を接続する電線（器体の内部の配線に使用する電線を除く。以下イ及びロにおいて同じ。）は、次に適合すること。
	ａ　屋内用のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であって、その断面積は次の表に掲げる値以上であること。この場合において、変圧器を有するものの１次側の電源電線にあっては、その断面積は0.75㎜2以上とし、差込みプラグ（定格遮断電流が500A以上であって定格電流が3A以下のヒューズを有するものに限る。）に附属する電線であって、その長さが2m以下のものにあっては、その断面積は0.5㎜2以上とすることができる。
	ｂ　屋外用のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	（ロ）ソケットのボディと口金とは、確実に取り付けてあること。
	（ハ）電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器1個以外の接続器を有しないこと。
	ａ　別表第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続器がかん合しないものであること。
	ｂ　受口の数は、1であること。
	ｃ　キャップ等のふたを有すること。
	ｄ　送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により接続できる電球数、電球の種類、図示した電球の形状及び送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。
	ｅ　光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、送り用接続器の近傍にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続できる光源数及び光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたをしておく旨の表示を付してあること。

	（ニ）電源電線及び光源相互間を接続する電線を器体の外方に向かって器体の自重の値の3倍の値（器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあっては100N、器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあっては30N、クリスマスツリー用のものであって屋内で使用するつり下げ形のもの若しくはツリー付きのものにあっては10Nの値）の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線又は光源相互間を接続する電線の器体側から5㎝の箇所を保持して押し込んだとき、電源電線及び光源相互間を接続する電線...
	（ホ）屋外用のものにあっては、防水構造であること。
	（へ）光源にエル･イー･ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	（イ）屋外用のもののうち、つり下げ形のものにあっては電源電線及び光源相互間を接続する電線を直径50㎜の金属製丸棒に一様に巻き付け、その他のものにあっては器体に金属はくをすき間なくあて、通常の使用状態において、清水を毎分約3㎜の水量で約45 の傾斜方向から降雨状態で一様に（さし込みプラグの刃の部分を除く。）注水し、1時間を経過した時に注水を続けながら５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と金属製丸棒又は金属はくとの間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であり、かつ、充...
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、光源に人が直接触れるおそれのあるものにあっては、ハに規定する試験の前後において、直径6㎜の鋼球を充てんした容器の中に、試験品（差込みプラグを有するものにあっては刃の部分を、その他のものにあっては電源電線の先端の部分を除く。）を埋め込み、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と鋼球との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であり、かつ、ハに規定する試験の直後に充電部と鋼球との間に1,000V（二重絶縁構造のものにあっては、2...
	（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。

	ハ　平常温度上昇
	ニ　過電圧耐力
	ホ　ヒューズの溶断特性
	ヘ　熱変形
	ト　耐熱衝撃性
	チ　機械的強度

	（８９）スライド映写機
	イ　材料
	ロ　構造
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	(イ)　フィルム送りが手動式のものにあってはフィルムを送らずに、フィルム送りが自動式のものにあっては次の表に定める間隔でフィルムを送って映写する状態。
	(ロ)　音声回路を有するものにあっては、ボリュームをその調整範囲のほぼ中央の位置にし、基準録音レベル0dBで録音した信号を再生する状態。


	（８９の２）オーバーヘッド映写機、反射投影機及びビューワー
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）冷却用ファンは、光源の点灯と同時又はそれ以前に動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）通常の使用状態において、資料が熱により異状を生ずるおそれのない構造であること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）試験は、通常の使用状態によるほか、次の状態により行う。
	ａ　オーバーヘッド映写機にあっては、ステージに資料を置かないで点灯した状態
	ｂ　反射投影機にあっては、反射率50%の資料を投影した状態

	（ロ）附表第四　７外郭に示す測定箇所にあっては、次による。
	ａ　オーバーヘッド映写機及びトレース用反射投影機（トレスコープ）のステージは、「人が触れて使用するもの」とみなす。
	ｂ　ガラスステージを有する反射投影機のガラスステージは、「人が容易に触れるおそれのあるもの」とみなす。ただし、資料カバーとランプスイッチの連動によりランプ点灯時にはガラスステージに人が触れるおそれのないものにあっては、そのステージは「人が容易に触れるおそれのないもの」とみなす。



	（８９の３）マイクロフィルムリーダー
	イ　材料
	ロ　構造
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇

	（９０）欠番
	（９１）エレクトロニックフラッシュ
	イ　材料
	ロ　構造
	（イ）冷却用ファンを有するものにあっては、光源の点灯と同時又はそれ以前に冷却用ファンが動作する構造であること。ただし、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）電池を電源として使用できるもの又は接続コードの極性の区別が必要なものにあっては、接続する端子又はその近傍に極性の別を表示すること。ただし、極性を逆にして接続することができないものにあっては、この限りでない。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ） 運転試験
	通常の使用状態において、充電式のものであって充電していない状態で内蔵された電池により運転できるものにあってはその電池を動作させ、その他のものにあっては定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加え、発光ができることを示す表示のあった直後に発光させる動作を40回繰り返した時の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（手持ち形のもの以外のものにあっては、同表７の測定箇所のうち反射笠、照明カバー及びグローブを除く。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲...
	（ロ）充電試験

	ホ　異常温度上昇
	（イ）器体の外部に炎または溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	（ロ）熱電温度計法により測定した試験品の底面に面する木台の表面の温度が150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	（ハ）５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。

	ヘ　機械的強度
	ト　蓄積電力量の許容差

	（９２）写真引伸し機及び写真引伸し機用ランプハウス
	イ　材料
	ロ　構造
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇

	（９２の２）欠番
	（９２の３）欠番
	（９２の４）欠番
	（９２の５）写真焼付け器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（９２の６）検卵器
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（９３）家庭用光線治療器、家庭用低周波治療器、家庭用超音波治療器、家庭用超短波治療器、家庭用電位治療器及び磁気治療器
	イ　構造
	（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）家庭用低周波治療器にあっては、電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整器をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
	（ハ）家庭用光線治療器（アーク放電式のものに限る。）にあっては、次に適合すること。
	ａ　通電状態であることを表示する装置を有していること。
	ｂ　電源を開閉するスイッチを有するものは、そのスイッチは同時に両極を開閉できるものであること。
	ｃ　通常の使用状態において、電極の燃えさしが機器の外部に落下しないものであること。


	ロ　定格
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	ホ　異常温度上昇
	ヘ　機械的強度
	ト　漏えい電流測定
	（イ）「漏えい電流」の測定は、器体の外郭が金属製のもの以外のものにあっては、別表第八に特別に規定するものを除き、10㎝×20㎝の大きさの金属はくをあてて行う。
	（ロ）治療マットを有するものであって、使用時に人体が電源装置の外郭及び大地に触れないようにするための充分な大きさの絶縁シートと併用して使用するものにあっては、絶縁シートの裏面に10㎝×20㎝の大きさの金属はくを、その他のものにあっては、治療マットの外郭の表面に使用時に人体が接触する面積と同じ大きさの金属はくをあてること。


	（９４）テレビジョン受信機
	イ　材料
	（イ）印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板（いずれも、面積が25㎝2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。）は、難燃性を有するものであること。「難燃性を有するもの」とは、別表第八１（１０）トによる。
	（ロ）器体の内部の被覆電線にあっては、難燃性を有するものであること。「難燃性を有するもの」とは、別表第八１（１０）トによる。

	ロ　構造
	（イ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
	ａ　尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの
	ｂ　尖頭電圧が5,000Vをこえる回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの

	（ロ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	ホ　消費電力の許容差
	ヘ　欠番
	ト　欠番
	チ　欠番
	リ　機械的強度
	ヌ　経年劣化に係る注意喚起のための表示
	（イ）製造年
	（ロ）設計上の標準使用期間
	（ハ）設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨


	（９４の２）テレビジョン受信機用ブースター
	イ　構造
	（イ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋外で使用するものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ハ）電源部が増幅部と分離している構造のものにあっては、電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ニ）平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3㎜以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6㎜以上1.0㎜以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
	（ホ）増幅部の出力端子は、同軸ケーブルのみを取り付ける構造のものであり、その端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体及び外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（９４の３）超音波加湿機
	イ　構造
	（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）容器（水補給用容器及び水槽をいう。以下（９４の３）において同じ。）は、使用状態において水もれがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器を取りはずせる構造のもの及び器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあっては、排水装置を設けることを要しない。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）卓上形及び壁掛け形のもの以外のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ホ）容器に水がないときに発振を停止する装置を設けてあること。ただし、感電、火災、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（９４の４）ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、増幅器、ビデオテープレコーダーその他の音響機器（（９４）に掲げるものを除く。）
	イ　構造
	（イ）ジュークボックスにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ロ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
	ａ　尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの。
	ｂ　尖頭電圧が5,000Vを超える回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの。

	（ハ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。
	（ニ）高周波変調器を有するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　平衡形フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3㎜以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6㎜以上1.0㎜以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
	ｂ　同軸ケーブル用の端子、接栓等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
	ｃ　テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあっては、テレビジョン放送電波受信用の平衡形フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。


	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（９４の５）消磁器
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇
	ハ　機械的強度

	（９５）電子レンジ
	イ　構造
	（イ）食物を入れるとびらを開いたとき、発振管は発振を停止すること。
	（ロ）とびらの開閉のみによって動作する発振管の発振停止装置（発振管の発振を停止しなければとびらを開くことができない構造のものを含む。）を二重に有し、かつ、いずれか一方の発振停止装置は、とびらを開いた状態において器体の外部から直径3㎜、長さ100㎜の試験棒の操作によって発振管を発振させることができない構造のものであること。
	（ハ）のぞき窓は、直径0.8㎜の棒を庫内に差し込むことのできない構造のものであること。
	（ニ）定格電流に等しい電流を通じた状態において、ａ及びｂに掲げる試験条件で、とびらの開閉試験を100,000回行なったとき、とびらの開閉機構および発振管の発振停止装置は異状を生じないこと。
	ａ　「とびらの開閉試験」は、発振を確認した後に開ける操作を1回として行う。
	ｂ　負荷は、1リットルビーカー（JIS R 3503(1987)「化学分析用ガラス器具」で定める硬質1級のもの。以下別表第八２（９５）において「ビーカー」という。）2個にそれぞれ1,000㎝3の水を入れ、庫内のほぼ中央（受皿を有するものにあっては、ほぼその中央。以下別表第八２（９５）において同じ。）に置く。この場合において、1リットルビーカー2個が庫内に入らないものにあっては、500㎝3のビーカー4個を用いることができ、500㎝3のビーカー4個が入らないものにあっては、庫内に入れることができる最大...

	（ホ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ヘ）主たる発振停止装置に接点溶着等の異状が生じたとき、発振が停止する装置又は警報装置を有する構造であること。
	（ト）二重絶縁構造のものにあっては、１次巻線と２次巻線との間に金属製の混触防止板を設けた絶縁変圧器を有し、かつ、２次回路と金属シャーシとの間には、１次回路と２次回路の空間距離の1/2以下の位置に金属製の混触防止板を設けてあること。

	ロ　発振周波数
	ハ　絶縁性能
	（イ）附表第三１、２及び６（１）の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ）沸騰水を入れた容器を器具の庫内に入れ、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあっては最大動作時間、その他のものにあっては30分間加えた後、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、1MΩ（二重絶縁構造のものにあっては、3MΩ）以上であること。
	（ハ）（ロ）に規定する試験の後、附表第三２の試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ニ）約1%の食塩水500㎝3を調理庫の底面に注いだ後、附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合し、かつ、充電部に水がかからない構造であること。

	ニ　平常温度上昇
	ホ　異常温度上昇
	（イ）ニに規定する試験の後、試験品を厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置き、庫内に食物を入れない状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を、タイムスイッチを有するものにあっては最大動作時間、その他のものにあっては30分間（自動復帰式以外の過負荷保護装置を有するものにあっては、過負荷保護装置が動作したときまで）連続して加え、この間において試験品又は木台が燃焼するおそれがなく、かつ、５００ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
	（ロ）（イ）に規定する試験の後、275㎝3±15㎝3の水を入れた円筒状のビーカーをその庫内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えて扉を閉めたとき及び発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したとき、器体の表面から5㎝離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、それぞれ5mW/㎝2以下であること。

	ヘ　定格高周波出力の許容差
	測定は、次により行う。
	(イ)　別表第八２（９５）イ（ニ）ｂに掲げる負荷を入れ、各部の温度が別表第八２（９５）ニの試験において達する温度にほぼ等しい温度になるまで予熱を行う。
	(ロ)　「高周波出力」は、次式により算出する。
	(ハ)　試験前水温は、10±2℃とする。
	(ニ)　受皿は、周囲温度にほぼ等しい温度のものを用いる。

	ト　漏えい電波の電力密度
	（イ）275㎝3±15㎝3の水を入れた円筒状のビーカーをその器体内のほぼ中央に置いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に加えてとびらを閉めたときおよび発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したとき、器体の表面から5㎝離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、次に適合すること。
	ａ　とびらを閉めたときにあっては、1mW/㎝2以下であること。
	ｂ　発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて固定したときにあっては、5mW/㎝2以下であること。

	（ロ）イ（ニ）に規定する試験の後、（イ）に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5㎝離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/㎝2以下であること。
	（ハ）主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態において、（イ）に規定する試験を行つたとき、器体の表面から5㎝離れたところで測定した漏えい電波の電力密度の値は、5mW/㎝2以下であること。

	チ　発振停止装置動作試験

	（９６）高周波ウエルダー
	イ　構造
	（イ）整流部分および発振部分は、外箱に収め、かつ、整流管、発振管その他の部品を交換するためのふたまたはとびらは、容易に開放することができないものであること。
	（ロ）過負荷保護装置を有していること。
	（ハ）接着用の電極に高周波出力が発生していることを示す表示灯を有していること。
	（ニ）器体に固定された定盤であって接着用の電極として使用するものにあっては、その定盤は接地側に接続されていること。
	（ホ）器体の電圧側に接続されている接着用の電極は、赤色に塗装し、かつ、そのものまたはその近傍に危険である旨の表示を附してあること。
	（ヘ）アース機構を設けてあること。
	（ト）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）接着用の電極相互間に抵抗負荷を接続し表示された定格陽極電流に等しい電流を通じること。
	（ロ）出力管の陽極電圧を調整する装置を有するものにあっては、その調整装置のノッチを最大電圧とすること。
	（ハ）全自動式のものにあっては、発振時間を最大時間とし、冷却時間および休止時間を最小時間として繰り返し運転すること。
	（ニ）高周波ミシンであって全自動式以外のものにあっては、連続して運転すること。
	（ホ）（ハ）および（ニ）以外のものにあっては、発振時間3秒、休止時間3秒の操作を繰り返すこと。


	（９６の２）高周波脱毛器
	イ　構造
	（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）外かくの見やすい箇所に通電、停止の状態が容易に判別できる表示装置を有すること。
	（ハ）通常の使用状態において充電部は、皮膚に直接触れないように適当な保護わく等を取り付けてあること。ただし、感電、傷害等の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（９６の３）超音波洗浄機
	イ　構造
	（イ）変圧器を有するものにあっては、変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）容器は、使用状態において水漏れがなく、かつ、排水装置を設けてあること。ただし、容器が取りはずせる構造のもの又は器体を傾けて容易に排水できる構造のものにあっては、排水装置を設けることを要しない。
	（ハ）据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ニ）据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　異常温度上昇
	ホ　機械的強度

	（９６の４）超音波ねずみ駆除機
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度

	（９６の５）電子応用遊戯器具
	イ　材料
	（イ）印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板（いずれも、面積が25㎝2以上のもの、15W以上の電力が供給されるもの又は尖頭電圧が45V以上の電圧が印加されているものに限る。）は、別表第八１（１０）トの試験を行ったとき、これに適合すること。
	（ロ） 器体の内部の被覆電線にあっては、別表第八１（１０）トの試験を行ったとき、これに適合すること。

	ロ　構造
	（イ）電源を開閉するスイッチは、別表第四２（２）ヘ（ロ）の規定に適合するものであること。ただし、電源回路に流れる電流が0.15A以下又は電源回路に流れる突入電流がスイッチの定格電流の√2倍以下であって、別表第四２（２）ヘ（ハ）の規定に適合するものにあっては、この限りでない。
	（ロ）屋外用のもの及び据置き形のものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）屋外用のもの及び据置き形のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（ニ）充電部には、人が容易に触れることができないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
	ａ　尖頭電圧が5,000V以下の回路であって、次に適合するもの
	ｂ　尖頭電圧が5,000Vを超える回路であって、回路の総合静電容量が3,000pF以下のもの

	（ホ）平衡型フィーダコード用の端子ねじ又はボルトナット等は、呼び径が3㎜以上の銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、直径が0.6㎜以上1.0㎜以下の電線を確実に取り付けることができる構造のものであること。
	（ヘ）同軸ケーブル用の端子、接せん等は、銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するさび難いものであり、かつ、同軸ケーブルの中心導体並びに外部導体が電気的及び機械的に確実に接続できる構造のものであること。
	（ト）テレビジョン受信機のアンテナ端子に接続して用いるものにあっては、テレビジョン放送電波受信用の平衡型フィーダコード及び同軸ケーブルを接続でき、かつ、テレビジョン放送電波と器具の出力信号電波とを切り換えるスイッチを有する構造であること。

	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）運転試験
	（ロ）充電試験

	ホ　機械的強度

	（９７）防犯警報器
	イ　絶縁性能
	ロ　平常温度上昇

	（９８）医療用物質生成器
	イ　構造
	（イ）空気イオン発生器およびオゾン発生器にあっては、次に適合すること。
	ａ　電離部分、オゾン発生部等の高圧部分は、人が容易に触れるおそれのないように適当な保護わくまたは保護網を取り付けてあること。
	ｂ　オゾン発生器用安定器は、別表第六１および３の規定に適合すること。

	（ロ）水電解器にあっては、電源装置の充電部に水がかからない構造であること。
	（ハ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ニ）高圧発生回路を有するものにあっては、アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないもの及び二重絶縁構造のものにあっては、この限りでない。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、壁に取り付けるものにあっては通常の使用状態に取り付け、その他のものにあっては厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）水電解器にあっては、水道直結式のものは表示された標準水量の常温の水を吐出させ、その他のものは容器に定格容量（定格容量の表示がないものにあっては、容器の容量の約80%）の20℃±3℃の水を入れること。
	（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、最大の負荷を負荷すること。
	（ニ）「水電解器」の試験条件は、次のとおりとする。
	ａ　添加薬は混入しない。
	ｂ　タイムスイッチを有しないものにあっては、1時間通電する。
	ｃ　出力調整器を有するものにあっては、最大出力にセットする。


	ニ　入力電流の許容差

	（９９）電撃殺虫器
	イ　構造
	（イ）高圧発生回路の電源部には、絶縁変圧器を有していること。ただし、電撃格子に触れた場合において感電の危険性が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ロ）変圧器の２次側は、接地できない構造であること。
	（ハ）変圧器の外箱と鉄心とは、電気的に接続されていること。
	（ニ）電撃格子に通電されていることを示す赤色の表示灯を設けること。
	（ホ）次のいずれかに適合する保護装置を設けること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
	ａ　電撃格子の周囲に格子を設け、その内部に人が手を入れたときに、電撃殺虫器の１次側電路を自動的に遮断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10㎝（電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあっては、3㎝）以上離して設けなければならない。
	ｂ　電撃格子の周囲に直径が7㎝の球が貫通することができない格子を設け、それに人が触れたとき、電撃殺虫器の１次側電路を自動的に遮断する装置。この場合において、格子は、電撃格子から10㎝（電撃格子のうち、人が容易に触れるおそれのない部分にあっては、5㎝）以上離して設けなければならない。
	ｃ　電撃格子の最下部から10㎝以上下方に設けられた保護網。この場合において、保護網は、電撃格子の外部に張り出し、かつ、保護網の端と電撃格子の最上部とを結ぶ線と保護網の面とがなす角度が60 以下となるものであること。

	（ヘ）器体には、２次側開放電圧が7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、（ホ）ａ又はｂの危険防止装置を設けたものにあっては、床面上又は地表面上1.8m以上の位置に、その他のものにあっては、床面上又は地表面上3.5m以上の位置に設置する旨を表示してあること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
	（ト）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（チ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあっては、この限りでない。

	ロ　定格
	定格２次無負荷電圧は12,000V以下、定格２次短絡電流は25mA以下であること。
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇

	（１００）アーク溶接機
	イ　構造
	（イ）溶接用変圧器は、絶縁変圧器であること。
	（ロ）溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに適合すること。
	ａ　別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除く。）であること。
	ｂ　別表第一に規定する電線に係る共通の規定に適合し、かつ、材料及び構造等が以下の（ａ）から（ｅ）までに掲げる基準に適合するものであること、又は別表第十二の規定に適合するものであること。

	（ハ）定盤に至る電線の先端には、定盤に電気的に確実に接続できるクリップがつけてあること。
	（ニ）附属するホルダーは、次に適合すること。
	ａ　溶接棒を保持する面を除き、使用中の温度に耐える絶縁物でおおわれていること。
	ｂ　ホルダーは、溶接棒の着脱のための装置を備え、安全、かつ、容易にこれを操作することができる構造であること。
	ｃ　ホルダーに溶接棒を保持するためにスプリングを使用するものにあっては、これに溶接電流が分流しない構造であり、かつ、スプリングが耐熱材料でおおわれていること。


	ロ　定格
	ハ　絶縁性能
	ニ　平常温度上昇
	（イ）２次側には、抵抗負荷を接続すること。
	（ロ）定格負荷電圧に等しい電圧において、定格二次電流を流すように電流調整用の可動鉄心または可動コイルの位置を定めること。
	（ハ）表示された定格使用率により定格２次電流に等しい電流を通じること。この場合において、負荷を負荷する周期は、10分とすること。
	（ニ）タップ型溶接機にあっては、最大電流タップを使用し、２次回路の抵抗負荷を調整すること。


	（１０１）電気さく用電源装置
	イ　構造
	（イ）充電部（口出し線および端子を除く。）および鉄心部は、外箱の中に収めておくこと。
	（ロ）高圧発生回路の電源部に使用する変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、感電の危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。
	（ハ）入力側の回路の各極に開閉器および定格電流が1A以下の自動遮断器を有すること。
	（ニ）出力側端子には、放電間げき等の襲雷時の危険を防止する装置を設けたものであること。
	（ホ）衝撃電流を繰り返して発生するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　出力側端子間に500Ωの無誘導抵抗を接続した場合において、1の衝撃によって放出される電気が3ミリクーロン以下、出力電流（波高値で示す。）が500mA以下であり、かつ、1の衝撃が始まった後0.1秒を経過した後の出力電流（波高値で示す。）が10mA以下となるものであること。
	ｂ　出力電流が停止している時間を0.75秒以上とする装置を設け、かつ、その装置の故障により出力電流が停止している時間が0.75秒未満となる場合においても出力電流が3.5mAを超えないよう装置を設けたものであること。

	（ヘ）衝撃電流を繰り返して発生しないものにあっては、次に適合すること。
	ａ　出力側の端子間の定格電圧は、1,000V以下であること。
	ｂ　衝撃電流を発生するために使用するコンデンサーの容量は、4μF以下のものであること。
	ｃ　出力側端子間を短絡して通電したときに、出力側端子間を流れる電流は、3.5mA以下であること。

	（ト）屋外用のものの電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（１０１の２）電気浴器用電源装置
	イ　構造
	（イ）通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
	（ロ）絶縁型の変圧器を2台有し、当該変圧器は、次に適合すること。
	ａ　電源側に使用する変圧器の巻線比は、1:1であること。
	ｂ　電源側に使用する変圧器の１次巻線と２次巻線との間には、金属製の混触防止板を設けてあること。ただし、１次巻線と２次巻線がそれぞれ独立して鉄心に巻かれているものにあっては、この限りでない。
	ｃ　電源側に使用する変圧器にあっては金属製の外箱を有し、その外箱、鉄心及び金属製の混触防止板（以下イにおいて「外箱等」という。）は、電気的に完全に接続されていること。
	ｄ　１次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
	ｅ　１次巻線と２次巻線との間並びに１次巻線及び２次巻線と大地との間に電源側に使用する変圧器にあっては1,000V、電極側に使用する変圧器にあっては2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。

	（ハ）出力電圧は、10V（銀イオン殺菌装置用のものであってその旨の表示を付してあるものは、15V）以下であること。
	（ニ）電源側に使用する変圧器の１次側には、開閉器（両極を同時に開閉できるものに限る。）、表示灯及び定格電流が1A以下の過電流遮断器を各極に設けてあること。この場合において、過電流遮断器は、各極に設けなければならない。
	（ホ）電極側に使用する変圧器の２次側には、２次側電路の電圧を監視するための電圧計を外かくの見やすい箇所に設けてあること。
	（ヘ）電極側に使用する変圧器の電極板との間にインダクションコイルを設けるものにあっては、次に適合すること。
	ａ　インダクションコイルの２次側電圧の最大値は、30V以下であること。
	ｂ　バイブレーターの接点には、白金等容易にま滅しない金属を用いたものであること。
	ｃ　バイブレーター用コンデンサーの容量は、1μF以下のものであること。
	ｄ　インダクションコイルの１次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
	ｅ　インダクションコイルの１次巻線と２次巻線との間及び１次巻線と大地との間の絶縁抵抗は、5MΩ以上であること。
	ｆ　電極側に使用する変圧器による電圧とインダクションコイルによる電圧とは重畳しないこと。

	（ト）通電開始のとき、通電電流をゼロから連続的に増大する出力調整装置を有し、かつ、出力調整装置をその出力が最低となる位置以外の位置において電源を入れたとき、使用者に電撃感を与えない構造であること。
	（チ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。
	（リ）出力端子部から電極までの配線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する直径が1.6㎜以上の絶縁電線又は断面積が1.25㎜2以上のキャブタイヤケーブルであること。
	（ヌ）アース機構を設けてあること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（１０２）直流電源装置
	イ　構造
	（イ）電池充電用のもの（機器組み込み用のものを除く。）及びおもちや用のものにあっては、絶縁変圧器を使用すること。ただし、容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で別表第四１（２）ハの図に示す試験指が充電部に触れないものにあっては、この限りでない。この場合において、試験指に加える力は、30Nとする。
	（ロ）直流側の端子または口出線にあっては、そのものまたはその近傍に極性の別を表示すること。ただし、接続器を有するものであって、接続するとき極性の別を誤まるおそれのない構造のものにあっては、この限りでない。
	（ハ）出力側に交流端子を取り付けるものにあっては、それを容易に識別できるものであること。
	（ニ）出力側に接続器を有するものにあっては、出力側の接続器は、次に適合すること。
	ａ　次の表の左欄に掲げる形状のものにあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる定格２次直流電圧に適合すること。この場合において、接続器の外側電極は負極であること。
	ｂ　ａに掲げるもの以外のものにあっては、ａ及び別表第四６（１）ニ（ホ）ａに掲げるものに接続して使用することができないものであること。

	（ホ）自動車用スタータに使用するものにあっては、次に適合すること。
	ａ　過負荷保護装置（ヒューズを除く。）を取り付けてあること。
	ｂ　外かくの見やすい箇所に容易に消えない方法で電池を充電できない旨を表示すること。


	ロ　定格
	ハ　絶縁性能
	ニ　２次電圧変動特性
	（イ）イ（ニ）ａに掲げる接続器を使用するものであって、電池を充電するものにあっては電池を、その他のものにあっては抵抗を負荷として接続した状態で、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した直流２次電圧は、定格２次電圧の120%以下であり、かつ、負荷を取り外して測定した２次無負荷電圧は、定格２次電圧の150%以下であること。
	（ロ）（イ）に掲げるもの以外のものであって、電池を充電するもの及び自動車用スタータに使用するもの以外のものにあっては、定格周波数に等しい周波数の定格入力電圧に等しい電圧を加えて、抵抗負荷を接続した状態で定格負荷電流に等しい電流を通じたときに測定した出力側の直流及び交流の端子電圧は、次の表に適合すること。ただし、変圧器を有しないものにあっては、この限りでない。

	ホ　平常温度上昇
	（イ）試験品は、厚さが10㎜以上の表面が平らな木台の上に置くこと。
	（ロ）電池を充電するものにあっては、表示された公称容量の電池を負荷すること。この場合において、負荷電流が定格負荷電流に満たないときは適当な負荷を接続し、定格負荷電流に等しい電流を通じること。
	（ハ）（ロ）に掲げるもの以外のものにあっては、通常の使用状態における最大の負荷を負荷すること。

	ヘ　異常温度上昇
	（イ）試験条件
	ａ　すべての出力側の端子又は口出し線を短絡すること。
	ｂ　温度過昇防止装置又は過負荷保護装置を有するものにあっては、各巻線ごとに出力側の端子又は口出し線の間に抵抗負荷を接続し、温度過昇防止装置又は過負荷保護装置にこれらの最大不動作電流に等しい電流を通じること。

	（ロ）基準
	ａ　器体の外部に炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
	ｂ　おもちや用のものにあっては、熱電温度計法により測定した外かくの温度は、100℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｃ　熱電温度計法により測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は、150℃（基準周囲温度は、30℃とする。）以下であること。
	ｄ　充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。


	ト　機械的強度

	（１０３）調光器
	イ　構造
	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（１０４）コンデンサー型雑音防止器
	イ　構造
	（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であって、導体の断面積が0.75㎜2以上で、かつ、長さが20㎝以上のものであること。
	（ロ）コンデンサーとヒューズとを組合わせたものまたはコンデンサーと抵抗器とを組み合わせたものであること。
	（ハ）接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
	（ニ）コンデンサーは、JIS C 2302「コンデンサー薄紙」に適合するコンデンサー紙と金属はくとを組合わせた紙コンデンサー又はこれと同等以上の性能を有するコンデンサーであること。
	（ホ）ヒューズは、定格電流が1A以下の封入形ヒューズであること。ただし、ヒューズが溶断した場合に絶縁その他の支障が生ずるおそれがないときは、定格電流が1A以下の糸ヒューズまたはつめ付ヒューズとすることができる。
	（ヘ）抵抗器は、JIS C 6402「炭素皮膜固定抵抗器」、JIS C 6406「固定体抵抗器」若しくはJIS C 6407「絶縁形炭素皮膜固定抵抗器」に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。
	（ト）コンデンサーと抵抗器とを組合わせたものまたはコンデンサーとヒューズとを組合わせたものは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内または絶縁物で製作した箱内に収めてあること。

	ロ　絶縁抵抗
	ハ　絶縁耐力
	ニ　含浸剤の流出または溶出
	（イ）液体充てんコンデンサーは、表面を清浄にし、70℃±3℃の恒温槽内にその端子が側面になるように置き、10分間保ったのち取り出し、反対側に転倒させてさらに10分間保った場合に、次に適合すること。
	ａ　白土等の微粉をコンデンサーに薄く塗布した場合にその微粉の色は、変化しないこと。
	ｂ　紫外線でコンデンサーを照射した場合に、その表面は、けい光を発しないこと。

	（ロ）液体含浸コンデンサーおよび固体充てんコンデンサーは、70℃±3℃の油中または水中に、チューブラ形のものにあっては1分間、その他のものにあっては5分間浸した場合に、気ほうを連続して発生せず、または含浸剤の溶出がないこと。


	（１０５）フイルター形雑音防止器
	イ　構造
	（イ）口出し線を有するものにあっては、その口出し線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であって、導体の断面積が0.75㎜2以上で、かつ、長さが20㎝以上のものであること。
	（ロ）コンデンサー、コイルおよびヒューズを組み合わせたものであること。
	（ハ）接続方法を表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示してあること。
	（ニ）コイル、コンデンサーおよびヒューズは、内部に絶縁物を施した金属製の箱内もしくは絶縁物で製作した箱内に収め、または良質の絶縁物の底板の上にこれらを組み立てて金属製の外被でおおってあること。

	ロ　絶縁抵抗
	ハ　平常温度上昇
	ニ　絶縁耐力
	ホ　耐湿性能

	（１０６）漏電検知器
	イ　構造
	（イ）定格感度電流は、1A以下であること。
	（ロ）出力接点の動作を確認するためのテスト装置を有すること。
	（ハ）テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。

	ロ　端子部の強度
	ハ　漏電動作特性
	（イ）電圧動作型のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲げる電圧を加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。
	ｂ　試験品のコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから25Vに連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に動作すること。
	ｃ　試験品のコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、その両端に電圧を30秒間で10Vから50Vに連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に動作すること。

	（ロ）電流動作型のものにあっては、次に適合すること。
	ａ　定格電圧に等しい電圧に加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
	ｂ　定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき動作せず、次に示す試験で動作すること。
	ｃ　定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に連続して増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に動作すること。
	ｄ　定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品をリセットした後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあっては0.1秒以内に、時延型のものにあっては定格動作時間の50%の時間（0.1秒以下となる場合は、0.1秒）から150%の時間（2秒以上となる場合は、2秒）の範囲内に、反限時型のものにあっては0.05秒以内に動作すること。


	ニ　漏電動作テスト装置の開閉性能
	（イ）電圧動作型のものの試験方法
	ａ　定格対地電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
	ｂ　定格対地電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。

	（ロ）電流動作型のものの試験方法
	ａ　定格電圧の80%に等しい電圧及び110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
	ｂ　定格電圧に等しい電圧を加え、10秒間隔で1,000回テスト装置を操作すること。


	ホ　温度上昇
	ヘ　絶縁性能

	（１０７）電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
	イ　構造
	（イ）点滅器（電源を開閉するものに限る。）及び接続器は、別表第四（２（２）ヘ（ロ）及び（ハ）を除く。）の規定に適合するものであること。
	（ロ）白熱電灯又は放電灯付きの家具にあっては、その熱により危険が生ずるおそれのない構造であること。
	（ハ）一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること。
	（ニ）光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇

	（１０８）電気ペンシル
	イ　構造
	（イ）絶縁変圧器を使用し、かつ、２次側の端子電圧は30V以下であること。
	（ロ）アース機構を設けてあること。ただし、器体の外部に金属が露出していないものにあっては、この限りでない。
	（ハ）電源電線は、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって、その断面積が0.75㎜2以上のものであること。

	ロ　絶縁性能
	ハ　平常温度上昇
	ニ　機械的強度


	３　携帯発電機
	（１）構造
	イ　燃料にプロパンガスを使用するものにあっては、各部よりガス漏れがないこと。
	ロ　液体燃料を使用するものにあっては、燃料を注入する場合において規定量が容易に確認できる構造であること。
	ハ　過負荷、外部の電路の短絡等により危険を生ずるおそれのあるものにあっては、保護装置を有していること。
	「危険を生ずるおそれ」とは、過負荷又は出力端子を短絡した状態で30分間運転（保護装置が動作したときは、そのときまで運転）した場合において、感電、火災及び傷害を生ずるおそれをいう。
	ニ　表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で雨水中では使用できない旨の表示を付してあること。

	（２）絶縁性能
	（３）平常温度上昇
	イ　測定位置は、燃料タンクの底面から約1㎝上部とする。
	ロ　測定時期は、連続定格のものにあっては燃料以外の各部の温度上昇がほぼ一定となり、かつ、燃料が規定量の1/2に減少したときとし、短時間定格のものにあっては定格時間が経過した時とする。この場合において、定格時間中に燃料が規定量の1/2以下になったときには、燃料を補給する。

	（４）過負荷性能
	イ　（３）の試験の直後に、原動機および発電機の出力調整用つまみをそれぞれ最高出力の位置にセットし連続して1時間（保護装置が動作したときは、その時まで）運転したとき、各部に異状を生じないこと。
	ロ　無負荷の状態において、原動機の出力調整用つまみを最高出力の位置にセットし連続して1分間運転したとき、各部に異状が生じないこと。

	（５）電圧変動率
	（６）運転試験
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